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三B本原子力産業会議



科学技術庁原子力安全局核燃料規制課

　　　　　　　　　　謙譲灘監修

運輸省運輸政策局技・術安全課
警察庁生活安全局生活環境課

　　　　警備局警備課
放射性物質等の輸送法令集

（1995年度版）

1　核燃料物質等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

II　放射性同位元素等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

m　関連法令及び定義等

○薬事法（抄）

○放射性医薬品製造

○原子力基本法等
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は

じ

め

に

　
わ
が
国
の
原
子
力
開
発
利
用
は
、
三
十
年
余
を
経
た
今
B
、
原
子
力
発
電
を
は
じ
め
、
医
療
、
工
業
、
農
業
利
用

等
の
分
野
に
広
く
進
展
し
、
こ
れ
ら
の
利
用
分
野
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
核
燃
料
及
び
ラ
ジ
オ
・
ア
イ
ソ
ト
…
プ

（
R
I
）
等
の
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
量
は
増
加
し
、
広
域
化
し
て
お
り
ま
す
。
国
際
原
子
力
機
関
（
I
A
E
A
）

輸
送
規
則
の
国
内
規
則
へ
の
取
り
入
れ
等
に
よ
る
、
平
成
三
年
一
月
か
ら
施
行
の
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事

業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
外
運
搬
規
則
）
、
車
両
運
搬
規
則
、
放
射
線
障
害
防
寒
法
施
行
規
則
並

び
に
当
該
告
示
の
改
正
及
び
、
各
省
庁
局
長
通
達
等
の
発
令
に
よ
り
、
安
全
規
制
の
一
層
の
充
実
が
図
ら
れ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　
当
会
議
で
は
、
運
輸
省
運
輸
政
策
局
技
術
安
全
課
、
科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局
核
燃
料
規
制
課
、
核
燃
料
物
質

輸
送
対
策
室
、
同
局
放
射
線
安
全
課
、
警
察
庁
生
活
安
全
局
生
活
環
境
課
、
警
備
局
警
備
課
の
編
集
協
力
と
監
修

を
得
て
、
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
の
安
全
規
制
に
関
す
る
法
律
、
政
令
、
規
則
、
告
示
、
各
省
庁
局
長
通
達
、
内
規

集
、
技
術
規
準
等
を
網
羅
し
た
本
書
の
内
容
を
逐
次
改
訂
、
発
行
し
、
輸
送
の
実
務
に
携
わ
る
方
々
の
み
な
ら
ず
広

く
関
係
者
の
便
宜
に
供
し
て
お
り
ま
す
。

　
わ
が
国
の
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
に
関
し
て
は
、
今
後
と
も
増
大
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
放
射

性
物
質
等
の
輸
送
が
円
滑
か
つ
安
全
に
行
わ
れ
る
上
で
、
本
書
が
一
助
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
り
ま
す
。

平
成
七
年
一
月

日
本
原
子
力
産
業
会
議



放
射
性
物
質
等
の
輸
送
法
令
集

も
　
　
く
　
　
じ

1
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
関
係
法
令
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…

　
図
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
基
本
体
系
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
：
…
…
三
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…

　
　
A
　
陸
上
輸
送
関
係
法
舎
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
－
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
：
…
…
．
…
…
：
…
…
…

　
　
　
A
の
一
　
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
関
係
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…

　
　
　
図
　
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
内
運
搬
関
係
法
令
と
体
系
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
：
：
…
・
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
調
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・

　
　
　
　
○
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
－
…
…
…
…
…
－
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…

　
　
　
　
○
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
：
…
…
…
…
－
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
・
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
・
…
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
…
…
－
：
・
・
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：

　
　
　
　
　
・
別
記
（
第
山
ハ
条
三
四
係
）
｝
畢
二
三
所
内
運
撫
…
標
識
　
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
・

　
　
　
○
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
－
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…

　
　
　
○
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
・
別
記
（
第
六
条
関
係
）
事
業
所
内
運
搬
標
識
　
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…

　
　
　
○
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
手
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
・
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
－
－
…
…
…

〇九七五四〇八六四二〇八五四四四三一



　
○
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
－
…
…

　
　
・
別
記
様
式
（
第
六
条
関
係
）
事
業
所
内
運
搬
標
識
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…

A
の
二
　
工
場
又
は
事
業
所
外
の
運
搬
関
係
…
…
：
…
…
…
：
・
・
3
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…

図
　
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
関
係
法
令
と
体
系
　
：
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…

　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
　
　
　
　
〔
科
学
技
術
庁
関
係
〕
…
…
…
…
・
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
・

　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・

　
○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
　
…
…
…
…
－
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…

　
　
・
別
記
様
式
第
一
　
（
笥
叩
十
六
条
関
係
）
箆
・
両
運
搬
確
認
申
吐
請
書
　
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
・
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：

　
　
・
別
記
様
式
第
二
（
第
十
六
条
関
係
）
簡
易
運
搬
確
認
申
請
書
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…

　
　
・
別
記
様
式
第
三
（
第
十
七
条
の
こ
関
係
）
容
器
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
：
：
G
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
：

　
　
．
別
記
様
式
第
四
（
第
十
七
条
の
四
関
係
）
承
認
容
器
使
用
期
欝
欝
薪
申
請
書
　
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
：
…
…
・
…
…
・
：
：
・
…
…
…
・
…
・

　
　
・
別
記
様
式
第
五
（
第
十
七
条
の
七
関
係
）
取
決
め
の
締
結
確
認
申
請
書
　
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…

　
　
・
別
記
様
式
第
六
（
第
二
十
条
関
係
）
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・

　
○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…

・
別
表
第
一

・
別
表
第
二

・
別
表
第
三

・
別
表
第
四

・
別
表
第
五

・
別
表
第
六

・
別
記
第
一

・
別
記
第
二

・
別
記
第
三

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

　　　　放
　　　　射
　　　　線
　　　　を
　　　　放
　　　　出
　　　　す
　　　　る
　　　　同
　　　　位

　　　　兀
　　　　素

　　　　の
　　　　数
　　　　量
　　　　等
　　　　を
　　　　定
　　　　め
　　　　る
　　　　件

七七七七七六六五四三三三三三
七五四三一九七一四六五五四二

八
九
～
一
〇
七

（
第
二
条
関
係
）
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
試
験
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
・
：
…
…
…
・
…
・
…
・
：
：
…
…
・
：
・
…
・
…
・
…
：
：
：
…
：
一
〇
八

（
第
四
条
関
係
）
L
S
A
一
皿
に
係
る
浸
漬
試
験
　
…
…
…
…
：
…
…
9
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
：
・
…
：
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
：
…
…
一
〇
八

（
第
十
｝
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
」
般
の
試
験
条
件
　
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
　
○
八



　
・
別
記
第
四
（
第
十
二
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
　
：
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
二
〇
九

　
・
別
記
第
五
（
第
十
四
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
　
…
・
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
二
　
○

　
・
別
記
第
六
（
第
十
六
条
関
係
）
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
核
燃
料
輸
送
料
に
係
る
試
験
条
件
　
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
一
一
〇

　
・
別
記
第
七
（
第
十
七
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
　
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
コ
○

　
・
別
記
第
八
（
第
十
八
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
　
…
…
…
…
…
…
・
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
：
…
…
＝
○

　
・
別
記
第
九
（
第
十
九
条
関
係
）
I
P
…
2
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
一
｝
○

　
・
別
記
第
十
（
第
二
十
条
関
係
）
I
P
…
3
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
一
一
〇

　
・
別
記
第
十
一
（
第
二
十
三
条
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
一
一
〇

　
・
別
記
第
十
二
（
第
二
十
五
条
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
一
一
一

　
・
別
記
第
十
三
（
第
三
十
一
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
　
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
一
一
二

　
・
別
記
第
十
四
（
第
三
十
一
条
関
係
）
第
二
類
黄
標
識
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
一
一
三

　
・
別
記
第
十
五
（
第
三
十
一
条
関
係
）
第
三
年
玉
標
識
　
…
…
・
…
…
…
…
・
・
…
…
…
：
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
：
…
…
一
一
四

　
・
別
記
第
十
六
（
第
三
十
一
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
　
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
一
一
五

〇
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
等
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）
…
…
…
＝
六

　
・
別
記
第
一難

￥
重
量
ー
ー
ー

…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
一
一
九
～
＝
二

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
一
一
三



・
別
記
第
十
一
　
輸
送
容
器
検
査
立
会
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
一
一
一
三

・
別
記
第
十
二
　
容
器
承
認
書
記
載
事
項
変
更
届
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
＝
一
四

・
別
記
第
十
三
　
承
認
容
器
廃
止
届
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
一
二
五

・
別
記
第
十
四
　
承
認
容
器
登
録
票
（
記
載
例
）
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
二
二
六

・
別
記
第
十
五
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
ご
｝
七

・
別
記
第
十
六
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書
　
…
…
－
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
一
二
八

・
別
記
第
十
七
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
更
新
申
請
書
　
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
一
二
九

・
別
記
第
十
八
　
核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
係
る
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
＝
二
〇

・
別
記
第
十
九
　
核
燃
料
輸
送
物
の
表
簡
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
承
認
に
係
る
申
請
書
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
一
三
〇

・
別
詑
第
二
十
　
1
P
型
輸
送
物
の
基
準
に
係
る
承
認
申
請
書
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
；
コ

・
別
記
第
二
十
｝
　
一
P
…
2
型
輸
送
物
の
一
般
の
試
験
条
件
に
係
る
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
；
三

・
別
記
第
二
十
一
一
特
別
措
置
に
係
る
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
・
：
・
…
…
…
：
…
一
…
・
…
：
…
…
…
…
…
一
三
三

・
別
記
第
二
十
三
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
申
請
書
　
…
・
…
…
…
…
・
…
一
…
…
…
…
…
…
－
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
一
三
四

・
別
記
第
二
十
四
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
＝
二
五

・
別
記
第
二
十
五
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
英
文
証
明
願
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
一
三
六

∴
別
記
笛
〃
二
十
山
ハ
　
核
燃
料
輸
送
μ
物
確
認
届
　
；
：
：
：
：
：
：
：
…
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
．
：
：
：
：
・
：
：
：
：
。
：
．
：
．
：
：
二
～
二
し
て

・
別
記
第
二
十
七
　
輸
送
容
器
届
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
＝
一
　
八

・
別
記
第
二
十
八
　
輸
送
容
器
使
用
廃
止
届
　
…
…
－
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
：
：
㎝
三
九

・
別
記
第
二
十
九
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
届
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
一
四
〇

・
別
記
第
三
十
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
届
　
…
…
：
：
…
…
…
・
・
…
…
と
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
　
四
一

・
別
記
第
三
十
一
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
届
　
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
｝
四
二

・
別
表
　
輸
送
容
器
検
査
要
領
　
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
一
四
三



○
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
被
曝
線
量
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
⊥
四
五

〇
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
：
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
・
…
一
四
七

　
・
様
式
第
三
（
第
二
十
六
条
関
係
）
運
搬
物
確
認
結
果
報
告
書
　
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
一
五
〇

　
・
様
式
第
四
（
第
二
十
八
条
関
係
）
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
の
二

　
　
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
一
五
一

〇
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
し
た
件
　
…
…
…
…
…
…
一
五
「
　

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
　
　
　
〔
運
輸
省
関
係
〕
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
…
…
　
五
一
一
一

〇
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
爵
を
定
め
る
告
示
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
－
…
…
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
一
六
八

　
・
別
表
（
第
七
条
、
第
十
一
条
関
係
）
…
…
…
…
…
：
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
一
七
＝
一

　
・
第
一
号
様
式
（
第
四
条
、
第
十
照
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
一
七
四

　
・
第
二
号
様
式
（
第
四
条
、
第
十
四
条
関
係
）
第
二
類
黄
標
識
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
一
七
五

　
・
第
三
号
様
式
（
第
四
条
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
関
係
）
第
三
懸
盤
標
識
　
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
ム
七
六

　
・
第
四
号
様
式
（
第
五
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
一
七
七

　
・
第
五
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
標
識
　
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
一
七
八

　
・
第
六
号
様
式
（
第
七
条
、
第
十
～
条
関
係
）
團
連
番
主
用
副
標
識
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
一
七
九

　
・
第
七
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）
車
両
標
識
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
一
八
○

○
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
　
八
一

　
・
別
記
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
謳
明
書
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
一
八
六

〇
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
　
八
七

〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員

　
　
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
王
手
　
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
一
八
九

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
運
輸
省
大
臣
官
房
国
有
鉄
道
改
革
推
進
総
括
審
議
官
・
貨
物
流
通
局
長
通
達
）
…
…
…
・
…
…
…
・
・
…
…
…
一
九
一



　
　
・
別
丁
…
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
（
後
半
部
分
へ
）
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
六
二
二

　
　
・
別
添
二
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
徽
扱
要
領
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
一
九
二

　
　
・
別
表
第
～
　
運
搬
計
画
書
等
記
載
事
項
等
　
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
二
〇
〇

　
　
・
別
表
第
二
　
指
定
申
請
書
の
記
載
事
項
等
（
略
）
：
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
二
〇
三

　
　
・
別
表
第
三
　
申
講
書
本
文
他
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
二
〇
四

　
　
・
別
表
第
四
　
車
両
に
関
す
る
説
明
他
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
・
…
…
三
一
〇
四

　
　
・
別
表
第
五
　
申
請
先
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
二
〇
五

　
　
・
第
一
号
様
式
（
確
認
申
請
書
）
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
二
〇
五

　
　
・
笛
翔
二
口
写
…
様
式
（
指
謁
疋
申
二
二
壷
鱒
）
　
（
略
）
：
：
…
：
…
…
：
：
：
…
：
…
：
…
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
…
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
二
〇
山
ハ

　
　
・
第
　
二
購
写
鼻
二
三
（
特
別
措
置
承
認
申
請
書
）
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
二
〇
⊥
ハ

　
　
・
第
四
号
様
式
（
積
載
方
法
承
認
申
請
書
）
…
：
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
：
…
二
〇
七

　
〇
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）
…
：
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
∵
…
…
…
…
：
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
・
二
〇
八

　
○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）
…
：
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
：
…
…
…
…
二
〇
九

　
〇
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
　
　
〔
警
察
庁
関
係
〕
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
二
二

　
　
・
別
記
様
式
第
一
（
第
二
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
　
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
一
二
五

　
　
・
別
記
様
式
第
二
（
第
三
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
証
明
書
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
・
三
二
八

　
　
・
別
記
様
式
第
三
（
第
六
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
証
明
書
書
換
え
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
㎜
二
九

　
　
・
別
記
様
式
第
四
（
第
七
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
請
書
　
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
二
一
一
〇

図
　
報
告
徴
収
関
係
　
：
…
…
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
◆
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
：
三
一
二
一

図
　
運
搬
証
明
書
の
交
付
手
続
　
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
◆
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
二
二
二

図
　
運
搬
証
明
書
の
返
納
手
続
　
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
・
二
ニ
ニ

図
　
運
搬
証
…
明
書
の
書
換
え
手
続
　
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
：
ニ
ニ
三

図
　
運
搬
証
明
書
の
　
再
交
付
手
続
　
…
…
…
：
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
：
…
…
，
…
：
二
二
三



　
　
○
第
一
、
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
生
活
安
全
局
、
警
備
局
）
：
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
・
二
二
四

　
　
　
・
運
搬
届
出
書
の
記
載
例
　
…
…
…
…
…
：
…
・
・
…
…
…
・
…
…
…
・
：
…
：
…
：
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
二
二
八

　
　
　
・
運
搬
経
路
及
び
運
行
時
刻
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
二
三
…

　
　
　
・
核
燃
料
物
質
等
積
載
車
両
及
び
運
転
者
（
例
）
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
－
二
三
二

　
　
　
・
積
載
車
両
外
観
図
（
例
）
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
・
…
…
…
：
…
・
…
：
三
一
三
四

　
　
　
・
携
行
資
器
材
の
名
称
及
び
個
数
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
－
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
二
三
五

　
　
　
・
運
搬
要
領
（
例
）
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
二
三
六

　
　
　
・
車
列
編
成
図
（
例
）
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
・
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
ゆ
…
…
：
…
：
二
三
ヒ

　
　
　
・
警
察
機
関
へ
の
連
絡
要
領
（
例
）
：
…
…
…
…
…
－
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
：
…
二
三
八

　
　
　
・
慈
急
措
置
要
領
（
例
）
…
…
…
・
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
・
…
二
三
八

　
　
　
・
非
常
時
の
連
絡
体
制
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
一
三
九

　
　
〇
第
二
、
書
換
え
申
請
書
の
記
載
要
領
（
同
）
…
…
…
…
…
…
・
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
二
四
〇

　
　
〇
第
三
、
颪
黛
父
王
・
甲
請
…
書
の
記
載
要
領
（
同
）
：
：
：
：
：
・
：
…
…
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
…
…
：
：
・
一
…
四
…
…

表
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
事
務
撫
当
者
一
覧
表
（
警
察
庁
生
活
安
全
局
）
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
三
西
三

8
　
溝
上
輸
送
関
係
法
令
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
二
四
五

　
図
　
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
関
係
法
令
と
体
系
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
二
四
五

　
　
〇
船
舶
い
安
全
法
（
抄
）
・
：
・
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
二
四
轟
ハ

　
　
○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
・
…
－
…
…
…
－
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
二
四
七

　
　
　
・
別
表
第
四
（
第
百
三
十
条
関
係
）
手
数
料
の
額
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
二
八
○

　
　
　
・
第
五
号
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）
放
射
性
物
質
等
運
送
届
　
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
－
…
－
二
八
…

　
　
　
・
第
六
号
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
　
：
…
…
…
－
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
：
…
二
八
二

　
　
〇
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
二
八
三

　
　
　
・
別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
：
二
九
七



　
・
別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）
…
…
…
…
：
…
－
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
・
三
〇
九

　
・
畜
生
第
三
（
第
閥
条
関
係
）
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
：
…
…
…
…
「
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
：
三
　
二

　
・
別
表
第
四
（
第
書
生
関
係
）
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
・
…
三
＝
二

　
・
別
表
第
五
（
第
四
条
関
係
）
…
…
…
・
…
…
…
「
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
「
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
・
三
一
瞳

　
・
別
詣
表
第
ぬ
ハ
（
第
四
条
関
係
）
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
・
…
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
．
：
：
：
：
：
：
．
：
：
：
：
：
：
。
：
：
：
：
．
：
：
．
：
：
．
：
：
：
：
三
一
五

　
・
別
表
第
七
（
第
十
四
条
の
五
、
第
十
四
の
六
、
第
十
七
条
の
三
、
第
十
七
条
の
酋
関
係
）
防
護
特
定
該
燃
料
物
質
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
三
｝
六

　
・
第
丁
子
様
式
（
第
十
五
条
、
第
十
八
条
関
係
）
第
一
類
白
鳥
軋
、
第
二
類
黄
標
札
、
第
三
類
黄
標
札
　
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
三
一
八

　
・
第
二
号
様
筑
（
第
十
六
条
関
係
）
三
葉
マ
…
ク
　
：
：
：
：
…
：
：
：
…
・
：
…
：
…
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
…
…
・
：
…
：
：
…
：
：
：
：
・
：
：
…
：
：
：
…
：
：
・
三
二
〇

　
・
第
三
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
標
識
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
∴
一
一
二
…

　
・
第
三
号
様
式
（
第
十
七
条
の
こ
関
係
）
国
連
番
号
三
王
標
札
　
：
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
◆
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
・
三
二
二

　
・
別
記
第
一
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験
　
…
…
…
∵
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
◆
・
三
二
三

　
・
別
丁
第
二
（
第
十
条
関
係
）
」
S
A
…
頂
に
係
る
試
験
　
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
三
二
三

　
・
別
記
第
三
（
第
六
条
、
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・
別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）
…
：
…
…
…
…
：
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
－
四
三
〇



　
・
別
表
第
四
（
第
四
条
関
係
）
…
…
…
…
…
…
・
・
…
：
…
：
…
…
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
・
－
四
一
三

　
・
別
表
第
五
（
第
四
条
関
係
）
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
…
…
：
…
…
・
…
：
：
…
：
…
・
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
・
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
四
三
二

　
・
別
表
第
六
（
第
四
条
関
係
）
…
…
：
…
…
…
：
・
：
…
…
－
：
…
…
・
…
：
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
．
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
．
…
。
：
…
．
…
…
…
：
四
三
三

　
・
別
記
第
一
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験
　
：
：
…
・
：
…
…
…
：
…
：
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
：
：
…
…
…
四
三
四

　
・
別
記
第
工
（
第
六
条
関
係
）
L
S
A
…
皿
に
係
る
浸
漬
試
験
　
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
四
三
四

　
・
別
記
第
三
（
第
八
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
：
四
三
四

　
・
別
記
第
四
（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
四
三
五

　
・
別
記
第
五
（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
…
…
…
－
・
…
：
…
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
四
三
六

　
・
別
記
第
六
（
第
八
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
四
三
六

　
・
別
記
第
七
（
第
八
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
…
・
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
四
三
六

　
・
別
記
第
八
（
第
八
条
関
係
）
I
P
…
2
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
四
三
六

　
・
別
記
第
九
（
第
八
条
関
係
）
I
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
：
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
・
四
三
六

　
・
別
記
第
十
（
第
十
条
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
四
三
六

　
・
別
記
第
十
一
（
第
十
条
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
－
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
・
…
四
三
六

　
・
第
一
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
四
｝
一
｝
八

　
・
第
二
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
関
係
）
第
二
生
生
標
識
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
四
一
｝
一
九

　
・
第
三
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
関
係
）
第
三
丁
丁
標
識
　
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
：
四
四
〇

　
・
第
四
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
・
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
四
四
一

　
・
第
五
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
標
識
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
四
四
一
一

　
・
第
六
号
機
…
式
（
第
二
十
・
三
条
、
第
二
十
六
条
関
係
）
国
連
番
号
標
札
　
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
四
四
一
二

〇
放
射
性
物
質
及
び
放
射
姓
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
の
輸
送
規
制
に
つ
い
て
（
運
輸
省
航
空
局
長
通
達
1
そ
の
一
）
…
…
…
…
…
…
・
…
：
四
四
四

　
・
別
表
第
一
　
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
四
四
七

　
・
別
言
第
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
発
送
時
検
査
要
領
　
・
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
：
…
四
四
八



・
別
記
第
一

・
別
記
第
二

・
別
記
第
三

・
別
記
第
四

・
様
式
第
一

・
様
式
第
二

・
様
式
第
三

・
様
式
第
三

○
放
肇
挫
輸
送
物
輸
送
確
認
串
講
書
に
添
付
す
る

　
・
別
丁
一
　
門
敏
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
」
の
丁
丁
事
項
　
…
…
…
：
…
：
：
：
・
…
：
：
…
…
…
：
－
・
：
：
：
…
…
…
－
…
・
・
…
…
…

　
・
霧
添
二
　
放
漿
挫
輸
送
物
等
を
輸
送
申
の
事
故
時
の
搭
置
　
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
　
…
：

○
放
射
性
輪
送
物
縫
認
申
請
書
に
添
付
す
る
門
安
全
解
析
書
」
の
詑
載
薫
濫
発
等
に
つ
い
て
（
運
輪
憲
航
空
局
通
達
…
そ
の
三
）
・
…
…
：

○
核
原
料
物
質
、
該
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
・

○
該
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
開
す
る
規
刷
　
…
…
：
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
・
…
…
…
…

○
核
猿
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
舗
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
墓
つ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
翼
の
携
轡
す
る

　
　
身
分
を
一
言
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
三
王
　
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
．
…
…
「
…
…
…
…
…
…
：
■
…
…
：

…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
四
四
八

丁
丁
丁
丁
主
物
確
認
申
講
書
記
載
要
領
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
暇
五
二

放
辛
辛
輸
送
物
輸
送
丁
丁
定
申
講
書
記
載
要
領
　
：
…
…
…
－
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
：
：
四
五
三

輸
送
計
薗
書
記
載
要
領
　
…
：
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
四
五
三

（
規
三
千
一
九
三
条
第
二
項
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
確
認
申
請
書
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
四
五
五

（
出
壁
が
紳
二
二
i
T
五
条
関
四
王
）
放
鮒
性
一
鞭
送
物
輸
送
御
百
指
｛
疋
申
柚
醐
書
　
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
四
五
謁
ハ

（
辛
辛
第
～
九
重
条
第
二
辛
辛
係
）
放
漿
性
輸
送
物
輸
送
確
認
串
請
書
　
・
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
：
…
四
五
六

輸
送
計
画
書
　
…
…
…
…
…
…
－
◆
…
…
・
…
…
・
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
四
五
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
輸
送
讃
遍
書
」
の
福
二
事
項
等
に
つ
い
て
（
運
輸
省
航
空
煽
通
達
一
そ
の
二
）
・
…
…
…
…
…
・
・
四
五
八

猛
　
放
射
性
岡
綾
元
畜
等
酵
運
搬
闘
孫
法
ム
罫
　
：
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
：
：

　
図
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
す
る
基
本
体
系
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…

　
図
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
輸
送
に
関
す
る
規
釧
法
令
　
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
：
…
：

　
　
《
　
陸
上
輸
送
関
孫
法
令
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
◆
…
：
：
・
：
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
A
の
｝
　
工
場
又
は
事
業
所
内
の
三
王
三
年
　
：
：
・
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
：

　
　
　
　
○
放
射
性
同
位
光
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
：
…
…
…
…

　
　
　
　
○
放
射
幌
三
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
…
…

．
　
「
　
匿
　
，
　
　
，
　
胸
　
レ
　
　
「
　
■
　
　
，
　
噛
　
◆
　
　
耳
　
●
　
．
　
　
嘔
　
塾
　
¢

●
　
φ
　
　
■
　
，
　
φ
　
　
0
　
“
　
　
■
　
．
　
3
　
　
「
　
φ
　
　
，
　
，
　
◆
　
　
雷
　
雷
　
¢
　
　
阜

：
：
・
　
・
：
：
：
：
四
論
ハ
五

　
　
・
：
・
：
・
：
四
六
六

　
　
：
：
・
：
・
：
四
志
ハ
九

　
　
…
…
…
四
七
七

　
　
…
…
…
：
四
七
七

　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
：
：
…
四
七
七

…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
四
七
九

…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
四
八
一

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
四
八
二

：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
：
：
：
・
…
…
…
…
曖
八
～
「
一

…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
四
八
三

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
四
八
三

：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
四
八
山
ハ



　
　
・
様
式
第
二
十
二
（
第
三
十
一
条
関
係
）
放
射
線
検
査
官
身
分
証
明
書
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
四
九
〇

　
〇
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る

　
　
　
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
四
九
一

　
　
・
別
記
（
第
六
条
関
係
）
事
業
所
内
運
搬
車
両
標
識
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
四
九
四

A
の
二
　
工
場
又
は
事
事
所
外
の
運
搬
関
係
　
…
…
：
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
：
四
九
五

　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
四
九
五

　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
…
：
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
・
…
…
…
五
〇
三

　
　
・
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
五
〇
三

　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
：
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
：
五
〇
四

　
　
・
様
子
第
十
の
七
（
第
十
八
条
の
十
五
関
係
）
運
搬
確
認
申
請
書
　
：
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
：
五
一
四

　
　
・
様
式
第
十
の
八
（
第
十
八
条
の
十
七
関
係
）
容
器
承
認
申
講
書
　
…
…
…
：
…
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
五
一
五

　
　
・
様
式
第
二
十
二
（
第
四
十
一
条
関
係
）
放
射
線
検
査
官
身
分
証
明
書
　
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
：
…
…
…
…
：
…
五
一
六

　
〇
放
射
線
を
放
畠
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
：
五
一
七

　
　
・
別
蓑
第
一
（
第
七
条
、
第
十
照
条
、
第
二
十
四
条
関
係
）
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、

　
　
　
　
一
種
類
で
あ
る
場
合
の
空
気
中
濃
度
限
度
等
　
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
五
二
四

　
　
・
別
表
第
二
（
第
七
条
及
び
第
十
四
条
関
係
）
種
類
が
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
の
空
気
中
濃
度
限
度
等
　
…
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
五
＝
＝

　
　
・
別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
）
褒
面
密
度
限
度
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
五
一
一
＝

　
　
・
別
表
第
四
（
第
三
十
一
条
関
係
）
自
由
空
間
中
の
空
気
吸
収
線
量
が
一
グ
レ
イ
で
あ
る
場
合
の
線
量
当
量
　
：
…
…
…
…
…
：
・
：
：
…
…
…
…
…
五
｝
二
二

　
　
・
別
表
第
五
（
第
三
十
　
条
関
係
）
理
由
空
間
中
の
粒
子
フ
ル
エ
ン
ス
が
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
り

　
　
　
　

　
　
　
…
1
0
個
で
あ
る
場
合
の
線
量
当
量
　
　
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
五
＝
｝
三

　
〇
放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
　
　
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
窃
示
　
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
五
三
照

　
　
・
別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）



・
別
蓑
第
二

・
別
表
第
三

・
別
表
第
四

・
別
表
第
五

・
別
表
第
六

・
別
記
第
一

・
別
記
第
二

・
別
記
第
三

・
別
記
第
四

・
別
記
第
五

・
別
記
第
六

・
別
記
第
七

・
別
記
第
八

・
別
記
第
九

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
五
条
関
係
）

薗
ー
ー
・

…
…
：
：
：
…
…
・
・
：
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
五
四
四
～
五
六
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
試
験
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
五
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
S
A
l
皿
に
係
る
浸
漬
試
験
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
五
六
二

　
　
　
　
　
　
（
第
十
｝
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
「
般
の
試
験
条
件
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
五
六
二

　
　
　
　
　
　
（
第
十
二
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
五
六
三

　
　
　
　
　
　
（
第
十
四
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
五
六
四

　
　
　
　
　
　
（
第
十
六
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
　
…
…
…
…
－
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
…
…
五
六
四

　
　
　
　
　
　
（
第
十
七
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
五
六
四

　
　
　
　
　
　
（
第
十
八
条
関
係
）
I
P
1
2
型
輸
送
物
に
係
る
～
般
の
試
験
条
件
　
…
…
：
…
一
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
五
六
四

　
　
　
　
　
　
（
第
十
九
条
関
係
）
I
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
～
般
の
試
験
条
件
　
・
：
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
五
六
四

　
・
別
記
第
十
（
第
二
十
三
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
　
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
五
六
五

　
・
別
記
第
十
｝
（
第
二
十
四
条
関
係
）
第
二
類
黄
標
識
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
五
六
六

　
・
別
記
第
十
二
（
第
二
十
四
条
関
係
）
第
三
類
黄
標
識
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
五
六
七

　
・
別
記
第
十
三
（
第
二
十
四
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
五
六
八

0
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
蘭
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
等
に
つ
い
て
（
科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
五
六
九

　
・
別
記
様
式
第
一
　
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
五
七
〇

　
・
別
記
様
式
第
二
　
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
係
る
特
別
措
置
の
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
五
七
一

　
・
別
記
様
式
第
三
　
放
射
性
輸
送
物
の
二
面
又
は
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
係
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
認
申
請
書
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
－
…
…
・
…
…
…
…
…
五
七
二



　
・
別
記
様
式
第
四
　
王
P
1
2
型
、
I
P
1
3
型
輸
送
物
の
基
準
に
係
る
承
認
申
請
書
　
…
…
－
…
：
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
・
五
七
三

　
・
別
記
様
式
第
五
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
係
る
特
別
措
置
の
承
認
申
請
書
　
－
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
五
七
四

　
・
別
記
様
式
第
六
　
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
の
基
準
に
係
る
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
五
七
五

　
・
別
記
様
武
第
七
　
一
P
1
2
型
輸
送
物
の
一
般
の
試
験
条
件
に
係
る
承
認
申
講
書
　
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
五
七
六

〇
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
五
七
七

　
・
別
記
様
式
第
三
（
第
二
十
三
条
関
係
）
運
搬
物
確
認
結
果
報
告
書
　
…
…
…
：
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
・
五
八
四

　
・
別
記
様
式
第
六
（
第
殴
十
二
条
関
係
）
立
入
検
査
職
員
身
分
証
明
書
　
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
五
八
五

〇
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
捲
定
す
る
件
　
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
五
八
六

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
五
八
七

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
車
蕎
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
六
〇
　

　
・
別
表
（
静
弟
七
条
、
籠
〃
十
∴
条
…
関
係
）
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
六
〇
七

　
・
第
一
号
様
式
（
第
四
条
、
第
十
四
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
六
〇
八

　
・
第
二
号
様
式
（
第
四
条
、
第
十
四
条
関
係
）
第
二
年
年
標
識
　
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
六
〇
九

　
・
榊
弟
　
二
二
芳
様
式
（
第
四
条
、
第
十
四
冨
粂
、
第
十
六
条
関
係
）
箪
三
二
類
黄
麺
繋
累
　
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
六
一
〇

　
・
第
三
号
様
式
（
第
五
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
六
二

　
・
第
五
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
標
識
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
六
＝
一

　
・
第
六
号
様
式
（
第
七
条
、
第
十
～
条
関
係
）
国
連
番
号
三
王
標
識
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
六
＝
二

　
・
第
七
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）
車
両
標
識
　
…
…
・
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
・
六
　
四

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
　
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
六
一
五

　
・
別
記
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
証
明
書
　
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
六
二
〇

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
運
輸
省
大
臣
官
房
国
有
鉄
道
改
革
推
進
総
括
審
議
官
・
貨
物
流
通
局
長
通
達
）
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
六
二
一

　
・
別
丁
｝
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
　
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
六
二
二



　
　
　
・
別
表
第
一
　
運
搬
計
画
書
等
記
載
事
項
等
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
六
二
七

　
　
　
・
別
表
第
二
　
申
講
書
本
文
・
積
載
方
法
等
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
六
三
〇

　
　
　
・
別
表
第
三
　
車
両
に
関
す
る
説
明
・
承
認
容
器
等
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
六
一
三

　
　
　
・
別
表
箪
が
四
　
申
曲
講
先
　
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
…
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
論
ハ
＝
二

　
　
　
・
第
一
号
様
式
　
放
射
性
輸
送
物
運
搬
確
認
申
請
書
　
…
…
…
…
：
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
六
三
二

　
　
　
・
第
二
号
横
…
式
　
特
別
措
置
運
搬
承
認
申
請
書
　
：
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
⊥
ハ
三
二

　
　
　
・
第
三
号
様
式
　
積
載
方
法
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
六
三
三

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
六
三
四

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
財
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
更
一
項
の
規
定
に
よ
り

　
　
　
　
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
六
三
六

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
〔
警
察
庁
関
係
〕
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
六
三
七

　
　
　
・
別
記
…
様
式
第
一
（
第
一
　
条
関
係
）
　
公
安
委
員
会
宛
放
射
性
同
位
元
素
等
運
搬
届
出
書
　
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
六
四
〇

　
　
　
・
別
記
様
式
第
二
（
第
二
条
関
係
）
　
公
安
委
員
会
宛
放
射
性
同
位
元
素
富
松
搬
変
更
届
出
書
　
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
六
際
一

　
　
　
・
別
記
様
式
第
三
（
第
三
条
関
係
）
　
放
射
性
同
位
元
素
等
運
搬
指
示
書
　
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
六
四
一

　
表
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
す
る
法
令
の
概
要
（
警
察
庁
保
安
部
公
害
課
）
：
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
六
四
二

　
図
　
運
搬
届
出
関
係
（
法
王
十
八
条
の
二
、
府
令
第
二
、
第
三
、
第
四
条
）
　
（
警
察
庁
関
係
）
…
：
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
六
四
三

　
図
　
報
告
徴
収
関
係
（
法
王
四
十
二
条
、
府
令
第
六
条
）
　
（
警
察
庁
関
係
）
…
…
…
：
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
・
六
四
三

　
図
　
事
故
発
生
時
等
の
措
置
関
係
（
法
王
三
十
一
　
、
第
三
十
三
条
第
一
一
項
）
　
（
警
察
庁
関
係
）
：
隔
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
六
四
三

　
　
　
・
別
記
様
式
第
一
（
第
二
条
関
係
）
　
放
射
性
軍
書
元
素
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
例
（
公
安
委
員
会
）
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
：
…
六
四
四

　
　
　
・
別
記
様
式
第
二
（
第
三
条
関
係
）
　
放
射
性
同
位
元
素
等
運
搬
指
示
書
例
（
公
安
委
員
会
）
…
…
…
・
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
六
四
五

B
　
海
上
輸
送
関
係
法
令
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
六
四
六

　
図
放
射
性
同
位
元
素
等
の
船
舶
運
送
関
係
法
令
と
体
系
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
六
四
六

　
　
〇
船
主
安
全
法
（
抄
）
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
六
四
七



　
　
○
危
険
物
船
舶
運
送
規
則
（
抄
）
・
…
…
…
…
…
・
…
…
：
：
…
・
…
…
：
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
六
四
七

　
　
〇
危
険
物
船
舶
運
送
告
示
　
：
：
…
…
…
…
：
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
・
六
四
七

　
　
〇
運
輸
雀
海
上
技
術
安
全
局
長
通
達
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
六
四
七

　
　
〇
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の
～
）
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
六
四
七

　
　
〇
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の
二
）
：
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
：
六
四
七

　
　
〇
港
則
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
六
四
七

　
　
〇
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
…
六
四
七

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
」
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
六
四
七

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
…
：
…
…
…
…
：
・
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
・
…
六
四
七

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
六
四
七

　
　
〇
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
・
六
四
七

C
　
航
空
輸
送
蘭
係
法
令
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
…
…
…
：
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
六
四
八

　
図
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
航
空
機
輸
送
関
係
法
令
と
体
系
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
六
四
八

　
　
○
航
空
法
（
抄
）
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
六
四
九

　
　
〇
航
空
法
施
行
規
鋼
（
抄
）
：
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：
…
…
六
四
九

　
　
〇
放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
六
四
九

　
　
〇
運
輸
省
航
空
局
長
通
達
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
六
四
九

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
：
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
⊥
ハ
四
九

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
：
…
六
四
九

　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
六
四
九

　
　
〇
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
　
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
六
四
九

関
連
法
令
及
び
定
義
等
　
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
六
五
一

　
　
〇
辣
駅
事
・
法
（
抄
）
・
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
・
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
；
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
・
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
六
五
三



○
放
射
性
医
薬
晶
の
製
造
及
び
取
扱
丁
丁
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
六
五
四

〇
郵
便
法
（
抄
）
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
・
六
五
六

〇
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
、
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）
…
…
六
五
七

〇
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
王
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
－
…
六
五
八

○
原
子
力
基
本
法
（
抄
）
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
…
：
六
六
〇

〇
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）
…
…
…
…
・
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
：
六
六
二

〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
・
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
・
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
六
六
三

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
：
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
六
六
四

〇
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
：
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
：
六
六
五

〇
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
蚤
等
を
定
め
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1

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
関
係
法
令



図　核燃料物質等の運搬に関する基本体系

核燃料物質等の運搬

工場又は事業所の内

工場又は事業所の外

加工事業所内

一瓢顯鴨
脚処理事業所内

使用事業所内

　　　　　　簡易運搬

陸上輸送

船舶輸送

物一一一同

L翰送方法＿＿騰省（自動車交通局）

輸送経路、輸送日時等の指示一一一都道府県公安委員会

科学技術庁

通　産　害

運輸省（海上技術安全局）

科学技術庁

同　上

同　上

同　上

　　上

　　　　鉄　道　局

運輸省（海上技術安全局）

L運送中。職策等。指示＿海上聯

航空輸送 運輸省（航空局）

（注）　危険時の措置については、工場又は事業所内の輸送にあっては、事業所の区分に応じ各主務大臣が、工場又

　　は事業所外の輸送にあっては、内閣総理大臣又は運輸大臣が、それぞれ応急措置を定めるとともに、必要な措

　　置命令を発することとなっている。

朔
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図　核燃料物質等の事業所内運搬関係法令と体系

　　　　　規　制　法

謔Q1条の2………
@　　　　　　　　保安のために講第35条第1項……　　　　　　　　　ずべき措置

謔S8条……………

謔T9条……………　運搬の墓準

謔U4条　　　　　　危険時の措置

（第35条第1項） （第59条）

（第35条第1項） （第48条）

（第21条の2） （第35条第ユ項）

〈運輸省令〉

ﾀ用舶用炉規則

@（第25条）

〈通産省令〉

ﾀ用発電炉規則

@（第13条）

〈総理府令〉

ﾁ　工　規　則

i第7条の6）

〈総理府令〉

詞ｱ研究炉規則

@（第12条）

〈総理府令〉

ﾄ処理規則
@（第14条）

〈総理府令〉

g　用　規　則

@（第5条）

〈運輪省告示〉

ﾀ用原子力船内

^　搬　告　示

〈通産省告示〉

ﾀ用発電所内
^　搬　告　示

〈科技庁告示〉

幕ﾆ所内の運搬

吹@　　　示

㊧　第64条の危険時の措置については各省府令に各々定められている。



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
．
炉

　
　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@〔

蛹
?
謹
権
携
舘
）

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
二
七
日
法
律
第
六
九
号

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六

　
号
）
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利

．
用
が
平
和
の
臨
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
用
が
計
画
的
に
行
わ
れ

　
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
核

　
燃
料
物
質
を
防
護
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
、
再
処

　
理
及
び
廃
棄
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及
び
運
転
等
に
関
す
る
必
要
な

　
規
制
等
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ

　
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
国
際
規
制
物
質
の
使
用
に
関
す
る

　
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

二
二
十
㎜
条
の
二
　
加
工
事
業
者
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
「
　
加
工
施
設
の
保
全

　
二
　
加
工
設
備
の
操
作

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
三
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
（
加

　
　
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
限
る
。
次
条
に
お
い

　
　
て
同
じ
。
）
、
貯
蔵
又
は
廃
棄

（
施
設
の
使
用
の
停
止
等
）

第
二
十
一
条
の
三
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
加
工
施
設
の
保
全
若
し
く
は
加
工
設

　
備
の
操
作
又
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
物
の
運
搬
、
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
措
置
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に

　
基
づ
く
総
理
府
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
加
工
事
業

　
者
に
対
し
、
加
工
施
設
の
使
用
の
停
止
、
改
造
、
修
理
又
は
移
転
、
加
工
設

　
備
の
操
作
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
　
G
D
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六

（
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
三
十
五
条
　
原
子
炉
設
置
者
及
び
外
国
原
子
力
船
運
航
者
は
、
次
の
事
頓
に

　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
い
て
、
空
務
省
令
（
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
あ
っ
て
は
、
運
輸
省
令
第

　
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要

　
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
原
子
炉
施
設
の
保
全

　
二
　
原
子
炉
の
運
転

　
三
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
貯

　
　
蔵
又
は
廃
棄
（
運
搬
及
び
廃
棄
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た

　
　
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

　
　
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
又
は
廃
棄
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お

五



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

⊥／＼

　
　
い
て
岡
じ
。
）

2
（
略
）

（
施
設
の
使
用
の
停
止
等
）

第
三
十
六
条
主
務
大
臣
（
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
つ
い
て
は
、
運
輸

　
大
臣
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
原
子
炉
施
設
の
性
能
が
第
二
十
九
条

　
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
原
子

　
炉
施
設
の
保
全
、
原
子
煩
の
運
転
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料

　
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
措

　
置
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
省
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と

　
認
め
る
と
き
は
、
原
子
炉
設
置
者
又
は
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
対
し
、
原

　
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
、
改
造
、
修
理
又
は
移
転
、
原
子
炉
の
運
転
の
方

　
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
（
略
）

　
　
ω
　
実
用
発
電
用
炉
規
則
第
十
三
条

　
　
　
　
実
用
舶
用
炉
規
則
第
二
十
五
条

　
　
　
　
試
験
研
究
用
炉
規
則
第
十
二
条

　
　
働
　
実
用
舶
用
炉
規
則
第
二
十
五
条

（
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
構
ず
べ
き
措
置
）

第
四
十
八
条
　
再
処
理
事
業
者
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
一
　
再
処
理
施
設
の
保
全

　
二
　
再
処
理
設
備
の
操
作

　
三
　
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ

　
　
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
（
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

　
　
内
の
運
搬
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
貯
蔵
又
は
廃
棄

2
（
略
）

（
施
設
の
使
用
の
停
止
等
）

第
四
十
九
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
再
処
理
施
設
の
性
能
が
第
四
十
六
条
の
二

　
の
二
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は

　
再
処
理
施
設
の
保
全
、
再
処
理
設
備
の
操
作
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
、
使
用

　
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
運
搬
、
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
措
置
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

　
く
総
理
府
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
再
処
理
事
業
者

　
に
対
し
、
再
処
理
施
設
の
使
用
の
停
止
、
改
造
、
修
理
又
は
移
転
、
再
処
理

　
後
の
操
作
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
（
略
）

　
　
ω
　
再
処
理
規
則
第
十
四
条

（
運
搬
の
基
準
）

第
五
十
九
条
　
使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
の
運
搬
（
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に

　
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安

　
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
使
用
規
則
第
五
条

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
物
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に



処
す
る
。

十
「
　
第
五
十
八
条
の
二
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
い
で
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃

　
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
し
た
者

十
一
一
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
第
五
十
九
条

　
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
核
燃
料
物

　
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
た
者

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

七



核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る

　
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
四
十
一
年
七
月
十
九
日
総
理
府
令
第
三
十
七
号
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
一
一
年
一
一
月
二
八
日
総
理
府
令
書
五
六
号

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
七
条
の
六
　
墨
黒
二
十
一
条
の
二
第
一
項
目
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は
、

　
加
工
施
設
を
設
遣
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

　
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
麗
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
贈
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質
の

　
　
　
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
比
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め

　
　
　
　
　
働

　
　
　
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
「
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

　
三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
’

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
夏
号
イ
又
は
μ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
．
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
薗
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
鍛
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
条
の
二
第
一
号
ハ
の

　
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
ば
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
叉
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
Q

八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る



　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
．
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
圃
定
す
る
た
め
の
装
麗
を
有
す
る

　
．
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
す
る
車
爾
の
適
当
な
箇
所
に
長
窟
の
定
め
る
標
識
を
・
取
り
付
け
る
こ
と
。

2
　
蝋
削
項
（
の
場
ム
ロ
に
お
い
て
、
晶
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
羅
の
全
部
又
は
　
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
G
う

　
長
宮
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
盛
該
運
搬
物
の
表
而
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
冨
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

3
　
鯖
一
項
第
二
号
か
ら
第
園
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
加
工
事
業
老
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

　
場
叉
は
事
業
噺
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
幸
三
年
総
理

　
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両

　
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九

　
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要

　
　
　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

な
措
澱
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
．
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃

料
物
質
等
を
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（8）　（7）　（6＞　（5）　（4＞　（3）　（2）　（1）

核
燃
料
物
質
等
事
業
所
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

澗同齢嗣嗣同勢

第
二
条
第
二
項

笙
三
条

第
四
条

第
五
半

開
六
条

第
七
条

第
八
条

九



試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
翻
遡
町
斜
鉾
せ
摘
諸
〕

最
終
改
正
　
平
成
二
年
…
一
月
二
八
日
総
理
府
令
第
五
六
号

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
ハ
及
び
原
子
炉
の
規
則
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
ψ

　
第
二
十
三
条
第
一
項
第
コ
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
に
つ
い
て
適
用

　
す
る
。

（
略
）

（
工
場
又
は
早
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
二
条
　
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
設
置
者
は
、
原
子
炉

　
施
設
を
設
置
し
た
工
揚
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第

　
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物

　
下
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め

　
　
　
　
幻

　
　
の
措
践
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偶

　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
揚
合

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
っ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
条
第
一
号
ハ
の
表
面

　
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転



　
　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
　
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
　
黒
し
な
い
こ
と
。

　
七
　
書
髭
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
運
上
等

　
　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
舗
饗
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
面
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
濁
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
周
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
¢
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
・
田
に
よ
り
同
項
築
｝
二
号
及
び
箆
四
号

　
に
掲
げ
る
措
蹟
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
紛

長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
長
官
の
定
め
る
線
量
当
蟄
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
9
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
窮
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
原
子
炉
設
綴
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
窯
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
二
年
総

　
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

　
尚
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

　
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

　
要
な
措
遣
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
墨
該
核

　
燃
料
物
質
等
を
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
叉
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運

　
干
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

．「

ﾁ
工
規
則
」
の
場
舎
に
同
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

＝



使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る

　
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k
紙
押
顧
逡
哩
総
轄

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
年
一
一
月
二
八
日
総
理
肩
令
第
五
六
号

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
四
条
門
歯
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

　
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

　
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
つ

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
　
　
　
働

　
　
　
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
、
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

－
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

　
三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
二

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
痘
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
ざ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
叉
は
口
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
薗
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
九
条
第
一
号
ハ
の
表
面

　
密
度
限
度
の
十
分
の
～
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
震
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る



　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
尚
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
根
雪
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
詞
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
罵
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
放

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樹

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
嗣
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
…
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
園
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
の

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
最
当
量
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
長
官
の
定
め
る
線
量
当
蟹
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
環
し
な
い
。

4
　
再
処
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総

理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
　
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
　
二
年
連
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

燃
料
物
質
等
を
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
戯
業
所
内
に
お
い
て
運

搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（8）　（7）　（6｝　｛5｝　（4｝　（3｝　〔2｝　ほ｝

「
加
工
規
則
し
の
場
合
に
同
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

＝
二



核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

〔
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
九
日
総
理
府
令
第
八
十
四
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
剛
取
終
酌
恐
正
　
　
平
成
二
年
｝
　
　
四
月
二
八
日
傭
総
理
府
A
η
一
図
五
山
ハ
ロ
万

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
の
技
術
上
の
基
笙
）

第
五
条
　
法
第
五
十
九
条
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
進
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
と
お
り
と
す
る
。

　
｝
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質
「

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
目
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
函
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偶

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

　
三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
底
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
短
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
．

一
四

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
量
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
門
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
門
運
鍛
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
鍛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
三
条
第
四
号
ハ
の
表
面

　
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
澗
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

八
　
車
尚
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
墨
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車



　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
鍛
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
瀾
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
己
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
当
量
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
第
六
号
イ
の

　
　
線
量
当
量
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
、
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
薩
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
長
官
の
定
め
る
線
鍛
当
量
率
ヨ
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
「
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
程

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
∴
二
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
　
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及

　
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二

　
号
）
第
　
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
壁
（
以

　
　
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
所
外
運
搬
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
保
安
の

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
の
法
源
五
十
九
条
（
法
第
六

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
雛
課
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
の
技
術
上
の

基
準
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
所
外
運
搬
基
準
と
す
る
。

　（8）　17）　（6）　（5｝　｛4｝　：3｝　（2）　（1｝

「
加
工
規
則
」
の
場
合
に
同
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

㎝
五



核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

0
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す

　
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
六
十
～
二
年
一
【
月
十
三
日
総
理
府
令
第
一
号
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
年
一
一
月
二
八
日
総
理
府
令
第
五
六
号

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
八
条
　
法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
埋
設
事

　
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運

　
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

～
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
含
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
・
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官
の

　
　
　
　
　
　
α
」

　
　
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質
の

　
　
飛
散
又
は
漏
…
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
爆
の
た
め

　
　
　
　
ω

　
　
の
措
麗
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
避
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樹

　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

二
　
爵
号
の
容
羅
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
底
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
．

一
六

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
及
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
境
当
斌

　
㈲

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
鼠
捕
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
薗
の
放
射
性
物
質
ハ
の
密
度
が
第
十
…
四
条
第
一
号
ハ
の
表

　
函
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
軍
事
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

五
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
〇

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
老
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
禦
す
る
こ
と
。

七
　
革
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
腸
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車



　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
八
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
棚
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
使
胴
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
践
又
は
車
而
に
園
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
上
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
簗
二
号
及
び
第
　
二
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創

　
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
ウ
讐
を
超
え
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
　
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
ぱ
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質

　
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
開
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三

　
年
総
理
府
令
第
五
牽
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質

　
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら

　
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
核
燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
当
直
臓
し
た
事
業
所
内
に
お
い
て
運

搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
加
工
規
購
」
の
場
合
に
局
じ
（
本
書
八
ぺ
ー
ジ
参
照
）

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

一
七



核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

0
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す

　
る
規
則
（
抄
）

最
終
改

正

平

盛

年
＿　　〔

一総昭
三婆型

天府♀
日令三
総第年
理四ナ

零甫
第七七
五　号目

六　〕
号

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
三
⊥
丁
二
条
　
法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
頂
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

　
事
業
考
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の

　
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
川

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
港
口
の
た

　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樹

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

　
二
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
砦
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
苔
癬
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

一
八

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
口
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
掻
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
ハ
の
密
度
が
第
二
十
七
条
第
へ
号
ハ
の

　
表
面
密
度
限
度
の
十
分
置
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
畑
島
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

五
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

七
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車



　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
八
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
桐
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
巌
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
撃
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
一

　
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
一
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
｝
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定

　
は
渦
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
廃
棄
物
管
理
事
業
老
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質

　
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三

　
年
総
理
府
禽
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質

　
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
一
二
条
か
ら

　
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
核
燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
に
お
い
て
運

搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（8）　（7）　（6）　（5｝　（4｝　（3｝　（2）　（1｝

「
加
工
規
則
」
の
場
合
に
嗣
じ
（
本
書
八
ぺ
ー
ジ
参
照
）

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

一
九



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に

　
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る

　
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
〔
甥
覆
蓉
叱
朔
暇
舶
〕

最
終
改
正
　
平
成
二
年
一
一
月
二
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号

　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第

三
十
七
号
）
第
七
条
の
六
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
十
二
条
、

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
陽
十
六
年
総
理
府
令
第

十
号
）
第
十
四
条
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
規

則
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す

る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
黙
認
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和

五
十
四
年
一
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告

示
（
昭
和
冗
十
二
年
夏
学
技
術
庁
告
示
館
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
濡
す
る
措
置
等
に
係
る
技

術
的
細
罠
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
．

二
〇

　
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
六
、
試
験

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
上
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下

　
「
試
験
研
究
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の

　
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
、
核

　
燃
料
物
質
又
は
、
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の

　
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
一
号
。
以
下
「
廃
棄
物

　
埋
設
規
則
扁
と
い
う
。
）
第
十
八
条
、
核
燃
料
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総

　
理
府
令
第
四
＋
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
＋
二

　
条
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
使
用
規
則
」
と
い

　
う
。
）
第
五
条
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
二
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
番
｝
項
第
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
卜

　
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
廃
棄

　
物
埋
設
規
則
第
十
八
条
第
｝
項
第
一
号
イ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条

　
第
一
項
第
｝
号
イ
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
長
官
の
定
め

　
る
限
度
は
、
一
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

　
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
拝
呈
等
を
定
め
る
告
示
（
昭

　
和
五
十
一
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
一
一
条
第
一
号
に
定
め
る
碗
値

　
の
一
万
分
の
｝
と
す
る
。

2
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二
条

　
第
一
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
廃
棄
物
処



　
理
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
廃
棄
物
管
理
規
躍
第
三
十
二
条
第
一

　
丁
重
　
号
イ
及
び
使
用
規
期
第
五
条
理
一
項
第
二
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
障

　
害
防
止
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
次
の
各
号
．
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え
い

　
　
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
昏
眠
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
由
罎
四
書
）

第
三
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ロ
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十

　
二
条
第
一
項
繁
二
惣
門
、
再
処
理
規
劉
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
、
廃
棄

　
物
埋
設
規
則
第
十
八
条
第
～
項
第
一
号
ロ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条

　
第
｝
項
第
一
号
ロ
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
｝
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る

　
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て

　
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

（
運
筆
書
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
四
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
四
号
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二

　
条
第
｝
項
第
四
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
、
廃
棄
物
埋
設

　
規
則
第
十
八
条
第
｝
項
第
三
号
、
廃
棄
物
管
理
規
期
箆
三
十
二
条
第
｝
項
第

　
三
号
、
使
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原

　
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
祁

　
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
一
号
）
第
十
五
条
第
六
号
の
母
宮
の
定
め
る
線
量

　
当
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方

　
　
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理
府
令
第
十
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器

　
　
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
星
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
薗
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
蒋

　
三
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ

　
　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
隔
毎
躊

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
線
量
墨
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
「
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

一
＝



　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

（
危
険
物
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
二
項
、

第
五
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
六
号
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二

　
条
第
一
項
第
六
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
｝
項
第
六
号
、
廃
棄
物
埋
設

　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一
二
十
一
一
条
篤
二
項
第

　
五
号
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
口
覆
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
…
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
五
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
貴
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
漂
識
）

第
六
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
ハ
第
十
号
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二

　
条
第
一
項
第
十
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
十
号
、
廃
棄
物
埋
設

　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
九
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
第

　
九
号
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
　
項
第
十
号
の
長
官
の
定
め
る
漂
識
は
、
別

　
記
に
掲
げ
る
標
識
と
す
る
。

二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二
条
第
二

項
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
築
二
項
、
廃
棄
物
埋
設
規
則
第
十
八
条
第
二
項
、

廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
使
用
規
則
第
五
条
里
二
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書

に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
で
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
氏
名

二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

三
　
運
搬
物
の
表
面
及
び
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
三
婆
当
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
防
止
の
た
め
に
講
ず

　
る
措
遣

（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
八
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
二
項
た
だ
し
書
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十

　
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
廃
棄

　
物
埋
設
規
則
第
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
廃
棄
物
管
理
規
期
第
三
十
二
条

　
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
長
官
の
定
め



る
線
量
当
壁
率
は
、
十
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
と
す
る
◎

（
線
量
当
量
率
等
の
算
定
）

第
九
条
　
第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
線
量
当
量
率
は
一
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
ル
線
量
当
量
率
と
し
、
第
六
条
の
二
の
実
効
線
量
当
量
は
一
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
ル
線
量
当
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
科
学
技
術
庁
長
官
が
認
め
た
場
合
は
、
こ

　
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
実
効
線
量
当
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け
る
た
め
の

　
被
ば
く
を
除
く
も
の
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
網
目
等
を
定
め
る
告
示

一　

O



別記（第6条関係）

5

、燃
＼》／

注　1　♂は、0，5センチメートル以上とする。

　　2　Rは、0．2センチメートル以上とする。

　　3　車両に取り付ける標識については、その

　　各辺は、15セγチメートル以上とする。

　　4　色彩は、次表によること。

i　部　　　分 色彩

i　　地1三　葉　マ　一　ク

ｶ　　　　　　　　字

ﾓ　ち　の　部　分

ﾓちの内側の線

白
黒
黒
白
黒

5　「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視

区域内運搬」の文宇で代えることができる。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

四



○
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
関
す
る
規
則
（
抄
）

運
転
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
巳
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
〕

　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
元
年
五
月
一
九
揖
通
商
産
業
二
二
第
二
六
号

　
（
工
場
又
は
事
・
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
設
羅
者
は
、
原

　
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
藤
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質

　
父
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核

　
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
直
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
羅
を

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
蕩
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
鍔
賦
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
産
業
大
臣
の
定
め
る
限
騰
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

　
　
　
放
射
性
物
質
の
飛
散
父
は
漏
え
い
の
防
庇
そ
の
他
通
商
産
業
大
驚
の
定

　
　
　
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
／
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
p
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
大
型
機
械
等
容

　
　
　
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
通
商
産
業
大

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
臣
の
承
認
を
受
け
た
障
害
訪
止
の
た
め
の
措
蹟
を
識
…
じ
て
運
搬
す
る
場
含

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
藏
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想
さ

　
　
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等
が

　
　
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
n
ソ

　
覇
号
イ
叉
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
聡
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
罫
及
び
表
面
か
ら
一
ズ
ー
ト
ル
の
甑
離
に
お
け
る
放
射
線
燈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
量
率
λ
を
超
え
な
い
よ
う

　
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
八
条
第
一
号

　
ロ
の
許
容
表
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
〇

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
｝
の
運
搬
機
器
に
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
危

険
饗
混
載
し
な
い
こ
と
・

七
　
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
運

　
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る
車
両
以
外
の
車
両
の

二
五



　
　
　
実
用
発
電
用
原
子
煩
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
立
入
り
を
制
限
し
、
か
っ
、
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
両
に
積
載
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
徐
行
す
る
と
と
も
に
、
運
搬
行

　
　
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ

　
　
と
Q

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
、
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
者
を
岡
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
雨
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
欄
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
Q
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
を
運
搬
す

　
　
る
車
両
の
適
墨
な
箇
所
に
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
標
識
　
を
取
り
付
け
る

　
　
こ
と
。

　
十
～
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
許
容
被
ば
く
線
量
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
G

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
通
商
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
措
置
整
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら

　
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら

　
一
フ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
通
商
産
業
大
臣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
定
め
る
放
射
線
壁
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
0

4
　
第
一
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
幸
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か

　
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運

　
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技

　
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又
は
事

　
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1

実
用
発
電
所
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

同同同同同同同

第
二
条
第
二
項

第
三
条

第
四
藩

士
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
条



○
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔
ｺ
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
費
仰
趨
商
業
陣
業
小
省
回
此
ロ
一
が
第
六
｝
臼
六
↓
一
六
旦
ウ
〕

　
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通

商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
岡
規
定
を
実

施
す
る
た
め
、
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る

措
置
に
係
る
技
術
的
細
二
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
鰯
黙
す
る
。

　
工
場
又
は
三
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る

技
術
的
地
髪
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
実
馬
発
電
用
原
子
煙
の
設

　
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
Q
）
第
十
三
条
に
お

　
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
一
【
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
限
度

　
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
n
ソ
核
燃
料
物
質
然
守
の
工
場
又
は
事
皿
莱
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
等
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
年
十
二
月
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
　
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
A
値

　
の
一
万
分
の
一
と
す
る
。

工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

2
　
規
則
第
十
＝
…
条
第
｝
項
第
｛
…
号
イ
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
障
害
防
比

　
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
っ
て
二
型
化
す
る
こ
と
等

　
　
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
の
飛
散
叉
は
漏
え
い
を
防
止
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
一
二
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
セ
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
　
規
則
第
十
三
条
籠
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
氏
名
叉
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
一
一
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
履

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
放
射
線
鍛
率
）

第
四
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線

　
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
最
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ

　
　
ル
ト
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
繭
か
ら
一
メ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
三
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
下
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ

　
　
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
蒋

　
四
　
車
両
の
表
醐
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
繭
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
景
当
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
百
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
薦
に
お
け
る
線
母
当
蚤
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
…

　
　
ベ
ル
ト
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
撃
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
壁
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
菖
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
ナ
三
条
第
一
項
第
六
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
危
険
物

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
～
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
窮
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
一
一
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
嘉
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
Q
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
虫
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

二
八

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

　
（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
標
識
は
、

　
別
記
の
も
の
と
す
る
。

　
（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
七
条
　
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号

　
に
褐
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
美
景
及
び
性
状

　
一
二
　
運
搬
物
の
表
面
及
び
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

　
六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

　
七
　
運
搬
の
日
晴
及
び
経
路

　
八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
九
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
防
止
の
た
め
に
講
ず

　
　
る
措
置

　
（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
八
条
　
規
則
第
ナ
三
条
第
二
項
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
線
量
妾
量
率
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。



　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
シ
…
ベ

　
　
ル
ト
毎
時

　
二
、
運
搬
物
の
表
面
か
ら
ニ
メ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
（
線
量
当
簸
率
の
算
定
）

第
九
条
　
第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
線
量
当
猛
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
ル
線
量
当
鍛
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
商
産
業
大
臣
が
認
め
た
場
倉
は
こ
の

　
限
り
で
な
い
。

　
　
　
サ
　
　
　
曝

　
　
　
附
　
　
日
以

　
こ
の
告
示
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
施
行
の
田
か
ら
施
行
す
る
Q

　
　
　
↓
口
　
　
　
捕
り

　
　
　
瞬
　
　
貝

　
こ
の
改
藍
は
、
平
成
…
7
6
年
四
月
一
暇
か
ら
適
用
す
る
。

男1」　　言己　（　第6条関係　）

注　1　旦は、2ミリメートル以上とする。

　　2　n、は、α5センチメートル以上とする。

　　3　車両に取り付ける漂識については、その

　　各辺は、15センチメートル以上とする。

　　4　色彩は、次表によること。

W
い

部　　　分 色彩

　　地
O　葉　マ　一　ク
ｶ　　　　　　　字

P＝ちぢ。急島創

白
黒
黒
白
黒

簡、
　　　　　　　轟紬／
＼／

5　「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視

区域内運搬」の文字で代えることができる。

工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
九



実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に

　
　
関
す
る
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

桒
l
l
騨
鉦
哩
扶
憩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
年
十
一
月
九
日

（
原
子
力
船
機
内
の
運
搬
）

第
二
十
五
条
　
法
門
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
設
置
者
等
は
、

　
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

・
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
め
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
運
輸

　
　
　
大
臣
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性

　
　
　
物
質
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
運
輸
大
臣
の
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
認
を
受
け
た
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場

　
　
　
合

三
〇

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
一
と
い

　
う
。
）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物

　
質
等
を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬

　
機
器
」
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
る
線
量
当
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な

　
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
十

　
条
第
一
号
ハ
の
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ

　
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
岡
一
の
運
搬
機
器
に
運
輸
大
臣
の
定
め
る
危
険
物

　
と
混
載
し
な
い
こ
と
。

七
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
硬
用
す
る



　
　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
擬
介
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え

　
　
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復
使

　
　
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び

　
　
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も

　
　
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納

　
　
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
　
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
運
輸
大
臣
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
劉
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
　
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代

　
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ

　
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線

　
　
　
　
⑯

　
量
当
墨
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
対
し
、
核
燃
料
物
質
等

　
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年

総
理
尉
令
書
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等

車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第

十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
船
等
に
お
い
て
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（8）　（7）　（6）　（6）　（5）　（4＞　（3）　（2）　（1＞

　　の
　　2　　　　　実
同周同同同同同同書

実
用
原
子
力
船
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

同属同同同周同

第
二
条
第
二
項

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

第
六
条
の
二

第
七
当

季
八
条

実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

一
三



核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

○
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関

　
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
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実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
｝
二
年
運
輸

省
令
第
七
十
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た

め
、
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
等
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技

術
的
細
自
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
原
子
力
基
本
法
等
の
　
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
称
五
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
四
年
一
欝
四
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的

細
貝
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
［
条
　
こ
の
出
口
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
二
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
Q
以
下
「
規

　
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
一
物
の
放
蔚
…
能
濃
澱
度
の
限
度
等
）

重
工
条
規
則
第
二
十
五
条
第
｝
項
第
二
号
イ
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
限
度
は
、

　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

　
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
昌
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年

三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
　
号
に
定
め
る
A
値
の
｝
万
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
運
輸
大
毘
の
定
め
る
放
射
線
障
害

　
防
止
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え
い

　
　
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
疵
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
目
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
潔
斎
大
臣
の
定
め
る
線
量
当
量

　
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
癒
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
サ
シ
…
べ



　
　
ル
ト
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
野
離
に
お
け
る
線
撮
当
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
時

　
三
　
車
而
の
表
面
（
開
放
型
の
壌
而
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
置
面
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
線
量
当
撮
率
に
つ
い
て
は
、
一
で
ミ

　
　
リ
シ
ン
ベ
ル
ト
毎
時

　
四
　
車
雨
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
得
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
畑
鼠
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
百
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
晴

　
互
　
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
日
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時

　
六
　
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
鑛
か
ら
｝
メ
…
ト
ル
の
驚
喜
に
お
け
る
線
量
当
輩
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
晴

　
（
危
険
物
）
、

第
五
条
　
姻
規
…
則
第
一
∵
†
鴛
条
餓
州
一
項
第
六
泓
’
7
の
運
輸
大
距
の
定
め
る
危
除
…
物
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
牽
煮
端
法
律
纂
欝
四
十
九
号
）
第
一
一
条
第
～

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
岡
上
騰
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
一
｝
　
古
絢
圧
ガ
ス
取
・
締
法
　
（
昭
願
｝
7
丁
山
ハ
年
法
律
第
｝
　
百
閲
瞬
機
写
）
筋
第
｝
…
〃
宋
に
規

　
．
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
一
二
　
揮
発
湘
、
ア
ル
コ
…
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
ナ
ニ
度
以
ギ
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
巌
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

　
（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
　
項
第
十
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
標
識
の
様

　
式
は
、
別
記
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
運
搬
に
従
興
す
る
者
に
係
る
線
量
堅
磐
限
度
）

第
六
条
の
二
　
規
躍
第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線

　
鍛
当
量
限
度
は
、
実
効
線
量
当
最
に
つ
い
て
四
月
「
日
を
始
期
と
す
る
一
年

　
間
に
っ
き
十
汽
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

　
（
特
甥
措
置
に
係
る
承
認
の
串
講
書
）

第
七
条
　
規
期
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
紘
醐
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
㎝
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

｝一

c
　
運
搬
物
の
表
出
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
顕
離
及
び
ニ
メ
ー
ト

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
園
難
で
あ
る
措
農
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
乱
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
日
階
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
春
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
鍛

核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
欝
等
を
定
あ
る
告
示

三
三



核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

三
四

　
九
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め

　
　
に
講
ず
る
措
置

　
（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
線
量
当
墨
率
）
．

第
八
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線
量
当

　
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
盆
楽
量
率
に
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
シ
ー
ベ

　
　
ル
ト
毎
晴

　
二
　
運
搬
物
の
衷
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
っ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

別記様式（第6条関係）

1　君は、0，5センチメートル以上とする。

2　nは、0．2センチ’メートル以上とする。

3　車両に取り付ける標識については、その各辺

　は、15センチメートル以上とする。

4　色彩は、次表によること。

注

び

部　　　分 色彩

地 白

三　葉　マ　一　ク 黒

文　　　　　　　字 黒

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒　1

　　　　摩

、晶》／
　　　＼ク／

5　「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視区域

内運澱」の文字でかえることができる。



図核燃料物質等の慕藁所外運搬関係法令と体系

　　　規　　制　　法
第59条の2…運搬に関する確認等
第64条第1項…危険時の措置

（第59条の2）

（第17条の4）

（第64条第1項）

（第59条の2）

　規制法施行令
第17条の4（確認）
第エ7条の5（届出）

〉令
外
劉

府
所
思

理
業
搬

総
事
運

く

（第17条の5）

〈総理府令〉

（第17条の4）

届　出　規　則

〈運輸省令〉

㊧車両運搬規則

麟鞭郵

〉示
外
示

告
所
告

庁技
業
搬

科
事
運

く く運輪省告示〉
⑭車両運搬規則の
　細目を定める告示

鞭1引

〈運輸省令〉

危険時措置規則

原子力安全

局長通達

官議
）
　
）難欝

鱗

響
貨
現

　
（
　
　
　
（

有国
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核
原
料
物
質
、
核
燃
糾
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
一
二
↓
一
一
一
仕
十
山
ハ
n
月
十
R
【
法
律
第
百
論
ハ
志
－
山
側
掛
り
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
風
取
終
改
正
　
　
昭
和
論
ハ
一
工
年
五
月
一
一
レ
㌔
目
門
法
律
第
詣
ハ
九
口
写

（
昌
的
）

第
｝
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六

　
号
）
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利

　
用
が
平
和
の
目
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
用
が
計
画
的
に
行
わ
れ

　
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
核

　
燃
料
物
質
を
防
護
し
て
、
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び

　
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及
び
運
下
等
に
関
す
る
必
要
な
規
制

　
等
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
罵
に
関
す
る
条
約
そ
の
他

　
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
国
際
規
綱
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要

　
な
至
聖
を
行
う
こ
と
を
昌
的
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
等
）

第
五
十
九
灸
の
二
　
使
用
老
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、

　
外
国
漂
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
廃
棄
事
業
巻
並
び
に
こ
れ
ら

　
の
春
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
使
用
老
等
」

　
と
い
う
。
）
は
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
を
工
場
等
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
．

三
六

　
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、

　
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
弼
に
よ
る
二
二
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る

　
物
に
つ
い
て
の
措
置
を
除
き
、
運
輸
省
令
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定

　
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
当
該
核
燃
料

　
物
質
に
政
令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む
と
き
は
、
保
安
及
び
特
定

　
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
澱
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

r
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
の
防
止
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
特
に

　
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
盛
す
る
と
き
は
、
使
用

　
熟
畑
は
、
そ
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
同
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る

　
こ
と
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
国
総
理
大
臣
又

　
は
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
理

　
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
国
の
承
認
を
受
け
た
容
器

　
（
第
六
十
一
条
の
四
十
二
に
お
い
て
「
承
認
容
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

　
は
、
第
一
項
の
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
容
器
に
関
す
δ
基
準
は
、
満
た
さ
れ

　
た
も
の
と
す
る
。

4
　
第
｝
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
核
燃
料

　
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
饗
す
る
措
置
が

　
岡
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
等

　
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



5
　
第
｝
項
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
し
て

　
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場

　
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け
出
て
、
届
出
を
護
明
す
る
文

　
書
（
以
下
「
運
搬
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

6
都
道
府
至
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
馬
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
災

　
害
を
防
止
し
、
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る

　
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
運
搬
の
日
時
、
経
路
そ
の
他
総
理
府

　
令
で
定
め
る
壽
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
指
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
示
の

　
内
容
を
運
搬
証
明
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
と

　
き
は
、
使
用
者
等
は
、
当
該
運
搬
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
当
該
運
搬
証

　
明
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9
　
運
搬
証
明
書
の
記
載
裏
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
遅

　
滞
な
く
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け
出
て
、
そ
の
書
換
え

　
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
運
搬
証
明
書
を
喪
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
盗
取
さ
れ
た
と
き
は
、
使
用
者

　
等
は
そ
の
事
由
を
付
し
て
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
そ
の
再

　
交
付
を
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

班
　
警
察
官
は
、
自
動
車
又
は
軽
車
阿
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
核
燃
料
物
暫
ハ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
当
該

　
核
燃
料
物
質
に
含
ま
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
し
て
公
共
の
安
全
を
鴎

　
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
動
庫
又
は
軽
車
両
を

　
停
止
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
物
を
運
搬
す
る
者
に
対
し
、
運
搬
証
明
書
の
提
示
を
求

　
め
、
若
し
く
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
搬
証
明
書
に
記
載

　
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
運
搬
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
、
又
は

　
こ
れ
ら
の
物
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
す
る

　
た
め
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
限
度
で
経

　
路
の
変
更
そ
の
他
の
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
Q

12

@
前
項
に
規
定
す
る
権
隈
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

　
し
て
は
な
ら
な
い
Q

第
五
十
九
条
の
三
　
使
用
者
、
製
錬
事
業
老
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、

　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
審
業
者
及
び
廃
棄
事
業
岩
（
以
下
こ
の
条

　
に
お
い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
核
燃
料
物
質
が
当
該
使
用

　
者
等
の
工
場
等
か
ら
運
搬
さ
れ
叉
は
外
国
の
工
場
等
か
ら
当
該
使
用
者
等
の

　
工
場
等
に
運
搬
さ
れ
る
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
運
搬
が

　
開
始
さ
れ
る
前
に
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
人
の
工
場
等
か
ら
搬
出

　
さ
れ
て
か
ら
受
取
人
の
工
場
等
に
搬
入
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特

　
定
核
燃
料
物
質
ハ
の
運
搬
に
つ
い
て
責
佳
を
有
す
る
者
（
本
邦
外
に
お
い
て
当

　
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
を
明

　
ら
か
に
し
、
盗
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移
転
さ
れ
る
時

　
期
及
び
場
所
そ
の
他
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
発
送
人
、
当
該

　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
及
び
受
取
人
の
間
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
取
決
め
が
締
結
さ
れ
る
よ
う
措
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
等
は
、
同
項
の
運
搬
が
開
始
さ
れ
る
藤

　
に
、
筒
項
に
規
定
す
る
取
決
め
の
締
結
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
毒
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
…
定
等
）

第
六
一
条
の
四
十
二
　
内
閥
総
理
大
臣
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
第
五
十
九
条
の
二
二
二
項
（
第
六
牽
六
条

　
第
二
項
に
お
い
て
二
二
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
鉄
道
、

　
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て

　
は
、
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
に
限
る
。
以
下
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物

　
に
係
る
確
認
」
と
い
う
。
）
の
全
部
叉
は
｛
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
山
鼠
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
承
認
容
器
に
よ

　
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
お
う
と
す
る
老
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

3
第
六
十
τ
粂
の
二
十
五
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
二
十
六
か
ら
第
六
十

　
一
条
の
四
十
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
硅
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
童
務
大
駆
」
と
あ
る
の
は
「
内

　
閣
総
理
大
臣
」
と
、
　
「
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に

　
係
る
確
認
扁
と
、
　
「
第
六
十
　
条
の
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条

　
の
四
十
二
第
一
項
」
と
、
　
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
理
府
令
」
と
、

　
「
検
査
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
員
」
と
、
第
六
十
一
条
の
二
十
五

　
第
二
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
｝
条
の
四
十
二
第
一
項
」
と
読

　
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
八

（
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
六
十
一
条
の
四
十
三
　
運
輸
大
臣
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
密
」
と
い
う
。
）
に
、

　
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
簗
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、

　
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
係
る
確
認
（
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認

　
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
運
輸
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
運

　
搬
方
法
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
指
定
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
搬
方
法
確
認

　
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

3
　
第
六
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
及
び
第
六
十
　
条
の
二
十
六
か
ら
第
六
十

　
一
条
の
囚
十
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は

　
「
運
輸
大
臣
」
と
、
　
「
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
運
織
方
法
確
認
し
と
、
　
「
第

　
六
十
一
条
の
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
｝
項
ご
と
、

　
「
主
務
省
令
し
と
あ
る
の
は
「
運
輸
省
令
」
と
、
　
「
検
査
員
」
と
あ
る
の
は

　
「
肝
試
方
法
確
認
員
」
と
、
第
六
十
～
条
の
二
十
五
第
二
必
中
「
前
条
」
と

　
あ
る
の
は
「
第
六
十
　
条
の
四
十
三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
事
故
届
）

第
六
十
三
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
老
、
原
子
炉
設
躍
者
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
老
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
（
第
六
十
六
条
第

　
｝
項
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
．
、
）
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃



　
料
物
質
に
つ
い
て
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
纂
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅

　
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
危
険
時
の
口
唱
蹴
）

第
↓
ハ
十
四
条
　
　
製
品
常
業
四
輪
巾
着
、
　
加
工
斑
W
紫
粥
一
着
、
　
原
エ
」
炉
設
瀞
胤
4
侶
、
　
外
国
間
日
エ
ユ
カ

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
叢
ハ
者
及
び
使
用
湘
着
（
以
下
こ
の
条
に

　
お
い
て
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
又
は
保
管

　
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
原
子
炉
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災

　
害
が
起
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
物
父
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又

　
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
薩
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
内
閣
総
理
大
雛
、
通
商
産
業
大
守
父
は
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又

　
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

　
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区

　
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃
棄

　
物
埋
設
施
設
若
し
く
は
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
田
川
施
設
の
使
用
の
停
止
、

　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
所
在
場
所
の
変

　
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
謡
初

　
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を

　
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
製
錬
事
業
者
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
五
十
八
条
の

　
　
二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
事
業
所
外
廃
棄
」
と
い
う
。
）
に
係
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
毒
、
第
五
十
九
条
の
講
話
一
項
に
規
定
す
る

　
　
運
搬
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と

　
　
い
う
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
雨
）

　
二
　
加
工
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
並
び
に
事

　
　
業
者
等
か
ら
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
　
保
管
又
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
　
内
閣
総
理
大
臣
（
事
業
所
外
運
搬
に

　
　
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

　
　
二
　
原
子
炉
設
置
者
　
第
二
十
三
条
第
㎝
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

　
　
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
癒
（
事
業
所
外

　
　
廃
棄
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

　
四
　
黒
髭
凍
子
力
船
運
航
者
　
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

（
指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
措
置
）

第
六
十
六
条
　
第
十
条
若
し
く
は
第
四
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取

　
り
消
さ
れ
た
製
錬
事
業
者
若
し
く
は
再
処
理
事
業
者
、
第
二
十
条
、
第
三
十

　
一
二
条
、
篤
五
十
山
条
の
十
四
、
第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
六
十
↓
条
の
六
の

　
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
隠
者
、
外
国

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

三
九



　
　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
原
子
力
船
運
航
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
屠
者
若
し
く
は
国
際
規
舗
物
資
使
用

　
者
又
は
前
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
核
原
料
物
質
使
用
老
及
び
核
原
料
物
質
使
用
者
に

　
係
る
前
条
第
四
項
の
者
を
除
く
。
）
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
核
燃
料
物
質
を
譲
り
渡
し
、
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
、
若

　
し
く
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃

　
棄
し
、
又
は
国
際
規
制
物
資
（
核
燃
料
物
質
を
除
く
。
）
を
譲
り
渡
す
等
の

　
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
窮
五
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
は
前

　
項
に
規
定
す
る
老
が
核
燃
料
物
質
を
保
管
し
、
又
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は

　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五

　
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
者
が
特
定
核
燃
料

　
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
及
び
第
五
十
九
条
の
二
の

　
規
定
は
岡
項
に
規
定
す
る
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
老

　
が
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場

　
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
の
三
の
規
定
は
同
項
に
規
定
す
る
者
の
工
場
等

　
か
ら
特
定
核
燃
料
物
質
が
運
搬
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
六
十
条
第
一
項

　
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
が
核
燃
料
物
質

　
を
保
管
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
に

　
規
定
す
る
者
か
ら
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
が
特
定
核
燃
料
物
質
を
保
管
す
る

　
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
報
告
書
収
）

第
六
十
七
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
第
五

　
十
九
条
の
こ
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
製
錬
事

　
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
罎
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理

　
審
業
者
、
廃
棄
事
業
老
、
使
用
者
、
核
凍
料
物
質
使
用
者
又
は
国
際
規
制
物

　
資
を
使
用
し
て
い
る
老
に
対
し
、
第
六
十
四
条
第
一
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

　
者
等
の
区
分
（
嗣
項
各
号
の
盗
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
十
一
条
の
二

　
の
こ
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
製
錬
事
業
者
並
び
に
乙
原

　
料
物
質
使
用
者
及
び
圏
際
規
舗
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
内

　
閣
総
理
大
臣
と
し
、
第
五
十
九
条
の
こ
第
五
項
に
規
定
す
る
属
下
を
し
た
者

　
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
政
令
で
定
め

　
る
と
ご
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

　
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
捲
定
検
査
機
関
、
指
定
廃
棄
確
認
機
関
、
指
定

　
運
搬
物
確
認
機
関
又
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
（
以
下
門
指
定
検
査
機
関

　
等
」
と
い
う
。
）
に
紺
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
政
令
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
六
十
一
条
の
二
十
四
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ

　
　
る
検
査
に
係
る
指
定
検
査
機
関
、
指
定
廃
棄
確
認
機
関
並
び
に
指
定
運
搬

　
　
物
確
認
機
関
　
内
閣
総
理
大
望

　
二
　
第
六
十
一
条
の
二
十
四
第
二
号
に
掲
げ
る
検
査
に
係
る
指
定
検
査
機
関

　
　
通
商
産
業
大
臣

　
　
二
　
第
六
十
一
条
の
二
十
四
第
三
号
に
掲
げ
る
検
査
に
係
る
指
定
検
査
機
関

　
　
及
び
揺
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
　
運
輪
大
臣



（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
藻
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
　
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
　
二
項
各
号
に
掲
げ
る
纂
業
者
等
の
匿
分

　
（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
条
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
製
錬

　
事
業
者
並
び
に
主
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
…
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一

　
条
の
三
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す

　
る
者
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項

　
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ

　
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第

　
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
｝
嬰
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
員
）
に
、
製
錬
嘉
業
者
、
加
工
裏
業
者
、

　
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
老
、
再
処
理
事
業
老
、
廃
棄
事
業
者
、

　
使
用
者
、
核
漂
料
物
質
使
用
者
又
は
困
際
規
綱
物
資
使
用
者
、
第
六
十
｛
条

　
の
三
第
　
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る

　
者
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事

　
業
所
（
船
舶
に
設
督
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）

　
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、

　
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り
、

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

2
　
内
閣
総
理
大
鐡
、
通
商
産
業
大
阪
又
は
翌
翌
…
大
臣
は
、
こ
の
法
律
（
通
商

　
産
業
大
臣
に
あ
っ
て
は
実
用
発
電
用
電
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
係
る
第

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
実
絹
舶
用
原
子
炉

　
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
係
る
同
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い

　
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
六
条
の
四
囲
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
塁
一
項
、

　
第
四
十
六
条
の
二
等
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
千
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五

　
条
の
三
部
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
溶
接
を
す
る
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若

　
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件

　
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証

　
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め

　
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
…
付
）

第
七
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定

　
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
六
　
第
五
十
一
条
の
六
、
第
五
十
八
条
の
二
（
第
六
十
一
条
の
こ
の
二
第
二

　
　
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
の
壁
際
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第

　
　
三
項
（
篤
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承

　
　
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
九
　
第
五
十
九
条
の
二
条
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　
　
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
一



該
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
十
　
第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
（
繁
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　
　
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
老

　
十
一
　
第
五
十
九
条
の
二
第
十
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

2
　
十
項
の
手
数
料
は
、
指
定
検
査
機
関
が
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
検
査
機
関
の
、
指
定
廃
棄
確
認
機
関

　
が
行
う
廃
棄
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該

　
指
定
廃
棄
確
認
機
關
…
の
、
指
定
運
澱
物
確
認
機
関
が
行
う
承
認
容
器
に
よ
る

　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当

　
該
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
が
行
う
運
搬
方
法

　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
摺
定
運
搬
方

　
法
確
認
機
関
の
、
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

　
者
、
第
五
十
九
条
の
二
三
九
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
第

　
五
十
九
条
の
二
第
十
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の

　
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
國
庫
の
収
入

　
と
す
る
。

（
国
に
対
す
る
適
用
）

第
七
十
六
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
（
指
定
検
査
機
関
が
行
う

　
検
査
又
は
指
定
廃
棄
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
若
し
く
は
揺
定
運

　
撮
方
法
確
認
機
関
が
行
う
確
認
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
次
章
の
規
定

四
二

　
を
除
き
、
飼
に
適
絹
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
指
定
」
、

　
「
許
可
」
又
は
「
認
可
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
承
認
」
と
す
る
。

第
七
十
六
条
の
二
　
特
定
核
燃
料
物
質
を
み
だ
り
に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、

　
そ
の
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
又
は
そ
の
放
射
線
を
発
散

　
さ
せ
て
、
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
十
年

　
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

2
　
蔚
項
の
未
遂
罪
は
、
罰
す
る
。

第
七
十
六
条
の
三
　
特
定
核
燃
料
物
質
を
用
い
て
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産

　
に
害
を
加
え
る
こ
と
を
告
知
し
て
、
脅
迫
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に

　
処
す
る
。

2
　
特
定
核
燃
料
物
質
を
窃
取
し
、
又
は
強
糊
す
る
こ
と
を
告
知
し
て
脅
迫
し
、

　
義
務
の
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
権
利
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
た
老

　
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
～
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
一
　
第
十
一
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

　
　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
第
十
一
条
の
　
二
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
恥
掻

　
　
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四

　
　
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
こ
項
、
第
五
十
｝
条
の
十
七
第
…
項
（
第
六

　
　
十
一
条
の
二
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く

　
　
は
第
二
項
、
第
五
十
七
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

　
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に

　
　
お
い
て
準
貸
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
九
条
の
二
第
四
項
（
第
六



　
　
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
叉
は
第
六
十
条
第

　
　
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

　
　
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
老

　
十
二
　
第
五
十
九
条
の
二
十
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
藥
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
第
五
十
九
条

　
　
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
核
燃
料
物

　
　
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
た
者

　
十
三
　
第
五
十
九
条
の
二
第
八
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
難
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
老

第
八
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
一
の
二
　
第
五
十
九
条
の
軒
陰
十
一
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
藁

　
　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
命
令
に
従
わ
ず
、

　
　
提
示
の
要
求
を
拒
み
、
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
、
又
は
第
五
十
九

　
　
条
の
二
第
十
一
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者

第
八
十
条
の
三
　
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

　
違
反
行
為
を
し
た
指
定
検
査
機
関
等
の
役
員
又
は
職
員
は
、
二
十
万
円
以
下

　
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
六
十
一
条
の
一
二
十
六
（
第
六
十
一
条
の
四
十
⊥
第
三
項
、
第
六
十
一

　
　
条
の
四
十
二
第
｝
二
項
及
び
第
六
十
　
条
の
四
十
三
第
三
項
ハ
に
お
い
て
準
用

　
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
な
い
で
検
査
の
業
務
、
廃
棄
確
認

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
の
紫
不
嫁
、
承
認
容
器
に
よ
る
運
撮
物
に
係
る
確
認
の
砒
粟
務
又
は
運
搬
方
法

　
確
認
の
業
務
の
全
部
を
廃
比
し
た
と
き
。

二
　
第
六
十
一
条
の
三
十
八
第
一
項
（
第
六
十
一
条
の
四
十
一
第
三
項
、
第

　
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
及
び
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
愚
挙
を
備
え
ず
、
帳

　
簿
に
記
載
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

一二

@
第
六
十
一
条
の
三
十
八
第
二
項
（
第
六
十
一
条
の
四
十
一
第
三
項
、
第

　
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
及
び
第
六
十
　
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い

　
て
難
召
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
保
存
し
な
か

　
つ
た
と
き
。

四
　
第
六
十
七
条
第
二
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

五
　
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨

　
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は

　
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

四
三



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
四

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

〔昭
a
三
十
二
年
十
一
月
二
十
｝
日
政
令
第
三
百
二
十
四
号
〕

最
終
改
正
　
平
成
六
年
三
月
二
十
五
日
政
令
第
八
十
三
号

（
特
定
核
燃
料
物
質
）

第
一
条
　
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
核

　
燃
料
物
質
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

　
　
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
の
同
位
体
濃
度
が
百
分
の
八

　
　
十
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
十
七
条
の
四
の
表
第
二

　
　
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
化
合
物

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物

　
三
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
を

　
　
超
え
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
四
　
前
三
号
の
物
質
の
一
働
は
二
以
上
を
含
む
物
質

　
五
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
で

　
　
あ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
六
　
前
号
の
物
質
の
一
撮
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

　
　
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

（
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
）

第
一
条
の
エ
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
門
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
」
と
は
、

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
を
い
う
。

　
一
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
　
を
超
え
る
も
の

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
再
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
含
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
　
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

　
　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
菅
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ち
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

　
　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
～
　
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
～
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ホ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
　
を
超
え
る
も
の

　
二
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か

　
　
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
を
ガ
ラ
ス

　
　
に
よ
り
容
器
に
固
型
化
し
た
物
（
次
号
に
お
い
て
「
ガ
ラ
ス
固
化
体
」
と



　
い
う
。
）
に
含
ま
れ
る
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ

　
の
表
薗
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
、
当
該
物
質
か
ら
放
出
さ
れ

　
た
放
射
線
が
空
気
に
吸
収
さ
れ
た
場
合
の
吸
収
線
量
率
（
次
号
及
び
第
十

　
七
条
の
四
の
表
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「
吸
収
線
量
率
」
と
い
う
。
）
が

　
　
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
照
射
さ
れ
た
次
に
褐
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か

　
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え

　
て
い
た
も
の
（
ガ
ラ
ス
固
化
体
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面

　
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
の
艶
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超

　
え
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し

　
　
て
使
用
で
き
る
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
一
一
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
　
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

　
　
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
ハ
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
～
又
は
二
以

　
　
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
一
一
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

（
運
搬
に
係
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
特
定
核
燃

料
物
質
）

第
十
七
条
の
三
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
敢
令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料

　
物
質
は
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
四
　
法
第
五
十
九
条
の
二
季
二
項
（
法
意
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
署
の
下
欄
に
掲
げ
る

　
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
認
五
十
九
条

イ
　
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必

の
こ
第
｝
項
の
規

要
な
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

定
に
よ
り
保
安
の

汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
（
運
輸

た
め
の
措
置
が
必

大
臣
の
確
認
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運

要
な
場
合

輸
省
令
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
も

の
ロ
　
臨
界
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
核

燃
料
物
質
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
も

の

こ
　
法
第
五
十
九
条

イ
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

の
こ
第
一
項
の
規

ω
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に

定
に
よ
り
保
安
及

こ
れ
ら
の
物
質
の
～
又
は
二
以
上
を
含
む
物

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
五



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
六

び
特
定
核
燃
料
物

質
の
防
護
の
た
め

の
措
置
が
必
要
な

場
合

　
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
ニ
キ

　
　
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
②
　
ウ
ラ
ン
こ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ

　
　
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十

　
　
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

　
　
こ
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物

　
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
五
キ

　
　
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
㈲
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
帯
び
に

　
　
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

　
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
ニ
キ

　
　
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

ロ
　
昭
…
射
さ
れ
た
イ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、

　
そ
の
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て

吸
収
線
塗
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
五
　
法
皇
五
十
九
条
の
二
七
五
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
台
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
周
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

　
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必

の
二
第
一
項
の
規

要
な
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

定
に
よ
り
保
安
の

汚
染
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
総
理
府

た
め
の
措
置
が
必

め
る
も
の
。

要
な
場
合

ロ
　
臨
界
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必

燃
料
物
質
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定

の

二
　
法
第
五
十
九
条

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質

の
二
軸
一
項
の
規

定
に
よ
り
保
安
及

び
特
定
核
燃
料
物

質
の
防
護
の
た
め

の
措
置
が
必
要
な

場
合

法
楽
五
十
九
条

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め
の
締
結
等
が
必
要
な
場
合
）

第
十
七
条
の
六
　
法
第
五
十
九
条
の
譜
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
こ
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
運
搬
さ
れ
る
場
合
と
す
る
。

　
｝
　
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質

　
一
一
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率

　
　
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
「
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
科
と
し
て
使
用

　
　
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も



　
　
の
（
照
射
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

（
報
告
）

第
二
十
二
条
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業

　
大
臣
が
製
錬
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庵
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

　
二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

　
三
　
製
錬
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
（
人
の
障
害
が
発
生
す

　
　
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状

　
　
況

　
四
　
製
錬
施
設
の
故
障
（
生
産
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

　
　
の
状
況

2
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
製
錬
事
業
者
等
に
対
し

　
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

　
項
と
す
る
。

製
錬
事
業
者

　
　
製
錬
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の

　
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃

　
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核

　
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
廃
棄
又
は
運
搬

　
の
状
況

二
　
核
原
料
物
質
又
は
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
原
料
物
質
等
」
と
い

　
う
。
）
の
海
洋
投
棄
の
状
況
三
　
製
錬
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄

若
し
く
は
運
搬
又
は
核
原
料
物
質
等
の
海
洋
投

棄
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

加
工
事
業
者
、
再
処

一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

理
事
業
者
及
び
使
用

二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

者

三
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

に
関
し
入
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

四
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

の
故
障
（
生
産
、
再
処
理
又
は
核
燃
料
物
質
の

使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除

く
。
）
の
状
況

五
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て

行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄
又
は
運
搬
の

状
況

実
用
発
電
用
原
子
炉

…
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

等
設
置
者
（
法
第
二

（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

十
三
条
第
～
項
第
｝

じ
。
）
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質

号
又
は
第
二
号
に
規

等
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

饗
す
る
原
子
炉
に
係

二
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

贈
七



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
八

る
原
子
炉
設
置
者
を

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

い
う
。
）

十
手
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

故
の
状
況

試
験
研
究
用
原
子
炉

一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
滉

等
設
置
者
（
法
第
二

二
　
燃
料
と
し
て
そ
う
入
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の

十
三
条
第
一
項
第
三

量
及
び
そ
の
取
畠
三

号
又
は
第
四
号
に
規

三
　
核
燃
料
物
質
の
燃
焼
度

罪
す
る
原
子
炉
に
係

四
　
原
子
炉
の
運
転
時
間
及
び
熱
出
力

る
原
子
炉
設
置
者
を

五
　
放
射
線
管
理
の
状
況

い
う
。
以
下
こ
の
条

六
　
原
子
炉
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た

に
お
い
て
同
じ
。
）

事
故
の
状
況

七
　
原
子
炉
施
設
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
当

該
施
設
以
外
の
施
設
を
含
む
。
）
の
故
障
（
原

子
煩
の
運
転
又
は
船
舶
の
航
行
に
及
ぼ
す
支
障

が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
の
状
況

八
　
原
子
力
船
の
位
置
の
状
況

九
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質

等
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

十
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

棄
又
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

故
の
状
況

廃
棄
事
業
者

一
　
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
を

設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料

物
質
等
の
廃
棄
の
状
況

二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

三
　
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
に

関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

四
　
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
の

故
障
（
廃
棄
物
埋
設
又
は
廃
棄
物
管
理
に
及
ぼ

す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
の
状
況

五
　
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
を

設
置
し
た
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核

燃
料
物
質
等
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

六
　
核
原
料
物
質
等
の
海
洋
投
棄
の
状
況

核
原
料
物
質
使
用
者

　
　
核
原
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

三
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
に
関
し
人
の
障
害

が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
－

四
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
の
故
障
（
核
原
料

物
質
の
使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を

除
く
。
）
の
状
況

五
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工
場



又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
原
料

物
質
又
は
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

国
際
規
制
物
資
使
用

｝
　
放
射
線
管
理
の
状
況

者
（
第
十
九
条
に
定

一一

総
ﾛ
規
制
物
資
の
使
用
施
設
に
関
し
人
の
障

め
る
放
射
能
濃
度
等

害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

の
限
度
を
超
え
る
核

三
　
国
際
規
制
物
資
の
使
用
施
設
の
故
障
（
核
原

原
料
物
質
で
あ
る
国

料
物
質
の
使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の

際
規
制
物
資
を
使
用

を
除
く
。
）
の
状
況

す
る
者
に
限
る
。
）

困
　
国
際
規
舗
物
資
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
際

規
制
物
資
で
あ
る
核
原
料
物
質
又
は
国
際
規
制

物
資
で
あ
る
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

5
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
が
製
錬
事
業
者
等
に
対
し
報
告

　
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉

　
設
置
者
（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
に
係
る
原
予

　
炉
設
置
者
を
除
く
。
）
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
に
つ
い
て
は
製
錬
施

　
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
を
設
置
し

　
た
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
）
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核

　
燃
料
物
質
等
の
運
搬
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
事
業
所
外
運

　
搬
」
と
い
う
。
）
の
状
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し

　
た
事
故
の
状
況
と
し
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
原
子
炉

　
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
に
つ
い
て
は
第
二
項
の
表
試
験
研
究
用
原
子
炉
等
設

　
置
者
の
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬

　
の
状
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と

　
し
、
外
羅
原
子
力
船
運
航
者
に
つ
い
て
は
熱
田
試
験
研
究
用
原
子
炉
等
設
置

　
者
の
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬
の

　
状
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
溌
と
す

　
る
。

6
　
群
籍
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
法
第
五
十
九
条

　
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子

　
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
に
対
し

　
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
事
業
所
外
運
搬
の
状
況
及
び
事
業

　
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
一
…
十
五
条
　
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

　
（
次
項
に
規
定
す
る
溶
接
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
は
、
別
表
第

　
一
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
関
係
）

番
　
号

手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

金
　
額

三
十
九

内
閣
総
理
大
臣
又
は
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の

行
う
法
第
五
十
九
条
の
こ
第
二
項
（
財
嚢
六
十

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
九



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

五
〇

イ
　
承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
用
に
よ
り
核

七
十
八
万

燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
蓑
第
一
号
イ

千
九
百
円

に
規
定
す
る
も
の
に
隈
る
。
）
を
運
搬
し
よ

う
と
す
る
者

ロ
　
承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
用
に
よ
り
核

二
十
万

燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号

四
千
六
百
円

イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
運
搬
し

よ
う
と
す
る
者

ハ
　
承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等

二
十
四
万

（
第
十
七
条
の
四
の
表
第
　
弩
イ
に
規
定
す

四
千
再
円

る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る

者二
　
承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等

四
万

（
第
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
イ
に
規
定
す

九
千
百
円

る
も
の
を
除
く
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る

者

四
十

運
輸
大
臣
又
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
行

十
八
万

う
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十
六

三
千
三
百
円

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
十
～

法
第
五
十
九
条
の
二
第
三
項
（
法
第
六
十
六
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
念
む
。
）

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
　
核
燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
の
表
第

五
十
三
万

　
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
運

七
千
七
百
円

搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

ロ
　
核
燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
の
表
第

十
五
万

一
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運

五
千
五
百
円

搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

四
十
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
法
第
六
十
六
条

一
万
三
千
円

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
十
三

法
第
五
十
九
条
の
手
隙
九
項
（
法
第
六
十
六
条

四
千
円

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る

者

四
十
四

法
第
五
十
九
条
の
こ
第
十
項
（
法
第
六
十
六
条

千
九
百
円

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る

者

こ附
の

政則
令
は

、

平
成
六
年
四
月
｝
臓
か
ら
施
行
す
る
。



○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の

　
　
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
〔
糊
蝶
耐
疇
掛
靖
仁
蕨
開
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
年
二
月
二
八
日

（
定
義
）

第
【
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
｝
　
車
両
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、

　
　
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
を
い
う
。

　
二
　
簡
易
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
車
両
運
搬
以
外
の
運
搬

　
　
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

　
三
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
　
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
一
と
い
う
。
）
が
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い

　
　
る
も
の
を
い
う
。

　
四
　
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
異
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
　
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

　
五
　
タ
ン
ク
　
気
体
、
液
体
、
粉
状
若
し
く
は
粒
状
の
物
質
又
は
液
体
と
粉

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
鑓

状
若
し
く
は
粒
状
の
物
質
と
の
混
合
物
を
収
納
す
る
容
器
で
あ
っ
て
、
気

体
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
気
体
以
外
の

も
の
を
収
納
す
る
場
舎
に
あ
っ
て
は
○
・
四
五
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
内

　
容
積
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

六
　
専
用
積
載
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬

　
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
又
は
外
接
す
る
直
方
体
の
一
辺
が
六
メ
ー
ト
ル
以

　
上
の
コ
ン
テ
ナ
（
内
容
積
が
三
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限

　
る
。
）
が
一
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬
す
る
物
の
積

　
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積

　
載
の
方
法
を
い
う
。

七
放
射
線
業
務
従
事
者
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業

　
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
第

　
一
条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

　
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
第
四
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す

　
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府

　
令
第
八
十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
七
号
、
実
用
発
電
用
原
子
煩
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
隼
通
商
産
業
雀
令
第
七
十
七
号
）

　
第
一
条
第
二
項
第
七
号
、
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る

　
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
、

　
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
隼
総
理
府

　
令
第
十
号
）
第
一
条
第
五
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年

　
松
軸
理
山
肘
A
η
簸
〃
一
凋
写
）
笈
二
条
酬
津
山
ハ
q
写
、
核
燃
個
科
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
ハ
に

五
一



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
二

　
　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
紹
和
六

　
　
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
又
は
核
燃
料
物
質
の
使

　
　
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
一
条

　
　
第
四
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
を
い
う
。

　
八
　
放
射
線
　
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三

　
　
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
又
は
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル

　
　
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
若
し
く
は
エ
ッ
ク
ス
線
で
あ
っ
て
、
自
然
放
射
線

　
　
以
外
の
も
の
を
い
う
。

（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法

　
律
（
以
下
垂
衣
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
流
一
項
（
法
第
六
十
六
条

　
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術

　
上
の
基
準
（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

　
次
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
）

第
三
条
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
種
類
の
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
危
険
牲
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物
質
等
と
し
て
科
学
技
術
庁
長

　
　
官
（
以
下
「
長
富
扁
と
い
う
。
）
の
定
め
る
も
の
　
」
型
輸
送
物

　
二
　
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物
質
等

　
　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物

　
　
質
等
（
第
｝
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
能
濃
度
が
低
い
核
燃
料
物
質
等
で
あ

　
つ
て
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
（
以
下
「
低
翼
放

　
射
性
物
質
」
と
い
う
。
）
及
び
核
燃
料
物
質
等
に
よ
っ
て
表
面
が
汚
染
さ
れ

　
た
物
で
あ
っ
て
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
長
官
の
定
あ
る
も
の
（
以
下

　
「
袈
面
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
は
、
畏
官
の
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
I
P
－

　
1
型
輸
送
物
、
夏
P
…
2
型
輸
送
物
又
は
I
P
1
3
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
二
項
に
掲
げ
る
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
、
B
U

　
型
輸
送
物
、
I
P
i
1
型
輸
送
物
、
王
P
…
2
型
輸
送
物
及
び
I
P
…
3
型

　
輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準

　
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
。

（
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
面
）

第
四
条
　
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
…
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
二
　
運
撮
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
三
　
表
面
に
不
要
な
突
起
物
が
な
く
、
か
つ
、
表
面
の
汚
染
の
除
去
が
容
易

　
　
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
材
料
相
互
の
間
及
び
材
料
と
収
納
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
と
の
間
で
危

　
　
険
な
物
理
的
作
用
又
は
化
学
反
応
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。



　
五
　
弁
が
誤
っ
て
操
作
さ
れ
な
い
よ
う
な
借
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
六
　
開
封
さ
れ
た
と
き
に
見
や
す
い
位
置
に
［
放
射
性
」
又
は
「
菊
。
。
α
紳

　
　
0
9
・
o
け
一
く
Φ
」
の
表
示
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
長
富
の
定

　
　
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
七
表
函
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
八
　
表
薦
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
十
条
第
九
号
に
規
定
す
る
密
度
の
十

　
　
分
の
｝
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
　
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
二
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
三
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
疑
念
に
開
封

　
　
さ
れ
た
こ
と
が
贋
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は

　
　
り
付
け
等
の
措
謬
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
四
　
構
成
部
品
は
、
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
七
十
度
ま
で
の
温
度
の
範

　
　
脇
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
慶
の
三
十
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

　
　
で
な
い
。

　
五
　
周
囲
の
圧
力
を
二
十
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
と
し
た
場
合
に
、
放
射
性
物
質

　
　
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
六
　
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ

　
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
量
の
二
倍
以
上

　
　
の
量
の
核
燃
料
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
又
は
工
重

　
　
の
密
封
部
分
か
ら
成
る
密
封
装
置
（
容
器
の
構
成
部
品
の
う
ち
、
放
射

　
　
性
物
質
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
密
封
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
も

　
　
の
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
九

　
　
条
の
二
第
三
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
　
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
容
器
（
建
紺
染
輸
送
物
又
は

　
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
潮
す
る
場
合
は
、
こ
の

　
　
残
り
で
な
い
。

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
等
の
温
度
に
よ
る
変
化
並
び
に
運
搬
蒔
及
び
注
入
暗
の

　
　
挙
動
に
対
処
し
得
る
適
切
な
空
間
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

七
　
蓑
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎

　
時
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
専
稽
積
載
と
し
て
運
搬
す
る
核
燃
料
輸

　
掛
物
で
あ
っ
て
、
該
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
刷
（
昭
和
五
十
三
奪
運
輸

　
省
令
第
七
十
二
畢
）
第
四
望
薄
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
及

　
び
第
工
号
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
う
も
の
の
う
ち
、
安

　
早
上
支
障
が
な
い
旨
の
長
嘗
の
承
認
を
受
け
た
も
の
は
、
表
面
に
お
け
る

　
長
窟
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
と
Q

八
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
畏
官
の
定
め
る
線
量
当

　
量
率
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
を
容
器
と
し
て
使
用
す
る
核
燃
料
輸
送
物

　
で
あ
っ
て
、
専
用
積
載
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
表
面

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
三



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
四

　
　
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
に

　
　
長
官
の
定
め
る
係
数
を
乗
じ
た
線
量
当
蟹
率
）
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
核
燃
料
輸
送
物
を
専
用
積
載
と
し

　
　
て
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
長
官
の
承
認
を
受

　
　
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
九
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
長
官
の
定
め
る
密
度
（
以
下
「
表
面
密

　
　
度
限
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
十
　
核
燃
料
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
核
燃
料
輸

　
　
安
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の

　
　
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
十
一
　
長
富
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
著
し
く
増
加
せ
ず
、

　
　
　
か
つ
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
（
第
七
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

　
　
　
合
は
、
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
。
た
だ
し
、
同
条
第
六

　
　
号
イ
に
定
め
る
要
件
は
、
適
用
し
な
い
。

　
一
一
長
嘗
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
十
一
号
ロ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
富
の
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
摂
氏
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
運

　
　
　
搬
す
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
表
象
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
核
燃
料
輸
送

　
　
　
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
颪
）
に
お
い
て
摂
氏
八
十
五

　
　
　
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
藤
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
会
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
表
圏
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
長
富
の
定
め
る
線
量

　
　
　
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
四
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周

　
　
囲
の
温
度
の
範
囲
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い

　
　
こ
と
。

　
五
　
三
十
七
ぺ
夕
べ
ク
レ
ル
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
使
用
済
燃
料

　
　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
長
官
の
定
め
る
試
験

　
　
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
密
封
装
置
の
破
損
の
な
い
こ
と
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も



　
の
と
す
る
。

　
…
　
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
前
条
第
五
号
に
定
め
る
墓
準
。

　
　
た
だ
し
、
第
五
条
第
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
及
び
同
条
第
六
号
イ
に
定
め

　
　
る
要
件
は
、
適
用
し
な
い
。

　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
条
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
適

　
　
合
す
る
こ
と
。

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す

　
　
る
こ
と
。

　
四
　
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

　
　
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
五
　
ブ
イ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
過
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
六
　
最
高
使
用
駈
力
（
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
周
囲
の
温
度
及
び
昼
光
の
直

　
　
射
の
条
件
の
下
で
、
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特
別
な
措
置
を
採
ら
な
い
場

　
　
合
に
、
　
年
間
に
核
燃
料
輸
送
物
の
密
封
装
置
内
に
生
じ
る
気
体
の
最
大

　
　
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

（
正
P
I
l
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
八
条
　
王
P
1
1
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
第
五
条
第
一
号
及

　
び
第
二
号
並
び
に
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

（
I
P
…
2
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
九
条
　
I
P
－
2
型
輸
送
物
（
次
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

　
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
前
条
に
定
め
る
基
準

　
二
　
長
官
の
定
め
る
I
P
1
2
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に

　
　
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
第
五
条
第
十
一
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
要
件

　
　
に
適
合
す
る
こ
と
。

2
　
1
P
－
2
型
輸
送
物
（
核
燃
料
物
質
等
を
収
納
す
る
容
器
が
コ
ン
テ
ナ
又

　
は
タ
ン
ク
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
前
条
に
定
め
る
基
準

　
二
　
前
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
又
は
こ
れ
と
同
等
と
長
官
の
認
め
る
基
準

（
I
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
条
　
I
P
－
3
型
輸
送
物
（
次
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

　
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
。
た
だ
し
、
岡
条
第

　
　
六
号
イ
に
定
め
る
要
件
は
、
適
用
し
な
い
。

　
一
｝
長
官
の
定
め
る
1
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
　
般
の
試
験
条
件
の
下
に

　
　
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
第
五
条
第
十
一
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
要
件

　
　
に
適
合
す
る
こ
と
。

2
　
－
P
1
3
型
輸
送
物
（
核
燃
料
物
質
等
を
収
納
す
る
容
器
が
コ
ン
テ
ナ
又

　
は
タ
ン
ク
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
八
条
に
定
め
る
基
準

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
五



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
六

　
一
　
第
五
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
、
第
六
号
ロ
に
定
め
，

　
　
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
前
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
又
は
こ
れ
と

　
　
同
等
と
長
官
の
認
め
る
基
準

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
【
条
　
核
分
裂
性
物
質
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ

　
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
膿
｝
及
び
こ
れ

　
ら
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
一
着
は
二
以
上
を
含
む
核
燃
料
物
質
（
長
官

　
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料

　
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料

　
輸
送
物
（
長
官
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
核
分
裂
挫
輸
送
物
」
と
い

　
う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置

　
　
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
次
号
ハ
に
お
け
る
臨
界
の
評
価
の
根
拠
と
な
る
容
積
又
は
空
間
の
減

　
　
　
少
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
構
造
部
に
一
辺
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
立
方
体
を
包
含
す
る
よ
う
な

　
　
　
く
ぼ
み
が
生
じ
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
浸
水
又
は
漏
水
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
号
に
お
け
る
臨
界
の
評

　
　
　
価
に
お
い
て
、
浸
水
又
は
漏
水
が
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
る
場
合

　
　
　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
二
　
収
納
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
状
態
及
び
密
封
装
置
の
形
状
に
、
中

　
　
　
性
子
増
倍
率
（
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
に
お
い
て
、
核
分
裂
に
よ
り

　
　
　
放
出
さ
れ
た
一
個
の
中
性
子
ご
と
に
、
次
の
核
分
裂
に
よ
っ
て
放
出
さ

　
　
　
れ
る
中
性
子
の
数
を
い
う
。
以
下
嵩
じ
。
）
を
有
意
に
増
加
さ
せ
る
よ

　
　
　
う
な
変
化
が
な
い
こ
と
。

　
二
　
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
こ
と
。

　
　
イ
　
長
官
の
定
め
る
孤
立
系
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
ロ
　
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に

　
　
　
置
い
た
も
の
を
長
官
の
定
め
る
孤
立
系
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し

　
　
　
た
場
合

　
　
ハ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
岡
一
の
も
の
を
長
官
の
定
め
る
配
列
系
の

　
　
　
条
件
の
下
で
、
当
該
核
分
裂
性
感
竪
物
の
輸
送
制
限
個
数
（
一
箇
所
に

　
　
　
集
合
積
載
す
る
核
分
裂
挫
輸
送
物
の
個
数
の
限
度
と
し
て
定
あ
ら
れ
る

　
　
　
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
と
し
な
い
で
運
搬
す
る

　
　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
制
限
個
数
は
五
以
上
と
す
る
。
）
の
五
倍
に

　
　
　
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
長
宮
の
定
め
る
核

　
　
　
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
長

　
　
　
宮
の
定
め
る
配
列
系
の
条
件
の
下
で
、
か
つ
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
　
相
互
の
間
が
最
大
の
中
性
子
増
倍
率
に
な
る
よ
う
な
状
態
で
、
輸
送
舗

　
　
　
限
偲
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
低
比
放
射
性
物
質
及
び
表
面
汚
染

　
物
の
運
搬
）

第
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
警
護
放
射
性
物
質
及
び
表
面
汚
染
物
は
、
第
三
条
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物



　
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
長
官
の
定
め
る
低
落
放
射
挫
物
質
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適

　
　
合
す
る
も
の

　
　
イ
通
常
の
運
搬
状
態
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又

　
　
　
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す
る
こ
と
。

　
二
　
長
官
の
定
め
る
表
颪
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す

　
　
る
も
の

　
　
イ
前
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

　
　
ロ
　
専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
醗
の
放
射
性
物
質

　
　
　
の
密
度
が
長
宮
の
定
め
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
　
　
い
。

（
特
別
措
置
に
よ
る
運
搬
）

第
十
三
条
　
第
三
条
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困

　
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
金
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採

　
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
綴
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な

　
い
籍
の
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運

　
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬
す
る
物
の
長
官

　
の
定
め
る
線
量
当
量
率
は
、
表
蕗
に
お
い
て
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
）

第
⊥
丁
三
の
こ
　
第
三
条
章
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
で
あ

　
つ
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
「
令
一
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
核
燃
料

物
質
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当

該
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
施
錠
及
び
封
印
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
構
造
の
容
器
を
用
い
る
等
施
錠

及
び
封
印
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

…
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
の
同
位
体
濃
度
が
百
分
の

　
　
八
十
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
の
六
に
お

　
　
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
～
又
は
二

　
　
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
以
上
の
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
工
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
発
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ

　
　
ム
以
上
の
も
の

二
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質

三
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
聯
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
七



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
八

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
一
二
五
の

　
　
　
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

　
　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
百
態
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
門
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

　
四
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
～
メ
ー

　
　
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

　
五
　
令
第
　
条
の
二
第
三
弩
に
規
定
す
る
特
定
核
燃
料
物
質

（
簡
易
運
搬
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
こ
第
　
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
簡
易

　
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
定
め
る

　
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
第
三
条
、
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
核
燃

　
　
料
物
質
等
（
以
下
「
運
搬
物
㎏
と
い
う
。
）
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た

　
　
運
搬
機
械
又
は
器
具
（
簡
易
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
運
搬
機

　
　
覆
輪
と
い
う
。
）
の
表
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ

　
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
長
宮
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
ば
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

三
　
運
搬
物
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な

　
い
こ
と
。

四
　
二
以
上
の
運
織
物
（
そ
の
表
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率

　
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
も
の
及
び
第
十
一
条
の
基
準

　
に
適
合
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
を
一
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、

　
放
射
線
障
害
防
止
及
び
臨
界
防
止
の
た
め
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の

　
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず

　
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
運
搬
物
の
取
扱
方
法
、
事

　
　
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項

　
　
を
記
載
し
た
書
面
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
消
火
器
、
放
射
線
測
定
器
、

　
　
保
護
具
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
器
具
、
装
置
等
を

　
　
携
行
す
る
こ
と
。

　
ハ
　
人
の
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
は
、
運
搬
二
又
は
運
搬
機
器
を



　
　
　
置
き
、
又
は
運
搬
物
の
積
込
み
、
取
置
し
等
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ

　
　
　
と
。
た
だ
し
、
縄
張
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ

　
　
　
の
限
り
で
な
い
。

　
六
　
第
三
条
々
一
項
第
三
号
の
B
M
型
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
イ
　
墨
筆
二
十
二
条
の
三
豊
一
項
の
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
若
し
く
は

　
　
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者
又
は

　
　
　
こ
れ
ら
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
及
び
積

　
　
　
込
み
、
取
卸
し
等
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
　
　
放
射
線
管
理
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理

　
　
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
ロ
　
交
通
が
混
雑
す
る
時
閤
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

　
七
　
運
搬
物
に
は
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
識
の
取
付
け
又
は

　
　
表
示
を
す
る
こ
と
。

　
八
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
当
量
が
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
限
度
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
確
認
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
十
五
条
　
令
第
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
イ
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料

　
物
質
等
は
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
（
第
三
条

　
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

　
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
四
の
表
第
～
号
ロ
の
総
理
府
令
で
定
あ
る
核
燃
料
物
質
は
、

　
第
十
｝
条
の
核
分
裂
控
物
質
（
長
官
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
六
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

　
定
に
よ
り
、
運
搬
に
関
す
る
確
認
（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
も
の
を

　
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
十
七
条
の
四
の
表
第
　
号
に
該
当

　
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
一
（
簡
易
運
搬
に
係
る
確
認
を
受
け
よ

　
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
二
）
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
、
岡
蓑
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
記

　
様
式
第
一
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

　
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
る
当
該
特
定

　
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
長
官
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
前
号
の
核
燃
料
物
質
等
を
収
納
す
る
容
器
（
以
下
「
輸
送
容
器
㎏
と
い

　
　
う
。
）
の
構
造
、
材
質
及
び
製
作
の
方
法
（
以
下
「
輸
送
容
器
の
設
計
」

　
　
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た

　
　
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
牲
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
輸
送
容
器
が
前
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
輸
送
容
器
が
第
二
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

　
五
　
核
燃
料
輸
送
物
の
発
送
前
の
点
検
に
関
す
る
説
明
書

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

五
九



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

六
〇

　
六
　
簡
易
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
運
搬
方
法
及
び
そ
の
安
全

　
　
性
に
関
す
る
説
明
書

2
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
九
条

　
の
二
士
三
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

　
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
承
認

　
を
受
け
た
輸
送
容
器
を
使
用
し
て
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
一
項
の
確
認
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
。

4
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
長
官
の
承

　
認
を
受
け
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
当
該
指
定
運
搬
物
確
認
機

　
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
確
認
証
の
交
付
）

第
十
七
条
　
長
官
又
は
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二

　
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
容
器
承
認
の
申
請
）

第
十
七
条
の
二
　
塗
壁
五
十
九
条
の
総
理
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
輸
送
容
器
に

　
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
容
器
承
認

　
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
当
該
輸
送
容
器
で
運
搬
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
す

　
　
る
説
明
書

　
二
　
当
該
輸
送
容
器
の
設
計
及
び
前
号
の
核
燃
料
物
質
等
を
当
該
輸
送
容
器

　
　
に
収
納
し
た
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
当
該
輸
送
容
器
が
前
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い

　
　
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
当
該
輸
送
容
器
が
第
二
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
適
含
す
る
よ
う
維
持

　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

2
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
承
認
書
の
交
付
）

第
十
七
条
の
三
　
長
官
は
、
法
意
五
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
承
認
を

　
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
容
器
承
認
書
を
交
付

　
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

七六五四三二
輸
送
容
器
の
名
称

輸
送
容
器
の
外
形
寸
法
及
び
重
量

核
燃
料
輸
送
物
の
種
類

収
納
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、

承
認
容
器
登
録
番
号

承
認
容
器
と
し
て
使
用
す
る
期
間

性
状
、
重
鐘
及
び
放
射
能
の
量

（
承
認
容
器
と
し
て
使
用
す
る
期
間
の
更
新
）

第
十
七
条
の
四
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
容
器
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、

　
当
該
輸
送
容
器
が
当
該
輸
送
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
を
示
し
て
、
承
認
容
器
と
し
て
使
用
す
る
期
閤
の
更
新
を
受
け
る
こ



　
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
承
認
容

　
器
使
用
艶
聞
更
新
申
請
書
に
、
当
該
輸
送
容
器
が
当
該
輸
送
容
器
の
設
計
に

　
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書
を
添
え
て
、
長
官
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
　
項
の
更
新
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
容
器
承
認
書
を
提
出
し
、
そ

　
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
承
認
書
の
変
更
の
届
出
等
）

第
十
七
条
の
五
　
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
容
器
承
認
書
の
交
付
を
受
け

　
た
者
は
、
周
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か

　
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
長
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
そ
の
届
出
の

　
際
に
当
該
容
器
承
認
書
を
提
出
し
、
そ
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

2
　
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
容
器
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
承

　
認
を
受
け
た
輸
送
容
器
の
薗
部
又
は
一
部
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃

　
止
の
日
か
ら
三
十
黛
以
内
に
、
そ
の
旨
を
長
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
承

　
認
を
受
け
た
輸
送
容
器
の
全
部
の
使
用
を
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
の
届
出
の
際
に
当
該
容
器
承
認
書
を
返
却
し
、
一
部
の
使
用
を
廃
止
し
た
場

　
A
口
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
届
出
の
際
に
当
該
容
器
承
認
書
を
提
出
し
、
そ
の
書

　
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
し
取
決
め
が
必
要
な
事
項
）

第
十
七
条
の
六
　
法
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
周

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

次
項
に
定
め

イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

る
事
項

の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

ロ
　
ウ
ラ
ン
工
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ

三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン

並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
山

は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
三
三
五

の
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

二
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の

表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率

が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

三
　
照
射
さ
れ
た
第
一
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ

第
三
項
に
定

の
袈
面
か
ら
一
メ
！
ト
ル
の
踵
離
に
お
い
て
吸
収
線
量

め
る
事
項

率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の

四
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

六
一



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

六
二

　
　
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
ロ

　
　
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

　
ロ
　
ゥ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
一
　

　
　
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン

　
　
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
再

　
　
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五

　
　
の
璽
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満

　
　
の
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ

　
　
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二

　
　
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

　
　
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ

　
　
つ
て
、
ウ
ラ
ン
三
三
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

　
　
の
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

五
　
照
尉
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の

　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率

　
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

六
　
令
第
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
核
燃
料
物

　
質　

照
射
さ
れ
た
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ

の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量

率
が
～
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の

　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
の
物
質
の
一
幅
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
百
グ

　
ラ
ム
以
下
の
も
の

ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ

　
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン

　
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
重

　
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
三
三
五

　
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

　
も
の

ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ

　
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二

　
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

　
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
癖
は
二
以

　
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が

　
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
雲

量
四
項
に
定

め
る
事
項



三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
乾
分
の

十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ

つ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

の
も
の

ホ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

の
物
質
の
一
番
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
百
グ

ラ
ム
以
下
の
も
の

九
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
前

号
二
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表

面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が

一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

十
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三

第
五
項
に
定

八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び

め
る
事
項

に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
重

上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用

で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
る
も
の
（
照
射
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。
）

2
　
前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
人
の
工
場
又
は
事
業
所
か
ら
搬
出
さ
れ
る
予

定
日
時
及
び
受
取
人
の
工
場
又
は
事
業
所
に
搬
入
さ
れ
る
予
定
日
時
並
び

　
に
運
搬
手
段

二
　
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
人
の
工
…
場
又
は
事
業
所
か
ら
搬
出
さ
れ
た
と

　
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
発
送
人
が
受
取
人
に
通
知
す
る
こ
と
。

三
　
第
一
号
の
予
定
鶏
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
人
の
工
場
又
は

　
事
業
所
か
ら
搬
出
さ
れ
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
発
送
人
が
受
取

　
人
に
通
知
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
核
燃
料
物
質
が
受
取
人
の
工
場
又
は
事
業
所
に
搬
入
さ
れ
た
と
き

　
は
、
受
取
人
が
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
つ
い
て
い
る
錠
及

　
び
封
印
の
健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
旨
を
発
送
人
に
通
知
す
る
こ
と
。

五
　
第
　
号
の
予
定
窺
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
が
受
取
人
の
工
場
又
は

　
事
業
所
に
搬
入
さ
れ
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
受
取
人
が
発
送
人

　
に
通
知
す
る
こ
と
。

六
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移
転
さ
れ
る
予
定
日
時
及
び

　
場
所
並
び
に
当
該
責
任
が
移
転
さ
れ
る
た
め
の
手
続

七
　
前
号
の
予
定
日
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移

　
転
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
責
任
が
移

　
転
さ
れ
る
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

八
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移
転
さ
れ
た
と
き
又
は
第
六

　
号
の
予
定
日
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移
転
さ

　
れ
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
責
任
が
移
転
さ
れ
る
者
が
発
送

　
人
（
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
が
外
国
の
工
場
又
は
事
業
所
か
ら
運
搬
さ
れ

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

六
三



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

六
四

　
　
る
場
合
は
、
受
取
人
）
に
通
知
す
る
こ
と
。

　
九
　
本
邦
外
に
お
い
て
特
定
核
燃
料
物
質
を
運
搬
し
て
い
る
場
合
（
日
本
船

　
　
舶
又
は
田
本
航
空
機
に
よ
り
運
搬
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当

　
　
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
が
、
警
備
を
担

　
　
当
す
る
者
（
以
下
「
警
備
人
」
と
い
う
。
）
に
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
を

　
　
常
時
監
視
さ
せ
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

　
十
　
本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
時
保
管
さ
れ

　
　
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
貴
任
を
有
す
る

　
　
者
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
イ
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
区
域
（
以
下
「
防
護
区
域
」
と

　
　
　
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
防
護
区
域
の
境
界
を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
及
び
防
護

　
　
　
区
域
の
出
入
口
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同

　
　
　
等
以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
防
護
区
域
に
出
入
り
し
ょ
う
と
す
る
者
の
身
分
及
び
当
該
区
域
へ
の

　
　
　
出
入
り
の
必
要
性
を
確
認
の
上
、
当
該
区
域
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
認

　
　
　
め
た
者
以
外
の
者
の
出
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
　
二
　
関
係
機
関
と
の
間
に
お
け
る
連
絡
を
迅
速
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が

　
　
　
で
き
る
警
備
人
に
防
護
区
域
を
常
時
監
視
さ
せ
る
こ
と
。

3
　
第
一
項
の
蓑
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
事
項

　
二
　
本
心
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
認
時
保
管
さ
れ

　
　
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

　
　
考
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
イ
防
護
区
域
を
定
め
る
こ
と
σ

　
　
ロ
　
防
護
区
域
の
境
界
を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
防
護
区
域

　
　
　
の
出
入
日
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
及
び
防
護
区
域
を
、
警
備

　
　
　
人
に
常
時
監
視
さ
せ
若
し
く
は
人
の
侵
入
を
監
視
す
る
た
め
の
装
置
に

　
　
　
よ
り
常
時
監
視
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質

　
　
　
の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

4
　
第
一
項
の
表
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
事
項

　
二
　
本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
時
保
管
さ
れ

　
　
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

　
　
者
が
防
護
区
域
を
定
め
、
当
該
区
域
へ
の
人
の
出
入
り
を
上
場
す
る
こ
と
。

5
　
第
一
項
の
表
第
十
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
第
二
項
第
一

　
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め
の
締
結
に
関
す
る
確
認
の

　
申
請
）

第
十
七
条
の
七
　
法
第
五
十
九
条
の
三
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め
の
締
結
に
関
す
る
確
認
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
一
　
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
計
画
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
貴
任
の
移
転
に
関
す
る
説
明
書

2
　
前
項
の
確
認
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
（
当
該
確

　
認
に
係
る
運
搬
が
輸
出
又
は
輸
入
を
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
は
正
本
　
通
及

　
び
副
本
二
通
）
と
す
る
。

（
確
認
証
の
交
付
）

第
十
七
条
の
八
　
長
官
は
、
法
第
五
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
を

　
し
た
と
き
は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
十
八
条
　
法
第
六
十
鶏
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
考
、
加
工
事

　
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄

　
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等

　
か
ら
運
搬
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の

　
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
核
燃
麟
輸
送
物
に
延
焼
す
る

　
　
お
そ
れ
の
あ
る
火
災
が
起
こ
っ
た
場
合
は
、
火
災
の
消
火
又
は
山
焼
の
防

　
　
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
薩
ち
に
そ
の
陰
を
消
防
欝
欝
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
輸
送
物
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に

　
　
長
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

　
　
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
入
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以
外

　
　
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
運
搬

　
　
に
従
事
す
る
者
及
び
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
誓
癒
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
汚
染

　
　
の
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
比
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
四
条
第
八
号
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ

　
れ
た
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
そ
の
線
量
当
量
が
長
門
の
定
め
る
線
量

　
当
量
隈
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
九
条
　
事
業
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

　
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す

　
る
処
置
を
十
日
以
内
に
長
子
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
盗
取
置
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
三
　
前
二
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
綴
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線

　
　
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
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運
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に
関
す
る
規
則
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六
六

第
二
十
条
　
法
第
六
十
八
条
第
三
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、

　
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第

　
　
　
寸
　
　
　
莚

　
　
　
群
　
　
貝

（
施
行
期
日
）

！
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け

　
て
い
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
外
運
搬
規

　
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
平

　
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
外
運
搬
規
則
の
規
定
に
よ
る
第
一
種

　
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
輸
送
物

　
は
、
改
正
後
の
外
運
搬
規
則
の
規
定
に
よ
る
核
分
裂
性
輸
送
物
と
み
な
す
。

3
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
物
質
等
に
つ
い
て

　
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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業
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書

　
　
講

　
　
申

　
　
認

　
　
確

　
　
搬

　
　
運

　
　
両

働
車

　
鯛

　
1
6

　
備

謝
鋤

膿

科学技術庁長岡 　
所
名

四
住
氏

番
年 月

号
日

　　　　　　　　　　名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項及び核
燃料物質的の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条第1項の規定に
より車両運搬の確認を申請します。

使　用　者　等　の　区　分（注1）

運搬しようとする核燃料物質等の

嵭ﾞ、性状及び量　　　　　（注2）

運　　搬　　の　　目　　的（注3）

運　搬　予　定　時　期

核燃料輸送物の名称（注4）

核燃料輸送物の種類（注5）

核燃料輸送物の総重量　（注6）

重　　　　　量（注7）

核
燃
料
輸
送
物
に
関
す
る
説
明

収核質

[燃証

ｷ料
髟ｨ

放射能の量（注8）

外形寸法（注10）二二

頼增

i注9） 重　　　　量（注1D

核分裂性輸送物にあっては輸送

ｧ限個数

積載方法又は混載の別

六
七



注1　使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理

　　事業者若しくは廃棄事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載する

　　こと。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び使用者等の区分を併記す

　　ること。

　2　次のイからハにより記載すること。

　　イ　種類についは金属ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化プルトニウ

　　　ム、新燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集合体（ウラン・プルトニウム

　　　混合酸化物燃料）、使用済燃料、試験片等の別を記載し、金属ウラン、ウラン化

　　　合物及び新燃料集合体にあっては濃縮度を、プルトニウムにあってはプルトニウ

　　　ム238の同位体濃度を、使用済燃料にあってはその表面から1メートルの距離に

　　　おける空気吸収線量率（照射された天然ウラン、劣化ウラン、トリウム及び濃縮

　　　度10％未満のウランについては、照射直後の空気吸収線量率）が1グレイ毎時を

　　　超えるかどうかを、また使用済燃料でその被覆材からの放射性物質の漏えいが認

　　　められるものにあってはその旨を併記すること。

　　ロ　性状については物理的・化学的形態を記載すること。

　　ハ　量については、総量及びプルトニウム、ウラン235又はウラン233の量をトン、

　　　キログラム又はグラム単位で記載すること。

　3　当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在地を併せて記

　　載すること。

　4　核燃料輸送物の通称を記載すること。

　5　A型輸送物、8M型輸送物、　BU型輸送平等、核燃料輸送物の種類及び核分裂性

　　輸送物にあってはその旨を記載すること。

　6　トン、キログラム又はグラム単位で記載すること。

　7　注6の例により記載すること。

　8　総量及び主要な核種ごとの量をベクレル単位で記載すること。

　9　輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。

　王0センチメートル又はメートル単位で記載すること。

　11注6の例により記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

」
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六
九

様式第2 （第16条関係）

　　　　　簡　　　　易　　　　運　　　　搬　　　　石雀　　　　詫忍　　　　申　　　　言青　　　　書

科学技術庁長官 　
所
三

殿
住
氏

子　　　号

年　月　巳

　　　　　　　　　　　　名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項及び核
燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第王6条第1項の規定に
より簡易運搬の確認を申講します。

使　用　者　等　の　区　分（注1）

運搬しようとする核燃料物質等の

嵭ﾞ、性状及び量　　　　　（注2）

運　　搬　　の　　目　　的（注3）

運　搬　予　定　時　期

核燃料輸送物の名称（注4）

核燃料輸送物の種類（注5）

核燃料輸送物の総重量（注6）

重　　　量（注7）

核
燃
料
輸
送
物
に
関
す
る
説
明

収核質

[燃面

ｷ料
髟ｨ

放射能の量（注8）

外形寸法（注10）輸容

頼增

i注9） 重　　　量（注11）

核分裂性輸送物にあっては輸

乱ｧ限個数

使用する運搬機器の種類

@　　　　　　　（注12）
運関

ﾀす
福髢

@説
ﾉ明

運搬機器への積付け方法

@　　　　　　　（注13）

携行する書面及び携行器具等
1



注1　使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者若しくは

　　再処理事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を

　　委託された者にあっては、委託者の名称及び使用者等の鼠分を併記すること。

　2　次のイからハにより記載すること。

　　イ　種類についは金属ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化プルトニウ

　　　ム、新燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集合体（ウラン・プルトニウム

　　　混合酸化物燃料）、使用済燃料、試験片等の別を記載し、金属ウラン、ウラン化

　　　合物及び新燃料集合体にあっては濃縮度を、使用済燃料でその被覆材からの放射

　　　性物質の漏えいが認められるものにあってはその旨を併記すること。

　　ロ　性状については物理的・化学的形態を記載すること。

　　ハ　量についてはトン、キログラム又はグラム単位で記載すること。

　3　当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在地を併せて記

　　載すること。

　4　核燃料輸送物の通称を記載すること。

　5　A型輸送物、BM型輸送物、　BU型輸送物等、核燃料輸送物の種類及び核分裂性

　　輸送物にあってはその旨を記載すること。

　6　トン、キログラム又はグラム単位で記載すること。

　7　注6の例により記載すること。

　8　総量及び主要な核種ごとの量をベクレル単位で記載すること。

　9　輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。

　lG　センチメートル又はメートル単位で記載すること。

　！1注6の例により記載すること。

　12　自転車、台車等具体的に記載すること。

　13積付け後の状態を示す説明書を添付すること。

核
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料
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質
等
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場
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業
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に
お
け
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関
す
る
規
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備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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様式第3（第17条の2関係）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

容器承認申請書

科学技術庁長宮　三

号
日

　
月

番
年

下　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）印

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第3項及

び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の2第

1項の規定により、下記のとおり申請します。

記

1
2
り
0
4
口
」

輸送容器の名称

輸送容器の外形寸法及び重量（注1）

核燃料輸送物の種類（注2）

収納する核燃料物質等の種類、性状、重最及び放射能の量（注3）

承認を受けようとする容器の製造番号その他の当該容器と他の容器を区別

するための番号等

6　承認容器として使用することを予定している期間

七



注1　輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。

　2　A型輸送物、BM型輸送物、　BU型輸送物等、核燃料輸送物の種類及び核分裂性

　　輸送物にあってはその旨を記載すること。

　3　次のイから二により記載すること。

　　イ　種類についは金属ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化プルトニウ

　　　ム、新燃料集合体（こ二酸化ウラン燃料）、新燃料集合体（ウラン・プルトニウム

　　　混合酸化物燃料）、使用済燃料、試験片等の別を記載し、金属ウラン、ウラン化

　　　合物及び新燃料集合体にあっては濃縮度を、使用済燃料でその被覆材からの放射

　　　性物質の漏えいが認められるものにあってはその旨を併記すること。

　　ロ　性状については物理的・化学的形態を記載すること。

　　ハ　重騒についてはトン、キログラム又はグラム単位で記載すること。

　　二　放射能の量については総量及び主要な核種ごとの量をベクレル単位で記載する

　　　こと。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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様式第講（第17条の穫関係〉

核
燃
料
物
質
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る
規
則

承認容器使用期間更薪申講書

科学技術庁長富　　殿

号
日

　
月

番
年

往所
氏名倣人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

　核燃斜物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規財第17条の4第2項

の規定に．より、下記のとおり申請します。

記

1
9
島
3
荏

承認容器登録番号

容器承認需に記載された期間

更新後に承認容器として使用することを予定している期聞

更新の理由

備考　この溺紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

七
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様式第5（箋17条の7関係）

　　　　　　　　　　　取決めの締結確認申講書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　　科学技術庁長官殿
　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　角店（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規捌に関する法律第59条の3第2項及び核燃料

物質等の函館又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の7第1項の規定により

取決めの締結の確認を申講します。

運搬される特定核燃料物質の種
ﾞ及び量（注1）
運搬される特定核燃料物質の区
ｪ（注2）

発送人 氏　名　叉は　名　称

住　　　　　　　　所

搬出される工場又は事
ﾆ所の名称及び所在地

受取人 馬名　又は　名　称

佳　　　　　　　　所

搬入される工場又は事
ﾆ所の名称及び所在地

氏名又は　名　称運搬につ

｢て責任
�Lする

ﾒ 往　　　　　　　　所

搬　　出　　予　　定　　ヨ　晴

搬　　入　　予　　定　　日　時

本心外における一蒔保管の有無

取決めに関する説明（注3）

注1イ　種類についてはプルトニウム、ウラン、使用済燃料の別を記載し、プルトニウ
　　　ムにあってはプルトニウム238の同位体濃度を、ウランにあっては濃縮度を、使
　　　用済燃料にあってはその表爾から1メートルの距離における空気吸収線量率（照

　　　射された天然ウラン、劣化ウラン、トリウム及び濃縮度1G％未満のウランについ
　　　ては、照射直後の空気吸収線量率）が1グレイ毎時を超えるかどうかを併記する

　　　こと。

　　ロ　量については、総麓及びプルトニウム、ウラン235又はウラン233の量をトソ、

　　　キログラム又はグラム単位で記載すること。
　2　区分については、第17条の6第1項の表第1号及び第2号に該当する場合にあっ
　　ては区分1と、同憂第3号から第6号に該当する場合にあっては区分屡と、同表第
　　7号から第9号に該当する場合にあっては区分田と、同表第10号に該当する場合に
　　あっては区分Wと記載すること。
　3　叡決めの写しを添付すること。

備考　この用紙の大きさは、日本エ業規格A4とすること。
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様式第6　（第20条関係）
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（表　　颪〉

七
五

第 号

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条第3項の規
定による

職名及び氏名

身　分　．証　明　書

写

真

！押　出、
『　　　1
き　　　　　　　　　　　　　コ

、スタンプ

年　　月

年　　月

科学技術庁長呂

日生

日交付

備　考 この用紙の大きさは、日本工業規格A6とする。



〈裏　　簡）

核原料物質、核燃料物質及び甲子煩の規舗に灘する法簿（抄）

第68条　内閣総理大臣、通商産業大臣、運翰大臣・又は都道府県公安委員会は、
　この法律（内閣総理大臣、通商産業大臣又は運翰大臣にあっては第餌条第3
　項各号に掲げる事業者等の区分（第磁条の2の2第正項第2号に該当する場
　合における製錬事業者並びに核原料物質使用者、國際規鰯物資使用者、第6釜
　条の3第！項各号の一に該嶺する場合における当該各号に規定する者及び固
　条第5項に規定する者については、第鍵条第3項各号の当該区分にかかわら
　ず、内閣総理大臣一とする。）に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあ

　つては第59条の2第6項の規定）の施行に必要な限度において、その職員
　（都道府県公安委員会にあっては、警察職員〉に、製錬事業者、加工事業蕾、
　原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、
　核原料物質使用者又は国際規捌物資使用者、第61条の3第1項各号の一に該
　鎖する場合における遇該各号に規定する者若しくは間条第5項に規定する者
　の事務所又は工場若しくは事業所（船舶に設置する原子炉に係る場合にあっ
　ては、その船舶）に立ち入り、その者の譲簿、書類その他必要な物件を検査
　させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原
　料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収虫させることができる。

2　内閣総理大駆、通商産業大臣又は運輪大臣ほ、この法律（通商塵業大臣に

　あっては実用発電用原子炉及びその附属施設に係る第28条の2第1項の規定、
　運輸大臣にあっては実用舶用原子煙及びその附属施設に係る同項の規定）の
　施行に必要な限度において、その職員に、第16条の4第1項、第28条の2第
　1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項着しくは第5§条の3第1項に規
　定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、そ
　の者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関孫者に質問させるこ
　とができる。

3　蔚2項の規定により職員が立ち入るときは、その，身分を示す証明書を携帯
　し、かつ、関係者の請求があるときは、これを握示しなければならない。
4　第1項及び第2項の規定による櫃限は、犯罪捜葦のために認められたもの
　と解してはならない。
第80条．次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金1こ処する。
　六第68条第1項、第2項又は第5項の規定による立入り、検査若しくは収
　　去を擁み、妨げ、若しくは忌避し、又は質悶に撫して陳述をせず、若しく
　　は虚偽の陳述をした者

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

七
六



○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外

　
　
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

　
　
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k辮
蜉
K
駐
動
留
縫
）

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
五
十
三
奪
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
、

第
六
条
、
籠
〃
七
久
木
、
箪
躍
九
拘
粂
、
榊
弟
十
－
条
、
榊
弗
十
⊥
条
、
簸
〃
十
工
条
、
虎
落
十
一
二
条
、

第
十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
並
び
に
岡
規
則
を
実

施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関

す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
匿
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年
科
学
技

術
庁
告
示
第
十
一
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成

三
年
一
月
一
霞
か
ら
陸
曹
す
る
。

　
　
平
成
二
駕
十
一
月
二
十
八
日
　
　
　
　
科
学
技
術
庁
長
官
事
務
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
保
利
　
耕
輔

（
用
語
）

第
　
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

　
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
三
条
第
一
項
第
　
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物

質
等
と
し
て
長
富
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
核
燃
料

物
質
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質

等
の
う
ち
核
分
裂
性
物
質
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
に
定
め

る
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
も
の
に
限
る
。

一
　
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
注
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
同
量
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

該
燃
料
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
核
燃
料
物

別
表
第
～
か
ら
別
表
第

質
等
又
は
核
燃
料
物
質
等
を
密
封
し
た
カ

照
ま
で
及
び
別
表
第
六

プ
セ
ル
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放

体

適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
別
形
核
燃
料

射
性
物
質
の
種
類
又
は

物
質
等
」
と
い
う
。
）

区
分
に
施
じ
、
そ
れ
ぞ

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
一

れ
当
該
各
表
の
第
二
欄

辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

に
掲
げ
る
数
量
（
以
下

あ
る
こ
と
。

「
ん
値
一
と
い
う
。
）

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
千
分
の
一

固

衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

長
さ
の
幅
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

あ
る
核
燃
料
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
衝

撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
諸
等
を
定
め
る
告
示

七
七



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
士
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試

験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

に
水
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
量

が
、
ニ
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
長
官
が
認

め
る
基
準
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
自
の

第
三
欄
（
別
表
第
縢
及

び
別
表
第
五
に
あ
っ
て

は
、
第
二
欄
）
に
掲
げ

る
数
量
（
以
下
「
碗

値
」
と
い
う
。
）
の
千

分
の
一

液
体

碗
値
の
一
万
分
の
一

七
八

気 体

もそ ト

の　の リ
他 チ

の 宝
の特 特

も別 別

の形 形
核 核
燃 燃
料 料
物 物
質 質
等
以
外

等

A
2

A
I

○
値： 値 ●

の の 八
千 千 テ
分 分 う

の の べ

～ 一 z
ル

一一

@
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ
る
核
燃
料

　
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
機
器
等

　
　
一
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
放
射
能
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
　
蓑
の
中
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
機
器
等
が
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
一
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
放

　
　
射
能
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

核
燃
料
物
質
等
の
区
分

核
燃
料
輸
送
物
一
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
能
の
量

体
固

馬
値
の
百
分
の
　

氏
値

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

碗
値
の
百
分
の
一

碗
値

液
体

碗
値
の
千
分
の
㎝

碗
値
の
十
分
の
…

○
・
八
テ
ラ
ベ
ク
レ



気 体

その他のもの ト
リ

も物特 物特 チ

の質別 質別 ウ

等形 等形 ム

以核 核
外燃 燃
の料 料

A
2

A
l

ル
値 値
の の
千 千
分 分

2 2

A
2

A
肇 八

値 値 テ

の の ラ

百 百 べ

分 分 ク

の の レ

一 一
ル

　
ロ
　
収
納
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面
か
ら
十
セ
ン
チ
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
第
七
条
に
規
定
す
る
線
量
当
量
率
（
以

　
　
下
「
線
量
当
量
率
」
と
い
う
。
）
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
当
該
機
器
等
（
放
射
線
発
光
塗
料
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。
）

　
　
は
「
放
射
性
」
又
は
「
智
巳
0
9
。
o
鉱
く
①
」
の
表
示
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
機
器
等
に
含
ま
れ
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ

　
ウ
ム
で
あ
つ
て
未
照
射
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
若
し
く
は
混
合
物

　
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

　
ロ
　
表
面
が
容
易
に
腐
食
し
な
い
金
属
等
で
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
の
内
表
面
に
付

　
着
し
て
い
る
核
燃
料
物
質
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

　
も
の

　
イ
　
密
度
が
第
十
条
に
規
定
す
る
密
度
の
百
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ロ
　
当
該
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
容
器
は
、
き
裂
、
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
二
　
容
器
の
構
造
物
中
に
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ

　
　
　
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
面
が
容
易
に
腐
食
し
な
い
金
属
等
で
被
覆
さ
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
放
射
能
の
量
の
限
度
）

第
三
条
規
則
第
三
条
第
　
項
第
二
号
の
畏
官
の
定
め
る
量
は
、
次
の
表
の
上

　
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
放
射
能
の
灘
と
す
る
。

特 特
別 別
形 形
核 核 核
燃
料
物

燃
料
物

燃
料

質 質 物
等
以

等
質

外 等
の の
も
の 区

分

A
2

A
乳

値 値 放

射

能

の

量

（
低
比
放
射
性
物
質
及
び
表
面
汚
染
物
）

第
照
条
規
則
第
三
条
第
二
項
の
長
官
の
定
め
る
低
比
放
射
性
物
質
は
、
次
に

　
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
等
で
あ
つ
て
、
容
器
に
収
納
す

　
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
表
薗
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離

　
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い

　
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
に
よ
る
し
や
へ
い
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ

　
と
と
す
る
。

　
一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
…
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
」
S
A
I
王
｝
と

　
　
い
う
。
）

　
　
イ
　
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ
ウ
ム
で
あ
つ
て
未

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
匿
等
を
定
め
る
告
示

七
九



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
磨
等
を
定
め
る
告
示

　
　
照
射
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
若
し
く
は
混
合
物
で
あ
っ
て
固
体

　
　
状
若
し
く
は
液
体
状
の
も
の

　
ロ
　
核
分
裂
性
物
質
以
外
の
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
磁
僅
に
制
限
が

　
　
な
い
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

　
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
」
S
A
一
∬
」
と
い
う
。
）

　
イ
　
放
射
性
物
質
が
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
全
体
に
分
布
し
て
い
る
も
の

　
ロ
　
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
臨
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適

　
　
合
す
る
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
区
分

要
　
　
　
　
　
件

可
燃
性
の
も
の

放
射
能
の
量
が
彪
値
の

百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、

当
該
核
燃
料
物
質
等
の

全
体
に
つ
い
て
平
均
し

体

た
放
射
能
濃
度
（
以
下

「
平
均
放
射
能
濃
度
」

と
い
う
。
）
が
一
グ
ラ

ム
当
た
り
磁
値
の
一
万

分
の
一
を
超
え
な
い
こ

固

と
。

可
燃
独
以
外
の
も
の

平
均
放
射
能
濃
度
が
一

グ
ラ
ム
当
た
り
碗
値
の

一
万
分
の
一
を
超
え
な

八
○

い
こ
と
。

ト
リ
チ
ウ
ム
水

放
射
能
の
量
が
碗
値
の

百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、

平
均
放
射
能
濃
度
が
　

体

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

当
た
り
○
・
八
剣
ガ
ベ

ク
レ
ル
を
超
え
な
い
こ

と
。

ト
リ
チ
ウ
ム
水
以
外
の
も
の

放
射
能
の
量
が
莇
値
の

百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、

液

平
均
放
射
能
濃
度
が
一

グ
ラ
ム
当
た
り
彪
値
の

十
万
分
の
　
を
超
え
な

い
こ
と
。

気
体

放
射
能
の
量
が
碗
値
の

百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、

平
均
放
射
能
濃
度
が
｝

グ
ラ
ム
当
た
り
莇
値
の

一
万
分
の
一
を
超
え
な

い
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
で

　
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
門
L
S
A
l
選
恥

　
と
い
う
。
）

　
イ
　
放
射
性
物
質
が
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
全
体
に
均
一
に
分
布
し
て
い



　
　
　
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
平
均
放
射
能
濃
度
が
一
グ
ラ
ム
当
た
り
施
値
の
五
百
分
の
　
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
別
記
第
二
に
定
め
る
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
水
中
へ
の
放
射

　
　
　
能
物
質
の
漏
え
い
量
が
彪
値
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
可
燃
性
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
能
の
量
が
碗
値
の
百
倍
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

2
　
規
則
第
三
条
第
二
項
の
長
蜜
の
定
め
る
表
薦
汚
染
物
は
、
核
燃
料
物
質
等

　
に
よ
っ
て
表
面
が
汚
染
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
汚
染
物
」

　
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、

　
放
射
能
の
量
が
碗
値
の
百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と

　
し
た
場
合
に
、
当
該
汚
染
物
の
表
藤
か
ら
三
メ
i
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

　
る
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
鍵
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た

　
だ
し
、
容
器
に
よ
る
し
ゃ
へ
い
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
～
　
次
の
表
の
上
欄
に
褐
げ
る
表
薦
の
汚
染
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
以
下
「
S
C
O
－
1
賦
と

　
　
い
う
。
）表

通
常
の
敢
扱
い
に

お
い
て
、

れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
袈
薗
の
汚
染
で

あ
っ
て
、

す
る
お
そ
れ
が
あ

る
も
の

（れは汚れ人扱以が　く　染ががい

函

下あ離であ触に の

ま　リ三天然危ア 汚

れウ五感ウ険ル
る　ム　’　ト　ラ性フ 染

トニ　ウ　リ　ンの　ア

且Oラウ　’放線
の

ウニンム劣射をム　　’二　　、化性放
鑑

こ精三ウウ物量 三
二鉱　八　ラ　ラ　質す
八　に　　、　ン　ン　（　る

若含　トニ　’天骨

ル平○
方　・ 密

セ四
ン　ベ

チ　ク

メ　レ

iル 度

ト毎

「
接
近
で
き
る
表
面
の
弗
固
定
票
汚

し
く
は
ト
リ
ウ
ム
ニ
一
二
〇
又
は
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

染
｝
と
い
う
。
）

物
理
的
半
減
期
が
十
日
未
満

の
放
射
性
物
質
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
以
外
の
ア
ル
フ

ア
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物

質ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方

放
射
性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

線
を
放
出
す
る
低
危
険
澁
の

放
射
性
物
質

そ
の
他
の
汚
染

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低

四
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎

危
険
性
の
放
射
性
物
質
以
外

平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

の
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

ル

放
射
性
物
質

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い

四
十
キ
欝
ベ
ク
レ
ル

放
財
性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

線
を
放
出
す
る
低
危
険
性
の

ト
ル

放
射
性
物
質

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
一



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
無
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
二

二
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
表
面
の
汚
染
の
区
分
に
慈
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除

　
く
。
馬
下
「
S
C
O
l
嚢
漏
と
い
う
。
）

表
面
の

汚
染
の
区
分

密
　
　
　
度

接
近
で
き
る
表
面

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低

四
十
ベ
ク
レ
ル
毎
平

の
葬
固
定
性
汚
染

危
険
性
の
放
射
性
物
質
以
外

方
セ
ン
チ
メ
！
ト
ル

の
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

放
射
性
物
質

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い

四
否
ベ
ク
レ
ル
毎
平

放
射
性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

線
を
放
出
す
る
低
危
険
性
の

放
射
性
物
質

そ
の
他
の
汚
染

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低

八
十
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル

危
険
性
の
放
射
性
物
質
以
外

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

の
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

ト
ル

放
射
性
物
質

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い

八
首
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル

放
射
性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

線
を
放
出
す
る
低
危
険
牲
の

ト
ル

放
射
性
物
質

（
低
此
放
射
性
物
質
又
は
表
面
汚
染
物
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
区
分
）

第
五
条
　
規
則
第
三
条
第
二
項
の
長
官
の
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
低
比
放
射
性
物
質
又
は
表
面
汚
染
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
の
区
分
と
す
る
。

核
燃
料
輸
送
物
の
区
分

低
比
放
射
性
物
質
又
は
表
面
汚
染
物
の
区
分

専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す
る
場
合

専
用
積
載
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合

L
S
A
I
I

固
体

I
P
…
1
型
輸
送
物ー
P
…
1
型
輸
送
物

液
体
又
は
気
体

I
p
1
1
型
輸
送
物ー
P
1
2
型
輸
送
物

L
S
A
l
∬
固
体

ー
P
－
2
型
輸
送
物

I
P
1
2
型
輸
送
物

液
体
又
は
気
体

I
P
1
2
型
輸
送
物三
P
－
3
型
輸
送
物

L
S
A
I
懸

i
P
1
2
型
輸
送
物I
P
1
3
型
輸
送
物

S
C
O
1
1

I
P
1
1
型
輸
送
物ー
P
…
1
型
輸
送
物

S
C
O
l
W
鮭

夏
P
1
2
型
輸
送
物
I
P
1
2
型
輸
送
物



（
表
示
を
要
し
な
い
L
型
輸
送
物
）

第
六
条
　
規
則
第
四
条
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
場
合
は
、
第
二
条
第
二
号
、

　
第
三
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

（
線
量
当
量
率
）

第
七
条
　
規
則
第
四
条
第
七
号
、
第
五
条
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
ロ
、

　
第
六
条
第
三
号
イ
、
第
十
三
条
並
び
に
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
四
号
の
長

　
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
は
、
一
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
線
量
当
量
率
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
長
官
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
隈
り
で
な
い
。

（
表
面
又
は
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
係

　
る
承
認
の
申
請
書
）

第
八
条
　
規
則
第
五
条
第
七
号
た
だ
し
書
又
は
第
八
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

　
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
つ

　
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
規
則
第
五
条
第
七
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
あ
っ
て

　
　
は
核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
、
同
条
第
八
号
た
だ
し

　
　
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
あ
っ
て
は
核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
か
ら

　
　
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
四
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

　
五
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
比
の
た
め
の
措
置

（
線
量
当
量
率
に
乗
ず
る
係
数
）

第
九
条
　
規
則
第
五
条
第
八
号
の
長
官
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

　
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。

工 五 一 『
十 平 平 平 コ
・平 方 方 方 ン

方 メ メ メ テ
メ i 「 「 ナ
1 ト ト ト 又
ト ル ル ル は

ル を を 以 タ

を 超 超 下 ン

超 え え ク

え 二 五 の
る 十 平 最

平 方 大
方 メ 断
メ i 面
1 ト 積
ト ル の
ル 以 区
以 下 分
下

係

十 三 二 …

数

（
表
面
密
度
限
度
）

第
十
条
規
則
第
五
条
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
店
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密

　
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
常
の
取
扱
い
に
お
い
て
、
は
く
離
す
る
お
そ
れ
が

　
な
い
放
射
性
物
質
の
密
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ア ア

ル ル
フ フ 放

轟 療 射

を を 性
放
出

放
出 物

し
な

す
る

質

い 放 の

放
射

射
性

区

性 物 分
物 質
質

メ　四 ン○
1べ チ　・

ト　ク メ　四 密
ル　レ 1べ

ル ト　ク

毎 ル　レ

平 ル
方 毎
セ 平 度
ン 方
チ セ

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
三



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
四

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
一
条
　
規
則
第
五
条
第
十
一
号
の
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
～

　
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
二
条
　
規
則
第
六
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
｝

　
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
四
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
お
け
る
漏
え
い
量
）

第
十
三
条
　
規
則
第
六
条
第
　
　
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
施
値
の
百
万
分

　
の
一
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

繁
ナ
鰯
条
　
規
則
第
六
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
8
M
型
輸
送
物
に
係
る
特

　
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
8
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
お
け
る
漏
え
い
量
）

第
ナ
五
条
　
規
則
第
六
条
第
三
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
現
値
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。

（
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
試
験
条
件
）

第
十
六
条
　
規
則
第
六
条
第
五
号
の
長
富
の
定
め
る
試
験
条
件
は
、
別
記
第
六

　
に
揚
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
七
条
　
規
則
第
七
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一

　
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
七
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
八
条
　
規
則
第
七
条
第
三
号
の
長
富
の
定
め
る
8
U
型
輸
送
物
に
係
る
特

　
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
八
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
I
P
…
2
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
九
条
　
規
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
i
P
1
2
型
輸
送

　
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
九
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
玉
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
二
十
条
　
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
長
窟
の
定
め
る
一
P
1
3
型
輸
送

　
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
十
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
物
質
と
な
ら
な
い
核
燃
料
物
質
）

第
二
十
　
条
　
規
則
第
十
一
条
の
長
官
の
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
天
然
ウ
ラ
ン

　
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
以
外
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
と

　
す
る
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
と
な
ら
な
い
核
燃
料
輸
送
物
）

第
二
十
二
条
　
規
則
書
十
一
条
の
長
窟
の
定
め
る
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃

　
料
輸
送
物
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
一
二
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
一
　
三
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
（
以
下
「
核
分
裂
標
置

　
　
種
」
と
い
う
。
）
の
重
心
又
は
該
分
裂
性
核
種
の
重
量
の
量
の
合
計
が
十

　
　
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
核
分
裂
性
物
質
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送

　
　
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

　
　
上
で
あ
る
も
の

　
二
　
水
素
が
均
　
に
分
布
し
て
い
る
核
分
裂
性
物
質
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

　
　
る
要
侍
に
適
合
す
る
も
の
を
収
納
し
た
も
の

　
　
イ
　
核
分
裂
性
核
種
の
原
子
数
に
対
す
る
水
素
の
原
子
数
の
比
が
五
千
二



　
　
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
核
分
裂
性
核
種
の
濃
度
が
○
・
○
〇
五
グ
ラ
ム
塗
立
黒
影
ン
チ
メ
ー

　
　
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ハ
　
核
分
裂
性
核
種
の
重
量
が
五
百
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
み
を
含
む
核
分
裂
性
物
質
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
又
は
ウ

　
　
ラ
ン
ニ
三
三
を
含
む
核
分
裂
物
質
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
重
量
の
合
計

　
　
が
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
含
む
。
）

　
　
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
重
量
が
八
百
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
濃
縮
度
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
重
量
の
合
計
が
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
、
核
分
裂
性
核
種
が
均
～
に
分
布

　
し
て
い
る
核
分
裂
性
物
質
を
収
納
し
た
も
の

四
　
収
納
さ
れ
て
い
る
核
分
裂
性
物
質
の
任
意
の
○
・
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル

　
の
体
積
の
部
分
の
う
ち
、
最
も
臨
界
に
達
し
や
す
い
も
の
に
含
ま
れ
る
核

　
分
裂
性
核
種
の
重
量
が
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
も
の

五
　
収
納
さ
れ
て
い
る
核
分
裂
性
核
種
が
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
み
の
核
燃
料
輸

　
送
物
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
重
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

　
の
う
ち
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
の
重
量
の

　
合
計
が
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
重
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

六
　
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
硝
酸
ウ
ラ
ニ
ル
溶
液
を
収
納
し
た
も
の

　
イ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
濃
縮
度
が
　
～
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
を
含
む
核
分
裂
性
物
質
で
あ
っ

　
　
て
、
こ
れ
ら
の
重
量
の
合
計
が
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
重
量
の
○
・
一
パ
ー

　
　
　
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
ウ
ラ
ン
の
原
子
数
に
対
す
る
窒
素
の
原
子
数
の
比
率
が
二
以
上
の
も

　
　
　
の
で
あ
る
こ
と
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
二
十
三
条
　
規
則
第
十
一
条
第
一
号
の
長
富
の
定
め
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、

　
別
記
第
十
一
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
孤
立
系
の
条
件
）

第
二
牽
四
条
　
規
則
第
十
一
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
長
富
の
定
め
る
孤
立
系
の

　
条
件
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
中
を
水
で
満
た
す
こ
と
。
た
だ
し
、
浸
水
及
び
漏

　
　
水
を
防
止
す
る
特
別
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

　
　
り
で
な
い
。

　
一
一
収
納
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
は
中
性
子
増
倍
率
が
最
大
と
な
る
配
置
及

　
　
び
減
速
状
態
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
密
封
装
置
の
周
囲
に
置
か
れ
た
厚
さ
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
水
に
よ

　
　
る
中
性
子
の
反
射
が
あ
る
こ
と
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
二
十
五
条
　
規
則
第
十
一
条
第
二
号
ロ
及
び
二
の
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性

　
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
十
二
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
配
列
系
の
条
件
）

第
二
十
六
条
　
規
則
第
十
｝
条
第
一
．
一
号
ハ
及
び
二
の
長
官
の
定
め
る
配
列
系
の

　
条
件
は
、
任
意
に
配
列
し
た
核
分
裂
性
輸
送
物
の
周
囲
に
置
か
れ
た
厚
さ
二

　
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
水
に
よ
る
中
性
子
の
反
射
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
闘
等
を
定
め
る
告
示

八
五



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
警
衛
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
六

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
低
比
放
射
性
物
質
及
び
表
面
汚
染

　
物
）

第
二
十
七
条
　
規
則
第
十
二
条
第
～
号
の
長
官
の
定
め
る
低
比
放
射
性
物
質
は
、

　
L
S
A
i
I
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
二
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
表
面
汚
染
物
は
、
S
C
O
l
王

　
と
す
る
。

3
　
規
則
第
十
二
条
第
二
号
ロ
た
だ
し
書
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表

　
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
團
表
の
下
欄
に

　
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

ア ア

ル ル
フ フ 放

濠 轟 射

を を 性
放
出

放
出 物

し
な

す
る

質

い 放 の
放
射

射
性

区

性 物 分
物 質
質

メ　四 ン○
1べ チ　・

トク メ　四 密
ル　レ 1べ

ル ト　ク

毎 ル　レ

平 ル
方 毎
セ 平 度
ン 方
チ セ

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
講
書
）

第
二
十
八
条
　
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に

　
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
二
！
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

　
　
る
線
量
当
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

（
危
険
物
）

第
二
十
九
条
　
規
則
第
十
四
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
庫
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
酸
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
五
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
の
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
運
搬
物
の
欄
数
の
制
限
）

第
三
十
条
規
則
第
十
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運
搬
物
を
一

　
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
運
搬
機

　
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
指
数
（
運
搬
物

　
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー

　
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
の
最
大
値
の
百
倍
を
い
う
。
た
だ
し
、
核
分

　
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
講
書
実
物
の
輸
送
制
限

　
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
ら
れ
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
な
る
も
の
を
い



　
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
計
し
た
値
が
五
十
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
積
載
し
、

　
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
儘
数
を
舗
隈
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
又
は
表
示
）

第
三
十
一
条
　
規
則
第
十
四
条
第
七
弩
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
取
付
け
又
は
表

　
示
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
の
蓑
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
岡
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所

　
　
に
取
り
付
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
L
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

　
　
で
な
い
。

核
燃
料
輸
送
物
の
区
分

　
　
　
一
標
　
　
識

…
　
1
　
箇
　
　
所

…
　
表
面
の
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ

第
｝
類
白
標
識

核
燃
料
輸
送
物

ク
ロ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な

（
別
記
第
十
三

の
表
衝
の
二
箇

　
い
も
の
一

に
掲
げ
る
も
の
）

所

こ
　
表
面
の
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ

第
二
類
叢
標
識

核
燃
料
輸
送
物

ク
ロ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
五

（
別
記
第
十
四

の
翁
面
の
こ
箇

百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以

に
掲
げ
る
も
の
）

所

下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が

一
を
超
え
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送

第
三
類
黄
標
識

核
燃
料
輸
送
物

物
以
外
の
も
の

（
別
記
第
十
五

の
表
薗
の
二
箇

に
掲
げ
る
も
の
）

所

　
二
　
次
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮
明

　
　
に
表
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
イ
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
核
燃
料
輸
送
物
　
総
重
量

　
　
ロ
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」
又
は
門
↓
槻
℃
両
　
〉
」
の
文
字

　
　
ハ
　
B
M
型
輸
送
物
　
　
「
B
M
型
｝
又
は
「
↓
網
℃
鍔
　
b
σ
（
ζ
）
」
の

　
　
　
文
享

　
　
二
　
B
U
型
輸
送
物
　
　
門
B
U
型
嚥
又
は
「
↓
璽
℃
尊
弓
　
G
σ
（
¢
）
」
の

　
　
　
文
字

　
三
　
8
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容

　
　
器
の
醗
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び

　
　
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
別
記
第
十
六
に
掲
げ
る
も
の
）
を
鮮
明

　
　
に
表
示
す
る
こ
と
。

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
線
量
当
量
限
度
）

第
三
十
二
条
　
規
則
第
十
四
条
第
八
号
の
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
限
度
は
、

　
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
「
年
間
（
四
月
｝
臼
を
始
期
と
す
る
｝
年
間
を
い

　
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
し
、
組
織
線
量
当
量

　
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
に
つ
き
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
ニ
　
前
号
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
一
年
聞
に
つ
き
五
筥
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト三

　
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
次
号
に
規
定
す
る
者
を

　
除
く
。
）
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
三
月
間
に
つ

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
降
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
七



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
八

　
き
十
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

四
　
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、

　
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
と
き
か
ら
出
蓬
ま
で
の
聞
に
つ
き
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
ト

（
実
効
線
量
当
量
等
の
算
定
）

第
三
十
三
条
　
前
条
の
実
効
線
量
当
量
は
、
一
塁
ン
チ
メ
…
ト
ル
線
量
当
璽
と

　
す
る
。

2
　
前
条
の
組
織
線
量
当
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
皮
膚
の
組
織
線
量
当
量
は
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
一
一
眼
の
水
晶
体
の
組
織
線
量
当
量
は
、
　
一
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
三
　
皮
膚
及
び
眼
の
水
贔
体
以
外
の
組
織
の
組
織
線
量
当
量
は
、
　
　
セ
ン
チ

　
　
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

3
　
前
条
の
実
効
線
量
当
量
又
は
組
織
線
量
当
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診

　
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
を
除
く
も
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
長
官
が
認
め
た
場
合
に
他
の

　
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
確
認
を
要
し
な
い
核
分
裂
性
物
質
）

第
三
十
騰
条
　
規
則
第
十
五
条
第
一
　
項
の
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
物
質
は
、

　
第
二
十
二
条
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
核
分
裂
性
物
質

　
と
す
る
。

（
容
器
承
認
の
申
請
に
係
る
提
出
書
類
の
省
略
）

第
三
十
五
条
　
規
則
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
輸
送
容
器
に
つ

　
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
設
計
（
輸
送
容
器

　
の
設
計
及
び
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
仕
様
を
い

　
う
。
）
に
つ
い
て
長
窟
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に

　
掲
げ
る
書
類
の
提
出
を
雀
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



別表第一（第二条関係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

八
九

欄
三
第

　
一
韻
引
　
5
5
朝
朗
頭
慕
卍
2
3
剖
…
覇
雛
一
瞬
創
引
、
明
麟
一
鱗
病
難
4
0
2
0
a
朕
2
0
α
0
。
住
0
．
0
。
0
．
0
0
0
。
2
0
。
0
。
填
0
2
0
α
0
。
砿
α
0
．
4
0
0
．
0
。
α

欄
二
第

0
。
0
1
。
幡
－
肪
肥
肥
脳
幡
0
鵬
0
。
0
肥
0
0
幡
曲
浦
㎎
1
0
0
備
幡
4
2
2
　
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
4
4
2
　
　
4
2
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4

欄
一
壷

類
嚇
質
物
性
射
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
e
　
e
　
　
　
　
　
　
a
　
a
g
l
i
i
　
　
　
　
　
1
1
　
r
　
r
　
r
　
r
　
　
　
　
　
a
　
a
　
a
　
C
H
8
B
C
C
N
F
N
N
M
A
S
S
P
P
S
C
C
A
A
A
A
K
K
K
C
C
C
S
3
　
7
　
田
　
巨
　
M
　
田
　
田
　
”
　
困
　
四
　
四
　
a
　
舘
　
”
　
舗
　
師
　
詔
　
銘
　
凹
　
肥
　
暇
　
耗
　
釦
　
犯
　
昭
　
馴
　
筍
　
賀
　
“

原
子
番
号

1
4
4
6
6
7
9
1
1
1
1
E
！
3
1
4
1
4
1
5
1
5
1
6
1
7
1
7
1
8
1
8
1
8
1
8
1
9
1
9
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

九
〇

欄
三
第

欄
二
第

欄
一
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
翫
翫
翫
黙
v
v
α
臨
愉
㎞
田
田
国
恥
恥
㏄
㏄
㏄
m
c
㏄
㏄
M
m
黙
伽
伽
血
㎎
伽
伽
励
船
舶
晩
硫
6
　
　
7
　
　
8
　
　
4
　
　
8
　
　
9
　
　
1
　
　
2
　
　
3
　
　
4
　
　
6
　
　
2
　
　
5
　
　
9
　
　
0
　
　
5
　
　
6
　
　
7
　
　
8
　
　
8
　
　
0
　
　
9
　
　
3
　
　
5
　
　
4
　
　
7
　
　
5
　
　
9
　
　
9
　
　
7
　
　
8
　
　
2
　
　
8
　
　
正
　
　
7
4
　
　
4
　
　
4
　
　
畷
　
　
4
　
　
4
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
6
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
6
　
　
5
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
7
　
　
6
　
　
7
　
　
7

1
1
1
2
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藍
…
垂
．
…
．
垂
ε
一
奎
一
‘
．
一
．
…
一
．
、
一
．
｝
…
．
圭
｝
華
．
圭
華
．
≡
．
…
｝
．
睾
．
皇
…
畢
一
．
峯
ま
蓬
；
：
｝
…
三
華
監



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
下
上
の
基
準
に
係
る
細
欝
等
を
定
め
る
告
示

九

欄
三
第

　
　
．
…
一
、
…
一
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
…
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
…
…
．
…
…
－
…
－
．
1
　
　
　
　
　
・
…
．
一
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…
…
．
．
．
…
…
i
…
一
二
ー
ー
…
ー
ー
．
．
…
．
…
．
．
．
…
．
．
．
．
．
．
…
…
一
｝
！
…
…
．
…
．
．
．
E
…
．
．
．
．
…
．
…
．
…
…
一
p
　
　
　
　
　
　
ー
ー
…
．
．
…
．
…
．
．
…
2
　
　
5
2
5
　
　
　
　
3
　
　
4
　
　
　
　
　
2
9
　
　
9
3
し
し
2
　
　
　
　
　
5
圭
3
2
　
　
4
2
　
　
3
2
2
住
4
0
色
σ
位
3
2
砿
3
住
4
0
6
沁
歌
α
2
0
。
α
な
な
軌
5
2
3
ぴ
0
1
0
．
∬
2
0
。
α
2
軌
戟
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮
　
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郭
脛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庫
市
　
生
甲

欄
二
第

2
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
　
　
4
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
し
し
2
　
　
　
　
　
6
2
3
2
　
　
4
2
　
　
3
2
2
α
4
0
1
0
，
2
0
3
4
0
α
3
色
4
0
」
6
2
0
0
，
2
2
1
0
。
な
な
0
．
5
2
3
α
α
α
q
2
α
0
．
2
α
0
．
α
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮
　
…
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨
梛

欄
一
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
混
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
船
晶
晶
飴
船
且
且
餅
翫
翫
臨
魚
海
猫
甲
掛
踏
出
獄
鋭
馬
匹
“
翫
駈
口
口
Y
Y
Y
哩
Y
Y
Y
η
　
7
3
　
η
　
昭
　
η
　
筍
　
四
　
”
　
η
　
麗
　
樹
　
師
　
師
　
肝
　
田
　
朋
　
桝
　
舗
　
肝
　
R
曲
　
師
　
師
　
留
　
器
　
況
　
瞬
　
麗
　
留
　
照
　
舗
　
桝
　
9
　
麗
　
肥

3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



欄
三
第

　
2
9
3
7
　
　
6
　
　
5
　
　
5
　
　
4
4
　
　
し
7
　
　
9
　
　
9
5
2
　
　
　
　
9
5
　
　
9
　
　
し
5
　
　
6
4
3
α
σ
α
軌
6
σ
1
0
7
α
2
0
。
0
。
4
0
な
σ
8
砿
4
α
σ
σ
2
4
色
q
4
0
0
。
4
0
な
甑
2
σ
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
椰

欄
二
第

　
　
　
3
7
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
4
4
　
　
し
7
　
　
　
　
　
　
6
2
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
し
6
　
　
6
4
3
4
0
！
0
，
0
4
0
q
1
住
4
0
住
2
σ
0
，
4
0
な
0
。
8
4
0
4
2
0
1
a
2
4
2
砿
4
0
1
0
4
0
な
軌
2
α
α
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梛

欄
｝
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
　
　
　
　
　
h
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仔
6
　
　
σ
6
霧
隔
難
灘
撫
繋
脇
織
豊
騒
撫

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
魂
4
4
4
評
議
4
4
4
畦
4
4
4
嘆
崔
4
4
4
4
4
4
填
嘆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
．
「
．
1
．
一
…
．
一
i
…
｝
．
［
．
．
h
．
［
F
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

九



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

墓

ー
ー
ー
…
一
…
ー
ー
暑
ー
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98 248 bf 30 3×玉0－3

98 249 bf 2 2×10　4

98 250 bf 5 5×10－4

98 25℃f 2 2×10『4

98 252 bf 0．1 1×10－3

98 253Cf 40 6×10－2

98 254 bf 3×10－3 6×10『4
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○

別表第二（第二条関係）

　　種類が明らかであって、一種類であり、かっ、別表第一に掲げる放射性物質以外の放射性

　物質の場合の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

特別形核燃料物質等である場 特別形核燃料物質等以外の核

区　　　　分 合の数量（Al値） 燃料物質等である場合の数量
」

単位　TBq （A2値）　　　単位　TBq

一　放出する放射線が一種類

の場合（ニニに該当する場合

を除く。）

イ　ガンマ線又はエックス

線を放出する場合（陽電 1　　（40を超える場合 1　　（40を超える場合

子消滅により発生するガ E（γ）　には、40） E（γ）　には、40）

ンマ線を含む。）

ロ　ベータ線を放出する場

A口
（1＞最大エネルギーが 40 40

0．1MeV未満である場

A口
②最大エネルギーが 40 9．3

0．1MeV以上O．15Me

V未満である場合

（3）最大エネルギーが 40 2．3

0．玉5MeV以上0．2Me

V未満である場合

㈹　最大エネルギーが 40 0．93

0．2MeV以上0．5MeV

未満である場合

（5＞最大エネルギーが 21 0．46

0．5MeV以上0、7MeV

未満である場合

㈲最大エネルギーが 4．2 0．46

0．7MeV以上1．OMeV

未満である場合

（7）最大エネルギーが 0．63 0．46・

1．OMeV以上1．5MeV



第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

未満である場合

（8）最大エネルギーが 0．32 0．32

1．5MeV以上2．　OMeV

未満である場合

（9｝最大エネルギーが 0．21 0．21

2．OMeV以上である場

`　　日

n　吸入摂取又は経口摂取 ALI　（40を超える場合

するおそれがある場合
一

106　には、40）

（試験研究の用に供する

原子煩等の設置、運転等

に関する規則等の規定に

基づき、線量当量限度等

を定める件（昭和六十三

年科学技術庁告示第二十

号）（以下「線量当量告

示」という。）別表第一

中第二二又は第三欄に数

量の記載がある場合をい

う。）

ニ　サブマージョンによる … DAC×3．36（40を超える場

被ばくのおそれがある場 合には、40）

合（線量当量告示別表第

一中第一欄に記載してい

る化学形が「サブマージ

ヨン」である場合をい

う。）

ホ　アルファ線を放出する ALI　（40を超える場合 一

場合 100　　には、40）

二　放出する放射線が一種類 親核種及び娘核種に対する一 親核種及び娘核種に対する一

であり、当該放射性物質が の第一欄の区分に応じ、それ の第一欄の区分に悠じ、それ

原子核の崩壊連鎖を生ずる それ第二欄に掲げる数量のう それ第三欄に掲げる数量のう

もの（以下「親核種」とい ち最小のもの ち最小のもの

う。）であって、その物理
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第　　　一　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

的半減期がその原子核の崩

壊によって生ずる放射性物

質　（以下’「女良核種」　とい

う。）の物理的半減期より

長く、かっ、娘核種の物理

的半減期が十日以内である

場合

三　放出する放射線が二種類 それぞれの放射線に対する一 それぞれの放射線に対する一

以上の場合（四に該当する の第一欄の区分に応じ、それ の第一欄の区分に応じ、それ

場合を除く。） それ第二欄に掲げる数量のう それ第三欄に掲げる数量のう

ち最小のもの ち最小のもの

四　放出する放射線が二種類 それぞれの放射線に係る親核 それぞれの放射線に係る網島

以上であり、当該放射性物 種及び娘核種に対する一の第 種及び娘核種に対する一の第

六の物理的半減期が娘核種 一丁の区分に応じ、それぞれ 一門の区分に応じ、それぞれ

の物理的半減期より長く、 第二欄に掲げる数量のうち最 第三欄に掲げる数量のうち最

かっ、娘核種の物理的半減 小のもの 小のもの

期が十日以内である場合

備考　E（γ）は、当該放射性物質の一壊変当たりのガンマ線又はエックス線の総エネルギ

　　一（エネルギーにエネルギーごとの放出率を乗じたものの総和をいう。）をMeVで表

　　した値を、AL王は当該放射性物質の化学形を考慮しない場合における線量当量告示別

　　表第一申第二欄又は第三欄に掲げる数量（ベクレル）のうち最も小さいものを、DAC

　　は当該放射性物質の線量当量告示別表第一中第四欄に掲げる数量（ベクレル毎立方セン

　　チメートル）を、それぞれ示す。

9



溺表第三（第二条関係）

　　種類が明らかでない放射性物質の場合又は種類が明らかであって、一種類であり、かっ、

　別表第一又は別表第二に数蚤が掲げられていない放射性物質の場合の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

区　　　　分

特別形核燃料物質等である場

№ﾌ数量（A1値）

@　　　　　　単位　TBq

特別形核燃料物質等以外の核

R料物質等である場合の数量

iA2値）　　　単位　TBq

　　ガンマ線又はベータ線以

@外の放射線を放出する放射

@性物質が存在しないことが

@明らかな場合

0．2 0．02

二～以外の場合 0．1 2×10　5
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別表第困（第二条関係）

　　種類が二種類以上であり、かっ、種類の金部又は一部が明らかである放射性物質の場

　合（別表第五及び別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　　　二　　　　　欄

数　　　　　　　量
区　　　　　分

単位　TBq

放射性物質の種類の全部及び種類別 次の算式を満たすX1，X2，…，　X。の数量

の数量の全部が明らかな場合 Xl　　　　X2　　　　　　　Xn

一十一十…十一笛1X正　　　X2　　　　　X。

放射性物質の種類の全部又は一部が 次の算式を満たすXl，x2，…，x。及びyの数量

明らかであって種類別の数量の全部 XI　　　X2　　　　　　Xn　　　　y

一十一÷…十一十一瓢1又は一部が明らかでない場合 Xl　　　X2　　　　　Xn　　　Y

備考　x取，x2，…，　x．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベク

　　レル）を、X1，X2，…，　X．はそれぞれx1，x2，…，　x。に係る各放射性物質に対する別表第一、

　　別表第二又は別表第三に掲げる数璽（テラベクレル）を、yは種類又は種類別の数歯が

　　明らかでない放射性物質の数量（テラベクレル）を、Yはyに係る放射性物質の種類の

　　全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表第一、別表第二又は別表第三

　　に掲げる数量（テラベクレル）のうち最小のものを、yに係る放射性物質の種類の全部

　　又は～部が明らかでない場合にあってはyに係る放射性物質に対する別表第三に掲げる

　　数量（テラベクレル）を示す。

〇
五



別表第五（第二条関係）

　　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部又は一部が明らかで、種類別の分率が明らか

　である放射性物質の場合（別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　　　二　　　　　欄

区　　　　　分
数　　　　　　　量（A2値）

@　　　　　　　　　　単位　TBq

放射性物質の種類の金部が明らかな

鼾

1

fl／X正十f2／X2十…　一←fn／Xn

放射性物質の種類の一部が明らかな

鼾

1

fI／X正十f2／X2十…率f。／X。十fy／Y

備考　f1，f2，…，f，は種類が明らかな各放射性物質の分率、　XbX2，…，X．はf正，f2，…，f．に係

　　る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベク

　　レル）を、fyは種類が明らかでない放射性物質の分率を、　Yは別表第三に掲げる

　　数量（テラベクレル）を示す。
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別表第六（第二条関係）

　　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かっ、その混合比が天然のものと等しい

　放射性物質の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

特別形核燃料物質等である場合の 特別形核燃料物質等以外の核燃料

区　　　分 数量（A蓋値） 物質等である場合の数量（A2値）

単位　TBq 単位　TBq

その系列のすべての 親核種に対する別表第一、別蓑第 親核種に対する別表第一、別表第

放射性物質（親核種 二又は別表第三の第二欄に掲げる 二又は別表第三の第三欄に掲げる

を除く。）の物理的 数量 数量

半減期が十日を超え

ず、かっ、親核種の

物理的半減期より短

い場合

その系列の娘核種の 次の算式を満たすx監，x2，…，　x。の 次の算式を満たすX【，X2，…，　X，の

うち、その物理的半 数量 数量

減期が十日を超え、 X監　　　　X2　　　　　　　　　　Xn一十一十…一トー瓢1 ⊥＋一竺＋＿＋2』＿1
又は親核種の物理的 Xl　　　X2　　　　　X認 XI　　　X2　　　　　X。

半減期より長いもの

がある場合

備考　Xl，x2，…，x．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベク

　　レル）を、X1，X2，…，X．はそれぞれXt，x2，…，x，に係る各放射性物質に対する別表第一、

　　別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。

〇
七



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
憲
示

別
記
第
一
（
第
二
条
関
係
）
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
一
・
瞬
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
欝
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
棒
の
平
帯
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
船
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
！
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
～
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
明
し
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
照
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
薩
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
綱
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
〇
二
曲
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
百
度
の
空
気
申
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
五
　
浸
漬
試
験

一
〇
八

　
　
イ
　
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を

　
　
　
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ

　
　
　
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
B
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
す
る
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
摂
氏
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
問
保
持
す
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
カ
プ
セ
ル
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ

　
　
　
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
す
る
こ
と
。

　
　
　
謝
　
摂
氏
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
常
温
の
水
中
に
浸
潰
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
す
る
こ
と
。

別
記
第
二
（
第
四
条
関
係
）
　
L
S
A
一
皿
に
係
る
浸
漬
試
験

　
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
十
｝
条
関
係
）
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
一
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。



ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ

し
、
㈲
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
ω
、
㈹
及
び
紛
の
供
試
物
と
は
別
個
の

供
試
物
を
用
い
る
こ
と
。

ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
丁

　
　
田
刀
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
一
万
キ
ロ
グ
ラ

　
　
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
一
万

　
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
あ
っ
て

　
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の

　
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
最

　
大
の
雪
掻
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

②
　
そ
の
重
量
が
、
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
製
又
は

　
木
製
の
直
方
体
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
に
対
し
て
最

　
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
、
そ
の
重
量
が
、
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

　
　
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
製
の
円
筒
形
の
も
の
あ
っ
て
は
、
両
縁
の
四
半
分

　
ご
と
に
対
し
て
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
○
・

　
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

㈹
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
十
三

　
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず

　
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
時
間
加
え
る
こ
と
。

鋤
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
の
を
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸

　
　
送
物
に
係
る
追
加
条
件

　
　
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
（
四
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の

　
　
放
射
能
を
有
す
る
気
体
状
の
ト
リ
チ
ウ
ム
又
は
碗
値
以
下
の
気
体
状
の
希

　
　
ガ
ス
を
除
く
。
）
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前

　
　
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
う
ち
、
最
大
の

　
　
破
損
を
受
け
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
前
号
ロ
㈲
に
規
定
す
る
棒
を
～
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
核

　
　
　
燃
料
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

誤
記
第
四
（
第
十
二
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
一
　
摂
氏
三
十
八
度
の
環
境
に
｝
週
書
置
く
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
表
面
の
形
状
及
び
位
置

　
　
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
蓑
下
欄
に
掲
げ
る
輻
射
熱
を
一
日
に
つ

　
　
き
十
一
　
時
間
負
荷
す
る
こ
と
。

曲
面

水
平
に
輸
送
さ
れ
な
い
平
面

平水
ﾊ平
@に
@輸
@送
@さ
@れ
@る

表
薗
の
形
状
及
び
位
置
の
区
分

お
他

底
面

四
百

二
百

八
百

な
し

輻
蟹
谷
ζ
毎
平
方
メ
｝
ト
琶

二
　
別
記
第
三
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

備
考
　
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
に
つ
い
て
は
、

同
一
の
供
試
物
を
用
い

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
織
目
等
を
定
め
る
告
示

　
〇
九



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

＝
○

　
　
　
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
十
四
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
核
燃
料
輸
送
物
が
最
大
の
長
年
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
重
量

　
　
　
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
、
比
重
が
一
以
下
、
か
つ
、
収
納
す
る
核
燃

　
　
　
料
物
質
等
が
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
核

　
　
　
燃
料
物
質
等
の
放
射
能
の
量
が
磁
値
の
千
倍
を
超
え
る
も
の
あ
っ
て
は
、

　
　
　
こ
れ
に
代
え
て
、
重
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
縦
及
び
横
の
長
さ
が
一

　
　
　
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
板
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
核
燃
料
輸
送
物

　
　
　
が
最
大
の
破
損
を
受
け
よ
う
に
水
平
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
次
の
条
件
の
下
に
顯
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
摂
氏
三
十
八
度
の
環
境
に
表
薗
温
度
が
一
定
に
な
る
ま
で
置
い
た
後
、

　
　
　
摂
氏
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
ロ
　
別
記
第
四
第
一
号
に
定
め
る
輻
射
熱
を
負
荷
し
つ
つ
冷
却
す
る
こ
と
。

　
　
　
た
だ
し
、
人
為
的
に
冷
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
備
考
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も
の
と

　
　
　
す
る
。

別
記
第
穴
（
第
十
六
条
関
係
）
　
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
核
燃
料
輸
送
物
に

　
係
る
試
験
条
件

　
　
深
さ
二
再
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
一
時
聞
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
七
（
第
十
七
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
　
別
記
第
四
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
八
（
第
十
八
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
　
別
記
第
五
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
九
（
第
十
九
条
関
係
）
　
I
P
1
2
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条

　
件

　
　
別
記
第
三
第
一
号
ロ
ω
、
㈲
及
び
㈲
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、

　
長
官
が
認
め
る
条
件
の
下
に
置
く
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
記
第
十
（
第
二
十
条
関
係
）
　
I
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
　
般
の
試
験
条

　
件

　
　
別
記
第
三
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
十
　
（
第
一
　
十
三
条
関
係
）
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験

　
条
件

　
一
　
別
記
第
三
第
一
号
イ
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
が
円
筒
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
両
雄
の
四
半

　
　
分
ご
と
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
に
対

　
　
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
三
　
別
記
第
三
第
一
号
ロ
ω
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
四
　
別
記
第
三
第
一
号
ロ
㈹
及
び
凶
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
備
考
　
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
の
と
す
る
。



・
別
記
第
十
二
（
第
工
十
五
条
関
係
）

，
条
件

　
　
第
一
号
及
び
第
二
号
の
う
ち
、

　
こ
と
。

核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験

最
大
の
破
損
を
受
け
る
条
件
の
下
に
置
く

一
　
次
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
イ
　
別
記
第
十
～
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
五
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
ハ
　
深
さ
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ

　
　
し
、
臨
界
の
評
価
に
お
い
て
、
浸
水
又
は
漏
水
が
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ

　
　
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
次
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
イ
　
別
記
第
十
一
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
ロ
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

一
一
一
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別記第十三（第三十一条関係）第一類白標識
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注1　三葉マークは、別記第十六のとおりとする。

　2　収納物の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の名称（当該核燃料物質等が低比放射性物質又は
　　表面汚染物に該当する場合にあっては、名称（L
　　SA－1に該当するものの名称を除く。）及び低
　　比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記入する
　　こと。この場合において、複数の核燃料物質等を
　　収納しているときは、そのうち代表的なものの名
　　称をできる限りに記入すること。

　3　放射能の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の放射能の量の合計をベクレル単位で記入するこ
　　と。ただし、核分裂性物質のみが収納されている
　　場合にあっては、その放射能の箆の合計に代えて
　　その早舞の合計を記入することができる。

　4　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　上本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。

　5　色彩は、次表によること。

部　　　　分 色　鞍

上　半　分　の　地 白

三　葉　マ　一　ク 昼

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　　線 黒

澗



別記第十四（第三十一条関係）第二類黄標識
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注1　三葉マークは、別記第十六のとおりとする。
　2　収納物の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の名称（当該核燃料物質等が低比放射性物質又は

　　表薦汚染物に該当する場合にあっては、名称（L
　　SA－1に該当するものの名称を除く。）及び低
　　比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記入する
　　こと。この場合において、複数の核燃料物質等を
　　収納しているときは、そのうち代表的なものの名
　　称をできる限りに記入すること。

　3　放射能の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の放射能の量の合計をベクレル単位で記入するこ
　　と。ただし、核分裂性物質のみが収納されている

　　場合にあっては、その放射能の量の合計に代えて
　　その質量の合計を記入することができる。

　4　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。

　5　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。

　6　色彩は、次表によること。

部　　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 黄

玉　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　掌 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　　線 黒

壕蓑真二三鞭QH嚇く惣蹄二二Q《尼縦）ゆ姻鞭冠認旭ゆ燦峯一囎幽掛思瞳ゆ累皿群脚｛醜燗日特 1111
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別記第十五（第三十一条関係）第三類黄標識
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注1　三葉マークは、別記第十六によるものとする。

　2　収納物の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の名称（当該核燃料物質等が低比放射性物質又は

　　表面汚染物に該当する場合にあっては、名称（L
　　SA－1に該当するものの名称を除く。）及び低
　　比放射性物質又は表面汚染物の区分）を記入する
　　こと。この場合において、複数の核燃料物質等を

　　収納しているときは、そのうち代表的なものの名
　　称をできる限りに記入すること。

　3　放射能の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の放射能の愚の合計をベクレル単位で記入するこ
　　と。ただし、核分裂性物質のみが収納されている
　　場合にあっては、その放射能の量の合計に代えて
　　その質董の合計を記入することができる。

　4　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。
　5　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本講の部分を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。

　6　色彩は、次送によること。

部　　　　　労 色　誌

上　半　分　の　地 野

田　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　線 黒

1罰



別記第十六（第三十一条関係）三葉マーク

注！　乏は、α4センチメートル以上とする。

　2　色彩は、黒とする。
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○

謎蓑蕪鼻甑馳eH型§陰く麺蹄鰍忘e式瓢♀むゆ曜肇尼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2安局箪327弩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翠成2年玉2月28B

殿

科学伎嬉庁原子力安全局長

核燃料物貿等の工場又ほ事業駈の外における＆搬に関雪．る

確認等について

　核燃料鋤二等のユ：場又は事業所の外における運搬に関する脚柱（昭釦53卑総理府令月57弩。

以．ド「規川」という。）第5条、簾9条、第10条、第13藁、第16条、第1τ条の2、第17条の

4及び第17条の5並びに核燃薪物質等の■嚇又は事業駈の外における運搬に聴する幾術ま二の

基酬こ係る縮目等を定障る；ll曰い1載2彗1科学技粥庁告示第5弩・以ド1｛｝1示ほいうの

第2集、第8条、第19鍋．第％薬、第35条の競廻の興絶引目等に．ついτ、「紀の乏おり定め

孚膨3年1月1日から適耶することと「重．るのぞ通知し3す。

　なお、　1披燃料物質等の工場又は騨策藩の外における運搬に関する糾学使紛庁長官の確認

等について（通選）．1　〔昭和62年2月iG［3付け62帰郷第20号。以下「1日亟遼」という。1は、

暁止します。

記

誕価ゆ誌磐鰹迄世噴｛叩e鯉醜鞭思〇ニトノ（題卵救榔畑瞳噴堰遡D　lH（

　　　　　　　　　　　　1．　核原料携質、嫉燃料物質及び原子炉の規飼に関する法律（昭和32年法律篤166号。以下

　　　　　　　　　　　　　「法」という。〉第59蚤の2第2項｛法箆66条箆2項において準用する噛合を奮む．以下

　　　　　　　　　　　　　訓じ。）の還搬に関する科学技術庁長官の確総の串燐

　　　　　　　　　　　　　翰　法覧59鋲の2の規定は、使用肴、蟹錬嚇業巷、融工事築者、原．子炉設駅管、外磁原子

　　　　　　　　　　　　　　力船運航薪、配属理事心音及び廃棄葛築肴並びにこれらの蕾から遼搬を婁託された者の

　　　　　　　　　　　　　　うち、運搬に関しすべての保安の寅任を負うことになっている君が、規則に定める技術

　　　　　　　　　　　　　　上の藻幣に従って保安のために必要な惜置を講じなければならないという主置であるの

　　　　　　　　　　　　　　で、同条第2項に規窟する確認の甲講は、上記賓任を有する春でなければ行えないこと

　　　　　　　　　　　　　　に留意すること9

　　　　　　　　　　　　　②　規則箆16条箪i項各週に褐げる爵懸の紀載駆項は、別記第韮から別丁第6までによる

　　　　　　　　　　　　　　ものとする。

　　　　　　　　　　　　　（3｝　焼罵第総条第2項の燦定により、隅条第1項算2号及び第3弩に掲げる総類の提出を

　　　　　　　　　　　　　　憲賂しょうとする溜は、規粥第質条の3の幾定に晶づき科学技術序鎚窟1以．下「長窟」

　　　　　　　　　　　　　　という。｝が交付した容器承認飾の写しを繊襯第16条第1墳に蝦症する破認串講愈に添

　　　　　　　　　　　　　　付すること。

2．　法第59集の2第3項（田中66条第2項において雌用す．る星合を禽む，以下同じb｝の奪

　麗承認の申請等

　①　規則第17条の2第同項各号に勘げる爾類の肌理事項は、別記第了から別記第10まで1＝

　　よるものとする。

　　　なお、間口第3号の税明霞については、別褒の鎗送客専検嶽要領により、承認を拓け

　　ようとする醸送奪器の検寳を実低し、その結果を添付すること。

　②　．容器承認を受けようとする沓は、口叩霧器が翰送奪器の設計に従って襲作されている

　　ことを示すために、別雑歌11の様式の申訳宿により、輸送容器の検査の立会いを串醜す

　　ることができる。

〔3｝　規鰐箪1了条の2第2項の外塀により、同条箪1項第2．号に褐げる宙顛の擾出を露絡し

　　ようとする奮は、長官が交偉した嫉燃料輪送物設計承認轡の写しを同藻算正項に蹴損す

　　る響器承認申綺癬に添付すること。



〔4）　規則第17廉の5の鵬幽は、別記第12及び別紀第IJの樺式に．する｛．のとサる．，

3．　實器承孟忍に伸う堵齪

　臼1　容器承昭を負けた者は、遼殿の萌に、別記第14の様式による承忽容器登繰票をそれぞ

　　れの輸遂容器に取り村けること。

　｛2｝　容器承認を翌け戸〆は．馨器承認Φ蔚癬の添僻膚壊〔黛は核燃韓楡送拗設剖承認申講

　　書の添村癬類1に紀破し．た方法により、且弊に韮回淑し（凶日の硬塀朔数が；0回を超え

　　るものにあ一、．τ．は．使用戸数10阿ごとに1回以1つ、それぞれの輪送容器に†，いて定期

　　臼主：険峻を実施するとともに．、その牲能を健全に保持4る二と、、輸送容器の定期自主壌

　　査の記録け、襲｛雛与検夜の記鋒と併uて、鶏該懐送宕器．を∫再｛1宕器三・ヒマ「｛吏用す．る期醐

　　中，これを鐸存』饗ること．

噛．　拙世心輪強物の設計の承躍の申読

　（11　；li示第35条の核属下翰典物の設計についでの長官の承認壱愛け．｝っろ．審る名1よ．瑚記

　　第獅の様式に．よる申請揖を提♂匹すること。

　〔2，　ωの承紐を受けた朔月宰ヰ腰送物の設引の．離を変更しようとする者ほ．別猷第i6の様

　　式に’る申諺膚を慶浬‘婆ゴること彪

　｛3｝　q｝の承雄の有効期10｝を顧命しょうとす．る茜塀M森効闘覇が満∫．ケる1．，の澱日痢まで．に

　　別紀第i7の様武による申1存霧を、規則第17条の4第宮項の競定じ都づで承招蓉器使場期

　闇討新劇猜寓とともに提｝Bすること。ただし．，特に躍由のある場含け、この閉りでなし㌦

5．　鷲別承認等に係る曜1講

　〔n　規則第5条第7弓ただし膚の規定による長宮の取認壱嗣げようとつる者越、別記第i8

　　の様式による申請霞を、同寸第8号ただし嵜の規定による｝運’「1｛の承認を．憂けようとする

　　青は、瑚紀国19の様式による4撃請霞を提ε片する；と。

　｛2｝燦鋼第9条第2項第2号又は第10勢第2項第2馬3の規定による1これと岡等と艮官の

　　認める基準3を適用する者は、珊記第20の引拠による申請轡を提寵するこ・三：。なお、当

　　該観定は、山際環干力機凹（1AεA｝放射性物質安全糖選焼illロ991海版‘以下「1A

　　EA輪送競期1985年版」という。｝第521頒、㌶532顎及び第523顎の趣旨を取り

　　入れるために．燐窟されたものであるので、ゆ紛に当た，ては、この点に留慧すること。

　㈲　轡示別記第9の規定による1．長竃が認める条件1を適用しようとする穀は、別記箆別

　　の様式によるl11陰画を提出すること。なお、当該焼山は、1AEA翰送幾則1985年

　　販第況9畷の趣旨を取り入れるために現定されたものてあるので、申猜に当たっては、

　　この点に留意すること。

　㈲　規則第13条の現建による持別播闘に係る艮富の承認を受けようとする者は、別記第22

　　の様式による串請爵を提馴すること。

5　鋳別形械燃鎖物質等の設計の承認

　ω　口承第2築第1監に寒めるA7鵠を．超える放躬焼を有する特別形核燃料物質等をA型

　　袷送物とし．て運搬しようとする奢は、あらかじめ．別紀第23の様式による申請露により、

　　当該特別形帳燃料物質等の設計が問号に定める持別彫咳燃麟物貿等の恐準に適合するこ

　　とについて、煉子力安介局髭の承認を受けること。

　②　告示第2条第1号表中ただし階の親斌による1長官が認める基準」を遍用しょうとす

　　る暫は、別記第24の整式によるrl聖請轡を毘出すること。なお、当該燦定は、　lAεA輸

　　送規則1985年版箆61顕及び第613項の趣旨を取り入れるために燐定されたもので

　　あるので、甲請に当たっては、この点に留意す．ること。

7．　lAεAの電送基準に適合することの証明

　　告示第3S条に掲げる長官の設計の承耀を巽けた核燃料輸送物の國際繭送にあっては、当

　該核燃麟楡送掬の設鍛がiAじ八の輸磁基準に適合することについて、別記箆25の様式に

　よる願いにより、城子力安全願長の証明書の交鐸を願い幽ることができる。

8．　法第59条の2第1項に焼定する運搬を伴わない遷搬に縣る核燃料輸送物（以下この項に

　おいてξ輸送物」という。｝の運殿の罵出等

　　幟軸物については、その比価等について、次のα）からωまでの規定により、科学技術庁

　原子力安全肪核燃麟娩離課覆あて屑けまhることβ

攣聴唖§鶴蜘eH職×慧穂罧騰e輿2興むゆ購談思駆極ゆ凄齢螂鞍責螂畑e鯉融鞭慧03トノ（瞳トトR榔姻鵬幽遡趨） u雫



丁丁華鼻蟹蜘eH璽以鴬轟蘇養e孟｝2興定）ゆ姻藁巳譲価ゆ芝魅怒鞍拠蝋畑e選贈蜘思O二》（題導只継畑霞畷璽蝦）　Uく

ω　鹸送物の運搬の届出

　　激第59条の2第1項に焼建する運搬を悼わない軽搬を行おうと”ぐる習は、珊紀第26の

　撒式に3り届けま鷺ること。

②　輪送容器の儘置｝5

　｛弔　蓮検省の翰塔容器及びその慢用方法に関する承認壱嵐＝r’．吝は．い奥引縮・ざ霧留櫓

　　査蟄顧による当咳輪送容霧の検概の結果を添f寸して、別詫箪2アの楳rし二に．㌃り届1ナ出る

　　こと。

　㈹　運輸省に翰溢客器の使用慶紘繍を轡掛した場含は、泥潔鉱で．踏紀第29の様式に」、

　　り繍け働る二と。

【3）　輸送物の設計の扇ifl二

　紅イ1　懸楠省の輸迷物畿刮承認を契けた牽丘は．別録㌶29の様式じ．置．り謡‘，串る．と，、

　㈲　砲0の届出を醍出した輸送物の設蓋｛の．総を嚢更した茜5よ．、尉記笥3覧iゴ．・撮垂に．．kり届

　　け崩ること。

｛4｝　特別彫核燃料物質笠：の設；糞の緬i出

　　船鮒による放射纏窃質等の運送基準の細目等を定める告示〔昭秘協外．鰹姶省；与示簾

　585弓1に疋めるA7儲を超える敏射能を脊サる将別彫畢亥燃粒物質等を汽型醸送物〔核

　分裂牲輪還物であるものを除く，｝としζ逢搬しょうと穿乙」1は．あらカ．じ邑別肥第～1

　の様式による特瑚彫醸琳料吻質等設計届を1鍵1担る二去、「

計を変更し、繊則第i7条の2及び皆承第35条の親定に騒づき覇たに設計についての長宮

の承認を曇けようとす’る嚇含は、設計の…脇壷更とし、別詑第15の様式による申請霞を

提出望ること。

9．経崩「畦置等

　｛D　平薩2年総理府令第56号による改且芝1荊の規則｛以．ドfll」規嗣、という騙｝第t？第の2、

　　嫉燃科物質等の］『場又は事業1勇の外1こおける避搬に那夢る伎術．．1；の鷹準じ係ξ，細日等を

　　定める竃示｛昭和53年畢：｝学扱1番1庁告示第ii監しりF「旧告示∫という，，1第2’i条及びlri

　　通透に基づき交討された客器承認御〔禦トτIB容麗承詔寳1といへ，｝及び核轡科輪送

　　物設計承謝霞（以下Fl日設計雄羅務5という。｝であうて．．有効期i田が11・戒5年聖飛1

　　日以隣の肩付まてとなっているも0）について1ゴ、その右効期閣は‘賀乱・1年12’13iIJ

　　までとなるので留意すること。

　㈱　嗣容認承雄禽及び嗣設訂承認帝の有効期li「1を虫薪する顎合は．蔓｝筋改の有効期略は事

　成4年12月3ロヨまでとなるので留慧ゆること。

13｝　1日競刷第17条の2、麟省示第23条及び1日通邊「こ魁づき承認蔓異；∫た核燃糧翰湛掬の設
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別記第1

規則第16条第1項第1号の説明書の記載事項

1．　収納する核燃料物質等の仕様（注1）

2．　仕様の決定方法（注2＞

3．　設計仕様との比較（注3）

注1　輸送容器ごとに記載すること。

　2　燃焼度、放射能の墨、発熱量等計算により算出した仕様の計算方法について記

　　載すること。実測による場合は、測定方法について記載すること。

　3　容器承認を受けている場合、承認容器に収納することを認められた核燃料物質

　　等の設計仕様と収納する核燃料物質等の仕様との比較について記載すること。

別記第2

1
2
3
4
に
」

規則第16条第1項第2号の説明書の記載事項

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全解折

輪送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計及び安全輸送に関する特記事項



別記第3

規則第16条第1項第3号の説明書の記載事項

輸送容器の製作時の検査に関する説明（注〉

注　別表の輪送容器検査要領による検査結果を添付すること。

別記第4

規則第16条第1項第4号の説明書の記載事項

翰送容器の性能維持に関する説明（注）

注　輸送容器の完成後運搬の確認申請ll寺まで、当該輸送容器が健全に保守されてい

　ることを示す事項を記載すること。
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別記第5

1
2
3

　　　　　　規期第16条第1項第5号の説明書の記載事項

核燃料輸送物の発送前検査に関する説明（注）

発送萌検査を行う予定時期

発送萌検査を行う場所

　注　　発送前に行う検養の具体的方法及び合格基準を記載すること。

別記第6

　　　　　　　　規剴第16条第1項第6号の説明書の記載事項

1．　運搬機器及び積載方法

　（蓋）　運搬機器の概要

　｛2｝　積載方法及び固縛方法

　（3）　運搬機器の線量当量箪

　（4）　運搬物の側数

　㈲　運撮物の翰送指数及びその合計驚

2．　運搬実施体制

　①　運搬貴任者、運搬実施者、運搬従寧者及び同行する専門家

　②　放射線管理要領

　（3｝運搬要領

　（4｝　応急野球要領

3．規則第M条各号に掲げる基準に趨合することについての鋭明



溺記箪？

箪蓑藝鼻甑群eH罫区惣鶴蘇溢e《思興むゆ戦i談！2誕旭ゆ恋糾運選士聡艮ロQ檀瀧蟻慰○ニトノ（隆卵・R榔姻暎蝋姻鯉）

別記第9

U国

　　　　　　焼則箆鐸灸の2第1項第1号の説明爵の紀載事贋

1．鰍する｝用脚欝のf琳

2．　蛭様の決定方法〔注｝

　注　燃焼度．散鮒能の蝋、発熱灘等二1厨により算山しょうとする轍楳の計算方怯等に

　　ついて紀載すること。翼醐による場禽ほ．測定方法に．ついて記載すること。

別記第8

　　　　環則第17英の2第1項簗3号の説明奮の記載事頒

翰重装容器の製作露｝σ〉検」駈に関する説明（注｝

　注　斑籔の翰塔專器捜査験領iこよる検貸総梨を添付すること。

刃il記勢田

ー

2

3
45

　　　　燦則第17条の2第1項第2号の綬明霞の記毅噺項

核燃斜摘愚物の；蛇事1

核燃料帰心物の安全解折

取消客器の製作方法

按燃料幟送梅の取錬い方核及び尿守の方法

安全設計、安全輪軸に関1彦．る特紀類項

　　　　規則第17蚤の2第1項第4霧の綬明画の紀載事項

翰滋容器の性能巌時に関する現明〔注》

注　襯送容器の完成鍛から容器承認申茎肖貼まζ．，当該幟送響置が趣全に保守されてい

　ることをr云す事項を録載すること》
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別記第11

　　　　　　　　　　　　輸送容器検査立会申講轡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

科挙技術庁原子力安全局

　核燃料昼鳶畦課長

　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　覧氏　名（法人にあっては、その名称及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　㊥

輸送容器検査の立会いを受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．　輸送容器の名称

2．　輸送容器の製造番号等（注｝

3．　　製で乍＝r二翠…葦隻

4．　検査の立会いを受けようとする事項、期｝ヨ及び場可；

注　承認を受けようとする容器の製造番号その他の当該容器と他の容器を区別するため

　の番号等を記載すること。

舗考　この用紙の大きさは、目本工業規格A4とすること。



別記第12

　　　　　　　　　　容　　器　　承　　言忍　　書　　言己　　載　　事　　項　　変　　更　　届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

科学技術序長官
　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　｛主　所

　　　　　　　　　　　　　　浅　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　㊥

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の5第1項

の規定により、下記のとおり癬け出ます。

1．変更前

2．　変更後

3．変更の理由

記

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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別記第13

　　　　　　　　　　　　承認容器廃止届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　冒

科学技術庁長官

　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　住　藤

　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表肴の氏名）　　　　㊥

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の5第2項

の規定により、下記のとおり届け噛ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．　翰送容器の名称

2．廃止しようとする翰送容器の承認容器登録番号

3．　廃止の理由

騰考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



別記第14

承認容器登録票

承認容器登録者

鯉a醗e　of　罠eglst「a匪t

承認容器登録票（記載例〉

段eg｝st「atLon　　Label　of　Packag匪ng

翰送容器の名称
擢a郎eol　Packagmg

承認容器登録番号
Seria1　朧u鵬ber　of　Pacヒaging

設　　言十　承　　言忍　番　　号

Co㎝pete禰t　Auもhority　lde農tLficat監on

承認容器として使用する期間
T卜is　Reglstrat匹ori　S卜a聖［　be　Vaild

承認した日

Date　of　Approva1

承認を与えた者

Approved　by

τ区CE；』L［｝X・一3⑪0

S123B200

擁arks　　　　　　　　　J／20〔〕／駐（轟｛｝F－85（Rev．　　〉

平成3年9月i6日から平戒6年9月15日まで
From　Sep．16．1991　to　　Sep．15．1994

　　　　　　　　　平戒3年9月16日

　　　　　　　　　Sep．互6，199互

　　　　　　　　　科学技箭庁長官

闘Lnister　of　Sしaしe　for　　Science　a縮d　Technology

1
10c田以上

…
．
・
月
下
叢
り
O
州

備考1　霞立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。

　　2　承認容器登録票は、本邦内においてのみ運機されるものにあっては英語の部分

　　　を削ることができる。
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溺濫己第15

秘　学　伎彬　庁　災　霧

｝亥燃判襯送物設計承認匿則舜霞

殿

卑　　月

住　所

氏　名｛法人にあっては、その名称及
　　　　び代袈者の氏名｝　　　　④

号
日

TF紀の核燃料給透物について設3蛋の承昭を曇けたく、別紙のとおり申舗し．ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　認

1，　核燃料紬遣物の名称

2．　核燃料翰送物の橡頬｛注）

3，核燃料輸送物に関する税明

　α｝翰送響器の握料の種類

　｛2｝　按燃料簡送梅の総壷鷺

　③　外形寸法

　㈲　外　　観

　〔5）　収納する核嵐料物質等の設計仕械

　　イ　通　　類

　　口　擁　　藍

　　ハ　放射能の緻【主要な核種ごとの憾及び余計敏）

　　二　性　　状

　　ホ　濃縮縦

　へ　燃焼度

　　卜　発輸澱

　　チ　袴鋤紀数

　　り　その地

4．　幡儲舗鰻倒致

5．　臨界計舞における水竃㌻生に関する事項

6．　BM型翰送物にあって偉、BU型翰送物の詮計基準のうち適合しない蕩準につ

　いての鋭明

7．　核燃親輸送物の取吸い及び保守に関する事項

〔溺紙記毅耶項｝

1．　核燃科輸送物の瞠明

2．　核燃料翰送秒5の安全解析

3．　鹸迷響器の蜜r乍方法

4、　核燃料翰送梅の取級い方法及び保守の方法

5，　安全設計及び安全輸…若に関する特記嬉項

注　A型翰送物、BM駐輸送物、BU型輸送物等核燃料翰囲物の樋類及び核分裂貼出送梅

　にあってはその旨を記載すること。

鏑考　この用紙の大きさは、日本工漿般膳A4とすること。

髄憎憎麟eH鰹以楚謝購ヨe《思檎：b白糠』駆極ゆ勲燦寒｛b蝋｛凹e繍盆群』！〇二3ト’（瞬ト・R鰍趣職遡） 11iギ



別記第16

科学技術庁長富

華亥燃料回送辱勿設言十変更承認串請轡

殿

住　所

氏　名

　
月

番
年

（法人にあっては、その名称及
び代表者の氏名）　　　　㊥

号
日

下記の核燃料輸送物について設計変更の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

1
0
4
り
Q
4

既に交付された設計承認番号

核燃料輪送物の名称

変更内容

変更理由

記

（別紙記載事項）　（注）

1．　核燃料輪送物の説明

2．　核燃料翰送物の安全解析

3．　輪送容器の製作方法

4．　核燃料輸送物の取扱方法及び保守の方法

5．　安全設計及び安全輪送に関する特記嘉項

注　別紙記載事項は、変更に係る部分について記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4どすること。
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男1」言己第17

　　　　　　　　　核燃料輸送物設計承認更新申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月

科学技徳庁長官

　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名〉　　　　㊥

核燃料輪送物の設計承認の更薪を受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　言己

1．　核燃料翰書物の名称

2．　設計敵認番号

3．　更新の理由

号
日

；

備考　1　本申請書には、既に交付を受けている核燃料翰送物設計承認轡の写しを添付

　　　　すること。

　　　2　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



別記第18

攣蓑宴鼻甑沸eH蜘〉く惣蹄縣湊e《2範bゆ戦華2劉qゆ葎齢軽細h畷｛睡Q縷雛沸遅Oニトノ（題串・R輻姻嘩畷璽細）

別配第19

i1110

核燃料纈送梅の衷面における略字当量寧に係る承認申請窃

科　学　技　術庁　長　宮

殿

番　　　号

知　月　日

住所

氏名（法入にあっては、その名称及び
　　　代衷潜の氏名）　　　　　　⑦

　核燃料物実簿の工場又は購業所の外における遜搬に開する規則第5条第7号ただし

書の承認を受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　紀

L．運搬する披燃料物貿等の種頚、数璽及び蛙状

2，核燃料輸送窃の褒面における糠尉蚤璽撫

3，承孟忍を受けようとする理由

4．運搬に蚤たって講ずる障審防1とのための婚圏（注｝

注　積載方法、圃縛方法及び運搬中における放射性輸送物を磧載した単両への近接防止階

　簸等に係る具体的惜躍方法について詑載するとともに、楽該惜蟹によって安全性が握保

　できることを示すこと．

爾考　この用簸の大きさは、日本工藁規賂A4とすること。

核燃料輸送物の袋諏から1メートル纏れた位罐における

瞭盤当山串の承認に係る串紛書

科　学　技　痢　庁　長　官

殿

善　　　弩

年　月　日

柱所

氏名（法人にあっては、その名稼及び

　　　代褒者の氏名）　　　　　　④

　核燃料物質等の工場又は寧藁所の外における運搬に関する幾珊第5条箪8辱ただし

徳の承認を更けたく、下記のとおり申嬉します碍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，運搬する嫉燦料物質等の種類．、致璽及び性状

2．嫉燃料餓送物の表函から1〆一トル随れた位置における線盈当盈畢

3．承雛を受けようとする理由

4．運搬に当たって餌ずる瞭署防止のための階匿｛注｝

注　穣載方法、固縛方法及び遼寒中における放射性翰劇物を捜広した車両への近搬防止矯

　認等に係る国体的惜置方法について紀幽するとともに、当凹凸叡によって史全性が担録

　できることを示すこと◎

臓考　この用紙の大きさは、日本工業焼格A4とすること。

糊



理‘己第20

野P型愉置物の雲丹に係る承招申誇簿

科挙伎術庁艮窟
殿

燐　　月

住　所

民　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代籔舞の氏名）　　　　④

B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第9蚤
核燃料物質等の工掲又は餌簾所の外におiナる運搬に関する段剛　　　の規定に舐づき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第10集
罫P型鹸撮物の藷準として以下の鋸準を避用したく、下詑のとおりψ請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　】、　納送街の名目

　2．　翰選物に閲する説明

　ω　置　　墨

　②　外形寸法

　（3｝外　　観

　｛41　鹸送物の没計仕様

3、　適用しようとする蕃準（注）

（別紙記載箪項）

選朗しょうとする篭準が第9集又は第io条の基鵬と岡等であることについての鋭明

すること。

1　タンクの場合

　鱒「麗際連舎危験勘輸送κ関す．る專門ヨ～委澱会りにより作成された「危険物の翰送に

　　関する勧告」第12章に走められる麺準に遜合すること。

　⑫256KP爾の圧力試験に耐えること。

　（3｝逓常の賊域い及び輸送集件．．下において、次の要件を満足すること。

　　①追加されたしゃへい構造が静的及び動的応力に耐えること。

　　②表函における線薫当難寧が23％を超えて増加しないこと。

2　コンテナの場含

　　ISO垂496／≧・i％4、　「γリーーズ1、輸送コンテナー規絡及び試験一第1脇：一般

　貸物」ンテナ」に症められた要件に適合し、かつ、轟該lSO境繕に定められた試験

　鍛件の下r匿1こと｝した場合書く、衰面における糠頸当懸率が20％を趣えて増加しな

　いこと。

嫡考　この用厳の大きさは．，日車工菓燐格A4とすること。

注般則第9条第2項第2聾又は第IO粂策2項第2号中「これと問等と艮官の罎める斑

　準」を適用しようとする塒合には、弼えぱ、以下のように適用しようとする越準を明記

　　　　　纏蓑慕鼻議群eH璽以慧瀞羅憲Q《脚設）ゆ鰯鞍2題価ゆ誌齢蝋遷世噴細e謬憎搬羅05ト・（題序・R榔畑罎躍璽遡） 1川1



別記箪2i

三一三三囎eH瞬く颯門田養e諌2鞭坤購靱麩悔曜：紳継劇ヒ蜘叩e簡欝思○

　　　　　　　IP－2型輸送物の一般の試験条隣に蝋る承認申騰書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　弩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　科　掌　技　臨　庁　長　密

　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法入にあっては、モの名弥及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び鶴聚者の氏名1　　　　⑳

　核燃科物質等の工塒又は耶菜所の外における運搬に隠する技婿上の蕊嚇に係る緬臼等

を窟める告示別紀第9の焼矩に藻づき以下の条件を選用したく、下記のとおり糟回しま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　1．摘塔携の名称

　2．　翰送物に齎する脱明

　　ω　霊　　量

　　働　外形寸法

　　仁3）外　　践

　　㈹　輸送梅の般計仕様

　3，　適用しようとする染件（注》

（尉概紀載事項1

　凹凹しょうとする条件が第9灸又は軍19集の基準と樹等であることについての説明

　　　　　　　　　　　　ニトノ（踵HrR榔姻咀略姻蟹）　111111

　　「国燦遵合危険物翰磁に関する専門寮萎員会」により作成されたr舷験殉の輸鳶に関

　する勧告」において定められている弩装等級罰の緬送奪署に係る試験条件とする。

爾考　この用厳の大きさは、臼本工葉硯格A4とすること。

注　例え耀、以Fのように適用しようとする条件を明紀すること．
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男11言己第22

科　学　技　術　庁　長　窟

熱甥措置に係る承認串請轡

殿

番　　　号

年　月　日

住所

氏名（法人にあっては、その名称及び

　　　代表者の践名｝　　　　　　④

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第13条ただし書の承

認を受けたく、下記のとおり申講します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状

2．核燃料翰送物の表面及び1メートル離れた位置における線量当量率

3．講ずることが著しく困難である措置及びその理由

4．運搬に墨たって講ずる障害防止のたあの措置（注）

注　積載方法、固縛方法及び運搬中における放射性輪送物を積載した車両への返接防止措

　置等に係る翼体的措置方法について記載するとともに、当該措置によって安全性が担保

　できることを示すこと。

舗考　この用紙の大きさは、獲本工業規格A4とすること。



別記第23

　　　　　　　　　　特別形核燃料物質等設計承認牢講書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

科学戦衛庁原子力安全局長

　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法入にあっては、その名称及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　㊥

　　下記の特別形核燃料物質等について設計の承認を受けたく、別紙のとおり

　串請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

し　特別形核燃料物質等の名称

2．　特別形核燃料物質等に関する説明

　（1）　重　　量

　②　外形寸法

　（3）　外　　観

　㈲　核燃料物質等の設計仕様

（別紙記載事項〉

　特別形核燃料物質等の設計が皆示第2条第1号の鼓術基準に適合することについ

ての説明

i

備考　この用紙の大きさは、呂本工業規格A4とすること。
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別婁己箪24

　　　　　　　　　　特順応懐燃料物質等設討承認摩硝轡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　科　学　技　術　庁　長　密

　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名弥及．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ代表者の氏名）　　　　⑳

　核燃料物質等の工場又は箏別所の外における運搬に関する伎術上の藻準に係る網霞等

を定める告示第2灸第1号ただし書の承認を蔓けたく．別蔽のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　1．　舞浦山核燃料物翼等の名称

　2．　特別形核燃料物質等に関する説明

　　ω　礁　　風

　　伐）外形寸法

　　③　外　　観

　ω　核燃料梅質等の設計．佳様

　3．適用しようとする暴単（注｝

〔別紙詑載事贋）

　特別形核燃料物質等の設計が告示第2条第1弩の預術塞愚に適合することについ

　ての距明

波　倒えば、以下のように適用しようとする麺準を明認すること。

　m　衝繋試狼及び打撃試験に代えて、ISQ2919一監980｛E｝　「密舞搬源一分室」に

　　走められたクラス4衝撃試験

　働　加熟賦験に代えて、ISO2919．一1980（E｝「密封繍灘一分類」に驚められたクラ

　　ス6灘度試験

　｛3｝　カプセルに封入された放躬性物質等に係る浸漫試験に代えて、【SO／TR4826－

　　19？9　（E｝　「密鮒線豫・一瀦洩試験怯」　犀こ定められた試験

備考　この用紙の大きさは、臼氷工藁競格A4とすることg

攣蓑簗戴噛eH墾区鴬榊継le《慰緯むゆ嘲憲思謹極ゆ薫卦雌≡麟1｛呵e鯉憎群脚卸（瞭ト・R粥細暎頭蝦綱） i1申嶺

「



別記第25

　　　　　　　　　　核燃料輸送物設計承認英文証明願

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　　科学技徳庁原子力安全局長

　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名）　　　　　　㊥

　　下記の核燃料輸送物の設計が「IAEA放射性物質安全翰送規則（1985年版）」

　の技術基準に適合していることについて英文により証明していただきたく、申請

　します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．　核燃料輸送物の名称

2．　設計承認番号

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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男蟹｝邑己第26

科学技術庁原子力安全局

　核燃料規制課畏

核燃料輸送物確躍耀

殿

年　　月

号

日

住所

戎名（法人にあっては、その名称及び
　　　代表者の氏名）　　　　　④

敏燃料輸聞物について、別紙の奮類を添えて．．下紀のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

使　用　書　等　の　区　分（注1｝ コ
運搬しようとする核燃料物質等
ﾌ種類、性状及び燈　　　　　　（注2）

運　　搬　　の　　　闘　　的（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

核燃料輸送物の名称（注4）

核燃料輸送物の種類（注5）

核燃料翰遂物の繊重盈　　（注G）

収納す

驫j燃
ｿ物質

重　　　羅　　（注7）
核
燃
料
檎
送
物
に
関
（
す
る
鋭
明

放射能の盃　　（註8）

注9）

@翰送
@容器

外形寸法　　（淀lo）

重　　　避　　（注11｝

核分裂性輸送物にあっては麹遂制
ﾉ側数

専用積載又は混載の溺

L．ま＿＿．＿．．．．一．．．一＿…．

〔別紙雷類〉

L

2

3

遜搬する核燃料物質等に関する脱明欝（注12）

輸送容器及びその綾川方法に関する承認証の写し

核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明欝（注13）

注1　使用管、製錬餌業奮、加工事業毒、原子炉設醗毒、外箇原子力船運航奮、再処理箏築
　　毒若しくは廃奨事策者又はこれらの毒から運搬を委託された潜の珊を紀載すること。運
　　搬を委託された者にあっては、四点者の名称及び使用養等の区分を併せて配載すること。

　2　次のイからハまでにより記載すること。
　　イ　種類については金閥ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化ブルト晶ウム
　　　、薪燃料集合体〔二酸化ウラン燃料）、新燃料集合体（ウラン・プルトニウム混合醗
　　　化物燃斜）、使用済燃料、試験片等の別を詑載し、金羅ウラン、ウラン化合物及び薪
　　　燃料災合体にあっては濃擁皮を、使用涛燃料でその被覆材からの放射性物質の瀦えい
　　　が認められるものにあってはその旨を併せて記載すること。
　　ロ　性状については物理的・化学的形態を紀観すること。
　　ハ　盈についてはトン、キログラム又はグラム旧位で記載すること。

　3　当該運搬に係る寓発地及び圏的地の工燭又は事漿所の名蘇及び所在地を併せて記載す
　　ること。

　4　核燃料輸送物の通称を記載すること。

　5　み型輸送物、BM型翰送物、　BU型翰遂物等核燃料翰曲物の腫類及び核分裂性輸送物
　　にあってはその旨を紀沸すること。

6

7

8

9

三〇

1…

三2

13

トン、キログラム又はグラム単位で記載すること。

注6の胴により紀載すること。

総理及び主要な嫉種ごとの脆をベクレル単位で記載すること。

餓送奪器の概略を承す鮮明で檀写可能な園面を添付すること。

センチメートル．又はメートル庶子で記載すること。

注6の倒により記載すること。

記載事項は、別記第1によること。

紀載事項は、別記第5によること。

備考　この用紙の大きさは、臼本工業規格A4とすること。

藻蓑魏暴醐聡H螂区坤繍継eミ認緯：b購輔鯉麩歩ゆ誌終爆蓬怪蝋細e鯉贈鞭思05トノ（踏序只枢畑皿職慣遡） 111ト肩



男1】言己第27

科学技徳庁原子力安全局

核燃料規舗課長

輸　　送　　容　　器　　届

殿

号
B

　
月

番
年

住所

民名（椚田にあっては、その名称及び

代表者の氏名）

下記の輸送容器について、別紙のとおり届け出ます。

記

1．　輪送容器の名称

2．翰送容器及びその使用方法に関する承認番号（注1）

3，　核燃料飯南物の設計承認番号

（男IJ紙言己載事項）

1．　翰送容器の製作時検査結果に閲する説明（注2）

2．輸送容器の性能維持に関する説明（注3）

㊥

注．1　承認を受けた容器の製造番号その他の当該容器と他の容器を区別するための番号

　　等を併せて記載すること。

　2　別表の輸送容器検査要領による検査繕果を添付すること。

　3　翰送容器の完成後から輸送容器の届出までの聞、当該翰送容器が健全に保守され

　　ていることを示す事項を記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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別配第28

　　　　　　　　　　　輪送容器使用廃止届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

科学技術庁原子力安全局

　核燃料規制課長

　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名）　　　　　　㊧

　輸送容器の使用を廃止したことについて、下記のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．　輸送容器の名称

2．　輪送容器及びその使用方法に関する承認番号

3．廃止の理由

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



21配第29

壕蓑蕪鄭三助QH螂区楚蹄罧忘e輿2緯むゆ曜懸三2誕極ゆ建蒼螂鞍世蝋紐e選纏群

　　　　　　　　　　　核燃料輸送物設計届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薯　　　　　辱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

科学技術庁原子力蜜全局

　械燃料規舗裸長

　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個…所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　践名（法人にあっては、その名蒜及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代衷考の氏名｝　　　　　　①

下記の核燃料輸継物の設計について、別紙のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　紀

1．　核燃料翰送物の名称

2，樵燃料翰送物の種懸　　（注｝

3．　核燃料輸送物に関する説明

　α｝翰送容器の材料の樋類

　（2｝　核燃料翰遂物の総題磯

　③　外形寸法

　ω　外　　　　観

　㈲　駅納する核燃料物質等の設計仕様

　　イ　圃　　　類

　　ロ　睡　　　樋

　ハ　放射旋の量（主要な核種ごとの憾及び合計舘》

　　漏　性　　　状

　　ホ　複　縮　度

　へ　燃　焼　度

　　　　　　冠〇ニレ（酬rR榔姻瞳蝋贋遡）　限！○

　　ト　発　熱　盈

　　チ　冷却臼数

　　リ　そ　の　他

4，　鹸送獣唄霞数

5．　幽騨計算における水密性に関する事項

6．　BM型輸送物にあっては、BU型翰送物の設計墓準のうち適合しない碁嘩につ

　いての議明

7．　按燃料簡送物の眼扱い及び保守に関する事項

（別紙詑載審項）

1．　核燃料翰送物の説明

2．核燃料輸送物の安全四折

3．　翰溝容器の製作方法

4．　抜燃料押送物の取汲い方法及び保守の方法

5．　舞全設計及び安全輸送に関する特記襲項

注　A型翰刷物、BM型翰送物、　BU型繍送物等、披燃斜翰磁物の種類及び核分裂性輸

　送物にあってはその翫を配載すること。

備考　この用紙の大きさは、．日本工菜耀格A4とすること。
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別記第3e

科学技徳庁原子力安全局

　核燃料規制課長

核燃料翰送物設計変．更届

殿

住所

　
月

番
年

号
日

氏名（法人にあっては、その名称及び
　　　代表者の氏名）

下記の核燃料翰競物の設計変更について、別紙のとおり届け出ます。

1
2
3
4

既に交付された設計承認番号

核燃料輪送物の名称

変更内容

変更理由

己一雪
口

（別紙記載事項〉　（注＞

1．　核燃料翰送物の説明

2．核燃料翰送物の安全解析

3．　輸送容器の製作方法

4．　核燃料輪送物の取扱い方法及び保守の方法

5．安全設計及び安全輸送に関する特記事項

㊥1

注　　別紙記載事項は、変更に係る部分について記載すること。

傭考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



溺言己第31

　　　　　　　　　　　　特別形核燃料物質等設計届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　臼

科学技衛庁原子力安全局

　核燃料規謝課長

　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名〉　　　　　　㊥

下記の特別形核燃料物質等の設計について、別紙のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．　特別形核燃料物質等の名称

2．　特別形核燃料物質等に関する説明

　（王）重　　量

　（2）外形寸法

　（3）外　　観

　④　核燃料物質等の設計仕様

（別紙記載事項〉

　特別形核燃料物質等の設計が船舶による放射｛生物質等の運送基準の細員等を定め

る告示（昭和52年運輪省告示第585号）第4条第1号の技衛墓準に適合することに

ついての説明

備考　この周紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○別表　翰送容器検喪要領

検　査　項　目 検　査　繋　激 検　　　　査　　　　方　　　　法 合　　　　　　格　　　　　　越　　　　　　準

外　　鰻　　検　　査 BM，　BU，　AF．　lF 容器の外観を霞視で検査する。 傷，上れ，塗装及び形状等に異常のないこと。

容器に用いられた材料について，ミルシー 設計承認申講書（以下「申講奮」という。〉に
材　　料　　検　　査 BM，　BU ト等により照合するか又は引張試験等によ 記載された設計条件を漕足していること。

り降伏応力，引張強度等の材料特性を検査
する。

寸　　法　　検　　査 BM，　BU 主要寸法を四二器を用いて検査する。 申幽幽に記載された図示公差丙であること。

重　）　外競　　　2　）　開先勺’法　　　3　）　液体浸透探

溶　　捜　　検　　査 BM，　BU 傷試験　　4＞放射線四一試験等により溶接 申請審に紀載された設計条件を瀧足していること。
の健全姓を検価する。

トラエオンに柚圧等により荷盟を偉加し， 吊上げ荷重の2倍の荷璽に酌えること。

吊上げ荷重検査 B醗，BU 異常の有無を検賞する。．

完戒容器の盈削竹は各酪分の総錘璽を検査 申跨寄に紀載された重盈以下であること。
重　　量　　検　　査 BM，　BU する。

＊ バスケット等の寸法及び外観を検査し，中
束　臨　界　検　査 BM，　BU，　AF，　！F 性峯吸収材を使用している場合はその含有 申請壷に紀載された設計条件を溝足すること。

量，分布等を検旧する。

しゃへい寸法検査 BM，　BU，　AF，　IF γ綴，中盤子線しゃへい用に用いられる部 申請欝に記載された設計条件を滴足すること。
分の寸法を検査する。

弁及び穽常用安全装匿等が装備された容器

作動確認検査 BM，　BU，　AF，　I　F にあっては，当該装蟹が正常に作動するか 幽幽密に紀載された設計条件を櫛足すること。
否かを検査する。

バスケット，皿板等の脱着，取出し，吊上 申請書に詑載された取扱いを行っても異常のないこ
取　　扱　　検　　査 BM，　BU，　AF，　iF げ等の取弔いについて異常の有無を検査す と。

る。

気圧又は水圧を加え，容器の変形の有無等 異常な変形，ひび，割れ等がないこと。
耐　　圧　　検　　嶽 BM，　BU を検嶽する。

ヘリウムリークテスト，加圧漏洩試験又は 溺洩寧が申講穫に紀載された値以下であること。

気密漏洩検査 BM，　BU 真空試験等により漏洩率を検査する。

謎蓑蕪鼻餌紳eH鯉「〉〈惣蹄課蹟∈）芯よ24♀丈〉ゆ製鰻2麩極ゆ誌紳燦峯世血凶駆Q建黙霊助慧〇二P（題トトR｛転ぐ刊瞳蝋蝦遡） ｛罠国
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検　査　項　鼠 検 斑　対 象 検　　　　査　　　　方 法 合　　　　　　格　　　　　　藷　　　　　　準

伝　　熱　　検　　査 BM， BU
収納燃料の崩壊熱に棺当する電熱ヒーター
凾ﾌ熱諏を容器内に装嫌し，容器各部の最
hｭ度．混度分布を検査する。

外気条件を補正したのち，申請轡に紀載された温度
ﾈ下であること。

しゃへい性能検査 B醗， BU 容器内に6。Co等の線源を装墳し，
｢性能を検査する。

しゃへ ω
②

しゃへい上の欠隅舘分が存夜しないこと。
ｻの蝕申講審に紀載された条件を滴足すること

注　BM，

　　AF

　　IF

　　＊

BU：BM型翰送物及びBU型翰送物に係る輸送容器を示す。　（BM型核分裂性輸送物及びBU型核分裂性輸送物を禽む。）

：核分裂憾物翼を封入するA型核分裂性翰送物に係る輸送容器を示す。

＝核分製性物質を封入するlP型核分裂性翰送物に係る輸送容器を承す。

＝束臨界検査は、核分裂牲輸送物のみを対象とする。
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術
庁
告
示
第
二
十
…
号
（
漂
子
炉
の
設
置
、

運
転
等
に
関
す
る
規
則
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
被
曝
線
量
等
を
定
め
る

件
）
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
二
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

（
適
用
）

第
｝
条
　
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
漂
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規

　
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
牽
三
号
）
第
　
条
の
二
第
四
号
及
び
簗

　
六
号
、
第
六
条
第
三
項
、
第
七
条
第
一
号
ハ
、
第
八
条
、
第
十
四
条
第
四
号

　
及
び
第
七
号
並
び
に
別
記
様
式
第
二
の
注
3
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関

　
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
二
号
及
び

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
被
曝
線
量
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

一
四
五



原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
被
曝
線
量
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

一
四
六

第
三
号
、
第
二
条
の
浅
口
酬
十
号
、
第
二
条
の
十
一
第
三
項
、
第
一
二
条
第
四
号

ハ
、
第
六
号
及
び
第
八
号
ハ
、
第
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
第
八
条
第
二

項
並
び
に
別
記
様
式
第
一
の
注
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
第
｝
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、

第
七
条
第
三
項
、
第
七
条
の
二
第
一
号
ハ
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
八
第

四
号
及
び
第
七
号
並
び
に
別
記
様
式
第
～
二
の
注
3
、
核
原
料
物
質
の
使
用
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
一
　
号
及

び
第
三
号
、
第
二
条
第
三
号
ハ
、
第
五
号
、
第
七
号
ハ
、
第
十
ヨ
写
二
、
岡

号
ト
及
び
第
・
†
二
号
ホ
並
び
に
第
三
条
飾
弟
三
項
、
使
用
済
燃
料
　
の
再
処
理
の

事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
第
一
条
第
一
冒
写

及
び
第
四
号
、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
第
菖
写
ハ
、
第
十
条
、
第
十
六
条

第
四
号
及
び
第
七
号
並
び
に
別
記
様
式
第
二
の
注
6
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理

府
令
第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
簗
一
靖
ハ
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
箏
の
方

法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
号
）

第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
三
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子

炉
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
六
十

二
年
総
理
府
令
第
十
一
号
）
第
二
・
↑
五
条
第
｝
項
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条

第
三
号
、
再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総

禰埋

{
令
　
（
昭
和
⊥
ハ
十
一
一
年
総
理
府
塀
令
第
L
T
一
蜜
写
）
第
十
一
山
ハ
条
第
｝
口
写
並
び
に

第
十
八
条
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
灘
（
昭

和
ゐ
ハ
十
＝
㎜
年
総
理
府
令
第
｝
口
写
）
第
｝
条
箪
烈
二
口
写
及
び
鱗
剛
閲
嗣
口
写
、
　
晶
弟
十
㎝
二
条

第
三
項
、
第
幸
四
条
第
｝
号
ハ
、
第
十
五
条
、
第
牽
九
条
第
四
号
及
び
第
六

号
並
び
に
別
記
様
式
第
三
の
注
2
の
規
定
に
よ
る
線
蟄
当
量
限
度
等
に
つ
い

　
て
は
、
こ
の
告
示
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
当
量
限
度
）

第
八
条
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
当
量
限
度
は
、
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
百

　
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。



○
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

〔
曝
露
　
纏
輯
進
智

　
　
　
第
三
章
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関

（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
行
わ
せ
る
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認

の
範
囲
）

第
二
十
二
条
　
長
官
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
～
項
の
規
定
に
よ
り
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
又

　
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
放
射
性
廃
棄
物
を
除
く
。
）

　
に
係
る
も
の
を
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
と
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の

　
　
墨
と
を
合
計
し
た
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
を

　
　
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
二
酸
化
ウ
ラ
ン
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
と
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
量
と
を
合

　
　
帯
し
た
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い

　
　
も
の
に
限
る
。
）
の
み
を
燃
料
材
と
し
た
燃
料
体
（
使
用
済
燃
料
を
除
く
。
）

　
一
二
　
使
用
済
燃
料
（
そ
の
被
覆
材
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
…
え
い
が
認
め
ら

　
　
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
四
　
材
料
の
試
験
等
の
た
め
に
原
子
炉
に
お
い
て
中
性
子
の
照
射
を
受
け
た

　
　
試
験
片
そ
の
他
の
物

（
運
搬
物
確
認
員
の
条
件
）

　
　
　
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

第
二
十
三
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

　
す
る
法
第
六
十
一
条
の
二
十
六
第
一
号
の
総
理
府
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次

　
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
旧
大
学
令
に
よ

　
　
る
大
学
又
は
偏
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
学

　
　
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
放
射
線
管
理
の
実
務
又
は
承
認
容

　
　
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
実
務
に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た

　
　
経
験
を
有
す
る
も
の

　
二
　
放
射
線
管
理
の
実
務
又
は
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
実

　
　
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
長
官
が
定
め
る
研
修
を

　
　
修
了
し
た
者

　
三
　
原
子
炉
主
任
技
術
春
免
状
又
は
核
燃
料
取
扱
主
任
春
免
状
を
有
す
る
者

　
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
春
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と

　
　
長
官
が
認
め
た
者

（
運
搬
物
確
認
員
の
数
）

第
二
十
四
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
進
・
用

　
す
る
法
第
六
十
　
条
の
二
十
六
第
一
号
の
総
理
府
令
で
定
め
る
数
は
、
二
名

　
と
す
る
。

（
帳
簿
）

第
二
十
五
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

　
す
る
法
論
六
十
一
条
の
三
十
八
第
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

　
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
受
け
た
者
の
難
名
又
は
名
称

一
四
七



指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
二
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
輸
送

　
　
物
（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
容
器
に

　
　
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
、
収
納
す
る
核

　
　
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
及
び
数
量

　
　
並
び
に
容
器
の
承
認
の
年
月
厳
及
び
番
号

　
三
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
輸
送

　
　
物
の
運
搬
の
目
的
及
び
運
搬
予
定
夏
期

　
四
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

　
五
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
場
所

　
七
　
運
搬
物
確
豹
瞥
貝
の
氏
名

　
八
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
結
果

　
九
　
確
認
証
の
交
付
年
月
日
及
び
番
号

　
十
　
そ
の
他
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

2
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
罵
す
る
法
第
六
十
～
条
の

　
三
十
八
第
一
項
の
帳
簿
は
、
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
二
十
六
条
　
指
定
運
搬
…
物
確
認
機
関
は
、
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る

　
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
別
記
様
式
第
一
二
の
運
搬
物
確
認
結
果

　
報
告
書
に
よ
り
、
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報

一
四
八

　
告
書
に
よ
り
、
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
長
官
は
、
法
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
に
お
い
て
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る

　
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
二
十
七
条
　
第
二
条
、
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
の
規
定

　
は
、
振
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
蝕
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
第
二
条
中
「
第
六
十
一
条
の
一
一
十
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条

　
の
四
十
二
第
　
項
」
と
、
　
「
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬

　
物
に
係
る
確
認
」
と
、
　
「
検
査
員
一
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
員
」
と
、

　
第
六
条
及
び
第
七
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
皇
六
十
一
条
の
四
十
二
第

　
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
第
八
条
中
「
法
し
と
あ
る
の
は
「
法
第

　
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
」
と
、
「
検

　
査
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
縣
と
、
　
「
検
査

　
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
員
」
と
、
　
「
検
査
に
合
格
し
た
こ
と
」
と

　
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
し
た
こ
と
」
と
、
第

　
九
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
蟄
居
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
法
」
と
、
第
十
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
｝
条
の
四

　
十
一
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
　
「
検
査
員
」
と
あ
る
の
は
「
運

　
搬
物
確
認
員
」
と
、
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法

　
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
善
し
と
、
　
「
検
査
U
と

　
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　
と
す
る
。



　
　
　
第
四
章
　
雑
劉

（
身
分
を
示
す
「
証
明
書
）

第
二
十
八
条
　
法
第
六
十
八
条
め
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

　
条
第
∴
、
項
の
身
分
を
示
す
証
明
潟
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
鐸
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

一
酋
九



様式第3　（第26条関係）

整理番号（注1）

　　　　　　　運　搬　物　確　認　結　果　報　告　書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　目
@科学技術庁長官　　　　　　　　　殿

@　　　　　　　　　　　　　指定運搬物確認機関の名称
@　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　印

w定検査機関等に関する規則第26条第1項の規定により、次のとおり報告し
ﾜす。

氏名又は名称承認容器による

^搬物に係る確

Fを受けた者

住　所 電話番号（　　）

使用者等の区分（注2）

目　的

運搬の昌的等 出発地

到着地

運　　搬　　　予　　定　　時　　　期

名称（注3）

核燃料輸送物 種類（注4）

個　数

種　類

性　状

運搬する核燃料

ｨ質又は核燃料

ｨ質によって汚

�ｳれた物

量

濃縮度

承　認　容　器
承認年月日

番　号

場　所
承認容器による

^搬物に係る確

F

年月日

確認の氏名

結　果

確認証の交付年月　艮及び番号

注1　この欄には、記載しないこと。

　2　使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置春、外国漂子力船運航者、再処理

　　事業者若しくは廃棄事業者又はこれらの巻から運搬を委託された者の別を記載する

　　こと。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び使用者等の区分を併記す

　　ること。

　3　核燃料輸送物の通称を記載すること。

　4　A型、BM型、　BU型の別及び核分裂性輸送物にあっては、その種類を記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本エ業規格B4とすること

指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

五
〇



様式第4　（第28条関係）

表 面

指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

第 号

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規糊に関する法律第68条の2第2項において準

用する同法第68条第3項の規定による

職名及び氏名

写／〆ロ

　！押　
「

　＼、スタ

真’＼

、、

出’

ンフ
　ノノ
ー”

身　　分　　証　　明　　書

年

年

月

月

一［1

日生

日交付

備考　この用紙の大きさは、摂本工業規格A7とすること。

裏 面

五

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

第68条　（第1項及び第2項略）

3　前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、

　関係巻の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4　第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

　はならない。

第68条の2　内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第67条第2項各号に掲げ

　る指定検査機関等の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、

　指定検査機関等の事務所又は事業所に立入り、その者の帳鯵、書類その他必要な物件

　を検査させ、又は関原者に質問させることができる。

2　前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第80条の3　次の各号の一に掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定

　検査機関等の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

　五　第68条の2の規定による立入り若しくは検査を担み、妨げ、若しくは忌避し、

　　又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の糠述をしたとき。



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
振
汚
し
た
件

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
し
た
件

〔

柵
灘
陞
籔
麺
茄
〕

　
且
取
終
一
改
正
　
昭
和
志
ハ
十
「
嶋
年
⊥
T
…
月
［
…
十
五
日
寂
槽
学
技
術
庁
比
切
｝
爪
第
竃
削
丁
…
［
隣
写

　
核
療
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
捌
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
ハ
の
規
定
に
基
づ

き
、
昭
和
六
十
こ
年
…
月
二
十
七
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
指
定
運
搬
物
確

認
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
＝
…
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
詞
法
第
六
十
一
条
の
四
十
第
一
号
の
規
定
に
墓
づ
き
、
告

示
す
る
。

一
　
摺
定
運
撤
倣
物
確
萄
隠
機
関
四
の
名
称
　
財
鑓
法
人
原
子
力
安
全
結
払
術
セ
γ
タ
ー

二
　
住
所
　
東
京
都
文
京
匿
白
山
五
丁
日
二
番
＝
…
の
百
…
号

…二

@
行
う
こ
と
が
で
き
る
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
範
囲
　
承

　
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
う
ち
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規

　
姻
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
六
十
八
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
核
燃

　
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
一
5
染
さ
れ
た
物
（
核
原
料
物
質
、
核
燃

　
料
物
質
及
び
源
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
↑
工
年
政
令

　
第
三
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物

　
質
叉
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
輸
入
さ
れ
る
も
の

　
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一
五
二



○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

|
繧
針
曉
斯
靖
彗
論
）

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
葎
十
二
月
三
日
運
輸
省
令
第
三
十
四
号

　
核
瀕
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
塁
一
項
及
び
第
二
項
（
第
六

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
益
び
に
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
照
（
昭
和
六
三
年
九
月
致
令
第
一
二
四
号

に
よ
り
委
任
命
令
削
除
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
州
法
を
実
施
す
る
た
め
、

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
あ
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
趣
留
）

第
一
条
　
核
燃
料
物
質
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及

　
び
軽
車
両
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
は
、

　
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

　
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

　
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
控
輸
送
物
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に

　
　
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下

　
　
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸

　
　
送
物
を
い
う
。

　
二
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下

　
　
「
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第
㎝
条
第
三
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
を

　
　
い
う
。

　
三
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
　
荷
送
人
に
よ
っ
て
二
以
上
の
放
射
控
輸
送
物
上
は

　
　
核
燃
料
輸
送
物
が
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
箱
又
は
袋
等
（
第
五
号
の

　
　
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

　
　
う
Q

　
照
　
車
両
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
。

　
五
、
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
　
ち
、
弗
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
五
三



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
五
四

　
六
　
タ
ン
ク
　
運
搬
器
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
気
体
以

　
　
外
の
物
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
容
積
が
○
・
四
五
立
方
メ
ー
ト

　
　
ル
以
上
の
も
の
を
い
い
、
気
体
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
容
積
が

　
　
　
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
い
う
。

　
七
核
燃
料
輸
送
物
等
核
燃
料
輸
送
物
、
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

　
　
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収

　
　
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。

　
八
　
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
　
核
燃
料
輸
送
物
の
う
ち
総
理
府
令
第
十
七
条

　
　
の
六
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質

　
　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
特
定
核
燃
料
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
、

　
　
特
定
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ

　
　
ー
パ
ッ
ク
又
は
特
定
核
燃
料
輸
送
物
が
奴
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
い

　
　
う
。

　
九
　
専
用
積
載
　
大
型
コ
ン
テ
ナ
（
外
接
す
る
直
方
体
の
一
辺
が
一
・
五
メ

　
　
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
内
容
積
が
三
・
○
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

　
　
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。
以
上
同
じ
。
）
の
う
ち
、
外
接
す
る
直
方
体
の
～

　
　
辺
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
車
両
が
　
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用

　
　
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受

　
　
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（
取
扱
場
所
）

第
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
（
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
L

　
型
輸
送
物
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
、
L
型
輸
送
物
の
み
が
収

　
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
L
型
輸
送
物

　
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
特
定
核
燃
料
輸
送
二
等

　
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
関
係
者
以
外

　
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
核
燃
料
輸
送
物
心
以
外
の
核
燃
料
輸
送
並
等
の
積

　
込
み
、
取
散
し
等
の
取
扱
い
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
縄
張
、
標
識
の
設
置
等

　
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

第
四
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
安

　
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
挫
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
　
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）

第
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
限
）

第
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
…
ト
ル
を
超

　
え
る
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
熱
を
除
芸
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
別
な

　
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
議
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
の
車
両
に
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。



　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
罰
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
専
用
積
載
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
五
度
）
以
下
の
も

　
　
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
量
が
体
積
百
分
率

　
　
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
係
る
線
量
当
量
率
等
）

第
七
条
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
核
燃
料
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
線
量
当
量

　
率
（
総
理
府
令
第
四
条
第
七
号
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
線
量

　
当
量
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

　
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
｝
　
表
薩
　
線
量
当
量
率
の
最
大
値
（
以
下
「
最
大
線
量
当
量
率
」
と
い

　
　
う
。
）
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
二
　
表
面
か
ら
一
葦
！
ト
ル
離
れ
た
位
置
　
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク

　
　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

2
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収

　
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
…
バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
放
射
性

　
物
質
の
放
射
能
面
密
度
は
、
告
示
で
定
め
る
密
度
（
以
下
「
表
面
密
度
限
度
」

　
と
い
う
。
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
総
理
府
令
第
十
一
条
第
二
号
ハ
に
定
め
る
輸
送
制
限
個
数
（
以
下
「
輸
送

　
制
隈
個
数
」
と
い
う
。
）
に
限
度
が
な
い
同
条
に
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物

　
（
以
下
「
核
分
裂
性
霊
毒
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
核
分
裂
性
輸
送
物
を
オ

　
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
し
、
又
は
包
装
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
八
条
輸
送
物
（
放
射
性
輸
送
物
及
び
核
燃
料
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ
の

　
条
、
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
八
条
第
五
項
、
第
十
項
及
び

　
第
十
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ

　
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
闘
条
第
四
項
に
定
め
る
汚
染
物
書
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た

　
だ
し
、
L
型
輸
送
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る

　
L
型
輸
送
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
L
型
輸
送
物
の

　
み
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
L
型
輸
送

　
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
墨
筆
単
位
で
表
し

　
　
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
が
容
器
と
し
て
使

　
　
用
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
公
に
塩
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
五
五



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
五
六

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
）
。
た
だ
し
、
核
分
裂
性

輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個

数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

二 五 一 一
十 平 平 平
平 方 方 方
方 メ メ メ

メ 　 1 E

1 ト ト ト
ト ル ル ル
ル を を 以
を 超 超 下
超 え え の
え 、 、

漏
る 二 五 合
場 十 平
合 平 方

方 メ

メ ｝
1 ト
ト ル
ル 以
以 下
下 の
の 場
場 合

A口
十 三 二 一

　
ニ
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、

　
　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得

　
　
た
値
。
た
だ
し
、
外
形
が
容
易
に
変
形
し
な
い
構
造
を
有
す
る
オ
ー
バ
ー

　
　
パ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル

　
　
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位

　
　
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
オ

　
　
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下

　
　
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
収
納
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
及
び
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
つ
い
て
前
二
号
に

　
　
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を

　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一

　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎

　
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前
項
第
｝
号
の
表
の
上
欄

　
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の

　
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
（
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
魑
と
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る

　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て

　
得
た
値
を
合
計
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
）
を
も
っ
て
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
輸
送
指
数
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決

　
定
に
用
い
ら
れ
る
値
の
う
ち
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を

　
除
し
て
得
た
値
以
外
の
も
の
が
○
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
告
示
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
識
又
は
昌
昌
）

第
九
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
告

　
示
で
定
め
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
た
だ
し
、
L
型
輸
送
物
、
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装

　
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
L
型
輪
二
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る

　
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
等
㎏
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

　
り
で
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
（
コ

ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
が
容
器
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

核
燃
料
輸
送
物
又
は
核
燃
料

輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー

バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
二
箇



又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

藤

若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ

i
パ
ッ
ク

イ
　
核
燃
料
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表

面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が

五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が

○
で
あ
る
も
の

ロ
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー

パ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

○
で
あ
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
恥
は

核
燃
料
輸
送
物
又
は
核
燃
料

核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー

ッ
ク
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
薗
の
二
箇

く
。
）

所

イ
　
核
燃
料
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表

面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が

五
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数

が
　
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー

パ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

一
を
超
え
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物

核
燃
料
輸
送
物
又
は
核
燃
料

又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー

ー
パ
ッ
ク
以
外
の
核
燃
料
輸
送
二
又

バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
二
箇

は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若

蓋

し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー

。
、
ッ
ク
ノ

四
　
次
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
タ

ク
（
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所

場
合
に
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
を
除
く
。

次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

イ
　
核
燃
料
輸
送
物
の
容
器
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け

る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク

ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
○
で
あ

る
も
の

ロ
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送

指
数
が
○
で
あ
る
も
の

五
　
次
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

コ
ン
テ
ナ
の
四
網
薦
又
は
夕

ク
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所

く
。
）

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

「
五
七



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
五
八

イ
　
核
燃
料
輸
送
物
の
容
器
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け

る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
百
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

ロ
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送

指
数
が
｝
を
超
え
な
い
も
の

六
　
前
二
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

コ
ン
テ
ナ
の
四
二
四
二
は
夕

タ
ン
ク
以
外
の
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所

ク

2
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
核
燃
料
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」

　
　
の
文
字
又
は
「
↓
〈
℃
閣
　
〉
」
の
文
字

　
三
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
（
以
下

　
　
「
B
M
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
「
B
M
型
」
の
文
字
又
は
讐
↓
煮
℃
じ
弓

　
　
ゆ
（
竃
）
」
の
文
字

　
四
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
（
以
下

　
　
「
B
U
型
輸
送
物
扁
と
い
う
。
）
　
「
B
U
型
」
の
文
｛
子
又
は
「
↓
楓
℃
¢
弓

　
　
O
d
（
d
）
」
の
文
字

3
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容
器

　
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
告
示
で
定
め
る
マ

　
ー
ク
で
あ
っ
て
、
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
も
の
を
明
確
に
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
核
燃
料
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て

　
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
（
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

　
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
告
示
で
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
を
当
該

　
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
に
付
さ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
代
え
て
、
第
｝
項
の
表
第
四
号
、
第
五
号
若
し

　
く
は
第
六
号
又
は
第
十
九
条
第
四
項
の
標
識
を
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
寸
法

　
に
拡
大
し
て
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
｝
項
又
は
第

　
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
表
第
四
号
、
第
五
号
若

　
し
く
は
第
六
号
又
は
第
十
九
条
第
四
項
の
標
識
を
付
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

6
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
告
示
で

　
定
め
る
品
名
の
核
燃
料
物
質
等
の
う
ち
、
同
　
品
名
の
も
の
（
以
下
「
同
～

　
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
み
が
当
該
核
燃
料
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
て

　
い
る
も
の
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
専
用
積
載
で

　
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
野
景
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
核
燃
料
物
質
等

　
の
国
連
番
号
を
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）



第
十
条
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ

　
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
十
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て
は
な
ら
な

　
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

　
五
十
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載

　
（
車
両
を
専
用
し
て
す
る
専
用
積
載
に
限
る
。
次
項
並
び
に
第
十
八
条
第
十

　
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の

　
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
｝
　
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分

　
　
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
当
該
コ
ン
テ
ナ
が
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
な
い
輸
送
物
、
オ

　
　
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、
第
十
八
条
第
四
項
に
定
め
る
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て

　
　
い
る
タ
ン
ク
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
か
ら
常

　
　
に
六
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
離
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸

　
　
蔓
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

3
　
核
燃
料
輸
送
並
等
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
車
両
（
二
以
上
の

　
自
動
車
が
連
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
自
動
車
。

　
以
下
同
じ
。
）
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
又

　
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を

　
除
く
。
）
、
オ
ー
バ
…
パ
ッ
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を

　
除
く
。
）
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計

　
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合

　
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限

　
り
で
な
い
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸

　
　
送
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
車

　
　
両
が
、
当
該
車
両
に
積
載
さ
れ
て
い
な
い
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、

　
　
第
十
八
条
第
四
項
に
定
め
る
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
及
び

　
　
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
か
ら
常
に
六
メ
ー
ト
ル
以

　
　
上
隔
離
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
指
数

　
　
の
合
計
が
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

4
　
総
理
府
令
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
I
P
－
1
型
輸
送
物
、
I
P
1
2
型

　
輸
送
物
識
は
I
P
1
3
型
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
車
両

　
に
積
載
す
る
施
行
規
刷
第
十
八
条
の
三
選
二
項
に
定
め
る
I
P
1
1
型
輸
送

　
物
、
I
P
1
2
型
輸
送
物
及
び
一
P
1
3
型
輸
送
物
並
び
に
総
理
府
令
第
三

　
条
第
二
項
に
定
め
る
一
P
1
1
型
輸
送
物
、
王
P
1
2
型
輸
送
物
及
び
I
P

　
…
3
型
輸
送
物
（
以
下
「
I
P
型
輸
送
物
頭
」
と
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
て

　
い
る
汚
染
物
等
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
画
趣
二
項
に
定
め
る
低
比
放
射
性

　
同
位
元
素
及
び
表
面
汚
染
物
並
び
に
総
理
府
令
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
低

　
比
放
射
性
物
質
及
び
表
面
汚
染
物
を
い
う
。
第
十
八
条
第
十
｝
項
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
の
放
射
能
の
量
の
合
計
は
、
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
て
は
な
ら

　
な
い
。

（
車
両
に
係
る
線
量
当
量
率
等
）

第
十
「
条
　
核
燃
料
輸
送
物
干
を
車
両
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
線
量
当
量

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
五
九



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
六
〇

　
率
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
車
両
の
表
面
（
車
繭
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
　
最
大
線
量
当
量
率
が

　
　
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
二
　
車
両
の
前
面
、
後
面
及
び
両
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
　
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
三
　
車
両
に
よ
る
運
搬
に
従
事
す
る
者
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
線
量

　
　
当
量
率
が
二
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
革
両
に
つ
い
て
は
、
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
挫
物
質
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
当
該
車
両
の
表
面

　
の
汚
染
の
程
度
が
告
示
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

（
車
両
に
係
る
標
識
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
輸
送
物
言
（
L
型
輸
送
物
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次

　
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
積
載
し
た
車
両
に
は
、

　
告
示
で
定
め
る
車
両
標
識
を
そ
の
両
側
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
新
設
軌
道
及

　
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
両
側
面
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
四
項
に
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
同

　
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含
む
。
）
を
付
し

　
た
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
コ
ン
テ

　
ナ
標
識
に
「
放
射
性
」
の
文
字
の
表
示
が
あ
り
、
か
つ
、
運
搬
中
外
部
か
ら

　
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
で
あ
っ
て
、
同
一
核
燃
料
物
質
等
の
み
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
も
の
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
専
用
積
載
で

　
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
核
燃
料
物
質
等

　
の
国
連
番
号
を
当
該
箪
濁
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項

　
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
九
譜
第
五
項
の
規
定
に
基

　
づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
前
項
の
車
両
標
識
に

　
代
え
た
場
舎
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
夜
間
に
お
い
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
箪
、
慮
動
車
及
び
軽
羅
両
の
前
部
及
び
後
部
（
軽
車
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
結
制
限
）

第
十
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
六

　
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も

　
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
積
載
し

　
た
車
両
と
三
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
ボ
ギ
…
車
一
両
は
、
二
両
と
み
な
す
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
核
燃
料
輸
送

　
物
干
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令

　
第
三
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
他
の
車



　
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
敢
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
四
条
　
核
燃
料
輸
送
二
等
（
L
型
輸
送
物
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
L
型
輸

　
送
物
等
に
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
物
質
が
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
で

　
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
種
類
、

　
量
、
敢
扱
方
法
、
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他

　
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い

　
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（山

荘
ﾖ
運
転
甑
飼
養
）

第
十
五
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
自
動
車
に
よ
り
長
距
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
聞
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

　
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
転
者
の
翻
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
張
人
）

柚
弟
十
六
冬
小
　
核
燃
料
輪
…
送
物
尽
（
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
を
除
く
。
）
を
仙
積
載

　
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
濁
、
島
動
車
又
は
軽
車
爾
を
道

　
賂
そ
の
他
一
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に

　
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条

　
第
～
悪
罵
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人

　
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
コ
ン
テ
ナ
又
は
非
開
放
型
の
車

　
両
に
施
錠
等
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
関
係
者
以
外
の
物
が
当

　
該
核
燃
料
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い
場
合
を
除
く
。

（
同
乗
制
限
）

第
十
六
条
の
二
　
第
九
条
第
一
項
の
蓑
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
六

　
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
撮
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送

　
物
等
を
積
載
し
た
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
お
い
て
運
搬
に
従
事
す
る
者
が
通

　
常
乗
車
す
る
場
所
に
、
関
係
者
以
外
の
者
を
羅
漢
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
B
M
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
置
）

第
十
七
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
論
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
鳴
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
物
質
の
飯
扱
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る

　
者
を
同
行
さ
せ
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ

　
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
の
運
搬
に
係
る
措
置
等
）

第
十
七
条
の
二
　
特
定
核
燃
料
輸
送
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
搬
す
る
場

　
合
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
施
錠
及
び
封
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

　
だ
し
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
施

　
錠
及
び
封
印
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
特
定
核
燃
料
輸
送
二
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
保
安
及
び
特
定
核
燃
料

　
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
核
燃
料
輸
送
物
等
の
う
ち
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
等
の
運
搬
に
関
す
る

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
六
一



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
六
こ

　
責
任
者
（
以
下
「
運
搬
責
任
者
」
と
い
う
。
）
及
び
見
張
人
を
配
置
し
、
保

　
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
核
燃
料
輸
送
二
等
の
う
ち
総
理
府
令
第
十
七
条

　
の
六
の
表
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
見
張
人
を
配
置
す

　
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

4
　
運
搬
心
任
者
は
、
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な

　
措
置
に
つ
い
て
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
低
比
放
射
性
物
質
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
　
総
理
府
令
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
低
比
放
射
性
物
質
及
び
同

　
条
第
二
号
に
定
め
る
表
面
汚
染
物
を
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
す
る

　
場
合
に
は
、
次
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
に
定
め
る
低
比
放
射
性
物
質
又
は
表
面
汚
染
物
（
以
下
「
低
比
放
射

　
性
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
の
線

　
量
等
量
率
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め

　
る
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
表
薗
　
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
二
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
　
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク

　
　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

3
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
（
当
該
コ
ン

　
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
表
面
に
限
る
。
）
の

　
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
は
、
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

4
　
汚
染
物
等
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
　
第
一
号
に
定
め
る
低
土
放
射
性

　
同
位
元
素
及
び
第
一
項
に
定
め
る
低
比
放
射
性
物
質
並
び
に
同
条
第
二
号
に

　
定
め
る
表
面
汚
染
物
及
び
同
項
に
定
め
る
表
意
汚
染
物
に
限
る
。
以
下
こ
の

　
条
（
第
十
一
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
汚
染
物
蔭
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
及
び
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
る
も

　
の
と
す
る
。

5
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

数
値
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
の
う
ち

　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
も
の

が
○
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
値

　
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
汚
染
吾
等
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
汚
染

　
　
吾
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
物
混
血
は
当

　
　
該
タ
ン
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当

　
　
量
率
を
ミ
り
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値

　
　
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
物
書
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の

　
　
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

　
　
値
。
た
だ
し
、
汚
染
子
等
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ

　
　
ム
の
精
鉱
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
精
鉱
の
集
積
の

　
　
表
面
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
タ
ン
ク
の

　
　
表
諭
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
董
率
を
告

　
　
示
で
定
め
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
平
方
メ
；
ト
ル
以
下
の
場
合

｝
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二
　
汚
染
三
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ

　
　
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
汚
染
物
理
及
び
汚
染
愚
息
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ

　
　
ン
ク
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
（
当
該
コ
ン
テ
ナ
に

　
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
同
一
の
コ
ン

　
　
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
又

　
　
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
つ
い
て

　
　
第
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
）
。

　
　
た
だ
し
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
蓑
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線

　
　
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得

　
　
た
値
に
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分

　
　
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

　
　
（
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
、

　
　
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

　
　
れ
の
輸
送
制
限
度
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
を
合
計
し
て
得
た
値
の

　
　
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
は
、

告
示
で
定
め
る
標
識
を
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
寺
側
爾
又
は
当
該
タ
ン
ク
の
表
面

　
の
四
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
一
書
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に

　
は
、
告
示
で
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
を
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は

　
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
　
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
代
え
て
、
第
六
十
干
は
次
条
第
四
項
の
標
識
を

　
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
寸
法
に
拡
大
し
て
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

　
に
お
い
て
、
第
六
項
又
は
次
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
項
又

　
は
次
条
第
四
項
の
標
識
を
付
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

9
告
示
で
定
め
る
品
名
の
低
比
放
射
性
物
質
等
の
う
ち
、
同
一
品
名
の
も
の

　
（
以
下
「
同
一
低
声
放
射
性
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除

　
く
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
低
比

　
放
射
性
物
質
等
の
国
連
番
号
を
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
表
示
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
低
箆
放
射
性
物
質
等
又
は
低
頭
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
車
両
に
積
載
す

　
る
汚
染
物
等
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

　
く
。
）
、
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
が
収

　
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
同
一
の
車
両

　
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て

　
い
る
も
の
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
オ
ー
バ

　
ー
パ
ッ
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
六
三



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
六
四

　
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号

　
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
曇
り
で
な
い
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
監
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸

　
　
野
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
車

　
　
両
が
、
当
該
車
両
に
積
載
さ
れ
て
い
な
い
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、

　
　
汚
染
全
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
か
ら
常
に
六
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
離
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

　
　
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
百
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
。

1
1
　
第
｝
項
に
定
め
る
表
面
汚
染
物
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
車
尚

　
に
積
載
す
る
当
該
表
面
汚
染
物
及
び
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
一
第
二
号
に

　
定
め
る
表
面
汚
染
物
の
放
射
能
の
量
の
合
計
又
は
当
該
量
と
同
一
の
車
両
に

　
積
載
す
る
I
P
型
輸
送
物
理
に
収
納
さ
れ
て
い
る
汚
染
物
等
の
放
射
能
の
盤

　
の
合
計
は
、
告
示
で
定
め
る
最
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

12

@
第
一
項
に
定
め
る
表
面
汚
染
物
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
｝
の
車
両

　
に
積
載
す
る
当
該
表
面
汚
染
物
に
含
ま
れ
る
総
理
府
令
第
十
一
条
に
定
め
る

　
核
分
裂
性
物
質
に
含
ま
れ
る
告
示
で
定
め
る
物
質
の
量
の
合
計
は
、
告
示
で

　
定
め
る
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

13

@
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
運
搬
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
積
込
み
及
び
取
卸

　
し
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
放
射
性
物
質
等
に
よ
る
当
該
車
両
の
表
面
（
専

　
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
表
面
に
限
る
。
）
の
汚
染
の
程

　
度
が
告
示
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

14

@
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
比
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
積
載
し
た
車
両
に
は
、
告
示
で
定
め
る
車
両
標
識

　
を
そ
の
両
側
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
薪
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
両

　
側
面
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
第
七
項
に
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
拡
大
し
て
付

　
さ
れ
た
標
識
を
含
む
。
）
を
付
し
た
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
を
運
搬
す

　
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
「
放
射
性
」
の
文
字
の
表
示
が

　
あ
り
、
か
つ
、
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
標

　
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

15

@
同
一
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
同
～
低
比
放
射
性
物
質
等
の
み
が
収
納
さ

　
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ
れ
る
も
の

　
を
除
く
。
）
の
み
を
車
両
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
り
当
該
低
比
放
射
性
物
質
等
の
国
連
番
号
を
当
該
車
両
に
表
示
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
コ
ン
テ

　
ナ
標
識
（
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含
む
。
）

　
を
も
っ
て
前
項
の
車
両
標
識
に
代
え
た
場
含
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
い
。

16

@
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
輸
送
物

　
（
L
型
輸
送
物
及
び
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
条
一
項
第
一
号
に
定
め
る
L

　
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
、
当
該
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ

　
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、
汚
染
物
等
、
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
夕



　
ン
ク
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
し
た
他
の

　
車
両
と
「
藺
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

17

@
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第

　
十
二
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま

　
で
の
規
定
は
、
低
比
放
射
性
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
六
条
の
二
を
除
く
。
）
中
「
核
燃

　
料
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
手
手
放
射
性
物
質
等
」
と
、
　
「
核
燃
料
輸
送
物

　
等
」
と
あ
る
の
は
「
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
」
と
、
第
十
六
条
の
こ
中
「
第
九

　
条
第
一
項
の
表
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
」
と
あ

　
る
の
は
「
告
示
で
定
め
る
」
と
、
　
「
核
燃
料
輸
送
物
等
」
と
あ
る
の
は
「
低

　
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
措
置
等
）

第
十
九
条
　
第
七
条
、
第
十
条
（
前
条
第
十
七
項
に
お
い
て
第
十
条
第
二
項
を

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
｝
条
（
前
条
第
十
七
項
に
お
い
て
第
十

　
｝
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
一
項
か
ら
第
三

　
項
ま
で
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と

　
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
金
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

　
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全

　
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

　
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
第
七
条
第
｝
項
、
第
十
…
条
第
｝
項
第
二
号
（
前
条
第
十
七
項
に
お
い
て

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け

た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
渇
げ
る
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号

イ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

ロ
　
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
オ
ー

バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
近

つ
く
こ
と
を
防
止
す
る
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。

ハ
　
運
搬
中
に
積
込
み
及
び
取
卸
し

を
し
な
い
こ
と
。

二
　
表
面
に
お
い
て
最
大
線
量
当
量

率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を

超
え
な
い
こ
と
。

二
　
第
七
愚
意
一
項
第
二
号

専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

三
　
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

当
該
車
両
の
前
面
、
後
面
及
び
両
側

（
前
条
第
十
七
項
に
お
い
て

面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に

接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
位
置
に
お
い
て
最
大
線
量
当

量
率
が
頁
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

時
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
六
五



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
六
六

四
　
前
条
第
二
項
第
　
号

イ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

ロ
　
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
コ
ン

テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
近
づ
く
こ
と

を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

ハ
　
運
搬
中
に
積
込
み
及
び
取
卸
し

を
し
な
い
こ
と
。

二
　
表
面
に
お
い
て
最
大
線
量
当
量

潔
T
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を

超
え
な
い
こ
と
。

五
　
前
条
第
二
項
第
二
号

専
用
穣
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

3
　
総
理
府
令
第
五
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
六
条
第
～
号
、
第
七
条
第
一

　
号
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
十
条
第
　

　
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
～
号
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
科
学
技
講

　
議
長
窟
の
承
認
を
受
け
て
核
燃
料
物
質
等
又
は
核
燃
料
輸
送
物
を
運
搬
し
よ

　
う
と
す
る
場
合
に
は
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
こ

　
れ
ら
の
規
定
（
総
理
府
令
第
五
条
第
八
号
及
び
第
十
三
条
を
除
く
。
）
に
よ

　
り
科
学
技
術
庁
長
沼
の
承
認
を
受
け
て
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ

　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
核
燃
料
輸
送

物
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
）

を
講
じ
、
か
つ
、
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
核
燃
料
輸
送
物
に
近
づ
く
こ
と
を
防
止
す
る

　
　
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
二
　
運
搬
中
に
積
込
み
及
び
取
卸
し
を
し
な
い
こ
と
。

4
　
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
、
核
燃
料
輸
送
品
等
、

　
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
馬
積
載
で
運
搬
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
ら
ず
、
ま
た
、
第
九
条
第
～
項
又
は
前
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か

　
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
表
面
（
核
燃
料
物
質
等
及
び
低
比
放
射
性
物
質
等
の
衷

　
面
を
除
く
。
）
の
こ
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
）
に
告
示
で
定
め
る

　
標
識
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

第
二
十
条
　
喜
界
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
イ
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
核
燃
料

　
物
質
等
は
、
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
核
燃

　
料
物
質
等
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
匹
の
表
第
一
号
ロ
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、

　
核
分
裂
性
輸
送
物
（
一
の
車
両
に
積
載
さ
れ
る
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
五
十
を
超
え
る
も
の
に
限

　
る
。
）
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

第
二
十
【
条
　
譜
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
第
工
人
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
（
以
下
「
運
搬
の
寄
金
の
確
認
」
と

　
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
搬
前
に
、
運
搬
に
関
す
る
計
画
書

　
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
二
十
二
条
　
運
輸
大
臣
は
、
運
搬
の
安
全
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証

　
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
二
十
三
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

　
し
入
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

　
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
核
燃
料
物
質
等

　
が
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る

　
処
置
を
十
日
以
内
に
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
付
　
　
奪

　
　
匿
　
　
口
只

（
施
行
期
日
）

第
【
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
無
一
月
…
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
放
射
挫
同
位
元
素
等

　
又
は
核
燃
料
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お

　
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
又

　
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関

　
す
る
法
律
（
以
下
「
放
射
線
障
害
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
第

　
二
項
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第

六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
確
認

（
放
射
線
障
害
防
北
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
一
項
又
は
原
子
炉
等
規
制
法

第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
一
項
に
定
め
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
が
行
う

確
認
を
含
む
。
）
を
受
け
て
施
行
日
以
後
開
始
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
三

又
は
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
搬
が
終

了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

一
六
七



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
の
細
目
を
定
あ
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
癖
簗
此
駈
勢
弾
雑
妬
〕

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
年
十
二
月
三
日

運
輸
大
臣
大
野
　
　
明

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

（
用
語
）

第
　
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬

　
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
憲
令
書
七
十
二
号
。
以
下
「
規
則
扁
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
表
薗
密
度
限
度
）

第
二
条
　
規
則
第
七
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
墓
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質

　
の
区
分
に
琳
じ
、
同
憂
の
下
欄
に
掲
げ
る
非
固
定
性
汚
染
の
密
度
と
す
る
。

～
六
八

一
放
射
性
物
質
等
以
外
の
物
品
又
は
L
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

○
・
〇
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

二
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

（
輸
送
物
等
の
輸
送
指
数
の
決
定
方
法
）

第
三
条
規
則
第
八
条
第
四
項
の
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十

　
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
輸
送
指
数
の
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
が
、
○
．
〇

　
五
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
値

　
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
輸
送
物
の
表
面
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当

　
　
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値

　
　
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
に
あ

　
　
っ
て
は
、
当
該
値
に
、
規
則
第
八
条
第
二
項
第
一
号
の
表
（
以
下
こ
の
条



　
　
に
お
い
て
「
表
」
と
い
う
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク

　
　
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数

　
　
を
乗
じ
て
得
た
値
）

　
二
　
外
形
が
容
易
に
変
形
し
な
い
構
造
を
有
す
る
オ
ー
バ
…
パ
ッ
ク
の
表
面

　
　
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に

　
　
掲
げ
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

　
三
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ

　
　
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表

　
　
し
た
値
に
菅
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最

　
　
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗

　
　
じ
て
得
た
値

（
核
燃
料
輸
送
物
等
に
係
る
標
識
）

第
霞
条
　
規
則
第
九
三
王
一
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、
次
の
各
号
に
定
め

　
る
と
お
り
と
す
る
G

　
一
　
規
則
第
九
条
第
一
項
の
表
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送

　
　
物
等
に
あ
っ
て
は
、
第
一
類
白
標
識
（
第
一
号
様
式
）

　
二
　
規
則
第
九
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送

　
　
物
等
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
識
（
第
二
号
様
式
）

　
三
　
規
則
第
九
条
理
一
項
の
表
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送

　
　
物
等
に
あ
っ
て
は
、
第
三
句
誌
標
識
（
第
三
号
様
式
）

（
三
葉
マ
…
ク
）

第
五
条
　
規
則
第
九
条
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
マ
ー
ク
は
、
三
葉
マ
ー
ク

　
（
第
四
号
様
式
）
と
す
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
標
識
）

第
六
条
　
規
躍
第
九
条
法
四
項
及
び
第
十
八
条
第
七
項
の
告
示
で
定
め
る
コ
ン

　
テ
ナ
標
識
は
、
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
と
す
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
係
る
国
連
番
号
の
表
示
）

第
七
条
　
規
則
第
九
条
第
六
項
及
び
第
十
八
条
第
九
項
の
告
示
で
定
め
る
品
名

　
は
、
別
表
の
品
名
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
規
則
第
九
条
第
六
項
及
び
第
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
国
連
番
号
の

　
表
示
は
、
同
一
核
燃
料
物
質
三
又
は
同
一
低
比
放
射
性
物
質
等
の
晶
名
ご
と

　
に
別
表
で
定
め
る
国
連
番
号
を
六
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
の
黒

　
色
の
数
字
で
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
所
の
い
ず
れ
か
に
表
示
す
る
こ
と
に

　
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
規
則
第
九
条
第
四
項
又
は
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
コ
ン

　
　
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
付
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
標
識
上

　
二
　
規
則
第
九
条
第
四
項
又
は
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
コ
ン

　
　
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
付
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
規
則
第
九
条
第
五
項
又

　
　
は
第
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含

　
　
む
。
）
に
近
接
し
て
付
さ
れ
た
国
連
番
号
用
副
標
識
（
第
六
号
様
式
）
上

（
I
P
型
輸
送
物
等
に
係
る
放
射
能
の
量
の
限
度
）

第
八
条
　
規
則
第
十
条
第
四
項
及
び
第
十
八
条
第
十
一
項
の
告
示
で
定
め
る
量

　
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
物
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

｝
六
九



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
縮
厨
を
定
め
る
告
示

一
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元

制
限
な
し

素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は

事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技

術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告

示
（
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七

号
。
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
科
学
技

衛
庁
告
示
扁
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

第
～
号
に
定
あ
る
L
S
A
…
1
及
び
核
燃

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成

二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
。
以
下

「
核
燃
料
物
質
科
学
技
術
庁
告
示
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
「
雨
宿
葛
写
に
定
め
る

L
S
A
i
I

二
　
L
S
A
l
∬
等
（
放
射
性
同
位
元
素
科制
限
な
し

学
技
術
庁
告
示
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に

定
め
る
L
S
A
－
互
及
び
核
燃
料
物
質
科

学
技
術
庁
告
示
第
四
条
第
～
項
第
二
号
に

定
め
る
L
S
A
…
K
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
L
S
A
一
皿
等
（
放
射
性
岡

位
　
兀
素
科
学
技
術
庁
出
口
一
｝
小
口
州
五
条
第
　
項

～
七
〇

第
三
号
に
定
め
る
L
S
A
I
班
及
び
核
燃

料
物
質
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
条
第
一
項

第
三
号
に
定
め
る
L
S
A
I
璽
を
い
う
。

壕
下
岡
じ
。
）
の
う
ち
可
燃
物
以
外
の
固

体三
　
L
S
A
i
∬
等
及
び
L
S
A
1
皿
等
の

核
燃
料
物
質
科
学
技
術

う
ち
前
号
に
掲
げ
る
物
以
外
の
も
の

庁
告
示
第
二
条
の
表
の

特
別
形
核
燃
料
物
質
等

以
外
の
も
の
の
項
に
定

あ
る
碗
値
（
以
下
「
碗

値
」
と
い
う
。
）
の
百

倍

四
放
射
性
同
位
元
素
科
学
技
術
庁
告
示
第

二
値
の
百
倍

五
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
S
C
O
一

王
及
び
核
燃
料
物
質
科
学
技
術
庁
告
示
第

四
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
S
C
O
一

1
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
科
学
技
術
庁

告
示
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
S

C
O
l
豆
及
び
核
燃
料
物
質
科
学
技
術
庁

告
示
第
四
条
第
二
項
第
工
号
に
定
め
る
S

C
O
…
互



（
車
爾
表
面
の
汚
染
隈
度
）

第
九
条
　
規
則
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
十
三
項
の
告
示
で
定
め
る

　
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
汚
染
の
種
類
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す

　
る
。

　
一
　
非
固
定
性
汚
染
　
車
両
の
雲
華
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
、

　
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
華
表
の
中
欄
に

　
　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
置
網
に
応
じ
、
国
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
を
超

　
　
え
な
い
こ
と
。

イ
　
放
射
性
物
質
等
以
外
の
物
品
又
は
L
型
輸
送
物
が
　
積
載
さ
れ
て
い
る
場
合

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

○
・
〇
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
　
の
場
合

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
レ
　
　
ノ

一一

ﾅ
定
性
汚
染
　
取
卸
し
を
終
了
し
た
場
合
に
、
車
両
表
箇
に
お
け
る
線

　
　
量
当
蚤
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
車
影
標
識
）

第
十
条
　
規
則
書
十
二
条
第
「
項
及
び
第
十
八
条
第
十
四
項
の
告
示
で
定
め
る

　
車
爾
標
識
は
、
車
両
標
識
（
第
七
号
様
式
）
と
す
る
。

（
車
両
標
識
に
係
る
国
連
番
号
の
表
示
）

第
十
一
条
　
規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り

　
国
連
番
号
の
袈
示
は
、
同
一
核
燃
料
物
質
等
量
は
同
一
鮮
魚
放
射
性
物
質
等

　
の
品
名
ご
と
に
別
表
で
定
め
る
国
連
番
号
を
六
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

　
大
き
さ
の
黒
色
の
数
字
で
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
所
の
い
ず
れ
か
に
衷
示

　
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
「
　
規
則
第
十
二
条
第
～
項
又
は
第
十
八
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
車
両

　
　
に
付
さ
れ
た
車
両
標
識
上

　
二
　
規
則
第
十
二
条
新
一
項
又
は
第
十
八
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
車
両

　
　
に
付
さ
れ
た
車
両
標
識
に
近
接
し
て
付
さ
れ
た
国
連
番
号
用
副
標
識
（
第

　
　
六
口
写
様
式
）
卜
淋

（
汚
染
物
等
に
係
る
輸
送
指
数
の
決
定
方
法
）

第
十
二
条
　
規
則
第
十
八
条
第
五
項
の
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
眼
個
数
で

　
五
十
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
輸
送
指
数
の
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
が
、

　
○
・
〇
五
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
で
あ
る
と
き
は
、

　
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
汚
染
物
等
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
汚
染

　
　
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
の
表
藤
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置

　
　
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
囲
を
定
め
る
告
示

一
七
～



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

一
七
二

　
　
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
規
則
第
十
八
条
第
五
項
第
一
号
の
表
（
以
下

　
　
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
高
と
い
う
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
物
等
又
は

　
　
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
　
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

　
二
　
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
弓
丈
単
位
で

　
　
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
　
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を

　
　
乗
じ
て
得
た
値

（
ウ
ラ
ン
等
の
精
鉱
の
集
積
の
輸
送
指
数
の
決
定
に
用
い
る
値
）

第
十
三
条
　
規
則
第
十
八
条
第
五
項
第
｝
号
の
告
示
で
定
め
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト

　
リ
ウ
ム
の
精
鉱
は
、
次
の
蓑
の
上
欄
に
掲
げ
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
精

　
鉱
と
し
、
同
号
の
告
示
で
定
め
る
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
機
の
下
欄
に
掲
げ

　
る
値
と
す
る
。

ト 六
リ フ

ウ ツ

ム 化
の ウ

化 ラ

学 ン

的 以
精 粗
鉱 の

ウ

ラ

ン

の
化
学
的
精
鉱

○ ○

二
o

二 ○
二

（
低
比
放
射
性
物
質
等
に
係
る
標
識
）

第
十
四
条
三
期
第
十
八
条
第
六
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、
次
の
各
号
に

　
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
【
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
で
あ

　
　
っ
て
、
輸
送
指
数
が
○
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
類
白
標
識
（
第
、

　
　
　
号
様
式
）

　
二
　
軸
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
で
あ

　
　
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が

　
　
一
を
超
え
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
識
（
第
二
号
様
式
）

　
三
　
千
歯
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
で
あ

　
　
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類
黄
標

　
　
識
（
第
三
号
様
式
）

（
表
面
汚
染
物
に
含
ま
れ
る
核
分
裂
性
物
質
の
限
度
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
八
条
第
十
二
項
の
告
示
で
定
め
る
物
質
は
、
ウ
ラ
ン
ニ

　
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九

　
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
と
し
、
同
項
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
十
五
グ

　
ラ
ム
と
す
る
。

（
同
乗
制
阪
に
係
る
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

　
タ
ン
ク
）

第
十
六
条
　
規
則
第
十
八
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
十
六
条
の

　
二
の
欝
示
で
定
め
る
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又

　
は
タ
ン
ク
は
、
第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
物
質

　
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
と
す
る
。

（
特
別
措
置
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
に
付
す
標
識
）

第
十
七
条
　
規
則
第
十
九
条
第
四
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、
第
三
類
黄
標

　
識
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
三
年
｝
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

七
一

別表（第七条、第十一条関係）

晶　　　　　　　名 ［爵連番・号

核燃料物質等の工場又は事業所の外における
^搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第
F五十七号。以下「総理府令」という。）第三
�謫�?に定める低比赦射性物質（他に品名
ｪ明示されているものを除く。）

29　12

総理府令第三条第二項に定める表面汚染物 29　13

総理府令第十一条に定める核分裂性物質（他
ﾉ品名が明示されているものを除く。〉

29　18

核燃料物質科学技術庁告示第二条第一号の表
ﾌ固体の項に定める特別形核燃料物質等（他
ﾉ晶名が明示されているものを除く。）

2974

自然発火性の金属トリウム 2975

硝酸トリウム（固体） 2976

六フッ化ウラン（ウラン235のウラン235及び
Eラン238に対する比率が100分の1以上のも
ﾌ）

2977

六フッ化ウラン（核分裂性輸送物に収納され
ﾄいるものを除く。）

2978

自然発火性の金属ウラン 2979

硝酸ウラニル六水和物溶液 2980

硝酸ウラニル（面体） 2981

その他の核燃料物質等 2982



　　攣i饗婆鼻麟鱒癬躍戦翠鰯醸eξ建血砲｛霞鎗ゆ細旨

第一号様式（第四条、第十四条関係）第一類白標識

／

＼
　　　　！　　　　　0

＼

賊・　Ol　能
ACTiVlTY

／

㌧

μ」麟

注1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の名称（当該核燃料物質等が汚染物等に該当する

　　場合にあっては、名称（LSA－1に該当するも
　　のの名称を除く。）及び汚染物等の区分）を記入
　　すること。ただし、複数の核燃料物質等が収納さ
　　れているときは、そのうち代表的なものの名称を
　　できる限りに記入することとする。

　3　放射能の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の放射能の量の合計をベクレル単位で記入するこ
　　と。ただし、核分裂性物質のみが収納されている
　　場合にあっては、その放下能の董の合計に代えて
　　その質簸の合計を記入することができる。
　4　収納されている核燃料物質等が異なる二以上の
　　核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオ
　　ーバーパック及びコンテナにあっては、　「携行書
　　類を見ること（See　Transport　Documenもs）」と記
　　適することができる。

　5　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本語の部分を、また、・本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識申の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。

　6　色彩は次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上　単　分　の　地 白・

三　葉　マ　一　ク 黒　・

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　掌 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の、部　分 白

ふちの内側の線 ．黒
区　　　分　　　　線 黒



恥一り．傑工し　＼牙ラ鷺衆、　珂号　歪幽ラ§ミi黄ロボノ　鱗う一短粟腿ミ郊罪猷鹿

＼，％
　　ひコ
　ベ　黄

　　　＼
　　　　セ

　　　0．5センチメートル

＼＼撫齢難〃
　　　　　　　　　ACT匪V㍑Y　　　　／0　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

　　　　　答、
　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　　　　　　　鋤　　塔　　指　　蝕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民
　　　　　　　　　　TRANSPORτINDεX
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渇　　　　　　　　　　　　　　　　　　、島

＼㌘

攣i護糞鼻蟹紳醤纏潮肇鰯藪eξ畢隠姻｛捉漁ゆ封口艇

注1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の名称（当該核燃料物質等が汚染物等に該当する
　　場合にあっては、‘名称（LSA－1に該当するも
　　のの名称を除く。）及び汚染上等の区分）を記入
　　すること。ただし、複数の核燃料物質等が収納さ
　　れているときは、そのうち代表的なものの名称を
　　できる限りに記入することとする。
　3　放射能の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の放射能の量の合計をベクレル単位で記入するこ
　　と。ただし、核分裂性物質のみが収納されている
　　場合にあっては、その放射能の蝿の合計に代えて
　　その質量の合計を記入することができる。
　4　収納されている核燃料物質等が異なる二以上の
　　核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオ
　　ーバーパック及びコンテナにあっては、　「携行書
　　類を見ること（See　Transport　Documents）」と記
　　思することができる。

　5　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。
　6　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　B本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。

　7　色彩は次表によるものとする。

部　　　　分 色　言

上　半　分　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

歯　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　　分　　　　線 黒

1雫網
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第三号様式（第四条、第十四条、第十七条関係）第三類黄標識

＼包
　「　　　　由＼㌦

0．5センチメートル

黙
、

令
　恭，

　　猪

轟。1識α，磯ll／

聾＼＼，

収　　納　　物

CONT卜＝NTS
　敦　射　薩
　ACT艦V犀TY

　　　　崎　　塔　指　　数
　　　TRANSpORT　lND£X、　　’

　　　　　　　　　　　舎

＼ミ7／

為

欠

　　　／
　　　／
／　／

i剃（

注1　三葉マークは、第四弩様式によるものとする。
　2　奴納物の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の名称（当該核燃料物質等が汚染物界に該当する

　　場合にあっては、名称（LSA－1に該当するも
　　のの名称を除く。）及び汚染物等の十分）を記入
　　すること。ただし、複数の核燃料物質等が収納さ
　　れているときは、そのうち代表的なものの名称を
　　できる限りに記入することとする。

　3　放射能の欄には、収納されている核燃料物質等
　　の放射能の壷の合計をベクレル単位で記入するこ
　　と。ただし、核分裂性物質のみが収納されている
　　場合にあっては、その放射能の董の合計に代えて
　　その質蚤の合計を記入することができる。
　4　収納されている核燃料物質等が異なる二以上の
　　核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオ
　　ーバーパック及びコンテナにあっては、　「携行書
　　類を見ること（See　Tra塁sport　Documents）」と記

　　載することができる。

　5　輸送捲数の欄には、輸送指数を記入すること。
　6　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。
　7　色彩は次表によるものとする。

部　　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　　線 黒



第圏丹様式（第五条関係）三葉マーク

∀／60．

10Z

鶴

｝
Z

隈
君

、
2

。
＼
⊥

o
o
獣
臨

壕蓑簗鼻麟馳梱臆晒憲繋置e暴皿砲｛親総ゆ司鐸1旨

注1　4は、0．2センチメートル以上とする。

　2　色彩は黒とする。

1華ギ
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第五号様式　　（第六条関係）

コンテナ標識

獣

2f5£

論海
燕

　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　／

4　　　　　　　　　　　季～

＼／／

放　　射　．性
臓《翻◎概《：冒轄v隆

／
．／

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　乏は、0．5センチメートル以上とする。

　　3　数字「7」の高さは2．5センチメートル以上とする。

　　4　本邦外を運綴されるものにあっては、標識中の日本語

　　　の部分を、また、本邦内のみを運搬されるものにあって

　　　は、標識中の英語の部分をそれぞれ劇ることができる。

　　5　国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示

　　　するものとする。この場合においては、　倣射性（RADl－

　　　OACTIVE）」の文字を削ることができる。

　　6　色彩は次序によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半分の地 黄

三葉マーク 黒

下半分の地 白

文字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



第六号様式　（第七条、第十一条関係）

国連番号川副標識

裏センチメートル

」　　　　　¶F…「r

π　　　　　　　乳2セン

」
一・一叩よ℃ンチメートル

30センチメートル

乳2センチメートル

注　　色彩は次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

地ふちの部分 燈
黒

箪蓑糞鼻回縁騰薩遡鰻緊辰e駆［盈楢｛綬鎗ゆ起n艇
i夢寒
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第七号様式

車両標識

（第十条関係）

渋

2．5皇

畠漁：

畠

濫　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　4は、0、5センチメートル以上とする。

　　3　数字「7」の高さは2．5センチメートル以上とする。

　　4　国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示

　　　するものとする。

　　5　色彩は次表によるものとする。

放　　射　　性

　　二の車両に

近づかないこと

う。　　　　　　　ゆ、

＼＼／／

　　　　／

〃

部　　　　分 色　彩

上半分の地 黄

三葉マーク 黒

下半分の地 白

文字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



○
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法

　
　
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　　

@　

@　

@　

@　

@　
@〔

?
ハ
針
舞
菊
蓑
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
百
十
一
一
月
三
日

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
　
条
の
二
十
六
第
　
号
、
第
六

十
一
条
の
三
十
第
二
項
、
第
六
十
一
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
六
十
一
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る

た
め
、
核
燃
料
物
質
等
に
漁
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
係
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す

　
　
　
る
省
令

（
用
藷
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

　
質
及
び
原
子
炉
の
規
剃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
主
思
六
十
六

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
の
区
分
）

第
二
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
方
法
確

　
認
機
関
の
指
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
運
輸
省
）

　
一
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
飯
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規

　
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下
「
総
理
府
令
」
と
い

　
う
。
）
第
三
条
下
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
（
以
下
「
B
M

　
　
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
総
理
府
令
第
十
一
条
に
定
め
る
核
分

　
　
裂
性
輸
送
物
（
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省

　
　
令
達
七
十
二
号
）
第
二
十
条
第
二
項
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
が
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
る

　
　
も
の
の
運
搬
に
係
る
確
認

　
二
　
B
M
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
搬

　
　
に
係
る
確
認

　
三
　
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
（
以
下

　
　
「
B
U
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も

　
　
の
の
運
搬
に
係
る
確
認

　
四
　
B
U
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
搬

　
　
に
係
る
確
認

　
五
　
該
分
裂
性
輸
送
物
（
B
M
型
輸
送
擾
擾
は
B
U
型
輸
送
物
で
あ
る
も
の

　
　
を
除
く
。
）
の
運
搬
に
係
る
確
認

（
運
搬
方
法
確
認
の
範
囲
）

第
三
条
　
三
蓋
六
十
～
条
の
四
十
三
第
一
項
の
運
輸
典
令
で
定
め
る
確
認
は
、

　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以

　
下
「
核
燃
料
物
質
等
㎏
と
い
う
。
）
の
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
（
運
輸
大
臣

　
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
積
載
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
確
認

　
と
す
る
。

一
八
一



核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
運
輸
省
）

一
八
二

　
一
　
使
用
済
燃
料
（
そ
の
被
覆
材
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
認
め
ら

　
　
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
材
料
の
試
験
等
の
た
め
に
原
子
炉
に
お
い
て
中
性
子
の
照
射
を
受
け
た

　
　
試
験
片
そ
の
他
の
物

（
指
定
の
申
請
）

第
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
一
　
名
称
、
住
所
及
び
怪
事
者
の
氏
名

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

　
三
　
行
お
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
区
分

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
抄
本

　
二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目

　
　
録
及
び
貸
借
対
照
表

　
三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
早
撃
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画

　
　
及
び
収
支
予
算
書

　
四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

　
　
イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
並
び
に
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
社
員
の
氏
名

　
　
　
又
は
名
称

　
　
ロ
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
用
い
る
主
要
な
機
器
の
種
類
及
び
数

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
ニ
　
ハ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
運
搬
方
法
確
認
の
実
施
を
統
括
す
る
者
（
以

　
　
　
下
「
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

　
　
ホ
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

（
運
搬
方
法
確
認
員
の
条
件
）

第
五
条
　
法
第
六
十
一
条
の
匹
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一

　
条
の
二
十
六
第
「
号
の
運
輸
省
令
で
定
あ
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
「
に
該

　
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
又
は
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者

　
二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
旧

　
　
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。
）

　
　
又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一

　
　
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
）
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
諜
程

　
　
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従

　
　
糾
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
奪
勅
令

　
　
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
）
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正

　
　
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
五
年
以
上
放
射
線
管
理
の

　
　
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
四
　
そ
の
他
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
者

（
運
搬
方
法
確
認
員
の
数
）

第
六
条
　
法
第
六
十
㎝
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
「



　
条
の
二
十
六
第
｝
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
数
は
、
二
名
と
す
る
。

（
事
業
所
の
変
更
の
届
出
）

第
七
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

　
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
運
輸
大
臣
に
提

　
出
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
後
の
事
業
所
の
所
在
地

　
二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
変
蔓
の
理
由

（
業
務
規
定
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
二
手
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
式
六
十
一
条
の
三
十
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
業
務

　
規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に

　
当
該
業
務
規
定
を
添
え
て
、
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
「
条
の
四
十
三
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
譜
第
六
十
｝
条
の
三
十
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
業
務

　
規
定
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
観
し
よ
う
と
す
る
事

　
項
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を

　
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
条
　
主
点
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
主
六
十
一

　
条
の
三
十
第
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
二
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
職
務
に
関
す
る
事
項

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

　
五
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
緩
簿
及
び
書
類
の
保
母
に
関
す
る
事
項

　
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
関
し
必
要

　
　
な
事
項

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
講
）

第
十
［
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

　
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

　
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
添
え
て
、
運
輸
大
臣

　
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
等
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
二
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
難
六
十
「
条
の
四
十
三
第
三
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
法
輪
六
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

　
事
業
計
画
又
は
収
支
予
鋒
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変

　
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣

　
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
主
点
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
㎝
条
の
三
十
二
第
「
項
の
規
定
に
よ
り
役
員

核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
運
輸
省
）

一
八
三



核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
運
輸
省
）

｝
八
四

　
の
選
任
又
は
解
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
選
任
又
は
解
任
し

　
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
選
任
又
は
解
任
の
理
由
並
び
に
選
任
の
場
合
に

　
あ
っ
て
そ
の
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
申
講
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確

　
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
選
任
し
よ
う
と
す
る
者

　
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
法
蓮
六
十
［
条
の
三
十
六
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確

　
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
若
し
く
は
廃
症
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
範
囲

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
金
鼻
翼
は
｝
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
理
由

（
帳
簿
）

第
十
五
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

　
一
条
の
三
十
八
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
及
び
数
量

　
三
　
核
燃
料
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
核
燃
料
輸

　
　
真
物
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

　
四
　
第
三
条
の
運
輸
大
臣
の
承
認
の
番
号

　
五
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
庫
月
日

　
七
　
運
搬
方
法
確
認
を
実
施
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名

　
八
　
そ
の
他
運
搬
方
法
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

2
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の

　
三
十
八
第
一
項
の
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
聞
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
…
条
の
三
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に

　
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
運
輸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
運
輸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ

　
　
と
。

　
三
　
そ
の
他
運
輸
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項



（
報
告
）

第
十
七
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

　
当
該
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
及
び
数
量

　
三
　
核
燃
料
輸
送
物
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

　
四
　
第
三
条
の
運
輸
大
臣
の
承
認
の
番
号

　
五
　
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
環

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、

　
遅
滞
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き

　
は
、
遅
滞
な
く
、
選
任
し
た
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
報

　
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
の
施
行
に
必
要
な

　
限
度
に
お
い
て
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
か
ら
そ
の
事
業
の
運
営
に
関
し

　
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
十
八
条
　
二
五
六
十
八
条
の
登
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職

　
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
　
　
付
　
　
縫
り

　
　
　
匿
　
　
臼
只

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
（
以
下
門
施
行
日
」
と
い
う
。
）

　
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
軽
篭
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
等

　
又
は
核
燃
料
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お

　
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
又

　
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
等
車
懸
運
搬
規
則
の
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関

　
す
る
法
律
（
以
下
門
放
射
線
障
害
防
止
法
扁
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
第

　
二
項
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
原
子
炉
悪
態
綱
法
｝
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第

　
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
確
認

　
（
放
射
線
障
害
防
止
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
一
項
又
は
原
子
炉
等
規
制
法

　
第
六
十
｝
条
の
四
十
三
第
　
項
に
定
め
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
が
行
う

　
確
認
を
含
む
。
）
を
受
け
て
施
行
日
以
後
開
始
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等

　
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

　
の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
雨
運
搬
規
則
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

　
の
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
搬
が
終

　
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
運
輸
省
）

一
八
五



別
記
様
式
（
第
十
八
条
闘
係
）

｝＜K尼睡ゆ羅艘塑餐櫓出酸贈鰹趣12誕極畑細くP（鯛藻纈）

（表）

号番

発　　行

限り有効
日
日
國

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規糊に関する法律の規定によ

り指定運搬方法確認機関に対する

立入検査を行う職員の身分証明書

　　　　　　　　　　官　　職

　　　　　　　　　　茂　　名

　　　　　　　　　　　　　　年　月

　　　　　　　　　　　　　　年　月

　　　　　　　　　　　　運輸大臣

→八・五センチメートル←

す

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

↓
す

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

↓

（襲）

　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

　
　
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

　
　
る
法
律
抜
す
い

第
六
十
八
条

3
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が

　
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を

　
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関

　
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ

　
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
第
～
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

　
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め

　
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
の
二
　
内
閣
総
理
大
臣
、

　
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、

　
第
六
十
七
条
笛
夘
二
頂
バ
各
潤
写
に
掲
げ

　
る
指
定
検
査
機
関
等
の
区
分
に
応

　
じ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

　
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、

　
指
定
検
査
機
関
等
の
事
務
所
又
は

　
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の

　
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件

　
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質

　
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
前
条
加
弟
三
項
及
び
第
四
項
の
規

　
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

　
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
条
の
三
　
次
の
各
号
の
一
に

　
掲
げ
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

　
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
指
定
検
査
、

　
機
関
等
の
役
員
又
は
職
員
は
、
二

　
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
五
　
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に

　
　
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を

　
　
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

　
　
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述

　
　
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳

　
　
述
を
し
た
と
き
。

締八・五センチメートル静

す

六
・
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

1
↓
▼
↑

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

↓



○
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

最
終
改
正

　
　
　
癖
噸
琶
鱗
謝
二
鞍
置
朋
〕

昭
和
ぬ
ハ
～
年
「
　
「
月
二
こ
R
門
運
輸
省
H
令
第
三
山
ハ
q
写

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

－
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
階
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る

　
　
措
置
に
関
す
る
規
則

1
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
〔
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第

　
～
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、

　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
周
者

　
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
巻
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ

　
た
者
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬

　
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害

　
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ

　
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定

　
め
る
措
瞳
（
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、

　
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
．
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
便
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無

　
　
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
又
は
航
空

　
　
機
に
火
災
が
起
こ
り
、
父
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が

　
　
起
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち

　
　
に
、
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
官
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応

　
　
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張
り
、

　
　
標
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

　
　
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の

　
　
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
警
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

　
　
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
紹
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射

核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　
八
七



核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

一
八
八

線
業
務
従
事
者
の
う
ち
男
子
又
は
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
女
子
の
者
が
前

項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
線
量
当
菟
限
度
は
、
同
令
第

十
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
と
す
る
。



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入

　
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す

　
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

繍
繧
針
。
短
馳
讐
嫉
聖

最
終
改
正
　
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
三
六
号

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
則
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第

七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分

を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
注
、
次
ペ
ー
ジ
に
記
載
）

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る

身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

一
八
九



位
置
黎
義
麟
難
露
響
輔
規
制
に
関
す
、
法
律
の
規
定
量
2
立
入
馨
、
与
・
醤
の
黙
す
る

一
九
〇

俵）

号盈
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名
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氏
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「

渡
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
．
ひ
原
子
炉
の
焼
鯛

に
離
囲
す
る
法
徳
　
　
　
叛
す
い

　
　
（
立
入
検
査
等
）

諭
工
ハ
十
八
条
　

内
閣
総
理
大
臣
、
　
通
鯉
閲
肖
麗
騨
果
大

　
臣
、
漣
翰
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会

　
は
、
こ
の
法
礫
（
内
閣
総
理
大
距
、
通
商
産
築

　
大
距
又
ほ
遷
鍮
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
鰻
条

　
第
㎝
二
項
各
弩
に
褐
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
（
第

　
六
十
「
条
の
二
の
こ
第
「
臓
第
二
号
に
該
当
す

　
　
る
場
合
に
お
け
る
製
錬
事
業
者
楚
び
に
核
原
料

　
物
研
鋼
使
踏
…
者
、
　
闇
皿
際
彬
榊
鰯
龍
構
資
使
用
囎
百
、
　
第
山
ハ

　
ヤ
一
粂
の
三
第
皿
項
各
号
の
一
に
該
嶺
す
る
場

　
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
燈
定
す
る
者
及
び
同

　
条
第
五
項
に
娩
定
す
る
噸
百
に
つ
い
て
は
、
　
第
山
ハ

　
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
内
閣
総
埋
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法

　
悌
り
一
定
、
都
道
府
県
公
安
委
鼠
会
に
あ
っ
て

　
　
は
第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行

　
　
に
必
要
な
飯
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
猷
（
郷
遂

　
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
戯
）

　
　
に
、
製
錬
事
業
者
、
擁
工
事
業
者
、
原
子
炉
設

　
置
者
、
外
閣
源
子
力
舶
運
航
者
、
再
処
理
事
蒸

　
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
場
巻
、
接
原
料
物
質
鋒

　
m
川
渚
又
は
闇
回
際
規
舗
蔵
彷
資
使
田
癩
石
、
　
第
山
ハ
」
丁
一

　
粂
の
…
第
｝
項
各
号
り
｝
に
該
当
す
る
場
舎
に

　
　
お
け
る
当
該
各
弩
に
規
定
す
る
者
若
し
く
は
罰

　
条
第
一
項
に
履
定
す
る
者
の
事
務
漸
又
は
工
場

　
若
し
く
は
離
業
筋
（
齢
舳
に
設
置
す
る
原
子
炉

　
　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
紛
勧
）
に
立

　
　
ち
入
り
、
モ
の
轡
の
帳
織
馨
類
そ
の
他
必
萎

　
　
な
物
件
を
鹸
責
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、

　
　
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
醍
度
の
撒
に
級

　
　
り
、
核
療
料
物
質
、
核
燃
無
物
質
そ
り
他
の
必

　
　
蒙
な
試
河
を
眼
玄
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
0

　
2
　
内
調
総
理
大
篇
、
通
簡
産
漿
大
距
又
は
遜
輸

　
　
大
臣
一
1
、
こ
の
法
律
（
逝
商
産
菓
大
臣
に
あ
っ

　
　
て
は
実
川
発
竃
溺
原
子
炉
及
び
そ
の
鮒
縦
鹿
設

　
　
に
係
る
第
＝
十
八
条
の
二
第
｝
項
の
規
定
、
遼

　
　
輪
大
臣
に
あ
っ
て
一
1
実
用
舶
用
原
子
炉
及
び
そ

　
　
の
附
属
施
設
に
係
る
絹
項
の
規
定
）
の
癒
行
に

　
　
必
要
な
隈
濱
に
お
い
て
、
そ
の
織
員
に
．
第
十

　
六
条
の
四
第
一
項
、
　
第
二
L
T
八
条
の
二
第
｝

　
珊
ハ
、
　
第
四
十
轟
ハ
”
衆
の
＝
第
｝
曜
楓
、
　
第
五
十
・
「
条

　
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
粂
の
コ
一
第
｝

　
項
に
規
定
す
る
髭
設
の
溶
接
を
す
る
者
の
事
務

　
所
又
は
工
嶋
若
し
く
は
事
粟
所
に
立
ち
入
り
、

　
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
飽
必
要
な
物
件
を

　
検
直
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

3
　
前
二
項
の
同
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と

　
き
は
、
モ
の
身
分
を
ボ
す
護
騎
書
を
機
帯
し
、

　
か
つ
、
関
孫
者
の
講
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

　
を
擾
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

　
（
処
分
等
に
つ
い
て
の
同
激
等
）

第
七
十
一
条

2
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
茎
大
臣
又
は
難
輪

　
大
臣
ほ
、
荊
項
の
同
慧
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に

　
関
し
特
に
講
責
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

　
合
に
お
い
て
は
、
当
骸
原
子
炉
設
置
者
若
し
く

　
ほ
外
国
原
子
力
船
蓬
航
者
（
第
こ
十
三
条
零
一

　
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
｝
項
又
は
第
三
十
九

　
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
許
可
の
申
講
者

　
を
含
む
。
）
か
ら
必
要
な
韓
告
を
徴
し
、
又
は
そ

　
の
職
最
に
、
当
該
原
子
炉
設
殿
者
若
し
く
は
外

　
国
原
子
力
紛
窟
航
者
の
事
務
所
若
し
く
は
工
嚇

　
若
し
ぐ
は
事
業
残
（
鉛
憩
に
設
鍛
す
る
原
子
炉

　
に
係
る
鵬
含
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
幽
艶
）
に
立

　
ち
入
う
、
そ
の
者
の
鰻
簿
、
書
類
そ
の
他
必
婆

　
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
閃
係
賓
に
質
問
さ
せ
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

3
第
六
十
入
条
第
三
項
及
び
第
匹
項
の
規
定

　
は
、
麟
項
の
競
定
に
よ
る
立
入
検
萱
に
準
用
す

　
る
。

第
八
十
桑
　
次
の
各
号
の
一
に
該
嶺
す
る
者
は
、

　
こ
十
万
円
以
下
の
購
金
に
処
す
る
σ

　
六
　
第
六
十
八
売
出
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五

　
　
壌
の
規
定
に
よ
る
立
入
ウ
、
検
直
蓉
し
く
は

　
　
収
去
を
距
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

　
　
又
は
質
問
に
対
し
て
疎
述
を
せ
ず
、
蓉
し
く

　
　
は
腹
鶴
の
陳
述
を
し
た
者

入。五センチメートル

1
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一
　
六
セ
ン
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メ
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Z
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メ
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セ
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チ
メ
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ト
ル
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士
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メ
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ル
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最終改．垂E平成3年7月1［．1

運翰賓大距官職1罰有鉄道改革推進総括審四望

運　　輸　　省　　貨　　物　　流　　通　　局　　長

放射性岡盈元衆等庫錘遅搬規羅闘係取扱要領及び槙燃糧物質等庫両還搬規則

関係取扱要領について（依命通達）

r放射性準位テ｛i歎等鄭覇運搬規則蘭係取搬翼轍↓のとおり、核燃麟物賢等卑衝遮搬幾蜀

（昭和53年運輸樹命第72弩）及び核燃料物質等卑両巡搬規田の編Bを定める管示の

主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物鍛、核燃料物質及び原子騨の規鯛に関する法

律（昭和32年法律第166樽）第59条の2第2項に規定する確認の申舗、核燃料物

質簿箪両運搬幾則第22条に規定する還輸大臣の搬定の申舗、同令第19条の承蘭の申

請及び核燃料物質等に係る摺定運搬方法確認機関に関する雀令（昭和β1年運輸省令第

37号〉第3条の承認の申請についての実旛細冒については．別添2「核燃料物資等車

雨運搬規則関係取扱要領Jのとおり、それぞれ定め、平成3年1月1日以後の運搬につ

いて適用することとしたので、関係者に対する周知徹底方お壌いし家す．

　なお、　「核燃料物翼等車両理搬規則関係取扱要領及び放射性岡位元素等車爾運搬規則

関係取扱要領について（依命通達）」　（昭和56年5月18日付け鉄撮第71号、鉄運

第60弩、自安第117号）及び「「核原料物質、核燃料物質及び原子煙の規制に関す

る法緯の一部を改正する法捧」の施行に伴う関係政雀令の購定等について（依命通建）」

（昭報61年三1月25臼付け官鉄保第93野．貨技第124暑）は、廃止します．

　今般、放射性同位元素等寧爵運搬規鮒及び核燃料物質等車而遮搬規躍の一部を改正す

る省令（平成2年遅輸省令第34号）．放射性同僚元雍等車爾運搬規則の細霞を定める

告示（平成2年運輸省告承第595琴）及び核燃料物質等車爾運搬規則の細艮を定める

告示（平成2隼運輸雀告示第596号〉が制定され、平成3年1月1日から施行されま

す。この施行に当たり、放欝性岡｛立元無等車岡運搬規購（昭秘52年遅翰省令第33琴）

及び放射性冊位元雍等準両運搬規則の細冒を定める管示の主な条項の解釈及び取扱い並

びに放射性同位元累等による放射線障憲の防1．ヒに関する法律（昭和32年法律第167

号）第18条の2第2項に規定する確認の申請、敏射性問位元嚢等取雨運搬規即第こ8

条の承認の申請及び放鮒性同位元楽等に係る摺定運搬方法確認機関に関する省令（昭和

56年運輸省令第24暑）第3条の承認の申舗についての実旛緬目については、別滋三

　繕蕪蓮匝鋤R瞭勘細・窟晒憲黙振駆瞳懸麟翻駆函b擦華婁鼻論壇醤置潮臨画蚕駆迷誌面儲油墨20ニトノ
　　（塑無細4く囲｛圃曲囲1糎議掴楢楓・螺製誰鯉悔総｛嘔・細§総遡曝畷姻遡） 1・く1
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紀

核燃料物質等車両迎搬規則関係取掻要領

1．属的

　本要領は．核燃料物質鱗取両運搬規則（昭和53年運輸省令第72帰。

以下「規則」という．）及び核燃料物質等準岡運搬規則の細目を定める

告示（平成2年運輪省嵜示第596弩．以下「告示」という．）の主な

条項の解釈及び取扱い戴びに核原料物質、核燃斜物質及び原子炉の規制

　に関する法捧（昭和32年法律第166母．以下「原子炉等規劉法」と

　いう．）第59条の2第2項に規定する確認の申請、規則第22条に規

定する運輸大臣の指定の申請、規則第19条の承認の申請（以下「特別

　蝦固運搬承認印請jという．）及び核燃料物質等に係る櫓定運搬方法確

　認機蘭に関する省令（昭和61年運輸省令第37母）第3条の承認（以

　下「積載方法承認」という．》の申請等について隅隅鞭目を定め．もつ

　て、これらの円溺、かつ、適正な実施を図ることを自的とする．

2．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い

（1）幾財第2条第2項関係

　（イ）荷送人は、2以上の単眼掛縄旧物又は核燃料輸送物を開放型の構

　　造を有する箱又は袋等に収納し、又は包装する嚇合においても、個

　　　々の放射性輸送物又は核燃料翰送物に付された標識が見えにくい場

　　合には、オーバーパックに係る華準を満足させるように努めること．

　（ロ）　「タンク」とは、タンクコンテナ．ポータブルタンク、タンク寧

　　　（自動1に及び鉄遂車麺）におけるタンクであって、気体、液体、粉

hミ11

　　体、粒状物、スラリー又は気体若しくは液体として収納された後に

　　薦固した固体を収納するものをいう．

（2）規則篇3条、第4条第3項、第16条、第16条の2、第19条第

　　2項及び第3項関係

　　　r関係者以外の響」は、旅客、通行人等をいい、運搬に同行する警

　察官等はこれに含まれない。

（3）規則第7条第2項（告示箆2条）、第11条第2環（告示第9条）

　　関係

　　　「非固定性汚染1とは、通常の取扱い時において、はく雌するおそ

　れがあり、ろ紙片等によりふきとることができる性質の汚染をいう．

（4）規則第9条関係

　（イ）荷送人は、L型鞍下物の遡搬を為済する蝸舎には．運送状の品名

　　の欄に「L型輸送物（放射性）j等と表示する等により、L型影青

　　物（放射性》の巡搬な蚕託する博を明らかにし、運搬に従事する者

　　が当該L型翰心理を取り扱う場合に、容易に籾別できるようにする

　　こと．

　（口）第2頑の総重量、　「A型」又は「TYPE　Ajの文字、　「BM

　　型」又は「TYPE　B（M）」の文字及び「BU型」又は「TY

　　PE　B（U）」の文字は、原則として1平方センチメートル角襟

　　上の黒字を白地に表示するものとする．

　（ハ〉第2項の「A型」又は「TYPE　A1の文寧．　「BM型」又は

　　　「TYPE　B（M）」の文字及び「BU型」又は「TYPE　B

　　　（U）」の文字の飾罫については、本邦内のみを迎搬されるものに

　　あっては、　「A型」、　「BM型」又は「BU型」と．本邦外を運搬



　　あっては．　「A型」、　「BM型」又は「BU型Jと、本邦外を運搬　　　　　　　　　て．汚索の搬謹遊特うこと．

　　されるもの（本邦外を逓搬されるために、その鰻路上本邦内を運搬　　　　　　　（8）規剛第11条第2項（告示第9条）関係

　　されるものを含む．以下同じ．）にあっては、　「TYP£　Aj、　　　　　　　　　「固定性汚黎」とは，　（3）の非固定性汚染以外の汚染をいう．

　　　「TYPE　B（M）」又は「TYPE　B（U）」と、それぞれ、　　　　　　（9｝五三1第12条第2項関係

　　表示するように努めること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車爾標識に係る国連番霧は．同～の事事に積載された状恕で本邦外

　（二）第6項のコンテナ櫨織に係る箇連審号は、大型コンテナによる国　　　　　　　　　を還上する鵬合に、表示するものである．

　　際複合一戸輸送を行う場合に、衷示するものである。　　　　　　　　　　　　　（三〇）規則第工2条第3項開係

（5）取運ll第9条第6項（告示獅7条第2項）関｛系　　　　　　　　　　　　　　　　　　前部及び後部に備える赤色燈は．それぞれ、夜澗薗方及び後方30

　　　r65ミリメートル以上の大きさ」とは．高さが65ミリメートル　　　　　　　　　0メートルの距離から点燈を確認できるものであること．

　以一ヒであることをいう．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）規則第14条関係

（6》規則第夏1条第正項関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ》携行する雷類は、各運搬物に関する次の事項についての認載を含

　　運搬に従事する者に対する線承当量が、一般人と同様、正ミリシー　　　　　　　　　　むものであること．ただし．本邦内のみを運搬されるものにあって

　ベルト毎年以下となるよう、藁薦による逓搬に従事する奢が通常乗取　　　　　　　　　　は、ユ）から4ノまでの事項並びにU）及びユのの事項における英

　する銀製の最大線最当量率は20マイクロシーベルト毎時以下と規定　　　　　　　　　　語の文意について、省略することができる．

　されているが、本規定の実効を担保するため、三P一玉型輪懸物、王　　　　　　　　　　1｝運搬する核燃料物質等の告示別口に定める品名

　P－2型輪送物、正P－3型継送物、A型輸送働、　B嫉型輸送物又は　　　　　　　　　　2》国巡分類番号「7j

　BU型輸送物を頻繁に運搬する揚合にあっては、運搬に従箏する者ご　　　　　　　　　3）工）の品名中に含まれていない場合には、　「RADIQACT

　とに玖のいずれかの事項を紀録し、これを1年澗保管すること．　　　　　　　　　　　　　至VE　MATERIAL（放射性物質）」という文字

　（イ〉核燃料物質等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席．助手席．　　　　　　　　　4）運搬する核燃料物質等の品名に応じた国璽番号

　　車室内ベッド等にいた時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）運搬する核燃料物質等が汚染物等である最合には、　「LSA・一

　（ロ〉ポケット線量計．フイルムバッジ等による灘定結果　　　　　　　　　　　　　　　　　Ij、　「LSA一α」．　「LSA－mj、　「SCO一正」又は

（7）規則第ユ重訂第2項関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「SCO一Iljの区分

　　汚染された区域への準両の逸入、輸送物からの放財性物質等の瀬え　　　　　　　　　　6）迎搬する核燃料物質等の名称（主な核種の認丹〉

　い等により車両が汚染された可能性がある揚言には、当該車両につい　　　　　　　　　7，逮搬する核燃料物質等の物理的及び化学的性状についての紀述

　　　　溢燕坦匝：塑旧藤馳佃瓶黙誕緊i厳駆瞳掻騒翻駆郎b埣蓑藝鐸無群冊痩戦i談緊証毬瞳溢騒閣騒息03トノ
　　　　（鯛藩細照酬圃腱囲に引網導引隷贈禦囎纈鰭｛躍・戯郭選晒露畷姻勧　　　　　　　　　　　　　　　 ｝網川



鋒蕪坦翌週眠病帥冊霞鯉憩繋藪誕迷掻韓紅駆無為埣蓑糞鐸調馳冊置潮罎滴下認瞳蔭章句駆慧〇ニトノ
（姻鰹ミ囲く囲｛画曖二二謙綱渚憐試製誰三三籍細・餌鼻竃晒曜畷遡遡）

　（当該核燃料物質等が特附形旧制享キ物同等である叩合には、・モの

　厨の詑述でよい。）

8）運搬する核燃料物質等のベクレル（Bq）単位で衷された放射

　能の量の合計（核分裂性物質にあっては．グラム単位又はその倍

　数単位で表された核分裂性物質の質鍬の合計でもよい，）

9｝核燃料輪送物又は低比放躬性物質等が収納されたコンテナ着し

　くはタンクの分類（第1類白槻識、策2閑暇据西仲は第3類黄標

　識のうち、いずれのものを貼付するか．｝

正0）核燃料翰送物、低比放射性物質等又は割田放射性物質等が収納

　されたコンテナ若しくはタンクの御所指数

U＞運搬する核燃料物賀等が．核分裂軸物貿であづて、嫉分裂胴輪

　送物として運搬されない削合には、　「FISSILE　EXC氾

　PTED（核分裂性脳送物としないで迎搬できる核分裂性物質）」

　の文字

12）核燃料翰平物又は低比放射性物費等が収納されたコンテナ着し

　くはタンクに係る承認番弩（容器承認番号．積載方法承認番号．

　特別譜置に係る承認脇師等）

13）オーバーパック又はコンテナに核燃料輸送物を収納し、又は包

　装する場合には、オーバーパック又はコンテナについての詳細な

　紀述（薮納され．又は包装された核燃料輪腫物及びオーバーパッ

　クの個数．オーバーバック又はコンテナへの奴納又は包装の方法．

　収納され，又は包裟された按燃料物質等のベクレル（Bq）単位

　で表された放射能の皿の舎計（核分裂性物質にあっては．グラム

　単位又はその借数単位で袈された核分裂性物質の質量の合計でも

　　よい．》．オーバーバック又はコンテナの分類（下膨類門標織・

　　第2随伴標織又は第3類黄標識のうち．いずれのものを貼付する

　　か．）、オーバーパック又はコンテナの押送指数、オーバーパッ

　　ク又はコンテナに係る承認番号（積載方法承器番号、特別措置に

　　係る承認番暑等）．その他必要な事項）

　14）遅賭物が専用積載で運搬されなければならない場合には、　「E

　　XCLUSIVE　USE　SHIPM窪NT（群期積載による
　　運搬》3の文字

　15＞遡搬方法（運搬準爾、積付け方法等）に関すること．

　裏6）遅搬経路に関すること．

　17）運搬関係者（荷送人、荷受人、運送人等）の氏名等

　18）運搬中（又は駐輩申（道艶輸送に限る．））の見張人に関する

　　こと．

　19）翰研物の受渡し地点及びその予定時刻．

　20）運搬中の連篇通報に関すること及び繁急時における当該運搬物

　　に必要な樽殿

　　また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、

　あらかじめ説明すること．

（ロ〉防護対象特定核燃料物質を運搬する蠣合に携行しなければならな

　い欝類は．あらかじめ荷送人、荷受人及び運送人の間で協識及び調

　整を行った上で作成すること．この場含において，次の事項につい

　て配慮すること．

　1＞観の翰送手段と一貫して運搬する揚合にあっては、特別の箏由

　　がある婦合を除き、全体の翰送時聞、積替何数及び積聲蒔閥が最

1→ミ団



　　　小となるようにすること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ｝課子矩郷短劇法第41条に規建する猷子炉曳任披繕響免状セ凝す

　　2｝運搬経路の選定に当たっては、特別な事由がある場合を除き、　　　　　　　　　　る脅又は環子炉主任妓術暑試験筆記試験食格癒

　　　宮然災憲等による突発的な事懸が生ずる可鮨性が少ない地区を通　　　　　　　　（口）原子二等画期法第22条の3に規定する核燃料取級虫任督免状を

　　　過するようにすること．さらに道路輪送にあっては、聚憩時にお　　　　　　　　　有する者

　　　ける．代替経路を考慮しておくこと．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）敏射性岡位元素等による放財線障害の防止に関する法律（昭和3

　　3）道路翰送中において、積替えを予定しない二と．　　　　　　　　　　　　　　　　2年法律第」67号．以下f放射綴駆筈防止法」という。）第35

　　4｝防護措置の呉体的内容等霞類の謁載事項に係る詳細な内容にっ　　　　　　　　　’条に規定する第1種放射線取扱主任登免状をイ…「し、かっ、核燃料物

　　　いては、関係者以外の者に対して不必要に分敬されないようにす　　　　　　　　　　質の取扱いに関しま年以上の経験を宿する者

　　　ること．また、定期的に毎丹同一日時に韓送する等の反復継統す　　　　　　　　（二，放射線障害防止法第35茶に規定する第2種放財線取扱主任者免

　　　る輸送は、避けるよう努めること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状を窮し．かつ、核燃料物質の取扱いに関し2年以上の経験を有す

（12）娩則第15条関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る者

　　核燃料輸送物等の還搬において、運転者の過労等による交逓那故を　　　　　　　　（ホ〉核燃料物貿の取扱いに関し、．（イ）から（二）までに掲げる者と

　紡止して運行の安全を確保するための規定である．本規定の実施に当　　　　　　　　　　弼等以上の知織及び経験を商すると認められる者

　たっては、次によること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生4）幾貝II第17条の2第三項関係

　（イ）BM型輸送物．　BU型輸送物又は核分裂性輸送物を運搬する揚合　　　　　　　　　理搬鵜始前に施錠、封印等に異欝がないことを点検すること、

　　にあっては、　「危険物の規題に関する規則」　（昭和34年総理府令　　　　　　　（15）規則第更7条の2搬2項関係

　　第55暑〉第47条の2の規定に準ずること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「巡絡体刷」として整傭しなければならない導項は、改の事項とす

　（ロ｝演燃料輪送物等を運搬する場合には，　「自動軍運転暫の労鋤時鰐　　　　　　　　　　る。なお、運搬統括糞任者及び遡搬実施責任者については、2，

　　等の改蕾のための棊準（単成元年2月9田労働省告示第7号）1に　　　　　　　　　　（17）を参照のこと。

　　準麗すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）遊路輪送の場倉

　　　なお．核燃料韓送物等の運搬に従事する運転者には．相当の運転　　　　　　　　　　1＞運搬する事麺及び挫走車爾ごとに相互に連絡通報を行うことが

　　経験を有し、かっ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること．　　　　　　　　　　できる通侶設備を設けること．．

（13）．規購第17条第2願閲係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）運搬中、運搬統括壷任者が電驕等によリ、運撤鍵施責任者から

　　「専門的知識を有する者」とは，次のいずれかに該当する者とする．　　　　　　　　　　　連絡を受ける暢駈．（以下「櫓定達絡揚所」という、）を詣定する

　　　　楼置歌痙週暇懸群研櫨期鰻黙黙野送謎騒醸膿愁b壕蓑算蕊麟誹糾涯期罎緊証駆送掻麟電撃羅○ニトノ
　　　　（潮癬細く畷｛照臨圃密議愚痴血温網霧血涙鰭畑・蟹馨駕麟瞳蝋糟趨）　　　　　　　　　　　　　　　1《唄
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　　　こと．

　　3＞指定連絡場所へ連絡をすべき時岡聞隔又は逗街娼路上の連絡す

　　　ぺ壁四所を定めること．

　　4）治安当局とあらかじめ打合せを行った上で緊四時における対応

　　　体劉を確立しておくこと．

　（口）開進輸送の場合

　　1｝担定連絡嚇所を揃陣すること．

　　2）指定連絡場所へ連絡を行うべき予定一班駅（以下’r予定連絡停

　　　車駅」という．）を定めること．

　　3）治安当局とあらかじめ打合せを行った上で緊急時における対応

　　　望月を確立しておくこと．

（16）規劉第17条の2策3項関係

　（イ）迎搬統括口任者及び死張人又は運搬実施責任者及び見張人は、

　　　運搬闘始前た運搬準両を検査すること．

　（ロ）運搬爽施澱任番及び見張人は、（イうに定める描臓の他、欲の措

　　　殿を講じること．

　　　1）道路輸送中においては．伴走車田に添采する等によリ運搬寧馬

　　　に随行すること．

　　2）鋏道輸送中においては、輪腫物を積載した隅田又はその蔵萌若

　　　しくは直後の車両に添乗すること．

　（ハ｝運搬実施責任暑は、（イ）及び（ロ）に定める附置の他、欧の錯置

　　　を議じること。

　　　1）第14条に定める「轡類まを携帯すること．

　　2｝遵路輸送巾においては、2．　（15）（イ）　3》の速絡なすべ

】紹く

　　　き蒔騰閥隔又は遡搬経路上の連絡すべ紫田所において、櫓定連絡

　　　轡所へ連絡を行うこと．

　　3）鉄道輸送中においては、剛建連絡停琳駅において町回連絡蝿厳

　　　へ遮絡を行うこと．

　（二）見張入は、（イ）及び（ロ）に定める描置の他、次の措澱を講じる

　　　こと．

　　1》他の日送手段への稜替え及び他の積荷の積替旧時には、日送物

　　　を連続的に監視するか純錠、封印等を狽繁に点検するとと．

　　2）道路用送中においては、積載準両を逮続的に監視すること．

　　3）道路輸送申の駐車時及び停車時においては、輸送物又はコンテ

　　　ナを連続的に監挽すること．ただし、積載準両が有がい班両（パ

　　　ン型自動車、有がい貨車等をいう．以下同じ．）である嚇合は、

　　　当該有がい車両セ監視すること．

　　4）鉄道輸送中の停準時においては、輸送物又は施錠、封印等を点

　　　検すること．

（17＞規癬第17条の2第4項関係

　　「運搬責任饗」に相当する者として、運搬統括責任者及び還搬実糖撰

　任者を任ずるものとする．この掲合において、運搬統括責任者は、保

　安及び特定核燃料物質の防護のために必要な描置について統一的に管

　理するため．運搬計画全体に係る管理的又は監懸的地位にある奢のう

　ちから選任すること。

　　また、運搬実施貨任轡は、逓搬統括貴任者の命に従い、当該運搬に

　賜行し．保安及び勢定核燃料物饗の防護のために必要な監督及び逮蒲

　を行うため．醤該巡搬に従事する響に対して必翼な摺示を行うことが



　　できる監督的地位にある者のうちから選媛するこζ・

（18）規剛第三9条関傑

　（イ）第2項目は第3項のf関係者以外の暫が当該核燃料翰四物、オー

　　パーパック、コンテナ又はタンク（以下「運搬物」という．）に近

　　づくことを防止する鐵置」とは、有がい準両の貨物室内部に当該遮

　　搬物を積載し、施錠すること、又は無がい車両（隅放型の取雨をい

　　　う。｝に穣載された当該運搬物を金偶性のケージ等で覆い、当該ケ

　　　ージをボルト等により箪亟に撮定する等の推置をいう．この騰舎に

　　おいて、．当蕪ケージの表面は庫両表颪とみなす。

　（【1）第2項又‘‡第3項の「運搬中に積込み及び取卸しをしないこと」

　　　とは．弗塘において当該運搬物を稜込み．運搬を醐始した時点から、

　　最終目的地である工場又は事染所に到蔚し、当該運搬物を取り卸し、

　　迎搬が終了するまでは、当該運搬準両については、当該還搬物及び

　　他の貨物の積込み及び取卸しを行ってはならないことをいう．

3．核燃料輸送物の運搬の確認申請等

　　規則第20条に規定する核燃料物質等を運搬しようとする場合は、次

　の要領で原子炉等規溝法第59条の2第2項に規定する運翰大臣の確認

　を受けること（原子炉等規制法第61条の43に規定する指定運搬方法

　確認機関に係るものを除く．）．

（1）籏1弩様式による核燃料軸送物迎綴確欝串請欝並びに解表笛互の第

　　圭欄に掲げる紀載事項について、同表の第2欄の配載要傾等に従って

　　認載した運搬に関する計画霞及びその添付霞類逆劃2透を提出するこ

　　と．

　　　この場合において、当該申請鍾等は別巌第5の第1欄に掲げる区分

溢孫坦匝遡暇蘇営門｝置戦攣門川駆導…餅騒興野函b軽蓑蘂鼻瓢締櫃順遡懸繋
（満満細→く遡｛酬磁圃畑議掴繕堺螺蝦罐壁榊1総佃・細澤麗璽鐸畷贋鯉）

　に応じ、それぞれ、髄表の第2概に穐げ乃所蟹謙に提毘すること．

（2）鴫

（3｝申請書等の紀載事項のうち、予定運搬日時、予定遡搬経路その他軽

　　徴な事項の記載内容を変更しようとする蝿合には．、変更の事由、内審

　　を明らかにし、その演を遅滞なく願け出ること．

　　　家た、確認を受けた鋤合には、確認に係る遡搬についての記録を1

　　年問保管すること。

4，略

5。特刷摺置運搬承器申言彦

　　親則第19条第三項から第3項豪での規定に蕊づき、核燃料物質簿、

　核燃料翰送物等又は低比赦射性物質等を運搬しようとする蝿合は．第3

　号様式による特別描鐙巡撤承認申請欝本文並びに別表第1’の第1欄に掲

　げる紀載事項について同籔の第2欄の籠載要頓等に従って配載した承認

　中謂憲及びその添付欝類託劃2通を提出すること．

　　この嚇含において、当該承認申請欝等は、別衷第5の第1欄に掲げる

　区分に応じ、それぞれ、同表の第2欄に掲げる所管謙に提出すること．

　　なお、承認を受けた内容を変更しようとする覇合には、変更の事由，

　内客を明らかにし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

　　また、承認を受けた揚会には．承認に係る運搬についての記録を1年

　問保管するこど．．

6．積載方法承認の申請等

（1）申講

　　　積載方法承認を受けようとする奢は、別表第3の策1欄に褐げる鵠

　　載事項について同表の簸2欄の雷己載要領等に従って紀載した穣載方法

　　　　　厳誕帯磁騒臨駆尼〇ニトノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ぜギ
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　承認申請書及び別表鯖4の第2欄の紀載要領等に従って記報した同裟

　の纂1欄に掲げる添付癬類正副2通を提塩すること．

　　この場合において、当該申請欝等は、別表第5の第ユ騰に掲げる区

　分に応じ、それぞれ．忙裏の第2欄に揚げる所管課に提出すること。

（2）承認の基準

　　横載方法承認は、次の各暦に揚げる塞準に適合しているものについ

　て行うものとする．

（イ）運搬中、移動、転倒．転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわ

　れないように保たれていること．

（ロ）岡一横載方法により繰り返し案施できるものであること。

（ハ）原子炉激憤溺法第59条の2第2項に基づく運翰大臣の確認を受け

　たものであること．

（二）萌各号のほか迎搬の安金上支障を及ぼすことのないこと．

（3）承認証の交付

　　稜載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交

　付するものとする．

　　なお，当該申請に当たっては、必要に応じ積載方法等に為し条件を

　付すことができる．

（4）変更筋

　　穣載方法承認を受けた者は、氏名若・しくは名称又は住所に変更があ

　つたときは、30日以内にその旨を運翰大臣に届け出ること．

　　また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする腸合（取再の型

　式に変更がない揚合に限る．）には、積載方法が変更爺と同等である

　ことを明らかにし、その遜を届け出ること．

i→くく
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箔ll表第1　巡搬計画宙等記職事環等

記　載　事　項
1．　運徽の目的

2．　当該規宛に従って運搬することが薯

　しく賠難な規定及びその理由並びに安

　全な運搬を確保するために特に講ずる

　措置（第19条第1項の規定に基づく

　承認申欝のみ｝

3．　当該規定によらないで運搬すること

　とする認定及びその跳虫．安全な趨搬

　を確保するために特に欝ずる掛匿、第

　19条第2項の褒の下五に掲げる鋸駆

　への適合状況並びに蚤該幾定によらな

　いで導線することとしても安全上腿照

　がないことの説明（第19条第2項の

　規定に鑓つく承㍊申舗のみ）

4，　科学技術庁長官の承認の内容及び承

　鋸の鳴謝、安全な運搬セ確保するため

　に特に欝ずる携置曲びに表面における

　線飛当隠事が2ミリシーベルト毎時を

　超え三〇ミリシーベルト毎時以下の核

　燃料輸送物を週搬する嚇合には．第1

　9条第3項第L琴及び第2暦に掲げる

　慕雛への遡倉状況（第19藁第3項の

　規定に基づく承認重三のみ）

5．　荷送入及び袴受人の氏名又は名称及

　び住所

6．　遅送人の氏名又は名称及び住所

7．　予定迎搬日時

8，　予定運搬経路

配　載　要　領　等

O　還搬する核燃料物質鑛の附遼、発恕

　地等を簡略に配載すること．

O　法人にあっては．その代籔者の民名

　を付記すること．

O　法人にあっては．その代轟暫の氏名

　な付興すること．確認申爾であって遡

　送人が揃建を受けた暫である鵬含には、

　捲定轡の日付及び番母遊記載すること．

（1）発亀、薄地、経路及び距隠

（2）その他

9，　巡搬しょうとする核燃料輸送物

（1）核燃料輸送物の型式又は名称及び

　主要賭元

（2）核燃料輪送物の種類

（3）収納する披燃料物質等の名称．数

　量、放射億強度及び性状

（4）核燃料稔送物の輸送制隈個数及び

　配列方法（棲分裂性輸送物のみ）

（5）核燃料輪送物の線量当漁寮

（6）撲燃料輸送物の輸送抱数

（7）核燃料稽送物に貼付する綴識及び

　行う嚢示

UOO

0（2）については、必要に応じ，道路名

　又は路線名，通過地点、区聞距薩、キ

　ロ程．駈要時閥、通適正姥蒔踏、点襖、

　運転者の交替予定等を紀載し．運行耗

　路図を添付すること。また．特別の事

　由がある覇含を除き、道路電送にあっ

　ては繁急蒔における正餐経路麟につい

　ても添付すること．

O承認申鋳の嚇合にば、（2）及び（勧を

　除き、　「核燃料輸送物】とあるのはr

　核燃料物質等，核燃料輸送物又は低比

　放鮒性物質等」と工み握えて配載する

　こと。

O（1）の主要賭元は、長さ、幅．高さ、

　重量等を記載すること．

O（2）については、IP－1、互P－2、

　IP－3、　A、　BM又はBU型輸送物．．

　（核分裂性輪甘物）のように配載する

　こと。

O（3）については．核燃科輸送物ごとに

　肥隠し．性状については、物理的、化

　学的状態を認落すること．求た、名称

　については、取納する核燃料物質等が

　汚染物等である場合には．LSA一1、

　LSA一口、　LSA一田．　SCO一【

　又はSCO－Hの区分も紀組すること．

O（5）については．その位置を付認又は

　紹示すること。

○（6）については、第1類白楓識．第2

　類黄棚識又は第3類黄標識のうち、い

　ずれのものを飼枚貼付するのか、　「A



（8）核燃料輸送物の個数

（9）該燃料輸送物の基準適合状況

（10）核燃料轍送物取鍛上の注意事項

〔i1）核燃料輪送物の外観図及び構造園

1G．運搬しようとする特定核燃軽物質の

　裡類．総出等

U．オーバーバックの概翼

　（1）オーバーパックの名称及び主要醗

　　元

　〔2）収納し．又は包装する核燃料輸送

　　物の型式又は名稼．梱数及びオーバ

　　ーバツクへの収納又ほ包装の方法

，

（3）オーバーバックの線番当燈串

（4）オーバーバックの醸送擦数

（5）オーバーパックに貼付する標識

黙ク
遡
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型」、　rTYPE　AJ．　τBM型」．

「TYPE　B（M》ま、　「BU型」

又はrTYPE　．B（U）」の文寧の

うち、いずれの衷示を行うのか及び総

重量の裏示について記載すること。

O（9》については，科学技術庁長官の運

　搬確認変の番弩及び輸迭警器の登録書

　号を記為し、当該確認証の寒しを添付

　すること．

　　科学技術庁畏審の遅搬確誌中藷中の

　ものにあっては，その曽並びに申請窃

　の日付及び番弩を詑賊するこ：と．

O（11）の外縦國は、三藺図及び轟かん図

　によること．

O　プルトニウムにあってはプルトニウ

　ム238の岡位体濃度を．ウランにあっ

　では涙纏度を、使用済燃料にあっては

　吸収綴激率が1グレイ毎時を超えるか

　どうかを併記すること．

O（1｝の主要諸元については．長さ、幅．

　高さ．還選等を記報ずること．

O（2）については、オーバーバックごと

　に記載すること．

0（3）については，その位置を付山嶽は

　函示すること．

O（5）については、簿1類白振織、第2

　簸黄糠識又は第3類黄糠織のうち．い

　ずれのものを貼付するのかを搭載する

　こと．

（？）オーバーパックの外槻麟

12．コンテナの概要

（1）コンテナの名称又は型式及び主製

　諸元

（2｝収納する核燃斜輸送物及びオーバ

　ーパックの型式又は名称．凹数及び

　コンテナへの収納方法

（3）コンデナの線抵当癒串

（4）コンテナの翰送振数

（5｝コンテナに鮎付する撰識

（6）コンテナの悩数

（7）コンテナの外裂図

（8）コンテナの施錠、封印等

13．タンクの概翼

　（Uタンクの名称又は型式及び主翼諸

　　元・

藁趨匝愚瞭馳母覆手順二二二二丁丁翻騒蔭b壌蓑簗鼻騨柵隠命懸緊姦駆送麟劇蹴堺馳

（騨癖細4く齪麺題圃裡麟製織海塑製駿増齢綴迦・餌鼻総蝦霞螺璽遡）

　　　　　　　ロ　　ヤ
O（7）については、三穂園欧び勧かん臨

　によること．

Q　承認ゆ欝の場禽には、（2）のr綴黙

　料翰送物及びオーバーパック」をτ楓

　燃料物質等、核黙料電送物等又は低比

　薄型性物質等1と誠み替えて寵蔵する

　こと．

O（監）の主要諸元については．長さ、橘．

　高さ、躯意、適含続御廟を記載するこ

　と。

O（2）については、コンテナごとに詑載

　すること。

O（3）については、その位置を付紀又は

　図示すること．

O（5）について｝ま．第1類臼標識、第2

　類裁標識又は第3類黄土識のうち、い

　ずれのものを貼付するのか及びコンテ

　ナ標識の貼付の春無について紀謝し．

　また．国連番号を表示する場合には、

　その旨についても記載すること．

O（7）については．三面図及び鶏かん図

　によること．

O‘8）については、施錠及び封印又はこ

　れと隅算以上の掛敏に係る洋細図琶添

　付すること．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　O（ηの主翼諮元については、長さ．幅．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ、盤緻、適合規優等を配慮するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と．

（2）収納する低比放鮒性物質簿の名称　O（2｝については、タンクごとに記載す

　．数澱、放射熊強度及び性状　　　’　　ること。名称については．LSA－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又はSCO－1の匿分も肥齢し、性状

　　　　　　　　　　　　　　　　　〇ニトノ

uO｝



掻孫趨匝翅IR蘇馳佃ト橿三郷緊置誕迷騒騒翻騒蔭る謎蓑算鼻麟群冊院遡憩繋憲趣迷餅輕繍駆≧20ニトノ
（簸綴細→く囲髄臨團麟禦溶糾理捜黎鞍雛綴｛瞬・細鐸駕晒霞蝋顛劉）

（3）タンクの線錘堂誕寧

（4｝タンクの翰送指数

（5）タンクに貼付する標識

（6＞タンクの偲数

（7）タンクの外観畷

L4．1に爾及び積載方法

　（P準両の慨要

（2）班両の外観圏並びに穣載方法及び．

　固定方法

（3）耶爾の線猷当量串

（切取爾に貼付する標識

（5）阜爾に積載する核燃料輸送物、オ

　ーバーパック、コンテナ及びタンク

　については、物理的．化学的性状を紀

　載すること．

O（3）については」その位置を付紀又は

　画示すること．

O（5）については、簸1幽趣橿識、第2

　類黄標識又は箪3類黄楓識のうち、い

　ずれのものを貼付するのか及びコンテ

　ナ標識の貼付の有無について紀則し、

　また、圓巡番号を表示する覇禽には、

　その旨についても記載すること．

O（？｝については、三面図及び鳥かん図

　によること。

O（1＞については、鉄道．軌道、．索道又

　は無軌条鷺車により運搬する嚇合には．

　当該遅搬に使用する車両の許容穣載量

　及び宿がい、無がいの珊を．自動軍に

　よリ運搬する場食には、当該運搬に使

　恕する窟動車の車名、型式．登録霊亀

　及び簸大積載量を記載すること．

O（2）については、三号園によリ承すも

　のとし．狽鰭位置．固定等に使鰐する

　用具、固定等の方法．概識の貼付、鰹

　の積載物等が明確にわかるように示す

　こと．

O（3）については、その位趾を付認又ぱ

　図示すること．

○（⇔については．壌両標識の貼付の有

　無について記載し、また、瞬連番号を

　表示する嚇合には、その智についても

　艶載すること．

○（5｝については．軍爾ごとに紀載する

　こと。

　　の型式又は名称、側数並びに翰送掴

　　数及びその合計偲

15，　運搬実凝茎体露聾

　（1）遼搬統括費任者．運搬実範責任奢

　　、覧張人、同行する専門家及びその

　　他の遡搬従事者

（2）　放2重線管理要傾

（3）被ばく管理要傾（第三9条第正環

　から第3項までの規定に基づく承認

　串錆のみ）

（4）運搬要領

〔5）連絡体制

（6）荷役作業要領

（7）事故時の樽趾

！6．その他

11011

○（1）において運搬蕊指賃任者について

　は職名．賃名及び連絡先を．運搬災施

　留任奢については臓説及び氏名を、澱

　張人については人数遊、岡行ずる専門

　家についてはその氏名、所属、資格等

　を、その他の逃搬従事者については人

　数セ詫僻すること．ただし、第19条

　第1項から第3項までの規定に基づく

　承認申請の嚇台には．その他の還搬従

　事者の全氏名も記載すること．

O（2）については．三枡、核燃料輪織物、

　コンテナ等の線垂当量串の管理、線鼠

　当量串、謝定機罷、保護異等について

　山鳩すること．

O（3）については、運搬従事暫の被ばく

　線激嶺量の画定、無録等の体制、．その

　他被ばく管理に係る必要な事項を記載

　すること．

O（4）については，運搬時における駐車

　同院・監挽及び点検要領、踏切通過要．

　領、梯隅時の隊列による運行体剛猛を

　籠載すること。

O（5）については．通鱈設備，摺定蓮箱

　揚翫．連絡をすべき時間間隔又は揚所

　等を記職すること。

O（6）については、祷役時における作梨

　嬰領．安全対策、使用する機器又は用

　具の種類等について配載すること。

O（7）については、事故時の応急措置、

　迎絡先等を認載すること．

0　遡搬従事轡に対する救簿嗣練内容そ

　の他必要な事項逸配載すること．畿た．



運搬する核燃精物費等が本邦外を遡搬

されるものである雲合には．取籔嬰傾

本文2．　（！1＞に陽げる携行建類の

紀載事環（以下r携行書類の記載事環

」という．｝のうち、1）から4＞ま

での事項．当該嫉燃料物質簿が核分裂

性物質であって、核分裂性橘送物とし

て迎搬されない場合には、携行書類の

認載事項のうち，11）の慕項及び当該

嫉燃料物質等が専爾積載で運搬されな

ければならないものである場合には、

携行欝類の紀載事項のうち、1心．の夢

畷についても記載すること．ただし、

毫．から正5．までの認載事項の内容に含

まれていない嚇合に限る．

》｝11表第2　指定申二ξ1．萬σ）1：；己載事填等（臨｝

備蓼

1，　用紙は．日本工業規格八刎4舞の大きさとし．鮮明にコピーできるもの

　とする．ただし．この大きさによることが困難なものについては．折りた

　たんだ状態でこの大きさとすること。

2，　下線を付紀した事項については．核原料物質．核燃料物質及び鳳子炉の

　規制に関する法律箆行昌昌17条の4の籔第2暑の下腿に撮げる物質を運搬

　する場合に由る．

鎖盆蛆喧渥IR懸締冊一三遜緊三后瞳北畑底幅霞為胡弓蕪鼻綱沸糾腱塑憲緊颪駆迷餅肇臨駆三20ニトノ
（製鰹糾く圏姻聴圃一議甥面掛蠣蝦臨画雛焼畑・靱鼻駕晒霞蝋璽遡） llOIU



別衷第3

縫姦塑匝週1｝ミ牒帥栂一戦無才髄脳導…侵騒臨駆凶6埣蓑簗鄭無闇糾霞遡躁緊颪匪導…溢騒翻騒思03トノ

（戦藩i知→く囲｛圃階圃一議網黒黒蝦越鯉鰭悔鰭畑・灘澤駕層興寸言遡）

紀　　載　　事　　項

1

星．　申欝警本文

2，　遅搬しょうとする核燃料輸送物の基

　準適合状～兄

3．　運搬しようとする按燃料物費等の種

　類

4．　承認を資けようとする積毅方法

　（1）名称

　（2）外観図

（3｝固縛に使幽する画具、架台等

（4）運搬に係る車両

（5）面縛作楽

翻　載　要亀’候　等

O　申請婁本文の嫌式は第4琴様式によ

　ること，

　　また、申請者が法人である蝿合にあ

　つては．その代表者の矯名を付記する

　こと。

O　科学技術庁長官の容羅承認の醤母を

　記載すること．

○　核燃料物質等に係る摺定還搬方法確

　認機関に関する雀令第3条に掲げる按

　燃料物質箏の種類を配載すること．

O　核原料物質、核燃料物質及び原子炉

　の競剃に関する法律億術倉（以下「令

　∫という．）第17条の4の褒第2弩の

　峯欄に縞げる物質に該当する嚇金は、

　その冒を、認旧すること．

5、　遅搬実施体斜

110臣

O　図面によリ闘定方法、積載位殴等を

　明確に示すこと。なお．必要に応じて

　郡分引を添付すること，

○　主要な箇所には寸法を紀入すること．

O　三二に使馬されるワイヤ．緊簿金具、

　輪台等の名称及び配号等を紀齢するこ

　と。

○　鉄道、軌逝．索道又は無軌条電車に

　より巡搬する一合には．庫爾の許容積

　載熊及び巻がい、無がいの別を．自動

　雄により運搬する蝿含には．準名、型

　式、鷺録番号及び最大稜載量を籠載す

　ること．

O　困縛作粟の手順の詳継を厨確に甜載

　すること．

O　麗縛作桑にお駆て、艇嘱するクレー

　ン等機械、器具の内容及び固縛作業に

　従事する奢に対し櫓示すべき事環を胞

　蔵すること．　　　・

O　逓搬統揺責任餐、運搬実絶押鯛，見

　張人，岡行ずる専門媒、その他の遡搬

　従事轡．運搬翼解．事故畦の描置等を

　紀載すること．

　備考

1．　用紙は．日本工築規格A列4毒の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする．

　ただし、この大きさによることが困難なものについては、折たたんだ状餓でこの大

　きさとすること．

2。　下線を付記した事項について隊、令笛17粂の4表第2骨の下欄に掲げる物質を趨

　搬する鵬禽に限る．

別衷第4

添　　付　　書　　類

正．　箪爾に僕「ずる説明

2．　予定される運搬に凹する説昭

3，　強度誹卜算霞

4．　岡一積載方法が繰り返し突施できる

　ことの貌明

5．　　承認容器些こつレ、て

記　載　要　傾　等
。　運搬に使鰐される男爵の主要藷元、

　班爾性能及び積戟方法の密査に必要な

　箇駈の構造、装置の内容について説明

　すること．

O　予定される運搬に附し、速度、勾配

　、最小園転半径、運行の距醸等につい

　て説岡すること．

O　予定される運搬等において、運搬容

　器が開門に移動、転鍔、転曙等を起こ

　さないことを説明すること。

0　隅一積載方法が繰り返し突旛できる

　ことを燕体的に鋭明すること．この覇

　合、積付けに使用される機器、架台尊

　の劣化についても曾及すること．

O　．承認容器の主要諸元、外概図及び承

　認を受けたことを証すお窃面を添付す

　ること。



6　その他 O　その他必需な事項がある繰合は、そ

　の書面を添付すること．

第1母様式　（核燃料輪送物遡魔確欝串舗織》

別衷第5 串請先

区　　　　　　　　　分 所　管　課

（P　当該運搬が鉄道、軌道、索道鷲しくは

@無軌条電車によってなされる場合

鉄道局保安車両課

｛2）　当言亥運1鍛が穣動車著しくは軽車網3によ

@ってなされる場合

自動車交通局

Z術安全部

ﾛ安・環境諜

械燃料輸送物運顯確認嘩請書

1備■■一一圏■囲一騨幽一鱒一一一吐

1毘本には．所定の金書
ロ　　　　　　　　　　　　　　　じ

1額の収入印紙を貼り、i
l　　　　　　　　　　　　　　　l
l消留しないこと。　　｝
　　　　　　　　一　　1」

還　　輪　大　臣 殿

文　簿番　号

　　年　　月

申舗著』の氏名

又　は名称

住　　　　所

巡　　絡　　先

日

⑰

　別添の巡搬離撫諮に認載する核燃料輸送物の運搬にっき．核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規鮒に関する法律第59条の2第2項の確認をして賊きたく摩読

いたします．

亭亭魍匝遡嘱晶群栂臨戦鰻緊颪認晶晶弓馬高高隻）迷蓑蕪鄭訟勲樹瞳戦肇弾弓些些溢騒繍駆思〇二》

（戦無細→く睡畑趣囲1麺心志諮糾藻融通聴瀞縮麺・叔鼻総蝦曝蝋国構） 員○園



鋒藤起匝遡1尺懸帥麟霞遡憩螂姦誕專…踏騒翻駆葭b軽蓑蕪：鼻餌沸糾腹鯉餐緊強剛瞳餐騒賢臣90二3トノ

（姻綴細→く雌麺隙囲1麺語綱渚辮螺鍵瑠聴髄総麺・靱鼻退霞曝畷姻趨）

策2．号様式｛嫉燃料鹸送物運搬者指定串請書）　（酪｝ 第3弩様式（特別措罎運搬承認申諮街｝

｝10→〈

特別欝置遡搬承認申講霞

運　　輪　　大　　臣　　殿

文痩稀号
　　年　　月

申請考の氏名

又　は　名称

住　　　　所

達　路　　先

日

㊥

　核燃料物質等箪両運搬規則第19条第1項の規定に基づき、下紀の核燃料物質等

の運搬について承認して難きたく申請いたします．

紀

備考　q1請文中r第ig条繁峯項」は、当該申請が規則第19条第2項に暴つく

　　口合には、　‘第三9条第2項1と、崇該寧籍が規Rl∫第19条第3項に基づく

　　場合には．　「策三9条第3項目と、第19条第夏項及び第3項に基づく嚇合

　　には．　「鋸蓋9条篤1項及び第3項」算と書き換えること．

　　　また．申謂暫が法人である場合にあっては．その代衷者の氏名を付紀す

　　ること．



第4弩様式（狽載方法承認畦1請慾）

積載方法承認申勝書

運　楡　大　臣 殿

文　驚番　号

　年　　月　　日

申謂者の氏名

又　は名称
1主　　　　所

連　　絡　　先

⑩

　核燃料物資等に係る獺定運搬方法確認機関に関する智令箆3条の規定に基づ

き、下龍の積載方法について承認して戴きたく串蹄いたします。

言己

藩糸田匝渥1R懸隔醤櫨戦闘蓑緊蚕認田田牽繍騒怒b謎蓑寅鼻鶴紬佃｝1置姻肇駆葺題瞳懸麟臨駆慧03トノ

（戦無細十く囲｛副鵬圓麺議綱督糾…捜i劉禦囎｛綿締畑・甑鼻駕魍暉綴獲酬） 日○ギ
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運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
雛
輝
臨
船
駈
〕

　
　
　
　
　
　
　
臼
販
終
改
甲
止
　
　
平
成
山
ハ
年
｝
二
月
二
九
日
運
輸
省
A
¶
第
十
山
万

（
昌
的
）

第
…
条
，
こ
の
省
令
は
、
自
動
車
運
送
事
業
、
自
動
車
運
送
取
扱
事
業
及
び
軽

　
車
両
等
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
…
送
の
安
全

　
及
び
旅
客
又
は
荷
主
の
利
便
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
〇
八

　
れ
た
物
を
い
う
。
）

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
径
　
第
八
卜
六
号
）
附
則
第
一
条
第
　
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
寸
　
　
ほ

　
　
　
衝
　
　
貝

（
施
行
期
日
）

第
【
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

　
か
ら
施
行
す
る
。

（
物
悶
開
の
帖
狩
込
制
眼
）

第
三
十
六
条
　
　
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
蜜
業
者
の
事
業
用
自
動
車
を
利
用

　
す
る
旅
客
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
を
自
動
車
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
品
名
、
数
量
、
荷
造
方
法
等
に
つ
い
て
、
別
表
で
定
め
る
条
件
に

　
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
五
の
二
放
射
性
物
質
等
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

　
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
一
…
一
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の

　
放
射
性
同
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
そ
の
放
射

　
能
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
並
び
に
核
漂
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

　
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ



○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

最
終
改
正

〔
酬
新
鮮
継
擁
胡
乱
猷
習

平
成
六
年
三
月
二
九
耕
運
輸
省
令
第
十
号

（
用
語
の
定
義
）

第
　
条
　
こ
の
省
令
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下

　
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
左
の
各
号
の
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
る
。

　
牽
七
　
「
放
射
性
物
質
等
」
と
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
寄
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
…
、
…
卜
…
．
年
法
律
第
百
六
を
七
輪
）
第
二
条

　
第
二
項
の
放
紅
鱒
同
母
．
κ
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て

　
そ
の
放
購
能
濃
度
が
七
十
閥
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
並
び
に
核
凍

　
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
鷺
十
二

　
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
及
び
そ
れ
に
よ
つ

　
て
航
7
5
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。

（
灯
光
の
色
等
の
制
限
）

第
四
十
二
条
　
演
動
屯
に
は
、
次
に
掲
げ
る
灯
火
を
除
き
、
後
方
を
照
射
し
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
り
う

　
し
く
は
後
方
に
表
示
す
る
灯
光
の
色
が
櫨
色
で
あ
る
灯
火
で
地
上
一
∵
圧
メ

　
…
ト
ル
以
下
の
も
の
父
は
灯
光
の
色
が
赤
色
で
あ
る
灯
火
を
備
え
て
は
な
ら

　
な
い
。

　
六
　
火
薬
類
又
は
放
蟹
惟
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め

　
の
灯
火

9
　
自
動
幽
早
に
備
…
え
る
灯
火
は
、
仏
腿
昭
｛
灯
、
補
…
助
仏
騨
紹
酬
灯
、
側
方
灯
、
番
号
灯
、

　
尾
痔
、
後
海
に
備
え
る
駐
車
灯
、
湖
動
灯
、
後
退
灯
、
方
向
指
示
器
、
補
助

　
方
向
指
示
器
、
非
常
点
滅
表
示
灯
、
速
度
表
示
装
置
の
速
度
表
示
灯
、
室
内

　
照
明
灯
、
緊
急
自
動
竃
－
の
警
光
灯
、
道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
の
灯
火
、
火

　
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
磧
魅
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
灯
火
、

　
一
般
乗
用
旅
客
自
動
嘩
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
非
常
灯
及
び
走

　
行
申
に
使
卸
し
な
い
灯
火
（
面
面
に
備
え
る
駐
車
灯
を
除
く
Q
）
　
を
除
き
、

　
光
度
が
．
…
、
百
カ
ン
デ
ラ
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

DD

@
火
薬
類
父
は
放
射
挫
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の

　
灯
火
は
、
他
の
灯
火
と
兼
用
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
消
火
器
）

第
匹
十
七
条
　
次
の
自
動
車
に
は
、
消
火
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
六
　
放
射
性
同
位
元
亨
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
規
鋼
（
昭
和
茄
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
新
一
項

　
　
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
G
）
を
運
送
す
る
場

　
　
合
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素
等
牽
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸

　
　
省
令
第
三
十
三
号
）
第
セ
八
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
父
は
核
燃

　
　
料
物
質
等
の
工
場
父
は
警
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭

　
　
和
五
十
コ
…
年
総
理
府
令
第
五
牽
七
号
）
第
三
条
に
規
走
す
る
核
燃
料
輸
送

　
　
物
（
し
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
若
し
く
は
隅
令
第
八
条
に
規
定
す
る
核
分

　
　
裂
性
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
合
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
澱
規
郎

　
　
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
十
・
九
条
の
規
定
に
よ
り
運

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

二
〇
九



道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

　
＝
○

　
送
す
る
場
合
に
使
用
す
る
自
動
車

3
　
第
｝
項
の
自
動
車
（
前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
備
え
る
消
、
、

　
火
器
は
、
次
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
霧
状
の
強
化
液
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
貴
が
六
リ
ッ
ト
ル
以
上

　
　
の
も
の

　
一
一
　
炭
酸
ガ
ス
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
二
二
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

　
三
　
一
塩
化
一
臭
化
メ
タ
ン
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
一
リ
ッ
ト

　
　
ル
以
上
の
も
の

　
四
　
二
臭
化
四
ふ
つ
化
エ
タ
ン
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
最
が
○
・
四

　
　
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の

　
五
　
消
火
紛
末
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
一
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

4
　
第
一
項
の
自
動
車
に
備
え
る
消
火
器
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

　
る
ほ
か
、
在
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㎝
　
消
火
器
は
、
構
造
及
び
性
能
が
消
防
法
第
二
十
…
条
の
二
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
酒
火
器
は
、
自
動
車
の
走
行
中
の
振
動
、
衝
撃
等
に
よ
り
、
損
傷
を
生

　
　
じ
又
は
作
動
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

　
三
　
消
火
器
は
、
使
用
に
際
し
て
容
易
に
敬
り
は
ず
し
が
で
き
る
よ
う
に
取

　
　
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
四
　
消
火
器
は
、
左
の
場
所
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
　
イ
　
火
薬
類
を
運
送
す
る
唐
動
車
及
び
こ
れ
を
け
ん
引
す
る
け
ん
引
自
動

車
に
あ
っ
て
は
、
見
張
人
の
使
用
に
便
利
な
場
所

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
・
に
あ
っ
て
は
、
運
転
者
、

者
助
．
手
、
車
掌
、
見
張
入
又
は
取
扱
人
の
使
用
に
便
利
な
場
所

運
転



○
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
遺
憾
等
に

　
　
関
す
る
総
理
府
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
π
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
総
理
府
令
　
第
四
十
八
号
〕

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
年
十
二
月
二
十
八
日
総
理
府
令
六
三
号

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
籠
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
欝
屈
四
二
及
び
第
五
項
（
簡
法

第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
核
睡
眠
物

質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二

年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
七

条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等

の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令

（
保
安
の
た
め
の
措
羅
が
必
要
な
場
合
に
届
出
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
一
条
　
核
悪
筆
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
Q
）
第
十
七
条
の
五
の
表
第

　
一
号
イ
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
凝

　
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
は
、
核
燃
料
物

　
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
闘
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

　
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
理
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料

　
物
質
等
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
五
の
表
第
一
号
p
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、

　
　
核
燃
料
物
、
質
等
の
工
場
又
は
事
業
．
飯
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第

　
　
十
五
条
第
二
顔
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

　
（
煽
出
の
手
続
）

　
第
二
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鵬
に
関
す
る
法
律
（
以

　
　
下
「
法
扁
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
核
燃
料

　
　
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
を
し
て
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

　
　
者
は
、
別
記
様
式
第
一
の
運
搬
届
出
静
圧
講
二
通
を
当
該
運
搬
の
経
路
で
あ

　
　
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
ド
「
公
安
委
員
会
」
と
い
．

　
　
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
　
前
項
の
届
呂
に
係
る
運
搬
の
経
路
が
二
以
上
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る

　
　
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
公

　
　
安
委
民
会
（
以
下
「
発
送
地
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
以
外
の
公
安
委
員

　
　
会
に
対
す
る
同
項
の
運
搬
届
出
書
の
提
出
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由

　
　
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
第
一
項
の
運
搬
届
出
書
の
提
出
は
、
当
該
運
搬
が
　
の
公
安
委
員
会
の
管

　
　
弄
す
る
区
域
内
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
場
会
に
あ
っ
て
は
運
搬
開
始
の
臼

　
　
の
一
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
搬
開
始
の
日
の
二
週

’

　
　
間
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
運
搬
証
鴫
書
）

　
第
三
条
　
法
第
五
十
九
条
の
審
理
五
項
の
運
搬
諦
礁
明
書
（
以
下
「
運
搬
証
明
謹
」

　
　
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

　
2
　
前
条
第
｝
項
の
届
出
に
係
る
運
搬
の
経
路
が
二
以
上
の
公
安
委
員
会
の

、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

二
＝



　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委

　
員
会
は
、
当
該
運
搬
証
明
書
を
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
交
付
す

　
る
も
の
と
す
る
。

（
指
　
承
）

第
四
条
　
保
安
の
た
め
の
措
謄
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
二
子
五
十
九
条
の
二

　
第
六
項
（
法
第
六
十
六
条
第
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

　
瞬
じ
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
～
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
（
道
路
交
通
俵
（
昭
和
三
十
五
年
法

　
　
律
第
籔
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
以

　
　
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
速
度

　
二
　
伴
走
車
の
配
概

　
三
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
及
び
伴
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に
澗
行

　
　
す
る
車
両
の
無
爵
の
編
成
並
び
に
当
該
車
列
を
構
成
す
る
車
両
相
互
間
の

　
　
距
離

　
四
　
駐
車
（
道
路
交
通
書
舗
二
条
纂
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い

　
　
う
。
以
F
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
場
所
及
び
駐
車
時
の
措
置

　
五
　
核
燃
料
物
質
等
の
積
卸
し
又
は
一
時
湶
管
を
す
る
場
所

　
六
　
見
張
り
人
の
配
点
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の
接

　
　
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

　
七
　
核
燃
料
物
質
等
の
車
両
へ
の
積
載
方
法

　
八
　
警
察
機
関
へ
の
連
絡

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
同
行

　
十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
中
の
交
通
事
故
、
核
燃
料
物
質

二
一
二

　
等
の
盗
取
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

2
　
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
お

　
け
る
法
第
五
＋
九
条
の
二
第
六
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
各

　
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
す
る
た
め

　
に
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
公
安
委
員
会
相
互
の
連
絡
）

第
五
条
　
第
二
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
運
搬
の
経
路
が
二
以
上
の
公
安
委
員

　
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
届
出
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は
、

　
相
互
に
、
法
第
五
十
九
条
の
二
三
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
の
内
容
を
通
知

　
し
、
そ
の
他
当
該
運
搬
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
必
要
な
連
絡
を
行
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
証
明
書
の
記
載
二
項
の
変
更
の
届
出
等
）

第
六
条
　
法
第
五
十
九
条
の
一
一
簗
九
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
属
出
を
し
、
運
搬
証

　
明
書
の
譲
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
の
運
搬
証
明
書

　
書
換
え
申
講
書
｝
通
に
当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
て
、
そ
の
交
付
を
受
け
た

　
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
翼
翼
五
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け

　
る
当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員
会
の
管

　
轄
す
る
区
域
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
運
搬
証
明
書
書
換
え

　
申
請
書
の
提
出
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
　
項
の
運
搬
証
明
書
書
換
え
申
講
書
の
提
出
が



　
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
安
要
員
会
が
怪
き
換
え
を
し
た
運
搬
証
明

　
書
を
交
付
す
る
と
き
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
す
る
も
の
と
す

　
る
。（

運
搬
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
等
）

第
七
条
　
法
纂
π
十
九
条
の
二
第
十
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
爾
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
岡
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
明
講
の
再
交

　
懸
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
の
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
請

　
講
一
通
を
そ
の
交
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
の
事
由
が
当
該
運
搬
証
明
齊
の
汚
損
で
あ
る
と

　
き
は
、
当
該
申
講
書
に
当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
当
該
運
搬
証
明
書
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
が
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外

　
の
公
安
委
員
会
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
運
搬
証
明
書
再
交
懲
申
詰
書
の
提

　
繊
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員
会
が
運
．

　
搬
証
明
書
を
再
交
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
醐
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
｝
項
の
運
搬
証
明
書
書
換
え
由
－
請
書
の

　
提
出
が
あ
っ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

　
第
一
項
の
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
運
搬
証
．
明
書
の
返
納
）

第
八
条
　
法
馬
五
十
九
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
．
明
書
の
再
交
付

　
を
受
け
た
者
は
、
運
搬
証
．
明
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
旧
運
搬
証

　
明
書
を
回
復
し
た
と
き
は
、
運
搬
証
明
霞
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
そ
の

　
旧
運
搬
証
明
書
を
速
や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
「

　
い
て
、
返
納
に
係
る
公
安
委
員
会
が
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員

　
会
で
あ
る
と
き
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
運
搬
…
証
明
書
の
返
納
）

第
九
条
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
終
了
し
た
と
き
は
、
運
搬
証
明
書
を
携
帯

　
す
る
者
は
、
運
搬
証
明
書
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
そ
の
運
搬
証
明
書
を

　
速
や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物

　
質
等
の
到
達
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
到
達

　
地
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
以
外
の
公
安
委
員
会
に
対
す
る
返
納
は
、
到

　
達
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
運
搬
証
」
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
自
書
を
し
な
い

　
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
運
搬
証
明
書
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
そ
の
運

　
搬
証
明
書
を
速
や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
条
後
段
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
明
書
の
返
納
に
つ
い

　
て
準
用
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

第
十
条
　
法
面
五
十
九
条
の
二
第
十
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
検
査
を
行
う
と
き
は
、

　
道
路
に
お
け
る
安
全
と
円
滑
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
選
び
、

　
か
つ
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
確
保
（
当
該
核
燃
料
物
質
等
に
防
護

　
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む
と
き
は
、
保
安
及
び
当
該
防
護
対
象
特
定
核

　
燃
料
物
質
の
防
護
の
確
保
）
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
二
三



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

二
一
四

　
な
い
。

（
報
出
口
の
徴
収
）

第
十
一
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
製
錬
事

　
業
潜
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
春
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理

　
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
は
、
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の

　
各
号
の
…
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た

　
日
か
ら
十
臼
以
内
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
当
該
届
出
を

　
受
理
し
た
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
…
料
物
質
等
の
盗
取
又
は
所
在
不
明

　
二
　
交
通
事
故

　
三
　
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
の
妨
害

　
四
　
核
…
燃
料
物
暫
一
等
の
異
常
な
漏
え
い

　
五
　
前
各
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
吟
線

　
　
障
害
以
外
の
雲
霧
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

　
　
附
　
　
則
（
昭
和
六
三
・
一
一
・
二
四
総
理
府
令
五
〇
）

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附

　
則
第
一
条
第
｝
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
二

　
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
開
始
さ
れ
る
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む

　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
核

　
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

　
運
搬
届
出
書
の
提
出
は
、
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関

　
す
る
総
理
府
令
（
以
下
「
新
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
い

　
て
し
た
も
の
と
み
な
す
Q

3
　
前
項
に
規
定
す
る
運
搬
届
出
書
の
提
出
を
し
た
者
は
、
こ
の
府
令
の
施
行

　
後
当
該
運
搬
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
聞
に
、
新
府
令
別
記
様
式
第
一
の
注
5

　
及
び
注
7
に
規
定
す
る
記
載
事
碩
の
う
ち
当
該
運
搬
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て

　
い
な
い
も
の
を
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安

　
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
附
　
　
　
則
　
（
笛
†
成
一
一
・
　
一
一
一
・
一
一
八
総
理
府
令
論
ハ
一
二
）

　
（
施
行
期
臼
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

2
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関

　
す
る
総
理
府
令
第
一
条
の
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
放
射

　
性
岡
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
一
条
の
規
定
は
、

　
平
成
三
年
二
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
及
び
放
射
性
同
位
元

　
素
等
の
運
搬
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
る
核
燃
料

　
物
質
等
の
運
搬
に
係
る
届
出
及
び
運
搬
証
明
書
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等

　
の
運
撒
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

　
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

　
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

五

別記檬式第1（第2条関係）

※整理番号

※受理年月日

※証明書番号

※証明書交付年月日

（その1）

�ﾀ委員会　殿

@　　　　　　住所

@　　　　　　使用者等の区分（注1）

@　　　　　　担当者

核燃料物質等運搬届出書
@　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

＊ｼ（乱入にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

@　　　　　　　　電話番号

運　　　　搬　　　　日　　　　時

@　　　　　　　　　（注2）

年　　　月　　　日　　　時　から

N　　　月　　　日　　　時　まで

発　　　　送　　　　地　（注3）

到　　　　達　　　　地（注3）

経由地点

i注4）

距　　離（㎞） 所要時

ﾔ（分）

運　行

栫@刻

運　搬

閨@段

備　考

i注5）区　間 キロ程
路線名

運
　
　
　
搬
　
　
　
経
　
　
　
路

’

この県での運巌の内容が用紙（その2）の記載事項と異なる場合は、その事項及

ﾑ運搬の内容

記　　　載　　　　事　　　　項 運　　　搬　　　の　　　内　　　容

そ．の　他　　の　記　載　事　項 用紙（その　2）のとおヴ



（その2）運搬の内容

種類及び個数（注6）

輸送物

核燃料物質等の名称
yび数量　　（注7）

区分及び区分別数量
@　　　　（注8）

運送人

氏名（法入にあって
ﾍ、その名称）

住　　　　　　　所

運行責任者氏名　（注9）

同　行　者　氏　名　（注10）

自動車
o録番号

最大積載
d　　量

積載重量及び

A送物個数
運転老氏名

核燃料物質等積載車両及び運
]者

積　　載　　方　　法　（注11）

携行資器材の名称及び個数

運　　搬　　要　　領　（注12）

警察機関への連絡要領

応　急　措　置　要　領

摘　　　　　　　要　（注13）

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

注　1　使用轡、製錬事業春、加工事業者、原子炉設囲者、外国原子力船運航者、山繭

　　理事業者若しくは廃棄事業春又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載

　　すること。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び使用者等の別を併

　　記することQ

　　2　この欄には全運搬経路の運搬艮時を記載すること0

　　3　この欄には全運搬経路の発送地及び到達地を記載し、工場又は事業所である場

　　合は、その名称を併記すること0

　4　この欄にはこの運搬届出書を礎出する都道府県の運搬経路に係る内容を記載す

　　ること0

　5　この欄には駐車、積御し及び一時保管の予定場所及び予定時刻を記載すること。

　　6　A型輸送物、BM型輸送物、　BU型輸送物、王P－1型輸送物、王P－2型輸

一
六



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

七

　送物又はIP－3型輸送物の別及び値数を記載すること。核分裂性輪送物にあっ

　ては、その旨を併記すること。防護対象特定核燃料物質にあっては、核燃料物質

　等のエ場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の6第1項の表第1号

　又は第2号に該当する場合は区分1、岡表山3号から第6号までのいずれかに該

　当する場合は区分H、同表第7号から第9号までのいずれかに該当する場合は区

　分皿とそれぞれ併記すること。

7　燃料要素、燃料集合体又は南画済燃料にあってはその旨及び単位脚数を、その

　他の核燃料物質にあっては化学上の名称及び重量を記載すること。核燃料物質に

　よって汚染された物にあっては、その旨及び重量を記載し、当該汚染された物の

　名称、汚染の状況及び汚染の程度を記載した書面を添付すること。

8　照射されていない燃料の場合には、濃縮ウラン、プルトニウム及びウラン233

　の区分により、濃縮ウランの区分に属するものにあってはその旨、濃縮度及びウ

　ラソの量を、プルトニウムの区分に属するものにあってはその旨及びプルトニウ

　ムの量を、ウラン233の区分に属するものにあってはその旨及びウラン233の量

　を記載することQ照射された燃料の場合には、照射前の濃縮ウラン、プル事ニウ

　ム、ウラン233、天然ウラン、劣化ウラン及びトリウムの区分により、濃縮ウラ

　ンの区分に属するものにあってはその旨、照射前の濃縮度及び照射前のウランの

　量（濃縮度が10パーセントに達しないものにあっては濃縮ウランの区分に属する

　旨、照射前の濃縮度、照射前のウランの量及び照射直後の吸収線量率）を、プル

　トニウムの区分に属するものにあってはその旨及び照射醸のプルトニウムの量を、

　ウラン233の区分に属するものにあってはその旨及び照射前のウラン233の蚤を、

　天然ウラン、劣化ウラン又はトリウムの区分に属するものにあってはその旨及び

　照射置後の吸収線量率を記載すること。

9　運搬に同行し、運搬の実施について責任を有する者の記載をすること。

10　核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者で、運搬に同行し、当該

　核燃料物質等の保安のため必要な雛督を行うものを記載すること。ただし、BM

　型輸送物以外の輸送物を運搬する場合であって、その者を同行させないときは記

　載を要しない0

11　輸送物の積載方法の概要を紀載し、積載時の車醐の外観図を添付すること0

12　車両の速度及び駐車、積郷し又は一時直管をする際に講じる見張り人の配置等

　安全確保のための措践について記載し、車列の編成及び車間繕離を紀載した図面

　を添付すること0

13法第59条の2第2項（法第66条第2項において準用する場合を含む。）の科学

　披衛庁長官又は運輸大臣の確認の有無核燃料物質等のエ場又は事業所の外にお

　ける運搬に関する規則第5条第7号ただし書軸は第8号ただし書に規定する承認

　（岡規則第6条から第10条までに規定する技術上の基準に係るものを含む◎）の

　有無及び同規則第13条又は核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輪省令第72号）

　第19条第1項若しくは第2項の特別措鍛の承認の有無について記載すること。
備考1用紙（その1）は運搬の経路となる区域を管轄するすべての都道府県公安委員

　　　　会に、用紙（その2）は発送地公安委員会に提出すること。

　　2※印欄には記載しないこと。

　　　3用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



別記様式第2（第3条関係）

第　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

@　　　　　　　核燃料物質等運搬証明書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公安委員会㊥

住所

使用者等 氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

使用者等の区分

運　　　　搬　　　　日　　　　時
集　　　月　　　日　　　時　から

N　　　月　　　EI　　時　まで

発　　　　　　送　　　　　　地

到　　　　　　達　　　　　　地

経由地点

距　　離（㎞）

路線名

所要時

ﾔ（分）

運　行

栫@刻

運　搬

閨@段

備1 l
区　問 キロ程運

　
　
　
搬
　
　
　
　
経
　
　
　
　
路

運　　搬　　　の　　内　　容

指　　示　　の　　事　　項

備考1　この運搬証明書は、運搬中常に携帯し、警察官の要求があったときは、

@　必ず提示すること。

@　2　この運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく交付を受け

@　た都道府票公安委員会に届け出ること。

@　3　この運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、遅滞なく交

@　付を受けた都道府県公安委員会に届け出ること。

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

八

備考　用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



溺記様式第3（第6条関係）

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

九

※整理番号

※受理年月日

※書換え年月日

核燃料物質等運搬証明書書換え申請書

年 月　　日

公安委員会　殿

住所

氏名（法人にあっては、 その名称及び代表者の氏名）④

使用者等の区分

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の 2第9項

（同法第66条第2項において準用する場合を含む。） の規定により、 運搬証明

書の書換えを申請します。

運i般証明書番号　　　　　　　　　運搬証明書交付年月日 年 月　　日

竈
臼

換
　
え
　
事

項

書

換
　
え
　
事

由

備考1　※印欄は、記入しないこと。

　　2　用紙の大きさは、日本工業規格B5とすること。



別記様式第4（第7条関係）

公安委員会　殿

※整理番号

※受理年月日

※再交付年月日

核燃料物質等運鍛証明書再交付申請書

住所

年　　月 日

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

使用者等の区分

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第1q項

（同法第66条第2項において準用する場合を含む。）の規定により、運澱証明

書の再交付を申請します。

運搬証明書番号 運搬証明書交付年月日 年　　月　　日

申
請
．
の
事
由

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

δ
備考1　※印欄は、記入しないこと。

　　2　用紙の大きさは、日本工業規格B5とすること。



報告徴収関係（法第67条〉

（発生地・届出地）

藩故発生時の措置等（法第63条、64条）

（注）法………核原料物質、核燃料物質及び原手炉の

　　　　　　規制に関する法律

　　政令…同上法律施行令
　　府令…核燃料物質等の運搬の届出等に関する
　　　　　　総理府令

（事故発生地）

都道府県公安委員会

　　　　（本部危険物担当課）

o報　告

　（法第67条、

　政令第22

　条m

○報告の命令

　（法第67条、政

　令第22条畷）

○事故発生日から

　10屠以内に報告

　（法上67条、政

　令第22条M、

　　府令i1条）

都道府県警察本部二二当課

警察官（110番、高速道路緊急電話）

o遅滞なく届出

　（法第63条）

o直ちに通報
　（法第64条）

原　　子　　力　　事　　業　　者

0事業所外運搬の状況

　（運搬の安全管理対策等）

o事業所外運搬に関し人の障

害が発生した事故の状況

。盗取又は所在不明

。交通事故

O防護対象特定核燃料物質の運

搬の妨害

O核燃料物質等の異常な漏えい

その他

原子力事業潜及び運搬受託老

O所持する核燃料物質につい

　て盗取、所在不明その他の

事故

下記事態の発見者

O所持する核燃料物質等量は原子

炉に関し、地震、火災その他の

災害が起ったことにより核燃料

物質軍職原子炉による災害が発

生するおそれがあり又は発生し

た場合

壕蓑蕪鼻鉱節e戦…談e睡…還蜘主2駆極ゆ誰騨凄くP（細無士駆瞳） ii用



1　運搬証明書の交付手続

原
子
力
事
菜
者

履出欝提出

運搬証明罫の交付

発
　
送
　
壇
　
公
　
安
　
委
　
負
　
会

照　会

厨出書送付｛郵送）

摺示についての通根・連銘

週搬証明沓送付（郵送）

頽毘香送付（郵送）

通
過
地
公
吹
委
負
会

照　会

告服

絡のていつに示

金

’霊

部　擦

．赫についての通鞭’一

服　告

運搬証明書送付（郵送｝

到
蔚
臆
公
史
委
員
会

部
門

報　告

虚　　駕

部　盛

匹
鱈
」

歳
口
［
．
．

2　運搬証明書の返納手続

運

察
署

師
各
部
門

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）



3　運搬証明書の書換え手続

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

4　運搬証明書の再交付手続

開

係

発

公
安
委

原 送 貫

子 再交付申請書提出 」沓 再交付申請書送付（郵送）

会

（
カ 公 再

事 安
交
付

該

梨 斬遅搬説明書交付 委 斬運撮証明書送付（郵送） 当

r

区

者 貴 域
都

ム 道
π

府



○第蒲　運搬届出書の記載要領

1，届畠圓数

　　届出は、1圓の運搬ごとに行うこと。1車列をもつて1回の運搬とする。概ね積載

車両を含む車両8台以内をもつて工臨列とする。ただし、同時に2以上の車列を編成して

運搬する場合であっても、嗣一経路で運搬し、車列ごとの運搬間隔が30分以内である

ものにあっては、1回の運搬として取り扱う。この場合にあっては、概ね最大限4専

列をもって1圓の運搬とする0

2，　届出書の提撮先日

〔1）提出先

　　届出書の提出は、発送地公安委員会以外の公安委員会（以下「関係公安委員会」と

　いう。）に提出する届出書であっても、発送地公安委員会（都道府県警察本部の危険

　物担当課）に提出する。関係公安委員会に対する届出書には、当該公安委員会に送

　付するに要する切手を貼付した封筒を併せて提出する。

　　届鵠書用紙（その1）は、公安委員会ごとに2通、届出書罵紙（その2）は3通を

　　発送地公安委員会に提出する。

（2）海L輸送を伴う場合

　　事業所内の専用港から船舶で運搬し、他の港で荷降して公道又は専用道路を運搬

　する場合には、荷降した港が発送地となるQ

　　事業所内の專用田から船舶で外国に運搬する場合及び事業所内の専用港から船舶

　で運搬し他の事業所内の再用港で荷降し、公道又は専用道路等において運搬しない

　場合は、届出を要しないが、警備．上の蘭係から連絡を願いたいQ

3．届出書の提出日

　運搬日の2週間薗まで（1都道府県内のみの運搬については、1週聞前まで）に礎臨

する（土、日、祭日を除く。）0

4　運搬証明認の返納

　　運搬が終了した場合には運搬証明書を直接到達地公安委員会（警察本部の危険物担

　当課又は最寄りの警察署）に返納する0

5．届出書用紙（その1）の記載要領

　（1）届出年月日

　　届出書を発送地公安委員会に礎出する年月日を記載する。

　（2）日出公安委員会

　　　届出先の公安委員会の都道府察名を記載する。

③　届　撮　者

　　　届出を行う使用者等を記載するが、運搬を委託された者が届け出る場合には、運
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「
五

　　　搬を委託した者との連名による。

　　　法人が届出者の場合には、その代表者名により届墨をしなければならず、支社等

　　の名義による届出は認めない。

　（4）担　当　者

　　　実際の実務担当者であって、運搬内容を熟知した者を記載する。

　（5）　運搬　臼　康§…

　　　運搬全体の開始日時及び終了日時を記載する。

　（6＞　発送地、到達地

　　　全運搬の発送地及び到達地を記載し、事業所、埠頭、空港である場合にはその

　　名称を餅記するQ埠頭等については、コンテナーバースを記載する等、場所をで

　　きるだけ特定する。

（7）運搬経路

　　　路線名、各都道府県の出入地点、主要な経由地点、通過予定時刻等運搬経路が曝

　　確にわかるように記載する。

　　　運搬手段は、車両、鉄道、船舶等を併屠するときのみ記載する。

　　備考の欄には、駐車、積降し及び一時保管予定場所及び予定時刻を記載する。

　　　この欄に記載する事項は、盗取、交通事故等の防止のために重要な事項であるの

　で、明確に記載する（例えば「海老名」ではなく、「東名海老名サービスエリア」

　　とその所在地、名称等を具体的に記入する。　）◎

　　　なお、一時保管をする場合には、事業所、営業所等の倉庫又は車庫で行い、事故

　　等緊急やむを得ない場合の外は、運搬途中の積載物の車両間の積替えは避ける。

（8）　この県での運搬の内容が用紙（その21の記載と異なる場合は、その事項及び運

　　搬内容

　　　届出書用紙（その2）には、運搬経路を管轄するすべての公安委員会について共通

　　のものが記載されるが、当該届出謁の提出にかかる公安委員会の管轄する区域内に

　　おいて、運搬の内容がこれと異なる場合には、当該事項についてこの欄に記載する。

　　　記載事項瀾には、届講書用紙（その2）の該当する各欄名を記載し、運搬の内容

　　欄には、その運搬内容を具体的に記載する0

6．届出書用紙（その2）の記載要領

①　輸送物

　　ア　種類及び纐数

　　　　輪勘の種類については、輸勘の型式を記載し、当該与野が離対鮒定

　　　核燃渤質である場創。あっては、区分1、区邪及び区郷の別について・「A

　　　型核分裂性輸送物（区分垂）」等と併記する。

　　イ　核燃料物質等の名称

　　　　「燃料集合体」、「六フヲ化ウラン」等と記載するo



　　また・照射された物質については、「使用済燃料」と記載し、試験的に照射し

　　たものについては、その旨を付記する。

　ウ　区分及び区分別数量

　　ゲ）　未照射の場合

　　　　プルトニウム及びウラン233にあってはその旨を、濃縮ウランについては、

　　　「濃縮ウラン（濃縮度○．○％）」等と記載する。

　　　　また、数鍛については、総運搬量と1車列の総量を記載する。

　　　　　例……濃縮ウラン（濃縮度：○○％）

　　　　　　　　第1車列　　約○○Okg－U

　　　　　　　　第2車列　約○○Okg－U

　　　　　　　　合計約○○Okg｝U
　　lで〉　使用済燃料

　　　　照射前の区分、照射前の濃縮度（濃縮ウランのみ）、照射前の数量（総運搬

　　　量と1車列の総量）について記載する。濃縮度が10％に達しない濃縮ウラン、

　　　天然ウラン、劣化ウラン及びトリウムについては、照射直後の吸収線量率につ

　　　いても記載する。

　　　　　例……照射繭濃縮ウラン（濃縮鹿：○○％）、照射直後の吸収線是率1グ

　　　　　　　　レイ毎時を超える。

　　　　なお、照射されたプルトニウム、ウラン233及び濃縮度が10パーセ×トを超

　　　える濃縮ウランについては、運搬時の吸収線最率についても記載願いたい。

②　運送人

　　実際に運搬を行う運搬業者の全員を記載する。

③　運行責任春

　　運搬に同行し、運搬全体について責任を有する者を記載する0

　　2車列以上で運搬する場合には、車列ごとの責任者も合わせて記載する。

（4）周行者氏名

　　核燃料取扱主任者等関係法令で定められている資格を有する者、事業者等が実施

　する講習等を受講した盆祭は核燃料物質等の取扱いに3年以上従事したことがある

　者で運搬に周行するものを記載する。

　　BM型輸送物以外の輪送物を運搬する場合であっても、できる限り、これらの者

　を同行させる。

（5）核燃料物質等積載車両及び運転者

　　積載車両ごとに、自動事登録番号、最大積載重量、積載重量、輪送物｛固数及び運

　転者氏名を記入する。予備者（車）のある場合は、別紙に記載する。運行責任者及び

　同行者の予備員は、一運搬につき各々1名、警備員及び運転の予備員は、1圓の運

　搬が2車列までの場合は、4名以内、3車列を超えるものは8名以内にする。
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　　また、積載車、伴走車及び警備車については、一運搬につき各々1台以内の予備

　車爾にする。

⑥　積載車

　　積載方法の概要を簡潔に記載し、外観網を添付する。

（7）携行資器材の名称及び鰯数

　　サーベイメーター、化学消火器、フイルムバッヂ、ボケソト線景計、立入禁止区

　域表示用器具等の災害発生時の応急措蝦のために携行する資器材を記載するっ

（8）運搬要領

　　速度、伴走車の配置、見張人の配躍、駐車時の措潰、車列間及び車両間の連絡方

　法等について記載し、輸送編成（1車列の場合は、車両間の距離）を記載した図面

　を添付する。

　　伴走車については、その乗務員の氏名、役舗についても記載する。伴走車とは、

　運搬中の安全確保のための車両であって、交通事故、盗取等の防北のために監視を

　行い、必要な措鍛をとれる者が添乗しているものをいう。

　　見張人については、氏名のほか見張方法等について記載する。見張入とは、周辺

　を監視し、関係巻以外の藩の接近を防止することができる能力を有する蒋をいう。

（9）警察機閣への連絡要領

　　運搬中の異常審態発生時の連絡、災害又は旧故等により運搬証明書の記載と異な

　つた運搬を行わなければならなくなった場合の連絡方法等について記載する。

　　連絡は、事故等の発生地を管轄する都道府県警察本部又は警察署に行う。

α③　応急措置要領

　　災害発生時、車両故障時、妨害行為発生時等における応急措置について記載する。

⑪　摘　要

　　科学技術庁長官又は運輪大臣の確認の有無等を記載する。確認申請中である場合

　には、その旨を記載する。

毛



記載例

（その1） ※整　理　番　号

※受理年月　日
※証明書番号
※証明書交付年月日

核燃料物質等運搬届出書

○○県公安委員会殿

平成　　年　　月 日

住所　東京都○○区○○町○丁目○番○号

氏名○○株式会社　　　　代表取締役　　○○　○○　　㊥
使用老等の区分　加工事業者

担当者　○○　○○　電話番号　0ひ00ひ㏄GQ

住藤　東京都○○区○○町○丁目○番○号

氏名○○株式会社
　　　　代表取締役　○○○○㊥
使用者等の区分　運搬を委託された者

担当者　○○　○○　電話番号　03－000－QOOO

住噺　東京都○○区○○町○丁冒○番○号

氏名　○　　○　　株　　式　　会　　社

　　　　代表取締役　○○○○㊥
使用者等の区：分　運搬を委託された者

担当者　○○　○○　電話番号　03－O㏄トQQQO
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運　　　　｛般　　　日　　　時
○○年○○月○○日　　　IO時…30分　　から

宦對N○○月00日　　ll時20分　まで

発　　　　　　送　　　　　　地
○○県○○市○○○○○○

@○○株式会社　○○事業所

到　　　　　　達　　　　　　地
○○県○○郡○○町○○○

@○○電力株式会社　○○原子力発電斎

距　離　（k囮） 所要時

ﾔ（分）

運　行

K　刻

運　搬

閨@段経由地点 区間　キロ程
路線名 備　考

運
搬
経
路

別紙1記載の通り

この県での運搬の内容が用紙（その2）の記裁事項と異なる岩合は、その事項及び還搬の

燉e
記　　　　載　　　　事　　　　項 運　　　　搬　　　　の　　　　内　　　　容

該　当　な　し

そ　の　他　の　記　載　事　項 用紙（その2）の通り

一
九



記載例

（その2）　運　搬　の　内　容

種　類　及　び　面　数
　　　　　　　　　　　第1車列　　○○輸
`型核分裂性輪送物　　　　第2車列　　○○｛固

@　　　　　（区分盟）　合　計　　○○個

翰送物 核燃料物質等の名称
yび飼数

燃料集合体　　　第1車列　　○○体
@　　　　　第2車田　　○○体
@　　　　　　合　計　　○○体

区分及び区分別数量
濃縮ウラン（濃縮度：0．O％以下）

@　　　　　第工車列　　約QO，㏄G　kg－U
@　　　　　第2車列　　約00，QGQ　kg－U
@　　　　　　合　計　　約QG，OQO　kg－U

運送入

氏名　（法人にあって
ﾍ、その名称）

○○運輸株式会社

住　　　　　　　　所 東京都○○区○○町○丁目○番○号

運　行　責　任　者　氏　名
総括運行責任者　　　　○○　○○
謔P車列運行責任者　　○○　○○
謔Q車列運行責任者　　○○　○○

同　　　行　　　者　　　氏　　　名 該　当　せ　ず

自効攣登

^番号
最大積載

d　　量
積載重量及び

A送物偲数
還　転　者

＝@　　名
核燃料物質等積載車両及び運転者

別紙2記載の通り

積　　　載　　　方　　　法
トラックには輸送物○個を○段で積載し、ワイヤロー
vで置定し、翰送物上部には緩衝体を当てる。

@　　　　　　　　　　　（別紙3参照）

携行資器材の名称及び飼数 別紙4記載の通り

運　　　行　　　要　　　領 別紙5記載の通り

警察｛幾関への連纏要領 別紙6記載の通り

応　　急　　措　　置　　要　　領 別紙6、7記載の通り

適　　　　　　　　　　　　用 科学技術庁長官の車両運搬確認を申請中
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別紙1

運搬経路及び運行時刻（例）

県 経由地点 距離（K踊）

運行時劾 懲名 〔駐車予定場所〕 区間 キロ 路線名 罎（分）
・． P車i堕 2車ダ1 手段

爾　　考

○　　○　　　発 0 10：30 11：00

〔○○事業所〕 5 国道（〉号線 10 自

一 ○○交差点次
5 10：40 11；10

oo oo

○　O　I・C Oo OQ：oo oo：oo 動

OQ QO

○O　S・A　着 oo oo：Oo OQ：○○ 運転者交替

〔サービス・エリア〕
｝ ○○自動車道 （Oo） 車 休憩・点検

城 ○O　S・A　発 一 OG：OQ Oo：oo
Oo oo

茨城・千葉県境 oo oo：oo oO：oo 運

千 oo oo

○　　　○ Oo Oo：○○ 00：CO
葉 Oo Oo 搬

千葉・埼玉県境 OG OG＝Oo OG：QD
奇 QO oO

埼玉・東京県境 OG ○○高速道路 QO：oo OQ：Oo

東 oo oo

○O　I・C oo ●

京

滋賀・橿井県境 Oo ○○高速道路 oo：oo Oo：oo
Oo oO

囁 ○O　I・C QG OG：○○ OD：C◎

oo 国道○号線 oo

○○交差点 oo oO：oo Oo：oo
Oo 県　　道 oo

井 ○　　○　　　着 OQ 10：50 11：20

〔○○原子力発電所〕

計 約○○Ok田 一 約24時欄50分 一 一



別紙　2

【第1車列】

核燃料物質等積載車両及び還転者（例）

自動車登録番号 最大積載量 積載璽量及び輸送物偲数 運転者氏名

○01100000 ○○．○トン ○偲：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○綴：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○偲：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○偲：約○，○トン
○○　○○

宦宦@○○

（車列前方）

　　警．備車
（○OQGOOGQO）

伴走車及び運搬従事者（例）

監視員（隊長）

監　　視　　員

　　〃

○
○
○

○
○
○

○
○
○

O
O
O

（○○警備（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）
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先導車
（○○OGOOGOQ）

運　　転　　者

　　〃
運行責任者（正）

○○○同行者

監　　視　　員

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
O
O
O
O

（○○運輪（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）
（○○（株））

（○○警｛繭（株））

（車列後方）

　　後備電
（○○OGOOCGG）

者
　
の

　
　
幅
者

　
　
者
術

転
〃
任
技

　
　
責
線

　
　
行
射

運
　
運
放

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

（○○運輸（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）
（○○（株））

警備斑
（○○（＞001000G）

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

員視
〃
〃

監 （○○警備（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）



別紙2一（2）
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【第2旗列】

核燃料物質等積載車両及び運転者（例）

自動車登録番号 最大積載量 稜載重量及び輸送物個数 運転者氏名

○01100000 ○○．○トン ○澗：約○．○トン OO　OO
nO　OO

○01100000 ○○．○トン ○　個　　：　約　○．○トン OO　OO
nO　OO

○01100000 ○○．○トン ○　｛固　　：　約　○．○トン ○○　○O

nO　OO
○01100000 ○○．○トン ○　イ固　　：　約　○．○トン ○○　○○

宦宦@○○

（車列前方）

　警備虫
（○OQOOGooo）

先導車
（○OoOOQOQO）

伴走車及び運搬従事者（例）

監視員（隊長）

監　視　員
　　〃

運　転　者
　　〃
運行責任者（正）

○○○同行者

監　視　員

）
　

）
　

）

ラ蛛備
　

警
－
，

○○
（
　
（
　
（

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

）
　
）
　
）
　
　
　

）

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

株
　
　
　
株

く
　
　
　
　
　

　
く

聯
〃
㈱
號

○
　
　
○
○

○
　
　
○
○

（
　
（
　
（
　
（
　
（

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

（車列後方）
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警備車
（○00QOQCQO）

監　視　員
　　〃
　　〃

）
　
）
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ラ麻備
　

警
，
，

○○（
　
（
　
（

○
○
○

○
○
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○
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（注）予備員：上記運搬従事者に変更があった場合次の従事者より充当致します。

　　○○○○，○○○○，○○○○，○○○○似上○○運翰㈱）
　　○○　○○，○○　○○，○○　○○，○○　○○（以上○○警備（株））
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積載車両外観図（例）
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別紙4

　　携行資器材の名称及び偲数

No．

，

1

2
3
4
凱
⑥
旺
盛
飢
欺
焦
凱
職
純
紙
凪
拡

品 名

サーベイメータ

　γ線用（電離箱又はGM式）

　α線罵

ゼブラロープ

標　　識（立入禁止等）

夜聞信号用ランプ

（1）警戒灯

（2）懐中電灯

拡声器（電気メガホン）

ボ　　　ロ

ポリ又はビニール袋

ペーパータオル

ビニールテープ

消火器（ABC内容量3．5kg以上）

赤　　旗

無線機
翼ーバーオール

マ　ス　ク

メ　ガ　ネ

ゴム手袋
オーバーシューズ

個 数

　　1台／車　 列

　　！台／　　〃

　約100m／　　〃

　　1式／　　〃

　　3個／・　〃

　　3偲／　　〃
　　1台／　　〃

　約2kg／　　〃
小各毬工式／　　〃

　　6箱／　　〃

　　1式／　　〃

　　山田／各車両
　　工式／車　 列

　　！台／　　〃

　　1着／運搬従事者
　　工飼／　　〃

　　1個／　　〃

　　1双／　　〃
　　1足／　　〃

五



別　紙　5

運 要 領（例）

運鍛にあたっては、安全確保のために以下の措置をとります。

1．運行前点検を厳重に実施します。

2．交通法規を遵守し、一般道路及び高速道路においては指定速度以下で運行

　　します。

　　　注）雨天等気象状況の悪い時、又は坂道、悪路、工事中の道路等注意を

　　　　要する場合は、徐行する等、より安全な速度で走行します。

3．積載車両の前後に別紙5一（2）「車列編成図」の通り伴走車を配置します。

　　伴走車には別紙1「伴走車及び運搬従事者」に示す運搬従事者が乗車し、交

　　通事故防止に努めるとともに積載車両を監視します。

4．携帯無線機を使用し、各車両親で連絡をとるとともに定期的に輸送本部と連

　　絡をとります。

5．運搬中に駐車又は停車をする場合には、積載車両に接近する者を監視出来る

　　位置で監視員を含めO名で見張ります。尚、戸戸車する場所が路上である場

　　合には停止標示抜を置き、監視員が交通整理を行ないます。

6．輸送途上での積替はありません。

－
’
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事列輩成図㈱

　　輸送物積載車　　　　　　　　　　　伴　走　車

撫＿毫繋農⊆；轟∈∋蘇

【第2車列｝

　伴走車

．疎曇
馨＿輌，

翰送物積載車

馨皐曝＿． 騒＿。、

伴走車

ε繍

車間距離は時速○Okmのとき○Omを保ちます。

七



別　紙　6

　　　　　　　　　　　警察機閨への連絡要領（例）

1．交通事故、核燃料物質の盗取等が発生した場合には．運行責任者が110番
　（高速道路上では緊急電話）で最寄りの警察に巡絡します。

　　連絡にあたっては、下記内容を速やかに伝えます。

　　　　（！）事故発生時刻及び場所

　　　　（2）事故の原因及び状況

　　　　（3）負傷者、湾染の有無

　　　　（4）事故の拡大性の有無

　　　　（5）講じた措置

　　　　（6）連絡者の氏名及び今後の連絡先

2．運行責任者は車両事故、道路の不通等により、予定通りの運搬ができなくなつ

　た場合には、出発地及び通過地の警察本部担当課に別紙7の連絡系統により連

絡します。

3．運搬終了時には、出発地及び到着地の警察本部握当課に連絡します。

　　　　　　　　　　　応急措置要領（例）

　事故等が発生した場合には、状況によって処澱方法は異なりますが、原則と

して次の処概をとります。

！．還行責任者は警察機関への馬鹿要領（上記）により最寄りの警察へ遮終し、指

　示をあおぎます。

2．運行責任者は必要な場合に、最寄りの消防機関に119番で連絡します。

3．しかる後に、非常時の連絡体制（別紙7）によって関係部署へ連絡します。

4．運行責任者及び放射線技術者は、運搬従事者及び監視員を摺揮し、事故現場

　の状況に従って縄張り、立入禁止標識、見張人、赤旗又は赤色合図灯により事

　故現場に関係者以外を近づけないようにします。

5．放射線技術者は、必要と認めた時は、放射線の測定を行ない携行資器材（別紙

　4）で放射線防護の処置をとります。

6．火災が発生した場合は、初期消火に努めます。
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非　常　時　の　連　絡　体　制（例）

各車列の運行責任者 最　　寄　　警　　察　　署

最　　寄　　消　　防　　署

○　　○　　（株）

@輸送本部　QOOG一（准OOQG 関係各社　担当部署

発地、通過地及び到藩地の

@警察本部　担当課

科学技癖庁　担当部署

運翰省　担当部署

そ　の　他　関　係　官　庁

（注）発地、通過地及び到着地の

　警察本部担当課の連籍先は必要

　により別紙にまとめる。

九



○第2　書換え申藷書の記載要領（続き）

1　届出を要する場合等

（1）運搬証明諜の書換えを必要とする場合

　　運搬証明書の記蔵事項に変更を生ごたときは、書換え申講書を提出し、運搬証明

　書の需換えを受ける必要がある○

　　運搬証明書の記載事項と基本的同一性を失うような変更（運搬する核燃料物質等

　の変更、発送地又は到達地の変更、2週間以上の運搬日時の変更等）については、

　書換えを受けることはできず、新たな運搬届出書を提出し、改めて運搬証明書の交

　付を受ける必要がある。

（2）　書換え申請の例外

　ア変更内容が軽微な場合

　　　運搬証明轡の記載箏項のうち、運搬の内容欄（運搬証明i婁に添付される届出書

　　　（その2））中の警察機蘭への連絡要領欄、応急措践要領瀾及び適溺欄の記載内容

　　の変更については、魯き換えを受ける必要はないが、変更内容を必ず報告するこ

　　と。

　イ　緊急やむを得ない理由による運搬日時の変更

　　　荒天等により船舶の入港が遅れたためなど、いわゆる緊急やむを得ない理由に

　　よる運搬臼時の変更については、講換えを受ける必要はないが、緊急やむを得な

　　い理密を付して必ず報告しなければならない。

　　　報告は、原則として書面によることとし、運搬証明露書換え申請書を用いる。

　　自頭（竃話による場合を含む。）により報告する場合には、書換え申請書記載内容

　　に従って報告する。

　　　この場合には、発送地公安委員会から運搬証明書護換え申請譲受理証明書又は

　　運搬証明秀書換え申請書口頭受理証明欝が交付されるので、これを運搬証明謁と

　　ともに携帯して運搬すること。

　　　運搬を終了したときには、運搬証明書護換え申請書受理証明霞又は運搬証明書

　　壽換え申請書口頭受理証明書は、運搬証明書とともに返納する。

　ウ　急を要する場合の謁換え

　　　予定車両の故障等で積載車癒を変更しなければならない場合など、急を要する

　　場合の書換えであっても、届出者の責に帰すべき理由による運搬証明譲の記載事

　　項の変更は、原一通りに運搬証明書の書擁えを受ける必要があり、運搬証閉書書

　　換え申請書を提出し、手数料を納付しなければならない。

　　　ただし、このような場合で運搬証萌書の書換えを受ける時間的余裕がない場合

　　には、発送地公安委員会から運搬証明書書換え申請書受理証明書が交付され、申
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　　　請書に添付して提出した運搬証明磐が返却されるので、これらを携帯して運搬す

　　　ることができる。

　　　　運搬を終了したときには、運搬証明繋書換え中請書受理証明謝ま、運搬斑明護艶

　　　．ともに返納する0

2　書換え申講書の提出先

　　書換え申請諜は、関係上安委員会に提出する申請書であっても、発送地公安委員会

　（都道府県警察本部の危険物担当課）に提田する。この場合、切手を貼付した封筒を

　併せて提出する0

3　書換えをした運搬証明書の交付

　　書換えをした運搬証明書は、すべて発送地公安委員会を経由して交付する0

4　霧換え申請書の記載（報告）要領

　（1）申請年月日

　　　発送地公安委員会に提出する年月日を記載する。

（2）申請者

　　書換えを受けようとする運搬証明霧にかかる運搬届出書の届癬者を記｝紋する。

　　運搬届出書の届出蕎が陵数の場合にはその連名で申請をすることを療則とするが、

　委任状が添付されている場合には、当該励il書の届出蒋の中の委任を受けたいずれ

　かの1名の記載でもよい。

（3）運搬証明警番号

　　書換えを受けようとする運搬証明書の番号を記載する。

（4）運搬証明書変付年月日

　　書換えを受けようとする運搬証明書の交付年月日を記載する。

（5）　書換え事項

　　運搬証明書中の霧換えを受けようとする箇所及び河をどのように書き換えを受け

　ようとするのかを明確に記載する。

　　　記載例：運搬日時瀾の「平成○年○月○日○時から」を「平成○年○月○段○

　　　　　　　時かち」に変更。

（6）　書換え事由

　　具体的に記載する。

　　　記載醜：平成○年○月○日○○時○○分に○○港○○埠頭に接岸予定の輪送船

　　　　　　　「○○○：丸」が、5日間遅れて向月○日○○時○○分に接岸すること

　　　　　　　となったことから運搬日時を変更する必要があるため。



○第3　再交付申請書の記載要領（続き）

1　属出を要する場合

　運搬証明露を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、再交付の申請をしなければな

　らない。

　喪失した場合とは、遺失して警察に遺失届を提出した場合である。

　　汚損した場合とは、証明書の記載事項が判別出来なくなった場合である。ただし、

一部が判読嵐来ない場合であっても全体又は前後の濁係から記載衷項を解読できる場

合には申請を必要としない。この場合の再交付の申請には、再交付申請譲に汚損した

運搬証明書を添付する。

　盗取された場合とは、盗取されて警察に被害届を提出した場合である0

2　再交付申請書の提出先

　再交付申請書は、関係公安委員会に提価する申請書であっても、発送地公安委員会

　（都道府県警察本部の危険物担当課）に捷鐵する。

　運搬仔激台後に再交付を受けようとする場合であっても、発送地公安委員会に提出する0

3　再交付する運搬証明書の交付

　　再交付する運搬証明書は、すべて発送地公安委員会を経由して交付する0

4　再交付申請書の記載要領

　（1）申請年月日

　　　発送地公安委員会に提出する年月日を記載する。

②　申　請　者

　　　再交付を受けようとする運搬証明書に係る運搬届出講の届出者を記載する。

　　運搬届出書の届出者が複数の場合にはその連名で申講をすることを原則とするが、

　　委任状が添付されている場合には、当該届出書の届出者の中の委任を受けたいずれ

　　かの1名の記載でもよい○

　（3）運搬証明護番号

　　　再交付を受けようとする運搬証明書の番号を記載するQ

（4）運搬証明書交付年月日

　　　再交付を受けようとする運搬証明書の交付年月日を記載する。

（5）　申講の事由

　　　具体的に記載する。

　　　記載例：平成○年○○月○○后午後○時○○分ころ東京都千代田区丸の内00

　　　　　　　会社本社から同区丸の内の地下鉄丸の内線東京駅までの間に○○会社

　　　　　　　事務封筒に入れたまま遺失しましたので再交付を申請します。平成○

　　　　　　　年○月○臼警視庁丸の内署に遺失届をしております。
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鐙

表　核燃料物質等の運搬に関する事務担当課一覧表

警察庁生活安全局生活環境課

電　　　　　話
担　　当　　課都道府県別

加　入　電　話

警　　　　察　　　庁 生活環境課 03－3581－0141

北海道警察本部 保　　安　　課 01亙一231－2王5歪

東北管区警察島 生活安全課 022－221－7181

青　　森　　県 生活保安課 O177・一23．一42H

岩　　手　　県 〃 0196－53一一515重

宮　　城　　県 〃 022～221－7171

秋　　田　　県 〃 0188一一63－111圭

山　　形　　県 〃 0236…｛1－6125

福　　島　　県 〃 0245－22一一2151

警　　　　視　　　庁 保　　安　　課 03－3581－4321

関菓管区警察局 生活安全課 03－3581－014玉

茨　　城　　県 生活保安課 0292．24－211！

栃　　木　　県 〃 0286－21－212i

群　　馬　　県 〃 0272－24－5454

埼　　玉　　県 保　　安　　課 048－832－0110

千　　葉　　県 〃 043－227－9131

神　奈　川　県 〃 045－211一重2里2

新　　潟　　県 生話録安課 02S－284－3131

山　　梨　　県 Zノ 0552一．35．一2玉2辺

長　　野　　県 〃 0262－33－0110

静　　岡　　県 〃 054－254－4351

中部管籔警寧島 生活安全課 052－951－16iユ

富　　山　　県 生活保安課 0764．一41－22il

石　　川　　県 〃 0762－62一一1161

福　　井　　県 〃 0776－22－2880

岐　　阜　　県 〃 0582…7レ2424

愛　　知　　県 保　　安　　課 052一．95正．16U



電　　　　　話
都　道　府　県　別 担　　当　　課

加　入　電　剛

球　　重　　県 生活保安課 0592－26－2111

近畿管区警察局 生活安全課 06－943－4234

滋　　賀　　県 生活保安課 0775－22－1231

京　　都　　府 保　　安　　課 075－451－9111

大　　阪　　府 保安第1課 06－943－i234

兵　　庫　　県 保　　安　　課 078－341－7441「

奈　　良　　県 生活保安課 0742－23－1101

和　歌　山　県 生活保安課 0734－23－9141

中川管区警察局 生活安全課 082－228－6411

鳥　　取　　県 生活保安課 0857－23－0111

島　　根　　県 〃 0852－26－0111

岡　　山　　県 〃 086－233－0111

広　　臨　　県 Zノ

082－228－0111

山　　口　　県 〃 0839－25－5111

四国管区警察局 生活安全課 0878－33－21玉玉’

徳　　島　　県 生活保安課 0886－22－3101

香　　川　　県 〃 0878－33－2111

愛　　媛　　県 〃 0899－41－01U

高　　知　　県 〃 0888－23－1211

九州管区警察局 生活安全課 092－622－5000

福　　岡　　県 保　　安　　課 092－641－414玉

佐　　賀　　県 生活保安課 0952－24－1111

長　　崎　　県 ノ！

0958－22－5101

熊　　本　　県 ノノ 096－381－0110

大　　分　　県 〃 0975－36－2i31

宮　　崎　　県 〃 0985－23－2141

鹿　児　島　県 〃 0992－23－9111

沖　　縄　　県 〃 098－862－0110

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
事
務
担
当
課
一
覧
表
（
警
察
庁
関
係
）

四
四



（ΩΩ　煙円綴細認箪奥くP）

図　核燃料物質等の船舶運送関係法令と体系
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i運輸省所管）
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船舶安全法
（運輸省所管）
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（科学技術庁所管）

（第64条）

危険物船舶運送及び

剔?規則（運輸省令）

（第9ま条の2

放射性物質等
D舶運送告示

（
霧

海上技術安全局長

i旧船舶局長）

危険時措置規則
（運輸省令）
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運搬規則（総理府令）
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船
舶
安
全
法
（
抄
）

○
船
舶
安
全
法
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
〔
蠕
軟
籍
晴
藷
舶
）

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
三
年
五
月
十
五
日
法
律
第
七
十
五
号

（
日
本
船
舶
航
行
供
用
の
要
件
）

第
「
条
　
日
本
船
舶
ハ
本
法
二
依
り
其
ノ
堪
航
性
ヲ
保
持
シ
且
人
命
ノ
安
全
ヲ

　
保
持
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
施
設
ヲ
為
ス
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
航
行
ノ
用
二
三
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

（
船
舶
の
所
要
施
設
）

第
二
条
　
船
舶
ハ
左
二
十
グ
ル
事
項
二
付
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
二
リ
施
設
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
要
ス
。

十九八七六五四三ニー
船
体

機
関

帆
装

排
水
設
備

操
舵
、
繋
船
及
揚
錨
ノ
設
備

救
命
及
消
防
ノ
設
備

居
住
設
備

衛
生
設
備

航
海
用
具

危
険
物
其
ノ
他
ノ
特
殊
貨
物
ノ
積
附
設
備

二
四
六

　
十
…
　
荷
役
其
ノ
他
ノ
作
業
ノ
設
備

　
十
二
　
鞭
暗
』
気
設
備

　
十
三
　
前
各
号
ノ
外
主
務
大
臣
二
於
テ
特
二
定
ム
ル
事
項

②
前
項
ノ
規
定
ハ
櫓
擢
ノ
ミ
ヲ
以
テ
運
転
ス
ル
舟
ニ
シ
テ
主
務
大
臣
ノ
定
ム

　
ル
小
型
ノ
モ
ノ
其
ノ
他
主
務
大
臣
二
於
テ
野
宴
定
ム
ル
船
舶
ニ
ハ
之
ヲ
適
用

　
セ
ズ

（
航
行
上
の
危
険
防
止
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
八
条
　
危
険
物
其
ノ
他
ノ
特
殊
貨
物
ノ
運
送
及
貯
蔵
二
関
ス
ル
事
項
並

　
二
危
険
三
韓
ノ
通
報
其
ノ
他
船
舵
航
行
上
ノ
危
険
防
止
二
関
シ
必
要
ナ
ル

　
璽
ず
頂
ハ
ハ
命
A
η
ヲ
囲
以
テ
之
ヲ
定
ム

②
前
項
ノ
命
令
ニ
ハ
必
要
ナ
ル
罰
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

③
前
項
ノ
罰
二
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
罰
ハ
三
十
万
円
以
下
ノ
罰
金
ト
ス

④
第
十
二
条
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
命
令
ノ
施
行
二
付
適
用
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
ω
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則



○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@〔

崧
Z
紆
飾
導
出
舶
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
五
年
十
二
月
二
十
二
日

（
通
則
）

第
一
条
　
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
及
び
貯
蔵
並
び
に
常
用
危
険
物
の
取
扱

　
い
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標
準

　
に
つ
い
て
は
、
他
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
）

第
二
条
　
次
の
規
則
に
お
い
て
、
こ
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
危
険
物
　
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　
　
ホ
　
放
射
性
物
質
等
　
放
射
姓
物
質
（
イ
オ
ン
化
す
る
放
射
線
を
自
然
に

　
　
　
放
射
す
る
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て

　
　
　
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
毎
グ
ラ
ム
七
四
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
放
射
能

　
　
濃
度
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

二
　
常
用
危
険
物
　
船
舶
の
航
行
又
は
人
命
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
、
当

　
該
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
危
険
物
を
い
う
。

三
　
甲
板
上
積
載
　
危
険
物
を
暴
露
甲
板
又
は
開
放
さ
れ
た
船
楼
、
甲
板
室

　
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
四
　
甲
板
上
カ
バ
ー
積
載
　
危
険
物
を
覆
布
等
で
お
お
つ
で
暴
露
甲
板
に
纏

　
　
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
五
　
甲
板
上
室
内
積
載
　
危
険
物
を
開
放
さ
れ
た
船
楼
若
し
く
は
甲
板
室
又

　
　
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
六
　
甲
板
下
積
載
　
危
険
物
を
暴
露
甲
板
下
の
場
所
で
あ
っ
て
、
開
放
さ
れ

　
　
た
船
楼
、
甲
板
室
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
積
載
す
る

　
　
こ
と
を
い
う
。

　
七
　
甲
板
間
積
載
　
危
険
物
を
上
甲
板
（
全
通
船
楼
船
に
あ
っ
て
は
全
通
船

　
　
楼
甲
板
。
以
下
同
じ
。
）
と
こ
れ
の
直
下
の
甲
板
と
の
間
の
場
所
に
積
載

　
　
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
八
　
倉
内
積
載
　
危
険
物
を
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
甲
板
下
の
場
所
に

　
　
積
載
す
る
こ
と
（
甲
板
問
積
載
を
除
く
。
）
を
い
う
。

九
　
は
し
け
　
危
険
物
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
を
含
む
。
次
号
及
び
第
十

　
　
｝
号
、
次
条
第
三
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
六
第

　
　
一
項
並
び
に
第
五
条
の
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
運
送
す
る
船
舶
で
あ
っ

　
て
推
進
機
関
又
は
帆
装
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。

十
　
タ
ン
カ
ー
　
危
険
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
　
部
を
構
成
す
る
タ

　
ン
ク
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
又
は
貯
蔵
す
る
船
舶
（
は
し
け
を
除
く
。
）

　
を
い
う
。

十
【
　
タ
ン
ク
船
　
危
険
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
一
部
を
構
成
し
な

　
い
タ
ン
ク
（
暴
露
甲
板
上
に
据
え
付
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
ば
ら

　
積
み
し
て
運
送
又
は
貯
蔵
す
る
船
舵
（
は
し
け
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
分
類
等
）

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
四
七



危
険
物
船
舵
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
四
八

第
三
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
危
険
物
の
分
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

　
る
。

　
五
　
放
射
性
物
質
等

3
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
及
び
放
射
性
物
質
等

　
の
品
名
は
専
門
的
名
称
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
危
険
物
の
品
名
は
分

　
類
又
は
項
目
ご
と
に
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
号

　
の
二
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
）
告
示
で
定
め
る
も
の
と
す

　
る
。

4
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
危
険
物
の
国
連
番
号
及
び
容
器
等
級
並
び
に
火
薬

　
類
の
等
級
及
び
隔
離
区
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
品
名
ご
と
に
告
示
で
定
め
る
も

　
の
と
す
る
。

（
経
由
機
関
）

第
五
条
の
三
の
二
　
第
九
十
一
条
の
九
第
｝
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
運
輸
大

　
臣
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
は
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局

　
長
（
船
積
地
が
本
邦
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
関
東
運
輸
局
長
。
以
下
同

　
じ
。
）
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
に
対
す
る
運
送
計

　
画
書
の
提
出
は
、
最
初
の
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
最
初
の
船

　
積
地
が
本
邦
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
関
東
運
輸
局
長
）
を
経
由
し
て
行
う

　
も
の
と
す
る
。

第
二
編
　
危
険
物
の
運
送

　
　
　
　
第
一
輩
　
通
則

（
荷
役
）

第
五
条
の
四
　
危
険
物
の
船
積
み
、
陸
揚
げ
そ
の
他
の
荷
役
を
す
る
場
合
は
、

　
船
長
又
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
は
、
こ
れ
に
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
危
険
物
積
荷
一
覧
書
）

第
五
条
の
六
　
船
長
は
、
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該

　
船
舶
に
積
載
し
た
危
険
物
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

　
た
危
険
物
積
荷
一
覧
書
二
通
を
作
成
し
、
う
ち
｝
通
を
船
舶
所
有
者
に
交
付

　
し
、
他
の
一
通
を
船
舶
内
に
当
該
輸
送
が
終
了
す
る
ま
で
保
管
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
　
　
船
舶
の
名
称
、
国
籍
及
び
船
舶
番
号

　
二
　
旅
客
船
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

　
三
　
船
畏
の
氏
名

　
四
　
船
積
み
、
積
換
え
及
び
陸
揚
げ
の
古
名
及
び
年
月
日

　
五
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
六
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
注
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
　
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
七
　
危
険
物
の
分
類
、
項
目
、
品
名
、
副
次
危
険
性
（
品
名
に
当
該
危
険
物

　
　
の
副
次
危
険
性
を
示
す
語
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
国
連
番
号
及
び
容

　
　
器
等
級
又
は
隔
離
区
分
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合
に
あ

　
　
つ
て
は
、
当
該
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
の
品
名
）



　
八
　
個
数
及
び
質
量
又
は
容
積
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
、
容
量
）

　
九
積
載
の
場
所
及
び
状
態

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
明
示
さ
れ
た
積
付
図
は
、
同
項
の
危
険
物
積

　
荷
一
覧
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
危
険
物
積
荷
｝

　
医
書
又
は
積
付
図
を
陸
上
の
事
務
所
に
｝
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
）

第
五
条
の
七
　
湖
川
港
内
に
お
い
て
航
行
し
、
又
は
停
泊
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
、

　
貨
物
と
し
て
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体

　
類
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
積
載
し
て
い
る
も
の
は
、
昼
闘
は
赤
旗
を
、
夜
間

　
は
赤
灯
を
、
マ
ス
ト
そ
の
他
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
穂
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十

　
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
危
険
物
積
載
船
が
海
上
交
通
安
全
施
行
規
鋼
（
昭
和

　
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
第
二
十
二
条
の
表
危
険
物
積
載
船
の
項
に
掲

　
げ
る
標
識
又
は
灯
火
を
掲
げ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
危
険
物
取
扱
規
程
の
供
与
）

第
五
条
の
八
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る
船

　
舶
及
び
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
（
有
害
性
液
体
物
質
を
除
く
。
）
を
運
送
す

　
る
船
舶
（
引
火
性
液
体
物
質
に
あ
っ
て
は
、
タ
ン
カ
ー
、
タ
ン
ク
船
及
び
タ

　
ン
ク
を
据
え
付
け
た
は
し
け
）
の
船
舶
麺
類
者
は
、
当
該
危
険
物
の
運
送
に

　
よ
り
発
生
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
危
険
物
に
関
す
る
性
状
、
作

　
業
の
方
法
、
災
害
発
生
時
の
措
置
そ
の
他
の
注
意
事
項
を
詳
細
に
記
載
し
た

危
険
物
取
扱
規
程
を
作
成
し
、
当
該
船
舶
の
船
長
に
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
危
険
物
取
扱
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
当
該
船
舶
の

　
乗
組
員
及
び
当
該
作
業
を
行
う
作
業
員
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
遵
守
さ
せ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
八
の
こ
　
前
条
第
一
項
の
危
険
物
以
外
の
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合

　
（
コ
ン
テ
ナ
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
沿
海
区
域
に

　
お
い
て
運
送
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
荷
送
人
は
船
舶
所
有
者
又
は
船
長

　
（
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
、
又
は
自
動
車
等
に
積
載
し
て
運
送
す
る

　
場
合
で
あ
っ
て
、
船
舶
所
有
者
が
収
納
又
は
積
載
す
る
と
き
は
、
船
舶
所
有

　
者
に
限
る
。
）
に
当
該
危
険
物
に
関
す
る
災
害
発
生
時
の
措
置
に
つ
い
て
の

　
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
積
地

　
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
畏
が
安
全
眼
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
書
面
（
写
し
等
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

　
船
舶
内
に
当
該
運
送
が
終
了
す
る
ま
で
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
危
険
物
を
他
の
船
舶
に
積
み
換
え
る
と
き
は
、
前
の
船
蘭
の
船
舶
所
有
者

　
又
は
船
長
は
、
第
一
項
の
書
面
を
後
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長
に
交

　
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
中
の
措
置
）

第
五
条
の
九
　
船
長
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
に
よ
り
災
害
が
発
生

　
し
な
い
よ
う
に
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
人
命
、
船
舶
又
は
他
の
貨
物
に
対
す
る
危
害
を
避
け
る
た
め
必

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
四
九



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
〇

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
を
廃
棄
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

（
通
報
等
）

第
五
条
の
十
　
船
長
は
、
ば
ら
積
み
以
外
の
方
法
で
運
送
さ
れ
る
危
険
物
の
排

　
出
が
あ
っ
た
場
合
又
は
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
排
出
の
日

　
時
、
場
所
、
状
況
、
船
舶
の
名
称
及
び
船
舶
所
育
者
並
び
に
当
該
危
険
物
の

　
品
名
、
数
量
、
容
器
及
び
包
装
に
つ
い
て
直
ち
に
最
寄
り
の
海
上
保
安
機
関

　
に
遭
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
岡
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

　
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
奪
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ

　
る
報
告
、
海
上
交
通
安
全
法
第
三
十
三
条
第
　
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は

　
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
比
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第

　
こ
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
二
条
の
二
第
…
項
若
し
く
は
第
四
十
二
条

　
の
三
儀
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
た
と
き
は
、
当
該
報
告
又
は
通
報
を

　
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
第
～
項
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
そ
の
他
当
該
船
舶
の
運
航
に
関
し
権
限
を

　
有
す
る
者
は
、
海
上
保
安
機
関
か
ら
、
同
項
の
危
険
物
の
排
出
等
に
よ
る
危

　
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
で
き

　
る
限
り
、
こ
れ
に
筋
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
危
険
物
の
個
品
輸
送
等

第
一
節
　
通
則

（
適
用
）

第
五
条
の
十
【
　
こ
の
章
の
規
定
は
、
船
舶
に
よ
り
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合

　
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す

　
る
。（

容
器
、
包
装
等
）

第
六
条
　
船
舶
に
よ
り
危
険
物
（
常
用
危
険
物
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
運

　
送
す
る
場
合
は
、
荷
送
人
（
他
人
に
運
送
を
委
託
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合

　
は
、
そ
の
者
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
、
正
標
札
（
告
示
で

　
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
副
標
札
（
告
示
で
定
め
る
様
式

　
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
　
（
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
（
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
を
除

　
く
。
）
に
収
納
し
、
又
は
自
動
車
等
に
積
載
し
て
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て

　
は
、
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
、
又
は
自
動
車
等
に
積
載
す
る
危
険
物
の
容
器
、

　
包
装
、
正
標
札
及
び
副
標
札
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
、
船
長
は
、

　
そ
の
積
載
方
法
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
告
示
で
定
あ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
荷
送
人
は
、
当
該
運
送
が
国
際
航
海
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第

　
一
条
第
一
項
の
国
際
航
海
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

　
は
、
危
険
物
の
容
器
（
包
装
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
包
装

　
に
当
該
危
険
物
の
品
名
及
び
国
連
番
号
（
火
薬
類
に
あ
っ
て
は
品
名
、
国
連

　
番
号
、
正
味
質
量
及
び
総
質
量
）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
正
標
札
及
び
副
標
札
（
以
下
「
標
札
」
と
い
う
。
，
）

　
並
び
に
岡
条
第
二
項
の
品
名
及
び
国
連
番
・
・
写
は
、
海
水
に
三
月
浸
さ
れ
た
場

　
合
で
あ
っ
て
も
、
消
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
七
条
　
危
険
物
の
容
器
及
び
包
装
は
、
漏
え
い
又
は
損
傷
の
お
そ
れ
が
な
く
、

　
か
つ
、
当
該
危
険
物
に
対
し
、
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
塩
素
酸
塩
類
又
は
液
体
の
爆
発
成
分
を
含
む
火
薬
類
の
容
器
又
は
包
装
に

　
使
用
し
た
も
の
は
、
危
険
物
の
容
器
又
は
包
装
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
液
状
の
危
険
物
を
入
れ
た
容
器
を
包
装
す
る
場
合
に
使
用
す
る
吸
収
材
又

　
は
緩
衝
材
は
、
容
器
の
移
動
を
防
ぎ
、
か
つ
、
常
に
容
器
を
取
り
巻
い
て
い

　
る
よ
う
に
配
置
し
、
か
つ
、
で
き
る
限
り
、
容
器
が
破
損
し
た
場
合
に
も
当

　
該
液
状
の
危
険
物
を
十
分
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
も
の
と
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
危
険
物
（
放
射
性
物
質
等
を
除
く
。
）
を
本

　
邦
各
港
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
危
険
物
明
細
書
）

第
十
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
は
、
第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条

　
の
十
の
二
手
一
項
の
規
定
に
よ
り
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
又
は
自
動
車
等

　
危
険
物
明
細
書
を
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
壱
者
又
は
船
長
（
危
険
物

　
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
船
舶
勝
有
者
が
収
納

　
す
る
場
合
は
、
船
翻
所
有
者
に
限
る
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
コ
ン
テ
ナ
又
は
自
動
車
等
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で

　
あ
っ
て
、
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
（
本
邦
各
心
事
に
お
い
て
運

　
送
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
三
　
危
険
物
の
分
類
、
項
冒
、
品
名
、
副
次
危
険
性
（
品
名
に
当
該
危
険
物

　
　
の
副
次
危
険
性
を
示
す
語
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
国
連
番
号
及
び
容

　
　
器
等
級
又
は
隔
離
区
分

　
四
　
個
数
及
び
重
量
又
は
容
積

　
五
　
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
事
項

2
　
前
項
の
危
険
物
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
危
険
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
付
記
し
、
又
は
そ
の
き

　
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
（
略
）

　
二
　
放
射
性
物
質
等

　
　
イ
　
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
運
送
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
八
の
二
ま
で
及
び
第
九
十
一
条

　
　
　
の
九
卿
一
項
の
規
定
に
適
合
し
、
又
は
第
九
十
㎝
条
の
二
十
二
の
規
定

　
　
　
に
基
づ
く
承
認
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
器
に
収
納
さ
れ
ず
、
又
は
包
装
さ
れ
な
い
で
運
送
さ
れ
る
場
合
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
第
九
十
｛
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
、
又
は
第

　
　
　
九
十
一
条
の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
と
Q

　
　
ハ
　
当
該
放
射
性
物
質
等
に
係
る
幽
翠
及
び
足
腰
が
第
九
十
「
条
の
十
二

　
　
　
又
は
第
九
十
～
条
の
十
六
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
適
合
し

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
二
　
当
該
放
射
性
物
質
等
が
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
一



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
二

3
　
危
険
物
を
他
の
船
舶
に
積
み
か
え
る
と
き
は
、
前
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者

　
又
は
船
長
は
、
当
該
危
険
物
明
細
書
を
後
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長

　
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
　
船
長
は
、
危
険
物
の
船
積
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
及

　
び
標
札
が
こ
の
規
則
に
適
合
し
、
か
つ
、
危
険
物
明
細
書
の
記
載
事
項
と
合

　
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
確
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
容
器
、
包
装
及
び
標
札
に
関

　
し
て
、
こ
の
規
則
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証

　
人
の
立
会
の
下
に
荷
ほ
ど
き
し
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
積
載
上
の
注
意
）

第
十
三
条
　
防
水
性
を
有
し
な
い
容
器
又
は
包
装
に
よ
り
甲
板
上
積
載
を
す
る

　
場
合
は
、
波
浪
等
に
よ
る
危
害
を
防
ぐ
た
め
、
当
該
危
険
物
を
覆
猛
牛
で
お

　
お
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
甲
板
間
積
載
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
積
載
場
所
の
隔
壁
の
開
口
に
は
完
全

　
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

　
危
険
物
を
積
載
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
閉
鎖
し
、
み
だ
り
に
開
い

　
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
相
互
の
隔
離
）

第
十
四
条
　
岡
一
の
船
舶
に
分
類
又
は
項
目
の
異
な
る
危
険
物
（
火
薬
類
相
互

　
を
除
く
。
）
を
積
載
す
る
場
合
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
相
互
に
隔

　
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
出
入
の
場
合
に
お
け
る
特
例
）

第
十
九
条

1
　
　
（
略
）

2
　
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
B
M
型
輸
送
物
及
び
第
九
十
一
条
の
四
に
規
定

　
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
（
第
八
十
七
条
第
　
項
第
一

　
号
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
本

　
邦
以
外
の
地
か
ら
本
邦
へ
輸
送
す
る
場
合
又
は
本
邦
以
外
の
地
榿
互
間
に
お

　
い
て
輸
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
及
び
包
装
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の

　
規
．
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
外
国
規
則
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
（
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規

　
定
す
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
を
本
邦
以

　
外
の
地
相
互
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
、
当
該

　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
当
該
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
若

　
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
の
標
札
、
表
示
及
び
標
識
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規

　
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
外
国
規
則
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
（
略
）

5
　
船
長
は
前
四
項
の
規
定
に
よ
り
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合
は
、
危
険
物
積

　
荷
一
覧
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
積
付
図
に
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
場

　
合
に
あ
っ
て
は
当
該
外
国
規
則
の
名
称
を
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の

　
指
示
の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉄
道
車
両
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
条

1
　
（
略
）

2
　
火
薬
類
以
外
の
危
険
物
を
貨
車
に
積
載
し
て
鉄
道
車
両
渡
船
に
よ
り
運
送



　
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
前
章
及
び
本
章
の
規
定
を
適
用
し

　
な
い
．
、
た
だ
し
、
当
該
貨
車
が
車
扱
貨
車
又
は
放
尉
性
物
質
等
を
積
載
し
て

　
い
る
貨
車
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
閥
、
第

　
五
条
の
七
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
、

　
第
八
十
七
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
及
び
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま

　
で
の
規
定
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
か

　
ら
第
九
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
船

　
倉
又
縁
区
画
内
」
又
は
「
船
禽
又
は
区
蘭
」
と
あ
る
の
は
h
車
両
甲
板
」
と

　
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
鉄
道
車
両
渡
船
の
船
長
は
、
火
薬
類
を
積
載
し
て
い
る
貨
車
又
は
前
項
た

　
だ
し
書
の
貨
車
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
積
載
す
る
位
置
に
つ
い
て
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
の
指
示
に
従

　
　
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
が
第
二
十
二
条
の
十
二
第
｛
項
の
指
示
を

　
　
受
け
、
船
長
が
指
定
さ
れ
た
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
貨
車
を
指
竃
さ
れ

　
　
た
場
研
に
積
載
す
る
場
合
は
、
こ
の
謙
り
で
な
い
。

　
二
　
移
動
し
、
又
は
転
倒
し
な
い
よ
う
に
固
定
し
、
か
つ
、
外
部
か
ら
衝
撃

　
　
を
受
け
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
こ
と
。

　
三
　
修
理
を
し
な
い
こ
と
。

　
四
　
積
載
場
所
及
び
そ
の
付
近
に
は
、
必
要
の
な
い
者
の
立
入
を
禁
止
す
る

　
　
こ
と
。

（
自
動
車
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
一
条
　
削
除

　
　
　
　
第
一
節
の
ニ
　
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
等

（
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
二
条
の
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
荷

　
送
人
（
船
舶
所
有
者
が
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
台
は
、
当
該
船

　
蘭
所
有
者
）
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
構
造
等
、
危
険
物
の
収
納
方
法
及
び
コ
ン
テ

　
ナ
の
表
示
に
つ
き
次
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
、
船
長
は
コ
ン

　
テ
ナ
の
積
載
方
法
に
つ
き
第
二
十
二
条
の
九
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
の
構
造
等
）

第
二
十
二
条
の
三
　
コ
ン
テ
ナ
は
、
当
該
危
険
物
の
運
送
に
千
分
献
え
る
構
造

　
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
の
収
納
方
法
）

第
二
十
二
条
の
四
　
コ
ン
テ
ナ
は
、
危
険
物
を
収
納
す
る
前
に
十
分
に
清
掃
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
の
移
動
、
転
倒
、

　
衝
撃
、
摩
擦
、
圧
壊
、
漏
え
い
等
に
よ
り
危
険
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ

　
う
に
、
か
つ
、
当
該
危
険
物
を
い
ず
れ
の
部
分
も
外
部
に
突
出
し
な
い
よ
う

　
に
収
納
し
、
コ
ン
テ
ナ
の
開
閉
扉
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
の
五
　
品
名
の
異
な
る
危
険
物
又
は
危
険
物
と
危
険
物
以
外
の
貨

　
物
が
相
互
の
作
用
に
よ
り
、
発
熱
し
、
ガ
ス
を
発
生
し
、
腐
し
ょ
く
作
用
を

　
起
し
、
そ
の
他
危
険
な
物
理
的
又
は
科
学
的
作
用
を
起
す
お
そ
れ
が
あ
る
場

　
合
は
、
同
　
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
相
互
に
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
物
は
、

　
同
一
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
三



危
険
物
船
館
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
四

（
珍
芸
）

第
二
十
二
条
の
六
　
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
標
札
（
等
級
の
異
な
る
火
薬
類
を
収
納

　
す
る
場
合
は
、
最
も
高
い
危
険
性
を
示
す
等
級
の
標
札
）
を
四
側
面
に
表
示

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
）

第
二
十
二
条
の
七
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
（
船
舶

　
所
有
者
が
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
危
険
物

　
の
荷
送
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
褐
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
コ
ン

　
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
コ
ン
テ
ナ
ご
と
に
作
成
し
、
船
舶
所
有
又
は
船
長
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
コ
ン
テ
ナ
番
号

　
二
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
三
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
　
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
四
　
危
険
物
の
分
類
、
項
目
、
品
名
、
副
次
危
険
性
（
品
名
に
当
該
危
険
物

　
　
の
副
次
危
険
性
を
示
す
語
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
、
国
連
番
号
及
び
容

　
　
器
等
級
又
は
隔
離
区
分
並
び
に
容
器
及
び
包
装
の
名
称

　
五
　
危
険
物
の
個
数
及
び
質
量
又
は
容
積

　
六
　
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
事
項

2
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
船
舶
所
有
者

　
が
危
険
物
を
コ
ン
ナ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
船
舶
所
有
者
は
、
あ
ら
か
じ

　
め
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し

　
た
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
コ
ン
テ
ナ
ご
と
に
作
成
し
、
船
長
に
交
付
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
に
は
、
当
該
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、

　
標
札
、
表
示
及
び
収
納
方
法
並
び
に
コ
ン
テ
ナ
の
表
示
が
こ
の
規
則
の
規
定

　
に
適
合
し
、
か
つ
、
運
送
に
適
し
た
状
態
あ
る
こ
と
を
附
記
す
る
か
、
又
は

　
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
、
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
に
は
、

　
第
十
条
の
危
険
物
明
細
書
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
さ
れ
た
書
類

　
を
含
む
。
）
を
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
危
険
物
の
収
納
方
法
及
び
コ
ン

　
テ
ナ
の
表
示
が
こ
の
規
則
に
適
合
し
、
か
つ
、
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る

　
こ
と
を
付
記
す
る
か
、
又
は
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

4
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
他
の
船
舵
に
積
み
換
え
る
と
き

　
は
、
前
の
船
麟
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
コ
ン
テ
ナ

　
危
険
物
明
細
書
を
後
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
の
積
載
前
に
お
け
る
確
認
等
）

第
こ
十
こ
条
の
八
　
船
長
は
、
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
船
積

　
み
を
す
る
場
合
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
表
示
が
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
の
記
載

　
事
項
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
コ
ン
テ
ナ
の
損
傷
、

　
危
険
物
の
漏
え
い
等
異
状
の
有
無
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
、
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、
標
札
、
表
示

　
及
び
収
納
方
法
並
び
に
コ
ン
テ
ナ
の
表
示
に
関
し
て
、
こ
の
規
則
に
違
反
し

　
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証
人
の
立
会
い
の
も
と
に
コ
ン



　
テ
ナ
を
開
き
、
荷
ほ
ど
き
し
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
積
載
方
法
）

第
二
十
二
条
の
九
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
す
る
場
合

　
は
、
移
動
、
転
倒
、
損
傷
、
圧
壊
等
を
生
じ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
た

　
め
の
設
備
を
有
す
る
船
倉
、
区
画
又
は
甲
板
上
に
積
載
す
る
場
合
は
、
第
十

　
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
積
載
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

（
適
用
除
外
等
）

第
二
十
二
条
の
十
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第

　
十
二
条
、
第
三
十
条
第
＝
唄
、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
八
十
四

　
条
第
二
項
第
～
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2
危
険
物
を
風
雨
密
の
コ
ン
テ
ナ
（
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納

　
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第
十
三
条
第
…
項
、
第
八
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、

　
第
百
十
九
条
第
｝
項
及
び
第
百
二
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

3
　
危
険
物
を
水
密
の
金
属
製
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第

　
六
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
自
動
車
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
二
条
の
十
の
二
　
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
五
か
ら
第
二
十

　
二
条
の
八
ま
で
、
第
二
十
二
条
の
九
七
二
項
及
び
第
二
十
二
単
語
十
の
規
定

　
は
、
危
険
物
を
自
動
車
等
に
積
載
し
て
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場
合

　
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
の
こ
中
「
コ
ン

　
テ
ナ
の
構
造
等
、
危
険
物
の
レ
と
あ
る
の
は
門
危
険
物
の
レ
と
、
　
門
次
条
レ

　
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
の
五
」
と
、
　
「
第
二
十
二
条
の
九
」
と
あ
る
の

　
は
「
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
」
と
、
第
二
十
二
条
の
六
二
一
項
及
び
第
四

　
熱
中
「
四
側
面
」
と
あ
る
の
は
「
両
側
面
及
び
後
端
面
」
と
、
第
二
十
二
条

　
の
七
及
び
第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
し
と
あ

　
る
の
は
門
自
動
車
等
危
険
物
明
細
書
」
と
、
第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
中

　
「
コ
ン
テ
ナ
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
等
を
特
定
す
る
事
項
」
と
、
第

　
二
十
二
条
の
九
第
二
項
中
「
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
た
め
の
設
備
を
有

　
す
る
船
禽
、
区
画
又
は
甲
板
上
」
と
あ
る
の
は
「
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ

　
フ
貨
物
区
域
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
運
輸
省
令
第
十
；
写
）

　
第
二
条
第
十
七
号
の
二
の
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
十
の
三
　
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
自
動
車
等
（
道
路
交
通
法

　
第
二
条
第
九
号
か
ら
第
十
【
号
ま
で
に
規
定
す
る
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転

　
車
又
は
軽
車
両
で
あ
っ
て
、
国
際
航
海
に
従
事
す
る
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運

　
送
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

　
荷
送
人
は
、
自
動
車
渡
船
に
よ
り
当
該
自
動
車
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
船

　
積
前
に
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
旨
を
船
長
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
前
章
及
び
本
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

た
だ
し
、
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
七
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
、
前
項
、
次

　
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
十
二
条
の
十
「
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
三

　
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
五
条
及
び
第
八
十
七
条
か
ら
第
九
十
二
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
五



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
瞭
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
六

　
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
～
4
　
　
（
略
）

5
　
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
自
動
車
渡
船
の
船
長
は
、
当
該
自
動
車
等
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
よ

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
雲
影
の
場
合
を
除
き
、
原
動
機
を
と
め
、
制
動
を
か
け
、
か
つ
、
導
灯

　
　
を
消
し
て
お
く
こ
と
。

　
二
　
必
要
な
場
合
に
は
、
運
転
者
を
車
内
に
と
ど
め
、
又
は
点
検
等
を
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
三
　
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

　
　
第
一
号
中
「
貨
車
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
自
動
車
等
嬉
と
読
み
替
え
る
も
の

　
　
と
す
る
。
）

　
四
　
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
事
項

　
　
　
　
　
第
六
節
　
放
射
性
物
質
等

（
用
語
等
）

第
八
十
七
条
　
こ
の
節
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ

　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
勉
装
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
　
放
射
駐
輸
送
物
の
う
ち
、
臨
界
防
止
の
た
め
の
措

　
　
置
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ

　
　
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
三
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
　
荷
送
人
に
よ
っ
て
二
以
上
の
放
射
性
輸
送
物
が
非

　
　
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
箱
又
は
恒
等
（
第
三
項
の
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）

　
　
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
四
　
法
用
積
載
　
大
型
コ
ン
テ
ナ
（
外
接
す
る
直
方
体
の
一
辺
が
一
・
五
メ

　
　
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
容
積
が
三
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
コ
ン

　
　
テ
ナ
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
外
接
す
る
直
方

　
　
体
の
一
辺
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
、
船
倉
、
区
画
、
甲
板
の
　
定
区

　
　
域
又
は
船
舶
を
専
用
し
て
す
る
積
載
で
あ
っ
て
、
穣
載
さ
れ
る
貨
物
又
は

　
　
コ
ン
テ
ナ
が
一
の
荷
送
人
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
貨
物
又
は

　
　
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
荷
役
作
業
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行

　
　
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

2
　
こ
の
節
に
お
い
て
「
タ
ン
ク
」
と
は
、
船
体
の
一
部
を
構
成
し
な
い
タ
ン

　
ク
で
あ
っ
て
、
気
体
以
外
の
物
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
容
積
が
○

　
・
四
五
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
い
い
、
気
体
を
収
納
す
る
場
合
に
あ

　
つ
て
は
内
容
積
が
｝
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
い
う
。

3
　
こ
の
節
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
コ

　
ン
テ
ナ
を
い
う
。

4
　
放
射
性
物
質
等
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
に
お
け
る
荷
送

　
人
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
は
、
船
舶
所
有
者
が
放

　
射
性
物
質
等
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
者
に
適
用

　
す
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
八
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
は
、
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸

　
艶
物
、
B
U
型
輸
送
物
、
I
P
－
1
型
輸
送
物
、
1
P
…
2
型
輸
送
物
及
び



　
I
P
－
3
型
輸
送
物
の
七
種
と
す
る
。

（
L
型
輸
送
物
）

第
八
十
九
条
　
L
集
書
夏
物
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
敢
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
不
要
な
突
出

　
　
物
の
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
荷
役
装
眞
に
は
急
激
な
つ
り
上
げ
等

　
　
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
持
た
せ
る
こ
と
。

　
一
・
一
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
、
表
面
の
汚
染
の
除
去
が

　
　
容
易
に
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

　
三
　
運
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

　
　
裂
、
破
撮
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
容
器
の
構
造
部
材
相
互
閤
又
は
容
器
の
構
造
部
材
と
放
射
性
物
質
等
の

　
　
間
で
、
相
互
の
作
用
に
よ
り
、
危
険
な
物
理
的
又
は
化
学
的
作
用
を
起
こ

　
　
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
五
　
容
器
の
弁
が
み
だ
り
に
操
作
さ
れ
な
い
よ
う
に
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら

　
　
れ
て
い
る
こ
と
。

　
六
　
告
示
で
定
め
る
放
射
姓
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
開
封
さ
れ
た
と
き
に
見
や
す
い
位
置
に
「
放
射
性
」

　
　
の
文
字
又
は
「
津
島
8
0
＝
ぐ
豊
の
文
字
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
七
　
表
面
に
お
け
る
告
示
で
定
め
る
線
量
当
壷
率
の
最
大
値
（
以
下
「
最
大

　
　
線
量
当
量
率
」
と
い
う
。
）
が
毎
時
五
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
を
超
え
な

　
　
い
こ
と
。

　
八
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度
を
超
え

　
　
な
い
こ
と
。

　
（
A
型
輸
送
物
）

第
九
十
条
　
A
型
輸
送
物
は
、
前
条
第
｝
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
適
合
し
、
か

　
つ
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
器
の
構
成
部
品
は
、
摂
氏
．
零
下
四
〇
度
か
ら
摂
氏
七
〇
度
ま
で
の
温

　
　
度
の
変
化
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た

　
　
だ
し
、
運
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
の
変
化
が
特
定
で
き
る
場
合
に
あ
っ

　
　
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
三
　
二
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
絶
対
圧
力
）
の
外
圧
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質

　
　
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
液
体
の
放
下
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
斜
懸
に
あ
っ
て
は
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
等
の
量
の
二
倍
以
上
の
最
の
放
射
性
物
質
等
を
吸
収
す

　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
又
は
二
重
の
密
封
部
分
か
ら
な
る
密
封
装
置

　
　
　
（
容
器
の
構
成
部
品
の
う
ち
、
放
射
性
物
質
等
の
漏
え
い
を
防
止
す
る

　
　
　
た
め
の
密
封
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お

　
　
　
い
て
同
じ
。
）
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
物
質
等

　
　
　
が
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ

　
　
　
て
、
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
第
九
十
一
条
の

　
　
　
潮
影
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を

　
　
　
含
む
。
）
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
に
使
用
さ
れ
た
容
器
又
は
告
示
で

　
　
　
定
め
る
外
国
の
政
府
に
よ
り
当
該
国
の
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U

危
険
物
船
離
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
七



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
八

　
　
型
輸
送
物
に
関
す
る
法
令
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
放
射

　
　
性
輸
送
物
に
使
用
さ
れ
た
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
ロ
　
放
射
性
物
質
等
の
温
度
の
変
化
、
動
揺
等
に
よ
る
影
響
及
び
注
入
時

　
　
の
内
圧
の
変
化
に
十
分
に
耐
え
る
よ
う
に
、
容
器
の
内
部
に
適
当
な
空

　
　
間
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
。

五
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ

　
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け
等
の

　
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え

　
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当

　
量
率
が
毎
時
｝
○
○
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
（
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
が

　
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
専
用
積
載
に
よ
り
運

　
送
す
る
場
合
を
除
き
、
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最

　
大
線
量
当
量
率
を
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
次
の

　
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
穰
の
区
分
に
応

　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
が
…
○

　
○
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

二 五 一 　
○ 平 平 平
平 方 方 方
方 メ メ メ

メ 1 】 1

5 ト 卜 卜
ト ル ル ル
ル を を 以
を 超 超 下
超 え え の
え 、 、 下
る 二 五 合
掌 ○ 平
合 平 方

方 メ

メ 1

5 ト
ト ル
ル 以
以 下
下 の
の 場
場 合

A口
一三 二 一
○

七
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度
を
超
え

　
　
な
い
こ
と
。

　
八
　
放
射
性
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射
性
輸

　
　
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
隈
る
。
）
以
外
の
も
の

　
　
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
九
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
の
著
し
い
増
加
が
な
く
、
か
つ
、

　
　
　
当
該
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
（
B
M
型
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
　
B
M
型
輸
送
物
は
、
第
八
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

　
び
前
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に

　
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
送
中
に
予
想
さ
れ
る
最
低
温
度
か
ら
摂
氏
三
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温

　
　
度
の
変
化
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
前
条
第
九
号
ロ
の
要
件

　
　
口
　
放
射
溢
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
摂
氏
五
〇
度
（
専
用
積
載
に
よ
り
運

　
　
　
聾
す
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
運
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸
送



　
　
　
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
摂
氏
八
五
度
）

　
　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
前
条
第
七
号
の
告
示
で
定

　
　
　
め
る
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が

　
　
　
毎
時
一
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
四
　
三
七
ぺ
夕
べ
ク
レ
ル
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
使
用
済
燃
料
が

　
　
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
告
示
で
定
め
る
条
件
の

　
　
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
密
封
装
置
の
破
損
が
な
い
こ
と
。

　
（
B
U
型
輸
送
物
）

第
九
十
「
条
の
二
　
B
U
型
輸
送
物
は
、
第
八
十
九
条
第
「
号
か
ら
第
五
号
ま

　
で
、
第
九
十
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
第
二
号
た
だ
し
書
及
び
第
四
号

　
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
適
合
し
、

　
か
つ
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
摂
氏
零
下
四
〇
度
か
ら
摂
氏
三
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
変
化
に
よ

　
　
り
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
過
又
は
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
三
　
最
高
使
用
圧
力
（
運
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
日
光
の
薩
射
の
条

　
　
件
の
下
で
、
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特
別
な
措

　
　
置
を
と
ら
な
い
場
合
に
、
一
年
間
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
密
封
装
置
内

　
　
に
生
ず
る
気
体
の
最
大
圧
力
を
い
う
。
）
が
七
〇
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超

　
　
え
な
い
こ
と
。

　
（
I
P
1
1
型
輸
送
物
）

第
九
十
｝
条
の
こ
の
二
　
夏
P
…
ユ
型
輸
送
物
は
、
第
八
十
九
条
第
一
号
か
ら

　
第
五
号
ま
で
並
び
に
第
九
十
条
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
適
合
す
る

　
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
I
P
1
2
型
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
二
の
三
　
I
P
…
2
型
輸
送
物
は
、
前
条
に
適
合
し
、
か
つ
、

　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
第
九
十
条
第
九
号

　
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
が
容
器
と
し
て
使

　
用
さ
れ
て
い
る
I
P
…
2
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に

　
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
王
P
1
3
型
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
二
の
四
　
亙
P
i
3
型
輸
送
物
は
、
第
九
十
一
条
の
こ
の
二
及

　
び
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
第
九
十
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
を
除

　
　
く
。
）
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
第
九
十
条
第

　
　
九
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
が
容
器
と
し
て
使

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
五
九



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
〇

　
用
さ
れ
て
い
る
I
P
1
3
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
の
告
示
で

　
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
放
射
性
物
質
等
の
運
送
）

第
九
十
【
条
の
三
　
荷
送
入
は
、
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
放

　
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の

　
　
L
型
輸
送
物

　
二
　
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物
質
等

　
　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物

　
　
質
等
（
第
｝
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
王
滝
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
比
放
射
性
物
質
（
放
射
能
濃
度
が
低
い

　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る

　
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
表
面
汚
染
物
（
放
射
性
物
質
以
外
の
固

　
体
で
あ
っ
て
、
表
面
が
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、

　
告
示
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
告
示
で
定
め

　
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
P
－
1
型
輸
送
物
、
I
P
1
2
型
輸
送
三
又

　
は
I
P
1
3
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
［
条
の
四
　
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

～
　
傷
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
第
三
号
イ
に
お
け
る
臨
界
の
評
価
に
影
響
を
与
え
る
放
射
性
輸
送
物

　
　
の
容
積
又
は
空
間
の
滅
少
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該

　
　
放
射
性
輸
送
物
の
構
成
部
品
に
｝
辺
が
　
0
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
立
方

　
　
体
を
包
含
す
る
よ
う
な
く
ぼ
み
が
生
じ
な
い
こ
と
。

　
ロ
　
放
射
性
輸
送
物
内
部
へ
の
水
の
浸
入
又
は
放
射
性
輸
送
物
外
部
へ
の

　
　
水
の
浸
出
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
放
射

　
　
性
輸
送
内
部
へ
の
水
の
浸
入
又
は
放
射
性
輸
送
物
外
部
へ
の
水
の
浸
出

　
　
が
想
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
ハ
　
放
射
性
物
質
等
の
配
列
及
び
密
封
装
置
の
形
状
が
、
中
性
子
増
倍
率

　
　
（
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
に
お
い
て
、
核
分
裂
に
よ
り
放
出
さ
れ
た

　
　
一
個
の
中
性
子
ご
と
に
、
次
の
核
分
裂
に
よ
っ
て
放
出
さ
れ
る
中
性
子

　
　
の
数
を
い
う
。
）
を
著
し
く
増
加
さ
せ
る
よ
う
に
変
化
し
な
い
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
を
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下

　
　
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合

　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
条

　
　
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
イ
の
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ

　
　
と
と
し
た
場
合

三
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該

　
　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
（
一
箇
所
に
集
積
す
る
核
分
裂
性



　
　
　
輸
送
物
の
字
数
の
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
い
、
専
絹
積
載
に

　
　
　
よ
り
運
送
し
な
い
場
合
は
、
五
以
上
と
す
る
。
以
下
澗
じ
。
）
の
五
倍

　
　
　
に
相
当
す
る
個
数
を
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
告
示
で

　
　
　
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
と
き
。

　
　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
前
号
ロ
の
告
示
で

　
　
　
定
め
る
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
公

　
　
　
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
調
限
個
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
個
数
を
積
載
す
る

　
　
　
こ
と
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と

　
　
　
と
し
た
と
き
。

第
九
十
…
条
の
五
か
ら
第
九
十
｛
条
の
七
ま
で
　
削
除

（
核
分
裂
性
輸
送
物
の
運
送
）

第
九
十
一
条
の
八
　
荷
送
人
は
、
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
一

　
条
の
三
に
規
定
す
る
放
射
姓
輸
送
物
と
さ
れ
、
か
つ
、
第
九
十
…
条
の
四
に

　
規
定
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な

　
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
施
錠
等
の
措
置
）

第
九
十
…
条
の
八
の
二
　
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質

　
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
施
錠
及
び
封
印
そ
の

　
他
の
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら

　
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
荷
送
入
は
、
前
項
の
放
射
溢
輸
送
物
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
措
置
が
講
じ

　
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
輸
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
認
等
）

第
九
十
｝
条
の
九
　
放
射
性
物
質
等
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
包
装
す
る
こ
と

　
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
と
す
る
者
（
以
下
「
放
射
姓
輸
送
物
作
成
者
レ
と
い

　
う
。
）
は
、
放
射
性
物
質
等
を
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
、

　
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
（
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が

　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
場
合
は
、
船

　
積
み
前
に
、
当
該
放
射
牲
輸
送
物
が
そ
れ
ぞ
れ
第
九
十
一
条
若
し
く
は
第
九

　
十
一
条
の
二
の
基
準
に
適
合
し
、
第
九
十
一
条
の
四
の
基
準
に
適
合
し
、
又

　
は
第
九
十
一
条
の
八
の
二
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
か
に
つ
い
て
運
輸
大

　
臣
（
次
条
第
｝
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
容
器
を
使
用
し
て
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
（
放
射
性
廃
棄
物
及
び
告
示
で
定
め
る
放
射
性

　
物
質
等
を
除
く
。
）
を
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
又
は
核
分

　
裂
性
輸
送
物
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
船
積
地
を

　
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
。
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
と
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
量
と
を
合
計
し
た
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
を

　
　
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
一
一
二
酸
化
ウ
ラ
ン
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
と
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
と
を
合

　
　
慰
し
た
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い

　
　
も
の
に
限
る
。
）
の
み
を
燃
料
材
と
し
た
燃
料
体
（
使
用
済
燃
料
を
除

　
　
く
。
）

　
三
　
使
用
済
燃
料
（
そ
の
被
覆
材
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
認
め
ら

　
　
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
一



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
二

　
四
　
核
分
裂
性
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
等

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
放

　
射
性
輸
送
物
作
成
者
か
ら
関
係
書
類
を
提
出
さ
せ
、
当
該
書
類
を
審
査
す
る

　
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
理
冷
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成

　
　
し
た
前
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
蜜
を
証
す
る
書
類
の
提
出
が
な
さ

　
　
れ
た
場
合

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
に
係
る
放
射
性
物
質
等
に
つ

　
　
い
て
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

　
　
す
る
検
査
が
行
わ
れ
る
場
合

　
三
　
放
射
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め

　
　
る
外
国
規
則
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
次
条
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
容
器
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

　
容
器
の
使
用
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
使
用
方
法
に
よ
る
も
の

　
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
守

　
及
び
点
検
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
容
器
の
挑
能
に
支
障
を
生

　
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

4
　
運
輸
大
臣
は
、
第
｝
項
の
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
に
対
し
、
放
射
性
輸
送

　
物
の
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
は
、
自
ら

　
が
荷
送
人
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
確
認
を
証
す
る
書
類
、
当
該
確
認
に

　
際
し
運
輸
大
輔
に
提
出
し
た
書
類
の
写
し
そ
の
髭
男
偶
性
輸
送
物
の
取
扱
い

　
に
関
す
る
注
意
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
速
や
か
に
荷
送
人
に
交
付
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
前
項
の
規
定
は
、
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

　
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当

　
該
確
認
を
証
す
る
書
類
、
当
該
確
認
に
際
し
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
書
類
の

　
写
し
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
当
該
指
示
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

7
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
こ
第
工
合
（
同
法
第
六
十

　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総

　
理
大
臣
の
確
認
（
同
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物

　
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
若
し
く
は
放
射
性
譲
位
元
素
等
に
よ
る
放
射

　
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
黛
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第

　
十
八
条
の
こ
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
（
同
法
第
四

　
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
又

　
は
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
九
十

　
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
、
二
若
し
く
は
へ
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術

　
上
の
基
準
に
係
わ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
の
確
認
を

　
受
け
た
場
合
は
、
第
｝
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

第
九
十
一
条
の
九
の
二
　
放
射
性
物
質
等
の
運
送
に
使
用
さ
れ
る
容
器
の
所
有

　
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
容
器
及
び
そ
の
使
用
方
法
に
つ
き
運
輸
大
臣
の
承

　
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
運
輸
大
臣
は
、
前
項
の
容
器
の
所
有
者
に
対
し
、
容
器
の
性
能
を
維
持
す



　
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
係
る
線
量
当
量
率
等
）

第
九
十
一
条
の
十
　
荷
送
入
は
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
最
大
線
量
当
量
率
が
表
面
に
お
い
て
毎
時
ニ
ミ

　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に

　
お
い
て
毎
時
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
オ
ー
バ

　
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度

　
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
荷
送
人
は
、
輸
送
制
限
個
数
に
限
度
が
な
い
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核

　
分
裂
性
輸
送
物
を
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
し
、
又
は
包
装
し
て
は
な
ら
な

　
い
。（

コ
ン
テ
ナ
の
施
錠
等
の
措
置
）

第
九
十
｝
条
の
十
の
こ
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
第
九
十
　
条
の

　
八
の
二
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装

　
さ
れ
て
い
る
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
施
錠
及
び
封
印
そ

　
の
他
の
当
該
コ
ン
テ
ナ
が
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
九
十
「
条
の
十
「
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輪
送
物
（
」
型
輸
送
物
を
除
く
。

　
以
下
こ
の
項
並
び
に
次
条
第
｝
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
周

　
じ
。
）
、
オ
ー
バ
㌧
ハ
ッ
ク
（
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
瞬
じ
、
）

　
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
第
九
十
一
条
の
十
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
す
る
低
比
放
射
性

　
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
輸
送
指
数
を
定

　
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

一
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
｝
メ

ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

時
単
位
で
表
し
た
値
に
｝
0
0
を
乗
じ
て
得
た
値
（
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ

ナ
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該

値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

値
。
）
た
だ
し
、
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分

裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず

れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

一

一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
平
方
和
～
ト
ル
以
下
の
場
合

二

五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

三

二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合

一
〇

一一

I
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
～
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、

　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計

　
し
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
外
形
が
容
易
に
変
形
し
な
い
構
造
を
有
す
る
オ

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
三



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
四

　
　
i
バ
ー
パ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
か
ら
　
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

　
　
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前
号
の
表
の
上
欄

　
　
に
掲
げ
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
華
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
及
び
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
つ

　
　
い
て
前
二
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
表
面
か
ら
一
メ
i
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ

　
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前
項
第

　
「
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
（
核
分
裂
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収

　
納
さ
れ
て
い
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
制
限
個
数
で

　
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
を
合
計
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
）

　
を
も
っ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
輸
送
指
数
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

　
当
該
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
の
う
ち
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で

　
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
も
の
が
○
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
告

　
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
標
札
等
）

第
九
十
一
条
の
十
二
　
荷
送
人
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
、

　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
、
告
示
で
定
め
る
標
札
を
同
業
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
（
タ
ン
ク
又
は
コ

放
射
性
輸
送
物

ン
テ
ナ
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の

又
は
オ
ー
バ
ー

を
除
く
。
以
下
こ
の
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
お

パ
ッ
ク
の
表
好

い
て
同
じ
。
）
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク

の
二
箇
所

イ
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る

最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
べ

ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
○
で

あ
る
も
の

ロ
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

○
で
あ
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ

放
射
性
輸
送
物

ッ
ク
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
オ
ー
バ
ー

イ
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る

パ
ッ
ク
の
蓑
面

最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
五
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ン

の
二
箇
所

i
ベ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が

一
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が



…
を
超
え
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ

i
パ
ッ
ク
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
i

。
＼
ッ
ク
／

四
　
次
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
（
第

一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性

物
と
し
な
い
で
運
送
す
る
低
比
放
射
性
輸
送

が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次
号
及

ノミ

（
第
九
十

六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
放
射
性
輸
送
物
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て

　
い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
表
薗

　
に
お
け
る
最
大
線
蚤
当
量
率
が
毎
時
五
マ
イ
ク

　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指

　
数
が
○
で
あ
る
も
の

ロ
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
○
で
あ
る
も
の

五
　
次
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
（
前
号
に

　
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
放
射
性
輸
送
物
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て

放
射
性
輸
送
物

又
は
オ
…
バ
ー

パ
ッ
ク
の
表
薦

の
こ
箇
所

タ
ン
ク
の
表
面

の
四
箇
所
又
は

コ
ン
テ
ナ
の
四

側
面

一

タ
ン
ク
の
表
門

の
四
箇
所
又
は

コ
ン
テ
ナ
の
四

い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
で
あ
つ
で
、
表
面
．

に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
蒔
五
〇
〇
マ

イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸

送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も

　
の

鰐
藤

　rP一．「F　
一　一　一　．

　
前
二
号
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
以
外

の
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ

タ
ン
ク
の
表
面
r

の
四
箇
所
又
は

コ
ン
テ
ナ
の
四

側
面

2
　
荷
送
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て

　
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
総
質
量
が
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
質
量

　
二
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
磯
勺
嘗
弓
　
〉
」
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
　
　
「
B
M
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
く
℃
国
　
じ
σ
（
竃
こ

　
　
の
文
字

　
四
　
B
U
型
輸
送
物
　
　
「
B
U
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
槻
℃
南
　
釦
σ
（
q
）
」

　
　
の
文
字

3
　
荷
送
人
は
、
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
五



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
六

　
送
物
の
容
器
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
縦
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面

　
に
、
告
示
で
定
め
る
マ
ー
ク
で
あ
っ
て
、
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
も

　
の
を
明
確
に
衷
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
若

　
し
く
は
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン

　
テ
ナ
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
又
は
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
四

　
側
面
に
告
示
で
定
め
る
標
識
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
荷
送
人
は
、
前
項
の
標
識
に
代
え
て
、
第
一
項
の
衷
第
四
号
、
第
五
号
又

　
は
第
六
号
の
標
祉
を
当
該
標
識
の
寸
法
に
拡
大
し
て
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
荷
送
人
は
、
第
　
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項

　
の
表
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
の
標
札
を
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

6
　
荷
送
人
は
、
同
一
品
名
の
放
射
性
物
質
等
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射

　
姓
輸
送
物
を
同
一
の
大
型
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す

　
る
場
合
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
当
該
放
射
性
物
質
等
の
国
連
番
号

　
を
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
一
条
の
十
一
一
の
二
　
第
六
条
の
二
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
放
射
性

　
輸
送
物
の
標
札
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
、
同
条
第
三
項

　
の
マ
ー
ク
の
表
示
及
び
肩
条
第
五
項
の
葦
毛
（
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送

　
物
を
除
く
。
）
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
大
型
コ
ン
テ

　
ナ
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
積
載
方
法
等
）

第
九
十
…
条
の
十
三
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送

　
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
甲
板
上
積
載
（
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
風
雨
密
の
コ
ン
テ

　
　
ナ
を
積
載
す
る
場
合
以
外
に
あ
っ
て
は
、
甲
板
上
カ
バ
ー
積
載
又
は
甲
板

　
　
上
室
内
積
載
に
限
る
。
）
甲
板
間
積
載
又
は
倉
内
積
載
と
す
る
こ
と
。

　
二
　
移
動
、
転
倒
、
衝
撃
、
摩
擦
等
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ

　
　
と
Q

　
三
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
よ
る
熱
等
に
よ
り
運
送
中
の

　
　
安
全
が
撮
な
わ
れ
な
い
よ
う
他
の
貨
物
と
十
分
に
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
表
面
の
平
均
熱
放
出
率
が
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
　
五
ワ
ッ
ト
を
超

　
　
え
な
い
も
の
を
ば
ら
積
み
及
び
袋
詰
め
以
外
の
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
場

　
　
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
四
　
食
糧
を
積
載
し
て
あ
る
場
所
か
ら
離
れ
た
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
。
た

　
　
だ
し
、
L
型
輸
送
物
、
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ

　
　
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

　
　
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
五
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
…
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
積
載
場
所
へ
の
出
入
口
に
は
、
施
錠
そ
の
他
関
係
者

　
　
以
外
の
者
が
立
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

2
　
各
分
裂
性
輸
送
物
の
運
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
馬
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
荷
役
作
業
は
、

　
放
射
性
物
質
の
管
理
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示



　
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
九
十
「
条
の
十
四
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸

　
送
指
数
が
一
〇
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専

　
　
　
ノ
く
　
ド
ぎ
ニ
ド
　
　
　
　
　
　
ぎ
ヨ
ヒ
　
ノ
ド
ニ
セ
　
し
ナ
ち
ざ
も
ヨ
ド
　
ゴ
ダ
デ
　
く
し
ノ
　
　
　
メ

　
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
、
こ
の
限
咲
で
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

　
五
〇
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載

　
（
船
倉
、
区
画
、
甲
板
の
一
定
区
域
又
は
船
舶
を
専
用
し
て
す
る
専
用
積
載

　
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
運

　
書
す
る
場
舎
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き

　
は
、
こ
の
詣
り
で
な
い
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
指
数

　
　
が
一
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

3
　
　
の
船
禽
若
し
く
は
区
画
又
は
一
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
放
射

　
性
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る

　
も
の
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
オ
ー
バ
ー
パ

　
ッ
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送

　
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
〇
を
超
え
て

　
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
当
該
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域
に
大
型
コ
ン
テ
ナ
が

　
　
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
魚
燈
は
放
射
性
輸
送
物
が
収

　
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
専
用

　
　
積
載
に
よ
り
運
送
し
な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
当
該
船
禽
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域
に
つ
い
て
輸
送
指

　
　
　
数
の
含
計
が
二
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
倉
若
し

　
　
　
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域
に
つ
い
て
輸
送
指
数
の
合
計
が
一
〇

　
　
　
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

4
　
船
舵
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
も

　
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を

　
除
く
。
）
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

　
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の

合
計
は
、
一
船
舶
に
つ
い
て
二
〇
〇
（
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に

積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
〇
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
専
用
積
載
（
船
舶
を
専
用
し
て
す
る
専
用
積
載
に
限
る
。
）
に
よ
り
運
送
す

　
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
大
型
コ
ン
テ
ナ
が

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
七



危
険
物
船
客
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
八

　
　
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収

　
　
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
湖
川

　
　
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
に
つ
い
て
輸
送
指

　
　
数
の
合
計
が
一
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

5
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
船
内
の
数
箇
所
に
集
貨
（
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ

　
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
他
の

　
放
射
性
輸
送
物
、
他
の
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
他
の
放
射
性
輸
送
物
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
と
の
間
の
距
離
が
隔
壁
又
は
甲
板
の
有
無
に
か
か
わ

　
ら
ず
、
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
の
集
合
を
い
う
。
）
と
し
て
積
載
す

　
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
各
集
貨
ご
と
に
五
〇

　
（
核
分
裂
性
輸
送
物
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

　
〇
〇
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
A
只
核
分
裂
姓
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
隈
り
で
な
い
。

6
　
低
比
放
射
性
物
質
等
（
低
比
放
射
性
物
質
又
は
表
面
汚
染
物
を
い
う
。
以

　
下
同
じ
。
）
を
I
P
…
1
型
輸
送
物
、
I
P
1
2
型
輸
送
物
干
は
玉
P
－
3

　
型
輸
送
物
と
し
て
一
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
～
の
甲
板
の
一
定
区
域
に

　
積
載
す
る
場
合
は
、
当
該
低
比
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
の
量
の
合
計
は
、

　
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
計
画
書
の
作
成
）

第
九
十
［
条
の
十
四
の
二
　
荷
送
人
は
、
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
運

　
諒
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
荷
受
人
、
船
舶
所
有
者
及
び
船
長
と
協
議

　
し
、
船
積
み
前
に
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書
を
作
成
し
、
船
舶
所
有

　
者
又
は
船
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
責
任
者
等
）

第
九
十
「
条
の
十
四
の
三
　
荷
送
人
は
、
前
条
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質

　
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
放
射
性
物
質
等
の
運
送
に
関
す
る
責
任
者
（
以
下

　
門
運
送
責
任
者
恥
と
い
う
。
）
及
び
見
張
人
を
配
置
し
、
放
射
性
物
質
等
の

　
盗
取
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合

　
は
、
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

2
　
運
送
責
任
者
は
、
前
条
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
中
、
同

　
条
の
計
画
書
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
運
送
責
任
者
は
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
連
絡
体
制
の
整
備
）

第
九
十
一
条
の
十
四
の
四
　
荷
送
人
は
、
第
九
十
一
条
の
十
四
の
二
の
告
示
で

　
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取
等
に

　
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

運
送
の
安
全
の
確
認
等
）

第
九
十
【
条
の
十
五
　
船
長
は
、
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
、

　
核
分
裂
性
器
野
物
（
船
舶
に
積
載
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収

　
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸



　
送
指
数
の
合
計
が
　
船
舶
に
つ
い
て
五
〇
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

　
放
射
性
輸
送
物
（
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質

　
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
送
す
る
場

　
合
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
場
合
は
、
船
積
み
前
に
、
運
送
計
画
書
を
運
輸
大

　
臣
に
提
出
し
、
当
該
運
送
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
運
送
の
方
法
が
こ
の
規
則

　
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
運
輸
大
臣
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
放
射
性
輸
送
物
の

　
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
船
舶

　
所
有
者
又
は
船
長
に
対
し
、
使
用
す
る
船
舶
の
構
造
設
備
、
荷
役
方
下
等
に

　
関
し
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
低
下
放
射
性
物
質
等
）

第
九
十
【
条
の
十
六
　
次
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
物
質
等
は
、
第
九
十
一
条
の

　
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で

　
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
低
比
放
射
性
物
質
の
う
ち
告
示
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

　
　
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
通
常
の
運
送
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え

　
　
　
い
し
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
二
　
表
面
汚
染
物
の
う
ち
告
示
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基

　
　
準
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
の
放
射
性
物

　
　
質
の
放
射
能
面
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ

　
　
　
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ロ
　
前
号
ロ
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
低
質
放
射
性
物
質
等
を
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で

　
運
送
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

3
　
荷
送
人
は
、
低
比
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
輸
送
指
数
を
定

　
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

4
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
の
う
ち

　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
も
の

　
が
○
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
値

　
を
0
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
～
　
低
比
放
射
性
物
質
等
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
又
は
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
当

　
　
該
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
タ
ン
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

　
　
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た

　
　
値
に
　
0
0
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
低
比
放
射

　
　
性
物
質
等
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
　
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
低
比
放
射
性
物
質

　
　
等
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
鉱
石
又
は
精
鉱
に

　
　
あ
っ
て
は
、
当
該
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
鉱
石
又
は
精
鉱
の
集
積
の
表

　
　
面
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
表

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
六
九



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
〇

面
）
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
随
契
を
告
示

で
定
め
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二 五 一 一
0 平 平 平

平 方 方 方

方 メ メ メ

メ i 1 5

ヨ ト ト ト

ト ル ル ル

ル を を 以
を 超 超 下

超 え え の
え 、 、 場
る 二 五 臨

場 0 平
合 平 方

方 メ

メ 1

… ト

ト ル
ル 以
以 下

下 の
の 場
場 合

A口

一 三 二 ㎝
○

一　

癆
苺
厲
ﾋ
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当

該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
昏
蒙
放
射
性
物
質
等
及
び
低
比
放
射
性

物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し

て
得
た
値
（
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
同
一
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性

輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の

を
除
く
。
）
及
び
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
つ
い
て
第
九
十
一
条
の
十
一
第
二

薄
霧
～
号
及
び
第
一
一
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
）
。
た
だ
し
、
専

用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か

ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
蚤
率
を
ミ
リ
シ
t
ベ

　
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
　
○
○
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前
号
の
表

　
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
（
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収

　
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納

　
さ
れ
て
い
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
制
限
鯛
数
で

　
　
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
を
合
計
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い

　
　
値
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
荷
送
人
は
、
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン

　
テ
ナ
に
は
、
告
示
で
定
め
る
標
札
を
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
又
は
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
荷
送
人
は
、
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
大
型

　
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
又
は
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ

　
の
四
側
面
に
第
九
十
一
条
の
十
二
第
四
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
を
付
さ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
荷
送
人
は
、
前
項
の
標
識
に
代
え
て
、
第
五
項
の
標
札
を
当
該
標
識
の
寸

　
法
に
拡
大
し
て
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
荷
送
人
は
、

　
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
標
札
を
付
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

8
　
荷
送
人
は
、
同
一
品
名
の
低
比
放
射
性
物
質
等
の
み
を
同
…
の
タ
ン
ク
又

　
は
大
型
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
第
九
十
一
条
の
十
二
第
六
項
の
告

　
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
当
該
等
比
放
射
挫
物
質
等
の
国
連
番
号
を
当
該
タ

　
ン
ク
又
は
大
型
コ
ン
テ
ナ
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9
　
一
の
船
禽
若
し
く
は
区
画
若
し
く
は
一
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る

　
低
比
放
射
性
物
質
等
（
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を

　
除
く
。
）
並
び
に
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
（
コ
ン

　
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の

　
合
計
又
は
当
該
値
と
同
一
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
着
し
く
は
甲
板
の
　
定
区

　
域
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
若
し
く

　
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を



除
く
。
）
、
オ
…
バ
ー
パ
ッ
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の

合
計
は
、
五
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
基
準
の
い

ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域
に
低
比
放
射
性
物
質

　
等
若
し
く
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
大

　
型
コ
ン
テ
ナ
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
の
み
を
積

　
移
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
専
用
積
載
（
船
倉
、
区
画
、
甲
板
の
一
定
区
域

　
又
は
船
舶
を
專
慰
し
て
す
る
専
用
積
載
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十

　
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
運
送
し
な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基

　
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
ロ
　
表
面
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合

　
　
計
又
は
当
該
値
と
同
｝
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
若
し
く
は
甲
板
の
一
定

　
　
区
域
に
積
載
す
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
放

　
　
射
性
輸
送
物
及
び
放
射
性
輸
…
横
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ

　
　
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
当
該
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
｝
定
区

　
　
域
に
つ
い
て
二
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
低
比
放
射
性
物
質
等
量
は
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ

　
ン
ク
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て

　
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
ロ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
倉
若
し

　
　
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
｛
定
区
域
に
つ
い
・
て
輸
送
指
数
の
台
計
が

　
　
　
一
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

10

@
船
蘭
に
積
載
す
る
低
比
放
射
性
物
質
等
（
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
収
納

　
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
タ
ン
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
コ
ン

　
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
同
　
の
船
舶
に
積
載
す
る
放
射
性

　
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も

　
の
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク

　
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が

　
　
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
一
船
舶
に
つ
い
て

　
二
〇
〇
（
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
五
〇
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
（
船
舶
を
専
用
し
て

　
す
る
専
用
積
載
に
限
る
。
）
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号

　
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
低
比
放
射
性
物
質

　
　
等
若
し
く
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
コ

　
　
ン
テ
ナ
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
の
み
を
積
載
す

　
　
る
こ
と
。
た
だ
し
、
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当

　
　
該
船
舶
に
つ
い
て
輸
送
指
数
の
合
計
を
一
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

1
1
　
低
比
放
射
性
物
質
等
、
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク

　
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
を
船
内
の
数
箇
所
に
集
貨
（
低
比
放
射
性
物
質
等
、
低

　
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
、
放
射

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
㎝



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
二

　
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

　
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
他
の
低
比
放
射
性
物
質
等
、
他
の
低
比
放
射
性
物
質
等
、

　
他
の
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
、

　
他
の
放
射
性
輸
送
物
、
他
の
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
他
の
放
射
性
輸
送
物
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
と
の
間
の
距
離
が
、
隔
壁
又
は
甲
板
の
有
無
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
の
集
合
を
い
う
。
以
下
こ
の

　
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
積
載
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
輸
送
指

　
数
の
合
計
又
は
当
該
魑
と
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
若
し
く
は
放

　
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
同
～
の
集
貨
と
し
て
積
載
す

　
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
各
集
貨
ご
と
に
五
〇

　
（
核
分
裂
性
輸
送
物
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
一
〇
〇
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る

　
場
合
（
核
分
裂
性
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

12

@
低
比
放
射
性
物
質
等
を
　
の
船
禽
若
し
く
は
区
画
又
は
｝
の
甲
板
の
一
定

　
区
域
に
積
載
す
る
場
合
は
、
当
該
船
禽
若
し
く
は
区
姻
若
し
く
は
甲
板
の
～

　
定
区
域
に
積
載
す
る
表
面
汚
染
物
の
放
射
能
の
量
の
合
計
又
は
当
該
量
と
同

　
一
の
船
倉
悪
し
く
は
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
I
P
1
！
型
輸
送
物
、

　
I
P
1
2
型
輸
送
物
若
し
く
は
I
P
－
3
型
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
、
若
し
く

　
は
包
装
さ
れ
て
い
る
低
比
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
の
量
の
合
計
は
、
第
九

　
十
一
条
の
十
四
第
六
項
の
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

！3

@
一
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
｝
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
表
面

　
汚
染
物
に
含
ま
れ
る
核
分
裂
性
物
質
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
も
の
の
量
の

　
合
計
は
、
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

雌
　
第
九
十
一
条
の
十
三
第
～
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
｝
条
の
十
四
第

　
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
低
比
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
コ
ン
テ
ナ
」

　
と
あ
る
の
は
、
　
門
コ
ン
テ
ナ
（
タ
ン
ク
を
含
む
。
）
漏
と
読
み
替
え
る
も
の

　
と
す
る
。

15

@
第
九
十
一
条
の
獄
所
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
低
比
放
射
性
物
質
等

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
を
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

　
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
意
中
「
表
面
」
と
あ
る
の
は
、

　
「
表
面
（
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
コ
ン
テ
ナ
の
内
表
面
を
除
く
。
）
」

　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
外
板
等
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
九
十
一
条
の
十
六
の
二
　
船
長
は
、
外
板
、
船
倉
、
区
画
又
は
甲
板
の
表
面

　
（
放
射
性
物
質
等
を
積
載
す
る
船
倉
又
は
匿
画
の
表
面
及
び
甲
板
の
一
定
区

　
域
の
上
表
面
並
び
に
運
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
表
面
を

　
除
く
。
）
の
最
大
線
量
当
量
率
が
表
面
に
お
い
て
毎
時
ニ
ミ
り
シ
ー
ベ
ル
ト

　
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
毎
時

　
｝
O
O
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
制
限
）

第
九
十
【
条
の
十
七
　
船
長
は
、
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該

　
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
た
場
所
の
周
囲
に
立
入
制
限
区
域
を
設
け
、
関
係

　
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
饗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
内
に

　
あ
る
者
が
当
該
区
域
に
お
い
て
、
毎
週
三
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超



　
え
て
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
立
入
制
限
区
域
を
標
識
に
よ
っ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
区
域
に
近
づ
く
こ
と
が
困
難

　
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
被
ば
く
管
理
）

第
九
十
【
条
の
十
八
　
船
長
は
、
船
内
の
居
住
場
所
そ
の
他
、
人
が
通
當
使
用

　
す
る
場
所
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
一
・
八
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

　
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
受
け
る
告
示
で
定
め
る
線
量
当
量
が
年
間
一

　
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
（
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
年
間

　
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
）
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
被
ば
く
管
理
の
特
例
）

第
九
十
｝
条
の
十
九
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
園
難
な
場
合
で
あ

　
つ
て
、
被
ば
く
管
理
の
た
め
告
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

　
る
と
運
輸
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
　
項
の
最
大
線
量
当
量
率
及
び

　
同
条
第
二
項
の
線
量
当
量
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ

　
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
の
線
量
当
量
に
つ
い
て
は
、
奪
間

　
五
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輸
大
臣
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
被
ば
く
防
比

　
の
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
荷
役
後
の
汚
染
の
検
査
）

第
九
十
｝
条
の
二
十
　
船
長
は
、
放
射
性
物
質
等
の
荷
役
を
終
了
し
た
場
合
は
、

　
放
射
性
物
質
等
を
取
り
扱
っ
た
場
所
の
放
射
性
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
程
度

　
が
告
示
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
と
し

　
な
い
で
運
送
す
る
低
比
放
射
性
物
質
等
を
継
続
し
て
専
用
積
載
に
よ
り
運
送

　
す
る
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

　
で
な
い
。

Q
蓋
置
の
届
出
等
）

第
九
十
｝
条
の
二
十
一
　
船
長
は
、
第
八
十
七
条
第
　
項
第
二
号
の
告
示
で
定

　
め
る
放
射
性
物
質
等
、
第
九
十
一
条
の
三
第
　
項
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性

　
物
質
等
又
は
第
九
十
　
条
の
十
四
の
二
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を

　
運
送
す
る
場
合
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
場
合
は
、
運
送
が
一
の
管
区
海
上
保

　
安
本
部
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
運

　
送
開
始
の
日
の
こ
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
送
開
始

　
の
日
の
四
週
閤
前
ま
で
に
、
放
射
性
物
質
等
運
送
届
（
第
五
号
様
式
。
以
下

　
こ
の
条
に
お
い
て
門
運
送
届
」
と
い
う
。
）
を
発
航
港
（
発
航
港
が
本
邦
以

　
外
の
地
で
あ
る
場
合
は
、
本
邦
に
お
け
る
最
初
の
寄
航
港
）
を
管
轄
す
る
管

　
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
港
則
法

　
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

2
　
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
は
、
前
項
の
運
送
届
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
い
て
、
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
運
送
の
日
時
、
経
路
、
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
放
射
性
物
質
等

　
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の
接
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
、

　
連
絡
体
制
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
運
送
中
の
海
難
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
三



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
四

　
等
に
よ
る
災
害
を
土
筆
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
一
項
の
運
送
届
を
提
出
し
た
船
長
は
、
当
該
運
送
届
の
記
載
事
項
に
変

　
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
（
第
六
号
様

　
式
）
を
当
該
運
送
届
を
受
理
し
た
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
の
提
出
が
あ
っ

　
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
別
措
置
）

第
九
十
【
条
の
二
十
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
運
輸
大
臣
の
承

　
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
一
条
の
十
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六

　
　
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第

　
　
九
十
一
条
の
十
六
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

　
　
九
十
一
条
の
十
二
、
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分

　
　
に
限
る
。
）
　
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　
を
含
む
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
四
項
に
お

　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
、
第
二

　
　
奏
上
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
又
は
第
九
十
一
条
の
十
六
の
二

　
　
の
規
定
に
従
っ
て
運
送
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
運

　
　
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規

　
　
定
に
よ
ら
な
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
と
き

　
二
　
専
ら
放
射
性
物
質
等
の
み
を
運
送
す
る
船
舶
に
よ
り
放
射
性
物
質
等
を

　
　
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
皿
条
の
十
第
一

　
　
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

　
　
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
二
、
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一

　
　
項
（
第
～
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
四
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
第
九
十
「
条

　
　
の
十
六
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条

　
　
の
十
四
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら

　
　
第
十
二
項
ま
で
、
第
九
十
一
条
の
十
六
の
二
又
は
第
九
十
一
条
の
二
十
の

　
　
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
と
き

　
三
　
表
面
の
最
大
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
、
毎
時
一
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を

　
　
超
え
ず
、
か
つ
、
被
ば
く
管
理
の
た
め
告
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置
を
講

　
　
じ
た
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ

　
　
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第

　
　
九
十
条
第
六
号
若
し
く
は
第
九
号
ロ
、
第
九
十
～
条
か
ら
第
九
十
｝
条
の

　
　
二
の
四
ま
で
（
第
九
十
条
第
六
号
又
は
第
九
号
口
を
引
用
す
る
部
分
に
限

　
　
る
。
）
又
は
第
九
十
｝
条
の
十
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
五
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
盆
む
。
）
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
送
し
て

　
　
も
安
全
上
支
障
が
な
い
と
き

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輸
大
臣
は
、
放
射
性
物
質
等
の
運
送
の
安
全

　
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
積
付
検
査
）



第
百
二
十
九
条
　
船
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
よ
う
と
す

　
る
場
合
は
、
積
載
方
法
そ
の
他
積
付
け
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地

　
方
運
輸
局
長
又
は
運
輸
大
臣
の
認
定
し
た
公
益
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

　
て
「
認
定
法
人
一
と
い
う
。
）
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
～
三
　
　
（
略
）

　
四
　
放
射
性
物
質
等
（
第
九
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性

　
　
物
質
等
（
第
九
十
一
条
の
十
四
の
こ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を

　
　
除
く
。
）
を
除
く
。
）

　
五
　
有
機
過
酸
化
物
（
正
味
容
量
三
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
告
示
で
定
め
る
も

　
　
の
に
限
る
。
）

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
同
項
の
検

　
査
を
う
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
一
　
本
邦
以
外
の
地
で
船
積
し
て
運
送
す
る
場
合

　
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
コ
ン

　
　
テ
ナ
を
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
場
所
に
積
載

　
　
し
て
運
送
す
る
場
合

　
三
　
危
険
物
を
自
動
車
等
に
積
載
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
自
動

　
　
車
等
を
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
に
積
載
し
て
運
送
す
る
場

　
　
合

3
　
第
一
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
危
険
物
積
付
検
査
申
請
書

　
（
第
七
号
様
式
）
を
同
項
の
検
査
を
月
4
思
う
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
地
方
運
輸
局
長
又
は
認
定
法
人
は
、
第
　
項
の
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対

　
し
、
危
険
物
積
付
検
査
証
（
第
八
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

5
　
船
長
は
、
第
∬
填
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る
と
き
は
、
纏
項
の

　
鼻
付
検
査
証
を
船
内
に
儲
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
収
納
検
査
）

第
百
二
十
九
条
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て

　
運
送
す
る
場
合
は
、
荷
送
人
（
船
舶
所
有
者
が
当
該
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に

　
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
者
）
は
、
船
積
み
前
に
、
危
険
物
の
コ

　
ン
テ
ナ
へ
の
収
納
方
法
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
又

　
は
運
輸
大
臣
が
認
定
し
た
公
益
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
法
人
」

　
と
い
う
。
）
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
五
　
放
射
性
物
質
等

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
同
項
の
検

　
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
一
　
本
邦
以
外
の
地
で
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合

　
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合

3
　
第
一
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査

　
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
を
同
項
の
検
査
を
行
う
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

4
　
地
方
運
輸
局
長
又
は
認
定
法
人
は
、
そ
の
行
な
う
検
査
に
合
格
し
た
者
に

　
対
し
、
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
（
第
十
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

5
　
前
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
船
積
み

　
前
に
当
該
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
を
船
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

6
　
第
　
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
五



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
六

　
は
、
船
長
は
、
第
四
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
を
船
内
に
備
え
付

　
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
他
の
船

　
舶
に
積
み
換
え
る
と
き
は
、
前
の
船
舶
の
船
長
は
、
当
該
危
険
物
コ
ン
テ
ナ

　
収
納
検
査
証
を
後
の
船
舶
の
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
確
認
等
の
手
数
料
）

第
百
三
十
条
　
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一

　
項
の
確
認
、
第
九
十
一
条
の
九
の
二
第
一
項
の
承
認
又
は
地
方
運
輸
周
長
の

　
行
う
第
百
二
十
九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
登
第
一
項
若
し
く
は
前
条

　
第
～
項
の
検
査
を
受
け
る
者
は
、
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
手

　
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
第
九
十
一
条
の
九
第
～
項
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
確
認

　
又
は
第
九
十
一
条
の
九
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
の
額

　
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

3
　
第
百
二
十
九
条
第
～
項
の
検
査
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次
の

　
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
一
個
に
つ
き
五
干
円

　
二
　
前
号
以
外
の
場
合
は
、
危
険
物
の
個
数
百
個
ま
で
を
一
万
円
と
し
、
十

　
　
個
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
二
着
円
を
加
算
し
た
額

4
　
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
る
場
合
の
手
数

　
料
の
額
は
、
コ
ン
テ
ナ
～
個
に
つ
き
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
る
危
険

　
物
の
個
数
百
個
ま
で
を
一
万
二
千
円
と
し
、
十
個
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

　
と
に
二
百
五
十
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

5
、
6
　
　
（
略
）

7
　
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
、
危
険
物
一
個
の
正
味
質
量
（
放

　
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
容
器
又
は
包
装
の
質
量
を
含
む
。
）
が
五
十
キ

　
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
危
険
物
の
個
性
に
つ
い
て
は
、
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
え
る
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
個
の
割
合
で
産
出
し
た
個
数

　
を
一
個
に
加
え
た
数
と
す
る
。

8
　
第
一
項
の
手
数
料
は
、
申
請
者
の
都
合
に
よ
り
そ
の
申
請
を
取
り
下
げ
た

　
場
合
で
も
確
認
、
承
認
又
は
検
査
に
着
手
し
た
後
は
、
返
還
し
な
い
。

9
　
第
一
項
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
手
数
料
納

　
付
書
（
第
四
号
様
式
）
に
は
っ
て
は
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
第
一
項
の
規
定
は
、
国
に
は
適
用
し
な
い
。

（
危
険
物
輸
送
届
）

第
百
三
十
一
条
　
船
長
は
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を

　
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
第
七
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
船
積

　
み
前
に
危
険
物
運
送
届
（
第
十
三
号
様
式
）
を
も
よ
り
の
海
上
保
安
官
署

　
（
管
区
海
上
保
安
本
部
、
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
署
。

　
以
下
同
じ
。
）
の
長
（
湖
川
に
あ
っ
て
は
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸

　
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
港
則
法
第
二
十
三
条
第
四

　
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
場
合
又
は
第
九
十
一
条
の
こ
十
｝
条
　
項

　
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
物
質
等
輸
送
届
を
提
出
し
た
場
合
は
、
こ
の
隈
り
で

　
な
い
。

（
公
益
法
人
の
認
定
）



第
百
三
十
二
条
　
第
否
二
十
九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
　
無
職
は

　
第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
公
益
法
入
は
、
申

　
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
運
輸
大

　
距
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
寄
付
行
為

　
二
　
役
員
の
氏
名

　
三
　
検
査
業
務
に
従
事
す
る
者
（
以
下
「
検
定
員
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及

　
　
び
履
歴

　
四
　
検
査
業
務
を
行
う
支
部
又
は
出
張
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
検
定

　
　
員
の
配
置
状
況

　
五
　
積
付
検
査
、
収
納
検
査
又
は
容
器
検
査
に
関
す
る
規
則

　
六
　
検
定
員
の
選
任
に
関
す
る
規
則

　
七
　
手
数
料
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則

（
規
則
の
変
更
）

第
百
三
十
三
条
　
第
百
二
十
九
条
第
…
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
　
千
島
は

　
第
百
二
十
九
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
公
益

　
法
人
（
以
下
「
認
定
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま

　
で
に
掲
げ
る
規
則
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受

　
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
報
告
）

第
百
三
十
五
条
　
認
定
法
人
は
、
第
百
二
十
九
条
第
　
項
、
第
百
二
十
九
条
の

　
二
第
…
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
三
第
「
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
毎
四
半

　
期
（
四
月
を
起
算
月
と
す
る
毎
三
月
を
一
の
四
半
期
と
す
る
。
）
の
検
査
の

概
要
を
、
当
該
四
半
期
経
過
後
一
月
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
）

第
首
三
十
六
条
　
運
輸
大
臣
は
、
認
定
法
人
の
行
う
検
査
業
務
に
関
し
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
検
定
員
又
は
認
定
法
人
に
対
し
期
間
を
定
め

　
て
業
務
の
停
比
を
命
じ
、
又
は
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
告
示
）

第
百
三
十
七
条
　
運
輸
大
臣
は
、
公
益
法
人
を
認
定
し
、
又
は
認
定
を
取
り
消

　
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。

（
容
器
、
包
装
）

第
三
百
八
十
四
条
　
　
（
略
）

2
　
第
八
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、

　
第
二
項
、
第
八
十
八
条
か
ら
第
九
十
…
条
の
九
の
二
ま
で
、
第
九
十
｝
条
の

　
十
一
条
の
十
　
（
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
及
び
オ
ー

　
バ
ー
パ
ッ
ク
の
輸
送
指
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
二

　
第
一
項
（
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
及
び
オ
ー
バ
ー
パ

　
ッ
ク
の
胃
癌
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
（
放

　
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
標
識
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

　
及
び
第
五
項
（
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
標
札
及
び

　
標
識
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
＝
損
、
第
二
項

　
（
同
条
第
五
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
言
及

　
び
第
四
項
（
タ
ン
ク
及
び
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

　
並
び
に
第
百
三
十
条
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
の
確
認
及
び
第
九

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
七



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
八

　
十
｝
条
の
九
の
二
第
一
項
の
承
認
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
（
第

　
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
確
認
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
八
項
か

　
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
放
射
性
物
質
等
を
貯
蔵
船
に
貯
蔵
す
る
場
合
に

　
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
七
条
第
一
項
中
二
の

　
荷
送
人
」
と
あ
る
の
は
「
一
の
貯
蔵
委
託
者
」
と
、
岡
項
中
「
荷
送
入
又
は

　
荷
受
人
」
並
び
に
第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
一
条
の
八
、
第
九
十
一
条
の

　
八
の
二
軍
二
項
、
第
九
十
一
条
の
九
第
五
項
、
第
九
十
｝
条
の
十
一
第
一
項
、

　
第
九
十
一
条
の
十
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
九
十
一
条
の
十
六

　
第
三
項
中
「
荷
送
人
」
あ
る
の
は
「
貯
蔵
委
託
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

　
す
る
。

3
　
　
（
略
）第

六
編
　
罰
則

第
三
百
九
十
二
条
　
船
畏
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
三
十
万

　
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
～
　
第
六
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
十
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

　
八
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
九
十
一
条
の
十
三
第
～
項
（
第
九
十
一
条
の
一

　
六
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四

　
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
む
。
）
、
第
二
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
九
十

　
一
条
の
十
六
第
九
項
、
第
十
項
、
第
十
一
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三

　
宮
遷
は
第
九
十
一
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
二
　
第
五
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
四
　
第
九
十
一
条
の
十
五
第
～
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
五
　
第
九
十
～
条
の
二
十
一
第
　
項
の
放
射
性
物
質
等
々
送
届
若
し
く
は
同

　
　
条
第
三
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
を
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に

　
　
提
出
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
管
区
海
上
保
安
本
部
の

　
　
長
に
提
出
し
て
、
同
条
第
一
項
の
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
た
と
き
。

　
六
　
第
九
十
一
条
の
二
十
～
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
と
き
。

　
七
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
ず
、
又
は
こ
れ
に
合
格
し
な
い

　
　
で
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
た
と
き
。

第
三
百
九
十
四
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き

　
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
六
条
、
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
八

　
　
十
四
条
の
三
、
第
九
十
～
条
の
三
第
一
項
、
第
九
十
一
条
の
八
、
第
九
十

　
　
　
条
の
ナ
第
三
項
又
は
第
九
十
一
条
の
十
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の

　
　
規
定
に
違
反
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
二
　
第
十
条
の
危
険
物
明
三
十
を
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
せ
ず
、

　
　
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
し

　
　
た
と
き
。

第
三
百
九
十
五
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
又
は
船
舶
所
有
者
が
、
次
の
各
号
の
一

　
に
該
当
す
る
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
二
十
二
条
の
五
識
二
項
（
第
二
十
二
条
の
十
の
二
第
｝
項
に
お
い
て



　
　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
二
　
第
二
十
二
条
の
六
第
【
項
（
第
二
十
二
条
の
十
の
二
第
｛
項
に
お
い
て

　
　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
（
第
こ
十
二
条
の
十
の
こ
第
｝
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項
（
第
二
十
二
条
の
十
の

　
　
襲
弊
～
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
項
（
第
二
十

　
　
二
条
の
十
の
こ
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

　
　
違
反
し
た
と
き
。

　
三
　
第
二
十
工
条
の
七
（
第
二
十
二
条
の
十
の
二
第
｝
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
又
は

　
　
自
動
車
等
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
若
し
く

　
　
は
交
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
船
舶
所
有
者
若
し
く
は

　
　
船
長
に
提
出
若
し
く
は
交
付
し
た
と
き
。

　
四
　
第
九
十
一
条
の
十
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
五
項
に
お
い
て

　
　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第

　
　
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
　
条
の
十
【
第

　
　
　
項
、
第
九
十
「
条
の
十
二
第
｝
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第

　
　
九
十
一
条
の
十
六
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定

　
　
に
違
反
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
五
　
第
百
二
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
百
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
頁
九
十
六
条
　
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

　
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
九
十
一
条
の
趣
旨
一
項
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

　
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
二
　
第
九
十
一
条
の
九
第
五
項
（
同
条
第
六
項
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に

　
　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
書
類
を
荷
送
人

　
　
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
者
に
交
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て

　
　
荷
送
人
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
者
に
交
付
し
た
と
き
。

第
三
百
九
十
七
条
　
貯
蔵
船
（
火
薬
類
の
貯
蔵
船
を
除
く
。
）
の
船
舶
所
有
者

　
が
、
第
三
百
六
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰

　
金
に
処
す
る
。

第
三
百
九
十
八
条
　
危
険
物
の
貯
蔵
委
託
者
が
、
第
三
百
八
十
四
条
第
　
項
若

　
し
く
は
第
三
項
又
は
周
条
章
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
　
条
の
三
第

　
一
項
、
第
九
十
一
条
の
八
、
第
九
十
一
条
の
十
一
第
一
項
、
第
九
十
一
条
の

　
十
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
九
十
一
条

　
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

第
三
着
九
十
九
条
法
人
の
代
表
者
又
は
法
入
若
し
く
は
人
の
代
理
入
、
使
用

　
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
三
百
九
十

　
一
条
、
第
三
百
九
十
二
条
及
び
第
三
百
九
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
違
反
行

　
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
、

　
各
本
条
の
刑
を
科
す
る
。

　
　
　
付
　
　
匪

　
　
　
K
r
　
　
R
只

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
七
九



危
険
物
船
蘭
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

工
八
○

　
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

　
る
。（

経
過
措
置
）

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
よ
り
運
送
さ
れ
、
又
は
船
舶
に
貯
蔵

　
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
又
は
貯
蔵
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規

　
定
に
よ
る
改
正
後
の
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
以
下
「
新
旧
規

　
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
送
又
は
貯
蔵
が
終
了
す

　
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
申
請
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

　
昼
前
の
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
以
下
「
旧
危
規
則
」
と
い
う
。
）

　
第
九
十
一
条
の
九
の
こ
第
～
項
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

　
に
よ
る
。

4
　
旧
危
規
則
第
九
十
一
条
の
九
の
二
子
～
項
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
容
器
及

　
び
使
用
方
法
に
よ
り
運
送
す
る
放
射
盤
輸
送
物
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成

　
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
新
危
規
則
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
一
条

　
の
二
ま
で
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
及
び
第
九
十
一
条
の
四
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5
　
前
項
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
旧
危
規
則
の
規
定
に
よ
る
第
一

　
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸

　
送
物
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

　
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
新
危
規
則
の
規
定
に
よ
る
核
分
裂
性
輸
送
物
と
み

　
な
す
。

6
　
運
輸
大
臣
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
危
規
則
第
九
十
一
条
の
十
五

　
第
～
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

7
　
旧
危
規
則
第
九
十
一
条
の
十
五
第
～
項
の
確
認
を
受
け
、
施
行
日
以
後
船

　
舶
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
に
つ
い
て
は
、
新
危
規
則
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
送
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に

　
よ
る
。

8
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
規
準
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な

　
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
に
係
る
施
行
摂
以
後
に
し
た
行
為

　
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
■
翻
、
．
桝
一
「
嘱
…
－
…
朋
…
「
謂

別表第四（第百三十条関係）手数料の額
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垂亥分裂｛生翰送1

物（L型輸送】咳分裂性翰
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i91条の9の2第1項

殴麟最繍

騨羅
第91条の15第1項の
規定による確認

懸隔
み痂斑笛1菟三らき

走による承認 5Gδ，90δ円

の15第1項の
よる確認



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

八

第五号様式（第九十一条の二十一関係）

　（その1）

　　　　　　　　　　　放射性物質等運送届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　黛

　　管区：海上保安本部長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船長の氏名　　　　即

　　危険物舶舶運送及び貯蔵規則第9王条の21第1項の規定により、次のとおり漏け1士1

　ます。

船種及び船名
船舶番号！父は船舶

沚ｸ済票の番号

船舶所有者の氏名又
ﾍ名称及び往所並び
ﾉ法人にあってはそ

ﾌ代表者の氏名

荷送人の氏名叉は
ｼ称及び住所並び
ﾉ法入にあっては
ｻの代表者の氏名

船籍港又は定係港 総トン数又は
D舶の長　さ

放射逡三物質等の品名

yび数稲：　（注1）
放射ド｝1輸送物の

嵭ﾞ及び数量

放射性物質等の
ﾏ　　載　場　　所

その他の積載貨物の品名及び数量

発　　　航　　　港
船積予定露時及び

ｭ航予定日晴

到　　　達　　　港
入港予定日時及び

､揚予定日時

寄　　　航　　　港
入罎港予定濤時及

ﾑ荷役予定日時

主な通過地点及び

ﾊ過予定日時



（その2）

運　　送 中 の 保 安 対 策

運送責任齎の氏名
@　　　　（注2）

見張　人の氏　名
@　　　　（注3）

放射性物質等の盗取等
ﾉよる災害を防止する
ｽめの措置　（注2）

海」二保安官署との
A　　絡　　体　　｛雛

その他の運送中の
ﾛ　　安　　対　　策

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

（注）　1　第91条の14の2の告示で定める放射性物質等を運送する場合には、当

　　　該放射跳物質等の種類ごとの数温＝についても記載すること0

　　2　第91条の14の2の告示で定める放射性物質等以外の物質を運送する場

　　　合は、記載を要しない0

　　3第91条の王4の2の告示で定める放射性物質劉外の物質を運送する場

　　　合であって、見張人を配賦しないときは、記載を要しない0

　　4　用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

第六号様式（第91条の21関係）

放射性物質等運送変更樋

管区海上保安本部長　殿

船長の琉名

年　月　日

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21第3項の規定により、次のとおり届け

凹ます。

変更した事項 変更した内容

八
一

㈹1　用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること0
　　2　変更した内容については、変更前と変更後とを対照できるように記載する

　　　ことo



○
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準

　
　
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　
@
〔
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
雀
告
示
第
五
百
八
十
五
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
五
年
十
二
月
二
十
二
日
運
輸
省
告
示

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯

　
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
核
分
裂
性
物
質
）

第
二
条
　
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質

　
等
は
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル

　
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
（
以
下
「
核
分
裂
性
核
種
“
と

　
い
う
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
又
は
二
以
上

　
を
含
む
物
質
（
天
然
ウ
ラ
ン
及
び
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ

　
た
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
（
以
下
「
核
分
裂
性
物
質
」
と
い
う
。
）
で

　
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
核
種
の
量
の
合
計
が
一
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
射
性
物
質

　
　
で
あ
っ
て
、
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

　
　
あ
る
放
射
性
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
二
　
水
素
が
均
一
に
分
布
し
て
い
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

イ
　
水
素
の
原
子
数
の
核
分
裂
性
核
種
の
原
子
数
に
対
す
る
比
率
が

　
五
、
二
〇
〇
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
核
分
裂
性
核
種
の
濃
度
が
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
五
グ
ラ
ム
以
下
で
あ

　
る
こ
と
。

　
ハ
　
核
分
裂
性
核
種
の
量
が
五
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
み
を
含
む
核
分
裂
性
物
質
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ

　
　
ラ
ン
ニ
三
三
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
に
対
す
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
～
以
下

　
　
の
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
量
が
八
○
○
グ
ラ
ム
以
下
で

　
　
あ
る
こ
と
。

三
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
濃
縮
度
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
に
対
す
る
比
率
が

　
～
○
○
分
の
一
以
下
で
あ
っ
て
、
全
体
に
均
一
に
分
布
し
て
い
る
も
の

四
　
核
分
裂
性
核
種
の
濃
度
が
～
○
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
五
グ
ラ
ム
以
下
で
あ

　
る
も
の

五
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

　
に
対
す
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
二
〇
以
下
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
プ
ル
ト
ニ

　
ウ
ム
の
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
も
の

六
　
硝
酸
ウ
ラ
ニ
ル
溶
液
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
ウ
ラ
ン
二
一
二
五
の
濃
縮
度
が
エ
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
に
対
す
る
比

　
　
率
が
一
、
○
○
○
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ハ
　
窒
素
の
原
子
数
の
ウ
ラ
ン
の
原
子
数
に
対
す
る
比
率
が
二
以
上
で
あ

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
八
三



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
る
こ
と
。

（
線
量
当
量
率
の
算
定
）

第
三
条
　
規
則
第
八
十
九
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
線
量
当
量
率
は
、
一
せ

　
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め

　
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
　
（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射

　
性
物
質
等
）

第
四
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
三
下
一
項
第
一
号
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
自
然
発
火
性
の
放
射
性
物
質
等
及
び
核
分
裂
性
物
質
（
第
二
条
各

　
号
の
皿
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
廊
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
問
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

放

射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四

性
物
質
等
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ

ま
で
及
び
別
表
第
六
の
第

れ
た
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次

｝
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

質
の
種
類
又
は
区
分
に
応

体

（
以
下
門
特
別
形
放
射
性
物
質
等
」

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表

と
い
う
。
）

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と

（
以
下
「
氏
値
」
と
い

も
一
辺
が
○
・
五
二
ン
チ
メ
…
ト

う
。
）
｝
、
○
○
○
分
の

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

｝

固

二
八
四

ロ
　
別
記
第
｝
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験

（
長
さ
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
長
さ
の
幅

に
対
す
る
比
率
が
一
〇
以
上
で
あ

る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、

衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ

試
験
）
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ

ず
、
加
熱
試
験
を
行
っ
た
場
合
に

溶
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸

漬
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
水
中
へ

の
放
射
性
物
質
等
の
漏
え
い
量
が
、

ニ
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
運
輸

大
臣
の
適
当
と
認
め
る
基
準
に
よ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六

ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

放
射
性
物
質
の
種
類
又
は

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
表
の
第
三
欄
（
別

表
第
四
及
び
別
表
第
五
に



あ
っ
て
は
、
第
二
欄
）
に

掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
莇
値
」
と
い
う
。
）
の

一
、
○
○
○
分
の
「

体

特
別
形
放
射
性
物
質
等
又
は
特
別
形

碗
値
の
一
〇
、
0
0
0
分

液

放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

○
・
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

体

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
｝
、
○
○
○
分
の

そ
の
他
の

　

気

も
の

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外

碗
値
の
　
、
○
○
○
分
の

の
も
の

一

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
懲
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
機
器
等

　
　
一
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
　
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
ず
、
か
つ
、
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又

　
　
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
　
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性

物
質
等
の
放
射
能
が
、

い
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な

気 体 液　　体 固 体

も他そ ト の特特 の特 特
放
射

ののの リ も別別 も別 別
性チ の形形 の形 形

等特 等特 ウ 放放 放 放 物

以別 別 ム 射射 射 射 質

外形 形 性性 性 性 等
の放 放 物物 物 物

も射 射 質質 質 質 の

の性 性 等等 等 等 区

物 物 以又 以 分
質 質 外は 外

OA2 OAl ク○ OAz 分A2 ク｝A； 品

○値 ○値 レ　・ ○値 の値 の値 目
分の 分の ル八 分の ．一 ﾌ 一の 毎

放

の一 の一 テ の一 ㎝一 國一
、
～

、
一 ラ

、
一 ○ ○ 限 射

○ ○ べ ○ ○ 0 度 寵
分A2 分Al ル八 のA2 、A2 A

l
輪

の値 の値 テ 一値 健 値 送 の

～の 一の ラ の 物

一 …藺 べ 一
毎 電

○ ○ ク ○ 限
○ ○ レ 分 度

口

収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
八
五



船
舵
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
臼
等
を
定
め
る
告
示

工
八
六

　
　
か
ら
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
（
線

　
　
量
当
量
率
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
　
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
の
最
大

　
　
値
（
以
下
「
最
大
線
量
当
量
率
」
と
い
う
。
）
が
毎
時
一
〇
〇
マ
イ
ク

　
　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
放
射
線
発
光
塗
料
を
用
い
て
い
な
い
機
器
等
に
あ
っ
て
は
、
　
「
放
射

　
　
性
」
の
文
字
又
は
「
力
鋤
α
一
〇
9
0
け
臨
く
①
」
の
文
字
が
表
示
さ

　
　
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
照
射
さ
れ
て
い
な
い
天
然
ウ
ラ
ン
、
照
射
さ
れ
て

　
い
な
い
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
照
射
さ
れ
て
い
な
い
天
然
ト
リ
ウ
ム
又
は

　
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

　
ロ
　
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
器
の
構
成
部
品
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
表

　
　
面
が
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ハ
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
五
条
の
三
第
二
項
に
定
め
る
密
度

　
　
の
｝
○
○
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
、
又
は
貯
蔵
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
札
又

　
　
は
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ

　
　
　
て
い
る
こ
と
。

（
表
示
を
要
す
る
L
型
輸
送
物
）

第
四
条
の
二
　
規
則
第
八
十
九
条
第
六
号
の
告
示
で
定
め
る
放
射
控
物
質
等
は
、

　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
L
型
輸
送
物
に
係
る
表
面
密
度
限
度
）

第
四
条
の
三
　
規
則
第
八
十
九
条
第
八
号
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表

　
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

　
掲
げ
る
固
定
さ
れ
て
い
な
い
（
通
常
の
取
扱
い
に
お
い
て
、
は
く
離
す
る
お

　
そ
れ
が
あ
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
放
射
性
物
質
の
密
度
と
す
る
。

ア ア

ル ル
フ フ 放

篠 藤 射

を を 性
放
出

放
出 物

し
な

す
る

迎

い 放 の

放
射

射
性

荒

性 物 分
物 質
質

○毎 ○毎
・平 ・平
四方 ○方 密

ベセ 四セ
ク　ン ベン
レチ ク　チ

ル　メ レ　メ

1 ル　1 度
ト ト

ル ル

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
九
十
｝
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

　
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。



特 特
別 別

形 形 放
放
射
性

放
射
性

射
性

物 物 物
質
等

質
等 野

選 等
外

の
の
も 区

の 分

A2 A
監

値 値 放

射

能

の

蟹

（
液
体
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
A
型
輸
送
物
）

第
五
条
の
二
　
規
則
第
九
十
条
第
四
号
イ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
彪
値
と
す

　
る
。

2
　
規
則
第
九
十
条
第
四
号
イ
の
告
示
で
定
め
る
外
国
は
、
国
際
海
上
危
険
物

　
規
程
（
【
M
D
G
コ
ー
ド
）
の
採
択
国
と
す
る
。

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
表
面
密
度
隈
度
）

第
五
条
の
三
　
規
則
第
九
十
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
固
定
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
の
密
度
と
す
る
。

ア ア

ル ル
フ フ 放
ア ア

線 線 射

を を 性
放
出

放
出 物

し
な

す
る

質

い 放 の

放
射

射
性

区

性 物 分
物 質
質

四毎 ○毎
べ平 ・平
ク方 四方 密
レ　セ ベセ
ル　ン ク　ン

チ レチ
メ ル　メ
［ i 度
ト ト

ル ル

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
六
条
　
規
則
第
九
十
条
第
九
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
言
第
三
に
褐

　
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
七
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
二
号
の
皆
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
四
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
八
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
五
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
八
条
の
二
　
規
則
第
九
十
一
条
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第

　
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
九
条
規
則
第
九
十
一
条
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
碗
値
の

　
一
、
○
○
○
、
○
○
○
分
の
　
と
す
る
。

2
　
規
則
第
九
十
一
条
第
三
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
碗
値
と
す
る
。
た

　
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
一
〇
〇
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。

（
低
下
放
射
性
物
質
等
）

第
十
条
　
規
則
第
九
十
～
条
の
三
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
低
潮
放
射
性
物
質

　
は
、
次
の
各
号
の
「
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
（
自
然
発
火
性
の
も
の
を

　
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
放
射
性
物
質
等
を
集
積
し
た
場
合
に
お
い
て
、

　
そ
の
表
面
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎

　
時
　
○
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
（
以
下
「
」
S
A
l
I
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
鉱
石
又
は
精
鉱

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
八
七



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
ロ
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
天
然
ウ
ラ
ン
、
照
射
さ
れ
て
い
な
い
劣
化
ウ
ラ

　
　
ン
若
し
く
は
照
射
さ
れ
て
い
な
い
天
然
ト
リ
ウ
ム
で
あ
っ
て
、
固
体
状

　
　
の
も
の
、
固
体
状
若
し
く
は
液
体
状
の
こ
れ
ら
の
化
合
物
又
は
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
～
若
し
く
は
こ
以
上
を
含
む
物
質

　
ハ
　
核
分
裂
性
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
で
あ
っ
て
、
既
値
に
制
限
が
な

　
　
い
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上

欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
渇
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以

　
下
「
」
S
A
l
豆
縣
と
い
う
。
）

放
射
性
物
質
等
の
区
分

基
　
　
　
　
　
準

可
燃
性
の
も
の
で
あ
っ
て
、
放

放
射
能
の
蚤
が
碗
値
の
一
〇
〇

射
性
物
質
が
全
体
に
分
布
し
て

倍
（
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す

体

い
る
も
の

る
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
碗
値
の
一
〇
倍
）

を
超
え
ず
、
か
つ
、
平
均
放
射

能
濃
度
（
放
射
性
物
質
等
の
全

体
に
つ
い
て
平
均
し
た
放
射
能

濃
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
一
グ
ラ
ム
当
た
り
碗
値
の

固

一
〇
、
○
○
○
分
の
㎜
を
超
え

な
い
こ
と
。

二
八
八

可
燃
性
で
な
い
も
の
で
あ
っ

平
均
放
射
能
濃
度
が
一
グ
ラ
ム

体

て
、
放
射
性
物
質
が
全
体
に
分

当
た
り
麗
値
の
一
〇
、
○
○
○

布
し
て
い
る
も
の

分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
湖

川
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶

に
積
載
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

固

は
、
放
射
能
の
量
が
馬
身
の

一
〇
〇
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

ト
リ
チ
ウ
ム
水

放
射
能
の
量
が
四
ぺ
夕
べ
ク
レ

ル
（
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す

体

る
船
舵
に
積
載
さ
れ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
○
・
四
ペ
タ
ベ
ク

レ
ル
）
を
超
え
ず
、
か
つ
、
平

均
放
射
能
濃
度
が
一
リ
ッ
ト
ル

当
た
り
○
・
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

を
超
え
な
い
こ
と
。

ト
リ
チ
ウ
ム
水
以
外
の
も
の
で

放
射
能
の
燈
が
碗
値
の
一
〇
〇

あ
っ
て
、
放
射
性
物
質
が
全
体

倍
（
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す

液

に
分
布
し
て
い
る
も
の

る
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
馬
値
の
一
〇
倍
）

を
超
え
ず
、
か
つ
、
平
均
放
射

能
濃
度
が
「
グ
ラ
ム
当
た
り
碗



体

健
の
一
〇
〇
、
○
○
○
分
の
一

液

を
超
え
な
い
こ
と
。

放
射
性
物
質
が
母
体
に
分
布
し

放
射
能
の
量
が
舞
楽
の
一
〇
〇

体

て
い
る
も
の

倍
（
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す

る
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
細
値
の
一
〇
倍
）

を
超
え
ず
、
か
つ
、
平
均
放
射

能
濃
度
が
一
グ
ラ
ム
当
た
り
碗

気

値
の
一
〇
、
○
○
○
分
の
一
を

超
え
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
固
体
状
の
も
の
で
あ
っ
て
、

　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
」
S
A
t
斑
」
と
い
う
。
）

　
イ
　
放
射
性
物
質
が
全
体
に
均
一
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
。

　
ロ
　
可
燃
性
の
も
の
に
あ
っ
て
は
放
射
能
の
量
が
義
父
の
一
〇
〇
倍
（
湖

　
　
川
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
横
溢
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
碗

　
　
値
の
一
〇
倍
）
、
可
燃
性
で
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
湖
川
港
内
の
み
を

　
　
航
行
す
る
船
舷
に
積
載
さ
れ
る
も
の
の
放
射
能
の
蟻
が
碗
値
の
一
〇
〇

　
　
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
平
均
放
射
能
濃
度
が
一
グ
ラ
ム
当
た
り
碗
値
の
〕
、
○
○
○
分
の
こ

　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
別
記
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合
に

　
　
放
蕩
性
物
質
の
漏
え
い
量
が
細
値
の
一
〇
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

2
　
規
則
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
表
面
汚
染
物
は
、
次
の

　
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
（
自
然
発
火
性
の
も
の
を
除
く
。
）

　
で
あ
っ
て
、
当
該
放
射
性
物
質
等
を
集
積
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
表
颪

　
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
罎
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
蒔
｝
0
ミ

　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
放
射
能
の
量
が
碗
値
の
一
〇
〇
倍
（
湖

　
川
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
闇
値
の

　
「
0
倍
）
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
表
面
の
汚
染
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
　
表
の
下
欄
に
揚
げ
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
以
下
「
S
C
O
－
1
」
と

　
　
い
う
。
）

て固る接
い定表近
なさ面で 表

いれのき
面

ウ劣性ア
ラ化のル の

ンウ放フ
jラ射　ア

汚

三ン新線
ﾜ　’物を

染

’天質放 の
ウ然（出
ラ　ト天す 区
ン　リ然る
ニウウ低 公

三ムラ危
八　’ン険

、　　　　　　　　、

ル　ト毎
ル平 密

○方
・　セ

四　ン

ベチ
ク　メ 度
レ　i

汚
染

ト
リ
ウ
ム
ニ
三
二
、
物
理
的
精
鉱

若
し
く
は
化
学
的
精
鉱
に
含
ま
れ

る
ト
リ
ウ
ム
㎝
三
八
若
し
く
は
ト

リ
ウ
ム
ニ
三
〇
又
は
物
理
的
半
滅

期
が
｝
○
臼
未
満
の
も
の
を
い
う
。

以
下
問
じ
。
）
以
外
の
ア
ル
フ
ァ

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
八
九



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
i

性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

ト
ル
四
ベ
ク
レ
ル

す
る
低
危
険
性
の
放
射
性
物
質

そ
の
他
の

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低
危
険

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

汚
染

性
の
放
射
性
物
質
以
外
の
ア
ル
フ

ト
ル
四
キ
ロ
ベ
ク
レ

ア
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
畠
し
な
い
放
射

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

ト
ル
四
〇
キ
ロ
ベ
ク

す
る
低
危
険
性
の
放
射
性
物
質

レ
ル

二
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
表
面
の
汚
染
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
以
下
「
S
C
O
ー
∬
」
と

　
い
う
。
）

て固る接
い定表近
なさ面で 表

いれのき
面

ア性ア
線のル の

を放フ
厲ﾋア

汚

繊性線
ｷ物を

染

る質放
勛ﾈ出

の

射外す 区

性のる
物ア低 分

質ル危
フ険

ト毎
ル平 密

四方
○セ
ベ　ン

ク　チ
レ　メ 度
ル　i

二
九
〇

汚
染

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
i

性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

ト
ル
四
〇
〇
ベ
ク
レ

す
る
低
危
険
性
の
放
射
控
物
質

ル

そ
の
他
の

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低
危
険

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
i

汚
染

性
の
放
射
性
物
質
以
外
の
ア
ル
フ

ト
ル
八
○
キ
ロ
ベ
ク

ア
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

レ
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

性
物
質
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

ト
ル
八
○
○
キ
ロ
ベ

す
る
低
危
険
性
の
放
射
性
物
質

ク
レ
ル

（
低
比
放
射
性
物
質
等
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
の
区
分
）

第
十
一
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の

　
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
の
区
分
と
す
る
。

A－1 等 低
の 比

固 区 放
体 分 射

性
物
質

1 す専
P る用
E 場積 放

1
型

合載に
射

輸
送

よ
り

性

物 運
送

輸

送

養 し専な用

物

1 い積
鼾ﾚ

の

型
輸

合に 区

送 り 分
物 運

送



S
L
液
体
又
は
気
体

一
p
－
！
型
輸
送
物

一
P
－
2
型
輸
送
物

丑
｝
A
S
L

固
体

工
P
1
2
型
輸
送
物

玉
P
－
2
型
輸
送
物

液
体
又
は
気
体

王
P
…
2
型
輸
送
物

I
P
－
3
型
輸
送
物

L
S
A
l
皿
I
P
1
2
型
輸
送
物
I
P
1
3
型
輸
送
物

S
C
O
…
1
一
P
1
1
型
輸
送
物

一
p
1
1
型
輸
送
物

S
C
O
一
狂

I
P
i
2
型
輸
送
物
I
P
…
2
型
輸
送
物

（
I
P
1
2
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
二
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
の
三
審
一
項
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、

　
別
記
第
七
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
I
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
二
条
の
こ
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
の
四
第
＝
損
第
二
号
の
告
示
で
定
め

　
る
条
件
は
、
別
記
第
三
第
一
号
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
）

第
十
二
条
の
三
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
の
妾
言
二
項
の
告
示
で
定
め
る
基
準

　
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

　
　
イ
　
規
則
書
九
十
一
条
の
二
の
二
に
定
め
る
基
準

　
　
ロ
　
ニ
六
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
に
よ
る
試
験
を
行
っ
て
も
漏
え
い
又

　
　
　
は
著
し
い
変
形
の
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
通
常
の
運
送
状
態
で
、
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
の
著
し
い

　
　
　
増
加
が
な
く
、
か
つ
、
当
該
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ

　
　
　
ル
ト
（
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
規
則
第
九
十
一
条

　
　
　
の
二
十
二
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
毎
時
～
○
ミ

　
　
　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
そ
の
他
運
輸
大
臣
が
必
要
と
認
あ
る
基
準

　
こ
　
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

　
　
イ
　
前
号
イ
に
定
め
る
基
準

　
　
ロ
　
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
試
験
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た

　
　
　
場
合
に
、
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
の
著
し
い
増
加
が
な
く
、

　
　
　
か
つ
、
当
該
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
（
表
面
に

　
　
　
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
規
則
第
九
十
一
条
の
二
十
二
第
三

　
　
　
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
毎
時
「
○
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
）

　
　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
そ
の
他
運
輸
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
基
準

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
三
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
四
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記

　
第
八
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
霞
等
を
定
め
る
岩
示

二
九
「



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

工
九
二

第
十
四
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
四
第
二
号
イ
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別

　
記
第
九
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
十
瞬
条
の
二
　
規
則
第
九
十
一
条
の
四
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、

　
別
記
第
十
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
十
四
条
の
三
　
規
則
第
九
十
一
条
の
四
第
三
号
イ
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、

　
別
記
第
九
第
三
号
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

第
十
四
条
の
四
　
規
則
第
九
十
一
条
の
四
第
三
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、

　
別
記
第
十
～
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
十
四
条
の
五
　
規
則
第
九
十
一
条
の
八
の
二
十
｛
項
の
告
示
で
定
め
る
放
射

　
性
物
質
等
は
、
別
表
第
七
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と

　
す
る
。

第
十
四
条
の
六
　
規
則
第
九
十
一
条
の
九
十
「
項
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物

　
質
等
は
、
別
表
第
七
第
一
号
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
又
は
オ
ー
バ
…
パ
ッ
ク
に
係
る
表
面
密
度
限
度
）

第
十
四
条
の
七
　
規
則
第
九
十
　
条
の
精
霊
二
項
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
華
表
の
中
欄
に
掲
げ

　
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
固
定
さ

　
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
の
密
度
と
す
る
。

型外放
輸の射 区

送物性
一円物
が又質
収は等 分

納L以
放ア
射ル 放

性フ 託

物ア 性

質線 物
を 質
放 の
出 区
す 分
る

レ　ト毎

ルル平 密

○方
・　セ

○ン
四チ
ベ　メ 度
ク　i

さ
れ
、

　
　
　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な

毎
平
方
根
ン
チ
メ
ー

い
放
射
性
物
質

ト
ル
○
・
四
ベ
ク
レ

ル

そ
の
他
の
場
合

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

放
射
性
物
質

ト
ル
○
・
四
ベ
ク
レ

ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な

毎
平
方
セ
ン
チ
メ
！

い
放
射
性
物
質

ト
ル
四
ベ
ク
レ
ル

（
輸
…
送
指
数
の
決
定
方
法
）

第
十
四
条
の
八
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
｝
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
輸
送
指

　
数
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
が
○
・
〇
五
以
下

　
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
薩
か
ら
｝
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

　
　
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
（
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ

　
　
ナ
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
　
値
に
、
規
則
第
九
十
一
条
の
十
一
第
工
項
第
一
号
の
表
（
以
下
こ
の
条
に

　
　
お
い
て
「
表
」
と
い
う
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
の

　
　
最
大
断
面
積
の
区
分
に
慈
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を



　
　
粟
じ
て
得
た
値
）

　
二
　
外
形
が
容
易
に
変
形
し
な
い
構
造
を
有
す
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
あ
っ

　
　
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に

　
　
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に

　
　
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の

　
　
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
室
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を

　
　
乗
じ
て
得
た
値

　
三
　
放
射
性
輸
送
物
が
双
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量

　
　
率
を
ミ
リ
シ
；
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た

　
　
値
に
、
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

第
十
四
条
の
九
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
輸
送
指

　
数
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
が
○
・
〇
五
以
下

　
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
～
　
野
比
放
射
性
物
質
等
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
又
は
愚
書
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
当

　
　
該
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
タ
ン
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

　
　
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た

　
　
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
四
基
準

　
　
一
号
の
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
讐
表
」
と
い
う
。
）
の
上
欄
に
掲
げ

　
　
る
低
比
放
射
牲
物
質
等
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
薗
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
譜
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

　
二
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当

　
　
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量

　
　
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て

　
　
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応

　
　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
略
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

（
放
射
性
輸
送
物
等
の
標
札
等
）

第
十
五
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
工
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
標
札
は
、
次

　
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
扁

　
　
と
い
う
。
）
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
干
は
オ
…
バ
ー
パ
ッ
ク
及

　
　
び
第
四
号
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
第
一
類
自
標

　
　
札
（
第
一
号
様
式
）

　
二
　
表
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
詣
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
第
五

　
　
号
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
札
（
第

　
　
一
号
様
式
）

　
三
　
表
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
第
六

　
　
号
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類
黄
標
札
（
第

　
　
一
号
様
式
）

第
十
六
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
マ
～
ク
は
、

　
三
葉
マ
ー
ク
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

第
十
七
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
四
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、
コ

　
ン
テ
ナ
標
識
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
六
項
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
九
三



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
九
四

　
国
連
番
号
を
六
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
の
黒
色
の
数
字
で
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
記
入
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と

　
と
す
る
。

　
｝
　
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
下
半
分

　
二
　
第
一
類
白
標
札
、
第
二
類
黄
標
札
若
し
く
は
第
三
類
黄
標
札
又
は
コ
ン

　
　
テ
ナ
標
識
に
近
接
し
て
付
す
国
連
番
号
用
副
標
札
（
第
四
号
様
式
）

第
十
七
条
の
三
　
規
則
第
九
十
　
条
の
十
四
の
二
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物

　
吾
等
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
四
の
三
第
｝
項
の
告
示
で
定
め
る
放

　
　
射
性
物
質
等
は
、
別
表
第
七
第
三
号
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

第
十
八
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
五
項
の
告
示
で
定
め
る
標
札
は
、
次

　
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
で
あ

　
　
つ
て
、
輸
送
指
数
が
○
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
類
白
標
札
（
第

　
　
｝
号
様
式
）

　
二
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
で
あ

　
　
つ
て
、
輸
送
指
数
が
○
を
超
え
、
　
　
を
超
え
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

　
　
二
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

　
三
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
で
あ

　
　
つ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類
黄
標

　
　
札
（
第
一
号
様
式
）

（
低
質
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
の
量
の
限
度
）

第
十
八
条
の
こ
　
規
則
第
九
十
｝
条
の
十
四
第
六
項
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

低
比
放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
　
射
　
能
　
の
　
量

湖
規
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域

L
S
A
－
1

制
限
な
し

剃
限
な
し

L
S
A
一
嚢
又
は
L
S
A
I
皿
で
あ
っ
て
可
燃
物
で
な
い
固
体

制
限
な
し

碗
値
の
　
○
○
倍

し
S
A
I
丑
又
は
L
S
A
l
皿
で
あ
っ
て
可
燃
性
の
固
体
又
は
液
体
若
し
く
は
気
体

卸
値
の
｝
0
倍

S
C
O
－
1
又
は
S
C
O
l
I

碗
値
の
｝
○
○
倍

馬
値
の
｝
○
倍



（
運
送
の
安
全
の
確
認
）

第
十
八
条
の
三
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
場
合
は
、

　
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
　
い
る
コ
ン
テ
ナ
、
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
放
射

　
　
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
堅
持
放
射
性
物
質
等
又
は
当
該
低
比

　
　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
を
船
内

　
　
の
…
数
箇
所
に
集
貨
（
規
則
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
十
｝
項
の
集
貨
を
い
う
。

　
　
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
積
載
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ

　
　
ら
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
、
　
㎝
集
貨
に
つ
い
て
五
〇
を
超
え
る
場
合

　
二
　
船
内
に
積
載
す
る
各
集
貨
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
、
「
船
舶
に
つ
い
て

　
　
こ
〇
〇
（
湖
川
港
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
五
〇
）
を
超
え
る
場
合

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
低
比
放
射
性
物
質
等
）

第
十
八
条
の
四
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る

　
低
比
放
射
性
物
質
は
、
」
S
A
l
I
と
す
る
。

第
十
八
条
の
五
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る

　
表
面
汚
染
物
は
、
S
C
O
i
王
と
す
る
。

第
十
八
条
の
六
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
イ
の
告
示
で
定
め

　
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

　
ぞ
れ
同
蓑
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

ア ア

ル ル

フ フ 放

療 療 射

を を 性
放
出

放
出 物，

し す 質
な る

い 放 の

放
射
性

射
三
物

区
分

物 質
質

四三 ○毎
べ平
N方

・平

l方
密

レセ ベセ
ルン クン

チ レチ
メ
ー

ルメ
度

ト ト

ル ル

第
十
八
条
の
七
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
四
項
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る

　
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
鉱
石
又
は
精
鉱
（
以
下
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
」
と
い

　
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
と
し
、
寺
号
の
告
示

　
で
定
め
る
値
は
、
当
該
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
丁
の

　
下
欄
に
掲
げ
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た

　
値
と
す
る
。

的六 ト 的ウ
精フ リ 精ラ
鉱ツ ウ 鉱ン ウ

化
ウ 会 又

は
ラ

ラ 化 ト ン

ン 学 り 鉱
以
外

的
精 宏 石

の 鉱 の 等

ウ
ラ
ン

鉱
石
又

の
区

の は 分
化 物
学 理

○ ○ ○

・
〇
二

三 西

値

第
十
八
条
の
八
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
三
項
の
告
示
で
定
め
る
物
質

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
饅
等
を
定
め
る
告
示

二
九
五



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

一
五
六

　
は
、
核
分
裂
性
核
種
（
化
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
、
同
号

　
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
一
五
グ
ラ
ム
と
す
る
。

（
線
量
当
量
の
算
定
）

第
一
九
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
一
八
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
線
量
当
量
は
、

　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認

　
め
た
場
合
は
、
こ
の
眼
り
で
な
い
。

（
被
ば
く
管
理
の
た
め
必
要
な
措
置
）

第
二
十
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
借
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置

　
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
船
内
線
量
当
量
率
の
計
測

　
二
　
船
内
に
あ
る
者
の
受
け
る
線
量
当
量
の
評
価

　
三
　
船
内
に
あ
る
者
の
受
け
る
線
量
当
量
が
一
年
間
に
つ
い
て
規
則
第

　
　
九
十
一
条
の
十
九
第
｝
項
た
だ
し
書
で
定
め
る
限
度
の
一
〇
分
の
三
を
超

　
　
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置

　
　
イ
線
量
当
量
の
測
定

　
　
ロ
　
特
別
の
健
康
管
理

　
四
　
被
ば
く
管
理
者
の
選
任

　
五
　
被
ば
く
管
理
に
関
す
る
記
録
そ
の
他
必
要
な
措
置

（
荷
役
場
所
に
係
る
表
面
密
度
限
度
等
）

第
二
十
［
条
　
規
則
第
九
十
　
条
の
二
十
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

　
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
…
　
表
面
の
固
定
さ
れ
て
い
な
い
汚
染
に
あ
っ
て
は
、
第
十
四
条
の
七
に
定

　
　
め
る
密
度

　
二
　
表
面
の
固
定
さ
れ
て
い
な
い
汚
染
以
外
の
汚
染
に
あ
っ
て
は
、
当
該
表

　
　
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

（
運
送
の
届
出
）

第
二
十
二
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
場
合
は
、

　
第
十
八
条
の
三
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

（
特
別
措
置
に
係
る
被
ば
く
管
理
の
た
め
必
要
な
措
置
）

第
二
十
三
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る

　
必
要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
を
貨
車
又
は
自
動
車
等
に
積
載
し
た
状
態
で
、
鉄
道
車

　
　
両
渡
船
又
は
農
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二

　
　
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
各
号
又
は
放
射
性
同
位
元
素

　
　
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
第
四
条
第

　
　
二
項
及
び
第
十
八
条
第
三
項
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

　
三
　
運
送
中
に
、
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
た
貨
車
又
は
自
動
車
等
に
つ
い

　
　
て
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
行
わ
な
い
こ
と
。

　
　
サ
　
　
　
辱

　
　
昭
門
　
　
員

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
三
年
…
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別表第一（第四条関係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

九
七

欄
三
第

類
症
馴
引
割
制
覇
織
留
捌
鑑
π
拶
類
湛
ガ
　
　
×
　
×
　
　
×
　
×
×
×
×
×
×
×
×
×
　
　
×
×
　
　
　
　
×
×
×
×
×
　
　
×
×
×
　
　
5
5
　
　
5
5
5
2
2
4
5
2
3
9
　
　
5
2
　
　
　
　
6
2
6
2
5
　
　
9
5
5

欄
二
第

　
　
　
　
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
日
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
↓
　
↓
　
司
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
司
0
　
0
　
0
　
1
　
0
　
0
　
1
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
∩
v
　
O
　
∩
v
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
1
　
0
　
0
　
0
　
（
）
4
2
2
　
　
4
1
　
　
1
1
1
1
1
4
1
4
4
2
1
4
2
1
1
1
1
　
　
4
4
1
1
　
　
　
　
　
×
　
　
　
×
　
×
　
X
　
×
　
×
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
×
　
X
　
×
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
×
　
　
　
　
　
6
　
　
5
2
2
4
6
　
　
3
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
6
2
6
2
　
　
　
　
　
9
5

欄
　
第

　
e
　
e
　
　
　
　
　
　
　
a
　
a
　
g
I
i
i
　
　
　
　
　
丑
I
　
r
　
r
　
r
　
r
　
　
　
　
　
a
　
a
　
a
　
C
g
B
B
C
C
N
F
N
N
M
A
S
S
P
P
S
C
C
A
A
A
A
K
K
K
C
C
C
S
3
　
7
　
”
　
u
　
U
　
昭
　
田
　
雛
　
劉
　
蹄
　
㍑
　
蟄
　
”
　
鋤
　
紹
　
隔
　
舗
　
細
　
斜
　
駒
　
“
　
兜
　
翰
　
η
　
昭
　
4
1
　
筍
　
督
　
屈

原
子
番
号

1
4
4
6
6
7
9
1
1
1
1
珍
1
3
1
4
1
4
1
5
1
5
1
6
・
1
7
1
7
1
8
1
8
1
8
1
8
B
1
9
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1



↓
　
司
　
↓
　
↓
　
司
　
　
　
　
↓
　
し
　
　
↓
　
ヨ
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
覗
　
　
↓

欄

10

P0

P0

P0

P0

S0

R0

~
×
×
×
　
　
×
限
　
×
×
　
x
×
×
×
　
　
　
×
　
　
×
×
×
　
×
×
　
×
×
×
　
×

三

　
　
　
　
　
　
　
　
」
5
9
3
2
3
　
　
　
　
3
静
　
　
2
2
　
　
8
2
5
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
3
9
9
　
　
5
5
　
　
3
4
3
　
　
3

第

ヨ
　
　
↓
　
弓
↓
　
　
　
　
↓
　
し
　
　
↓
　
司
　
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
　
　
　
　
d
　
　
　
　
d
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
司

10

X
1
0
1
0
1
0
4
0
3
0
1
0
な
1
1
0
1
0
4
0
1
0
4
0
1
0
1
0
8
4
0
1
1
0
4
0
4
0
1
0
5
9
2
2
4
6
1
0
1
0
1
0
4
0
1
0

欄

×
　
　
×
　
×
　
×
　
　
　
　
×
限
　
　
×
×
　
　
×
　
　
×
　
×
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
×
　
×
　
　
×

二
第

　
　
　
　
　
　
　
　
」
5
　
　
3
5
3
　
　
　
　
3
箒
　
　
2
2
　
　
8
　
　
5
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
4
3
　
　
3

欄
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
H
翫
翫
翫
暇
v
v
α
漁
漁
滴
臨
恥
四
四
恥
㏄
㏄
㏄
㈹
㏄
㏄
M
歴
歴
側
側
伽
望
伽
G
融
髄
転
卵
繰
硫

第

届
日
溜
羽
田
斜
臼
惣
渕
潟
鈴
曲
調
”
齢
師
質
側
節
認
齢
”
曲
師
幽
9
師
鳳
町
凹
紹
η
腿
”
”

げ

二
二
禦
の
・
蓼
濃
ー
ー
ー
5
％
痴
ー
ー
％
お
鉤
％
一
－
貿
暫
蟹
飯
禦
器
器
器
鴉
一
～
一
　
一
　
鉛
田
別
記
詑
詑
詑

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

九
八



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

九
九

三
三
第

ー
ー
…
雪
；
彗
4
…
誓
…
；
、
i
　
　
附
－
G
羅
3
2
剛
3
雛
－
。
6
m
器
，
器
膿
麗
5
2
、
謬
嬬
2
蝿
諮
鑓

欄
二
第

↓
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
　
司
　
　
　
　
　
司
　
　
　
　
　
↓
　
し
し
↓
　
　
　
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
↓
1
0
4
0
1
1
0
2
0
3
4
0
1
0
3
1
0
4
0
6
2
0
1
0
2
2
1
1
0
な
な
1
0
5
2
3
／
0
1
0
1
0
1
0
2
1
0
1
0
2
1
0
1
0
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮
　
億
ハ
×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×
×
×
×
　
　
×
×
　
　
x
×
x
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
　
据
2
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
　
　
4
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
御
静
2
　
　
　
　
　
6
2
3
2
　
　
4
2
　
　
3
2
2

欄
一
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
混
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
飴
円
田
飴
飴
挽
鋭
誹
餅
毎
毎
既
山
詞
踏
踏
庶
駈
噺
口
恥
鋭
鋭
翫
Y
Y
Y
哩
Y
Y
Y
η
η
η
η
η
四
囲
脇
η
麗
門
門
鴫
瞬
田
四
目
齢
群
R
麗
曲
師
留
四
囲
田
睨
旧
洲
旧
例
田
”
”

3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



欄
三
第

　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
司
　
↓
　
　
し
d
　
　
ツ
　
　
↓
　
↓
　
司
　
　
　
　
↓
　
↓
　
　
d
　
　
し
↓
　
　
↓
　
↓
3
1
0
1
0
！
0
1
0
6
1
0
1
1
0
7
1
0
2
1
0
1
0
4
0
な
1
0
8
1
0
4
1
0
1
0
1
0
2
4
1
0
1
0
4
0
1
0
4
0
な
1
0
2
1
0
1
0
　
×
×
×
×
　
×
　
×
　
×
　
×
×
　
限
x
　
x
　
×
×
×
　
　
×
×
　
×
　
限
×
　
×
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
2
9
3
7
　
　
6
　
　
5
　
　
5
　
　
4
4
　
　
詣
7
　
　
9
　
　
9
5
2
　
　
　
　
9
5
　
　
9
　
　
静
5
　
　
6
4

欄
二
第

　
　
　
唖
　
刊
　
　
↓
　
　
↓
　
　
唖
　
　
↓
　
司
　
　
し
↓
　
　
　
　
　
　
　
4
　
d
　
　
　
　
　
司
　
　
　
　
　
し
↓
　
　
↓
　
↓
3
4
0
1
1
0
1
0
4
0
1
0
1
1
0
4
0
1
0
2
1
0
1
0
4
0
な
1
0
8
4
0
4
2
1
0
1
0
2
4
2
1
0
4
0
1
0
4
0
な
1
0
2
1
0
1
0
　
　
　
×
×
　
×
　
×
　
×
　
×
×
　
限
x
　
　
　
　
×
×
　
　
　
x
　
　
　
限
×
　
×
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
j
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
j
　
　
　
3
7
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
4
4
　
　
簿
7
　
　
　
　
　
　
　
6
2
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
纈
6
　
　
6
4

欄
一
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
　
　
　
　
　
』
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
6
　
　
9
凱
ゑ
撒
講
酌
量
甑
艇
身
頓
智
痴
聴
熱
些
些
溜
櫨
訟
路
冊
漏
留
膿
時
胆
師
田
囲
船
舗
鶉
麗
倶
肌
囲
弱
脚
侃
紛
田
博
四
玲
m
田
田
田
田
田
鴇
田
鴇
H

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
墓
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

○
○



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

○

↓
　
哩
↓
・
　
　
司
↓
　
　
　
↓
↓
司
d
↓
司
↓
↓
↓
　
　
　
　
↓
司
↓
司
↓
司
　
d
　
d

0
1
0
0
0
2
4
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
7
9
0
0
0
0
0
0
6
0
2
0
1
　
　
1
1
1
　
　
　
　
1
1
　
　
　
　
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
　
　
1
　
　
i

欄

×
　
　
X
X
×
　
　
　
×
X
　
　
　
　
×
×
×
X
X
×
X
×
×
　
　
　
　
　
　
×
×
×
×
X
×
　
　
×
　
　
×

三

5
　
　
9
3
5
　
　
　
　
3
9
　
　
　
　
　
9
5
2
3
3
5
9
4
2
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第　　一　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

98 248 bf 30 、3×10－3

98 249 bf 2 2×10輔

98 25e bf 5 5x10一看

98 25 獅 2 2×10－4

98 252 bf 1×10－1 正×10昭

98 253 bf 40 6×10一2

98 254 bf 3×10－3 6×10刈
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別表第二（第四条関係）

　　種類が明らかであって、一蒸重類であり、かっ、別表第一に掲げる放射性物質以外の放射性

　物質の場合の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

特別形放射性物質等である場 特別形放射性物質等以外の放

区　　　　分 合の数量（Al値） 射性物質等である場合の数量

単位　TBq （A2値）　　　　単位　　TBq

1　2に該当する場合以外 1の第一欄中のイ、ロ及びホ 1の第一欄中のイ、ロ、ハ及

イ　ガンマ線又はエックス の該当する区分に応じ、第二 び二の該当する区分に応じ、

線を放出する場合（陽電 欄に掲げる数量のうち最も小 第三欄に掲げる数量のうち該

子消滅により発生するガ さいものをA1値とする。ただ 当する最も小さいものをA2値

ンマ線を念む。） し、40を超える場合には、40 とする。ただし、40を超える

とする。 場合には、40とする。

1一
1

£（γ） E（γ）

ロ　ベータ線を放出する場

A口
（D　最大エネルギーが 40 40

0．1MeV未満の場合

（2）最大エネルギーが 40 9．3

0．IMeV以上0．15Me

V未満の場合

③　最大エネルギーが 40 2．3

0．15MeV以上0．2Me

V未満の場合

（4）最大エネルギーが 40 9．3×10q

0．2MeV以上0．5MeV

未満の場合

⑤　最大エネルギーが 21 4．6×10－1

0．5MeV以上0．7MeV

未満である場合

（6）最大エネルギーが 4．2 4．6×10－1

0．7MeV以上1MeV
未満である場合



第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

（7）最大エネルギーが 6．3×ユ0一韮 4．6×10司

1MeV以上1．5MeV
未満である場合

⑧　最大エネルギーが 3．2×10㎜1 3．2x10憎1

1、5MeV以上2MeV
未満である場合

（9）最大エネルギーが 2．1×10一｝ 2．1×10　1

　　2MeV以上である場

　　合

ハ　吸入摂取又は経口摂取

　するおそれのある場合

　（実用船用原子炉の設

　置、運転等に関する規則

　の規定に基づく線量当量

　限度等を定める告示（平

　成元年運輸省告示第八十

　七号）（以下「線量当量告

　示」という。）別表第一

　中第二欄又は第三欄に数

　箪の記載がある場合をい

　う。）

ニ　サブマージョンによる

　被ばくのおそれがある場

　合（線量当量告示別表第

　一中第一号に記載してい

　る化学形が「サブマージ

　ョン」である場合をい

　う。）

ホ　アルファ線を放出する

　場合

ALI
100

AL玉（Bq）
10｛；

DAC（Bq／c㎡）×3，36

船
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2　放射性物質が原子核の崩

壊連鎖を生ずるもの（以下

　「親核種」という。）であ

って、その物理的半減期が

親核種及び娘核種に対する1

の第一欄の区分に応じ、それ

ぞれ第二欄に掲げる数量のう

ち最小のもの

親核種及び娘核種に対する1

の第～欄の区分に応じ、それ

ぞれ第三欄に掲げる数量のう

1撮小のもの
○
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第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　三「；［

その原子核の崩壊によって

生ずる放射性物質（以下

「娘核種」という。）の物

理的半減期より長く、か

つ、娘核種の物理的半減期

が10日以内である場合 …
」

備考　奮（γ）は、当該放射性物質の一壊変当たりのガンマ線又はエックス線の総エネルギ

　　一（エネルギーにエネルギー毎の放出率を乗じたものの総和をいう。）をMeVで表した

　　値を、ALIは当該放射性物質の化学形を考慮しない場合における線量当量告示別表

　　第一表中第二欄又は第三欄に掲げる数値のうち最も小さいものを8qで表した値を、

　　DACは当該放射性物質の線量当塗告示別表第一中第四欄に掲げる数量を、それぞれ表

　　す。



別表第三（第四条関係）

　　放射性物質の種類が明らかでない場合及び放射性物質：の種類が明らかであるが、別蓑第一

　及び別表第二に数量が掲げられていない場合の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

区　　　　分

特別形核燃料物質等である場

№ﾌ数量（Al値）

@　　　　　　単位　TBq

特別形放射性物質等以外の放

ﾋ牲物質等である場合の数量

iA2値）　　　　　単位　　TBq

1　ガンマ線及びベータ線以

Oの放射線を放出する放射

ｫ物質が存在しないことが

ｾらかな場合

2×10－1 2x10一2

2　1以外の場合 王x！0一且 2×10－5
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別表第四（第四条関係）

　　　種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかである

　放射性物質の場合（別表第五及び別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　　　二　　　　　欄

数　　　　　　　量
区　　　　　分

単位　TBq

放射性物質の種類の全部及び種類別 次の算式を満たすXl，X2，…，X，の数量

の数量の全部が明らかな場合 X【　　　　X2　　　　　　　X轟

一十一十…÷一罵1XI　　　X2　　　　　Xn

放射性物質の種類の全部又は一部が 次の算式を満たすx1，x2，…，　x，及びyの数量

明らかであって種類別の数量の一部 X監　　　X2　　　　　　Xn　　　y
一十一十…一←一十一藁1が明らかでない場合 XI　　　X2　　　　　X，　　　Y

備考　Xl，X2，…，X．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベク

　　レル）を、X1，X2，…，X．はそれぞれxI，x2，…，x。に係る各放射性物質に対する別表第一、

　　別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、yは種類又は種類別の数量が

　　明らかでない放射性物質の数量（テラベクレル）を、Yはyに係る放射性物質の種類の

　　全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表第一、別表第二又は別表第三

　　に掲げる数量（テラベクレル）のうち最小のものを、yに係わる放射性物質の種類の全

　　部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係る放射性物質に対する別表第三に掲げ

　　る数量（テラベクレル）を示す。



別表第五（第四条関係）

　　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部又は一部が明らかで、種類別の分率が明らか．

　である放射性物質の場合（特別形放射性物質等以外の放射性物質等である場合に限り、別表

　第六に該当する場合を除く。）の数量の限度　　　旨

第　　　一　　　欄 第　　　　　二　　　　　欄　’

区　　　　　分
数　　　　　　　　　　　量（A2値）

@　　　　　　　　　単位　TBq
1放射性物質の種類の全部が明らかな

鼾 f｛／X且十f2／X2十…　十fn／Xn

1放射性物質の種類の一部が明らかな

鼾 f韮／Xl十f2／X2十。・・十fn／Xn十fy／Y

備考　fl，f2，…，f．は種類が明らかな各放射性物質の分率、』Xl，X2，…，X，はfl，　f2，…，f．に係

　　る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数蚤（テラベク

　　レル）を、豹は種類が明らかでない放射性物質の分率を、Yは別表第三に掲げる

　　数量（テラベクレル）を示す。
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別表第六（第四条関係）

　　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かっ、その混合比が天然のものと等しい

　放射性物質の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

特別形放射性物質等である場合の 特別形放射性物質等以外の放射性

区　　　　分 数量（A甚値） 物質等である場合の数量（A2値）

単位　TBq 単位　T恥

その系列のすべての 親核種に対する別表第一、別表第 親核種に対する別表第一、別表第｝
放射性物質（親核種

�怩ｭ。）の物理的

二又は別表第三の第二欄に掲げる

迫ﾊ

二又は別表第三の第三欄に掲げる

迫ﾊ
｝
1半減期が10日を超え
1

ず、かつ、親核種の
1

物理的半減期より短

い場合 ｝

その系列の娘核種の

､ち、その物理的半

ｸ期が10日を超え、

次の算式を満たすXl，Xz，…，x。の

迫ﾊ
@X蓋　　　　X2　　　　　　　　　　Xn
@　　　　　　＋…＋一一一瓢1一十

次の算式を満たすXl，x2，…，x．の

箔氈
@　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　Xn　　　　　x2　x言一十一十…十一一鷲1

｝
i
5

又は親核種の物理的 Xi　　　X2　　　　　X。 Xi　　　X2　　　　　Xn

半減期より長いもの

がある場合 …

」

備考　Xl，x2，…，x，は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベク

　　レル）を、Xl，X2，…，X，はそれぞれXbX2，・∵，x。に係る各放射性物質に対する別表第一、

　　別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。

五
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三
一
六

別
表
第
七
（
第
十
四
条
の
五
、
第
十
四
条
の
六
、
第
十
七
条
の
三
、
第
十
七

　
条
の
四
関
係
）
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質

　
一
　
区
分
一

　
　
イ
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
　
　
ω
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
の
嗣
位
体
濃
度
が

　
　
　
　
一
〇
〇
分
の
八
○
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
岡
じ
。
）
及
び

　
　
　
　
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
浴
は
二
以
上
を
含
む
物

　
　
　
　
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
最
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も

　
　
　
　
の

　
　
　
ω
　
ウ
ラ
ン
　
　
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
　
　
　
る
比
率
が
～
0
0
分
の
二
〇
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物

　
　
　
　
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
言
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
　
個
　
ウ
ラ
ン
一
　
＝
　
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
　
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
ニ

　
　
　
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ロ
　
照
射
さ
れ
た
イ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
壷

　
　
　
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
、
当
該
物
質
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
線
が

　
　
　
空
気
に
吸
収
さ
れ
た
場
合
の
吸
収
線
量
率
（
以
下
「
吸
収
線
量
率
」

　
　
　
と
い
う
。
）
が
毎
時
一
グ
レ
イ
以
下
の
も
の

　
　
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
綱
目
等
を
定
め
る
告
示

　
二
　
区
分
ニ

　
　
イ
　
照
射
さ
れ
た
前
号
イ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら

　
　
　
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超

　
　
　
え
る
も
の
（
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の

　
　
　
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
を
ガ
ラ
ス
に
よ
り
容
器
に

固
型
化
し
た
物
（
以
下
「
ガ
ラ
ス
固
化
体
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

ω
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
壷
が

　
　
五
〇
〇
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

ω
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
　
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
二
〇
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物

　
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
｝
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未

　
満
の
も
の

㈲
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
　
る
比
率
が
　
○
○
分
の
一
〇
以
上
で
…
○
○
分
の
二
〇
に
達
し
な

　
　
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
　
○
キ

　
　
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

㈲
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が

　
　
五
〇
〇
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

ハ
　
照
射
さ
れ
た
ロ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ

ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
毎
時
一
グ
レ
イ
以
下
の
も

　
の二

　
照
射
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表

面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎

時
を
超
え
て
い
た
も
の
（
ガ
ラ
ス
固
化
体
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が



　
　
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
ω
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
一
一
三
八
に
対
す

　
　
　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
　
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
「
又
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お

　
　
　
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
　
働
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
　
　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物

　
　
　
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
一
一
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉

　
　
　
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
　
⑧
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
曹
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き

　
　
　
る
も
の

　
　
㈹
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
　
　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
一
〇
〇
分
の
一
〇
に
達
し
な
い
ウ

　
　
　
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
二
は
二
以

　
　
　
上
を
含
む
物
質

三
　
区
分
三

　
イ
　
照
射
さ
れ
た
前
号
ロ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
衝
か
ら

　
　
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超

　
　
え
る
も
の
（
ガ
ラ
ス
固
化
体
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
ロ
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
　
ω
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
　
又
は
一
一
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が

　
　
　
一
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

　
　
㈹
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
一
一
三
八
に
対
す

　
　
　
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
二
〇
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物

　
　
　
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
二
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
一
五
グ
ラ
ム
を
超
え
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

　
　
　
の
も
の

　
　
㈹
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
　
　
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
～
○
以
上
で
～
○
○
分
の
こ
〇
に
達
し
な

　
　
　
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
一
キ
ロ

　
　
　
グ
ラ
ム
を
超
え
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

　
　
ゆ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
　
　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
一
〇
〇
分
の
一
〇
に
達
し
な
い
ウ

　
　
　
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
下
は
二
以

　
　
　
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
　
○
キ
ロ
グ

　
　
　
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
㈲
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が

　
　
　
｝
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

　
ハ
　
照
射
さ
れ
た
ロ
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
ロ
儘
に
掲
げ
る
物

　
　
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お

　
　
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
ガ
ラ

　
　
ス
固
化
体
に
含
ま
れ
る
照
射
さ
れ
た
ロ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
そ

　
　
の
表
颪
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ

　
　
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
量
に
つ
い
て
は
、
　
一
の
船
舶
で

　
運
送
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
総
量
と
す
る
。

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

三
一
七



第1号様式（第15条、第18条関係）

第一類白標札
　　　辣＆．

　　　　　、．
　　。・蚕主●ル

盆挿
愚

与窪識α、糊
収　納　物
CON了E閥τS　．．

放射純
ACτIVlTY．．．＿●●　葡鱒●o．鴫“r．一

、
、＼該／ノ

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
継
目
等
を
定
め
る
告
示

第二類黄標札

、
、

　：放　射
　甚～AO運◎ACτ置Vε
酷閥蓬磁．．

救射能AC了IV響丁V＿助．＿，

　　　採＆

　　　　　岬曳

盆俗

蕊
　　　　性顯

脚．．り　　輌

、

丁轟轟譜1濃x

＼該／
　／
ノ

ハ
／

八



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
穏
等
を
定
め
る
告
示

第三類黄標札
，）気

ノ　　　　　ベ

　　　、鴫

嘱蔑

亀。、識α、甚翻

島濃瞬豊＿＿．＿＿＿＿＿．．

該射能Cτ‘》［了V＿＿η．＿．．．．．＿＿．．．＿＿．．＿“o燭

繍　送　撹　敷
1「RA醇SPORT　I闘DEX

＼該／
ノ

ハ
／

注1三葉マークは、第2暑様式によるものとする。
　　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等の名
　　　称（当該放射lili物質萄な；が三蓋放射性物質等に該当する場合にあっては

　　　、名称（i、S〈一1に該当するものの名称を除く。）及び低比放射性
　　　物質等の区分）を記入すること。この場合において、複数の放射性物
　　　質等が収納され、又は包装されているときは、そのうち代表的なもの
　　　の名称をできる限り記入することとする。
　　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されている放射性物質等の放
　　　射能の鍬の合計をベクレル単位で記入すること。ただし、核分裂性物
　　　質のみが収納されている場合にあっては、その放射能の錐の合討に代
　　　えてその質量の合計を記入することができる。
　　4　2及び3にかかわらず、収納され、又は包装されている放射性物質
　　　等が異なる二以上の放射性翰送物が収納され、又は包装されているオ
　　　ーバーパック及びコンテナにあっては、収納物及び放射能の欄には、
　　　「携行書類を見ること（See　Transport　Doc槻lenしs）」と記載することが

　　　できる。

　　5　輸送指数の欄には、輪送指数を記入すること。
　　6　本邦内のみを運送されるものにあっては英語の部分を、本邦外を運
　　　送されるものにあっては日本語の部分をそれぞれ削ることができる。
　　7　色彩は次表によるものとする。

九

部　　分 色　　　　　彩
上半分の地 黄（第一類白標札にあっては、白〉
三葉マーク 黒

下半分の地 白

文字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 自

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



　　霞紹尼超ゆ鋒姦華鼻楓瀞Q戦細期戴Qξ塁［n1瀞砲｛凄鎗ゆ趣1旨

第2号様式（第16条関係）三葉マーク

ピ60．

10Z

恥

「
Z

、
2

。
＼
上

び
。
臨

注1　4は、0．2センチメートル以上とする。

　2　色彩は、黒とする。

国110



第3号様式　　（第17条関係）

コンテナ標識

ぐ
、
張

＼
．
．
．
、

輪
蕊

_

撫齢
　　　　　　　　　　　　　寧、

＼／／

禽纒思％域）酒盗坦鐸訟融e甥遡幽讐e羅［m繰砲｛霞鎗ゆ細旨

注　i　三葉マークは、第2号様式によるものとする。

　　2　乏は、0．5センチメートル以上とする。

　　3　数字「7」の高さは2．5センチメートル以上とする。

　　4　本邦内のみを運送されるものにあっては、標識中の英

　　　語の部牙を、本邦外を運搬されるものにあっては、標識

　　　中の日本語の部労をそれぞれ削ることができる。

　　5　国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示

　　　するものとする。この場合においては、　「放射性（撒D卜

　　　OAeTIVE）」の文字を削ることができる。

　　6　色彩は次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半分の地 黄

三葉マーク 黒

下半分の地 白

文字 黒
｝一

ﾓちの部分

ふちの内側の線

白璽一

堰@馳、、

区分線 黒

川111



禽濃慧蝿ゆ繕孫越§露恥e戦掴鯛聾e騨m獅献畏鎗ゆ細旨

第4号様式　　（第17条の2関係）

国連番号用副標札

い田日

1センチメートル

1

「
　　　　　　　i2センチメートル

　　　　　　　1

－」＿．

注　　色彩は次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

地 だいだい

ふちの部分 黒

30センチメートル



別
記
第
一
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
～
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
優
の
平
平
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
内
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
　
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
熱
し
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
野
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

　
　
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
○
○
度
の
空
気
中
に
一
〇
分
間
置
く
こ
と
。

五
　
浸
漬
試
験

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除

　
　
　
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の

　
　
　
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
聞
浸
濱
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
當
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
〇
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
㈲
　
摂
氏
三
〇
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
㈲
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
〇
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
　
　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
頗
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
〇
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
闘
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
ω
　
摂
氏
三
〇
度
の
空
気
中
に
七
臼
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
〇
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
二
（
第
十
条
関
係
）
L
S
A
1
翼
に
係
る
試
験

　
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
六
条
、
第
十
二
条
の
二
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
条
件

　
　
イ
　
毎
時
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

船
舵
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

三
二
三



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
騒
等
を
定
め
る
告
示

三
二
四

　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ω
　
そ
の
質
量
が
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て

　
　
　
は
～
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

　
　
　
一
〇
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
i

　
　
　
ト
ル
の
高
さ
か
ぢ
、
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
…
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ

　
　
　
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、

　
　
　
一
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
i

　
　
　
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下

　
　
　
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
伽
　
そ
の
質
量
が
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
製
又
は
木

　
　
　
製
の
直
方
体
の
も
の
に
あ
っ
て
は
各
コ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
、
そ
の
質

　
　
　
量
が
　
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
面
の
円
筒
形
の
も

　
　
　
の
に
あ
っ
て
は
良
縁
の
四
半
分
ご
と
に
対
し
て
、
○
・
三
メ
ー
ト
ル

　
　
　
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
個
　
そ
の
質
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
加
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
＝
ニ

　
　
　
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る
舶
重
の
う
ち
、
い
ず

　
　
　
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
四
時
間
加
え
る
こ
と
。

　
　
ω
　
質
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
～
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
　
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
う
ち
、
最

　
　
大
の
破
損
を
受
け
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
四
〇
テ
ラ
ベ
ク

　
　
レ
ル
以
下
の
放
射
能
を
有
す
る
気
体
状
の
ト
リ
チ
ウ
ム
又
は
碗
値
以
下
の

　
　
気
体
状
の
希
ガ
ス
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

　
　
な
い
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
前
号
甲
立
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
輸

　
　
　
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
鰯
（
第
七
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
｝
　
摂
氏
三
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

　
　
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
の
形
状
及
び
位

　
　
置
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
京
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
光
の
直
射
に
よ

　
　
る
入
毛
を
｝
日
に
つ
き
＝
一
時
間
負
荷
す
る
こ
と
。

曲 水 さ水
面 平 れ平 表

に るに 面
輸 平輸
送 面送 の

さ 形
れ そ 底
な の 箇

状

い 他 及

平 び
面

位
置

閥 二 八 ツ日
○ ○ ○ ト光
○ ○ ○・ 毎の

平直
方射
メに
iよ
トる

ル入
）歎’　，　、　、

9



　
二
　
別
記
第
三
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
五
（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
質
量

　
　
　
が
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
、
比
重
が
一
以
下
、
か
つ
、
収
納
さ
れ
、

　
　
　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
等
が
特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外

　
　
　
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
の
量
が
麗
懐
の

　
　
　
一
、
○
○
○
倍
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
質
量

　
　
　
が
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
縦
及
び
横
の
長
さ
が
～
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
板

　
　
　
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受

　
　
　
け
る
よ
う
に
水
平
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
｝
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
第
「
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
摂
氏
三
八
度
で
熱
的
に
平
衡
な
状

　
　
態
に
置
い
た
放
射
性
輸
送
物
を
摂
氏
八
○
○
度
の
環
境
に
三
〇
分
字
置
い

　
　
た
後
、
別
記
第
照
第
一
号
に
定
め
る
日
光
の
直
射
に
よ
る
入
熱
を
負
荷
し

　
　
つ
つ
冷
却
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
為
的
に
冷
却
し
て
は
な

　
　
ら
な
い
。

　
三
　
深
さ
一
五
メ
～
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
八
条
の
こ
関
係
）
使
用
済
燃
料
が
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸

　
送
物
に
係
る
条
件

　
　
深
さ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
一
時
閤
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
七
（
第
十
二
条
関
係
）
I
P
－
2
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
別
記
第
三
第
｝
号
ロ
ω
、
働
及
び
㈹
の
条
件
又
は
こ
れ
と
同
等
と
運
輸
大

　
臣
が
認
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
八
（
第
十
三
条
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
｝
　
別
記
第
三
第
～
号
イ
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
円
筒
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
各
縁
の
四
半
分

　
　
　
ご
と
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
各
コ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
、

　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
別
記
第
三
第
～
号
ロ
ω
の
条
件
の
下

　
　
　
に
置
く
こ
と
。

　
　
ハ
　
別
記
第
三
第
　
号
ロ
㈱
、
㈹
及
び
鶴
の
下
に
置
く
こ
と
。

甥
記
第
九
（
第
十
四
条
、
第
十
四
条
の
三
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条

　
件

　
　
　
放
射
性
輸
送
物
内
部
の
空
間
に
つ
い
て
水
の
浸
入
又
は
浸
出
が
あ
る
こ

　
　
と
。
た
だ
し
、
水
の
浸
入
又
は
浸
出
を
防
止
す
る
特
別
な
措
置
が
講
じ
ら

　
　
れ
た
空
間
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
二
　
放
射
性
物
質
等
は
中
控
子
増
倍
率
が
最
大
と
な
る
配
置
及
び
減
速
状
態

　
　
に
あ
る
こ
と
。

　
三
　
密
封
装
置
の
周
囲
に
、
厚
さ
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
水
に
よ
る
中
性

　
　
子
の
反
射
が
あ
る
こ
と
。

別
記
第
十
（
第
十
四
条
の
二
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

三
二
五



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

三
二
六

　
次
の
各
号
の
条
件
の
う
ち
、

と
。

最
大
の
破
損
を
受
け
る
条
件
の
下
に
置
く
こ

　
　
　
次
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
別
記
第
八
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ロ
　
別
記
第
五
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ハ
　
深
さ
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ

　
　
　
し
、
規
則
第
九
十
｝
条
の
四
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
け
る
臨
界
の
評

　
　
　
価
の
際
に
、
水
の
浸
入
又
は
浸
出
が
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
る
も

　
　
　
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
二
　
次
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
別
記
第
八
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ロ
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
十
［
（
第
十
四
条
の
四
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
｝
　
別
記
第
九
第
三
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
相
互
間
は
中
性
子
増
倍
率
が
最
大
と
な
る
よ
う

　
　
な
状
態
と
す
る
こ
と
。



○
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
を
幽

　
　
定
あ
る
告
示
（
抄
V

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
〔
鯛
藁
縄
籔
戦
野
鮨
）

（
用
語
）

第
「
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯

　
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
危
険
物
明
細
書
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
三
　
規
則
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
告
示
で
定
め
る
事
項
は
、
放

　
射
性
物
質
等
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
指
数

　
二
　
放
射
能
の
量
。
た
だ
し
、
核
分
裂
性
物
質
を
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
の
質
量
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
　
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
表
面
汚
染
物
を
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
当
該
表
面
汚
染
物
に
含
ま
れ
る
核
分
裂
性
物
質
の
質
量

　
四
　
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

（
危
険
物
相
互
の
隔
離
基
準
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
四
条
第
…
項
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
十
四

　
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
　
（
略
）

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
積
載
方
法
の
特
例
）

第
十
六
条
規
則
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
積
載
方
法
は
、

　
別
表
第
十
六
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条
の
三
　
規
則
第
二
十
二
条
の
七
第
｝
項
第
六
号
の
告
示
で
定
め
る
事

　
項
は
、
第
十
四
条
の
三
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

　
別
表
八
の
四
（
放
射
性
物
質
等
）
　
（
第
三
条
関
係
）

品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

国
連
番
号

L
型
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
る
放
射
性
物
質
等

二
九
一
〇

低
比
放
射
性
物
質
（
他
に
品
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

二
九
一
二

表
面
汚
染
物

二
九
　
三

核
分
裂
性
物
質
（
他
に
品
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

二
九
一
八

特
別
形
放
射
性
物
質
等
（
他
に
品
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

二
九
七
四

金
属
ト
リ
ウ
ム

二
九
七
五

硝
酸
ト
リ
ウ
ム
（
固
体
）

二
九
七
六

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

三
二
七



船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

三
二
八

二
九
七
七

六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
九
七
八

金
属
ウ
ラ
ン

二
九
七
九

硝
酸
ウ
ラ
ニ
ル
溶
液

二
九
八
○

硝
酸
ウ
ラ
ニ
ル
（
固
体
）

二
九
八
｝

そ
の
他
の
放
射
性
物
質
等

二
九
八
二



船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

九

溺襲第14（危険物椙互の瀦離褒）　（簗15条閲係）

　　　　　　危険物

?険物

火
薬
類
嚢
び
載
一
｝
●
　
　
　
，
五
一
　
＿
二
　
三
）

火
薬
類
奪
熱
闘
）

h火
��

｡断

燗凾

ﾌ級
@丁

@囚

@又
@は
@翻
@轍
@ネ

又高

ﾍ圧
?が
ﾚス
ｵ
a
正
を
誘
札
　
E
も
を
の
付
　
す
　
も
　
の

又高

ﾍ圧
宸ｩ

ｵ（

iﾔ
�W
h輿
@F
烽�

ﾌ付
@す
@も
@の

　又高

@は圧
@副ガ
X・ス
@し
@c正
@を擦
@寸劇

@G
@もを
@の付

@す
@も
@の

も引

ﾌ火

@又
@は
@謝

@串

@d
@を
@付
@す

の可
@
穫
　
闘
　
体
　
又
　
は
　
副
　
標
　
札
　
髪
　
付
　
す
　
も

書
然
発
火
性
癌
貿

をそ

ｷの

@他
烽ﾌ
ﾌ可
@燃

@物
@質
@又
@は
@副

@キ

@f

の酸
@イ

@物
@質
@又
@は
@謝

@ヰ@
髪
　
右
　
す
　
も

有
機
過
酸
化
物

毒
物
又
は
1
離
婁
礼
i
を
付
す
も
の

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質

放
射
性
物
貿
等

　腐

烽ｵ
ﾌよ
@く
@性
@物
@貿
@又
@は
@翻
@標
@札
@5
@を
@付

有
害
性
物
貿

火薬顛（等級L1、　L2及び1．5） 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 ×

4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 x火薬類（等畿1．3）

f　　．て辱級i：てy又は賊魁札曙犠蒋一

ｷもの
2 1 三 2 2 2 2 2 2 × 4 ．2 2 X

翻スて涯烈しεを概可 屯
・

4 2 × X 2 1 2 X 2 2 × 4 2 1 X又は翻標札aを付すもの
蝠ｵス「匪輝国蓬臓のF又は謝標札bを付すもの

2 2 工 X X 1 X ま X X 工 × 2 1 × ×

諦π翻要しGを符蔦の
2， 2 1 ×

　．

~ 2 X 2 × × 2 × 2 1 × X又は副標礼。を付すもの
怺
D
穫
瀬
醗
蔚
標
飛
一
蘇
｝
ず
も
の 4 4 2 2 1 2 X 2 1 2 2 X 3 2 × X
可
融
標
胚
禰
マ
も
の 4 3 2 1 × × X 1 X ユ 2 x 3 2 1 X

　　　　　　　　，一L一一■@自然発火性物質’その繭瀦繭標托了一．

@を閉すもの

4 3 2 2 1 2 2 一
⊥

1 2 2 1 3 2 1 ×

4 4 2 X × × 1 X 1 2 2 × 2 2 1』 ×

花陰蕩費煎副瓢術ず署『
ﾌ ．

4

4 2 2 X X 2 1 2 2 2 1 3 1 2 X

有樋過酸化物 4 4 2 2 三 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 X

　　　　　　　　　　　　一ﾅ物又は副擦札iを付すもの 2 2 X × ，
x

X X X 1 × 1 1 1 X × X

病毒をうっしやすい物貿 4 τ 4 4 2 2 一
3

3 3 2 3 3 甲
1

3 3 ×

　　　　　　　　　　　　　『
厲
ﾋ
性
物
貿
等
一
『
諏
7
耐
賄
費
簸
嗣
標
π
∫
彌
す
も
の

2 2 2 2 1 1 2 2 ，2 2 1 2 X 3 2 X

4 2 2 1 X × × 1 1 1 2 2 X 3 2 X

　　　　　　胃
L害性描出 マ X X

P，

@X X × X X’ × X × X X X X ×

儲考 ユ　X翔は、瑞艇を要しないことを示す．

2　全颪が完全に閉囲された構造（各彌が組立式のものを除く．）の韓送コ．ニット（貨物自動準、コンテナ、

慕磐聯擢鰹難塩1｝口囲さ・た鰍物・・融・あ刻・粛の1及び2を・

3表物1・2・3及碗は．それぞれ、次に掲げる羅の方法蘇す．

甲壕上穣載杢選讐蕪観劉猛讐撃雛援響

甲　壊　下　積　鞍

預
た
縛

に
　
メ
．

　
コ

画
る
3
．

耀
き
で
と

1
1
で
薩
こ

又
が
匝
す
…

倉
と
平
罎

紛
こ
水
上

の
る
、
以

｝
す
し
ル

醐
載
だ
ト

輿の聡　又は　　函に稜鈍
すること．

杢選一麗霧鍵罫

一　　　’　又は一　　鳶、

上曝して積載すること，

　　さ　司に　メート紛の
ル以上酸して積量するこ
と

　　　　向に．一　　’鮒の　さ
上又は一区菌以上長して
穣載すること．

　　・壷瓢罐撫膿灘瀦、轡さ脈か・温水麟楓
4　甲板上積穀される危険物と甲板下積載される危険物棲互の隅離の方法は．表中の1及び2について；ま照
　腿を要せず・表門の3については船引又は区雨を介存する重合を除き水平矩罷で12メートル以上羅して・
　また・表中の4については船の長さ方向に24メートル以上離し、かっ．離の長さ方向に一門愈以上又は一
　区函以上謝して積載すること．

5・糖漣鐸糖騰製馨灘鰹鷲撚繍鰹糊望響危騨の



別衷簗16（コンテナ相互の穰職関係裂）　（嬉16条関係）

　コンテナに収納される危険物

Rンテナに収納される危険物

火
薬
類
（
及
等
び
級
一
一
曾
　
　
　
〇
五
一
　
二
　
三
）

火
薬
類
奪
餐
三
）

h火
��

｡類

燗凾

ﾌ級
@丁

@凶

@又
@は
@劇
@標
@札

又高

ﾍ圧
蛯ｪ
ｹス
轣Q
＃ﾁ
�f
｡札
@K
烽�

ﾌ付
@す
@も
@の

又高

ﾍ圧
宸ｪ
ﾛス
ｵ（
c?三

�W
｡札
@9F
烽�

ﾌ付
@す
@も
@e

又高

ﾍ圧
宸ｪ
ﾝス
ｵ（

ヰｳ
�T
g札

@G
烽�

ﾌ付
@す
@も
@の

も引

ﾌ火

@液
@体
@類
@又
@は
@劃
@標
@札
@d
@を
@付
@す

の可

@」噺

@匿
@佑
@ヌ
@は
@蔑彗

@楓
@番

@e
@を
@付
@す
@も

自
然
発
火
性
物
貿

をそ

ｷの

@他
烽ﾌ
ﾌ可

@，

@物
@質
@又
@は
@琶彗

@糠
@札
@f

の醸

@化

@物
@質
@又
@は
@副
@糠
@札
@9
@を
@付
@す
@も

窟
機
過
駿
化
物
・

毒
物
又
は
朗
棟
札
i
を
付
す
も
の

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質

放
鮒
性
物
貿
等

　腐

烽ｵ
ﾌよ
@く
@性
@物
@質
@又
@は
@副
@標
@札
@5
@を
@付

有
害
性
物
質

火薬類（等級1．三㌧　1．2及び1匿5）　　　　　　　　　　　■ ※ ※ ※ 4 2 2 4 4 基 4　4
4 2 弓 2 4 ×

火薬類（等級1、3） 4 2 2 4 3 3 4　4 4 2 4 2 2 ×

天工瀦級L4）又は酬察椰聞すもの ※
※

※
※

※
※ 2 1 1 2 2 2 2　2 2 X 4 2 2 ×

墨黒ズ幽幽ず禰 4 4 2 × X 2 1 2 X 2 2 × 4 2 1 ×又は副標礼aを付すもの
C弼ズて琵澱画一一撮は麟擦札bを付すもの

2 2 1 x X 1 × 1 × × 1 × 2 1 X ×

『蕎二天て正楓不じG醗の 2 2 1 X × 2 X 2 X X 2 × 2 1 x ×　又は副標礼。を付すもの
�����搏��ﾑ騙ザ　もの

4 4 2 2 1 2 × 2 1 2 2 × 3 2 × X
可　二曲阪晒しeを荷ずマ1の　　　　　　　　　　　　　　　　　4

3 2 1 × × × 1 X 1 2 × 3 2 1 X

自然発火性物貿 4 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 ×

その　の可隔　　　又忌詞塑性「ぞ

�tすもの
4 4 2 × X X 1 × 1 2 2 × 2 2 1 ×

嚢凄了ビ二二販は齪　　　9をマ預5一

ﾌ 4 4 2 2 × × 2 1 2 2 2 三 3 1 2 X

石帯過酸化物 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 x

毒物又は副標札iを付すもの 2 2 X X × × × × 1 × 1 1 1 X × x

病灘をうっしやすい物貿 冒
4

4 4 4 2 2 3 3 3　2 3 3 1 3 3 X

放射性物貿管 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 × 3 2 ×

4 2 2 1 × X × 1 1 1 2 2 X 3 2 ×

有害性物質 X × X X X × × × X × X × × X x ×

1
2
3
4

秘 本表は、危険物が牧納されたコンテナ相互についてのみ適用する．

x印は、隔離を要しないことを示す．

※印については、別表第15（火薬類柑互の隔日表）によること．

表申の1、2、3及び4は、それぞれ、次に掲げる積載方法を示す．

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
整
準
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

○



別表第16（コンテナ相互の積載関係表）

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

1 2 3 喋

葬
開
放
型
の
コ
ン
テ
．
ナ

甲
板
上
穣
載

離を要しない。 1コンテナ分以上難して

ﾏ載すること．

船の畏さ方向に1コンテ

i分以上又は船の頼方向

ﾉ2コンテナ分以上離し

ﾄ積載すること．

船の長さ方向に24メート

笈ﾈ上離して積載するこ

ﾆ．

甲
板
下
積
載

隔鍵を要しない． 齢の畏さ方向に玉コンテ

i分以上医して若しくは

u藍を介在させて又は舳

ﾌ頼方向に1コンテナ分

ﾈ上離して積載すること

隔艶を介在させて積載す

驍ｱと。

隔壁を介在させて齢の良

ｳ方向に24メートル以上

｣し、かつ、介在する隔

ﾇから水平窺離で6メー

笈ﾈ上離して積載するこ

ﾆ．

甲
板
上
積
載

1コンテナ分以一と羅して　　　　　　　　　　i積載すること．

船の畏さ方向に1コンテ

i分以上又は麟の幅方向

ﾉ2コンテナ分以上離し

ﾄ積寂すること．

船の畏さ方向に2コンテ

i分以上又は船の編方向

ﾉ3コンテナ分以上離し

ﾄ積載すること．

船の畏さ方向に24メート

笈ﾈ上離して積載するこ

ﾆ．
麗
放
型
の
コ
ン
テ
ナ

軍
上
下
稜
載

船の長さ方向に1コンテ

i分以上離して着しくは

Fを介在させて又は船

ﾌ幅方向に1コンテナ分

ﾈ上干して積載すること

隔壁を介在させて積絨す

驍ｱと。

隔壁を2っ以上介在させ

ﾄ積載すること．

横隔壁を2っ以上介在さ

ｹて積載すること．

と非

J麗
l
?
の
の
コ
コ
ン
ン
テ
テ
ナ
ナ

甲
板
上
積
載

水平方向｝こは隔離を要し

ﾈい．ただし．開放型の

Rンテナを非開放型のコ

塔eナに上積みする腸合

�怩ｫ、同一鉛直線1二に

ﾏ織しないこと．

1コンテナ分以上離して

ﾏ載すること．

鮒の長さ方向に1コンテ

i分以上又は船の帳方向

ﾉ2コンテナ分以上離し

ﾄ積載すること．

船の畏さ方向に24メート

笈ﾈ上離して績載するこ

ﾆ。

甲
板
下
積
載

水平方向には隔離を要し

ﾈい．ただし、開放型の

Rンテナを頻題放型のコ

塔eナに上積みする場含

�怩ｫ、岡一鉛直線ヒに

ﾏ載しないこと．

船の畏さ方向に1コンテ

i分以上離．して砦しくは

u壁を介在させて又は船

ﾌ編方晦に2コンテナ分

ﾈ上離して積鞭すること

隔壁を介在させて積載す

驍ｱと．

横隔壁を2っ以上介在さ

ｹて積載すること．

〔b　取コンテナ分」とは、船の畏さ方向にあっては水平騨で5．Oメートル、船の幅方向にあっては水平蓮離で

　2．4メートルとし．「2コンテナ分」又は「3コンテナ分」とは、それぞれ、r1コンテナ分」の2倍又は3借の

　水平鵬とする．

｛2｝　「隔壁」は、副火性で、かつ、耐水性であること．

5　隔離を要する危険物を収納したコンテナ（表申の4に該当する危険物を収納したコンテナを除く。）
は、酎火性で．かっ、耐水性の甲板を介在させる場合には、上記4の表にかかわらず、水平方向の隔羅

　を要せず．かっ．同一鉛直線上に積載することができる．

6　別表第1から別表第8までの性質、用途及び注意事項の摘において、分類又は項目の異なる危険物と
　の隔麗について基準が示されているものにあっては、表によるほか当該基準によるものとする・



核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

一
二
　
二
二

○
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る

　
　
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的

　
　
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

k醐

相肆

舞
滑
配
胡
忙
廿
馴
日
〕

弟
「
条
～
第
晶
ハ
条
　
　
（
略
）

七
条
～
第
八
条
　
　
（
略
）



関係各事業者宛

　　　海査第592号

平成2年12月27日

の承誌並びに放射性輸送物の運送の安全の確認について（

昭麹62年8月28藏付け海蒼第375号）」は、廃止し
ますが、　r危険物船舶運送及び欝蔵規則に基づく核物質防

護上の措綴について（昭和63年11月19日付け海査第

506号）」については、従来どおり併せて適用されます

ので周知徹底方お願い致します。

運輸省海上技術安全局長

三二

（
F
e
申
）
糊
蝦
略
鯉
畑
砲
蓬
燃
嘱
鍵
細
癖
職
○

危験物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性

輸送物の安全の確認等について

　危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「規則」という。）

及び船船による放射性物蝦等の遡送基準の細崖下を定める

告示（以下「告示」という。）の一部改正に伴い、規罵及

び告示中の主な条項の解釈及び取扱いについて、並びに、

放射性輸送物の細書す承認並びに規則第91条の9第1項、

第91条の9の2第1項、第91条の15第1項、第9三
条の19第1項並びに第91条の22第1項第2号及び箆

3号の規定に基づく放射性輪送物の安全の確認、放射性物

質楡送容器及びその唖蝉方法の承認、放射性輸送物の運送

の安全の確認、被ばく管理の特例並びに専稽運搬船及び隷

量当量灘に係る特別措麗について下記のとおり定め、平繊

3年1月1日から適罵しますので通知します。

　なお、　「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸

送物の安金の確認、放射性物質輸送容器及びその使用方法

夏．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い

1．規則第10条及び規正第22条の7関係
（1）　荷送人は、規則第10条第｝項第5号及び規則第

　　22条の7第1項第6号の「その他告示で定める事

　項」の記載に当たっては、船舶による危険物の運送

　基準等を定める告示（昭和54年運輸省管示第54

　　9号）第14条の3、及び第16条の3に定める事項

　　を含め、別記1に示す例に従って輸送文書を作成し、

　危険物明細欝又はコンテナ危険物明細書に「別添」

　　と．して添付して下さい。

（2）　荷送人は、規則第10条ただし欝で危険物明細書

　　の提出を免除されている場合であっても、別記1に

　示す擁に従って輸送文轡を作成し、船舶所有者又は

　船長に提出するよう努めて下さい。

2． 規貝唖第87条関係

喫鰹鼻富膿姻掴怒bぬ樋緊醸思鱒℃v緊蓋坦無捌畢∋榔畑e選鴎恥20ニト・（製綴細健噌燃遷継畑咽蝋姻遡） 11個田
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（D　荷送人は、2以上の放射性輸送物を開放型の構造

　を有する箱又は袋等に収納し、又は包装する場合は、

　個々の放射性輸送物の標札が見えるようにして下さ

　い。

　　この蝸合、やむを得ず旨々の放射性輸送物の標礼

　が見えにくくなる覇合は、闇放型の構造を有する箱

　又は袋等であってもオーバーパックに係る基準を満

　足するよう努めて下さい。

②　第2項中「船体の一部を構成しないタンク」とは、

　タンクコンテナ、ポータブルタンク、タンク自動車

　（貨車）又は容羅であって、気体、液体、粉体、粒

　状物、スラリー又は気体若しくは液体として紋納さ

　れた後に固化する団体を収納するものをいいます。

3．告示第4条町彫

　　第1母の表中「運輸大臣の適当と認める基準」とは、

　次に掲げる基準とします。なお、この基準を適用する

　楊合は、荷送人は、具体的に行う試験方法を記載した

　欝醸を運輸大臣に提出し、承認を受けるようにして下

　さい。

　（1）　衝撃試験及び打撃試験に代えて、ISO2919

　　（1980年版以後のものに限る。）　「密封線源一

　　分類」に定められるクラス4衝撃試験

　（2）　加熱試験に代えて、ISO2919　（1980年

　　版以後のものに限る。）　「密封線源一分類」に定め

　　られるクラス6温度試験

　③　カプセルに封入された放射性物質等に係る浸渡試

験に代えて、ISO／TR4826（互979年版
以後のものに限る。）　「密封線源一漏洩試験法」に

定められる試験

4。告示第4条の3開孫

　　「通常の敵扱いにおいて、はく離するおそれがある

　状態まとは、スミや法により検出することができる状

　態をいいます。

5。規則第90条及び告示第12条の3関係

　規則第90条第9号ロ並びに告示第12条の3第1
　号ハ及び第2号ロ中「最大線垂下町田の著しい増加」

　とは、試験前の最大線髭当量率が毎時2ミリシーベル

　トに対して十分な余裕がないときは増加率が20パー

　セントを超える状態をいい、毎時2ミリシーベルトに

　対して十分な余裕があるときは放射性輸送物の外表面

　が著しく破損するような状態をいいます。

6，告示第10条関係
　（1）　第2号中「全：体に分布している」の塞準の例とし

　　ては、体積が0．2立方メートル以上正．0立方メ

　　ートル未満の揚合は5分割、1．0立方メートル以

　　上の場合は｝0分割した場合に各部分間の比放蟹能

　　の差が10倍以下であることをいいます。’

　②　第3号中r全体に均一に分布している」の基準の

　例としては、O．1立方メートル以下の体積に10

　以上に分割した揚合に、各部分賦の比放射能の差が



3傭未満であることをいいます。 トル以内の甲板上の場所」以外の描所をいいます。

7．告示第ユ2条関係

　　管示別記第7中r運輸大臣が認める条件」を適用す

　る場合は、適用する条件その他安金性に関する説明書

　を運輸大弓に導出し、承認を受けて下さい。

11．規瑚第91条の工6の2関係
　　「外板」について、　「運送中人が容易に近づくこと

　ができない表洒」とは、接舷中（接岸中を含む。）に

　人が容易に近づくことができない外表面をいいま「す。

8．告示第12条の3関係
　　第1暑二及び第2暑ハの「その他運輸大臣が必要と

　認める基革」については、墨該タンク又はコンテナの

　構造及び使網方法その他安全性に関する説明を言己潔し

　た書面を運輸大臣に提出し、承認を受けて下さい。

9。告示第2条関係

　q＞第3号申「全体に均一に分布している」とは、ウ

　　ラン235が、金属、酸化物又は炭化物として存在

　する場合は、例えば収納物が格子状配列とならない

　　ことをいいます。

（2）　第4号を適用する場合は、運送中に予想されるす

　べての条件の下においても、任意の10リットルの

　休積習に含まれる核分裂性核種が5グラムを超えな

　　いようにして下さい。

10，規購第91条の13関係

　　第1項第4号中「食糧を積載してある場所から離れ

　た揚所」とは、　「食糧が積載されている船倉又は区薩」

　又は「食糧が積載されている甲板上の場所から6メー

12．規躍第9正条の18蘭係

　　第2項中「運輸大臣が適甕と認めた場合」と・は、船

　内にある者の受ける線量…当璽が生涯平均年間正ミリシ

　ーベルトを超えない場合をいいます。この掲合、船長

　は、船内にある者について、生涯平均年間1ミりシー

　ベルトを超えない理由を記載した書跡を運輸大臣に提

　出し、承認を受けて下さい。

13．規則第91条の20関係
　　船長は、湾染の可能性がある場合は、船内において

　放射性輸送物を取り扱った場所についても汚染の検査

　を行い、必要に応じ措醗を鍬じて下さい。

14．告示第1暑様式及び第3号様式関係

　　第1号様式沈6及び第3号様式注4中「本邦外を巡

　送されるもの」とは、本邦外を運送するために、その

　経路上本邦内を運送されるものを含みます。

潔鰹鼻窒下潮野崎b婁樋竪撮慧醐℃v怒姦坦癖掴鐸e継畑Q選縄馳冠〇ニトノ（曜癖細露一旦燦鋒榔細瞳瞬璽遡） illil開



映鰹鐸富纒職細葭為譲樋緊姦冠期℃〉轟姦躍癖細鼻e継姻e縷雛細慰03ド（戦綴緬混一q翼総構畑慮鎖晒姻） 1｝11｝H〈

H．放射性輸送物の安全の確羅等

玉．放射牲輸送物の設翫承認（以下「設計承認」という。

）について

　　BM型輸送物若しくはBU型輸送物又は核分裂性月

送物を作成する者はあらかじめ設計承認を受けて下さ

　い。承認を受けた後に四目の変更をする蝸合も同様で

す。

（1）　設計承認の申請

　　放自性輸送物設計承三目田口及び放射性輸送物設

　計変更承認申請欝の様式は、それぞれ別記2及び魍

　記3のとおりです。申請轡は、海上技術安全局長に

　提出して下さい、

②　設計承認轡の交付

　　規購に規定される基準に適合すると認められた設

　　計又は設計変吏には、放射性輸送物設計承認書を交

　付します。

　（3）　1AEA輸送規期への適合証明

　　設計承認を受けた放射性輸送物について当該放射

　　性輸送物の設計が1AビA輸送規則に適合する爵の

　　証明を必要とする場合は、別口4の様式により放射

　　性軸送物設計承認英文舐明願を提出して下さい。

2．規蜀第91条の9の2第1項の規短に基づく放射性

物質輸送容器及びその使用方法の承認（以下r容器承

　認」という。）について

　（三）　容器承認の申継

　①放射牲物質輸送容器及びその使用方法に関する

　　承認串講書の様式は、男轄己5のとおりです。申講

　　書は、運輸大臣に提出して下さい。

　②　申請は、同時期に製作されるものについて、輸

　　送容器の型式ごとに行って下さい。

　③容器承認の申門門期は、原即として、親規に製

　　作される輸送容器については明日承認を受けた後

　　製作に着手する前とし、その他の輸送容器につい

　　ては最初に使用する前とします。

　④　容器承認を申諸する山送容器については、設計

　　承認の際摺示する項目について検査を行い、その

　　結果を提出して下さい。

　　　なお、憲該検査について、容器承認申講書を審

　　査のうえ、必要に応じて、製作時又は完成時に随

　　時立会うことがあります。

②　放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する承

　認証の交付

　　承認された設計に従って製作されたと認められた

　輸送容器については、放射性物質輸送容器及びその

　使用方法に関する承認証を交付します。

③　輸送容器の定期的自主検査

　　承認を受けた輸送容器について、適宜、定期的自

　ま検査を1年にユ園以上（年間の使用圓数が10回

　を超える押合は10圓ごとに1回以上）行い、その

　性能の保持に努めて下さい。

　　なお、検査結果の記録は、製作時検査の詑録と併

　せて、保存して下さい。



（4）　輸送容器の定期的自主検査結果言己録の提出

　　3駕に1回以上、定期的自室検査結果記録を危険

　物審査官に提出して下さい。

（5）　翰送容器の性能低下に関する報告

　　輸送容器の性能低下のおそれがある場合は、遅滞

　なく、危険物審査官にその旨を報告して下さい。

⑥　輸送容器の健全性の調査について

　　輸送容羅の性能が維持されていることを確認する

　ため、必要に応じて、魂呼の提出を求めたり、調査

　を行うことがあります。

（7）　輸送容器の使用廃止届

　　承認を受けた輸送容器の使用を廃止した場合は、

　別記6の様式により放心性物質輸送容器の使用廃止

　届を運輸大臣に提出して下さい。

3．規則第9三条の9第三項の規定に基づく放射性輸送

　物の安全の確認（以下、この項において「安全確認j

　という。）について

　（1）安全確認の申講

　　①放心性輸送物安全確認申講書の様式は、溺記7

　　　及び別記8のとおりです。申請轡は、当該放射性

　　　輸送物の船積地を管轍する地方運輸局長（兵犀県

　　　においては神戸海運監理部長、沖縄県においては

　　　沖縄総合婁務局長。以下周じ。）に提出して下さ

　　　い。

　　　　ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地で船

　　　積みする場合は、関東遷輸局長に提出して下さい。

　②申言毒は、1測の運送ごとに、輸送容器の型式ご

　　とに、原則として運輸大臣あての申請にあっては

　　船積みのユか月日までに、地方運輸局長あての申

　　請にあっては船積みの3週間前までに行って下さ

　　い。

（2）　放鍵性輸送物質全確認書の交付　　　　　　’

　　規刷に規定される掘削に適合すると認められた放

　射性輸送物には、放射性輸送物安全確認書を交付し

　ます。

（3）　翰送容器への放射性物質輸送容器承認田紳は放射

　性物質輸送容器設計承認票の取付け

　　承誌を受けた輸送容器を使用する場合は、i麸該翰

　送容器に別記9の放射性物質輸送容器承認票を取り

　付けて下さい。

　　また、承認を受けていない輸送容器を使用する場

　合は、当該輸送容器に別記10の放射性物質輸送容

　器設計承認票を取り付けて下さい。

（の　安全確認を受ける必要がない牛合

　①カナダ政府の危険物船舶運送規則の規定に基づ

　　き、規則第19条第2項に規定する放射性輸送物

　　について、同項に規定する運送を行う場合は、安

　　全確認を受ける必要はありません。　（「規則第1

　　9条第2項の外国規則を定める告承」　（昭釈53

　　年12月27霞運輸省告示第669号）参照）

　②　規劉第91条の9第7項に定める内閣総理大臣

　　の確認（指定運搬物確認機関の確認を含む。以下

　　同じ。）若しくは科学技術庁長官の確認（指定運
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織物確謂機閲の確認を含む。以下濁じ。）又は運

輸大臣の確認を受けた桶合は、安金確認を受ける

必要はありません。

4．規則第91条の15第1項の規定に基づく放射性輸

　送物の運送の安全の確認（以下、この項において「安

　全確認」．という。）について

　（1）　安全確認の申請

　①放射性輸送物運送計画醤安全確認申請書の様式

　　及び記載事項は、勲記11のとおりです。申請書

　　　は、当該放射牲翰嘗物の船積地を管轄する地方運

　　　翰局主に溜出して下さい。

　　　ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地で船

　　積みする場合は、関東運輸局畏に提畠して下さい。，

　　②　申講は、一航海ごとの運送について、原劉とし

　　　て船積みの1か渥荊までに行って下さい。

　　③当該串請に係る複数の放射性輸送物を、管轄の

　　　異なる船積地においてそれぞれ船積みする協合．は、

　　　運送計画を一抵してとりまとめ、最初の船積地を

　　　管轄する地方運輸局長に提出して下さい。

　　④　3（4）①に該当する放蕩牲翰頭物に係る安全確認

　　　申請に当たっては、カナダ政府の発給した承認欝

　　　の写しを添付して下さい。

　　⑤　3（4）②の内閣総理大臣の確認又は科学恩徳庁長

　　　官の確認を受けた場合は、内閣総理大臣又は科学

　　　技術庁長官から交付された運搬物確認証の写しを

　　　放懲性翰断物運送計画審安全確認申請書に添付し

　　て下さい。

（2）　放蛮性輸送物運送計画譲安全確認欝の交付

　　規則に規定される基準に適合すると認められた放

　射性輸送物遅送掛獲書には、放鮒性輸送物運送計画

　書安全確認書を交付します。

③　放射性輸送物運送計画書安全確認書の記載事項の

　追撫又は変更等

　　安全確認を受けた後、放射性輸送物運送上歯書安

　全確認欝の認載事項の追加又は変更を受けようとす

　る山郭は、観察を行った地方運輸局長に船積み前に

　速やかに放射性輸送物運送譜画書安全確認変更申事

　書を挺出して下さい。この場合、船長が交代したと

　きの申請は、交代前の船長と交代後の船長の連名と

　して下さい。

　　また、その他の場合であって、安全確認を受けた

　後、放射性輸送物量送葬画論の記載事項に追加又は

　変更が生じた場合は、申請を行った地方運輸局畏に

　当該追加又は変翼．内容を速やかに居け出て下さい。

5．規則第91条のtg第1項の規定に基づく被ばく瞥

　理の特例（以下、この項において「特例」という。）

　について

（三）　特例の申講

　①被ばく管理特例承認申講書の様式及び記載事項

　　　は、別記12のとおりです。串譜書は、運輸大臣

　　に礎出して下さい。

　②　申請は、被ばく管理の対象となる者ごとに行っ



　　て下さい。ただし、同一の運送に従事する者にっ

　　いては一括して申請することができます。

（2）　被ばく管理特例承認書の交付

　　被ばく管理が適当と認められた場合には、被ばく

　管理特例承認憲を交付します。

（3）　被ばく管理に関する措贋等の変更

　　特例を受けた後、被ばく管理に関する措鍛を変更

　する場合（特例の再申講の必要がある場合を除く。）

　には、運輸大臣に事前に届け出て下さい。この場合、

　船内にある青の被ばく防止のため必要な指示を行う

　ことがあります。

（4）　船内線童当量率の計測

　①船舶所有者又は船畏は、船内の必要な箇所の線

　　量当量率を、1航海に1園以上（1か月以内に複

　　数の航海が行われる場合は王か月ごとに1回以上）

　　測定器により測定し、又は引算により日出し、次

　　の黎項を詑録して5年間保存して下さい。

　　イ　灘定日時

　　ロ　測定箇所

　　ハ　翻定結果

　　二　測定結果に基づき突施した措罐の概要その他

　　　必要な事項

　②船舶所宥考又は船長は、①ハの測定結果を、見

　　やすい揚所に提示する等の方法により、立入湖限

　　区域に立ち入る者に周知して下さい。

　　　また、立入制限区域には、標識のほかに、被ば

　　く線墨灘定用具の難解に閲する注意票項、事故が

　　発生した場合の応急措弔詞放射線による陣害防．止

　　に必要な事項を掲示して下さい。

（5）　船内にある者の線量響胴率の評価及び線量当量の

　測定

　①　船舶所有者又は船長は、立入制限区域に立ち入

　　る者の受ける線量当量（1センチメートル線量当

　　量）を、胸部（女子（妊娠不能と診断された者を

　　除く。以下同じ。）にあっては、腹部）にウィル

　　ムバッジ、ポケット線壁鞍馬の被ばく線量．測定用

　　具を装着させることにより測定して下さい。ただ

　　し、被ばく線堂測定用具を用いて測定することが

　　著しく困難な場合又は立入舗限区域に立ち入らな

　　い者の場合は、線髭当量率の測定により算出する

　　ことができ、これが著しく圏難な場合は、霞†算に

　　より線量当蟷を算出することができます。

　　　なお、放射線が中性子線、ガンマ線又はエック

　　ス線である具合は、船員電離放射線障害防止規則

　　（昭和48年．運輸省令第21号）　（以下「船員電

　　離劉」という。）第12条第4項に基づく告示（

　　船員電離1｛ll第4条第3項、第12条第4項及び第

　　5項、第ユ3条第2項並びに第27条第2項の規
　　定に基づき、運輸大臣が告示で定める限度及び方

　　法（平成光年運輸省告示第86号））　（以下「船

　　員電離則告示」という。）第2条に定める方法に

　　より測定又は箕出することができます。

　②船舶所有餐又は船長は、1日の線量当量が圭ミ

　　リシーベルトを超えるおそれがある者については、
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　　線磁当日の測定結果を毎艮確認して下さい。

　③　船舶所有者又は船長は、①の灘定又は翫算の結

　　果に基づき、遅滞なく、船内にある脅の受けた線

　　璽当量の四楽期（女子にあっては、1か月）ごと

　　の合計及び年度ごとの合計を船員電離剛告示第4

　　棚晒1号（女子にあっては、船員電離期告示第4

　　条第1号及び第2丹二〉に定める方法により算出

　　し、その都度記録し、これを当該者に知らせて下

　　さい。

　④　船舶所有者又は船畏は、船内にある轡の受ける

　　被ばく形態が全身均等被ばく以外の目合にあって

　　は、組織線量影壷についても考慮して下さい。

　　　また、女子については、腹部における線量当量

　　が1の4半期にっき13ミリシーベルトを超えな

　　いようにし、かっ、妊娠と診断された時から出盛

　　までの間にっき10ミリシーベルトを超えないよ

　　うに管理して下さい。

（6）　特別の健康管理

　　船舶所有者又は民事は、船員電離園第39条に準

　じて、立入制繊区域に立ち入る船内にある者（一時

　的に立ち入る者を除く。）に対し、医師による健康

　診断を行い、その結果を当該者に知らせて下さい。

　この場合、船員電離期第42条及び第43条にも従

　って下さい。

（7）　被ばく管理者の選任

　　船舶所有者又は船岡は、被ばく管理者を選任する

　場合は、第2種放射線敏扱空任者免状を有する者又

　はこれと同等以上の知識・経験を有する者を選任し、

　船内における被ばく管理に関する業務を行わせて下

　さい。

（8）　被ばく管理に開する詑録

　　船舶所有麿又は船長は、立入劉限区城に立ち入る

　船内にある者（一時的に立ち入る者を除く。）め被

　ばく管理に関する記録をユ0年間保存し、かっ、当

　該者について「放射線従事者中央登録センター」へ

　の登録を行って下さい。

　　また、各年度末に当該年度に講じた被ばく管理に

　関する措撮の状況及びその結果を海上技術安全局長

　に報告して下さい。

（9）　その他必要な搭鐙

　　船舶所剛者又は船長は、船内にある者に対し、被

　ばくの程度に応じた被ばく管理に係る教育・訓練等

　を行って下さい。

⑨　被ばく管理に関する措櫨の廃止届

　　承認を．受け．た者が、当該承認に係る運送に従事し

　なくなった揚合は、運㈱大臣に速やかに届け出てく

　ださい。

6．規則第91条の22第1項窮2号の規定に基づく特

霧措澱（以下、この項においてf特別措鐙」という。〉

　について

（1）　特別措罎の申講

　①専用運搬船に係る特別措置申講轡の様式及び記

　　載事項は、別詑13のとおりです。申講書は、運



　　輸大臣に提出して下さい。

　②　申講は、船舶ごとに行って下さい。

　③この項において規定する特別措置は、専ら放躯

　　性物質等のみを運送する船舶について、規即第8

　　7条第三項第4号に定める専用績載に該当しない

　　揚合であっても、専用積載と同等と認められると

　　きは、規鶏中の専網積載によリ運送することとさ

　　れる規定にかかわらず、専用積載とみなして運送

　　することができることとするものです。したがっ

　　て、その他の場合について、規劉第91条の22

　　第2項の規定に藻つく特別捲鐙を受けようとする

　　場合の申請書の様式及び記載事項については、溺

　　途運輸大臣の指示を受けて下さい。

（2）　専用運搬船に係る特胴措鐙承認書の交付

　　専用積載と周等の還送が行えると認められた船舶

　には、専用運搬船に係る特購措置承認書を交付しま

　す。

　　なお、中野特別措置について、専用運搬船に係る

　特勝心置承認申請書を審査のうえ、必要に応じて、

　当該船舶の立入検査を行うことがあります。

（3）　専用運搬船の構造、設備等の変更等の届出

　　承認を受けた専用運搬船が、当該専用運搬船の構

　造、設備等を変更した場合（特別思置の再占卜の必

　要がある場合を除く。）は、運輸大野に速やかに届

　け出て下さい。この場合、運送の安金を確保するた

　め必要な揚示を行うことがあります。

（4）　專用運搬船による運送の廃止届

　承認を受けた聴絹運搬船が、当該承麗に係る選送

を廃止した掲合は、運輸大臣に逮やかに届け出て下

さい。

7．規則第91条の22第1項第3号の規定に基づく特
　別措穰（以下、この項において「特別措齪」という。）

　について

（1）　特別搭殿の申講

　　線量当髭率に係る特瀦措鐙申請書の様式及一び記載

　事項は、溺記14のとおりです。申請書は、運輸大

　臣に提繊して下さい。

（2）　線量薮量率に係る特別措置承認書の交付

　　安全上田陣がないと認められた放射性輸送物、オ

　ーバーパック又はコンテナには、線童当量率に係る

　特別庸愚承認書を交付します。

　　なお、当該特別措罎について、線重当量率に係る

　特鎮守麗申講書を審査のうえ、必要に応じて、嶺該

　輸送物、オ．一バーパック若しくはコンテナの検査又

　は運送に使用される船舶の立入検査を行うことがあ

　　ります。
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別記1 （輸送文欝書式例）

輪　　送　　文　　経

文　書　番　号

　年　月　日

荷送入の署名

　この放射性輸送物（以下「輸送物」という。）又は士

ンテナに収納されている放射性物質等については、適切

な名称によって下記のとおりすべて正確に記載されてお

り、また、適用される醒際及び国内の規劉に従って分類

され、輸送物とされ、又はコンテナに収納され、標札等

が付され、又は表示が行われ、すべての点において、海

上運送に適した状態にあることをここに宣君する。

己普ロ

（a）船舶による危険物の運送基準等を定める告示（以下

　r危険物告示」という。）別表第8の4に掲げる品名

（b）　「Class　71国連分類番号7）∫の文字

（c）　「RADIOAC鴛VE　MATERIAL（放射性物質）」の文字。

　（（a）の品名中に当該文字が含まれていない場合に限

　る。）

（d）危険物告示朋表第8の4に掲げる国連番号

（e）LSA物質については、　「LSA一董」、　「LSA

　一コ」又は「LSA－m」の区分

（f）SGOについては、　fSCQ－IJ又は「SCO－
　Hjの区分
（9）各放射性核種の名称と元素贈号

（h）物質の物理的及び化学的性状。ただし、当該物質が

　特別形放射性物質にあっては、その旨とすることがで

　きる。

（i）最大放射能（ベクレル単位）。ただし、核分裂性物

　質にあっては、その質量とすることができる。

（」）第一類白、第二類黄又は第三類黄の別

（k）輸送指数

（1）L型輸送物については、　「RA班OACTIVE　MATERIAL，

　獄CEPTED　PACKAGE（放射性物質、　L型輸送物）」の文

　字及び収納され、又は包装されている物質に該当する

　危険物告示別表第8の4に掲げる品名

（皿）核分裂性物質が収納されている輸送物又はコンテナ

　であって、輸送物証の物質が船舶による放鮒性物質等

　の運送基準の細目等を定める告示第2条各号に該当す

　る場合は、　「FISSILE　EXCEPTED（核分裂性輸送物とし

　ないで運送できる核分裂性物質）」の文字

（n）輸送物又はコンテナに関する確認番号及び承認番号

　（輸送物設計承認、容器承認、．輸送物安全確認、運送

　計画轡安全確認、特別措鐙に係る承認等）

（o）オーバーパック又はコンテナを使屠する場合には、

　オーバーパック若しくはコンテナについて、又はオー

　バーパック着しくはコンテナに収納されている姦輸送

　物の収納物についての詳細な記述

（p）輸送物、オーバーパック又はコンテナが専用積載に

　より運送されなければならない学舎は、　「EXC測SIVE

　USE　SHI四ENτ（専用積載）」の文字

（q）次の事項を含む取扱方法その他運送に関し留意すべ

　き宴項

　（9　輸送物、オーバーパック、コンテナ若しくはタン

　　クの積込み、積付け、運送、取扱い及び取卸しに関

　　する補足戯作簗条件（安全に熱除去を行うための特



　甥な積付等の要件を含む。）。ただし、特別な要件

　が不要な場合は、その留とすることができる。

（五）運送に使用される船舶又は積載場所についての制

　限及び輸送経路に関する指示

侮｝必要な緊急時の搭置

傭　考

　（D　記載事項については、項目の顯に従って記載す

　　ること。この描合、該当しない項厨については、

　　該当しない旨記載すること。

　②　他の国際協定において宣言することが条件とさ

　　れている場合には、当該寛書中で雷及した内容に

　　関しては、この宣言中で雷及する必要はない。

　（3）記（q）については、船舶所有者、船長及び関係

　　国敢府等のために必要な書諾で記載すること。

腰鰹鼻審無鋼掴蔭贅）詮麺鰯颪9醐℃v療藤坦綴掴鼻e継姻e縷瀧酔慧〇ニトノ（戦藩細燈よ照裟福く制重蝋蝦躯1） 田iヨ醍



超鰹鼻凄纒戦綱白めぬ樋緊鐡上2購Ov溢孫坦驚舶鼻Q鄭く月Q碧贈灘慰03トノ（戦無細礎一醤鰹避榔出山畷璽遡） 絹認圓

男膳己2

二輪省海上技術安全局長

殿

文設番号
年　月　日

申請者の氏名又は名称

住　　　所

放射性翰送物設計承認申請欝

　平成2年12月27日付け海目通592号に基づき、
下記放射性輸送物（以下ξ輸送二三という。）の二二が

危険物船舶運送及び貯蔵規躍に定める○型翰置物（核分

裂性翰円物）の基準に適合する旨承認していただきたく、

関係叢類を添えて申請します。

記

1．輸送容器の型式

2。輸送物の説明

（D　輸送容器の材料の種類

（2）　目送物の総質量

　③　外形寸法

　（4）　外観及び構造図

　⑤　収納する放射性物質の仕様

　　イ　種　類

　　ロ　質　墨

　　ハ　放射能強度（主な核穐ごとの値及び合群値）

　　二　性　状

1 ホ　濃縮度

へ　燃焼度

ト　発熱量

チ　冷却日数

リ　その他

3．輸送指数

4．輸送制限個数及び配列方法

5。臨界二二における水密性に関する事項

6．BM型輸送物にあっては、13U型輸送物の設計基準
　のうち適合しない基準についての説明

7．輸送物の安全解析及び輸送容器の製作に関する事項

8。輸送物の取扱いに了する事項
）
　
）
　
）
　
）

L
2
3
4

　
（
　
（
　
（

（ 輸送容器の取扱い及び保守の方法

輸送物の発送に先立ってとるべき措置

二物物を運送する揚合の二四方法等に関する窮項

葬常の場合に特別の二二が必要な輸送物にあって

　　はその説明

9．その他特記事項
　（添付書類）

1．輸送物の説明を記載した書類

2．輸送物の押金解析に関する説明欝

3，輸送容器の製作方法に開する説明書

4．輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書

5．安金設計、安全輸送に関する特記事項を記載した書

　　類

備　考

　（1）記載事項については、該当するものについて詑

　　画することとし、順不闘としても差し支えない。

　②　添付欝類1については、輸送物の荷姿を示す説



　明図を添付すること。

（3）　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列

　4番とし、横書きとすること。

別記3

運輸省海上技術安全局長

殿

文鰹番号
年　月　日

申請者の氏名又は名称

住　　　所

放射性輸送物設計変更承認申講欝

　平成2年12月27日付け海査第592暑に基づき承
認を受けた下記放射性翰送物（以下「輸送物」という。）

の設計について、下記の変更内容が危険物船舶運送及び

貯蔵規則に定める○型輸送物（核分裂性輸送物）の基準

に適合する旨承認していただきたく、関係番類を添えて

申請します。

1
2
3
4
5

古画

既に交付されち設計承認番号

輸送容器の型式

変更内容

変更理由

その他特記事項

　（添イ寸笹｝類）

1．輸送物の説明を記載した醤類

2，翰送物の安全解析に関する説明書

3，輸送容器の製作方法に関する説開書
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川細く

4。輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書

5．安全設計、安全翰送に開する特記事項を記載した欝

　　類

備　考

　（D　添付書類には変更に係る部分について記載する

　　こと。

　（2）用紙の大きさは、原羅としてB本工業規格A列

　　4番とし、横書きとすること。

運輸省海上技術安全局畏

殿

文醤番号
年　月　一日

申講者の氏名又は名称

住　　　所

放射性輸送物設翫承認英文証明願

　平成2年12月27霞付け海査第592号に基づき、
下記○型輸送物（核分裂玉翰撮物）の設計について、

「IAEA放軸性物質安全輸送規鋼（1985年版）」
の基準に適合している旨の英文の証明書を交付していた

だきたく、下記のとおり申謂します。

記

1．．輸送容器の型式

2．放射性輸送物の設計承認番号

3．その他特記事項

備　考

　　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4

　番とし、横書きとすること。



鋼記5

運　輸　大　臣

殿

文書番号
年　月　縫

申請者の氏名又は名称

住　　　所

放射性物質輸送容器及びその

使用方法に関する承認申詰欝

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の9の2第1項
の規定により、下記のとおり申講します。

雲己

1．輸送容器の型式

2．輸送容器の製造番号又はその他の年層翰送容器と他

　　の輸送容器を区秘するための番号等

3．輸送容器の設計及び製作方法に関する説明

4．輸送容器の使用方法に関する説明

5．輸送容器の検査予定及び検査方法に関する説明

6．その他特記事項

②　放射性輸送物設計承認書の写しを黙付する揚合

　は、記3、記4については省略することができる。

③　用紙の大きさは、原劉として日本工業規格A列

　4番とし、横盤きとすること。

傭　考

　（1）　「輸送容器の検査予定及び検査方法に関する説

　　明」は、原則として、新規に製作する描合は、輸

　　送容器の製作時検査に関する説明を記載すること。

廻鰹鼻糸田遡掴懸隔趣麺緊融2醐℃v縫藤趨癖麺鄭e福畑e縷濡馳慧〇二》（遡綴細蓮一鱗螺峯丁丁眼蝋璽働 願団ギ



　羅潔騨継b鹸囎蝋℃v鰭坦綴癬e齢e灘鯉03レ（蘇縛輝遷糊麟職）
別記6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別記7　　（非承認容器使用時）

運　輸　大　臣

殿

；1】謹く

文書番暑
奪　月　日

申請者の氏名又は名称

住　　　所

放射性物質輸送容器の使用廃止届

　平成2年12月27臼付け海査第592号に基づき、
下記のとおり輸送容器の使用を廃止することにっき届け

出ます。

　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の型式

2．輸送容器及びその使用方法に関する承認番号

3．廃止に伴う措麗

4．その他特記事項

備　考

　　思紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4

　番とし、横書きとすること。

運　翰　大　臣

殿

文書番号
年　月　臼

申講者の氏名又は名称

　　住　　　所M

放射性翰送物安全確認申請書

　下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）が危

険物船舶運送及び貯蔵規則に規定する○型輸送物（核分

裂性輸送物）の基準に適合することについて同規鋼第9

1条の9第1項の確認を受けたいので、関係書類を添え

て申署します。

三宮騙
口

1．運送の目的

2．輸送容盟の型式等

3．輸送物の欄数

4．輸送物の種類

5．輸送容器の概要

6．輸送物の塞準適合性に醐する説睨

7．収納する放射性物質等の仕様

①名称
⑫・質量

　（3）　物理的、化学的性質

　（4）「放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量等に開す



　　る資料

　（5）容器への収納方法

8．輸送制限姻数及び醜列方法

9．輸送物の線塁当量率

10．輸送物の輸送指数

11．運送時における取扱上の注意事項

12。荷送入の住所及び氏名又は名称

13．運送予定確期、区間及び船名

14．輸送容器の健全性に関する説明

15，翰送物の発送前の検査に開する説明

16．その他特記事項

備　考

　（1）記載事項については、該当するものについて記載す

　　ることとし、順不濁としても差し支えない。

　②　問型式の輸送容器を｛吏用した放射牲輸送物（以下

　　f輸送物」という。）を、複数個一括して申謂する場

　　合は、該蜜各記欄に、輸送物ごとのデータを記載する

　　こと。

　③　舘1の「運送の穫的」は、運送する放射姓物質等の

　　用途、発着地等を簡略に記戯すること』

　　　例1．　rOO発電所の使男済燃料を○○工場におい

　　　　　　て再処理するため○○港から○○港まで運送

　　　　　　することを目的とする。」

　　　例2．　「○○事業所において収納されるOO病院向

　　　　　　け医療用大量発源鎚Coを○○港からOO港ま

　　　　　　で運送することを霞的とする。」

　（4）記2の「輸送容器の型式等」は、輸送容器の型式及

　　び製造番暑を記載するとともに、科学技術庁の輸送容

　　器に蘭する承認番暑を有する場合は、その番号を記載

　すること。

（5）　謁4の「軸送物の種類」は、BM型輸送物、　BU型

　輸送物の区男ilのほか、核分裂性軸送物にあっては、そ

　の旨を記載すること。

⑥　詑5の「輸遂容器の概要」は、①材料及び構造②構

　造物の主要諸元③所有者名を言己罪し、荷姿を示す説明

　図を添付すること。

　　放鍵性同位元素輸送物であって遮蔽容器として独立

　した内装容器を使用する揚合は、内装容器の製造考、

　製造年月日、型式、番号、保管状況、使用履歴、現状

　外観等のデータも記僻すること。

⑦　記7の「収納する放射性物質等の仕様」は、実際に

　運送しようとする放射性物質等のデータを記載するこ

　と。なお、燃焼度、放射能の量、発熱盤等計算により

　算出したデータについてはその誹弊方法を、また、実

　測によるデータについてはその測定方法を記載するこ

　と。

　　冷却日数については、原子炉を停止日した浸から起

　算して発送前検査予定日までの霞数とする。ただし、

　これよりも少ない日数を言下濁している押合は、この限

　りではない。

　　容器への収納方法については、必要に応じ、当該放

　射性物質がどのような配列で輪送容器に収納されてい

　るかを示す図薩等を添付すること。

（8）記9の「輸送物の線量当癒率」は、輸送物の表面及

　び表面から1メートル離れた位澱における数値を記入

　すること。

　　⑥の内装真心を設ける場合は、輸送する放射性同位

　元素等の収納時の内装容器の表面及び表面から1メー

　トル離れた位齪における最大線盤当墨率の実測値又は

　内装容器の表颪における最大線量当量率の実測値から

廻鰹鼻富渓遡掴関るぬ樋緊張慧糊℃v麟蕪遡癖搬§e編細Q縷贈羅導03トノ（点綴細建国軽羅継姻瞳蝋贋欄） 捕窪ぺ
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　の解析推定値に代えることができる。

（9）　記15の「輸送物の発送前の検査に関する説明」は、

　放財性輸送物作成者が作成した輸送物の自主検査計画

　書及び船舶検査官の立会検査計画書を別紙として添付

　すること。

㈲　用紙の大きさは、原劉として日本工業規格A列4番

　とし、横欝きとすること。

男U壷網8　　　　（承認容暑誹｛吏用匿寺）

運

X

　輸　　大　　臣

又　　は

×地方運輸局長

殿

文轡番号
年　月　日

申請者の氏名又は名称

　住　　　　　所

放射性輸送物安全確認申請霞

　下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）が危

険物船船運遜及び貯蔵規則に規定する○型翰送物（核分

裂牲輸送物）の慕準に適合するこ’とについて同規則第9

1条の9第1項の確認を受けたいので、関係轡類を添え

て申詰します。

記

1．運送の目的　・

2．輸送容器の型式

3、放射性物質輸送容器及びその使屠方法に関する承認

　番号

4．輸送物の個数

5．輸送物の種類

6ボ収納する放射牲物質等の仕様

φ名称
　（2）質　髭　　亨

　（3）　物理的、化学的性質



　（4）放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量等に関す

　　る資料

　⑤　容器への収納方法

7．輸送麟限個数及び配列方法

8．輸送物の線量当量率

9．輸送物の輸送指数

10。運送晴における取扱上の注意事項

1i、荷送人の住所及び氏名又は名称

12．運送予定時期、区間及び船名

13．輸送容器の健全性に閲する説明

14．輸送物の発送前の検査に関する説明

15．その他特記拳闘

備　考

　｛D　舘載審項については、該当するものについて記載

　　することとし、順不筒としても差し支えない。

　②　同型式の輸送容器を使用した放射性輸送物（以下

　　「輸送物」という。）を、複数個一括して申請する

　　旙合は、該当各戸欄に、輸送物ごとのデータを記載

　　すること。

　③　舘1の「運送の目的」は、運送する放射性物質等

　　の罵途、発着地等を簡略に記載すること。

　　例．　「○○発電所の使用済燃料を○○工場において

　　　　再処理するため○○港から○○港まで運送する

　　　　ことを撰的とする。」

　（4）配5の「輸送物の種類」は、BM型輸送物、　BU

　　型輸送物の区別のほか、核分裂性輸送物にあっては、

　　その旨を記載すること。

　⑤　記6の「収納する放射性物質等の仕様」は、実際

　　に運送しようとする放射性物質等のデータを記載す

　ること。なお、，燃焼度、放射能の盤、発熱量等翫算

　により算出したデータについてはその君†算方法を、

　また、実測によるデータについてはその測定方法を

　翻載すること。

　　冷却日数については、原子炉を停止日した日から

　趨算して発送前検査予定日までの日数とする。ただ

　し、これよりも少ない日数を記載している揚合は、

　この限りではない。

　　収納する放射性物質等の仕様が容器及びその使湘

　方法に関する承認証の記載事項に合致していること

　を示す対照表を添付すること。

　　容器への叡納方法については、必要に応じ、当該

　放射性物質がどのような配列で輸送容器に収納され

　ているかを示す図面等を添付すること。

（6）　記8の「輸送物の線量当剛率」は、輸送物の表面

　及び表面から1メートル雌れた位鐙における数値を

　記入すること。

（7）記13の「輸送容器の健金性に関する説明」は、輸送

　容器及びその使用方法に関する承認を取得した後日

　つた定期自主検査結果記録を添付すること。

⑧　記i4の「輸送物の発送前の検壷に衡する説明」は、

　放射性翰送物作成者が作成した翰送物の自主検査計

　万町及び船舶検査官の立会検査翫画番を別紙として

　添付すること。

（9）運輸大臣の交付する放射性物質輸送容器及びその

　使虜方法に関する承誌班の写しを添付すること。

⑪Q）用紙の大きさは、原則として川本工業規格A列4

　番とし、横書きとすること。
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別記9　　（承認容羅使用時）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甥詑10　　（非承認容盟使用時）

1i1麟1

放身寸性物質輸送容器承認票　　（言己載例）

殺egis℃ration　Labe圭　of　Packaging

輸送容器の所有者

Owner　of　Packag呈ng

輸送容器の型式
Ty玉）e　of　Packag圭ng　．

PNTL

τN－38／3

輸送容器及びその使罵方法

に関する承認番号　　　　　　　　　　　　　団S沁O

Seria圭　Number　oぞ　Packaging

放射性輸送物の設計承認番号　3／1000／B（鴎F（Rev．o）個S）

Co醸peしent　Authority　Idenちificaもion

Mark　of　the　Design　of　Package

　　　　　　　　　　　　　　　　OO年○月○○日

承認を受けたβ　　　　　　　　　海査第○○号
至）ate　of　《PProval　　　　　　　　　　　　　No．○0／卜II

　　　　　　　　　　　　　　　Oしh．　O（）．1900

承認を与えた者　　　　　　　　運　輸　大　臣
　Approved　by　　　　　　　　　　　　　　岡1n三sしer　of　τransPort

　　　　　　　　　10c組以上

傭　考

　〔D　目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示

　　されていること。

　②　輸送容器承認票は、本邦内においてのみ運送さ

　　れるものにあっては英語の部分を、本邦外におい

　　て運送されるものにあっては日本語の部分を削る

　　ことができる。

毎
O
O
置

放酎性物質輸送容器設計承認票（記載例）

　…～egistration　Label　of　Packaging

輸送容器の所有者

Owner　of　Packaging

田畑容器の型式

Type　of　Packaging

輸送容器製造番号

Seriaユ　N“凱ber　of　≡）ac｝【aging

　PNτL

TN73B／3

τN－3BIB－IOO

放射性軸送物の設計承認番号　J／looo／8（凹）F（Rev．0）（潤S）

Compeしent　Authori℃y　IdenLification

Mark　of　the　蓋）esign　of　Package　p

　　　　　　　　　　　　　　　　　OO年○月○○賃

承認を受けた日　　　　　　　　　海査第○○号
Date　of　ApProva1　　　　　　　　　　　　　討。．（）（）／卜iI

　　　　　　　　　　　　　　　（）th。　（）○．190（）

承認を与えた者　　　　　　　　運　輸　大　臣

　ApProved　by　　　　　　　　　　　　　　岡inister　of　Transporし

　　　　　　　　　10c臓以上

備　考

　（1）　目立ちやすい笏所に容易に消えない方法で表示

　　されていること。

　（2）　輸送容盤設計承認票は、本邦外において運送さ

　　れるものにあっては臼本語の部分を削ることがで

　　きる。

　（3）輸送容器設計承認票は、本邦内のみを運送され

　　るものにあっては、雀略することができる。

量
り
O
洲



別言己圭王

運　輸　大　臣

満

文四番丁
年　月　日

船　　　名

船長の氏名

住所又は連絡先

放射性輸送物運送八白書安全確認申請書

　別添放射性翰送物運送計画書に記載する放射性輸送物

の運送に関し、危険物船舶運送及び欝蔵規則に規定する

基準に適合することについて同規剛第91条の15第1
項の確認を受けたいので、関係川間を添えて申譜します。

（別添〉

放射性軸離物運送翫画轡

1、運送の自的

2，紛名並びに船舶所宥者及び運航者の氏名又は名称及

　び住所

3．船舶の概要（所要設備を含む。）

4．運送する放射性輸送物（以下「輸送物」という。）

　の概要

　（1）軸送容器の型式等

　（2）輸送物の穂類

　（3）輸送容器の主要諸禿

（4）収納する放射性物質等の主な仕様

　（5）　輸送物σ）輸送希導β艮｛固数及び霞己夢｛」方法

　（6）軸送物の最大線童嶺童率

　（7）輸送物の表面の温度

　（8）輸送物の輸送指数

　（9）輸送物に付される標札等

　（IO）船内の居住場所その他人が通常使用する楊所に

　　おける最大線量当量率

　（1D外板等の表面及び表面から2メートル離れた位

　　置における最大線量当爆：率

　（12）輸送物作成者の氏名又は名称及び住所

　（13）荷送人の氏名又は名称及び住所

　（M）荷受人の氏名又は名称及び住所

5．オーバーパックの概要

　（Dオーバーパックの主要諸発

　（2）オーバーパックに収納する輸送物の輸送容器の型

　　式又は名称、鰯数及びオーバーパックへの紋納又は

　　包装方法

　（3）オーバーパックの最大線量滋量率及び．輸送指数

　（のオーバーバックに付される標札

　（5）オーバーパックの佃数

　（6）オーバーパックに収納又は包装する者の氏名又は

　　名称及び住所

6、コンテナの概要

　（…）コンテナの型式又は名称

　（2）コンテナの主要諸元

　（3）コンテナに収納する輸送物の輸送容器の型式又は

　、’・名称、個数及びコンテナへの収納方法

　（4）コンテナの鍛大線量幾鐘率及び翰送指数

　（5）コンテナに付される標札等

爬嗣子窮墨些細曝b趣樋曖藏思糊やv子午趨綴細鼻Q榔姻e縷繕沸慰03トノ（三三細煙唄燦豊榔畑霞磁姻細） 川唄1i1
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　（6）コンテナの個数

　（7）コンテナに収納する者の氏名又は名称及び住所

7．積載方法等

　（1）積載方法

　（2）各船愈等ごとの輸送物の種類及び数量

　（3）各船倉等の輸送指数

8．固縛方法

9．荷役方法

1G．運送予定時期

1正．運送匿聞

12．運送中の保安対策

13．その他特記事項

備　考

　（1）記載事項については、該当するものについて詫

　　載することとし、順不同としても差し支えない。

　②　記1の「運送の目的」は、運送する放射性物質

　　等の用途、発着地等を簡賂に記載すること。

　　　例1．　「○○発電藤の使用済燃料を○○工場に

　　　　　　おいて再処理するため○○港力しら．○○港

　　　　　　まで運送することを冒的とする。」

　　　例2，　「○○聯業所において収納される○○病

　　　　　　心向け医療用大童線源四Coを○○港から

　　　　　　○○港まで運送することを目的とする。」

　（3）　記3の丁船舶の概要（所要設備を含む。）」は、

　　船種、船舶番号、総トン数、船籍港、船舶の用途、

　　航行区域及び主要寸法を記載し、所要設備につい

　　ては、当該還送物の運送のため特に必要な設傭と「

　　して施設されたものを記載すること。

　（4）記4の「運送する放射性純理物の概要」は、輸

　　送物ごとに記藏すること。ただし、記載事項が共

　通の輸送物については、まとめて記載してもよい。

⑤　記4①の「輸送容器の型式等」は、輸送容器の

　型式を記載するほか、’運輸省又は科学技術庁の輸

　送容器に関する承認番別郭は設翫承認番号を記載

　すること。

（6）記4⑥の「輸送物の最大線量当量率」について

　は、輸送物の表面及び表面から1メートル離れた

　位鍛における数値を記入すること。ただし♪放射

　性同位元素輸送物であって内装容器を設ける場合

　は、輸送すう放射性同位元棄等の収納時の内装容

　器の表面及び表薗から1メートル離れた位盤にお

　ける最大線童当惑率の実測値又は内装容器の畿面

　における最大線墨当燈燭の実測値からの解析推定

　値に代えることができる。

（7）　記4（7）のf輸送物の表面の温度」については、

　BM型輸送物及びBU型翰送物についてのみ樽入
　することとし、その表面に近接防止枠を設けてい

　る場合にあっては、当該近接防止枠の表面の温度

　を記入すること。

（8）　記4（9）の．「」輸送物にイ止される標札等」は、標札

　の種類及び数並びに「TYPE　B（U）」等の
　蓑示内容を記入すること。

（9）記4qDの「外甥等」は、規則第91条の16の2

　の外板、船倉、区画又は甲板をいう。

㈲　記5の「オーバーパックの概要」は、オーバー

　パックごとに記載すること。ただし、収納され、

　又は包装されている輸送物が同一の内容のものの

　掲合はまとめて記戦してもよい。

“1）・記6の「コンテナの概要」は、輸送物を収納す

　るコンテナごとに記慨すること。

⑫　配6⑤のrコンテナに付される標札等」は、標



　札の種類及び数並びに国連番号の表示方法等を記

　載すること。

⑬　記7（Dに関し、積載場所を明示した積付図を添

　付すること。また、他の危険物（当該輸送物以外

　の放射性物質等を含む。）との混載を行う揚合に

　あっては、十分な隔離が行われていることの説明

　を付すこと。

㈹　龍8の「固縛方法」は、固縛装醗の強度蹴算書

　を添付すること。ただし、事前に、一括して固縛

　装概の強度計算書を提出している覇合は、その旨

　を記載することにより、これを省略することがで

　きる。

⑮　記9の「荷役方法」は、荷役時における作業要

　骸、安全対策、使用する機器又は用具の種類等に

　ついて霧己嫁すること。

㈱　記12の「運送中の保安対策jは、専門家の難行

　の有無、運送中の注意事項、事故蒔の措椴・連絡

　方法、被ばく管理方法その他の保安対策を記載す

　ること。

⑰　当該輸送物にっき、基準に適合＝す．る旨の確認欝

　等を受有する揚合は、その写し（現に、核原料物

　質、核燃料物質及び原子煩の規制に関する法律（

　昭和32年法律第166号）第59条の2第2項
　の規定による内閣総理大臣の確認、放射性同位元

　棄等による放射線瞳害の防止に関する法律（昭和

　32年法律第167号）第18条の2第2項の規
　定による科学技術庁長官の確認又は航空法施行規

　貝り（召弓和27年運輸省令第56号）第194条第

　2項第2号ハ、二若しくはへの規定による運輸大

　臣の確認を申講中の場合は、当該申請欝の写し）

　を添付すること。この繍合、説4（1）～⑨の記職纂

　項のうちi§該確認書等に記載されているちのにっ

　いては、これを雀略することができる。

（⑧　罵紙の大きさは、原則として日本工業規格A列

　4番とし、横霞きとすること。

喫鰹三門三三三下6趣樋旧誼9醐℃v漬姦趨懸掴鼻e粥姻Q謬贈鰹20二粒（曜癖細健唄鰹峯榔姻霞蝋甥細） lll絹国
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男響記12

運　翰　大　臣

置

文奮番号
年　月　日

船　　　名

船長の氏名

住所又は連絡先

船舶所有者の氏名又は名称

住　　　所

被ばく管理特例申講掛

　危険物船舶運送及び貯蔵規劉第91条の19第1項の
規定により、下記のとおり申請します．

記

1．運送の目的

2．規則に従うことが著しく困難な理由

3，運送する放射牲物質等の概要

4．船舶の概要（所要設縮を食む。）

5．被ばく管理の対象となる者の氏名、年齢、性別、職

　業及び連絡先

6．被ばく管理の対象となる者の被ばく歴

7．船内線彙当量串の誹測方法

8．船内にある者の受ける線量当量の評価方法

9．被ばく管理の対象となる者の線量当月の測定方法

10．被ばく管理の対象となる者の健康讐理方法

11。被ばく管理者の氏名及び知識・縫験等

12．被ばく管理に関する記録方法の概要

13．立入制限区域における被ばく防止措置の概要

14．被ばく管理に係る教育・訓練等の概要

15．その他特記事項

備　考

　（1）　申請は、船舶所有者と船長の連名とすること。

　（2）　記載事項については、該当するものについて記

　　載することとし、顧不同としても差し支えない。

　（3）　記1及び記4の記載事項｝こついては、溺記11

　　の放射性輸送物運送計画書の記載事項に準じて記

　　載すること。

　（4）記5の「職業jは、所属会社、職名、資格（知

　　識・経験）等を簡略に記載すること。

　⑤　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列

　　4番目し、横冊きとするとと。



別記三3

運　輸　大　臣

殿

号

．
R
門

番

月

罫｛
奮文

年

船　　　名

船舶所有者の氏名又は名称

住　　　所

専用運搬船に係る特溺措躍申錆書

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の22第1項第
2号の規定により、専腿穣載に該当しない場合であって

も専用稜載と岡等の運送が行える船賠であることについ

て承認を受けたいので、下記のとおり申請します。

己雪口

1．船名並びに船舶所有者及び運航考の氏名又は名称及

　び住所

2。船舶の概要（添寝設備等を認む。）

3．専用秋載と岡等として運送する放射性輸送物の概要

4．積載方法等

　ω　積載方法

　（2）　各船倉ごとの輸送物の種類及び数量の限度

　（3）　各船倉等の輸送指数の限度

5．固縛方法

6．荷役方法

7．運送区間

8．運送中の保安対策

9，その他特記事項

備　考

　（D　記2及び記4から記9までの記載婁項について

　　は、溺詑11の放射性輸送物運送計画霞の言己載事

　　項に準じて記載すること、

　②　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列

　　4番とし、横欝きとすること。

磨汁懸隔擾遡籾怒bぬ騒曝…譲慧爾℃v輿蕪遡癖細邸e榔く縛Q選朧蛾尼eニトノ（鰯綴細煙畷病竃榔姻晒蝋姻病 田麟華
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別記14

運　翰　大　臣

殿

文轡番号
年　月　日

荷送人の氏名又は名称

｛主　　　所

船舶所有者の氏名又は名称

イ主　　　所

江山虎髭率に係る特別措鐙申講書

　危険物舶舶運送及び貯蔵規鑓第§1条の22第1項第
3彗の規定により、放射性鰯撫物（オーバーバック、コ

ンテナ｝の綴量当量箪が安金上支障がないことについて

承認を受けたいので、下記のとおり申請します。

己
箒
匿
口

1。運送の目的

2．船名並びに船舶所有者及び運航者の氏名又は名称及

　び住所

3．船船の概要（所要設備を含む．）

4．収納する放躬性物質等の仕様

5．放射性輸送物（オーバーパック、コンテナ）の概要

6．放射性輸送物（オーバーパック、コンテナ）の線量

　当量率

7．船内及び外板等の線量当量率

8．披ばく管理に関する措麗の概要

9．運送時における取扱上の注意事項

　（i）積載方法

　（2）　固縛方法

　（3）　　歪な役プヲ法

10．運送予定時期、区間

11．運送中の保安対策

12．その他特記審項

備　考

　①　記1、紀3及び記9は、別記1三の放射性輸送

　　物運送拝謝轡の詑載事項に準じて記載すること。

　②　記4の「収納する放射性物質等の仕：様」は、放

　　射性物質等の名称、質童、放射能、容器への収納

　　方法等当該放躯性物質等の特徴を記載すること。

　13）記5の「放射性輸送物（オーバーパック、コン

　　テナ）の概要」は，放射性輸送物（オーバーパッ

　　ク、コンテナ）の型式、種類、主要諸元、作成者

　　の氏名又は名称及び住所を認載すること。

　㈲　記7の「船内及び外板等の線量叢量率」は、船

　　内の居｛主揚所その他人が通常使用する場所におけ

　　る最大線愚当量率、立入｛｛那艮区域付近の線蜷当量

　　率並びに規則第91条の16の2の外板、船倉、

　　区画又は甲板の表面及び表面から2メートル離れ

　　た位盤における簸大線量当量率を記載すること。

　⑤　記8の「被ばく管理に関する措鍛の概要」は、

　　告示第23条に定める措置その他具体的な被ばく

　　管理に関する措麗について記載すること。

　⑧　記11の「運送中の保安対策」は、専門家の岡

　　行の宥無、運送中の注意事項、事故時の措膣・連

　　絡方法その他の保安対策を詑載すること。

　（7）用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列

　　4番とし、横書きとすること。
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○運輸省海上技術安全局長通達（その2）

殿

　　　海国第506号

昭和63年11月19臼

運輸省海上技術安全局長

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく核物質防護上

の措置について

　標記について、危険物船髄運送及び貯蔵規則（以下r規則」という。）並びに船舶に

よる放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示（以下「告示」という。）の一部改

正に伴い、規則及び告示のうち、核物質防護に関する主な条項の解釈及び取扱い並びに

規則第9玉条の9及び規則第91条の15に規定する確認の申請についての実施細目について、

下記のとおり定め、昭和63年11月26日から適用することとしたので通知します。

　なお、本通達は、　「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全の確認、

放射性物質輸送容器及びその使用方法の承認並びに放射性輸送物の運送の安全確認につ

いて（昭和62年8月28曲付け海査第375号）」と併せて適用されますので周知徹底方お

願い致します。

己雪ロ

1，規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い

　1。告示別表第7関係

　　　告示で定める放射性物質等の質量及び吸収線量率については、1回の航海におい

　て、1船舶当たりの核種及び濃縮度毎（Pu、高濃縮（20％以上）U235、中濃縮

　　（10％以上20％未満）U235、低濃縮（天然の濃縮度を超え10％未満）U235、　U
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　233、照射済燃料）の収納物の総量について評価したものとします。

　　従って、脚数の荷送人が関係する場合には、防護区分及びそれに係る防護措置並

　　びに確認（規則第91条の9、規則第91条の15関係）等について、関係者間の事前協

　　議を十分行い、万全を期して下さい。

　2．規劉第19条関係

　　規則第91条の8の2に規定する「施錠及び封印」は第2項に定める「容器及び包

　　装」の規定にはあたりません。従って、この場合には、告示で定める外困規則によ

　　ることはできず、規則第9｝条の8の2の規定によることになり、規則第91条の9に

　　よる確認が必要です。

　3．規則第91条の8の2関係

　　　区分1については、必ず輸送容器に施錠及び封印その他の容易に蜜月されないた

　　めの措置（施錠及び封印と同等の措置）を講じ、規則第91条の9に基づく運輸大臣



　の確認を受けて下さい。

　区分2については、必ず輸送容器に施錠及び封印その他の容易に開封されないため

　の措置（施錠及び野郎と同等の措置）を講じて下さい。

　荷送人は、船積み前に、積み荷及びその施錠等の点検を行って下さい。

4　規則第91条の10の2関係

　区分1及び区分2については、必ずコンテナに施錠及び封印その他の容易に踊封

されないための措置（施錠及び封印と岡等の措置）を講じて下さい。

　荷送人は、船積み前に、積み荷及びその施錠等の点検を行って下さい。

5．規則第91条の13関係

　船長は、防護対象特定核燃料物質を運送する場合には、第1項第2号の規定に基

づき、放射性輸送物等が容易に移動することができないように措置して下さい。

6．規則第91条の14の2関係

　計画書の様式については、別記2の例によるものとします。

　｝の船舶において、複数の荷送人が関与する場合には、関係者が十分な時間的余

裕と十分な協議をもつて、計函書を原則として各荷送人毎に作成して下さい。

　なお、盗取等の防止を図るため、詳細に係る情報は、慎重に取り扱って下さい。

7．規則第91条の14の3麗係

（D　r見張人」とは、点検等の作業を行うために月回された見張人とし、当該作業

　　を行うために適切な人数を配置するものとします。当該者は、船内組織の春から

　選任することができます。

（21　「放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置」とは、該当す

　る者が適当な時間間隔で実施する次に掲げる措置とします。

　　区分1，2について

　①　運送責任者及び見張人が、船積み前に行う、妨害行為が着手されていないこ

　　とを確認するための船舶の点検

　②　見張人が、他の輸送手段、他の積荷の積替え及び船内での通関時に行う、積

　　荷の連続的監視又は施錠等の点検

　③見張人が、運送中に行う、積荷又は施錠等の点検

　④　運送責任港が、積卸し晴及び船内での通関時に行う保管及び運送時に行う、

　　関係者以外の者が立ち入らないような措置

　区分3について

　①　運送責任者が、船積み前に行う、妨害行為が着手されていないことを確認す

　　るための船舶の点検

｛3｝　「知識及び経験を有する者」とは、

　①　核物質についての基礎的な知識について、社内講習等を受けた者、又は、

　②　防護対象特定核燃料物質に桐当する運送を過去に行ったことがある者
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　　であって、船内組織の者から選任することができます。

8　規則第91条の14の4関係

（D　r必要な連絡体欄」は通常時の連絡体制及び緊急時の連絡体制とします。

　　　さらに、区分1，2の物質を運送する場合、通常時の連絡体制は、次の条件を

　　満たすものとして下さい。

　　①　陸上での連絡の要となる指定連絡所（本社など）を定めること。

　　②振定連絡所との連絡時間間隔、連絡位置を定めること。

　　③　運送中、運送責任者に②に従って指定連絡所へ連絡させること。

9，規則第129条及び規則第129条の2関係

　　規劉第91条の鐙の2の措置とあわせて、輸送容器又はコンテナについて、容易に

　移動しないような措置（コンテナ等への収納、コンテナ内での固定、船内での積付

　及び固等等）を講じて、それぞれ該当する検査を受検して下さい。

L輸送物の安全確認及び輸送方法の安全確認等

　1．規則第91条の9関係

　　　区分1に該当する場合には、運輸大臣の確認を受けて下さい（区分1の場合は、

　　BM型輸送物、　BU型輸送物、核分裂性型輸送物についての基準適含性についても、

　運輸大臣が確認します。）

　　　この場合には、放射性輸送物安全確認申請書のrその他特記事項」に別記1の事

　　項を記載することとします。

　2　規則第9ユ条の15関係

　　　BM型輸送物、　BU型輸送物、第3種核分裂性輸送物、区分1の防護対象特定核

　　燃料物質のいずれ．かに係る輸送物の場合には、運輪大臣の確認を受けて下さい（例

　　えば、区分2である使用済燃料が、BU型輸送物となった場合には、確認の対象と

　　なります。～方、区分2である新燃料が、A型輸送物となった場合には、確認の紺

　象となりません。）。

　　　この場合には、放射性輸送物運送計画三脚全確認申請書の「その他特記事項」に

　　別記2記1から記7までの事項を記載して下さい。ただし、荷送人より提出された

　規則第91条の14の2の計画書を放射性輸送物運送計画書に添付させてこれに代える

　　ことができます。この場合には、放射性輸送物運送計画書の「その他特記裏項」に

　　その旨明記して下さいσ



（別記1）

L　輸送物の運送の概要

2．放射性物質等の概要

（P　核種及び濃縮度等

｛2）質星

（3｝吸収線電率

3，輸送物への施錠及び封印その他の容易に開封されないための措置

備考

L　記1の「輸送物の運送の概要」は、今回の運送において、輸送物が区分1の防護対

　象特定核燃料物質に係る放射性輪送物となった、背景を明記すること。

　　例．「今回の運送において、濃縮度20％以上の高濃縮ウラン235の総量が○○㎏（内、

　　　自社分○○㎏）となり、当該輸送物が、区分1の防護対象特定核燃料物質に係る放

　　　射性輪送物に該当するものである。」

　　また、該当する輸送物が特定できるようにわかりやすく記載すること。

2．記2について、1回の航海において、1船舶墨たりの核種及び濃縮度毎（（1）Pu、

　（2｝高濃縮（20％以上）U235、13｝中濃縮（10％以上20％未満）U235、（4）低濃縮（天然

　の濃縮度を超え10％束満）U235、〔5）U233、（6）照射済燃料）の収納物の分類毎に分

　けて評価し記載すること。

3．記3について、輸送物の施錠及び封印に係る措置を記載すること。また、施錠及び

　封印に代わる容易に開封されないための措置を講じる場合は、その措置の内容につい

　て説明を加えること。

（別記2）　核物質防護措置に関する計画書様式例

船舶所有者　あて

船長

文書番号

　年月日

荷送人　（代理人）

氏名又は名称及び注所

核物質防護措置に関する計画書

　危険物船舶運送及び欝蔵規則第91条の14の2の規定に基づき、下記のとおり計

画書を作成しましたので、提嵐します。
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一二

Z
一
二

1
2
3
4
5
6
7

放墨性物質等に関すること

運送方式に関すること

運送経路に関すること

運送関係者の氏名等

運送中の防護措置に関すること

己き目

厳密な受渡し地点及びその予定時刻

運送中の連絡通報に関すること

備考

1，記1について、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第7

　のいずれに該当するかを記載すること。なお、同一の形態の物質が、当該船舶に同時

　に積載される場合は、その壁もあわせて記載すること。

2。記2について、①船舶の名称、国籍及び船舶番号、②積載方法（放射性輸送物又は

　コンテナについて、施錠及び封印等の措置並びに容易に移動しないような措置）を記

　齢すること。

3．記3について、①運送時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよう、②

　自然災害等による突発的な事態が生じる可能性が少ない地区を通過するよう、及び③

　定期的に反復継続する輸送をできるだけ避けるよう配慮した運送経路を記載すること。

4。記4について、荷送人、荷受入、船舶所有老及び船長の氏名又は名称及び住所を記

　黙すること。

5．記5について、

①　規則第91条の14の3に基づく運送責任者の氏名並びに知識及び経験に関すること

　　について記載すること。また、見張人の氏名（及び船員が兼任する場合は、その

　職名）を記載すること。

②規則第91条の14の3に基づく必要な措置の実施計画について認罪すること。

6，記6について、主として、船積み、積替え及び陸揚げの港名及び年月日時を記載す

7

ること。

記7について、規則第91条の14の4に基づく通常時及び緊急時の連絡体制を記載す

ること。
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運輸省海上技術安全局長

「危険物船舶運送及び鍵蔵規則に基づく核物

質防護上の措鐙について（昭和63年11月

19日付け海査第506号）」の一部改正に

ついて

　危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「規剛」という。）

及び船舶による放射性物質等の運送基準の細屋等を定める

．．、錘ｦ（以下「管示」．という。．）のうち、核物質防護に関す

る主な条項の解釈及び取扱い並びに篭手第91条の9及び

規則第91条の15に規定する確認の申諮についての実施

細毯については、昭和63年11月19日付’け海査第50

　6号により実施してきたところですが、本年11月29欝

付けの規則の一部改正及び本年12月4寮付けの告示の一

部改正に伴い、標記通達を下記のとおり一部故正し、平成

　3年1月1βから適用しますので、通知します。

　なお、本通達は、　r危険物船舶運送及び貯蔵規財に基づ

く放射性葬送物の安全の確認等について（平成2年12月

記∬2を次のように改める。

2．規剣第91条の15関係
　、BM型輸送物、　BU型輸送物、核分裂性輸送物（核分

裂性翰植物の輸送指数の合翫が1船舶について50を超

　えるものに限る。）、区分1の防護対鹸特定核燃料物質

　のいずれかに係る翰採物の場合又は告示第18条の3各

　号に定める掲合には、運輸大臣の確認を受けて下さい（

例えば、区分2である使用済燃料が、BU型輸送物とな

　つた場合には、確認の対象となります。一方、区分2で

　ある薪燃料がA型輸送物とな？た貫合（核分裂性輸送量

　の輸送指数の合計が1船船について50以下の揚餅に限

　る。）には、確認の対錬となりません。）。

　　この面食には、放射性輸送物速送翫画書安全確認申講

　書の「その他特記事項」に別諦2記1から記7までの事

　項を記載して下さい。ただし、荷送人より提出された規

　用第91条の14の2の計藤書を放射性翰送物運送餅藤

　轡に添付させてこれに代えることができます。この場合

　には、放射性輸送物運送翫画欝のrその他特記事項」に

　その薄明配して下さい。
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○放射性物質等運送届の提出等について（海上保安庁）

　放射性物質等の海上軸送に際しては、危険物紺舶運送及び貯蔵規則第91条の2iに

基づき、諸手続き等に関し円滑なる事務処理等が図られているところであるが、今

般、「核物質の防護に関する条約」への加入に鐸い、同規則の一部が改正され、別

添通達（保警指第i37号、平成2年12月27日一部改正〉により運送届関係の事務処

理要領が通達されているので、下記事項とあわせて、了知願いたい。

　なお、昭和6弓年1月1B以降、管区海上保安本部における放射性物質等運送届の

提1出先は、警備救難部警備課（第十一管区海上保安本部にあっては警備諜）に変更

されている。

1．運送届の作成。提出について

　運送届の提出を要することとなる放急性物質等を運送することとなる考は、できる

　だけ前広に運送計画を運送届の提繊を行うこととなる管区海上保安本部に対して説明

　を行い、当該本部等と密接な連絡を保ちつつ通達の内容に添って運送届の作成を行う

　よう心掛けられたい○また、運送届の提出については提出の際に受理の可否等の意思

表示が行われるのでやむを得ない場合を除いて運送に関して責任のある春が持参する

　ように留意されたい。

　　次に、運送履の届出者は運送に従事する船舶の船長であるが、船長が航海中で不在

等により届出藩となり得ない場合には運送届を提出することとなる管区海上保安本部

　に相談しその指導を受けていただきたい。

　　なお、管区海上保安本部における担当課は別紙1のとおりである。

2．本部長の指示等について

　　運送届を提冠すると、本部長から運送中に運送届の記載事項に一定の変更が生じた

場合等には本部長等に対して連絡を行うよう指示がなされる。

　　この連絡を行う場合にはできる限り別紙2の要領によって行うよう心掛けられたい0

3．その他

　　放射性物質等の運送に関係する者は、萌述したところを参考にし、本舗度の趣旨を

　十分に理解されて運送届に記載した保安対策等を厳格に励行して、審故なく運送を実

　施されたいo



別紙　で

管区海上保安本部における担当諜一覧

3．2，1珍～在

管区海上保安本部 担　　当　　課 電　話　番　号

第一管区海上保安本部
警　　　備　　　課
~　　　難　　　課 0134－32－6161　（代）

第二　　　　〃 〃 022－　363　－0111　　（代）

第三　　　　〃
警　　　備　　　課　　∠胃ゴ畠　批’　　　　郵，

045　－211　－0771　　（代）

第四　　　　〃 〃 052－661－1611　（代）

第五　　　　〃 〃 078－391－6551　（代）

第六　　　　〃 〃 082－251－5111　（代）

第七　　　　〃 〃 093　一一321　－2931　　（代）

第八　　　　〃
警　　　備　　　課
@　　　難　　　諜

0773　－76　－4100　　（代）

第九　　　　〃 〃 025一’Q44－4151（代）

第十　　　　〃 〃 0992－23－2291　（代）

第十一　　　〃 靴璽△嚢 0988　－66　－0083　　（代）
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別紙　2

　　　　　　　　　運送船舶の行う連絡要領

第1通報・要領

　（1）通報の留頭に「ウンソウヘソコウ」を冠し、以下次の事項を番号を冠して順次通

　　報ずる。

　　1．運送煽を提出した管区梅上保安本部の長の名称

　　　　　（例　ダイサソカソクカイジョウホアソホγブチヨウ）

　　2．船舶の名称

　　3，変更事項等が生じた場．合の位置及び日時

　　4．変更事項等の内容その他必要事項

　　　　（通報例）

　　　　　　運送届を第三管区海上保安本部長に提出して、日本丸により横浜港が寄航

　　　　　港となる運送を開始したところ、その途中において北緯○○度△△分、東経

　　　　　○○度△△分○○時△△分（日本時）にさしかかった際、寄航港が東京港に

　　　　　変更になった場合次のように通報する。

　　　　　　　　ウソソウヘソコウ

　　　　　1，ダイサンカンクカイジヨウホアソホンブチヨウ

　　　　　2．　ニホンマル

　　　　　3．　ホクイ○○ド瓜ムフン、トウケイ○○ドムムプソ、○○ジムムフソ（ニ

　　　　　　ホソジ）

　　　　　4．キコウコウヨコハマガトウキヨウニヘソコウ

　（2）　日本語又は英語を使用して通報することを原則とし、英語の場合にあっては、「ウ

　　ンソウヘソコウ」及び運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称は「U聾SOHEN

　　K：0」及び「DAI　O　K：A㎜K：AI3YOHOANHONBUCHO」と通報する。

　　　この場合において、○の部分は管区海上保安本部の番号を記入する。

第2通報手段

　　船舶の無線設備によってもよく、船舶電話、電報等の公衆通信手段によってもよい。

　　なお、通儒手段により、上記第1の通報要領によりがたい場合には、管区海上保安

　本部において指導する要領で行うo



　　　　　　　　　　放射性物質等運送届の提出等について

　　　　　　　保警指第137考（53．12，26抜すい（改正2．12．27））

工　運送届の提出について

（1）運送屈の提出は、船舶により規鋼第87条第1項第2号の告示で定める放射性物質

　等、規貝11第91条の3第1項第3号に掲げる放射性物質等、規則第91条の14の2の

　告示で定める放射性物質等又は船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定め

　る告示（昭和52年運輸省告示第585号。以下「放射性物質告示」という。）第22

　条で定める場合において運送される放射性物質等（以下総称して「対象物質等」と

　いう。）の運送が本邦の港を船積地若しくは荷鋤地とし、又は経由地として行われ

　る場合に必要となる。（末尾添付の運送形態別適用状況表参照）

　　ただし、港財法（昭和23年、法律第174号）第23条第4項の規定により許可を受

　けた場合はこれを要しないQ

②　運送届の属出者は、対象物質等を運送する船舶の船長であるが、船長が本邦以外

　の地にある場合等やむを得ないと認められる場合には、運送履の提出時に当該船長

　の委任状を添付させる等により届出者が船長の真正の代理人であることを確認する

　こと。

（3｝運送届の提患先は、発航港を管轄する本部長であるが、発航港が本邦以外の地で

　泌る場合には、本邦における最初の寄航港を管轄する本翼長となる。

　　㈱　1，発航港とは、対象物質等が最初に船積みされる港をいい、数港において

　　　　　対象物中等が順次船稜みされる場合には、最初の船積港が発航地となり他

　　　　　の港は寄航港となる。

　　　　　2．寄航港とは、発航港から弼着港に至る問において入港する港をいい、当

　　　　　該港における対象物質等の荷役の有無を問わない。ただし、本邦における

　　　　　最初の寄航港とは、本邦において最初に入港する到達四叉は寄航港をいうQ

　　　　3．到達港とは、船積みされた対象物質等が船舶から最後に荷卸しされる港

　　　　　ナ　　　　　　　レ　　　　　乞いつ。

（4）運送漏は、一の運送（発航港から到着港までの運送をいう。以下同じ。）ごとに2

　通提出させるものとする。

㈲　運送届は、対象物質等の運送に係る発航港、寄航港及び到達港のいずれもが一の

　管区海上保安本部の管轄する区域にあり、各港に至る経路が他の管区海上保安本都

　の管轄区域に含まれない場合には運送開始のBの2週間前までにその他の場合にあ

　つては、4週間前までに提出させることとなる。

　　なお、運送開始の日とは、発航港において対象物質等が最初に船積みされる日を

　いう。
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（6）運送届には、盛該運送綴に係る運送に関し、次の弾琴に掲げる書類の写しを添イ・圭

　　させるものとする。

　　　なお、やむを得ない理由により添付できないときは後日速やかに提出させるもの

　　とするQ

　　イ　規llll第91条の15

　　　　運輸大臣に搬1｛した運送計画ξ飢運輸大臣の確認を証する書類及び運輸大臣の

　　　櫓示の内容を記載した書類

　　ロ　規ll；｝第91条の22

　　　　運輸大臣の承認を証する需類、当該承認に際し運輸大臣に封造出した書類及び運

　　　輸大臣の指示の内容を記載した書類

2．　運送履の記載專項について

　　運送届の記載は次によるものとする。

（1）船　種

　　　汽船、帆船の別を記載し、舶舶の用途を付記させる。

（2）放射牲物質等の品名及び薄儀

　　イ　品名は、放射性物質等の名称（二酸化ウラン、六フッ化ウラン、核燃料集合体、

　　　使用済核燃料、医療用放射線源コ・くルト60、低レベル放射性廃棄物等の名称）を

　　　記載する。

　　ロ　数量は、品名別のIE味電量（k探）を記載する。

　　ハ　規劉第91条の14の2の告示で定める放射性物質等（以下「防護対象特定核燃

　　　料物質」という。）を運送する場合には、イ及びロのほか、当該放射性物質等の種

　　　類（プルトニウム、ウラン235（高濃縮篇20％以ま＝、中濃縮瓢10％以正二20％未満、

　　　低濃縮罵天然の濃縮度を超え10％未満）、ウラン233叉は使用済核燃料の別）、

　　　種類ごとの数量及び別表（略）に掲げる核物質防護の区分のうちいずれに該当するか

　　　を、運送する当該放射性物質等の総量について評価し、記載すること。

　（3）放射性輸送物の種類及び数熱

　　イ　種類は、規llll第88条に規定する放射嫉輸送物の種類を記課する。

　　　　ただし、規則第91条の16第1項の規定により放射姓輸送物としないで運送さ

　　　れる低比放射性物質等叉は規貝11第91条の22第1項、第2項若しくは第3項の規

　　　定により運輸大穣の承認を受けて運送される放射性物質等にあっては、その旨を

　　　記載する。

　　　　なお、核分裂性輸送物にあっては、その旨を併記させる。

　　ロ　数量は、種類別の個数を記載する。

　　　　ただし、規期第91条の16第1項又は規貝ii第91条の22第1項若しくは第2項

　　　の規定により放射性輪博物としないで運送される放射盤物質等にあっては・記載



を要しない。

㈱　なお、②及び（3）の記載にあたっては、船積地及び荷卸し地ごとに、船積みす

　る放射性物質等の品名及び数量並びに荷卸しする放射性物質等の品名及び数最

　を1個の放射性輸送物を単位として記載するとともに当該地を出港する際の現

　在量を上記と同様の方法で記載する。

　　ただし、規則第91条の16第玉項又は規則第91条の22第1項若しくは第2

　項の規定により放射性輸送物としないで運送される放身性物質等にあっては、

　上記条項別に放射性物質等の品名及び数量を記載すること。

　（例）　横浜港

船積み’二酸化ウラン○㎏

　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）　1個

荷卸し：六フッ化ウラン○㎏

　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）　1個

出港時の現在黛　・二酸化ウラγ○㎏

　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）

　　　　　　　　。六フッイヒウランOkg

　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物1）

1個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1欄

嶋1：1、：懲：翻幽区分・

・医療用放射線源コバルト600㎏

　　　　　　　　BM型輸送物　　　　　1個

・低レベル放酎性廃棄物○㎏

規1｛1第91条の16第1項の規定により放射性輸送物

　としないで運送される低比放射性物質等

（4）放射性物質等の積載場所

　　船積地ごとに規則に定める積載方法、物質等の積載場所（例　「第一船倉」）及び

　積付けに際し講じた措置等（例　「放射性輸送物の移動を防止するため容器をボルト

　で固定した。」）を記載する。

　　なお、放射性物質告示第22条に定める場合の運送において、規則第87条第1項

　第2号の告示で定める放射性物質等、規則第91条の3第1項第3号に掲げる放射性

　物質下甑は防護対象特定核燃料物質のいずれにも該当しない頬象物質等のみを運送

　する場合は、当該対象物質等を船内の数箇所に集貨（規則第91条の16第11項の集

　貨をいう。以下同じ。）として積載する場合の各集貨における当該対象物等に関し

　て定められた輸送指数の合計及び船内に積載する各集貨の輸送指数の合計を併記さ

　せること。

（5）その他の積載貨物の品名及び数量

　　規則第2条第1号の危険物が積合せ貨物となる場合には規則別表による品名及び
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（6＞

（7＞

その重蚤（kg）を記載し、その他の場合には、概括的に商品、原料等総重鎚：約○○ト

ソと記載する。

発航港、船積予定臼時及び発航予定日時

発航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

合には国名をもあわせて記載するQ

船積予定日時については、対象物質等の船積みを最初に開始する日時について年

月日及び1時間を単位とする時刻で記載する。

発航予定日時については、発航港を出港する日時を繭記と同様の方法で記載する。

到達港、入港予定揖時及び陸揚予定日時

到達港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には圏名をもあわせて記載する。

　　入港予定日疇及び陸揚予定日時については、到達港に入港する予定日蒔及び対象

　物質等の荷卸しを全て終了する予定日時を上記2（6）と時様の方法で記載する。

（8＞寄航港、入出港予定日時及び荷役予定日時

　　寄航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には国名をもあわせて記載する。

　　入出港予定臼時については、寄航港に入港する予定霞蒔及び出港を出港する予定

　日時を上記2（6｝と同様の方法で記載する。

　　荷役予定日時は、対象物質等の船積みを最初に開始する予定霞時又は船舶からの

　対象物質等の荷卸しを最初に開始する予定β時を上記2（6）と同様の方法で記載する。

（9）主な通過地点及び通過予定盛時

　イ　主な通過地点については、次により記載する。

　　ω　防護対象特定核燃料物質以外の対象物質等を運送する場合

　　　①　運送が本邦各港間で行われる場合には、主要変針点、海．と交通安全法（昭

　　　　和47年法律第115号）第2条第1項に規定する航路に入出航する場所等（以

　　　　下「主要慶四点等」という○）を著明物標からの真方位及び距離（海門）で記

　　　　面する。

　　　②運送が本邦以内の地から本邦以外の地へ向けて行われる場合には、船舶が

　　　　本邦の領海を最後に出る場所及び本邦内の発航港父は寄航港から当該場駈に

　　　　至るまでの間の主要変針点等を上記2（9＞イω①と同様の方法で記載する。

　　　③運送が本邦以外の地から本邦内の地へ向けて又は本邦内の地を経由して行

　　　　われる場合には、船舶が本邦の領海に最初に入る場所及び当該場駈から本邦

　　　　における寄航港若しくは到達港に至るまでの問の主要変針点等又は寄航港か

　　　　ら本i邦の領海を最後に出る場所に至るまでの間の主要変針点等及び本邦の領

　　　　海を最後に出る場所を上記2⑨イω①と岡様の方法で記載するo



　　（ロ）防護対象特定核燃料物質を運送する場合

　　　①運送が本邦各港聞で行われる場合には、上記2（9）イ¢）③に掲げる事項にっ

　　　　いて、上記2（9）イω①と同様の方法で記載するQ

　　　②　運送が本邦内の地と本邦以外の地との間で行われる場合には、発航港から

　　　　寄航港及び到達港に至るまでの間の主要変針点出及び領海への最初又は最後

　　　　の輪番域の場所を上記2⑨イσ題）と同様の方法で記載する○

　　　　　なお、外目籍船による運送の場合には、当該船舶の運送経路のうち我が国

　　　　周辺海域に係る部分以外の部分については記載を要しない。

　ロ　通過予定醸時については、船舶が本邦の領海に最初に入る場所、本邦の領海を

　　最後に出る場所及び主要変針点等を通過する予定日時を年月日及び30分単位の時

　　刻で記載するQ

OO　運送中の保安対策

　イ　運送貴任者の氏名

　　　防護対象特定核燃料物質を運送する場合において、規則第91条の14の3第1項

　　の規定により配置される運送責任者の氏名を記載する。

　・　見張人の氏名

　　　規則第91条の14の3第1項の規定により配置される見張人その他の核物質防護措置の

　　実施等のために乗船し、又は船内粗織の者から選任された者の氏名を記載する。

　ハ　放射性物質等の盗取等による災害を防止するための措置

　　　防護対象特定核燃料物質を運送する場合において、当該物質に対する、規則第

　　91条の14の3第1項の規定により実施される措置を含む核物質防護措置の実施

　　計画及び当該物質の盗取等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「緊

　　急時」という。）の措置に関する席上について記載する。

　二　海上保安官署との連絡体制

　　　運送中における海上保安官署（管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部

　　及び海上保安署をいう。以下同じ。）及び海上交通センターとの連絡体制につい

　　て記載する。

　ホ　その他の運送中の保安対策

　　　次に掲げる事項その他の対象物質等の船舶運送に伴う災害を防止して公共の安

　　全を図るために必要な事項を記載する。

　　㈹　航海速力等航海の安全を確保するために必要な措置に関すること。

　　⑭　対象物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に関すること

　　　（核物質防護措置に関する事項を除くQ）。

　　の　海難その他の異常事態が発生した場合の処置に関すること（緊急時における

　　　措置に関する事項を除く。）o
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3．運送届の受理等について

（1）　運送属の受理

　　　運送届の受理は、必要な書類の添付、規則第91条の15叉は第91条の22の規定

　　が適用される場合における運輸大臣の確認文は承認の有無（確認又は承認未済の場

　　禽を除く○）及び記載事項の誤り等の有無を確認の上行うものとし、運送属エ通に届

　　出を受理した短を記載して雇i出春に交付するものとする0

4．　本心長の行う指示について

α）運送属を受理した本部長は、蟻該運送届に係る船融について、災讐を防止して公

　　共の安全を麟るため有効適切な措置を講ずることができるよう常に次の指示を行う

　　ものとする○

　　イ　全ての船舶に対して指示する事項

　　　　船舶は、運送申において海難、対象物質等の盗取等その他の異常な窺態が生じ

　　　又は生ずるおそれのある場合（以下「海難等の事態が生じた場合」という。）には

　　　直ちに、当該船舶の名称、海難等の事態が生じた場合の位殿及び日時、海難等の

　　　事態の内容その他必要事項を最寄りの海上保安官署に連絡し、当該海上保安官罵

　　　の長の猪示に従うこと。

　　ロ　規期第91条の3第1項第3号に掲げる放射性物質等又は紡護対象特定燃料物質

　　　（以下「特定物質等」という。）を輸送する船舶に対して指示する事項

　　　　船舶は、運送中において上記4（1）イ以外の事由により、運送届の記載事項のう

　　　ち本邦における到達港に関する事項、本邦における寄航港に関する事項、主な通

　　　過地点に関する事項又は運送中の保安対策に関する審項に変更が生じ若しくは生

　　　ずるおそれのある場合又は本部長が指示した事項を遵守できず若しくは遵守でき

　　　ないおそれのある場合（以下ヂ変更事項等が生じた場合」というQ）には、速やか

　　　に当該睡夢の名称、変更慕情等が生じた場合の位羅及び日時、変更事項等の内容

　　　その他必要事項を運送鳳を提出した本部長に連絡し、当該本部長の指示に従うこ

　　　と。ただし、上記事項の変更が次に掲げる軽微なものにあってはこの限りでない。

　　　α）到達港に関する事項については、入港予定B時及び陸揚予定旨時の1時闘以

　　　　内の変更

　　　（ロ）寄航地に関する事項については、入航予定臼時及び特定物質等の荷役予定縁

　　　　時の玉時間以内の変更

　　　の　主な通過地点に関する箏項については本邦の領海に最初に入る場所に超する

　　　　事項及び最後に出る場灰に関する事項の変更並びにその他の通過地点に関する

　　　　当該地点を中心とする半径10海里以内の位置の変更及び通過予定日時の1時翻

　　　　以内の変更。ただし、狭水道及び船舶ぞ）ふくそうする海域（海上交通安全法に

　　　　定める航路を含む。）における通過地点に関する変更は除く。



　　ハ　特定物質等以外のものを運送する船舶に対して指示する事項

　　　船舶は、運送中において上記4ωイ以外の事由により、運送届の記載事項のう

　　ち本邦における妻達港若しくは本邦における寄航港に変更が生じ又は本部長が指

　　示した事項を遵守できず若しくは遊守できないおそれのある場含（以下「変更事

　　項等が生じた場合」というQ）には、速やかに当該船舶の名称、変更事項等が生じ

　　た場合の位置及び日時、変更事項等の内容その他必要肇項を運送届を提出した本

　　部長に連絡し、当該本部長の指示に従うこと。

（2）運送届を受理した本部長は、当該運送届に記載されている運送日時、経路、運送

　中の保安対策等を十分検討し、関係本部長の意見を勘案のうえ、災害を防止して公

　共の安全を図るため必要があると認めるときは、上記4（1｝による指示のほか、狭視

　界時父は荒天時の下国対策、夜間出入港の制限、対象物質等に対する見張人の配置、

　核物質防護摺践の実施等必要な事項について指示を行うことができる。

（3）指示は、別添様式の指示書を運送届の腿出者に交付することにより行うものとする。

　　　なお、当該運送漏に係る運送について、規則第91条の15叉は第91条の22の規

　　定が適用される楊合には、当該運送届に係る指示は当該規定に基づく運輸大臣の確

　　四一は承認のあった後に行うものとする0

5．運送変更届について

　　運送の開始前に運送居の記載事項に変更が生じた場合には、届出者から運送届を受

理した本部長に対し放射性物質等運送変更属（以下ヂ変更届」という○）を速やかに提出

　することとなっているのでこの場合においては、運送届の場舎に準じて処理を行うこ

　ととする。
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参考資料葉

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21により

運送届の提出を要する放射性輸送物等

放射性輸送物等
ﾌ　　　種　　　類

非核分裂性物質 核分裂性物質
防護対象特定

j燃料物質

第91条の16に定め

髓癆苺厲ﾋ性物質等
△　　□ ○

1P型輸送物 △　　□ ○ ○

L　型　輸　送　物 △ ○

A　型　輸　送　物 △ ○ ○

BM型輸送物 ○ ○ ○B
型
輸
送
物

BU型輸送物 ○ ○ ○

危規則第91条の22
ﾉより運輸大回が

ｳ認したもの
△　　□ ○ ○

　　　注1）○印は、届出が必要なもの。

　　　　2）△印は、船舶による放射性物質等の運送基準の細鼠等を定める含示第22条

　　　　　に定める場合に、届出が必要なもの。

七3）［コ印は・危規則第91条の3第1項第3号に掲げる放射性物質等の場合に・

五届出が必要となるもの。



参考資料2

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21の運送形熊別の適用状況表

1．運送が本邦各港間において行われる場合

（1）運送が一の管区海i二保安本部の管轄する撚域内において行われる場合

一の管区海上課安本都の管轄区域

公

経
海

「｝一一 一一一 ｨ「
@　　　【

運
送
の
形

路 領
水

＿一｝一　c
る

　　　　【炉一一「【

@　　の

｝
｝

態

発
航
墨
書

φ
発
航
港

∪
寄
航
港

6
到
達
港

提
運送属の提呂洗
@　出　期 限

　　　○
^送開聞の日の
Q週閥前まで

運送届への記載 ○ ○ ○

放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
）

②　運送が二以上の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

管区海上保安本部の管轄する区域

A管区 B管区：
C管区　　　D管匿　　　　1

E管区：

公
海

「一
ｴ

一■Pー@　1
@　【

経
路

運
送
の
形
態

領
水

一一一d
↑

一一一一@　口
@　↓宇

＿一一一

　　i
@　l一ユ1

@↓i

【
1
↓

発
航
港
等

薬
航
港

○
寄
航
港

u
審
航
港

○
到
達
港

運送届の提出先
�@出　期　限

　　○
^送開始の潤
ﾌ4週間前ま
ﾅ

運送届へあ記：載 ○ ○ ○ ○ ○

運送に関係する
ﾇ　区　海　上
ﾛ　安　本　部

○ ○ ○ ○ ○

七
六



2　運送が本邦から本邦外に向けて行われる場合

放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
）

本 邦 内

管区海上保安本都の管轄する区域 本 邦　　　外

A管区 B管区 c管区

公

経 「｝､
幽r卜｝l　l一酬一

@口
一ウー「　　藍｝一

@　目
一幽F一
@　i

海 1
｛↑ 1↑ 1

運
送 領 5 ｝！④

撃

u
臼

5
｝

の
形

路

水
「一一ｪ

ゆ一

｡
　
口
　
昌

li
|
【
1

1
1態

発 ゐ u b あ
航 発 寄 寄 寄 到

港 航 航 航 航 達

等 港 港 港 港 港

○

運送届の提出先 運送關始の日

提 出　期 限 の4週間1｝1∫ま

で

○ ○ ○ ○ ○

防護対象特定核燃料物質以外の物質 防i護対象特定核燃料

等を運送する場合には、 主な通過地 物質以外の物質等を

運送届への記載
点に関する事項は発航港から④点ま

ﾅの間を記載すればよい。

運送する場合には主

ﾈ経過地点に関する

事項は、 この闘は記

載を要しない。

運送に関係する

管 区　海 一と ○ ○ ○

保 安　本 部

七
七



3．運送が本邦外から本邦に向けて行われる場合

（1）運送船舶が本邦外から1脅：接潤達港に入港する場合

本　　　邦　　　内

管区海．ヒ保安本部

ﾌ管轄する区域
：本

邦　　　外

A　管　区

公 9

経 「←一一一 一
　
1

一一c 一一@［
海

1
↑ 　 ↑

運

送
の
形
態

路 領
水

i
＼
↓

ll「一

撃
撃
h

一「r｝
@ll

　　↓＿＿i

@目　↑1
l
l
i
l

発 ○（
6 b （

）

航 到本姓の 寄 寄 寄 発

勲
等

．罐繍港お初港
航
港

航
港

航
港

航
港

＼

提

運送届の提出先

@　出　期 限

　　　○

^送開始の日の4
T間前まで

○ ○ ○ ○ ○

防護対象特定核燃料 防護対象特定核燃料物質以外の物質等

物質以外の物質等を を運送する場合には主な通過地点に関

運送届への記載 運送する場合には主 する事項は、この間は記載を要しない

な通過地点に関する

事項は⑳点から到達

港までの間を記載す

ればよい

運送に関係する

管 区　海 上 ○

保 安　本 部

放
射
性
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等
運
送
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提
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等
に
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（
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上
保
安
庁
）
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②　運送船舶が本邦の寄航港に入港した後本邦の到達港に至る場合

放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
）
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（3＞本邦内には型達港がなく寄航港のみの場合

本　　　邦　　　内

管区海上保：安本部の管轄する区域 本　　　邦　　　外

A　管　区： B　管　区

公
海

一一一一P
↑

一一｝｝一｝一
@　　「一も一

一や一一一一

鼈黶p
P
　
　
↑

一一一
u
　
　
　
l
　
　
　
l

運
送
の
形
態

領
水

1＼ 　　　【
@　　【一　一　一

@　ll

【
1
1
【

↓
1
【
【
【

「　一一一
P↓

発
航
港
等

d
寄
航
港

冒（寄本けの

q観護お初港　　　）

○
発
航
港

○
到
達
港

運送届の提出先

�@出　期　限

　　　○

^送開始の日の
S週間前まで

運
送
属
へ
の
言
己
載
7

　　○　　　　　　○
h護対象特定核燃料物質以外

ﾌ物質等を運送する場合には

蛯ﾈ通過地点に関する事項は

C点から＠点までの間を記載

ｷればよい。

　　○　　　　　　○
h護対象特定核燃料物質以外

ﾌ物質等を運送する場合には

蛯ﾈ通過地点に関する事項は

ｱの間は記載を要しない

運送に蘭係する

ﾇ　区　海　上

ﾛ　安　本　部

○ ○

放
射
性
物
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等
運
送
届
の
提
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等
に
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（
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保
安
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）
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O
港
　
則
　
法

（
抄
）

〔
影
野
髪
型
焼
顧
蛙
舶
〕

最
終
改
正
　
昭
称
互
八
年
五
月
二
六
日
法
律
第
五
八
号

（
法
律
の
年
嵩
）

第
」
条
　
こ
の
法
律
は
、
港
内
に
お
け
る
船
舶
交
通
の
安
全
及
び
港
内
の
整
と

　
ん
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
港
」
と
は
、
き
つ
水
の
深
い
船
舶
が
出
入
で

　
き
る
港
又
は
外
圏
船
舶
が
常
時
出
入
す
る
港
で
あ
っ
て
、
政
い
令
で
定
め
る
も

　
の
を
い
う
。

　
　
　
第
四
童
　
危
険
物

第
二
十
「
条
　
爆
発
物
そ
の
他
の
危
険
物
（
当
該
船
舶
の
使
用
に
供
す
る
も
の

　
を
除
く
。
以
下
岡
じ
。
）
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
入
港
し
よ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
で
港
長
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

2
　
前
項
の
危
険
物
の
種
類
は
、
A
零
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
二
条
　
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
は
、
び
よ
う

　
地
の
指
定
を
受
け
る
べ
き
場
合
を
除
い
て
、
港
長
の
指
定
し
た
場
所
で
な
け

　
れ
ば
停
泊
し
、
又
は
停
留
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
港
長
が
爆
発
物
以

　
外
の
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
に
つ
き
そ
の
停
泊
の
期
間
並
び
に
危
険
物
の

　
種
類
、
数
量
及
び
保
管
方
法
に
鑑
み
差
支
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
と
き

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
三
条
　
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
危
険
物
の
積
込
、
積
替
又
は
荷
卸

　
を
す
る
に
は
、
二
三
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
港
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
作
業
が
特
定
港
内
に
お
い
て
さ
れ
る
こ
と
が

　
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
に
お
い
て
適
当
の
場
所
を

　
指
定
し
て
前
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
場
所
に
停
泊
し
、
又
は
停
留
す
る
船
舶

　
は
、
こ
れ
を
港
の
境
界
内
に
あ
る
船
舶
と
み
な
す
。

4
　
船
舶
は
、
特
定
港
内
又
は
特
定
港
の
境
界
付
近
に
お
い
て
危
険
物
を
運
綴

　
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
港
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
第
八
章
　
罰
　
則

第
三
十
八
条
　
左
の
場
合
に
は
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
六
簡
月
以
下

　
の
懲
役
叉
は
充
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
第
～
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
＝
…
十
七

　
　
条
の
二
第
二
項
（
第
三
十
七
条
の
＝
　
の
規
定
に
よ
り
準
摺
す
る
場
合
を
含

　
　
む
Q
）
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
一
…
十
一
条
第
｝
項
の
規
定
に
違
反
し

　
　
た
と
き
。

第
四
十
二
条
　
第
四
条
、
第
六
条
、
、
第
八
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
又
は
第
…
二

　
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
】

　
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
ナ
る
Q

ω
　
港
則
法
施
行
令
第
二
条
（
別
表
第
二
）

②
　
港
則
法
施
行
規
則
第
十
二
条

港
則
法
（
抄
）

三
八
一



　
　
　
港
則
法
施
行
令
（
抄
）

　
　
○
港
則
法
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
四
十
年
山
隠
月
二
十
⊥
　
日
政
一
斗
二
百
幸
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
〇
年
七
月
九
日
政
令
第
二
二
〇
号

（
特
定
港
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
港
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と

　
す
る
◎

別
表
第
二
　
　
（
第
二
条
関
係
）

千 茨 福 山 秋 宮 岩 青 北
都

葉 城 島 ’形 田 城 手 森 海 道
府
県

県 県 県 県 県 県 県 県 道

木 鹿 小 酒 秋 塩 釜 青 留根
更 島 名 田 田 釜 石 森 萌室
津 浜 船 、 、　　、

、 川 む 稚釧
千 つ 内路 特
葉 小

、

川 苫

原 小
、 牧

八
、 定

戸 室
蘭

、

函
館 港

、

小
樽

、

三
八
二

東
　
　
京
　
　
都
神
奈
川
　
県

京
浜

神
奈
川
　
県

横
須
賀

新
　
　
潟
　
　
県

直
江
津
、
新
潟
、
両
津

富
　
　
山
　
　
県

伏
木
富
山

石
　
　
川
　
　
県

七
尾
、
金
沢

福
　
　
井
　
　
県

敦
賀
、
福
井

静
　
　
岡
　
　
県

田
子
の
浦
、
清
水

愛
　
知
　
　
県

衣
浦
、
名
古
屋

三
　
重
　
県

四
日
市

京
　
都
　
府

宮
津
、
舞
鶴

大
　
　
阪
　
　
府

阪
南
、
大
阪

兵
　
　
庫
　
　
県

尼
崎
、
西
宮
芦
屋
、
神
戸
、
東
播
磨
、
姫
路

和
歌
山
県

田
辺
、
和
歌
山
下
津

鳥
　
　
取
　
　
県
島
　
　
根
　
　
県

境

島
　
　
根
　
　
県

浜
田

岡
　
　
山
　
　
県

宇
野
、
水
島

広
　
　
島
　
　
県

福
山
、
尾
道
糸
綺
、
呉
、
広
島

山
　
　
口
　
　
県

岩
国
、
柳
井
、
徳
由
下
松
、
三
田
尻
、
中
関
、
宇
部
、
萩

山
　
　
口
　
　
県
福
　
　
岡
　
　
県

関
門



徳
　
　
島
　
　
県

小
松
島

香
　
　
川
　
　
県

坂
出
、
高
松

愛
　
　
媛
　
　
県

松
山
、
今
治
、
新
居
浜
、
三
島
川
之
江

高
　
　
知
　
　
県

高
知

福
　
　
岡
　
　
県

博
多
、
三
池

佐
　
　
賀
　
　
県

唐
津

佐
　
　
賀
　
　
県
長
　
　
崎
　
　
県

伊
万
里

長
　
晦
　
　
県

長
崎
、
佐
世
保
、
厳
原

熊
　
　
本
　
　
県

三
角

大
　
　
分
　
　
県

大
分

宮
　
　
崎
　
　
県

綱
島

鹿
児
島
県

鹿
児
島
、
喜
入
、
名
瀬

沖
　
　
縄
　
　
県

金
武
中
城
、
那
覇

、

港
則
法
施
行
令
（
抄
）

三
八
三



　
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

○
港
則
法
施
行
規
則

（
抄
）

〔
昭
和
二
十
三
年
十
月
九
銭
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
日
駁
終
雪
蕉
　
　
昭
［
和
山
ハ
一
年
六
月
二
七
日
運
輸
省
A
¶
第
二
五
口
写

（
危
険
物
の
種
類
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
…
条
（
危
険
物
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
危
験
物
の
種

　
類
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
欝
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
㎝
二

　
十
号
）
第
二
条
〔
用
語
〕
第
一
号
に
定
め
る
危
険
物
及
び
同
条
第
…
号
の
二

　
に
定
め
る
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
性
状
、
危
険
の
程
度

　
等
を
考
慮
し
て
血
9
が
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
の
申
講
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
二
条
〔
危
険
物
・
〕
但
書
〔
爆
発
物
以
外
の
危
険
物
を
積

　
載
す
る
船
舶
の
檸
泊
の
許
可
〕
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
停
泊
の
霞

　
的
及
び
期
間
、
埣
泊
を
希
望
す
る
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
、
数
量
及
び

　
保
管
方
法
を
具
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
法
第
二
十
三
条
〔
危
険
物
〕
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

　
は
、
作
業
の
種
類
、
期
間
及
び
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
景
を
具

　
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
運
搬
の
屋
的
、

　
方
法
、
期
間
及
び
区
闘
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
景
を
具
し
て
、
こ
れ

　
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
八
四

○
港
則
法
施
行
規
則
の
危
険
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
種
類
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
響
瓢
籔
洗
骨
鮨
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
九
年
八
月
二
五
日
運
輸
省
告
示
第
鰹
四
三
号

　
港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輪
省
令
第
二
十
九
号
）
築
十
二
条
の

告
示
で
定
め
る
危
険
物
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　
別
表

　
二
　
そ
の
他
の
危
険
物

　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
危
険
物
の

　
　
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　
　
・
一
　
放
射
性
物
質
等

qけ

@
港
則
法
施
行
規
則
の
危
険
物
の
種
類
を
定
め
る
告
示



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
岡
じ
。

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入

　
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す

　
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

三
八
五



図　核燃料物質等の航空輸送関係法令と体系

核燃料物質等の航空機輸送

航　　空　　法
（運輸省所管）

航空法施行規則
i運輸省令）

放射性物質等
q空輸送告示

航空局通達

規　　制　　法
（科学技術庁所管）

（第64条）

危険措遣規則

（運輸省令）

事業所外運搬
規則（総理府令）

C

航
空
輸
送
関
係
法
令

八
六



○
航
空
法
（
抄
）

晶
漣
町
究
蜂
裸
請
〕

　
　
　
　
　
　
　
胆
取
終
改
正
　
　
昭
和
ゐ
ハ
∴
丁
一
｝
釜
澤
日
月
乱
T
一
日
法
律
榊
弟
九
十
一
一
号

（
習
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
魍
際
民
間
航
空
条
約
の
規
定
並
び
に
同
条
約
の
附
属

　
書
と
し
て
採
択
さ
れ
た
標
準
、
方
式
及
び
手
続
に
準
拠
し
て
、
航
空
機
の
航

　
行
の
安
全
及
び
航
空
機
の
航
行
に
起
因
す
る
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
方

　
法
を
定
め
、
並
び
に
航
空
機
を
運
航
し
て
営
む
事
業
の
秩
序
を
確
立
し
、
も

　
っ
て
航
空
の
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
爆
発
物
等
の
輸
送
禁
止
）

第
八
十
六
条
　
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、

　
叉
は
他
の
物
件
を
損
蕩
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
で
運
輸
省
徹
で
定
め
る
も

　
の
は
、
航
空
…
機
で
輸
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
何
人
も
、
前
項
の
物
件
を
航
空
機
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
航
空
法
施
行
規
則
　
第
百
九
ナ
四
条

第
八
十
六
条
の
二
　
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
に
、
貨
物
若
し
く
は
手
荷

　
物
又
は
旅
客
の
携
行
品
そ
の
他
航
空
機
内
に
持
ち
込
ま
れ
若
し
く
は
持
ち
込

　
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
、
形
状
、
重
量
そ
の
他
の
事
情
に
よ

　
り
前
条
第
一
項
の
物
件
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る

　
場
合
は
馬
当
該
物
件
の
輸
送
若
し
く
は
航
空
機
内
へ
の
持
ち
込
み
を
拒
絶
し
、

　
　
　
航
空
法
（
抄
〉

　
託
送
人
若
し
く
は
所
持
人
に
対
し
当
該
物
件
の
取
卸
し
を
要
求
し
、
又
は
自

　
ら
当
該
物
件
を
取
り
錦
す
こ
と
が
で
き
る
。
優
し
、
自
ら
物
件
を
取
り
卸
す

　
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
物
件
の
託
送
人
又
は
所
持
人
が
そ
の
場
に
居
合

　
わ
せ
な
い
場
合
に
限
る
。

2
　
運
輸
大
臣
は
、
航
空
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

　
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
定
の
航
空
従
事
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
い
等
の
罪
）

温
室
四
十
五
条
　
航
空
機
の
使
用
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
十
三
　
第
八
十
六
条
〔
爆
発
物
等
の
輪
送
禁
止
〕
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

　
　
て
、
，
同
項
の
物
件
を
航
空
機
で
輸
送
し
た
と
き
。

〈
技
能
証
朋
書
を
携
帯
し
な
い
等
の
罪
）

第
百
五
十
条
　
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
老
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
八
十
六
条
〔
爆
発
物
等
の
輸
送
禁
止
〕
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

　
　
航
空
機
内
に
同
条
第
一
項
の
物
件
を
持
ち
込
ん
だ
者

三
八
七



航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

三
八
八

○
航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　
@
　
〔
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
運
晶
輔
省
一
A
”
第
五
↓
1
六
口
ぢ
〕

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
二
年
十
二
月
十
日
運
輸
省
令
第
三
十
五
号

（
輸
送
禁
止
の
物
件
）

第
否
九
十
四
条
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
運
輸
雀
令
で
定
め
る
物
件
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
～
～
六
（
略
）

　
七
放
射
性
物
質
等
放
射
性
物
質
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

　
　
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
黛
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

　
　
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
の
防
比
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条

　
　
第
二
項
の
放
射
性
同
位
元
素
及
び
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
黛
法
律
第

　
　
葛
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
同
条
第
四
項
に

　
　
規
定
す
る
医
療
用
具
に
装
備
さ
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
電
離
作
用
を
有

　
　
す
る
放
射
線
を
自
然
に
放
出
す
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て

　
　
汚
染
さ
れ
た
物
件
で
あ
っ
て
、
放
射
能
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ

　
　
ム
以
上
の
も
の

　
八
～
十
（
略
）

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
件
は
、
法
第

　
八
十
六
条
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
（
略
）

二
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ

　
て
輸
送
す
る
も
の

　
イ
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
ω
、
働
、
麟
及

　
　
び
鋤
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ω
、

　
　
翻
、
㈹
若
し
く
は
ω
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
物
質

　
　
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下

　
　
周
じ
。
）
と
し
、
又
は
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
里
の
承

　
　
認
を
受
け
て
次
の
ω
、
吻
、
麟
及
び
ゆ
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
以
外

　
　
の
放
射
性
輸
送
物
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ω
、
②
又
は

　
　
㈹
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
う
ち
、
凶
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
に

　
　
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ω
、
働
又
は
幟
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送

　
　
物
に
代
え
て
凶
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る

　
　
　
も
の
　
L
型
輸
送
物

　
　
9
　
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物

　
　
　
質
等
（
ω
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
　
㈲
　
働
の
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性

　
　
　
物
質
等
（
ω
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
争
は
B

　
　
　
U
型
輸
送
物

　
　
凶
　
低
比
放
射
性
物
質
（
放
射
能
濃
度
が
低
い
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ

　
　
　
て
、
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）

　
　
　
又
は
表
面
汚
染
物
（
放
射
性
物
質
以
外
の
固
体
で
あ
っ
て
、
表
面
が



　
　
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る

　
　
も
の
を
い
う
。
）
　
I
P
－
1
型
輸
送
物
、
1
P
1
2
型
輸
送
物
又

　
　
は
一
P
…
3
型
輸
送
物

ロ
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
そ
の
他
の

　
基
準
に
従
う
こ
と
。

ハ
　
イ
㈹
に
掲
げ
る
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

　
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
邦
外
か
ら
本

　
邦
内
へ
又
は
本
邦
外
の
間
を
輸
送
さ
れ
る
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
確
認

　
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
臨
界
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送

　
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
告
示
で

　
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る

　
こ
と
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大

　
臣
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
又
は
核
分
裂
性
輸
送
物
に

　
あ
っ
て
は
、
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技

　
術
上
の
基
準
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ

　
い
て
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い

　
る
こ
と
。

　
　
へ
　
防
護
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で

　
　
　
定
め
る
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

　
　
　
て
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い
る

　
　
　
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
　
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
運
輸
大
臣

　
　
　
の
確
認
は
、
積
載
前
に
、
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
三
～
六
　
　
（
略
）

3
　
　
（
略
）

4
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第

　
五
十
九
条
の
二
軍
二
項
（
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
（
周
法
第
六
十
　
条

　
の
四
十
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
又
は

　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）

　
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
の

　
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
二
項
第
二
号
ハ
、

　
二
又
は
へ
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
も
の
に
限

　
る
。
）
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

5
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
曾
比
に
関
す
る
法
律
第
十
八

　
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
（
同
法
第
四
十
　

　
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
を
受
け

　
た
場
合
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
二
項
第
㎜
　
如
上
の
確
認
を
受

　
け
た
も
の
と
み
な
す
。

航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

三
八
九



航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

三
九
〇

　
寸
　
　
　
リ

　
イ
　
　
　
　
H
只

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
航
空
機
に
積
載
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
等
の

　
輸
送
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則
（
以
下

　
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
二
の
規
定
に
か
か
わ

　
ら
ず
、
当
該
輸
送
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
平
成
三
年
一
月
一
日
前
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

　
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第

　
三
項
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
庫
運
輸
省
令
第
三
十

　
号
）
第
九
十
～
条
の
九
の
こ
第
一
項
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
の
こ
第

　
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
容
器
及
び
同
日
前
に
当
該
承
認
の
申
請
が

な
さ
れ
、
同
日
以
後
に
当
該
承
認
を
受
け
た
容
器
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
法
令
の

規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
も
の
に
係
る
新
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二

　
号
ハ
又
は
へ
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
平
成
四
年
十
二
月
三
十
～
B
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



○
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の

　
　
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
〔
縣
囚
籍
四
諦
嘉
〕

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和

　
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

　
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
専
用
積
載
」
と
は
、
航
空
機
又
は
一
辺
が
六
メ
ー

　
ト
ル
以
上
の
大
型
コ
ン
テ
ナ
が
「
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、

　
輸
送
す
る
物
件
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
入
の
指
示
に
よ

　
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

3
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
輸
送
途
中
に
お
い
て
輸
送
す

　
る
物
件
自
体
の
積
替
え
を
要
せ
ず
に
輸
送
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
輸
送
器
具

　
で
あ
っ
て
、
反
後
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に

　
よ
る
積
込
み
及
び
取
回
し
の
た
め
の
装
置
並
び
に
航
空
機
内
に
固
定
す
る
た

　
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
も
の
を
い

　
い
、
航
空
機
に
よ
る
輸
送
の
み
に
使
用
さ
れ
る
航
空
機
用
コ
ン
テ
ナ
（
U
L

　
D
）
を
除
く
。

4
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
大
型
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
前
項
に
規
定
す
る
コ
ン

　
テ
ナ
の
う
ち
、
外
接
す
る
直
方
体
の
一
辺
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、

　
か
つ
、
容
積
が
三
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。

5
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
し
と
は
、
一
の
荷
送
人
に
よ
っ

　
て
二
以
上
の
放
射
性
輸
送
物
が
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
箱
又
は
袋
等

　
（
第
三
項
に
規
定
す
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ

　
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

6
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
非
固
定
性
汚
染
」
と
は
、
輸
送
す
る
物
件
の
適
常

　
の
取
扱
い
中
に
表
面
か
ら
取
り
除
か
れ
得
る
汚
染
を
い
う
。

7
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
表
薗
密
度
限
度
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分

　
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
非
固
定
性
汚
染
の
放
射
能
面
密

　
度
を
い
う
。

L
型
輸
送
物

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

○
・
〇
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

そ
の
他
の
輸
送
物

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
輸
送
許
容
放
射
性
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
イ
、

ロ
、
ハ
、
二
、
ホ
及
び

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
九
一



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
九
二

　
へ
以
外
の
部
分
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性

　
物
質
等
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
自
然
発
火
性
の
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等

　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
を
用
い
て
内
部
の
気
体
の
ろ
過
を
行
う
構
造
の
容
器
、
機
械

　
　
的
冷
却
装
置
を
用
い
て
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
を
行
う
構
造
の
容
器
そ
の

　
　
他
輸
送
中
特
別
な
操
作
を
行
う
必
要
の
あ
る
構
造
の
容
器
に
収
納
す
る
こ

　
　
と
が
必
要
な
放
射
性
物
質
等

　
三
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
㈹
の
B
M
型
輸
送
物
と
し
た
場

　
　
合
に
、
換
気
を
行
う
必
要
の
あ
る
放
射
性
物
質
等

　
四
　
爆
発
性
の
放
射
性
物
質
等

　
五
　
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
放
射
性
物
質
等
）

第
三
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
ω
、
働
、
㈹
及
び
凶
以
外

　
の
部
分
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等

　
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
物
質
で
あ
っ
て
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
通
常
の
輸
送
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え

　
　
　
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
専
用
積
載
で
輸
送
す
る
こ
と
。

　
二
　
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
表
薗
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準

　
　
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
前
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
専
用
積
載
で
輸
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
の
汚
染
が
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
放
射
能
面
密
度
を
超
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

性ア 物ア
物ル 質ル暫

フ
’
、

等フ
等ア ア

線 線
を を

放 放
出 出
し す
な る

い 放
放 射
射 性

ト四 メ○
ルベ 1　・

ク ト四
レ ルベ
ル ク

毎 レ

平 ル
方 毎
セ 平
ン 方
チ セ
メ ン

i チ

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
四
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
ω
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て

　
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質

　
等
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
第
九
条
に

　
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
蓑
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射
性

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

物
質
二
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た

六
ま
で
の
第
～
欄
に
掲

放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

別
形
放
射
性
物
質
等
」
と
い
う
。
）

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の



体國

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も

第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量

一
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

（
以
下
「
馬
値
」
と
い

上
で
あ
る
こ
と
。

う
。
）
の
千
分
の
｝

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長

さ
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
長
さ
の
幅
に
対
す
る
比

率
が
十
以
上
で
あ
る
放
射
性
物
質
等

に
あ
っ
て
は
、
衝
撃
試
験
、
打
撃
試

験
及
び
曲
げ
試
験
）
を
行
っ
た
場
合

に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試
験
を
行
っ
た

場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び

に
浸
麗
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
水
中

へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
量
が
二

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
運
輸
大
臣
が

適
当
と
認
め
る
試
験
に
合
格
し
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

別
表
第
｝
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
　
欄
に
渇

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

体
固

体
液

三
値
の
｝
万
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

○
・
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

体
気

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
千
分
の
一

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

三
値
の
千
分
の
一

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
｝
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
が
、
次

　
　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
蓑
の
漢
籍
に
掲
げ

　
　
る
量
を
超
え
ず
、
か
つ
、
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い

　
　
る
放
射
性
輸
送
物
　
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能

　
　
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
匿
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
衷
の
下
欄

　
　
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
九
三



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
九
四

放
射
性
物
質
等
の
区
分
機
器
等
一
個
当
た
り
の
放
射
能
の
量

輸
送
物
～
個
当
た
り
の
放
射
能
の
量

体
固

馬
値
の
百
分
の
…

馬
値

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

彪
値
の
百
分
の
一

莇
値

体
液

…

彪
値
の
千
分
の
～

碗
値
の
十
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
千
分
の
一

角
盆
の
百
分
の
一

の
も
の
他
の
ぞ

特
別
形
放
射
性
物
質
実
以
外
の
も
の

碗
値
の
千
分
の
一

碗
値
の
百
分
の
一

ロ
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
（
線
量

当
量
率
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
運

輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
以
下
周

じ
。
）
の
最
大
値
（
以
下
「
最
大
線
量
当
量
率
」
と
い
う
。
）
が
百
マ

　
　
　
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
放
射
性
物
質
等
を
含
む
機
器
等
（
放
射
性
発
光
文
字
盤
を
用
い
た
時

　
　
　
計
及
び
装
備
を
除
く
。
）
が
「
放
射
性
扁
又
は
憂
巴
δ
o
o
二
話
」
の

　
　
　
表
示
を
有
す
る
こ
と
。

　
三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ

　
　
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

　
　
も
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
イ
　
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
不
活
性
辻
芸
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
。
（
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
イ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
器
の
構
造
物
中
の
ウ
ラ
ン
及
び
ト
リ
ウ
ム
の
外
表
面
が
金
属
そ
の

　
　
　
他
の
二
心
な
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
面
密
度
限
度
の
千
倍
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
識
又
は
そ
の
際
に
行

　
　
　
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
働
の
告
示
で
定
あ
る
量
は
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
周
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

特
別
形
放
射
性
物
質
等

鉱
質



特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

（
I
P
－
1
型
輸
送
物
、
玉
P
1
2
型
輸
送
物
又
は
歪
P
－
3
型
輸
送
物
と

　
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
六
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
凶
の
放
射
能
濃
度
が
低
い
放

　
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の

　
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
当
該

　
放
射
性
物
質
等
を
一
箇
所
に
集
積
し
た
場
合
に
、
そ
の
表
面
か
ら
三
メ
ー
ト

　
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を

　
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下

　
　
「
」
S
A
l
i
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
精
鉱

　
　
ロ
　
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ
ウ
ム
で
あ
っ
て
固

　
　
　
体
状
か
つ
未
照
射
の
も
の
又
は
固
体
状
若
し
く
は
液
体
状
の
こ
れ
ら
の

　
　
　
物
質
の
化
合
物
若
し
く
は
混
合
物

　
　
ハ
　
第
九
条
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ

　
　
　
て
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
同
表
の
第
三
欄
に
数

　
　
　
量
の
規
定
が
な
い
も
の

　
二
　
前
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上

　
　
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

　
　
掲
げ
る
放
射
能
の
量
を
超
え
な
い
も
の
（
以
下
「
」
S
A
l
E
」
と
い

　
　
う
。
）航

空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

ト
リ
チ
ウ
ム
水

○
・
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
毎
リ

ツ
ト
レ
　
　
ノ

の

固
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物

放
射
能
濃
度
の
平
均
値
が
、

も

三
等
で
あ
っ
て
、
放
射
能
が
全
体

碗
値
の
一
万
分
の
一
毎
グ
ラ

の
也

に
わ
た
っ
て
分
布
し
て
い
る
も
の

ム

｛の

液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ

放
射
能
濃
度
の
平
均
値
が
、

そ

て
、
放
射
能
が
全
体
に
わ
た
っ
て

寺
町
の
十
万
分
の
一
毎
グ
ラ

分
布
し
て
い
る
も
の

ム

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
で

　
　
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
」
S
A
！
皿
」

　
　
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
が
全
体
に
わ
た
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
別
記
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
浸
灘
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、

　
　
　
水
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
量
が
、
智
慧
の
十
分
の
一
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
放
射
能
濃
度
の
平
均
値
が
、
碗
値
の
五
百
分
の
一
悪
グ
ラ
ム
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

2
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
㈹
の
放
射
性
物
質
以
外
の
固
体
で

　
あ
っ
て
、
表
面
が
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
と
し
て
告
示
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
で
あ

　
っ
て
、
当
該
放
射
性
物
質
等
を
一
箇
所
に
集
積
し
た
場
合
に
、
そ
の
表
面
か

　
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ

三
九
五



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
九
六

ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

｝
　
次
の
蓑
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
放

　
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
面

　
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
以
下
「
S
C
O
－
1
」
と
い
う
。
）

ベ
ー
タ
線
及
び
ガ
ン
マ
線
を
放
出

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ

染

す
る
放
射
性
物
質
並
び
に
ア
ル
フ

メ
ー
ト
ル

汚

ア
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質
の

性

う
ち
低
危
険
性
の
も
の
（
天
然
ウ

定

ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
、
ウ
ラ
ン

固

二
三
五
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
、
天
然

非

ト
リ
ウ
ム
、
ト
リ
ウ
ム
ニ
三
二
、

の

物
理
的
若
し
く
は
化
学
的
精
鉱
中

面

に
含
ま
れ
る
ト
リ
ウ
ム
ニ
ニ
八
及

表

び
ト
リ
ウ
ム
ニ
三
〇
又
は
十
日
未

る

満
の
半
滅
期
を
も
つ
放
射
性
物
質

き

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
近

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ

接

物
質
の
う
ち
低
危
険
性
の
も
の
以

ン
チ
メ
ー
ト
ル

外
の
も
の

ベ
ー
タ
線
及
び
ガ
ン
マ
線
を
放
出

四
十
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方

染

す
る
放
射
性
物
質
並
び
に
ア
ル
フ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

汚

ア
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質
の

の
他

う
ち
低
危
険
性
の
も
の

の

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性

四
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ

物
質
の
う
ち
低
危
険
性
の
も
の
以

外
の
も
の

二
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
放

射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
面

　
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
以
下
「
S
C
O
一
∬
」
と
い
う
。
）

染汚

ベ
ー
タ
線
及
び
ガ
ン
マ
線
を
放
出

四
百
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン

性

す
る
放
射
性
物
質
並
び
に
ア
ル
フ

チ
メ
ー
ト
ル

定

ア
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質
の

固

う
ち
低
危
険
性
の
も
の

非
の

面表る

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性

四
十
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン

き

物
質
の
う
ち
低
危
険
性
の
も
の
以

チ
メ
ー
ト
ル

で

外
の
も
の

近接

ベ
ー
タ
線
及
び
ガ
ン
マ
線
を
放
出

八
百
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方

染

す
る
放
射
性
物
質
並
び
に
ア
ル
フ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

汚

ア
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質
の

の
他

う
ち
低
危
険
性
の
も
の

の

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性

八
十
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、



「
そ
…
物
質
の
う
ち
低
危
険
性
の
も
の
以
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
外
の
も
の

．
L

3
　
低
比
放
射
性
物
質
及
び
表
薦
汚
染
物
を
i
P
－
1
型
輸
送
物
、
I
P
－
2

　
型
輸
送
物
及
び
一
P
1
3
型
輸
送
物
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
周
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る

　
一
P
－
1
型
輸
送
物
、
I
P
…
2
型
輸
送
物
又
は
I
P
－
3
型
輸
送
物
と
し

　
て
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

専
用
積
載
と
し
な
い

場
合I

P
－
1
型
輸
送
物

I
P
－
2
型
輸
送
物

固
体
液
体
又
は
気
体

I
P
…
2
型
輸
送
物
I
P
－
2
型
輸
送
物

一
P
－
2
型
輸
送
物

E
｝
A
S
L

」
一
　
一
　
一
　
一
　
1
　
　
一
　
一
　
！

I
P
1
3
型
輸
送
物

L
S
A
一
皿

I
P
－
2
型
輸
送
物
玉
P
1
3
型
輸
送
物

S
C
O
…
1

I
P
…
1
型
輸
送
物一
P
ー
ユ
型
輸
送
物

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
田
■
国
園
訓
糾
p
釧
翻
圏

（
核
物
質
防
護
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
物
質
等
）

第
七
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
へ
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
放
射
性
物
質
等
を
｝
の
航
空
機
で
輸
送
す
る
場

　
合
の
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性

　
物
質
等
と
す
る
。

　
一
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
の
同
位
体
濃
度
が
百
分
の

　
　
　
八
十
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

　
　
　
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
曲
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
で

　
　
　
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
こ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ン
三
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
　
の
物
質
の
一
又
は
一
一
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
　
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ

　
　
　
ム
以
上
の
も
の

　
二
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
丁
ー

　
　
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
、
当
該
物
質
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
線
が
空
気
に

　
　
吸
収
さ
れ
た
場
合
の
吸
収
線
量
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
吸
収

　
　
線
量
率
」
と
い
う
。
）
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

三
九
七



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
九
八

三
　
照
射
さ
れ
た
第
一
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
～
メ

　
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の

　
（
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質

　
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
を
ガ
ラ
ス
に
よ
り
容
器
に
七
型
化
し
た
物
（
以

　
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ラ
ス
固
化
体
㎏
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ
る
も
の

　
を
除
く
。
）

四
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
こ
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
達
し
な
い
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
工
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
禽
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
達
し
な
い
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
一
一
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
五
能
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
達
し
な
い
も
の

五
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー

　
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

六
　
照
射
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か

　
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え

　
て
い
た
も
の
（
ガ
ラ
ス
固
化
体
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面

　
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
　
グ
レ
イ
毎
時
を
超

　
え
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し

　
　
て
使
用
で
き
る
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
　
れ
ら
の
物
質
の
一
望
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

　
　
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
ハ
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
二
以

　
　
上
を
含
む
物
質
で
六
義
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

七
　
照
射
さ
れ
た
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ

　
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
…
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の

　
（
ガ
ラ
ス
固
化
体
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

八
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
又
は



　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
五
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
一
二
五
の

　
　
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
～
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
に

　
　
達
し
な
い
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
嘗
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ホ
　
ウ
ラ
ン
ニ
…
一
㎝
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｛
又
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
五
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

九
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
醐
三
二
に
掲
げ
る
物

　
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て

　
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
ガ
ラ
ス
固
化
体

　
に
含
ま
れ
る
昭
｛
射
さ
れ
た
同
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
そ
の
表
面
か
ら

　
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る

　
　
も
の
を
除
く
。
）

（
放
射
牲
輸
送
物
の
基
準
）

第
八
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸

　
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
L
型
輸
送
物

　
　
イ
　
外
表
面
に
不
要
な
突
起
物
が
な
く
、
か
つ
、
容
易
に
汚
染
が
除
去
で

　
　
　
き
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
輸
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

　
　
　
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
容
器
の
材
料
相
互
間
又
は
容
器
の
材
料
と
放
射
性
物
質
等
の
間
で
、

　
　
　
相
互
の
作
用
に
よ
り
、
危
険
な
物
理
的
又
は
化
学
的
作
用
を
起
こ
す
お

　
　
　
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
　
ホ
　
容
器
の
弁
が
み
だ
り
に
操
作
さ
れ
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
へ
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ト
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
チ
　
内
表
面
に
「
放
射
性
」
又
は
「
認
巳
8
0
江
く
Φ
扁
の
文
字
が
、
開
封

　
　
　
の
際
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
条
第

　
　
　
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、

　
　
　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
九
九



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
〇
〇

二
　
A
型
輸
送
物

　
イ
　
前
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
二
、
ホ
及
び
ト
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る

　
　
こ
と
。

　
ロ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ハ
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
關
封
さ
れ
た
場
合
に
そ

　
　
れ
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け

　
　
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
二
　
容
器
を
構
成
す
る
部
品
に
つ
い
て
は
、
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏

　
　
七
十
度
ま
で
の
温
度
（
輸
送
申
に
予
想
さ
れ
る
温
度
が
特
定
で
き
る
場

　
　
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
温
度
）
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る

　
　
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
絶
対
圧
力
二
十
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
外
圧
の
下
で
放
射
性
物
質
の
漏

　
　
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
へ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
当
該
放
射
性
物
質
等
の
量
の
二
倍
以
上
の
量
の
放
射
性
物
質
等
を

　
　
　
吸
収
す
る
吸
収
材
又
は
二
重
の
密
封
部
分
か
ら
な
る
密
封
装
置
を
備

　
　
　
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
場
合
は
、

　
　
　
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
②
　
当
該
放
射
性
物
質
等
の
温
度
変
化
、
動
揺
及
び
注
入
時
の
内
圧
の

　
　
　
変
化
に
耐
え
得
る
よ
う
に
、
容
器
内
に
適
当
な
空
間
が
あ
る
こ
と
。

　
　
織
　
九
十
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
差
（
外
圧
と
内
圧
の
差
を
い
う
。
）

　
　
　
の
下
で
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

ト
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超

　
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
斗
i
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線

　
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ

　
し
、
コ
ン
テ
ナ
を
容
器
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
専
用
積

　
載
の
場
合
を
除
き
、
当
該
放
射
姓
輸
送
物
の
蓑
面
か
ら
一
メ
i
ト
ル
離

　
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

　
放
射
性
輸
送
物
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

　
な
い
こ
と
。

二 五 酬｝ ｝
十 平 平 平
平 方 方 方
方
メ
ー

メ
ー
ト

メ
1
ト

メ
｝
ト

ト ル ル ル
ル を を 以
を 超 超 下
超 え え の
え 、 、

場
る 二 五 合
場 十 平
合 平 方

熱
澗 メ

Eー
ト

ト
ル

ル 以
以 下
下 の

の 場奨
篇 合

十 三 二 ～

チ
　
放
射
性
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射
性

　
輸
送
物
の
安
金
性
を
撮
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の

　
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

リ
　
摂
氏
三
十
八
度
の
温
度
で
、
輸
送
中
に
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が

　
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
比
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
摂

　
民
五
十
度
を
超
え
な
い
こ
と
。



　
ヌ
　
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
五
十
五
度
ま
で
の
温
度
に
お
い
て
容
器

　
　
の
密
封
性
が
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
。

　
ル
　
別
記
第
三
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
鋤
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
の
著
し
い
増
加
が
な
く
、
か
つ
、

　
　
　
当
該
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
。

三
　
B
M
型
輸
送
物

　
イ
　
前
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
（
へ
q
D
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
適
含

　
　
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
四
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
含
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
前
号
ル
麟
の
基
準

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
　
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
恥
骨
の
百
万
分
の

　
　
　
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
麟
　
表
面
の
再
度
が
磨
陰
に
お
い
て
摂
氏
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て

　
　
　
輸
送
す
る
放
射
性
輪
三
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
に
人
が
容
易
に
近

　
　
　
づ
く
こ
と
が
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て

　
　
　
摂
氏
八
十
五
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
働
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
別
記
第
五
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
G
D
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率

　
　
　
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
働
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
漫
値
（
ク
リ
プ
ト

　
　
　
ン
八
五
に
つ
い
て
は
、
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
。

　
二
　
放
射
能
の
量
が
三
十
七
ペ
タ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
使
用
済
燃
料
物
質

　
　
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
　
深
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
一
時
間
浸
灘
さ
せ
た
場
合
に
、
密
封
装

　
　
置
の
破
損
が
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
輸
送
中
予
想
さ
れ
る
最
低
漏
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
温
度
に

　
　
お
い
て
性
能
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
．

四
　
B
U
型
輸
送
物

　
イ
　
第
二
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
（
へ
G
D
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
適

　
　
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
別
記
第
六
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
含
に
、
前
弩
口
に
規

　
　
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ハ
　
別
記
第
七
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
合
に
、
前
号
ハ
に
規

　
　
画
す
る
基
準
に
適
会
す
る
こ
と
。

　
二
　
前
号
二
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ホ
　
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
温
度
に
お
い
て
性
能

　
　
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
〇
一



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
ヘ
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
て
も
内
部
の
気
体
の

　
　
ろ
過
又
は
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
ト
　
最
高
使
用
圧
力
（
輸
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
日
光
の
直
射
の

　
　
条
件
の
下
で
、
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特
別
な
措
置
を
と
ら
な
い
場
合

　
　
に
、
一
年
間
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
密
封
装
置
内
に
生
ず
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
を
い
う
。
）
が
ゲ
ー
ジ
圧
力
七
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
な

　
　
い
こ
と
。

五
　
一
P
－
1
型
輸
送
物
　
第
二
号
イ
、
ロ
、
へ
㈲
、
卜
、
リ
及
び
ヌ
に
規

　
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

六
　
I
P
…
2
型
輸
送
物

　
イ
　
前
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
八
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
ン
テ
ナ
を
容
器
と
し
て
使
用
す

　
　
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

　
　
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
㈲
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
の
著
し
い
増
加
が
な
く
、
か
つ
、

　
　
　
当
該
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
。

七
　
I
P
1
3
型
輸
送
物

　
イ
　
第
二
号
（
へ
ω
及
び
俄
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る

　
　
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
九
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
合
に
、
前
号
ロ
に
規

四
〇
二

　
　
　
壊
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
ン
テ
ナ
を
容
器
と
し
て

　
　
　
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
基
準
に
適
合

　
　
　
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
八
　
一
の
航
空
機
で
輸
送
す
る
場
合
の
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
前
条
第
一

　
　
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
が

　
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
第
一

　
　
号
か
ら
前
号
ま
で
の
基
準
に
従
う
ほ
か
、
施
錠
及
び
封
印
そ
の
他
の
当
該

　
　
放
射
性
輸
送
物
が
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

　
　
る
こ
と
。

　
（
核
分
裂
性
物
質
）

第
九
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
こ
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
は
、
ウ
ラ
ン
一
　
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

　
ニ
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
（
以
下
「
核
分

　
裂
性
核
種
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の

　
一
又
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
（
以
下
「
核
分
裂
性
物
質
」
と
い
う
。
）
で
あ

　
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
核
種
の
量
の
合
計
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
射
性
物
質

　
　
で
あ
っ
て
、
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

　
　
る
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
）

　
三
　
均
質
な
水
素
を
含
む
溶
液
又
は
混
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準

　
　
に
適
合
す
る
も
の



　
イ
　
核
分
裂
性
物
質
に
含
ま
れ
る
核
分
裂
性
核
種
の
原
子
数
に
対
す
る
水

　
　
素
の
漂
言
言
の
比
率
が
五
千
二
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
核
分
裂
性
物
質
に
含
ま
れ
る
核
分
裂
性
核
種
の
濃
度
が
五
グ
ラ
ム
毎

　
　
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ハ
　
核
分
裂
性
物
質
に
含
ま
れ
る
核
分
裂
性
核
種
の
質
量
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
み
を
含
む
核
分
裂
性

　
　
物
質
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
質
量
が
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
質
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

　
　
質
量
が
八
百
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
濃
縮
度
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
質
量
の
合
計
が
ウ
ラ
ン
｝
｝
三
五
の

　
質
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

五
　
核
分
裂
性
核
種
の
濃
度
が
五
グ
ラ
ム
毎
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

六
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
質
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
プ

　
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
の
質
量
の
合
計
が
プ
ル

　
ト
ニ
ウ
ム
の
質
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

七
　
硝
酸
ウ
ラ
ニ
ル
溶
液
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
濃
縮
度
が
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
質
量
の
合
計
が
ウ
ラ
ン

　
　
ニ
三
五
の
質
量
の
○
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ハ
　
ウ
ラ
ン
の
原
子
数
に
対
す
る
窒
素
の
原
子
数
・
の
比
率
が
二
以
上
で
あ

　
　
る
こ
と
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
の
基
準
）

第
十
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
二
の
告
示
で
定
め
る
核
分
裂
性

　
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
別
記
第
十
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
基

　
　
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
臨
界
の
評
価
に
影
響
を
与
え
る
放
射
性
輸
送
物
内
の
空
間
の
減
少
が
、

　
　
　
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
輸
送
物
の
構
造
に
、
一
辺
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
立
方
体
よ

　
　
　
り
大
き
な
く
ぼ
み
が
生
じ
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
放
射
性
輸
送
物
中
へ
の
浸
水
又
は
放
射
性
輸
送
物
か
ら
の
漏
水
が
な

　
　
　
い
こ
と
。
た
だ
し
、
臨
界
の
評
価
の
際
に
放
射
性
輸
送
物
中
へ
の
浸
水

　
　
　
又
は
放
射
性
輸
送
物
か
ら
の
漏
水
が
想
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の

　
　
　
限
り
で
な
い
。

　
　
二
　
放
射
性
物
質
等
の
配
列
及
び
密
封
装
置
の
形
状
に
つ
い
て
、
中
性
子

　
　
　
増
倍
率
（
原
子
核
労
裂
の
連
鎖
反
応
に
お
い
て
、
核
分
裂
に
よ
り
放
出

　
　
　
さ
れ
た
一
個
の
中
性
子
ご
と
に
、
次
の
核
分
裂
に
よ
っ
て
放
出
さ
れ
る

　
　
　
中
性
子
の
数
を
い
う
。
）
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
な
変
化
の
な
い
こ
と
。

　
二
　
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
を
別
記
第
十
に
規
定

　
　
　
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
条
件
に
置

　
　
　
い
た
場
合

　
　
　
ω
　
全
て
の
空
隙
部
に
つ
い
て
浸
水
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
空
隙
部

　
　
　
　
へ
の
浸
水
を
防
止
す
る
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、

　
　
　
　
こ
の
限
り
で
な
い
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

．
四
〇
三
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航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示
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ω
　
密
封
装
置
内
の
物
質
に
つ
い
て
、
中
性
子
増
倍
率
が
最
大
と
な
る

　
　
　
　
よ
う
な
配
列
及
び
減
速
状
態
に
あ
る
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
厚
さ
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
水
駅
は
こ
れ
と
等
備
の
物
質
に
よ

　
　
　
　
る
完
金
反
射
が
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
確
認
を
受
け
る
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
こ
れ
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ

　
　
　
て
、
イ
㈹
に
規
定
す
る
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方

　
　
　
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
愚
管
（
一
箇
所
に
集
積
す
る

　
　
　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
個
数
の
限
度
と
し
て
試
験
等
に
よ
り
求
め
ら
れ
る

　
　
　
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
五
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と

　
　
　
と
し
た
場
合

　
　
ハ
　
確
認
を
受
け
る
核
分
裂
性
輸
送
老
馬
は
こ
れ
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ

　
　
　
て
、
イ
㈲
に
規
定
す
る
条
件
及
び
別
記
第
十
～
に
規
定
す
る
条
件
の
下

　
　
　
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸

　
　
　
送
制
限
個
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

2
　
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に

　
よ
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
、
か
つ
、
前
項
の
核
分
裂
性
輸
送
物
と

　
し
て
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
認
）

第
十
【
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
又
は
二
の
規
定
に
よ
る
確

　
認
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
関
係
書
面
を
提
出

　
さ
せ
、
当
該
書
面
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
隠
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成

　
　
し
た
、
第
八
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
及
び
前

　
　
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
面
の
提
出
が

　
　
あ
っ
た
場
合

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
指

　
　
定
す
る
者
に
よ
り
第
八
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基

　
　
準
に
適
合
す
る
量
の
確
認
が
な
さ
れ
る
場
合

　
三
　
放
射
性
物
質
等
が
、
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認

　
　
め
る
外
團
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

2
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
工
号
へ
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
放
射
性
輸

　
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
の

　
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
関
係
書
面
を
提
出
さ
せ
、
当
該
書
面
を

　
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成
し
た
第
八
条
第
八
号
に
規
定
す

　
　
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

　
二
　
放
射
性
物
質
等
が
、
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認

　
　
め
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

（
本
邦
外
輸
送
の
場
合
等
に
お
け
る
特
例
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
）

第
十
二
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ

　
て
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
第
十
条
に
規
定
す
る

　
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
取
扱
場
所
）

第
十
三
条
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
一
の
航
空
機
で
輸

　
送
す
る
場
合
の
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

　
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装



　
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
放
射
性
輸

　
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
こ
れ
ら
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
敢

　
卸
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
下
駄
方
法
）

第
十
四
条
　
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
こ
れ
ら
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
「
放
射
性
輸
送
物
等
扁
と
い
う
。
）
は
、
輸
送
中
に

　
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ

　
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
二
等
は
、
旅
客
、
航
空
機
乗
組
員
又
は
客
室
乗
務
員
が
通
常

　
使
用
す
る
区
画
に
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
専
用
積
載
で
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
す
る
場
合
及
び
放
射
性
輸
送
物
と
し

　
な
い
で
輸
送
で
き
る
表
面
汚
染
物
を
輸
送
す
る
場
合
は
、
貨
物
機
（
現
に
旅

　
客
が
搭
乗
し
て
い
な
い
航
空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

4
　
放
射
性
輸
送
物
議
の
輸
送
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
航
空
機
の
積
載
場
所
は
、

　
定
期
的
に
汚
染
の
有
無
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）

第
十
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
輸
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達

　
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
限
）

第
十
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
を

　
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
詣
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
別

　
の
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
（
L
型
輸
送
物
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
も
の
を
除
く
。
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
局

　
じ
。
）
は
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
腐
食
性
液
体
、
引
火
性
液
体
そ
の
他
放

　
射
性
輸
送
物
の
安
全
な
輸
送
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
と
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、
コ
ン
テ
ナ
及
び
航
空
機
に
係
る
線
量
当
量
玉
石
）

鋳
十
七
条
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
線
量
当
量
率
は
、
表
面
に
お
い
て
ニ
ミ

　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

　
置
に
お
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

　
し
、
専
用
積
載
で
あ
っ
て
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
、
表

　
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
が
積
載
さ
れ
て
い
る
航
空
機
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
単
に
「
航
空
機
扁
と
い
う
。
）
の
最
大
線
量
当
量
率
は
、
表
面
に
お
い
て
ニ

　
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お

　
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、
放
射
性
輸
送
物
量
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
及
び
航
空
機
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
は
、

　
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
若
し
く
は
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
、
又
は
当
該

　
航
空
機
に
積
載
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
物

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
〇
五



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
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六

　
質
等
を
収
納
し
た
コ
ン
テ
ナ
及
び
航
空
機
の
内
表
面
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
輸
送
指
数
）

第
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す

　
る
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ

　
る
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
｝
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

　
　
時
単
位
で
表
し
た
値
に
菖
を
乗
じ
て
得
た
値
（
放
射
性
輸
送
物
の
容
器
と

　
　
し
て
コ
ン
テ
ナ
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
に
、
次
の
表
の

　
　
上
欄
に
掲
げ
る
最
大
断
面
積
に
搭
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
袈
の
下
欄
に
掲
げ
る

　
　
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
値
が
0
・
〇
五

　
　
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

　
　
し
、
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い

　
　
値
と
す
る
。

二 五 一 一
十 平 平 平
平 方 方 方
方 メ メ メ

メ 1 1 i

1 ト ト ト
ト ル ル ル
ル を を 以
を 超 超 下
超 え え の
え 、 、 場
る 二 五 合
場 十 平
合 平 方

方 メ

メ i

ヨ 卜
ト ル
ル 以
以 下
下 の

の 場
場 合

A口
十 三 二 ＿ρ

　
エ
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
毎
に
前
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
値
を
合
計
し

　
　
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
竪
固
な
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
（
外
形
が
容
易
に
変
形

　
　
す
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ

　
　
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を

　
　
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前

　
　
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
門
の
下
欄

　
　
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
（
当
該
値
が
○
・
〇
五
以
下
の
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
、
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
と
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
。

　
三
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
又
は

　
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
毎
に
前
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
値
を
合
計
し
て

　
　
得
た
値
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量

　
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値

　
に
、
前
項
第
｝
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

　
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
（
当
該
値
が
○
・
〇
五
以
下

　
の
場
合
は
、
当
該
値
を
0
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
と
当
該
コ
ン
テ
ナ
に

　
収
納
さ
れ
て
い
る
核
分
裂
性
輸
送
物
毎
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
制
限
個
数
で

　
五
十
を
除
し
て
得
た
値
を
合
計
し
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
を
も



　
っ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
積
載
限
度
等
）

第
十
九
条
　
輸
送
綱
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
が
○
を
超
え
る
核
分
裂

　
性
輸
送
物
は
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
よ
り
輸
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
｝
の
放
射
性
輸
送
物
及
び
「
の
オ
ー
バ
…
パ
ッ
ク
の
輸
送
指
数
は
十
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
奪
用
積
載
で
輸
送
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

　
で
な
い
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
が
収
納
さ
れ
て
い
る
　
の
コ
ン
テ

　
ナ
の
輸
送
指
数
は
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
で
輸

　
号
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ

　
の
限
り
で
な
い
。

　
「
　
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
一
一
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
…
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
指
数

　
　
が
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

4
　
～
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
コ
ン

　
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
（
コ
ン
テ

　
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
思
は
オ
ー
バ

　
ー
パ
ッ
ク
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
「
コ
ン
テ
ナ
等
扁
と
い

　
う
。
）
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
コ
ン
テ
ナ
等
を
貨
物
機
で
輸
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

　
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
専
用
積
載
に
よ
り
輸
送
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
核
分
裂
性
輸
送
物
を

　
　
積
載
し
て
い
な
い
と
き
は
、
コ
ン
テ
ナ
等
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
二
百
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
専
用
積
載
に
よ
り
輸
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積

　
　
普
し
て
い
る
と
き
（
他
の
放
射
性
輸
送
物
か
ら
六
メ
ー
ト
ル
隔
離
さ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
。
）
は
、
コ
ン
テ
ナ
等
の
輸
送
指
数
の
合
計
値
が
百
を
超
え
な

　
　
い
こ
と
。

　
三
　
専
用
積
載
に
よ
り
輸
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積

　
　
載
し
て
い
な
い
こ
と
。

5
　
一
の
航
空
機
で
輸
送
さ
れ
る
L
S
A
一
五
で
あ
っ
て
不
燃
性
固
体
以
外
の

　
も
の
及
び
L
S
A
i
皿
で
あ
っ
て
不
燃
性
固
体
以
外
の
も
の
並
び
に
表
面
汚

　
染
物
の
放
射
能
の
量
の
合
計
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
性
物
質
等
の
亀
値
の
合

　
計
の
百
倍
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

6
　
「
の
航
空
機
で
輸
送
さ
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
う
ち
、
放
射
性
輸
送
物
と

　
し
な
い
で
輸
送
さ
れ
る
表
面
汚
染
物
に
含
ま
れ
る
核
分
裂
性
核
種
の
量
の
合

　
計
は
、
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
二
十
条
　
放
射
性
輸
送
下
等
を
輸
送
す
る
場
合
は
、
取
扱
方
法
そ
の
他
輸
送

　
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

　
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
B
M
型
輸
送
物
の
輸
送
条
件
）

第
二
十
一
条
　
B
M
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
オ
；
バ

　
ー
パ
ッ
ク
又
は
こ
れ
ら
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
輸
送
す
る
場
合
は
、

　
貨
物
機
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
〇
七



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
〇
八

　
又
は
こ
れ
ら
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
貨
物
機
に
積
み
込
み
、
又
は

　
貨
物
機
か
ら
取
り
卸
す
場
合
は
、
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
専
門
的
知

　
識
を
有
す
る
者
を
立
ち
会
わ
せ
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要

　
な
監
督
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
立
会
い
は
、
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
て
行
わ
せ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
の
輸
送
条
件
）

第
二
十
二
条
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
を
輸
送
す
る
場
合
は
、
そ

　
の
表
面
の
温
度
が
摂
氏
五
十
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
お
か
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
又
は
蓑
示
）

第
二
十
三
条
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
嗣
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

イ　ク送
　

毎マ最つ 物次
時イ大て放 又に
をク線　’射 は掲
妻田量表性 オげ
えシ当面輸 1る
ず　1量に送 バ放
’べ率お物 1射
かルがけで パ性
つ　ト五るあ ツ輸

、

（第
第一
一類
丁田
様標
式識
）

の放
単射
面性
の輸
二野
箇物
所等

輸
送
指
数
が
0
で
あ
る

も
の

ロ
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
で

あ
っ
て
輸
送
指
数
が
0

で
あ
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送
物
等

量
物
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ

（
第
二
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇
所

ク
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

イ
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ

っ
て
、
表
面
に
お
け
る

最
大
線
量
当
量
率
が
五

百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

ト
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
輸
送
指
数
が
一

を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
で

あ
っ
て
輸
送
指
数
が
一

を
超
え
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送
物
等

性
輸
送
物
等
以
外
の
放
射

（
第
三
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇
所



2

第
一
類
白
標
識
（
第
一
号
様
式
）

第
二
玄
黄
標
識
（
第
二
号
様
式
）

六
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
オ
　
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
が
収
納
さ
　
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
　
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
　
も
の
以
外
の
も
の

第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）

次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
そ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
｝
　
総
質
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
質
量

　
こ
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」
の
文
宇
又
は
「
↓
k
℃
国
　
〉
」
の
文
字

　
三
　
呂
M
型
輪
帯
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
　
　
「
B
M
型
」
の
文
｛
子
又
は

　
　
「
↓
績
℃
的
　
　
b
ご
　
（
竃
）
」
の
文
｛
子
及
び
　
「
B
U
型
」
の
文
字
又
は

　
　
「
↓
く
勺
P
弓
　
口
ご
（
¢
）
」
の
文
字

3
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輪
…
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

　
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性

　
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
、
明
確
に
表
示
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
放
射
性
輸
送
三
又
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ

　
ナ
に
は
、
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）

　
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
第
二
類
白
標
識
、
第
二

　
類
黄
標
識
又
は
第
三
類
黄
標
識
を
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
大
き
さ
以
上
の
大
き
さ

　
に
拡
大
し
た
も
の
を
付
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

5
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
邦

　
内
の
み
を
輸
送
す
る
場
合
を
除
き
、
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
番
号
を
表
示
し
た
国
連
番
号
標
札
（
第
六
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
下
半
分
の
白
地
上
に
当

　
該
番
号
を
表
示
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
〇
九



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
一
〇

L
型
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
及
び
空
容
器

二
九
一
〇

三
田
放
射
性
物
質

二
九
｝
二

表
薗
汚
染
物

二
九
一
三

核
分
裂
性
物
質

工
九
一
八

特
別
形
放
射
性
物
質
等

二
九
七
四

自
然
発
火
性
の
金
属
ト
リ
ウ
ム

二
九
七
五

固
体
状
の
硝
酸
ト
リ
ウ
ム

二
九
七
六

ウ
ラ
ン
一
一
三
五
の
濃
縮
度
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
核
分
裂
性
の
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン

二
九
七
七

核
分
裂
性
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
な
い
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン

二
九
七
八

自
然
発
火
性
の
金
属
ウ
ラ
ン

二
九
七
九

六
価
硝
酸
ウ
ラ
ン
水
溶
液

二
九
八
○

固
体
状
の
硝
酸
ウ
ラ
ン

二
九
八
｝

そ
の
他
の
放
射
性
物
質
等

二
九
八
二

6
　
航
空
機
に
よ
る
輸
送
の
み
に
使
用
さ
れ
る
航
空
機
用
コ
ン
テ
ナ
（
U
L
D
）

　
で
あ
っ
て
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
も
の
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー

　
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
低
回
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
す
る
場
合
は
、
当
該
航
空
機

　
用
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
少
な
く
と
も
二
側
面
に
こ
れ
ら
を
収
納
し
て
い
る
こ

　
と
を
適
切
な
方
法
で
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
物
質
防
護
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
四
条
　
第
七
条
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
す
る
場
合
の
規
則

　
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
放
射
性
輸
送
物

　
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と

　
す
る
。

　
一
　
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
七
条
第
～
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場

　
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
核
物
質
防
護
に
関
し
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
輸
送
計
画
書
を
輸
送

　
　
　
関
係
者
聞
で
協
議
を
行
っ
た
上
で
策
定
す
る
こ
と
。

　
　
　
D

（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（

積
載
方
法
等

日
時
及
び
経
路

輸
送
関
係
者
の
氏
名

警
備
に
関
す
る
こ
と
。

受
渡
し
地
点
及
び
そ
の
予
定
時
刻

連
絡
遡
報
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
必
要
な
事
項

ロ
　
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
輸
送
時
聞
、
経
由
地
、

数
及
び
積
替
時
間
が
最
小
と
な
る
経
路
を
選
定
す
る
こ
と
。

積
替
圓



ハ
　
連
絡
の
銀
雪
間
隔
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
き
、
輸
送
中
、
あ
ら
か

　
じ
め
定
め
ら
れ
た
連
絡
場
所
（
以
下
「
指
定
連
絡
場
所
」
と
い
う
。
）

　
へ
連
絡
を
行
い
得
る
よ
う
連
絡
通
報
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二
　
核
物
質
防
護
上
の
措
置
に
つ
い
て
知
識
と
経
験
を
有
し
、
輸
送
中
の

　
核
物
質
防
護
の
実
施
に
関
し
て
責
任
を
有
す
る
者
（
以
下
「
輸
送
責
任

　
者
」
と
い
う
。
）
を
、
出
発
空
港
及
び
着
陸
空
港
に
配
備
し
、
次
の
事

　
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
ω
　
輸
送
中
、
輸
送
計
画
書
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
②
　
輸
送
中
、
指
定
連
絡
場
所
へ
、
ハ
で
定
め
ら
れ
た
と
お
り
連
絡
を

　
　
行
う
こ
と
。

　
㈹
　
出
発
前
に
、
航
空
機
に
対
し
て
妨
害
行
為
が
着
手
さ
れ
て
い
な
い

　
　
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

ホ
　
警
備
人
を
選
定
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
ほ
か
、
輸
送
中
、
放
射

　
性
輸
送
摺
餌
又
は
放
射
性
輸
送
物
等
を
収
納
し
た
コ
ン
テ
ナ
に
付
き
添

　
わ
せ
る
こ
と
。

　
ω
　
放
射
性
輸
送
物
等
又
は
放
射
性
輸
送
物
等
を
収
納
し
た
コ
ン
テ
ナ

　
　
の
積
載
に
際
し
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
等
を
連
続
的
に
監
視
す
る
か
、

　
　
又
は
言
及
び
封
印
等
を
頻
繁
に
点
検
す
る
こ
と
。

　
②
　
出
発
前
に
、
航
空
機
に
対
し
て
妨
害
行
為
が
着
手
さ
れ
て
い
な
い

　
　
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

へ
　
放
射
性
輸
送
物
等
が
人
手
に
よ
り
容
易
に
移
動
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ

　
る
場
合
は
、
コ
ン
テ
ナ
へ
収
納
す
る
等
の
措
置
に
よ
り
、
容
易
に
移
動

　
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
　
ト
　
コ
ン
テ
ナ
に
施
錠
及
び
封
印
そ
の
他
の
当
該
コ
ン
テ
ナ
が
容
易
に
開

　
　
　
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
　
チ
　
錠
及
び
封
印
等
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
積
載
前
に
点
検
す
る
こ
と
。

　
　
リ
　
貨
物
機
を
使
用
す
る
こ
と
。

　
一
一
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
七
条
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第

　
　
六
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
リ
を
除
く
同
号
の
措
置
を
講

　
　
じ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
ホ
の
警
備
人
は
、
出
発
空
港
及
び
着
陸
空
港

　
　
に
配
備
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

　
三
　
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
七
条
第
七
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
該

　
　
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
イ
、
ロ
、
二
（
働
を
除
く
。
）
、
へ

　
　
及
び
チ
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
輸
送
の
安
全
の
確
認
）

第
二
十
五
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ホ
又
は
へ
の
規
定
に
よ
る

　
確
認
（
へ
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技

　
術
上
の
基
準
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
運
輸
大

　
臣
の
指
定
す
る
者
に
よ
り
輸
送
さ
れ
る
と
き
又
は
本
邦
外
か
ら
本
邦
内
へ
若

　
し
く
は
本
邦
外
の
間
を
輸
送
さ
れ
る
と
き
は
、
積
載
前
に
当
該
輸
送
が
こ
の

　
告
示
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
さ
せ
、

　
当
該
書
面
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
の
基
準
）

第
二
十
六
条
　
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
輸
送
で
き
る
低
比
放
射
性
物
質
又

　
は
表
面
汚
染
物
（
以
下
瞥
低
比
放
射
性
物
質
等
」
と
い
う
。
）
及
び
低
比
放

　
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
こ



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
～
二

　
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ

　
る
値
と
す
る
。

　
一
　
無
比
放
射
控
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
低
比
放
射
性
物
質
等
の
表
薦

　
　
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
第
十
八
条
第

　
　
二
項
第
…
号
の
裏
の
上
欄
に
掲
げ
る
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
ウ
ラ
ン
又
は
ト

　
　
リ
ウ
ム
の
精
鉱
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
質
に
つ
い
て
は
、

　
　
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ

　
　
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
代
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
下
欄

　
　
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六 ト ウ

フ リ ラ

ツ ウ ン

化 ム 又
ウ の は

う 化 卜

ン 学 リ

以 的 ウ

外 精 ム

の 鉱 の
ウ 物
ラ 理
ン 的

の 精
化 鉱
誉
ナ
的
精
鉱

○
． ○ ○
○ 二 ●

二 二 四

二
　
低
下
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
光
比
放
射
性
物
質
等
毎
に
前
号
の
規
定

　
に
よ
り
算
定
し
た
値
を
合
計
し
て
得
た
値
又
は
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か

　
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ

　
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
第
十
八
条
第
二

　
項
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
最
大
断
一
三
に
慈
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
　
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

3
　
一
の
航
空
機
に
積
載
す
る
連
比
放
射
性
物
質
等
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ

　
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

　
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
輸
送
指
数

　
の
合
計
は
、
専
用
積
載
で
あ
っ
て
核
分
裂
性
輸
送
物
が
積
載
さ
れ
て
い
る
場

　
合
は
、
百
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
輸
送
で
き
る

　
表
面
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射

性
輸
送
物
と
し
な
い
で
輸
送
で
き
る
表
面
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
の
輸
送
揚
…
数
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
輸
送
指
数
の

　
合
計
は
、
専
用
積
載
に
よ
り
輸
送
さ
れ
な
い
場
合
は
、
二
百
を
超
え
て
は
な

　
ら
ず
、
核
分
裂
性
輸
送
物
が
積
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
五
十
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。

4
　
前
項
の
規
定
は
、
L
S
A
…
1
に
つ
い
て
は
、
手
用
し
な
い
。

5
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
識
を
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
四

　
廿
才
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
輸
送
指
数
が
○
の
コ
ン
テ
ナ

第
一
類
臼
標
識
（
第
一
号
様
式
）

二
　
輸
送
指
数
が
O
を
超
え
一
を
　
超
え
な
い
コ
ン
テ
ナ

第
二
類
規
標
識
（
第
二
号
様
式
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
　
の
も
の

第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）



6
　
低
比
放
射
性
物
質
等
が
奴
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
大

　
型
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
項
に
定
め
る
標
識
を
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
塞
き

　
さ
以
上
の
大
き
さ
に
拡
大
し
た
も
の
を
付
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

7
　
第
二
十
三
条
第
五
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
低

　
比
放
射
性
物
質
で
あ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
…
つ
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

　
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
本
邦
内
の
間
を
輸
送
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
コ
ン

　
テ
ナ
の
四
側
面
に
同
表
に
掲
げ
る
番
号
を
表
示
し
た
国
連
番
号
標
札
（
第
六

　
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す

　
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
下
半
分
の
白
地
上
に
当
該
番
号
を
表
示
し
た
場
合
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

8
　
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定

　
は
、
低
張
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
第
十
三
条
播
「
放
射
性
輸
送
物
（
」
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
一
の

　
航
空
機
で
輸
送
す
る
場
合
の
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
七
条
第
一
号
か
ら

　
第
六
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、

　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
…
パ
ッ
ク
又
は
こ
れ
ら
漏
と
あ

　
る
の
は
「
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
低
比
放
射
性
物
質
等
」
と
、
第
十
四
条

　
第
｝
項
中
「
放
射
性
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
こ
れ
ら
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

　
は
門
低
比
放
射
性
物
質
等
又
は
礼
讃
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

　
ン
テ
ナ
一
と
、
　
「
放
射
性
輸
送
物
の
」
と
あ
る
の
は
讐
低
比
放
射
性
物
質
等

　
の
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
二

　
項
並
び
に
第
二
十
門
中
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と
あ
る
の
は
門
低
比
放
射
性

　
物
質
等
」
と
、
第
十
六
条
第
二
項
中
「
放
射
性
輸
送
物
等
（
」
型
輸
送
物
及

　
び
し
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
第
十
八
条
、

　
第
二
十
条
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
正
比
放

　
射
性
物
質
等
」
と
、
第
十
七
条
第
｝
雨
中
「
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
放
射
性

　
輸
送
物
量
は
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
扁
と
あ
る
の
は
「
低
比
放
射
性
物
質
等
」
と
、

　
第
十
七
条
第
三
萱
屋
「
オ
ー
バ
；
パ
ッ
ク
、
放
射
性
輸
送
尚
又
は
オ
…
バ
ー

　
パ
ッ
ク
」
と
あ
る
の
は
「
低
比
放
射
性
物
質
等
」
と
、
　
「
当
該
オ
ー
バ
ー
パ

　
ッ
ク
若
し
く
は
当
該
コ
ン
テ
ナ
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
コ
ン
テ
ナ
」
と
、

　
「
放
射
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
料
低
比
放
射
性
物
質
等
」
と
読
み
替
え
る

　
も
の
と
す
る
。

第
こ
十
七
条
　
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
は
、
そ
の
日
時
及
び
経
路
が
当
該
放
射

　
性
物
質
等
の
安
全
な
輸
送
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
一
一
号
イ
の
承
認
）

第
二
十
八
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
一
一
項
第
二
号
イ
の
承
認
は
、
次
に
掲
げ

　
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
当
該
放
射
性
物
質
等
を
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
、

　
　
B
U
型
輸
送
物
、
I
P
1
1
型
輸
送
物
、
I
P
1
2
型
輸
送
物
持
は
王
P

　
　
1
3
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ

　
　
の
た
め
当
該
輸
送
に
関
し
て
安
全
上
支
障
が
な
い
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
輸
送
物
の
最
大
線
量
当
量
率
は
、
表
面

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
一
三



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
一
四

　
に
お
い
て
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
区
議
ー

　
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な

　
ら
な
い
。

（
特
別
措
置
）

第
二
十
九
条
　
第
十
七
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
輸
送
す
る
こ
と
が

　
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

　
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
輸
送
し

　
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ

　
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
措
置
等
に
係
る
標
識
）

第
三
十
条
　
第
二
十
八
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
等
を
輸
送

　
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
第

　
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
表
面
の
二
箇
所
（
コ

　
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側
面
）
に
第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付

　
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
み
な
し
確
認
に
係
る
除
外
）

第
三
十
一
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
確
認

　
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
基
準
は
、
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上

　
の
基
準
の
う
ち
第
八
条
第
二
号
へ
㈹
、
リ
及
び
ヌ
以
外
の
基
準
と
す
る
。

　
寸
　
　
　
　
　
り

　
酵
　
　
　
　
貫

（
施
行
期
日
）

1
こ
の
告
示
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
航
空
機
に
積
載
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
等

　
の
輸
送
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
送
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に

　
よ
る
。

3
　
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
改
正
前
の
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送

　
基
準
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
七
号
）
第

　
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
放
射
性
輸
送
物
の
輸
送
の
安
全
の
確
認
を
受
け
た
輸

　
送
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
送
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



別表第一（第四条関係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
承

四
一
五

欄
三
第

－
郷
副
剛
割
応
酬
剛
劉
懇
懇
獅
捌
副
直
縦
割
副
　
　
×
　
×
　
　
　
×
　
×
　
×
　
×
　
×
　
×
　
×
　
×
　
×
　
×
　
　
　
×
　
×
　
　
　
　
　
×
　
×
　
×
　
×
　
×
　
　
　
×
　
×
　
×
　
　
5
5
　
　
5
5
5
2
2
4
5
2
3
9
　
　
5
2
　
　
　
　
6
2
6
2
5
　
　
9
5
5

欄
二
第

　
　
　
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
↓
　
ヨ
　
↓
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
↓
4
0
2
0
2
0
1
4
0
1
0
1
1
0
1
0
m
1
0
1
0
4
0
1
0
4
0
4
0
2
0
！
0
4
0
2
0
1
0
！
0
1
0
1
0
1
4
0
4
0
1
0
1
0
　
　
　
　
×
　
　
　
X
　
×
　
×
　
×
　
×
　
　
　
X
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×
　
×
　
×
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
×
　
　
　
　
6
　
　
5
2
2
4
6
　
　
3
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
6
2
6
2
　
　
　
　
　
9
5

欄
～
第

　
e
　
e
　
　
　
　
　
　
　
a
　
a
　
g
I
i
i
　
　
　
　
　
l
l
　
r
　
r
　
r
　
r
　
　
　
　
　
a
　
a
　
a
　
C
R
B
B
C
C
N
F
N
N
M
A
S
S
P
P
S
C
C
A
A
A
A
K
K
K
C
C
C
S
3
　
7
　
ω
　
u
　
M
　
B
　
田
　
鷲
　
脳
　
囲
　
％
　
斜
　
麗
　
巽
　
器
　
舗
　
郡
　
卵
　
駁
　
細
　
旧
　
昭
　
婦
　
耗
　
弼
　
明
　
妬
　
蘇
　
胴

原
子
番
号

1
4
4
6
6
7
9
1
1
H
1
2
B
1
4
1
4
1
5
1
5
1
6
1
7
1
7
1
8
1
8
1
8
1
8
1
9
1
9
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1



↓
　
司
　
↓
　
司
　
司
　
　
　
　
↓
　
し
　
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
刈
　
↓
　
司
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
↓

欄

10

I0

P0

P0

P0

S0

R0

P0

~
x
×
×
　
　
×
眼
　
×
×
　
x
×
×
×
　
　
　
×
　
　
×
×
×
　
×
×
　
×
×
×
　
×

三

　
　
　
　
　
　
　
　
」
5
9
3
2
3
　
　
　
　
3
箒
　
　
2
2
　
　
8
2
5
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
3
9
9
　
　
5
5
　
　
3
4
3
　
　
3

第

↓
　
　
↓
　
↓
　
司
　
　
　
　
司
　
し
　
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
d
　
↓
　
↓
　
　
↓

欄

10

@
x
×
×
　
　
×
限
　
×
×
　
×
　
×
×
　
　
　
×
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×
×
×
　
×

二
第

　
　
　
　
　
　
　
　
」
5
　
　
3
5
3
　
　
　
　
3
翻
　
　
2
2
　
　
8
　
　
5
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
4
3
　
　
3

欄
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
翫
鋭
翫
黙
v
v
α
㎞
臨
臨
臨
恥
恥
恥
恥
㏄
㏄
㏄
職
。
㏄
c
。
m
m
M
α
α
漁
吻
伽
励
働
口
硫
脱
硫

第

6
　
　
7
　
　
8
　
　
4
　
　
8
　
　
9
　
　
1
　
　
2
　
　
3
　
　
4
　
　
6
　
　
2
　
　
5
　
　
9
　
　
D
　
　
5
　
　
6
　
　
7
　
　
8
　
　
8
　
　
0
　
　
9
　
　
3
　
　
5
　
　
4
　
　
7
　
　
5
　
　
9
　
　
3
　
　
7
　
　
8
　
　
2
　
　
8
　
　
1
　
　
7
曙
　
　
弓
　
　
4
　
　
d
　
　
4
　
　
4
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
6
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
6
　
　
5
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
β
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
ε
　
　
7
　
　
6
　
　
7
　
　
7

1
1
1
2
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

一
　
！
　
1

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
一
六



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
一
七

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
「
．
…
一
、
…
…
．
…
－
ー
ー
ー
「
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
…
．
」
．
…
i
」
t
・
．
…
．
…
．
．
．
…
一
．
．
囁
．
…
幽
…
…
ー
ー
…
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
一
－

欄

i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
駐
4
0
節
群
群
3
2
駐
3
匿
4
・
6
m
直
∬
2
副
炉
心
飢
炉
5
2
3
副
が
餅
副
2
∬
ガ
2
ガ
固
副
×
　
×
X
×
　
　
×
　
X
　
　
　
X
×
　
×
×
限
眼
×
　
　
　
X
×
×
X
　
×
×
　
×
×
×

三

2
　
　
　
5
2
5
　
　
　
　
3
　
　
4
　
　
　
　
　
　
2
9
　
　
9
3
制
制
2
　
　
　
　
　
　
5
1
3
2
　
　
4
2
　
　
3
2
2

第

↓
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
↓
　
し
し
↓
　
　
　
　
　
↓
　
司
　
↓
　
司
　
　
↓
　
↓
　
　
↓
　
d
　
司

欄

10

S0@
　
×
　
　
　
X
　
×
　
　
　
×
　
　
　
×
限
限
×
　
　
　
×
X
X
×
　
×
×
　
×
×
×

二

2
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
3
綱
制
2
　
　
　
　
　
　
6
2
3
2
　
　
　
4
2
　
　
　
3
2
2

第

欄
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
混
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
飴
細
飴
飴
飴
翫
説
餅
餅
翫
面
掛
癒
玲
魏
蹄
舳
踏
眠
餅
影
戯
掛
雛
掛
雛
翫
Y
Y
Y
哩
Y
Y
Y

第

η
　
7
3
　
η
　
補
　
η
　
乃
　
四
　
篇
　
η
　
睨
　
田
　
8
5
　
醐
　
留
　
別
　
蹄
　
別
　
脇
　
帥
　
R
麗
　
騎
　
柵
　
留
　
8
9
　
鉤
　
田
　
9
2
　
鏡
　
8
8
　
鴨
　
旧
　
田
　
槻
　
侭

3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3



欄
三
第

　
↓
　
↓
　
↓
　
↓
　
　
唖
　
　
↓
　
　
↓
　
　
d
　
↓
　
　
し
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↓
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↓
　
↓
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3
1
0
1
0
1
0
1
0
6
1
0
1
1
0
7
1
0
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1
0
1
0
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0
な
1
0
8
1
0
4
1
0
1
0
1
0
2
4
1
0
1
0
4
0
1
0
4
0
な
1
0
2
1
0
1
0
×
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×
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限
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∩
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O
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4

欄
二
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↓
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↓
　
　
↓
　
司
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↓
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4
0
1
1
0
1
0
4
0
1
0
1
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0
1
0
2
1
0
1
0
4
0
な
1
0
8
4
0
4
2
1
0
1
0
2
4
2
1
0
4
0
1
0
4
0
な
1
0
2
1
0
1
0
　
　
　
×
×
×
×
×
×
×
服
×
　
　
x
×
　
　
×
　
　
限
×
×
×
　
　
　
3
7
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
4
4
　
　
葡
7
　
　
　
　
　
　
　
6
2
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢
　
6
　
　
　
6
　
4

欄
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第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
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第　　　一　　　欄 第　　二　　欄 第　　　三　　　欄

92 U（天然の混合比のもの） 制限なし 制限なし

92 U（天然の混合比を超え 制限なし 制限なし

るものであって濃縮度が

5％以下であるもの）

92 U（天然の混合比を超え 10 1×10儲3

るものであって濃縮度が

5％を超えるもの）

92 U（天然の混合比に達し 制限なし 制限なし

ないもの）

93 235 mp 40 40

93 236 mp 7 正×10鼎3

93 237 mp 2 2×10－4

93 239 mp 6 5×10－1

94 236 ou 7 7×10司

94 237 ou 20 20

94 238Pu 2 2×10←4

94 239Pu 2 2×10桝4

94 2産O ou 2 2x10一指

94 241 oq 40 1×10－2

94 242Pu 2 2×10岬4

94 244Pu 3×10一当 2×10舗4

95 241A田 2 2×iOF4

95 242m`m 2 2×10F4

95 243 `盤 2 2×10－4

96 240 bm 40 2×10炉2

96 24 試X 2 9×10Fi

96 242 bm 40 ユ×10F2

96 243 bm 3 3×10司

96 244 bm 4 4×16司

96 245 bm 2 2×10回4

96 246 bm 2 2×10囲4

96 247 b阻 2 2×10司

96 248 bm 4×10－2 5×10－5

97 247 ak 2 2×10聞4

97 249 a数 40 8×10’2
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第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

98 248 bf 30 3×｝0昭

98 249 bf 2 2×10－4

98 250 bf 5 5×10司

98 251 bf 2 2×10　4

98 252 bf 1×10－1 1×10－3

98 253 bf 40 6x10－2

98 254 bf 3x10昭 6×10｝曙
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別表第二（第四条関係）

　　種類が明らかであって、一種類であり、かっ、別表第一に掲げる放射性物質以外の放射性

　物質の場合の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

特別形放射性物質等である場 特別形放射性物質等以外の放

区　　　　分 合の数量（A値） 射性物質等である場合の数最

単位　TBq （A2値）　　　　単位　　TBq

i　2に該当する場合以外 1の第一欄中のイ、ロ及びホ ！の第一欄中のイ、ロ、ハ及

イ　ガンマ三又はエックス の該当する区分に応じ、第二 び二の該当する区分に応じ、

線を放出する場合（陽電 欄に褐げる数量のうち最も小 第三欄に掲げる数董のうち該

子消滅により発生するガ さいものをAI値とする。ただ 当する最も小さいものをA2値

ンマ線を含む。） し、40を超える場合には、40 とする。ただし、40を超える

とする。 場合には、40とする。

　1

d（γ）

　1　　　　　　　…

d〈・）@1
ロ　ベータ線を放出する場 ど

1合
i

（1）最大エネルギーが 40 4。　　｛

0．1MeV未満の場合 ∈
｝（21最大エネルギーが 40 9・3　　　1

0．1MeV以上0．15Me ！
V未満の場合 ｝

（3｝最大エネルギーが 40 2。3　　　　［

0．15MeV以上0，2Me

u未満の場合 l
l

（4）最大エネルギーが 40 93・10・@i
0．2MeV以上0。5MeV

｢満の場合
｝
｝

（5）最大エネルギーが

@0．5MeV以上0．7MeV

@未満である場合

21 4．6×10日　　1　　　　　　　…

@　　　　　　｝　　　　　　　∫

⑥　最大エネルギーが

@0．7MeV以上1MeV

4．2 46×1㏄l @i　　　　　　　i

未満である場合 i



第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

　〈7｝最大エネルギーが

@　1MeV以上1．5MeV
@　未満である場合

@（8＞最大エネルギーが

@　1．5MeV以上2MeV
@　未満である場合

@（9｝最大エネルギーが

@　2MeV以上である場

@　合

n　吸入摂取又は経口摂取

@するおそれのある場合

@（実用舶用原子炉の設

@置、運転等に関する規則

@の規定に基づく線量当量

@限度等を定める告示（平

@成元隼運輸省告示第八十

@七号）（以下「線量当量告

@示：」　という。）別表第一

@中第二積上は第三欄に数

@量の記載がある場合をい

@う。）

j　サブマージョンによる

@被ばくのおそれがある場

@合（線量当量告示別表第

@一中第一欄に記載してい

@る化学形が「サブマージ

@ョンきである場合をい

@う。）

z　アルファ線を放出する

@場合

6．3×10　匪

R．2×10－1

Q．1×10－1

@…

@｝

`LI
P00

　　　4．6×1G－1

@　　3．2×10　1

@　　2．1×10司

@　AL王（Bq）
@　　　106

cAC（Bq／c㎡）×3．36

@　　　　皿

2　放射性物質が原子核の崩

�A鎖を生ずるもの（以下

@「親核種」という。）であ

ﾁて、その物理的半減期が

親核種及び娘核種に対する1

ﾌ第一欄の区分に応じ、それ

ｼれ第二欄に掲げる数量のう

ｿ最小のもの

親核種及び娘核種に対する1

ﾌ第一欄の区分に応じ、それ

ｼれ第三欄に掲げる数量のう

ｿ最小のもの
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第　　　一　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄 t

その原子核の崩壊によって …

生ずる放射性物質（以下

u娘核種」という。）の物 i
i理的半減期より長く、か

つ、娘核種の物理的半減期

が10田以内である場合

備考　E（γ）は、当該放射性物質の一壊変当たりのガンマ線又はエックス線の総エネルギ

　　一（エネルギーにエネルギー毎の放出率を乗じたものの総和をいう。）をMeVで表した

　　値を、AL夏は当該放射性物質の化学形を考慮しない場合における線量当量告示男i俵第

　　一中第二欄又は第三欄に掲げる数値のうち最も小さいものをBqで表した値を、　DAC

　　は当該放射性物質の線量当量告示別表第一中第四欄に掲げる数量を、それぞれ表す。

四
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別表第三（第四条関係）

　放射性物質の種類が明らかでない場合及び放射性物質の種類が明らかであるが別表第一及

び別表第二に数量が掲げられていない場合の数量の限度

第　　　一　　　欄　　　　　第　　　二　　　欄　　　　　第　　　三　　　欄

区　　　　分

特別形放射性物質等である場

№ﾌ数量（Al値）

@　　　　　　単位　TBq

特別形放射性物質等以外の放

ﾋ性物質等である場合の数量

iA2値）　　　　単位　TBq

1　ガンマ線及びベータ線以

Oの放射線を放出する放射

ｫ物質が存在しないことが

ｾらかな場合

2×10一ま 2×10｝2

2　1以外の場合 1×10一且 2×10－5
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る
告
示
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三
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航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

別表第四（第四条関係）

　　　種類が二種類以上であり、かっ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかである

　放射性物質の場合（別表第五及び別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　　　二　　　　　欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

数　　　　　　　量
区　　　　　分

単位　TB鱗

放射性物質の種類の全部及び種類別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i次の算式を満たすX聖，X2，…，　X。の数量　　　　　　　1

の数量の全部が明らかな場合 X…　　X2　　　Xn　　　　　　　　i
一＋一＋…十一篇1　　　　　　　　　1

X・　　X2　　　　X・　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

放射性物質の種類の全部又は～部が

ｾらかであって種類別の数量の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
泱錘ｮ輔たすX1・………及び・の鞭　　｝⊥．立．…＋上．⊥。1　｝

が明らかでない場合 XI　　　X2　　　　　X・　　　Y　　　　　　　　　i

備考　X1，X2，…，X．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベク

　　レル）を、Xl，X2，…，X．はそれぞれx藍，x2，…，x。に係る各放射性物質に対する別表第一・

　　別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、yは種類又は種類別の数量が

　　明らかでない放射性物質の数量（テラベクレル）を、Yはyに係る放射性物質の種類の

　　曲部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表第一、別表第二又は別表第三

　　に掲げる数量（テラベクレル）のうち最小のものを、yに係わる放射性物質の種類の全

　　部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係る放射性物質に対する別表第三に掲げ

　　る数量（テラベクレル）を示す。

四
｝



別表第五　（第四条関係）

　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部又は一部が明らかで、種類別の分率が明らか

である放射性物質の場合（特別形放射性物質等以外の放射性物質等である場合に限り、別表

第六に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　　　二　　　　　欄

区　　　　　分
数　　　　　　　　　　　　　　量　（A2イ直）

@　　　　　　　　　　単位　TBq

放射性物質の種類の全部が明らかな

鼾

1

f且／X1イーf2／X2＋…　＋fn／X蹄

放射性物質の種類の一部が明らかな

鼾

1

f1／X星十f2／X2十…÷f。／X。十fy／Y

備考　fi，f2，…，f，は種類が明ちかな各放射性物質の分率、　X1，X2，…，X．はf1，　f2，…，f．に係

　　る各放射性物質に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベク

　　レル）を、f，は種類が明らかでない放射性物質の分率を、　Yは別表第三に掲げる

　数量：（テラベクレル）を示す。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

璽



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

別表第穴　（第四条関係）

　　種類が～連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かっ、その混合比が天然のものと等しい

　放射性物質の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

特別形放射性物質等である場合の 特別形放射性物質等以外の放射性

区　　　　分 数量（A1値） 物質等である場合の数量（A2値）

単位　TBq 単位　TBq

その系列のすべての 親核種に対する別表第一、別衰第 親核種に対する鋼蓑第一、別表第

放射性物質（親核種 二又は別表第三の第二欄に掲げる 二又は別表第三の第三欄に掲げる

を除く。）の物理的 数量 数量

半減期が10日を超え

ず、かっ、親核種の

物理的半減期より短

い場合

その系列の娘核種の 次の算式を満たすXl，X2，…，X。の 次の算式を満たすX1，X2，…，Xnの

うち、その物理的半 数量 数量

減期が1順を超え、 Xl　　　　X2　　　　　　　Xn一十　　　十…十　　　瓢1 Xl
{2豊．＋＿＋2L司

又は親核種の物理的

ｼ減期より長いもの

ｪある場合

Xl　　　X2　　　　　X。 X亙　　　X2　　　　　Xn

@　　　　　　　　　　　　i
@　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　i

備考　Xl，X2，…，X．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数量（テラベク

　　レル）を、Xl，X2，…，X。はそれぞれx且，x2，…，x。に係る各放射性物質に対する別表第一・

　　別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。

四
　



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
三
四

別
記
第
一
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る

　
　
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
曲
面
が
滑
ら
か
な
鉛
版
の
上
に
置
き
、
｝
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か

　
　
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力

　
　
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
面
で
打
つ
こ
と
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
版
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

　
　
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で

　
　
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
薗
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
出
る
よ
う
に
固
定

　
　
し
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ

　
　
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製

　
　
丸
棒
の
平
端
薗
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒
は
、
そ
の

　
　
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半

　
　
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

五
浸
膣
試
験

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

うに
こあ
とつ
。て

　は
　　、

供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行

ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
灘
さ
せ
る
こ
と
。

②
　
常
温
の
水
中
に
浸
膣
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
そ
の

　
状
態
を
四
時
間
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

㈹
　
摂
氏
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日
間

　
置
く
こ
と
。

四
　
常
温
の
水
中
に
浸
麗
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
そ
の

　
状
態
を
四
時
聞
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
頗
序
で
行
う
こ
と
。

ω
　
常
温
の
水
中
に
浸
麗
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
そ
の

　
状
態
を
四
時
間
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

②
　
摂
氏
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
問
置
く
こ
と
。

㈹
　
常
温
の
水
中
に
浸
思
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
そ
の

　
状
態
を
四
時
間
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
二
（
第
六
条
関
係
）
L
S
A
I
更
に
係
る
浸
灘
試
験

　
別
記
第
一
第
五
号
イ
ω
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
八
条
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
闘
吹
き
付
け

　
　
　
る
こ
と
。



　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ω
　
そ
の
質
量
が
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
｝
・
ニ

　
　
　
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
｝
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
未

　
　
　
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
「
万
キ
ロ
グ

　
　
　
ラ
ム
以
上
一
万
五
干
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
六
メ

　
　
　
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
〇
二
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
最
大
の
破
損
を
及

　
　
　
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
㈲
　
そ
の
質
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
二
又
は
木
製

　
　
　
の
長
方
形
の
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頂
点
を
下
向
き
に
し

　
　
　
て
、
そ
の
質
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
製
の
円
筒
形

　
　
　
の
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
各
縁
の
四
半
分
毎
を
下
向
き
に
し
て
0
・
三

　
　
　
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
㈹
　
そ
の
質
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
十
三
キ

　
　
　
ロ
パ
ス
カ
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か

　
　
　
大
き
い
も
の
を
二
十
四
時
間
加
え
る
こ
と
。

　
　
ω
　
質
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
メ
f
ト
ル

　
　
　
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も
の
を

　
　
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
叢
も
弱
い
部
分
に
落

　
　
　
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ

　
　
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、

　
　
　
次
の
ω
及
び
㈲
の
条
件
の
う
ち
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を

　
　
　
受
け
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
四
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の

　
　
　
ト
リ
チ
ウ
ム
又
は
編
値
以
下
の
希
ガ
ス
を
収
納
す
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ

　
　
　
っ
て
は
、
こ
の
隈
り
で
な
い
。

　
　
　
ω
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ

　
　
　
　
る
こ
と
。

　
　
　
㈱
　
前
号
ロ
㈲
に
規
定
す
る
棒
を
　
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放

　
　
　
　
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
聞
放
置
す
る
こ
と
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
放
射
性
輸
送
物
に
対
し
て
は
、
次
の
表
に
定
め
る
条
件

　
　
の
下
で
行
う
こ
と
。

曲 輸 あ輸 輸
面 送 る送 送

中 平中 物
水 面水 表
平 平 面
で で の
な

い そ 底
形
状

平 の 面 及
面 他 び

の 位
平 置
面

四 二 八 ‘な 1射一
百 百 百 し トに日

ルよあ
）るた

入り
熱十
（二
ワ時
ツ閤
トの
毎日
平光
方の
メ直

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
三
五



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
三
六

　
二
　
別
記
第
三
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
五
（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う
な

　
　
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
質
量
が
五
百

　
　
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
、
比
重
が
｝
以
下
、
か
つ
、
収
納
す
る
放
射
性
物
質
等

　
　
　
が
特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
放
射
性
物
質
等

　
　
　
の
放
射
能
の
量
が
掘
値
の
千
倍
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
の
場
合
に
は
、

　
　
　
こ
れ
に
代
え
て
、
質
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
縦
及
び
横
の
長
さ
が
　
メ

　
　
　
ー
ト
ル
の
軟
鋼
板
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
最

　
　
　
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う
に
水
平
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が
二

　
　
　
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か
な
水

　
　
　
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
摂
氏
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
閤
置
く
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐

　
　
火
試
験
前
の
輸
送
物
は
、
周
囲
温
度
摂
氏
三
十
八
度
で
平
衡
状
態
に
あ
る
と

　
　
仮
定
し
、
耐
火
試
験
後
は
、
人
為
的
に
冷
却
し
て
は
な
ら
ず
、
別
記
第
四
第

　
　
一
号
に
規
定
す
る
日
光
の
直
射
に
よ
る
入
熱
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
。

　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
問
浸
麗
さ
せ
る
こ
と
。

　
備
考
　
第
｝
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も
の

　
　
　
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
定
め
る
墨
譜
試
験
に
つ
い
て
は
、
別
欄
の

　
　
　
輸
送
物
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
第
六
（
第
八
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
別
記
第
四
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
七
（
第
八
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
別
記
第
五
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
八
（
第
八
条
関
係
）
I
P
－
2
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
｝
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
イ
別
記
第
三
第
一
号
ロ
ω
、
②
及
び
㈲
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ロ
　
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
試
験

別
記
第
九
（
第
八
条
関
係
）
I
P
1
3
型
輸
送
量
に
係
る
条
件

　
　
　
別
記
第
三
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
十
（
第
十
条
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
車
に
係
る
条
件

　
　
　
別
記
第
三
第
一
号
イ
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
輸
送
物
が
長
方
形
で
あ
る
場
合
は
、
各
頂
点
を
下
向
き
に
し
て
、

　
　
　
円
筒
形
で
あ
る
場
合
は
各
縁
の
四
半
分
毎
を
下
向
き
に
し
て
、
〇
二
ニ
メ

　
　
　
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
た
後
、
別
記
第
三
第
一
号
ロ
ω
及
び
ω
の

　
　
　
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ロ
　
別
記
第
三
第
｝
号
ロ
㈲
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
ハ
　
別
記
第
三
第
「
号
ロ
㈲
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
十
一
（
第
十
条
関
係
）
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
う
ち
、
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け

　
　
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
イ
次
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。



ω
　
別
記
第
十
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

②
　
別
記
第
五
第
「
号
及
び
第
二
号
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く
こ

　
と
。

⑧
　
深
さ
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
潔
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

ω
　
別
記
第
十
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
ω
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
麗
せ
さ
る
こ
と
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

四
三
七



　　橿紹鰹上2蝿ゆ鋒姦坦熱餌勲e無劇糊磐砲製鎗ゆ遍01｝乏

第1号様式（第23条、第26条関係）第一類白標識

　　　ク　　　　’35
　　　ト・’、温

　　　　．、　　　　イ
　　　　　＼　　　＼
　　　　　　　イ

　　　0，5センチメートル

虚偽＼
蕊　＼

＼
　　　　ノ　　　　o　　　　　尊．

＼

放　　射　　性
駿幽ゆ1⑪幽¢鷲》鑑

報　　靹　　物

CONT£製↑S
　椴　　Or　能

　ACTlvITY

　　　　　　　　　、偽
　　　　7　　　／

＼，／

　
　
・
・
／

》　　　
　
／

近
影
諺

　／
汽

団司く

注1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性物質等の名称（当該放射性物質等が低
　　比放射性物質等に該当する場合にあっては、名称
　　（LSA一王に該当するものの名称を除く。）及
　　び低唱放射性物質等の区分）を記入すること。こ
　　の場合において、複数の放射性物質等が収納さ
　　れ、又は包装されているときは、そのうち代表的
　　なものの名称をできる限り記入すること。
　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性物質等の放射能の量の合計をベクレル単
　　位で記入すること。ただし、核分裂性物質のみが
　　収納されている場合には、放射能の量の合計に代
　　えてその質量の合計を記入することができる。
　4　2及び3にかかわらず、収納され、又は包装さ
　　れている放射性物質等が異なる二以上の放射性輸
　　容物が収納され、又は包装されているオーバーパ
　　ック及びコンテナにあっては、収納物及び放射能
　　の欄には「携行書類を見ること（See　Transport
　　Docu国en£s）」と記載することができる。5本邦内のみを輸送されるものにあ。ては薙のi

鶉動戴舗無難要rて1ま躰1
6　億彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 五

三　葉　マ　一　ク 輩

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字： 黒

斜　線　の　部　分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　　線 黒



第2号様式（第23条、第26条関係）第二類黄糠識

き、

　、ぐぜ
　　　　＼∠．2

α5センチメートル

／

握慧職聖舶ゆ繕姦超鼻融帥e癖弱塒糾砲製禽ゆ劔旨

注1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性物質等の名称（当該放射性物質等が低
　　比放射性物質等に該当する場合にあっては、名称
　　（LSA－1に該当するものの名称を除く。）及
　　び低比放射性物質等の区分）を記入すること。こ
　　の場合において、複数の放射性物質等が収納さ
　　れ、又は包装されているときは、そのうち代表的
　　なものの名称をできる限り記入すること。
　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性物質等の放射能の燈の合計をベクレル単
　　位で記入すること。ただし、核分裂性物質のみが
　　収納されている場合には、放射能の壷の合計に代
　　えてその質量の合計を記入することができる。
　4　2及び3にかかわらず、収納され、又は包装さ
　　れている放射性物質等が異なる二以上の放射性輸
　　三物が収納され、又は包装されているオーバーパ
　　ック及びコンテナにあっては、収納物及び放射能
　　の欄には「携行書類を見ること（See　Transport
　　Docu肥ats）」と記載することができる。
　5　輸送振数の欄には、輸送指数を記入すること。
　6　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の
　　部分を、本邦外を輸送されるものにあっては日本
　　語の部分をそれぞれ削ることができる。
　7　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 蚕

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 選
評　　　分　　　　線 黒

副11・震



　　凝剰輝違蝿ゆ溢姦坦馨翻沸e無製期掛韻毘鎗燗ロ終

第3号様式（第23条、第26条関係）第三類黄標識

　　　　　＼％尊、

／槍、

＼

＼
　　　　／o
　　　　　碁．

轟酬（鉱α趨難　／ノ

鍵ザ．　　　　　　／
　ACTlVITY

　
カ
　／

／
／

　
／
／
、
／

　
／
／
．

癩
／
％
／鹸

将

　
　
　
　
　
　
　

　
　
＼

　
　
κ
を

／

／

日団○

注1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性物質等の名称（当該放射性物質等が低
　　比放射性物質等に該当する場合にあっては、名称
　　（LSA－1に該当するものの名称を除く。）及
　　び低比放射性物質等の区分）を記入すること。こ
　　の場合において、複数の放射性物質等が収納さ
　　れ、又は包装されているときは、そのうち代表的
　　なものの名称をできる限り記入すること。
　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性物質等の放射能の量の合計をベクレル単
　　位で記入すること。ただし、核分裂性物質のみが
　　収納されている場合には、放射能の騒の合計に代
　　えてその質量の合計を記入することができる。
　4　2及び3にかかわらず、収納され、又は包装さ
　　れている放射性物質等が異なる二以上の放射性輸
　　寺物が収納され、又は包装されているオーバーパ
　　ック及びコンテナにあっては、収納物及び放射能
　　の欄には「携行書類を見ること（See　Tra駐sport
　　Documents）」と記載することができる。
　5　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。
　6　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の
　　部分を、本邦外を輸送されるものにあっては日本
　　語の部分をそれぞれ削ることができる。
　7　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

庭の鮭劃　白
@黒@藁隅憎1，隔幅「心・1・1脚7　印　…1叩．り



第4号様式（第23条関係）三葉マーク

r6ぴ

10Z

』

1覧
2乙

。
鋒
駄

握剰騨工2妬ゆ療寸寸鄭劉鞭e寸寸糊聾姻製£ゆ恥旨

注1　選は、0．2センチメートル以上とする。

　2　色彩は、黒とする。

蟹9ii



　　擾韻物思嘱ゆ漆姦憎憎沈酔e癖細管騨如｛霞£ゆ避01矯

第5号様式　　（第23条、第26条関係）

コンテナ標識

撫

2．5旦

轟轟
畠

＼＼ 放　　蛸 性

瓢　　　　　　　ボ

＼》／

臼帥i

注’

1
2
0
0
4

三葉マークは、第4号様式によるものとする。

2は、0．5センチメートル以上とする。

数字「7」の高さは2．5センチメートル以上とする。

本邦内のみを運送されるものにあっては英語の部分

を、本邦外を運送されるものにあっては日本語の部分を

それぞれ削ることができる。

5　国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示

するものとする。この場合においては、　「放射性（RADI－

OACTIVB）」の文字を削ることができる。

6　色彩は次表によるものとする。

部　　　分 色　言

上半分の地 黄

三葉マーク 黒

下半分の地 白

文字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



第6号様式　　（第23条、第26条関係）

国連番号標札

　　1センチメートル

⊥π i
Σ2tンテメートル

；

一」
zセンチメートル

注　　色彩は次表によるものすとる。

　　　　　部　　　分　　色　　影

　　　　　地　　　　　　　　だいだい

　　　　　ふちの部分、　　　黒

30センチメートル

擾寒燦≧2蝿ゆ藩姦躍鼻心惑e癖溺鯛斜如｛溜鎗燗晒 欝9期
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空航第1212号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言己

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成2年12月28日

91巨1団

1．規則簿の改正に伴う主たる条項の解釈及び取扱い

殿

運輸省航窪局長

（1）　告示第4条（L型翰出物として翰送できる放射性物質等）関係

　　r運輸大層が適当と認める試験」とは．国際撰；準化機構の文柵工SO2919－198

　D「密封線源一分類」のクラス4街撃試験、クラス6温度試験及びISO／TR

　4826－1979「密封線源一躍λい試験法ユの試験をいう。

（
U
e
申
）
遡
璽
曙
晦
斜
墾
細
癖
曜
○

放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について

　国際原子力機関（IAEA｝の1985隼版輸送規則及び国際民聞航窪条約の附属

書18に基づく技術指針1991～1992年版の国内法への敵り入れに伴い．今般

、航空法施行縦購（昭和27年運翰省令第56弩9以下「規則」ヒいう。）の一部を

改正するとともに．航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年

運翰省告示第587号）の全部を改疋し、新たに航空磯による放射性物質等の輪送越

準を定める告示（平成2年運輸衝若示第6工0号。以下r告示」という。）として、

平成3琢1月1日から施行します。施行に当たっては、下醤己に従って運爾することと

いたしましたので、関孫者に周知徹底方よろしくお纐いいたします。なお、放射性物

質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送競制について（昭和53年2月18

日付け空航第74号）は至発止いたします。

（2）　告示第8条（放射性輸送物の幽準）閲係

イ　内表面の「放射性」簿の文享は、原則として1cm角以上の大きさとする。

ロ　r運輸大疑が適当と認める場合」とは、液体状の放射性物質等を暇聴する目

　的で設計され．かっ、内閣総理大臣．科学技術庁長官又は運輸大臣の確認を受

　けたB型輸送物の響器を使用する場含奄いう。

ハ　第6号及び第7号にいう「桝目大臣が適当と認める碁準」とは、国際標準化

　機構の文書ISO呈496／レ1978「シリーズ1」の規格及び試験結果をいう。

（3）　告示第13条（取扱場所）関係

イ　「関係者以外の者」とは、旅客その他の当該積卸し作業に開係のない者をい

　う。

ロ　蔵置場班においては、被ばく防止の配慮がなされ、かつ、鄭故時等の措蹟が

　作藁風等に周知されていること。

（4）　告示第14条（積載方法）関係

　　　「汚染の有無」については，当該航空機に係る月聞の鞭送指数の含計がユ，

　　500を超える場合に検査するものとする。



（5）　告示第16条（Σ麗載瀞1経艮｝関係

イ　　「火薬類」、　「高圧ガス」．　「腐食性液体」、　r引火性液体」とは．それぞ

　れ航憲機による爆発物等の輸送論評等を定める告示（昭和58年中輪西告示第

　572号）第1条第皇項に規定する「火藥嬢」、「高圧ガス」．「腐食性物質

　」　（液状のものに限る。）．「引火性液体」をいう。

ロ　「混載」とは、同一の貨物塞に放射性輸送物等を蟹載することをいう。この

　場合において，貨物室の法狭は問わない．

ハ　L型輸送物と他の物件を混載する場合には、それらの悶に十分な闇隔を取る

　こと。

（6）　告示第17条（オ．一パーバック、コンテナ及び航空磯に係る線盤当量率等

　　）関係

　　　r運輸大臣が適当と認めた煽合」とは、輸送毎に関係者が特定され、航窒機

　の積載場駈にこれら以外の者が立ち入ることができないよう犠躍されていると

　ともに航空機乗組貫等に対する被ばくがないことが確認された場含とする。

（7）　欝示第20条（鍛扱方法等を紀引した審類の携行）関係

イ　「翰送に関して留意すべき事項」には、当該放射性戦訓物等に収納されてい

　る放射性物質等の名称に種類以上の放射性物質等が収納されている嚇合は、

　そのうち主たるものの名称）及び放躰能の艶（ベクレル単位で表すこと。）が

　含まれるものとする。

ロ　航憲機乗紐風及び客甕乗務畏に対して、書類の主な記載内容等を周知するこ

　と。

（8）　告示第21条（B飼型輸送物の輸送条件）関係

　　　r放射性物質の取扱いに関し専門的知識を有する灌」とは、次のいずれかに

　該当する鷺（核燃科物質の取扱いに関しては、ホに該蚤する灘を輪く。）とす

　る。

イ　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法徳（昭和32年法律箆

　166聲。以下「原子炉等規制法」という。）繁41条の際芋炉主任技衛者免

　状を脊する者及び原子炉輩任継術者試験筆認試験合楕者

ロ　原子炉等規制法第22条の3の核燃料取扱主任者免状を奪する者

ハ　放射牲同位元素等による放射線障轡の防止に腿する法律（昭和32年法律第

　三67号。以下「放射線陳書防止法」という。）第35条の第一種放射線取扱

　主任蕎免状を有し、かっ、核燃料物質の取扱いに一年以上の経験を有する者．

二　放射線障憲防」ヒ法第35条の第二種放射線取扱主任者免状を有し、かつ．核

　燃料物質の取扱いに二無以上の経験を有する者

ホ　放射線障憲防1ヒ法第35条の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放琳線

　取扱主任者免状を有する者

へ　放射性物質の取扱いに関し、イから虜までに掲げる者（核燃料物質の取扱い

　に関しては．イから二までに掲げる者）と同等以上の知識及び経験を有すると

　認められる者

（9）　告示第23条（標識又は表示）関係

イ　「A型」又はrTYPE　A」の文字、「BM型」又はrTYPE　B｛M

　｝」の文寧及び「BU型」又は「TYPE　B（U）」の文寧並びに総質量を

　衰示する場余は．それらの文字又は数字の各々を原則として無色で白地の上に

　三cm角以上の大きさとなるように袈示しなければならない。

ロ　航空機朋コンテナ（ULD）への表戸については、第1贋の標識を用いても

　よいものとする。

（10）　告示第24条（核物質防護に関する基準）関係

野晒躍鼻鶴凶5溢蕪蓑鼻麟慧妬O》塁壁粕冨訳響町e癖劇緊建羅Oニトノ（戦癖隅一解題蝋纈姻一申Q1） 蟄麗漏



溢孫超鼻餌薦為鋒譲麺鐸駕思妬○トノ襲憲初冨畏鼻辻Q癖細鰯羅思03トノ（二二細二二眼畷璽姻一申QD 旧訓く

イ　「輸送計画蚕」については、荷送人、荷受入及び運送人が協議を行い、さら

　に、空港管浬者とも相談したうえで策定するこヒ。

　　また、　「靹送計画善」に壽己載する脚項のうち、「〔？）その他必要な硲項」に

　は、「輸送計画欝」の内容の不必要な分散を駒とするための方法を記載するこ

　と。

ロ　「連縮通報体制」については、翰送貴ほ者と懸定運絡鵜飯；こおける荷送人又

　は荷受人が随時運用をとり得る体制としておくこと。また、繋急時の連績体制

　についても治安当局等とも打含せを行った上で別途整備しておくこと。

ハ　r核物質防護上の欝罎について知識と経験を喬し、輪送中の核物質防護の実

　施に関して貨任を有する者」とは、当該輪送において統括的責任を有する者で

　あって．核物質の輸送に関する業務について熟知しており、かつ、その経験を

　有する者をいう。

二　「壁備人」とは，空港警嫌及び核物質防護のための警備に関する知識と経験

　を有する者をいう。

ホ　箪1号ホ〔n及びチの「錠及び封印等」には、輸送物の包装が含まれるもの

　とする。

（ユ三）　告示第27条関係

　告示第7条に規定する放射姓物質等を輸送する場合は．輸送経路の選定にあた

って、窟然災害簿による突発的な事態が生ずる可能性が少ない地区を通過するよ

う配慮すること。

（正2）琢1一己第八関係

　　「運輸大臣が適当と認める試験」とは、国際連合危険物輸送に関する専門家委

　員会の危険物の輸送に関する勧告の包装等級mの試験をいう。

（13｝被ばく防止のための措躍

　イ　放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件（以下「放射性物質等

　　」という。｝の輸送に従縦する者（以下「輪送従事者」という。）の放射線

　　被ばくが一一離人並の年間ユミリシーベルト以下となっていることを確認する

　　ため，一目機漿組夙、客甕乗務員及び地上作山山について、それぞれ別記第

　　1に定めるところにより年闇被ばく線量〔RY）を算出し、飯年2月末日ま

　　でに萌口分をとりまとめ，運輸省航一局技術部運航課危険物輸送対簗瀬あて

　　轍告すること。

　ロ　輸送従瓢品目ぴ旅客の被ばくを防止するため、輸送指数を算出することと

　　されている放射姓回送物及び放射性輸送物としないで輪送できる放射姓物質

　　等を輪送する場合は、これらを客室及び操縦室の隔壁又は床而から別表第1

　　に掲げる矩離以上の距離をおいて積載すること。

2．巡輸大臣の確認に係る取扱い

　（三）放射性輪送物の確認

　　　イ運輸大臣は規1｛li第正94条第2項第2号ハ、二又はへ（放射性華愈畠物に関

　　　　する技街上σ）碁準に係るものに限る。）の規定による確認（以下r放財性輸

　　　　送物の確認」という。）を行う場含には、次のi）～iv）に掲げる堀合を

　　　　除き、績載前に発送時検査等を適宜行うものとする。

　　　　i）核分裂性輸送物にあっては、告示第三1条簗1項第1号の書面の提出が

　　　　　あり、かつ、輪送しょうとする者が溺褒第2により発送時検査を実施する

　　　　場含

　　　i三）核分裂雪輪送物以外の放射性輪当物にあっては．告示第三1条第1項第

　　　　　2号の確認がなされる場合

　　　Hi｝告示第7条第三号から第5号に該当する放射性物質等を収納した放肘性

　　　　輸送物にあっては．告示鎗1ユ藁第2項第1母の欝砺の提出があった場合



iv｝放財性物質等が本邦以外の地において遜輸大臣が適当と認める外国の法

　　令に基づき放射姓輸送物とされる堀含

ロ　放射性輸送物の確認を受けようとする者は、輸送のつど、別記第2の放射

　性翰得物確認申請蕾記載要領に従い作成した様式第！の申請書を提出し．確

　認を受けること。

ハ　放射性輸送物の確認を申遣しようとする者は．輸送を開始しようとする日

　の原寸として1ク’月前までに当該申請欝を航窒局技術部運航諏に提出するこ

　と。

（2）放射性嬢焼物の押送の確認

　イ　運餓大臣は規貝li第194条第2項第2尋ホ又はへ（放射性輸送物に関する

　　技術ま：の基準に係るものを除く。）の確認｛以下「放射牲鯵送物の輸送の確

　　認」という。）を行う場合は、次の⇔及びii｝に掲げる場合を除き．輪送

　　前に縦載時検査等を適竃行うものとする。

　　i｝放射性輪送物が運輸大更の鮨題する者により翰送．される煽合。この場合

　　　、当該日旨定を受けようとする者は、刑詑第3の放射性翰送物輸送者指定串

　　　田下記載要領に従い僅成した様式第2の串可罰を航空局技術部運航課に提

　　　出すること。なお、携定販澗は原則として1ヶ年とし、運輸大臣が必要と

　　　認めるときは，銀建を取り消すものとする。

　　三i｝放舜・｝性輸送物が本歩匹外から本邦内へ又は本邦外の問を輸送される場含。

　ロ　放射性輸送物の輸送の確認を受けようとする潜は、様式第3の申請憲に、

　　当該輸送の安全性を証する別記第4の輸送計画轡記戴要領に従い．作成した様

　　式第4の輸送計春日を添付して申請すること。

　ハ　放射性輸送物の翰墨の確認を申請しようとする者は、搬送を開始しようと

　　する日の原則として3週簡前までに当該車請欝及び輸送計画藩を航空局技術

　　部運航課に提出すること。

男薙撃そ第i　（1、　（13＞ロ董鍋｛系）
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核分裂性鯖送物発送時鹸褒要領

旋f三贋目 駐走z橡 挽　　　配　　　万　　法 食　　　　陥　　　　馨　　　　稿

BM　BU 腺懲餌掬π等を我納した状態で敦射隆輪過物の外口を 虜．郡れ．璽袈及び形状に民常がなく．ふた．バルブ開91藩が完儀に竃鍾
外　観　度　f己

A 日溌で険髭†る9 されていること．

BM　BU 空容診ε吊ワ上げた状腫におけ看外1疑を巌fこする9 a㍉．ヒげ装遭に異需の窪いこと。

酷　上　げ検髭
A

SM　Bじ 散ミ忙ヒ姶送梅の巴重股を険藍†る。 噸‘1，君に記程された，巨殻且ス　Fである　二　と。

重　量　検　だ
A

凝函19焼田艮殿 BM　BU
ﾉ

スミやL畳によウ敗射卜L愉遇拘の表面「ケ染寓慶を険僅す

驕B

アルフγ掩轍出する，三搬謝鋸男【；あってはO．唱q／‘冠以下．ア〃フ7職

�匤･しない「£進斜鞠質等にあっては．1恥／扁以下であること．

BM　BU 桜慾鍾掬賀等を獄納した状感に％けるr嫁毘a弔及び 壕盤纈琶軍が我蒔で2隅S》／hr．　量田のliL雌に翼いて0．董伽SΨ／hr以下で

瞭2勘鍾弔検査 A 中潮子壌腺「‘を弔をサーベイノータ等で険仮†る。 あらこと．

BM　BU バスゲ7卜．中性千璽駁樗等の序在．形状等をH観に 費形　噛経書員等の號常∂；ないこ　と。

未鑑　界　検　鮭
A より醗責†る3

τD　α醜拘の外蝦，葡改厚を襖な†る9 曜P蒲遡に記織され尾詮‘隆fl徳膚足しかつ．，1齪に毘常がないこと・

1ゴ｝使醗満謎nについては、運軽記蟻等により敗射能幽 し1｝論凋に起貫さnκ設詩条fFを貞妃すること“

8舗　BU
三型．ウラγ・翫這．濠臨度，燧醸，発勢娃．冷耳

載酌掬罐fピ 日a等ε険淀する。

A ①　新燃鱈については．・E騒、濃闘度等を醸4†る◎ Il監あ鴇によ二織されな設’1．築畔を画工↑ること可

‘め　燃軽以斗の冷昂材等の獄擢1掬についてもその存任 串晶宕に起蔓されπ設詳条件を引足†ることゆ

、縫等と検だ†る。

十分に引衡に遷した状腫で50℃　（ψ珊債哉でない哨合言＝50冨｝以ドで

畠慶翻定演死 8M　BU ．鞘姓臓送髄灘齢薦聴飼廻†る。
あうこと。

へ’1ウムヲータタスト．加撫麟酸試魑」々＝露突訊験尋 潟洩串が巾離露にエ岐されな伊i以ドであること。

気蜜漏洩験泥 8M　8u により澱面βを検丘†る。

忌E力肉廻駐党 BM　BU 圧フ31f等によウ教鍛性臨愚梅の内【Eを快琵するり Il噺嘗に£蔓さfL畠設二｝条昨を膚足し．1・5》に弔詩状懸に逮していること。

注，　BM．　BU．　A：8M型縞鱈衝．　BU璽嫡遣鞠及びA型臨塔掬転示†o
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｛1＋（輸送物一礪0）平均薩径）xレ2｝2
X

（輸送物の中心位置から客室又は操縦席までの距離）翼

x　（鞠鞭照〒麟）．（当灘線の週の乗務時闇）
　〔1便当たりの平均飛行時間）

x2

　　　　　　　　　　　　〈T1）
　RY響2．17x1『3x　　　　　　　　　　搭載従事者数（N）

ロ　三ヒにベルトコンベアーを用いて搭載する場合

　RY＝3，＄5x1『3×（TI／N）

ハ　主に予1別業で搭．制する場合

　RY二2．7B×10騨z×（T王／N）

2．輸送従毒者の卑閤被ばく線盤の算出条件

【地上｛口業員の年間被ばく線鍛1

　（1）トラフィック．上屋等において作業を行う場合

イ　輸送物がULDに収納され．フォークリフトにより積み鱈けられる場含

RY・一・一・× ｼ響轟轟驚辮器愉…一’5

　　　x（TI）

ロ　L型翰送物がUしDにより又はA型輸送物がパラ積みにより稚～み付けられ

　る場合

　RY＝2．36x10－3x（TI／M）＋2．13XIO－5x（TI）

ハ　輸送物の大辛がバラ棲みである場合

　RY＝L24x玉0一＝×（TI／M）十3．25×10’⊆x〔丁工）

　　　　＋8，55×10・8x｛FrIx総取扱い咽数（L）／（M》｝

（2）搭載作業の場合

イ　ULDをリフトで持ち上げて搭載する堀合

（ll　各路線の片道を一路線とする。この場合、二地点悶を直接結ぶ片遊を一つ

　　の絡線とし．経由地がある場合は、呂発地日経由地、経由地→経由地、経由

　　地一・到毫｝地というように分捌されたそれぞれを一つの艶出とする。

（2）　国薩線航窒機乗組員は、常に特驚星姦線に乗務すると考える。特走路線は、

　　放射性物質等の輸送が行われている艶線のうち．当該路線の輪送指数の年間

　　合計｛嘩当言郷線の年回就階数で割った平均値が高いものから瀬に3路線

　　選定する。

（3）　脇目線．では、旅客機．貨物機の区別はせず，距離の補正係数は全て貨物機

　　の繊を用いる。この場合、輸送物は上部貨物室内にランダムに積載されてい

　　　るものとする。　ト

（4）　客室乗務員及び劉内線航窒機乗緯興は．稠内線又は国際線のいずれにおい

　　　ても全回線に平均して乗務するものとする。

（5）　「平均年間乗務時悶」は、特定路線しか考えていないので「当該路線の1

　　　回の乗務時悶」xr当該路線に乗務する回数」と等しくなる。従ってf平均

　　年間乗務口寺閣」の算定に当たっては、　「平均年間飛行時悶」に「放射性物質

　　等を稲載している航窒機に乗務したときのブロック・タイム以外の時間jX

怒藤懇§翌翌b義塾起鼻甑せ％Oトノ愛蘇粕罵収鼻趣e鐙細鰹羅思03トノ（鰻癖簿擾鋼暎蝋咽遡一申eD 団91・く



　　　　鑓茜超鼻無薦絶怒姦

　　　「平均無問乗務回数」を加えればよい。

（6）　「翰曲物1側の平均直径」は0，5mとする。

（7）　「輪送物の中心位置から客室又は襟縦室までの鎗離」は下記の要領により

　　算出する。

　　イ　輸送物の貨物室内での穰戯場醗については、特に異なる取扱いがなされ

　　　ている場合を除き、当該路線の全便について、輪送物は貨物窪中央に積載

　　　されるものとする。

　　ロ　踊離の騨出に当たっては、機体左右方向の成分は無視してよい。

　　ハ　輪送物の中心位置から操縦室までの艶離の算出については．航空機桑組

　　　員は乗務時悶中，操縦窒に座っているものとし、翰送出から見た航突機桑

　　　給畏のうち輸送物に罎も近い位置にいる者までの距離を当該顕離とする。

　　　この場合、輸送物の平均的位階を次の式により算出する。

週鼻鼠慧％○ト・愛嶽拍嘉叙鐸虻Q蘇溺緊羅！205ト・（潮鐙細凝起艇脚製遡一申eD 罠網○

　　W　　　　　　£　9　－　e　g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　9七an魑L（f／9）一ヒan騨9（e／9）

　　　但し．e；操縦煽から上部貨物窪叢前方壁までの水平距離

　　　　　　f＝　〃　　　　　　最後方壁　　〃

　　　　　　g＝　〃　　　輪曲物中心までの垂蔽川州

　　　　　　w＝輸送物の平均的位躍（即ち．その位麗に積載した場合貨物

　　　　　　　　審内にランダムに旧旧した場合と等しい放射線量を受ける

　　　　　　　　こととなる‘立山）

二　輪送物の中心「立置から客室までの距離の算出については．次のとおりと

　する。

　⑥　輸送中、客室乗務鼠は客室内を均等に歩き回るものとして輪送物から

　　見た客室乗務畏の平均的な位躍を次の式により算出する。（國参照）
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1

　　但し、ヒan’Lはラジアンで目した櫨とする。

⑤　輪紅色の中心位鍛から客室までの距離を次の式により算出する。
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　輸送物中心位護から客室床1醒への垂線の足を基準点0とする。

　また，輸送物中心位牌から亟準点0までの距離を。とする。

基準点0を原点とし．機体軸に平行に機体後方を正とする座標軸をとり、客

室罎前方壁をa、客室簸後方盤をbとし．客室乗務展の平均的位鐙をxとす

る。従って．a、　b、　xは藻準点0より機体前方側にあれば勲の値、機体後

方鮒にあれば正の鍍となる。



（8｝　r平均年鑑飛行時闇」は、一乗塾風の全路線にわたる年頭飛行時悶（ブ。

　　ック・タイムで衰したもの）の平均纏とする。

（9）　「嶺該銘線の1回の乗務時鶏」は．楽該銘線のブロック・タイムに含まれ

　　ない離陸前．癬陸後の機内に滞筏する時閣として、それぞれ30分含計1

　　時聞を、ブロック・タイムで表した飛行時悶に簾算した燈とする。

（1①　　「1便当たりの平均飛行時闇」は．全路線にわたる全便の飛行時悶（ブロ

　　ック・タイムで表したもの）の年闘合計醸を、金路線にわたる琿閣就航便数

　　の合計櫃で躍うた殖とする。
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冠誓言己第2　〔2，　（ユ）　ロ関｛系）

　　　　放射性輸送物確認申請書記載要領

（1）用紙の大きさはB本コ〔業規格A列4番とし．横欝きとすること。

（2）2の「輸送容器の型式又は名称」は、輪送容器（以下r容器」という。）設

　計暫等において罵いられる廻附の型式又は名称及び容器の製造書号i毘びにf核

　燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通違）」　（昭和52年：2月8

　日付け　52安局第405号）に蓋づき科掌技術庁原子力安全局長の行う容器

　登録の登鍛番号を有する場含には、その番号を記戯すること。

（3）3の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第194条第2項第2号及び

　告禾第2条に走める輪送許容放射性物質等に該…讐することの説明及び下記の例

　に従い規則第194条第2項第2号イ、二及びへに規定する稲類を記載するこ

　と。

　　例　　O型輸送物（核分裂性輸送物、告示第7条第○母の放射性物質を収納

　　　　した輸送物）

（4）4の「別送物の概要」は．①容器の材料及び構遣、②輪送物の主要諸元（畏

　さ、輻．高さ及び雪質麗1、③容器の設計仏名、襲造者名及び所筍無名等を詑

　載するとともに．輸送物の写真又は説明隠を添付すること。

（5）5の「輸送物が規則及び誤伝窓機による放射老生物質等の輪送基準を定める告

　示」（平成2年運輪省告承第6正0号｝に定める技術士σ）基準に適含すること

　の説明」には．安全解析書を別紙として添付すること。ただし、過去に安全解

　析書が添付された嫡送物と同一の餓尋物（型式及び種類並びに収納される放射

　雪生物質等の名称及び数量が同一であるものをいう。）を作成する場合は、当該

　墾田の適合性についで簡単にとりまとめ記載することにより当該安全解析書の

　添付にかえることができる。

（6）6のド収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送する放射性物質等

　のデータを記載すること。

（7）6（ユ）の「名称」には．当該放射性物質等の化学式についても記載するこ

　と。

（8）6（4）の「物理的．化学的性質」には、当該放射性物質簿が特溺形に該当

　するか否か及び気休、液体又は固体のいずれであるかについても記載する

　こと。

（9）6（6）のf吸収線漿率∫は，劣化ウラン．天然ウラン、トリウム又は低濃

　縮ウラン（濃縮度がIO％未満のもの｝の照射された直後の吸収線置率を記載

　し、その他の場合は翰送時点での吸収線鍛率を記載すること。

（1ω三ユσ）「その他の特記事項」には、申請の時点でわかる範囲で放射性物質等

　の馬途、発養地等を簡単に記載すること。

　　例l　rOO発眠所の○○炉照の燃料を加工するため、○○から○○加工工

　　　　　場へ輸送するoj

　　例2　「医療用大鼠照射線源とするため．○○事難所から○○病院まで輸送

　　　　　する。」



寧1言ε第3　（2，　（2）イi）撰｝f系｝

　　　　放射性輸送硯海捌者捲定中請書野駆載要領

宕1膿己第4　（2．　（2）・ロ関係｝

　　　　輸送計画書記載嬰領

（1）「肩紙の大きさは日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

（2｝代理申諺の嶋含にあっては、申譜者欄には本入たる鮨定を受けようとする者

　の氏名又は名祢及び住所も明詑すること。

（3）2のr航窒遜送寧業の概要」は．①資本金．②当該航空運送事業のための

　事務所その他の那業所の名称及び所在地、③就航路線の趨点婿航地及び終点並

　びにそれら桐互悶の距離、④使馬航窒機の総数並びに各航空機の型式、国籍記

　号及び鷺録記号．⑤運航回数、⑥整備の施設及び運航管理の施設の概要．⑦航

　窒従事霧の資格別の数及び運航管瑠者の数、⑧旅客及び貨物の年間輸送突績及

　びそのうち日本発糖の案績（過去5隼間）を紀載すること。

（4）3の「事故の概要jは、事故の日時、場所、鋸故の懸様、被ばく者の数及び

　事故の原因について記載すること．

（5）4の「放射性輸送．物輸送管理体制」は，放射性輪送物の輸送に係る施設の驚

　爾及び管理の状況、社内各部門翻等の通常時及び緊急9寺における達縮体縮llにっ

　いて記載すること。

（6）5のfその他蒋記すべき耶項」には，近々の放射性物質簿の輸送予目刺を記

　載すること。

（ユ）閉紙の大きさは日本工業規格A列4番とし、横密きとすること。

（2）！のr輸送の目的」は、輸送する放射性物質等の用途、発着地簿を簡潔に記

　載すること。

　　例夏　「○○発電所の○○冒用の燃料を加工するため、○○から○○カII工工

　　　　　場へ輸送する。」

　　例2　「薮療用大嶽照躬線源とするため．○○事業所から○○病院まで輪送

　　　　　する。」

（3｝4の（1）から（3｝まで0）「出発日時」，「到穏籏時」及び「経由日時」

　は、日本時問で紀陣すること。

（4）4の（2）及び（3）のr到着空港名」及び「経由空港名」は，予定される

　代替空港名も詑騙すること。

（5）当該輪冠物にっき，放射性目送物安全基準適合確認書等の写しを添付する嚇．

　合は．5の（4）（輪送物の主要諸売に関する記述及び輸送物を示す写翼又は

　説明鴎0）添付を除く。）、　（5）及びGO｝についてはこれを下町することが

　できる。

（6）5の（2）から（IO）までについては．輸送物ごとに紀罪すること。

（7）5の（2｝の「靹送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」とい

　う。）設計者等において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番辱並

　びに「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通達）」〔昭和52年

　　12月8日付け　52安局第405号）に基づき科学伎術庁原子力安全局艮の

　行う容器登録の登録番号を有する場合には、その番号を記載すること。

（8）5の（3｝0）「輪四物の種頚等」は．当該輸送物が規則第194条第2項第

　2号及び告示第2条に定める輸送許容放射性物質等に該甕することの説明及び

　下思の例に従い規則第194条第2項第2号イ、二及びへに規定する種類を記

　捌すること。

　　鰍　　○型輸送物（核分裂性輸送物、告示第7条第○号の放射性物質を堰納

語論坦§網函b繕藤坦鐸認尼蝿eトノ慶惑粕冥契§辻e綴掴緊羅尼〇ニトノ（壷鐙締擬忌H面面遡珊一申el） 鐵国111
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　　　　した輸送物）

（9）5の（4｝の「輸送物の概要」は、①容器の材料及び構造、②輪回物の主要

　諸元（長さ．幡、高さ及び総質癒）、③容器の設計匿名、製造暫名及び所有者

　名山を記載するとともに．輪旧物の写回目は説明國を添付すること。

（10）5の（5）の「収納している放射性物質等の佳様」は、実際1こ輸送する放射

　性物質等のデータを記載すること．ただし、吸収線撮率については、劣化ウラ

　ン，天然ウラン．トリウム又は低濃簾ウラン（濃縮度が10％未溝のもの）の

　照射済燃料にあっては照射された直後の値を記載すること。

（i1）5の（5）の「収納している放射性物質等の仕様」のうち．「名称」には化

　学式も．「物理的、化学的性質」には、特”腰多かどうか・気体・液体又は曝体

　のいずれであるかについても記載すること。

（玉2）6のrコンテナで輸送する場含」の記載塩項（（ηを除く。》については．、

　翰送物を収納するコンテナ毎に記載すること。

（13）6の（8｝の「コンテナの外観図」は、三顧図及び鳥かん図によることとし

　．かつ．告示第23条に規建する標識又は表示が付され．又は行われているこ

　とを明示しうるものであること，

（14）7の（1）の「航空機の概要」は、航空機の型式、國籍言己号、登録記号．旅

　客機と貨物機（現に旅客が搭聞していない航空機をいう。｝の溺等を記載する

　こと。

（i5｝7の（3）の「航窒機への犠蔵方法及び固縛方法」は、積載位蹴（告示第1

　　4条第2項の旅客等が通常梗用する区画への田川禁止．告示第三6条0）混載制

　隈及び通達記1，（13）ロの積載距離制限の遵守状況がわかる航窒機貨物寵

　の見取図を添付すること。〕並びに移動．転緻i、転落等により放射性輪遂物の

　安全性が損われないようにするための固目方法等の措置．核燃桝勿質にあって

　は臨界防1ヒのための措巌及びBM型輪送物及び13U型輸送物にあってはその表

　而の温度が50度を超えないようにするための措置について記載すること。

（乳5）8の（1）のf翰送責任者及び輸送実施者〔目凹等）の氏名等」には．告示

　第7条に規定する放躬性物質等を輸送する場合にあっては、輸送貴任者が核物

　質防護上の措置について知識と経験を有することの説明及び輸送資任者が講じ

　　る措置の具韓的内容についても紀明すること。

（i7）8の（3）の「貨物搭載要領」には．　BM型翰送物又はB橘型輸送物が収納

　されているコンテナを輸送する場合にあっては、立ち会う専門家の氏名並びに

　放射線測定器及び保護員の携行状況についても記載すること。

（且3）8の（4）のギ事故時の措置」は、事故時の応急措雄．連銘体制等を記載す

　ること。
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年　　月　　日

　下記の放射性輪送物（以下「翰送物」という。）について、航空法施行窺則（昭和

27年運輸省令第56号。以下「規則」という。）第194条第2項第2艦｝に蕊つく

翰送物の確認をしていただきたいので、「放射性物質及び放射性物質によって汚染さ

れた物件の輸送路調について」　（平成2年12月28日1寸け窪販第1212号。以下

「通達」という。）に従い申請いたします。

　　（6｝核燃料物臓にあっては．モの他鍛覇度、漁鰍ヨ数、翼熱極、簸職礁駄繊

　　　く核物難倒蔽揚鐙が特に必要な放射性物質簿が収納されている堀合に膿る。1

　　　簿の仕様に関する庸項

　　（7）容器への収納方法　　　　　　　　　　　　　　　．

　7．輪送制限偲数及び輸送物の配列方法

　8．輸送物の輸送指数

　9．輸送時における取扱上の注意邸項

工0．輸送予定年月臼

ユ三．その他の特記事項

12．通達認2．　（1）イの発送時検査等を受ける場舎には、当該検査を希望する場

　所及び日時

13．通遠記2，（1）イの発送時検査等の免除を希望する場合には、通遠記2．（

　　！）イil～li．i｝のいずれに該当するかの説明

己昌＝
μ

翠．輸送物の僅成者の氏名又は名称及び住所

2．輸送容器の型式又は名称

3．輸送物の種類等

4．輸送物の概要

5．輸送物が規且吸ぴ「航空機による放射性物質等の輸送藷肇を定める告示」（平

　成2年運輸省告示第610号）に定める技拝上の基準に適合することの説明

6．収納している放射性物質等の仕様

　（1｝名称

　（2）核種

　（3）質鼠

　（4）　与勿理的、　イヒ学的性質

　（5）放射能汲度（二懸類以上の放射牲物質等が収納されている場合にあっては

　　　、その種類ごとの植及び含計燈）

繕藤翅鼻鼠愁め溢；擦坦鐸鋸上2繕。ト聖蘇鞠宴穀鄭註e無掴緊蘂goニトノ（晶出鼻面剰嘩蝋璽鰻一申e1） 図国国



鎖盆趨§鼠督貨）超茜躍鼻楓2％Oト丹総嶽絢冥製鼻註e綴細鰯羅慧eニトノ（鯛躍細握只H窟蝋璽姻一申el） 図園→（

様式第2（2．（2）イi）関係）

　　　　放射性輪送物翰送者指定串講書

様葦℃第3（2．　（2）ロ関係）

　　　　放　射　性　靹　送　物　輸　送　確　認　申　請　轡

運　輸　大　臣　殿

　　　　　　　　年　　月　　日

印講者の氏名又は名穐

住所

連絡先

運　輪　大　醗　　殿

　　　　　　　　年

串請者の氏名又は名称

住所

蓮絡先

月 日

　航窒機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（平域2年運輸省告示第610

弩）第25条に規定する運輸大臣が指驚する者として指定していただきたく、「放射

性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について」（平成2年12

月28iヨ付け窒航第1212号）に従い申請いたします。

　別添の靹送計画書に記載する放躬性輸送物の輸送につき．航窪法施行規則（昭和2

7年運輸雀令第56鍔）第194条第2項第2号に慕つく放三州輸送物の輪送の安全

性の確認をしていただきたく，　「放射性物質及び放躬性物質によって汚染された物件

の翰送窺制について」　（平成2年12月28日付け窒航第1212号。以下「通達」

という。）に従い下記のとおり申請いたします。

己昌冨
n

記

1．航窓運送瓢業者としての免許又は許町を受けた日｛噛け及び当該免許又は許可の

　番号

2．航空運送旧業の概要

3．放射性物質輪送の実績（過去3年閤）並びに当3亥輸送に係る輸送物の甥故歴の

　有無及び事故歴がある場含にあってはその事故の概要

4，放射性輸送物輸送管理体制

5．その他特記すべき餌項

1．通達詑2．　（2）イ0）稽載時検査等を受ける場合は．当該検査を鵡川する場所

　及び日時

2．通達記2．　（2）イ0）績載時検査等の免除を希望する場合は、通達記2．　（2

　）イi｝又はi三｝のいずれに該当するかの説明

瓦



様式第4　（2．　（2）ロ関｛系）

　鋼　添

輪　送　計　画　書

1，翰送の目的

2．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所

3．輸送入の氏名又は名称及び住所

4．予定目送経路及び日時等

　（1）出発空港名及び鵬発日時

　（2）到着空港名及び到着日時

　（3｝経由窒港名及び経宙石1時

　（4）その他

5．輪送しょうとする放射性輸送物（以下「輸送物1という。）

　（　1　）　奪論送｛勿σ）f凋萎女

　（2）輸送容器の型式又は名称

　（3）輸送物の種類等

　（4）輸送物の概要

　（5）収納している放射性物質等の仕様

　　　　　名称．核種、質猛、物理的化学的性質、放射能強度．濃縮度、冷却EI数

　　　　　発熱量．容器への収納方法、吸収線撮率

　（6＞輪送物の輸送制限個数及び配列方法

　（7｝輪送物の表門及び表面から1メートルの距離における線慰当撤率

　（8）輸送物の輸送搬数

　（9）輸送物の衰衙からの平均熱放出率（ワヴト毎平方メートル）

　（10｝輸送物の作残者の氏名又は名称及び住所

6．コンテナで翰送する場合

　（：）コンテナの収納者の氏名又は名称及び住醗

　（2）コンテナの名称又は型式及び主要諸元（畏さ、幅、高さ、質盈、適合規格

7．

8．

　　等｝

（3）コンテナに取卸する翰送物の偲数、コンテナへの収納方泌及び輸送容蕊の

　　名称又は型式

（4）翰送物を収納したコンテナ（以下単にfコンテナ」という。）の襲面及び

　　表而から1メー1・ルの距離における線量当趾率

〔5）コンテナの輸送指数

〔6）コンテナの放射能塀密度

（7）コンテナの個数

〔8）コンテナの外曲図

航空機及び航窒機への積載方法

（1）航空機の概要

（2）専用情載の場合にあってはその旨

（3）航空機への積載方法及び固縛方法

（4）翰送物を積載した航空機の褒而及び衷葡から2メートルの距離における鼠

　　中線籔当量率

（5）航空機の衰酊の放射能糠密度

（6）航空機の積載場所の1痛悼の有無

（7）績即した輸送物等の輸送指数の合計魑

輪送実施体制

（1）輸送責任者及び翰送実施者（機長等）の氏名等

（21機艮等への通報要領

（3）貨物搭載要領

（4》旧故時の措雄

（5）核物質防護措置が必要な場合1こは、告示第24条第1号に規定する核物質

　　防護に関する輸送計画書

9．その他

縫盗遡§鼠謎b溢藤躍馨鼠主2届Pト’胞嶽初冥契熱…生e罐週緊寵上2013レ（塑癖モ煮凝酬霞卿署遡一申eD 圓国ギ



○運輸省航空周通達（その2）

放射性輪唱物輸送確認申請者各位

改正

空　航　第531号
昭和53年7月20日
空　　航　　第1074号

昭和63年11月26日
空　　航　　．第三99号

平成元年3月30日
空　航　第82号
平成3年1月30日

運輸省航空局技術部運航課長

放射性輸送物輸送確認申請書に添付する

「輸送計画書」の記載事項等について

　航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）（以下「規則」という。）第194条第2項

第2号に基づく放射性輸送物の輸送の安全性の確認（以下「放射性輸送物輸送確認」とい

う。）のための放射性輸送物輸送確認申請護に添付する輸送計画書には、下記に示す事項、

説明等を記載して下さい○

　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（平成2年運輸省告示第610粉（以

下「告示」という。）第20条の取扱方法等を記載した講類には、放射性輸送物輸送確認

に係る場合にあっては、別添1に示す事項を記載して下さい。また、輸送計画書8（4）事

．故時の措置は、別添2に示す措置を実施することとし、記載して下さい。

　なお、放射性輸送料輸送確認は、輸送人及び荷送入又は荷受人の連名にて申請して下

さい。

　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送の目的

　　輸送する放射性物質等の用途、発着地等

　　緊急産の有無。緊急性を有する場合にはその説明

2　荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び佳所

　　告示第7条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、輪送計画書の策定又は所

　持等を行う者についても記載すること。（3．においても同じQ）

3．輸送人の氏名又は名称及び住所

4．予定輸送経路及び日時等（日時は日本時間で記入すること。）

　（1｝出発空港名及び出発霞蒔

　②　到着空港名及び到着日時並びに代替空港名

　（3）経宙空港名及び経由臼時並びに代替空港名

　（4）その他、飛行経路（日本国内の部分については詳しく記入すること。）所要時間等。

　　　告示第7条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、次の事項についても記

　　載すること。
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　　a　輪送時間、経由地、積替回数及び積替時閤が最小となるよう配慮されているこ

　　　との説明

　　b　自然災害による突発的な事態が生ずる可能性が少ない地区を通過することの説

　　　明

5。輪送しょうとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。）（（2）～㈲については輸送

　物ごとに記入すること。）

　α〉輸送物の個数

　（2）輸送容器の型式叉は名称及び承認年月日

　　　輸送容器（以下「容器」という。）設計者等において用いられる容器の型式又は名

　　称及び容器の製造番号、並びに「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通

　　達）」（昭和52年12月8β付け52安局第405号）に蕪づき科学技術庁原子力安金局長

　　の行う容器登録の登録番号等を有する場舎にはその番号及び承認年月日を記載する

　　こと。

　（3）輸送物の種類等

　　a　当該輸送物が規翔第正94条第2項第2号本文及び告示第2条に定める輸送許容

　　　放射性物質等に該当することの説明

　　（放射性輸送物確認書等の写しを添付する場合は省略することができる。）

　　b　輸送物の種類

　　　　規則第194条第2項第2号イ、二及びへに規定する種類を下記の例に従い記載

　　　すること。

　　　　　例　○型輸送物（核分裂性輸送物、告示第7条第○号の放射性物質を収納し

　　　　　　　た輸送物）

　（4）輸送物の概要

　　a　容器の材料及び構造

　　b　輸送物の主要諸元（長さ、帳、高さ、総重量）

　　c容器の設計者名、製造者名、所有者名

　　d　荷姿を示す写真叉は説明園

　　　　荷姿を示す写真又は説明図は、告示第23条に規定する標識叉は表示が付し又は

　　　行われていることを示しうるものであり、かつ、次の説明を加えること。

　　　　標識又は表示の種類、標識叉は表示の箇所及び数。

　　　　「三葉マーク」、総質量、「A型」、「BM型又はBU型」等の表示に該当叉

　　　は不該当の説明。

　　　該当する表示については、それぞれの表示方法。

膿野物翻融を煎る場合1ま・痴に加ては省略するり

⑤　収納している放射性物質の仕様（実際に輸送する放射性物質等のデータを記載す



　ること。）

　　名称（化学式も記載すること○）核種、質最、物理的化学的性質（特別形放射性物

　質等であるかどうか、気体・液体・固体のいずれであるかの記載を含むこと。）、放

　射能強度、濃縮度、冷却日数、発熟量、容器への収納方法、吸収線量率。

　　（放射性輸送物確認書等の写しを添付する場合には、省略することができる。）

（6）輸送物の淵源制限個数及び配列方法

　　配列方法は、臨界計算時の配列の制限又は特定の配列方法を記載すること。

（7）輪送物の表面及び蓑面から1メートルの距離における線量当量率

　　最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で記載すること。

（8）輸送物の輸送指数

　　算定過程は7（4）に記載すること。

（9）輸送物の表面からの平均熱放出率

　　　ワット毎平方メートル単位で記載すること。

α0　輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所

　　　（放射性輸送物確認書等の写しを添付する場合は、省略することができる。）

6，コンテナ（コンテナをオーバーパックと読み替える場合を含む。）で輸送する場合

　（⑦を除き輸送物を収納するコンテナごとに記載すること。）

（1）コンテナの収納音の氏名又は名称及び仕所

（2）コンテナの名称又は型式及び主要諸元（長さ、幅、高さ、重量、適合規格等）

　　　コンテナの名称又は型式は、コンテナの製造者、番号等を記載すること。

　　　コンテナの山鼠は規格上の最大重量（コンテナ自重十積載物重量）及びコンテナ

　　自重を記載すること。

③　コンテナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法及び輸送容器の名称又

　は型式。

　　一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計量が告示第7条第1号から第

　　6号のいずれかに該当する放射性物質を輸送する場合には、コンテナへの施錠及び

　封印その飽の当該コンテナが容易に開封されないための措置についての説明も記載

　すること。

（4）輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）の表面及び表面から

　　1メートルの距離における線量当量率

　　最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で記載すること。測定方法は算定方法

　の説明も記載すること。

　（5）　コンテナ輸送指数

　　輸送指数のみを記載し、算定過程等は7（4）に記載すること。
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（6）コンテナの放射能面密凌

　　α線放幽の有無、及びコンテナの表爾の放射性物質の放射能面密度をBq／c孟単

　位で証汗すること。測定方法叉は算定方法の説明も記載すること。

（7＞

（8）

コンテナの個数

当該航空機に積載する放射性輸送物を収納したコンテナの個数。

コンテナの外観図

三面図及び写真又は鳥緻図により、告示第23条に規定する標識又は表示が付し

又は行われていることを明示し、かつ、次の説明を加えること。

標識又は表示の種類0標識又は表示の簡所及び数O

「国連番号」等の表示及びコンテナ標識等に、それぞれ該当するかどうかの説明。

　　該当するものについては、それぞれの表示方法0

7．航空機及び航空機への積載方法

　（1）　航空機の概要

　　　航空機の型式、圏籍及び登録記号、旅客機構は貨物機の別、旅客の搭乗の有無等

　　を記載すること。（国籍及び登録記号については申請時点に確定しない場合は省略す

　　ることができる。）

（2）専用積載の場合にあってはその旨

　　　専用積載の場合には、当該航空機が一の荷送人により再用されることの説明、及

　　び積込み及び取卸しが被ばく防止の観点からを含め、荷送人又は荷受人の指示によ

　　り行われることの説明。

（3）航空機への積載方法及び圃縛方法

　　a．積載方法の説明

　　　i）輸送物の積載方法及び固縛方法を決定する際に考慮した、飛行中輸送物積載

　　　　場所に作用する加速凌及び非常着陸時に作用する加速慶の説明、）

　　　　　飛行中に作用する加速度としては、耐空｛生審査要領（米国連邦航塞規則FAR

　　　　Part　1及び23～35に準拠）に規定する運動荷重及び突風荷重に対応するもの

　　　　とし、非常着陸時に作用する加速度としては、耐空性審査要領の非常着陸状態

　　　　の項に規定する慣性力が作用するものとすることδ非常着陸時に作用する加速

　　　　度は、耐暑類別が飛行機輸送丁である飛行機にあっては、通常時の値となる。

　　　　　　　．ヒ方　2，09　　前方　9．09

　　　　　　　側方　1．59　　下方　4．59
　　　ii）のの荷重による放射性輸送物等の移動、転働、転落等の可能臨又は移動・

　　　　転倒、転落等によ轍射性輸送物の安全性力：損なわれる可能慰こついての説明・

　　　iD輸送中、　Dを考慮した混載物等の荷重により輸送物の安全性が損なわれる甫

　　　　能性についての説明o



　iv）放射性輪講物蔭の積載場所の説明。（説明図を添付すること。）

　V）放射性輸送物等の輸送指数（算定過程は7（4）に記載すること。）及び航空機

　　客室の内面又は繰縦室の隔壁若しくは床面からの距離の説明。（説明図を添付す

　　ること。）

　vD告示第7条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、放射性輸送物が人

　　手により容易に移動されないための方法についての説明

b．臨界の漁師

　D核燃料物質の輸送であるかどうかの説明

　の核燃料物質の輸送の場合には次の措遣の説明

　　　　積載された核分裂性輸送物の配列方法っ

　　　　輸送物内への水の浸入に対する臨界防止措置。

　　　　中性子吸収材叉は中性子減速材の効力のそう失に対する臨界防止措概。

　　　　輪囲物中における放射｛生収納物の配列の変化、又は輸送物からの漏えいに

　　　　よって生ずる放射性収納物の配列の変化に対する臨界防癒措躍。

　　　　輸送物絹画論は放射性収納物縮互の接近に対する臨界防止措置○

　　　　輸送物の水中叉は雪中への浸漬に対する臨界防吐措置。

　　　　温度変化に対する臨界防止措嚴。

　　　　輸送容器又は密封装罎の形状の変化に対する臨界防止措置。

　　　　その他、臨界に達する可能暁の評価o

c．混載制帽

　D表面からの平均熱放と1｛率

　　　混載物フ）有無

　　　表1甫からの平均熱放出率が15W／m2を超えており、混載物が有する場合は、

　　熱を除去する装澱の設置又はその他の特別な措置の説明っ

　の　火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、引火性液体、可燃性液体等の放射性輸送物

　　の安全な輸送を損うおそれのある物件との混載の有無。
（申請時点で混載物を明らかにすることが困難な場合は、混載制限を遵守するためにとられる危険品受託時の航空会社内の体制の説明を記載すること。）

d．BM型輸送物及びBU型輪置物の輸送物表面の1儘度に対する措置（BM型輸送

　物又はBU型輸送物に該当する場合に記載すること。）

　D輸送物確認の際の通常時試験後の輸送物表面の温度

　ii）輸送中、輪置物表面の温度が50℃を超えないことの説明、又は輸送物周囲の

　　空隙の状態、カバー、又は上積みの有無、隣接する他の貨物の積上げ高さ及び

　　天井との距離等の積載方法の説明。

（4）輸送物を積載した航空機の表面及び表面から2mの距離における最大線量当量

　率

　　具体的品定場所及び測定値又は計算値の説明
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（5）畠山機の表面の放身・｝能癬密度

　　具体的測定場所及び測定値叉は計算値の説明

（6）航空機の積載場所の汚染の有無

　　　汚染の有無の理由

（7）積載した輸送物等の輸送指数の合計愉藍

　　段．輪送指数の算定

　　　告示第18条に従って、放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されているコンテ

　　　ナの輸送指数を算定した過程、又は輸送指数を定める必要がないことの説明を記

　　　載すること。

　　　　コンテナの最大断煽積を記載する必要がある場合は、最大断面積となるコンテ

　　　ナの断面のとり方についても説明を加えること。

　　b．当該航空機に積載する輪送指数の合計値、その算式及びその他告示第エ9条によ

　　　り必要となる掛矧。

一灘識毒忌蔓品濃
8，輸送実施体制

（1）輸送責任者及び輸送実施者（機長等）の氏名等

　　　当該輸送（日本国内での積込み取卸しを含む。）に係る実施責任者及び実施に当た

　　る者の氏名等を記載すること。

　　告示第7条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、輸送責任者が核物質防

　　護上の措置について知識と経験を有することの説明及び輸送責任者の行う措置の具

　　体的内容についても記載すること。

（2）機長等への通報要領

　　　，具休的な通報体制を記載すること。

（3）貨物搭載要領

　　a．取扱場所

　　　　（B本国内での積込み取卸し等についてのみ記載すること。）

　　　積込み取卸し等の取扱場所、方法等の説明。

　　b．BM型輸送物詣の場合の専門家の立会い。

　　　　（B瓢型輸送物騒を日本鼠内で積込み又は取卸す場合についてのみ記載すること。）

　　　D　積込み、取卸しの際に立会わせる専門的知識を有する者の氏名、所属、資格

　　　及び必要な場合には経験。

　　　の立会時に携行する放射線測定器の名称、検出できる放射線、及び検出範腰並

　　　びに立会い時に携行する保護具。

　　c．取扱方法等を記載した書類

　　　取扱方法等を記載した書類の名称を記載し、譲類の写しを添付すること。書類

　　　には別添1に示す事項が記載されていることo



（4）事故時の措謄

　　別添2に示すように、輸送前に、事故処理の要領を定め、壌故処理のための体欄

　を整えておくこと。

　　輸送計真書には次の事項を記載すること。

　a．事故処理のための凶猛の準備

　　D輸送中、轍鮒輸送物等の破撮は漏えい轍（以下「鵬寸性輪送物等の破

　　　損等の事故」という。）が発生した場合に、当該機が空港到着後速やかに検査、

　　　懸等を実施するため，並びに、輸送中当該腔機に・墜講の轍活輔し

　　　くは救難活動を必要とする航空機事故（以下「航空機の電大事故」という。）又

　　　は航空機の重大事故その他消火活動若しくは救難酒動を必要とするおそれのあ

　　　る状態（以下「緊急状態」という。）が発生した場合に、消火活動及び救難活動

　　　に適切な助言を与え、検査、除染等を実施するための放射線専門家の寵備状況

　　　の説明。

　　　　放射線専門家の氏名、所属、連絡先、資格等並びに担当空港及び担当地域。

　　　　事故処理の際必要となる計測機器、並びに除染及びしゃへいのための器具の

　　　準備状況の説明O

　　の輸送前に、当該機が放射性輸送物等を積載している旨の連絡が行われる航空

　　　会社の日本国内の関係地方支所。

　　　　わが国の航空会社により輪送される場合には、輸送前に連絡が行われる国外

　　　の関係支所についても記載することO

　b．事故処理要領

　　D事故等が発生した場合、その処理のための指輝系統。

　　の放射性輸送物等の破損等の事故の場合の措遣0

　　』ゆ放射性輸送物等を輸送中の航窒機の重大事故又は緊急状態が発生したことを

　　　知った場合の連絡等の措鷺。

　　｝V）放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故時の措置。

　　V）以上の措置の航空会社関係部署及び支所並びに配備した放射線專門家への周

　　　知状況の説明O

（5）核物質防護措置が必要な場合

　イ．警備体制

　　D警備人の経歴

　　の　警備人の行う措置1の内容

　　i闘）包装、錠及び封印に異常がないことを積載前に点検する旨．

　ロ．受渡し地点及びその予定時灘

　　D荷送人から運送入へ輸送物を受け渡す地点及びその予定時刻

　　の運送人から荷受人へ輸送物を受け渡す地点及びその予定蒔刻
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9

ハ．連絡通報体欄

　D連絡通報体捌の整備状況の説明

　iD指定連絡場所の住所等

　葡輸送責任春と指定連絡場所との連絡の時間間隔

　iv）緊急時の運絡体制

その他

告示第7条に規定する放射性物質等を輸送する場合には、輪送計画書の内容の不必要

な分散を防止するための方法の説明を記載すること。

　その他特記すべき事項、参考となる事項があれば記載する。

別：添鷹

　　　　　　「取扱方法等を記載した書類」の記載事項

　「取扱方法等を記載した書類」には以下の事項を紀載すること。

（1）輪送物の種類、内容その他輸送物に関する事項

　a．輸送物の種類

　b．収納されている放射性物質等の名称

　c。収納されている放射性物質等の数量

　d．輸送容器の型式又は名称

　e。輸送物の表面及び表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率

　f．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所

　g．その他の必要事項

（2）輸送物の取扱方法

　　取扱い上注意すべき事項がある場合には、それを記載すること。

③　輸送の方法その他輪回中に留意すべき事項

　a．航空機内の穫載場所

　b．積込み地点及び取卸し地点

　e．放射性物質等の挫状、物理的化学的性質等

　．d．その他の必要事項

（4＞事故が発生した場合の措置

　a．輸送中、放射性輸送物等の破損等が発見された場合の措置

　　D放射性輸送物等の破損等め破損等を引き起こした事故等により被害を受けた者

　　　がいる場合は、その者を救助し、傷口、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをする。

　　の破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁止とする。

　　iの破損等の発生した放射性輪送物等の近くにいた春を確認し、窒港到着後汚染検

　　　査等を受けるよう指示する。

　　lv）飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措擬をとるo



　V）航空会社内関係部暑及び必要な場合には航空管制機関に対し、空港到着後実施

　　する検査、除染等の準備を行うよう通報する。

　VD放射性物質が付着した衣服叉はそのおそれのある衣服はプラスチックバッグの

　　中に入れるo

b．輸送中、航空機が、墜落等の航空機事故のおそれのある事態、消火活動、救難活

　動を必要とするおそれのある事態等の緊急状態に陥った場合の措置

　D航空交通管制機関に対し、放射性輸送物識を積載している旨通報する。

　iD航空会社内義係部署に通報し、地上での措置又はそれに必要な準備を行わせる。

別添2

放射進輸送物等を輸送中の事故時の措置

　放射性輸送物等を輸送中に、事故等が発生した場合には、次の措置を実施すること。

また、これらの措置を速やかに実施できるよう輸送前に必要な準備をしておくこと。

（1）航空機内での放射性側聞物等の破損等の事故

　a．地上の事故対応体制の準備

　　D　荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、放射性輪送物等の輸送中、航空機内

　　　で放射性輸送物取の破損等の事故が発生した場合に、当該機が空港到着後速やか

　　　に、放射性物質により汚染した者及び、放射線により被ばくした者並びにそれら

　　　のおそれのある者の適切な管理及び検査、機体の汚染状況の検査並びに除染を実

　　　施できるよう、輸送前に放射線専門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また

　　　必要となる計測機器及び除染のための器具を準備しておく。

　　の　の項の手配及び準備は当該航空機の出発空港、経由する空港、到着空港及び代

　　　替空港のうち日本国内にあるものについて行うこと。

　　鴨航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発地、経由地、到着地、代替空

　　　港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輪送物等を積載

　　　している旨運絡をしておく。

　　　　ただし、外国航空会社にあっては、その関係地方支所のうち日本国内にあるも

　　　のについてのみ連絡をしておけばよい。

　b．事故時の機内での措置

　　　輸送中、航空機内で放射性輸送物等の破損等が発見された場合には、次の措置を

　　実施する。

　　D放射性輸送物等の破損等を引き起こした事故等により被害を受けた者がいる場

　　　合は、その者を救助し、傷目、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをする。

　　iD破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁止とする。

　　i　）破鱒の発生した放鰻輸送物等の近くにいた者を確認し・空港到着後汚染検
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　　　上等を受けるよう指示する。

　　iv）飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措置をとる。

　　V）航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管制機関に対し、空港到着後実施

　　　する検査、除染等の準備を行うよう通報するO

　　vD放射性物質等が付着した衣服又はそのおそれのある衣服はプラスチック・バッ

　　　クの中に入れる。

　C　空港到着後の措罎

　　D放射性輸送物等の破損等の事故の通報を受けた航窪会社等は、の州V）の措麗を

　　　実施するため、当該機の着陸聖港に放射線専門家を派遣する。

　　ii）放射性物質により汚染した者及び放射線により被ばくした者並びにそれらのお

　　　それのある者に対し、放射線專門家により適切な管理及び検査を行う。

　　酌　放射線専門家により、速やかに機体の汚染状況を検査する。

　　lV）汚染された機体、装備品、場所等はすべて、放射線蝉門家により可及的速やか

　　　に、そして再：使用される前に除染する。

　　V）必要に応じ事故後定期的に汚染した場所の検査を行う。

　　vD事故報告書を作成し、航空局技術部運航課に提出する。報告書には、事故の原

　　　因、事故に際し講じた措置、事故の状況及び事故に関係する嘉実の評価に有用で

　　　あり事故防止又は目脂職親の改善に役立っようなその他の関連データを記載する。

（2）航空機の重大慕故及び緊急状態

　a。地上の審故対応体制の準備

　　D　荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、当該放射性輸送物等の輸送中、当該

　　　航空機に航空機の軍監事故又1ま緊急状態が発生した場合に、救助活動、消火活動

　　　等に対し適切な助言を与え、放射挑物質により汚染した老及び放射線により被ば

　　くした者並びにそれらのおそれのある春の適切な管理及び検査を行い、機体又は

　　事故現場等の汚染状況を検壷し除染を行うことができるよう、輸送前に放射線専

　　門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、必要となる計測機器並びに除染

　　及びしゃへいのための器具を準備しておく。

　の　D項の手配及び準備は、当該航空機の飛行経路．（代替空港への飛行経路を含む）

　　のうち日本國内の部分について行うこと。

　沁　航空会社は、輸送薦に、その関係地方支所（綴発地、経由地、到着地、代替空

　　港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送物等を積載

　　している旨連絡をしておく。

　　　ただし、外国航空会社にあっては、その関係地方支所のうち日本函内にあるも

　　のについてのみ連絡をしておけばよいo

b．緊急状態発生時の機内での措概

　　放射性輸送物等を輸送中の航空機が緊急状態に陥った場合は次の措緯を実施する。



　D航空交通管制機関に対し放射性輸送物等を積載している旨涌報ずる。

　iD航空会社内関係部署に通報し、地上での措概又はそれに必要な輩備を行わせる。

c．緊急状態発生蒔及び航空機の重大事故時の連絡

　　航空会社等は、放射性輸送物等を輸送中の航空機に航空機の重掴激又は緊急状

　態が発生したことを知った場合は次の措羅を実施する。

　D航空局技術部運航課及び関係地方空港事務所に対し、当該機が放射性輸送物を

　　積載している旨通報する。

　）腔機の鰍鎌が空港外で発生した場合には、関係救難援助機関に対し、当

　　該機が放射性輸送物等を積載している雪通報する。

　iの放射線専門家と連絡をとり必要に応じ事故現場等へ派遣するとともに、消火活

　　動、救難活動、事故処理等の面で必要な措麗があれば、直ちに　D項及びの項の

　機関等に対し通撮するo

d。事故後の地上での・措麗

　D　事故現場では放射線惣門家により、次の措躍を実施する。

　　O　救難活動、消火活動等に適切な助言を与える。

　　○　放射性物質により汚染した春、及び放射線により被ばくした者、並びにそれ

　　　らのおそれのある春に対し適切な管理及び検査を行う。

　O　機体、事故現場等の汚染状況を検査する。

　O　すべての汚染された機体、事故現場等を可及的速やかに、そして再使用する

　　前に除染するQ

　の事故後必要に応じ定期的に汚染した場所の検査を行う。

愉緊急状態又は事故についての報告書を俘成し航空局技術部運航諜に鍵出する。

報告書には、放射性輸送物質に関し、事故等の状況、講じた措置、及び事故等の

評価に有屠であり、以後の事故防止又は事故措置の改善に役立つようなその他の

関連データを記載すること。
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○運輸省航空局通達（その3）

放射性輸送物確認申請春　各位

　　　　　空　航　第530号
　　　　昭和53年7月18日
　　改エ鑑　　空　　航　　第1074号

　　　　　昭和63年11月26銭

　　　　空航第199号
　　　　平成元年3月3帽
　　　　空　航　第82号
　　　　平成3年1月30日

運輸省航空馬披術部運航課長

放射性輸送物確認申楽壽に添付する「安全解析書」の記載事項等について

　航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第194条第2項第2号に基づく放射i生輪

送物の確認のための放射性輸送物確認申講書に添付する安全解析書には下記に示す事項、

説明等を記載して下さい○

　ただし、2－2～2－4は核分裂性輸送物の場合のみ、3…1～4－7はBM型輸送物叉は

BU型の輸送物の場合のみ、4－8～4－11はBM型輸送物の場合のみ、4一王2～4－17は

BU塑輸送物の場合のみ、並びに2－4及び3－2は該当するものについてのみ記載し

て下さい。

　また、放射性輸送物確認申請に当たり、「放射性物質及び放射性物質によって汚染さ

れた物件の輸送規制について」（平成2年12月28臼付空航第1212号）記2（1）イ（Dに該当す

るため運輸大臣による発送時検査の免除を希望する場合は、輸送しようとする者が実施

する発送時検査について、日時、場所及び詳しい内容を放射盤輸送物確認申請書に記載

して下さい。

　なお、下記で「告示」とは「航空機による放射川目一等の戯口基準を定める告示（平

成2年運輸省告示第610号）をいいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送物

　1－1　輸送容器の型式又は名称

　1－2　収納する放射性物質等の名称

　1－3　収納する放射性物質等の璽量及び放射能強度並びに告示第7条に規定す

　　　　る物質一合には淑出する放射性物忌の重量姶計及び輸鵡における卿

　　　　綴率（劣化ウ以天然ウラストリウム又ζま低濃勲ラγ（濃獺が・o％繍のも

　　　　の）の照射済燃料にあっては、これに代えて照射直後における吸収線量率）

2　核分裂性輸送物

　2－1　核分裂性輸送物に該当叉は不該当であることの説明（告示第9条）

　　　核分裂性物質を含む場合には、それらの核種及び鍛。

　　　天然ウラン又は劣化ウランである場合にはその旨。

　　　核分裂性物質を含まない場合には、収納する放射性物質等に含まれる核種の説明

　2－2　甲条件（告示　別記第10）



　イ　水の吹きつけ試験

　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説晦）

　　　試験前の供試物の状態、又は計算：条件等の説明。

　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　水の吹きつけ強さ、吹きつけ時間、吹きつけの方向、及び吹きつけの均一性の説

　　　明Q

　ロ　自由落下試験

　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

　　　輸送物重量（kg）及び落．下高さ（m）o

　　　最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。

　　　試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明Q

　ハ　圧縮試験

　　　実験、解析堅いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

　　　輸送物重量（kg）、輸送物の鉛直投影面積（励及び撫えた荷重（kg）の説明。

　　　荷重を加えた時間及び、加えた荷重の均一性の説明。

　　　貫通試験

　　　実験、解析傷いずれの証明．方法によったかの説明。

　　試験荊の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

　　　供試物を融いてある試験台の説明。特に試験台は試験中動きにくく、試験台上面

　　　は購くてなめらかな水平痛であることの説明。

　　試験に用いる棒の説明。特に、駐量、直径、先端の形状及び強度の説明。

　　落ギ方法、落下高さの説明。

　　輪送物の最も弱い部分に落下させていることの説明0

2－3　無条件（告示、別記第11）

イ　試験の選択

　　輪送物が最大の破損を受けるために、どの条件を使用したかの説明及び甲条件の

　　説明。

ロ　落下試験

　　実験、解析薄いずれの証明方法によったかの説明。

　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　試験台の説明（）特に試験台上面はなめらかな水平面であり、垂藏に固定された置
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ノ、

2－4

　　甲条件に置いた場合

　　（1）空間の減少が5％を超えない説明。

　　②　1辺王0㎝の立方体のくぼみが生じない説明。

　　（3）輸送物中への浸水又は漏水がないことの説明。

　　（4）　中性子増倍率の変化のないことの説明。

　　（5）空隙部に浸水があった場合に臨界に達しない説明。

　　（6）中性子増倍率が最大となる配列及び減速状態におや・て臨界に達しない説明。

　　（7）厚さ20㎝の水又はこれと等価の物質による完全反射がある場合で、任意の

　　　　配列方法で輸送制限個数の5倍の個数積載しても臨界に達しない説明。

　　（8）厚さ20cmの水晶はこれと等価の物質による完全反射がある場合で、最大の

　　　　破損を受けた場合に、任意の配列方法で輸送制限個数の2倍の僧数を積載し

　　　　ても臨界に達しないことの説明及びその場合の最大の破損を受けるための条

　　　　件の説明。

3．　BM型輸送物又はBU型輸送物

径15c田、長さ20c田の軟鋼丸棒の上端面であることの説明。

落下高さ。

最大破損を及ぼすように落下させていることの説明，）

落下試験王及び落下試験∬は、次の耐火試験で輸送物が最大の破橿を受けるよ

うな順序で行われでいることの説明。

耐火試験

実験、解訴等いずれの証明．方法によったかの説明，）

試験前の供試物の状態、叉は計簑条件等の説明・）

温度及び試験時間。

加熱淳止後の冷却についての説明。

輸送物を形成する材料の燃焼の有無、及び燃えた場合はその後の処置の説i鰯

浸漬試験

実験、解上等いずれの証明方法によったかの説明。

試験前の供試物の状態、叉は計算条件等の説明。

浸潰深さ、浸漬時間等優漬方法の説明ぐ）

　核分裂性輸送物の基準（告示第10条）



3－1　特別形放射性物質等であるかどうかの記載。（告示第4条及び別記第一）

　　特別形放射性物質等である場含には、固体状の放射性物質等又はカプセルに密封

　された放射性物質等のいずれであるかの説明及び以下の説明，

イ
P
ノ、

ホ

へ

ト

外接する藏方体のうち最小のものの寸法。

以下のハ～トの試験に用いる供試物の説明。

衝撃試験

試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

落下高さ。

供試物の損壊の状態。

打撃．試験

試験に用いた、供試物を叩く鉛板の説明。特に、厚さ及び表面の状態。

衝撃力の強さ。

鋼：製丸棒の寸法及び打撃方法。

打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの説明。

供試物の損壊の状態。

曲げ試験

輸送物の寸法及び曲げ試験を行う必要性の謹明。

［晦げ試験が必要な場合には、曲げ試験に関する以下の事項）

供試物の水平漁への固定方法。

衝撃力の強さ。

使用する鋼製丸棒の寸法。特に平端面の直径及びその角の半径。

打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの説明。

供試物の損壌の状態O

カil熱試験

試験方法の説明。特に温度及び試1験時間。

供試物の溶融叉は分散の状態O

浸漬試験

日体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除く。）の場合。

試験方法の説明。水中への浸漬肋間又は期間、水の温度、空気中への放概期間、

空気の温度及び湿度、並びにそれらの試験の順序。

水中への放射性物質の漏えい量及びその測定方法。

カプセルに封入された放射性物質等の場合。

試験方法の説明、）水中への浸漬時間、水の澱度、空気中への放置時間、空気の

温度、及びそれらの試験の願序。

水中への放射性物質の漏えい景及びその測定方法。
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3－2　A1値叉はA2値の決定（告示別表第一～別表第六）

　イ　A量値又はA2値の決定方法が、告示別表第一～別表第六のいずれによるかの説

　　明。

　ロ　告示別表第一による場合

　　　核種。特別形放射牲物質等であるかどうかの男1も

　　　Al陥凹はA2値

　ハ　告示別表第二～第六による場合

　　　核種D特別形放射性物質等であるかどうかの別Q

　　　A1値又はA2値及びその決定過程の説明。その他必要事項を記載すること。

　3－3　BM型輸送物叉はBU型輪送物であるかどうかの説明（告示第5条）

　　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　　放射性物質等の放射能の量：及びAI値又はA2育恥

4．BM型．瞼送物又はBU型輪送物の技術一hの基準への適合性

　4－1　輪送物に外接する直方体のうち最小のものの三辺の長さ

　4－2　取扱いの容易麺三、安全性

　イ　日送物の総重日

　　　総重量が50kg以下のものは手で、50　kgを超えるものは機械的手段により安全に

　　　取扱えるものであるかどうかの説明。

　　ロ　輸送物の吊上げ用具は、急激な吊上げに対しても耐えうるものであるかどうか

　　　の説明O

　ハ　吊上げ用具と闘違えられるおそれあある付属物等が取り外されている、みだり

　　　に利弔できない状態である、又は、間違って吊上げても舗．ヒげ用具として必要

　　　な程度以上に安全な構造であるかどうかの説明Q

　　二　輸送物の外面の状態。特に雨水がたまりにくく、除染が容易であり、かつ突出

　　　物のない構造であるかどうかの説明。

　ホ　輸送中、輸送物に取り付けられる旧例の有無、及び有する寄合には、それらの

　　　輸送物の安全性に対する影響。

　へその他、取扱いの容易性、安全性について特記すべき事項。

　4－3　輸送中の亀裂、破損等の可能挫

　イ　輸送中予想される温痩変化の輪送容器の材質に対する影響。

　　ロ　輸送中予想される加速及び振動の輸送容器に尉する影響○

　　　振動については、ボルト、ナットその他の締具のゆるみを防ぐための措置等を

　　　記載する。．

　・・翰送容器の瀕と材質、又は膿と放射腕納物との問吻理的謀は｛ヒ学的

　　　な作用。

　　二密封装置の締具の説明。特に、輸送中偶然又は輸送物の内圧により開く可能｛生



　　の検討。輪送中に予想される温凌及び油川により密封装縫に働く応力。

　ホ　密封細脈が輪送容器から取り外せる場合には、輪送容器から独立した締具で確

　　実に閉ざすことができるかどうかの説明。

へ　圧力逃がし弁以外で放射性収納物が外に出る可能性のある弁の有無Q輸送容器

　　がそのような弁を有する場合には、誤操作による漏れの可能性、及び漏れを防

　　　ぐ保護具の説明。

　ト　放射線しゃへい体が輸送容器から取り外せるかどうかの説明。取り外せる場合

　　にはその締具の説明0

4－4　1粥封に対する措置

　　みだりに開封されないための措’澱。

　　開封された場合に、それが明らかであるかどうかの説明0

4－5　表面の放射性物質の放射能面密度

　　　α線放出の有無。

　　　輸送物表諏の放射性物質の放射能禰密度（Bq／（婿）、及びその測定方法、又は

　　　算：定方法0

4－6　最大線量当量率

　　　輸送物衷面及び表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率（ミリシ

　　　ーベルト／時）、及びその測定方法又は袖壁方法0

4－7　輸送物中に収納又は包装されている書類及び物品の説明0

4－8　告示別表第四の条・件

イ
ロ

ノ、

ホ

水の吹きつけ試験

自由落下試験

圧縮試．験

貫通試験

環境試験

2－2　甲条件の記載要領に従って記’載すること。

　　実験、解析副いずれの証明方法によったかの説明。

　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明・

　　試験方法の説明。特に試験濃度及び放置期間0

4－9　告示別記第四の条件の下に置いた場合の輸送物の状態

イ灘1の最大線量当量率（ミリシーベルト／時）、及びその測定方法又は算定方法・

　ロ　放射性物質の1時間当たりの漏えい墨（Bq）及びその測定方法又は算定方法、

　　　並びにA2値。

　ハ　日蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法又は算定方法。

　　　当該輸送物を専用積載で輸送する予定の有無。

　　　表面の放射性物質の放射能面密度。α線放出の有無・

　　　輸送物表面の放射性物質の放射能廊密度（Bq／（孟）、及びその測定方法・又

　　　は算定方法。
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達
一
そ
の
三
）
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四



放
射
性
輸
送
物
確
認
申
請
書
に
添
付
す
る
「
安
全
解
析
書
」
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
（
運
輸
省
航
空
局
通
達
i
そ
の
三
）

四
七
五

4－10　告示別記第五の条件

　イ　落下試験1

　ロ　落下試験H

　ハ　耐火試験　　　2－3　乙条件の記載要領に従って記載すること。

　　　浸漬試験

　ホ　環境試験

　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　試験方法の説明。特に試験温度及び測串期間っ

　　　　告示別記第五の条件の下に鷹いた場合の輸送物の状態Q

　　　裏闘から1メートル離れた位羅における最大線画当量率（ミリシーベルト／時）、

4－11

　イ

　　及びその測定方法又は算定方法。

　ロ　放射性物質の1週間当たりの漏えい量（Bq）及びその

　　びにA2値。クリプトン85にあっては、その旨の記載0

4－12　告示別記第六の条件

鱗雲方法又は算定方法並

　イ　水の吹きつけ試験

　ロ　自由落下試験

　ハ　圧縮試験　　　　　　2－2　甲条件の記載要傾に従って記載することQ

　　　貫通試験

ホ　環境試験

　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　試験方法の説明。特に試験温慶及び放置時閥っ

4－13　告示別記第六の条件の下に憎いた場合の輸送物の状態

　イ　表面の最大線錆当量率（ミリシーベ’レト／時）、及びその測定方法叉は算定方法。

　ロ　放射性物質の1時間当たりの漏えい量（Bの及びその測定方法又は算定方法、

　　　並びにA2値。

　ハ　B蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法父は算定方法。

　　　当該輸送物を専用程1載で輸送する予定の有無。α線放出の有無。

　　　輪難物表面の放射性物質の放射能醐密度（Bq／c命、及びその測定方法叉は算

　　定方法0

4－14　告示別記第七の条件

イ　落下試験工

　ロ　落下試験π

　ハ　耐火試験　　　　　　2－3　乙条件の記載要領に従って記載すること。

　　　浸漬試験

　ホ　環境試験



　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　試験方法の説明。特に試験温度及び放催期間0

　4－15　告示別記第七の条件の下に澱いた場合の輸送物の状態

　　イ　表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率（ミリシーベルト／時）、

　　　　及びその測定方法又は算定方法。

　　ロ　放射性物質の1週間当たりの漏えい量（Bq）及びその測定方法又は算定方法並

　　　びにA2値0

　4－16　内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却のための装置、構造等及び特別な

　　　操作の有無。有する場合にはその説明0

　4－17　最高使用圧力（kg／（㎡）及びその測定方法又は算定方法0

5．核物質防護措置の必要な放射性輸送物の技術上の某準への適合挫

　5－1　一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計量が告示第5条の2第1号か

　　　　ら第6号のいずれかに該当する放射性物質等が収納され、又は包装されている

　　　放射性輸送物の場合には、輸送物への施錠及び封郎その他の当該輸送物が容易

　　　　に開封されないための措概についての説明。

放
射
性
輸
送
物
確
認
申
講
書
に
添
付
す
る
門
安
全
解
析
書
」
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
（
運
輸
省
航
空
局
通
遠
…
そ
の
三
）
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◎
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く

　
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分

　
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
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性
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位
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法
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図　放射牲同位元翼等の運搬に関する棊本体系

放射性岡位元素等の運搬

工場又は事業所の内

工場又は箏業所の外

陸上輸送 簡易運搬

轍τ1離

簡易運搬、車爾運搬の

経路、臼時等の届出等

　経路、

科学技術庁原子力安全局

　　同　　　　　上

　　同　　　　　上

運輸省貨物流通局，

大臣官房国有鉄道改革推進部

都道府県公安委員会

　｝一m輸送物’輸　一　上技　

航空輸送

日時等の届畠等一海上保安庁管区海上保安本部

㈲繊喘翫ついては｛
事業所内運搬一科学技術庁

運輸省航空局

事業所外運搬一科学技術庁、運輸省

｝・機・て・…

溢盆塑匝渥暇懸雛羅妬ゆ繕姦雛謹細ロe譲韓2認極ゆ斑灘（熱） 認く1



図

　鎖お蟻一週1R丁丁上2％㊨寸寸紫鍾禰e盤者之2認価ゆ超鯉：（念）

放射性同位元素等の輸送に関する規制法令

日く11

（府雀令） （告　示）

放射線を放出する用脚元素の当盤等を定める告示（63年科学技術銅管示第15号）放射性岡位元素等による放躬線障害の防止に
ﾖする法律施行規則
i35年総理府令第56号）

指定機構確認機弱等に醜する規則
i　5　5年総理府令第6　1号）

放射性澗位元索又は放射性同位元索によって汚染さ
黷ｽ物の工場又は事業残の外における運鍛に関する
Z徳上の藻準に係る細圏等を定める告示
i2嬉斗学披術庁暫示第7号）

放射性同位元素等車講運搬規則
i52年運輸省幽門33弩） 放射性同位晃紫黒は放射性隠位相紫によって汚染さ

黷ｽ物の工場又は事藁所における運搬等｛こ関する二
K上の基準に係る細目等を定める告示
i　5　6無科学技術口口示第1　0号）

　　　　放射線障署防止法

匤嚼ｫ同位元索等による放射線障害の防5とに
ﾖする法律（32年法律第167号） 指定運搬方法確認機関に関する雀令

i　5　6年運輸管づ予第2　4　号）

指定這轍物石面認機関を捲旧した千牛

i56年科学按徳庁告示第13号）放射姓澗位元業等の遅搬の属出等に関する総
摯{令
ｭ56葬総理府令第30号）

放射性蔭位元素等車両運搬規則の銀目を定める告示
i2年運輸省告示第595号）

放射性旧位発駅等の出隅所外運搬に係る危険時における措麗に関する規則（56年運輸雀隔地22男）

船舶安全法（8年法律第三1号）
危険物船舶逐送及び貯蔵規則
（32年運輸省令第30号〉

舩舶による放躬性物質等の運送基準の纈昌等を定め
る告示

（52年運輸省告示第585弩）

船舶による危険物の運送基準等鳶定める告示
（54年運翰省告示第549号）

航 空 法（27年法律第231弩） 航空法旋行規則
（27年運輸省令藥56号〉

航窒機による放射性物質等の輸送藩準を定める告示
（2年運輸省告示第6エ0弩）



（
A
　
陸
上
輪
送
関
係
法
令
）
A
の
一
　
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
関
係

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

〔
昭
和
＝
＝
一
年
山
ハ
月
十
口
R
法
律
　
第
　
一
　
論
ハ
レ
℃
旦
り
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
．
正
　
昭
和
六
二
年
九
月
二
六
日
法
律
第
九
八
号

（
園
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
一
八
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
算
置
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
躍
の
使
用
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
欄
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
昌
的
と
す

　
る
。（

運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
は
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は

　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業
所
（
使
用
者

　
に
あ
っ
て
は
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
、
機
器
設
置
施
設
叉
は
廃
棄
施
設
を
設

　
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
、
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
詰
替
施
設
、
貯
蔵
施
設

　
又
は
廃
棄
施
設
を
設
置
し
た
販
売
所
、
廃
棄
業
者
に
あ
っ
て
は
廃
棄
物
詰
替

　
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
又
は
廃
棄
施
設
を
設
置
し
た
廃
棄
事
業
所
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め

　
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は

　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
同
項

　
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
、
販
売

　
業
者
又
は
廃
棄
業
者
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
の

　
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
届
）

第
三
十
二
条
　
使
用
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
盗

　
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

　
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
罎
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
惜
…
置
）

第
三
十
三
条
　
使
田
川
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放

　
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
放
射
線
発
生
装
置
に
関
し
、

　
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
9
、
放
射
線
障
害
の
お

　
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
総
理
府
令
（
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
國
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に

　
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
総
理
府
令
又
は
運
筆
…
雀
令
。

　
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
軍
戸
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令

四
八
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁
長
追
（
放

　
射
性
同
位
尤
素
読
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）

　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
。
次
項
に
お

　
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に

　
対
し
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
表
そ
の
他
放
射

　
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、

　
こ
の
法
律
（
運
輸
大
疑
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び

　
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
頂
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安

　
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限

　
度
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輪
…
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
、
販

　
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者

　
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
で
、
総
理
府
令
又
は
円
周
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
撰
定
機
構
確
認

　
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は

四
八
四

　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
）
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
四
十
三
条
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輪
…
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員

　
会
は
、
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
第
の
二
第
一
項
、
第
二

　
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
　
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府

　
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
期
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必

　
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査
富
、

　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
使
用
者
、
販
売
業
者

　
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
の
事
務

　
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
浅
書
類
そ
の

　
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た
め
必

　
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
皿
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

　
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
十
｝
こ
条
第
…
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
頂
の
規
定
に



　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
｝
二
　
第
十
二
条
．
の
五
、
第
十
｝
二
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、

　
　
第
十
七
条
第
～
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く

　
　
は
第
七
項
又
は
第
十
九
条
第
｛
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

　
襯
幽
　
　
．
第
十
－
四
条
、
　
笈
翔
十
五
条
籠
〃
二
頂
ハ
、
　
第
十
六
条
鱗
空
二
唄
、
　
第
・
T
七
条
繭
弟
二

　
　
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
四
項
又
は
第
十
九
条
第
三
項

　
　
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
五
　
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
一
二
十
二
条
若
し
く
は
第
三

　
　
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

　
　
者

　
六
　
第
四
十
二
条
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
七
　
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収

　
　
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ

　
　
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

第
五
十
七
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
そ
の
他
の
従

　
業
巻
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、

　
第
五
十
四
条
又
は
第
五
十
五
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
春
を
罰

　
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

四
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五



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
繍
鯉
町
盤
徽
根
二
射
〕

最
終
改
正
　
平
成
三
年
十
一
月
十
五
日
総
理
府
令
第
四
十
号

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
～
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
に
係
る
線
心
当
墨
が
科
学
技
術
庁
長
官
（
以

　
　
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
線
量
当
量
を
超
え
、
空
気
中
の
放
射

　
　
性
同
泣
元
素
の
濃
度
が
長
官
が
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
同
位

　
　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
飼
位
元
素
の
密
度
が
長

　
　
官
が
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

　
八
放
射
線
業
務
従
事
者
放
射
性
岡
位
元
素
等
又
は
放
射
線
発
生
装
麗
の

　
　
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
（
以
下
「
取
扱
等
業
務
」
と

　
　
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
も
の

　
十
　
実
効
線
罐
当
量
限
度
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
実
効
線
鷺
当
量
に
つ
い

　
　
て
、
長
官
が
定
め
る
　
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度

　
十
一
　
組
織
線
量
当
量
限
度
　
放
射
線
業
務
従
事
巻
の
各
組
織
の
線
量
当
量

　
　
に
つ
い
て
、
長
官
が
定
め
る
　
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
謹
書
限
度

　
を
二
　
空
気
中
濃
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に

四
八
六

　
　
お
い
て
人
が
呼
吸
す
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
、

　
　
長
官
が
定
め
る
濃
度
限
度

　
十
三
　
表
面
密
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お

　
　
い
て
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
に
つ
い
て
、
長

　
　
窟
が
定
め
る
密
度
限
度

（
事
業
所
等
に
お
け
る
運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
嗣
鉱
元
素
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る

　
　
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
当
該
物
に
含
ま
れ
る

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
長
窟
の
定
め
る
濃
度
を
超
え
な
い
も
の
に

　
　
　
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
同
位
元
素
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ

　
　
　
の
他
の
長
官
の
定
め
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た

　
　
　
も
の
を
連
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等

　
　
　
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承

　
　
　
認
を
受
け
た
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場

　
　
　
合

　
二
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
ぎ
と
。

　
　
ハ
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、



　
　
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に

　
よ
り
同
塵
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
を
容
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射

　
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬

　
画
一
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
又
は
収
納
し
た
童
－
両
そ
の
他
の
放

　
射
性
同
位
元
素
を
連
議
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
「
車
両
等
」
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

　
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超

　
え
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度

　
が
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
　
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
運
搬
物
の
車
両
等
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
落
等

　
に
よ
り
運
搬
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

五
　
運
搬
物
は
、
同
一
の
車
両
等
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い

　
こ
と
。

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
漂
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
三
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
さ
れ

　
る
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

七
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
こ
と
。

八
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
取
扱
い
に
関
し
根
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す

　
る
者
を
同
行
さ
せ
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ

　
る
こ
と
。

九
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
車
両
等
で
あ
っ
て
、
反
復
便

　
用
に
耐
え
る
溝
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び

　
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も

　
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ

　
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る

　
車
両
等
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

2
　
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ

　
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と

　
を
も
っ
て
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬
物
の
表
両
に
お
け
る
線
燈
当
量
率
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
第
｝
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
第
一
項
の
規
定
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
を
使
用
施
設
、
詰
替
施
設
、
廃

　
棄
物
詰
替
施
設
、
貯
蔵
施
設
、
機
器
設
置
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
又
は
廃

　
棄
施
設
内
で
運
綴
す
る
場
合
そ
の
他
運
搬
す
る
時
間
が
極
め
て
短
か
く
、
か

　
っ
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

5
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
元
老
は
、
運
搬
物
の
運
搬
に
関
し
、
第
十

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

四
八
七



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
審
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
八

八
条
の
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
三
ま
で
及
び
放
射
性
隅
位
元
素
等
車
両
運
搬

規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
。
以
下
「
車
両
運
搬
規
則
」

と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準

に
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
搬
物
を
事
業
所
等
の
区
域
内
に
お
い
て

運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
黒
雲
三
十
三
条
第
　
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
放
射
線
施
設
又
は
放
射
性
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に

　
延
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る

　
と
と
も
に
直
ち
に
そ
の
讐
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
紹
和
二
十
三
年
法
律

　
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場

　
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

二
　
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
施
設

　
の
内
部
に
い
る
者
、
放
射
挫
輸
送
物
の
達
搬
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら

　
の
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ

　
の
広
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必

　
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
縄

　
く
　
）
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
　
二
号
（
第
十
六
条
並
び
に
第
十
九
条
第

　
一
項
及
び
第
三
噴
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一

　
項
第
三
号
（
岡
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八

　
条
の
十
三
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
官
が
定
め
る
線
量
当
星
限
度

　
ま
で
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
法
第
三
十
三
条
第
　
項
の
事
態
が
生
じ
た
霞
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
業
所
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ

　
る
場
合
に
は
、
水
戸
藍
子
力
事
務
所
長
を
経
由
し
て
．
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雪
嶺
口
の
徴
収
）

第
三
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
、
廃
棄
業
態
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬

　
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直

　
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
麗
を
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し

　
　
を
張
り
、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
晃
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か
ん

　
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
線
量
当
量
を
で
き
る
限
り
少

　
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
を
除

　
　
O



　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
剤
射
性
同
位
元
素
の
盗
庸
愚
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
放
射
性
間
位
元
素
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
三
　
放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
実
効
線
量
当
量
限
度
又
は
組
織
線
量
当

　
　
量
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き
。

　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
放
射
線
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の

　
　
あ
る
と
き
。

2
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
放
射
線
施
設
を
廃
止
し
た
と
き

　
は
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
の
講
じ
た
措
置
を
別
記

　
様
式
第
二
十
一
の
こ
…
に
よ
り
…
二
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
事
業
所
等
ご
と
に
別
記
様
式
第

　
二
十
一
の
四
に
よ
る
報
告
書
を
毎
年
四
月
一
臼
か
ら
そ
の
翌
年
の
三
月
三
十

　
㎝
ヨ
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
作
成
し
、
当
該
期
聞
の
経
過
後
～
二
月
以
内
に
長

　
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
棄
又
は
運
搬
の
状
況

（
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
三
条
の
一
　
篤
二
項
の
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す

　
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
附
　
則
　
　
（
平
成
三
年
十
一
月
十
五
日
　
総
理
府
令
第
四
十
号
）

（
施
行
期
属
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
臼
か
ら
施
行
す
る
。

4
　
前
三
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
使
用
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄

　
業
看
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
長
官
が
次
に
掲
げ

　
る
事
項
に
つ
い
て
期
間
を
定
め
て
報
告
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
当

　
該
期
間
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「二三

放
射
線
管
一
理
の
状
況

放
射
性
同
位
元
素
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
廃

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

四
八
九



様式第ニニ十二k第41条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表
1一・一・一＝…一…一一………一…一一12センチメート・い一一…一……一…一…一一一………一一

第 号

放射線検査官身分証明讃

　　　　職　　　名

　　　　氏　　　名

　　　　生年月臼

h記の者は、放射線検査官である

ことを証明する。

　　年　　月　　日交付

　　　　科学技術庁長官

　　　　　　　　　　　　　團

写

真

】菱E

卜
－
一
1
－
1
．
梱
8
澗
レ
縮
．
9
酢
轟
、
ム
ー
、
」
い
‘
N
日
T
マ
．
◎
Q
「
「

裏

　　　　　　放射性岡位元素等による放射線障害の防止に関する一際抜すい

第43の2　科学技術庁長官、運輸大月又は都道府県公安委員会は、この法律〔運輸大臣にあ

　つては第18条の2旧里項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第4項の規定、都道

　府県公安委員会にあっては第18条の2第6項の規定）の施行に必要な限度で、その職員

　《科掌技術脚長宮にあっては放射線検査宮、都道府県公安委員会にあっては警察職員）

　に、使鮒者、・販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所

　又は工場目しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、

　関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放

　射性同位元素によって汚染された物を収去させることができる。

2　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明歯を携帯し、かつ、関係

　者の請求があるときは、これを提承しなければならない。

3　第1項に規定する権険は、犯羅捜査のために認められたものと解してはならない。

第55条　次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

　七　第43条の2第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌

　　避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした餐

放
射
性
隅
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

四
九
〇



○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所

　
　
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に

　
　
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

C
灘
観
解
語
転
朋
〕

最
終
改
正
　
平
成
工
年
十
一
月
二
十
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
六
号

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
放

射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は

事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告

示
（
昭
和
五
十
六
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等

　
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と

　
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
）

第
二
条
　
規
則
第
十
八
条
第
～
項
第
一
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
濃
度
は
、
一
グ

　
ラ
ム
当
た
り
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
徳
上
の
基
準
に

　
係
る
細
自
治
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
）
第
三

　
条
第
一
号
に
定
め
る
碗
値
の
一
万
分
の
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
長
野
の
定
め
る
放
射
線
障
害
の
防
比

　
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
同
位
元
素
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏

　
　
え
い
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る

承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
承
認
の
申
講
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、

　
　
形
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

（
運
搬
物
及
び
車
両
等
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
は
、

　
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
毒
又
は
妻
所
に
お
け
る
羅
に
関
す
る
技
璽
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

四
九
一



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
屋
等
を
定
め
る
告
承

四
九
二

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ

　
ル
ト
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
　
に
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
三
　
車
両
の
表
薗
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ

　
　
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い

　
　
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量

　
　
率
に
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
～

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
無
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
化
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
五
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
安
全
な

　
　
運
搬
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
標
識
は
、
別
記
に

　
掲
げ
る
標
識
と
す
る
。

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
七
条
　
規
則
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
次
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一

　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
燈
当
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

　
六
　
運
搬
に
使
用
す
る
車
両
等
の
仕
様

　
七
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

　
八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た

　
　
め
に
講
ず
る
措
置



（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
八
条
　
規
則
第
十
八
条
第
二
項
後
段
の
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
は
、
　

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
、
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
と
す

　
る
。

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
箋
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

四
九
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○別記（第六条関係）事業所内運搬車両標識

　　　　ion　2m1

∴溜／／

注1　をは，0．5セγチメートル以．上とする。

　2　nは，⑪．2センチメートル以上とする。

　3　車両に取り付ける標識については，その各辺は，15センチメートル以上とす

　る。

　4　色彩は，次表によること。

部 分 色 彩

地 白

三 葉 マ 一
ク 黒

文 字 黒

ふ ち の 部 分 白

ふ　　ち の 内　　卿！ の 線 黒

鱗
購
鮭
壁
懇
書
羅
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
、
、
れ
た
物
の
翠
雨
は
芸
所
に
お
け
る
巖
に
関
す
る
技
術
上
の

四
九
四



A
の
ニ
　
工
場
又
は
事
業
所
外
の
煙
搬
関
係

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
・

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔
ﾐ
和
謡
二
よ
T
｝
　
二
丁
論
ハ
臼
弓
↓
l
n
口
法
律
塩
町
百
六
ふ
一
七
且
り
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
六
臼
法
律
第
九
十
八
号

（
鷺
的
）

第
｝
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
及
び
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
虚
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

　
る
。（

運
搬
に
関
す
る
確
認
等
）

第
十
八
条
の
二
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
看
か

　
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
次
項
か
ら
第
五
噴
ま
で
、
第
三
十
二
条
及
び
第

　
三
十
三
条
に
お
い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
放
鮒
性
同
位
元
素
又

　
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

　
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）

　
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
道
㍗
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車

　
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
置
を

　
除
き
、
運
輸
省
令
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
進
－
に

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
前
項
の
場
含
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ

　
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る

　
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
そ

　
の
運
搬
に
関
す
る
措
…
置
が
同
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い

　
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大

　
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
理

　
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
科
学
技
徳
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

・
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
容

　
器
（
第
四
十
一
条
の
十
に
お
い
て
「
承
認
容
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

　
第
　
項
の
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
容
器
に
関
す
る
基
準
は
、
満
た
さ
れ
た
も

　
の
と
す
る
。

4
　
第
｝
項
の
場
A
口
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輪
…
大
臣
は
、
放
射

　
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関

　
す
る
零
丁
が
同
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

　
使
用
者
等
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必

　
異
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
叉
は
放
射
性
同

　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
て
公
共
の

　
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

　
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

四
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放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬

　
す
る
旨
を
都
道
府
膿
漏
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
搬
の
日

　
時
、
経
路
そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
贋
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運

　
搬
す
る
場
合
に
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
漏
け
出
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て

　
（
前
項
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）
運
搬
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

8
　
警
察
富
は
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
放
射
挫
同
位
元
素

　
又
は
放
象
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防

　
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
当
該
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
停
止
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
者
に
対
し
、

　
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と

　
こ
ろ
に
従
っ
て
（
第
六
項
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）

　
運
搬
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
、
又
は
放
導
線
障
害
を
防
止
す

　
る
た
め
、
前
三
項
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
限
度
で
経
路
の
変
更
そ
の
他
の

　
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

9
　
前
須
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
事
故
届
）

四
九
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第
三
十
二
条
　
使
用
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
盗

　
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

　
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
三
十
三
条
　
使
用
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放

　
射
性
除
数
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
放
射
線
発
生
装
置
に
関
し
、

　
地
．
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
障
害
の
お

　
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
総
理
府
令
（
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に

　
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
。

　
第
三
項
に
お
い
て
間
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
託
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
富
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁
長
官
（
放

　
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
生
面
を
含
む
。
）

　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
連
輸
大
臣
。
次
項
に
お

　
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に



　
対
し
、
放
射
性
周
位
元
素
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
高
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射

　
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
旛
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
三
十
九
条
　
科
学
技
術
庁
長
窟
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
機
構
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
第
十

　
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
機
構
確
認
（
第
十
二
条

　
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
岡
位
元
素
装
備
機
器
に
機
構
確
認
が
さ

　
れ
た
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

2
　
指
定
機
購
確
認
機
関
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
機
構
確
認
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

3
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
を
受
け

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
　
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
、
罰
金

　
　
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

　
　
と
が
な
く
な
っ
た
厨
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

　
二
　
第
四
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
9
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

　
　
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
春

　
三
　
法
人
で
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が

　
　
あ
る
も
の

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
申
請
が
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
的
能

　
力
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け

　
れ
ば
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
機
構
確
認
の
義
務
等
）

第
四
十
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
購
確
認
を
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら

　
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
機
構
確
認

　
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
機
溝
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
う
と
き
は
、
総
理
府
令
で
定
め

　
る
資
格
を
有
す
る
者
に
こ
れ
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
）

第
四
十
｛
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
の
業
務
に
関
す
る
規
定

　
（
以
下
「
．
業
務
規
定
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
謂
可
を

　
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
嗣
様
と

　
す
る
。

2
　
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

3
　
科
学
技
衛
庁
長
官
は
、
第
　
項
の
認
可
を
し
た
業
務
規
定
が
機
構
確
認
の

　
公
正
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関

　
に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
四
十
一
条
の
二
　
指
定
機
溝
確
認
機
関
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
許
可
を
受

　
け
な
け
れ
ば
、
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
｝
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
蕩
業
計
画
の
認
可
等
）

第
四
十
一
条
の
三
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
及
び

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

四
九
七



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
症
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
B
の

　
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
科

　
学
披
術
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

　
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
Q

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
経
過
後
一
二
月
以
内
に
、
そ
の
事

　
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
科
学
技
術
庁
長
官
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
確
認
員
の
選
任
及
び
解
…
任
）

第
四
十
一
条
の
四
　
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
溝
確
認
を
実
施
す
る

　
者
（
次
項
に
お
い
て
「
機
構
確
認
員
」
と
い
う
。
）
の
選
任
は
、
科
学
技
術

　
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
機
構
確
認
員
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に

　
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
業
務
規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
そ
の
職
務
を

　
行
う
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
指
定
機
構
確
認
機
関
に
対
し
、
当

　
該
機
講
確
認
員
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
搬
定
機
構
確
認
機
関
の
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
曖
十
一
条
の
五
　
指
定
機
購
確
認
機
関
の
役
員
又
は
職
員
で
機
構
確
認
の
業

　
務
に
従
事
す
る
も
の
は
、
刑
法
（
明
治
弱
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他

　
の
罰
則
の
適
醗
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

　
す
。（

指
定
の
取
消
し
等
）

第
四
十
一
条
の
六
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
第
三
十
九

　
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
歪
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定

四
九
八

　
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

　
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
置
超
え
な
い
範

　
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

　
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
　
二
十
九
条
第
四
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

　
　
き
。

　
二
　
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
の
二
又
は
第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
に
違
反

　
　
し
た
と
き
。

　
三
　
第
四
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
業
務
規
定
に
よ
ら
な
い
で
機
構

　
　
確
認
を
行
っ
た
と
き
。

　
四
　
第
四
十
｛
条
第
三
巌
窟
は
第
四
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命

　
　
令
に
違
反
し
た
と
き
。

　
五
　
第
四
十
一
条
の
二
十
第
一
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
縢
十
一
条
の
七
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
機
構
確
認
の
業
務
に
賛
す
る
事
項
で
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
を
記

　
照
し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
科
学
技
術
庁
長
窟
に
よ
る
機
構
確
認
）

第
四
十
【
条
の
八
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
指
定
機
講
確
認
機
関
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
機
構
確
認
を
行
わ
な
い
も

　
の
と
す
る
。



2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
薄
野
十
一
条
の
二
の
規
定

　
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
休
止
し

　
た
と
き
、
第
四
十
　
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
機
溝
確
認
機
関
に

　
対
し
機
溝
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
・
比
を
命
じ
た
と
き
、
又

　
は
指
定
機
構
確
認
機
関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
機
構
確
認
の
業
務
の

　
全
部
若
し
く
は
…
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら

　
行
う
も
の
と
す
る
。

3
　
科
学
技
術
庁
長
窟
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し

　
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
第
四
十
一
条
の
二
の

　
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
機
講
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
～
部
を
廃

　
止
す
る
場
合
又
は
第
四
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
9
指
定
機
構
確
認
機
関
の

　
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
機
構
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
そ
の
他

　
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

（
撰
定
検
査
機
関
の
指
定
等
）

第
四
十
一
条
の
九
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
検
査
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
施
設

　
検
査
及
び
定
期
検
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
指
定
検
査
機
関
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
設

　
検
査
及
び
定
期
検
査
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

3
　
第
三
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

　
定
は
、
指
定
検
査
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ

　
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
構
確
認
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
検
査
機
蘭
」
と
、

　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
「
機
構
確
認
し
と
あ
る
の
は
「
施
設
検
査
及
び
定
期
検
査
レ
と
、
第
畷
十
一

　
条
の
熱
中
「
機
構
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
検
査
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　
と
す
る
。

（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
四
十
一
条
の
十
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
闘
」
と
い
う
。
）
に
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
澱
物
に
係
る
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確

　
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運

　
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
項
並

　
び
に
第
四
十
五
条
の
二
第
六
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第

　
一
号
に
お
い
て
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
い
う
。
）
を

　
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
は
、
総
理
暦
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
お
う
と
す
る
・
者
の
申
請
に
よ
り

　
行
う
。

3
　
第
…
二
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
第
幽
十
…
条
の

　
八
ま
で
の
規
定
は
、
捲
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

　
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
溝
確
認
機
関
」
と
あ
る
の
は

　
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
、
　
「
機
構
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器

　
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
、
第
四
十
一
条
の
華
中
「
機
構
確
認
員
」

　
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
曖
十
一
条
の
十
【
　
鼻
輪
大
臣
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
九



　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
比
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌

　
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
係
る
確
認
（
運
圧
す
る
物
に

　
係
る
確
認
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
運
輸
省
令
で
定
め
る
も
の

　
（
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
二
第
六
号
、
第
四
十
九
条
第
一

　
項
及
び
第
五
十
六
条
筆
二
号
に
お
い
て
「
運
搬
方
法
確
認
」
と
い
う
。
）
を

　
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
は
、
女
皇
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
お
う
と
す
る
老
の
申
請
に
よ
D
行
う
。

3
　
第
三
十
九
条
項
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
一
条
の

　
八
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
構
確
認
機
関
」
と
あ
る
の
は

　
「
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
し
と
、
　
「
科
学
技
術
庁
長
里
」
と
あ
る
の
は

　
「
運
輸
大
臣
し
と
、
　
「
総
理
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
運
輸
省
令
」
と
、
　
「
機

　
購
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
方
法
確
認
」
と
、
第
四
十
一
条
の
越
中
「
機

　
構
確
認
零
し
と
あ
る
の
は
「
運
搬
方
法
確
認
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

　
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、

　
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
｝
項
、
第
二
項
及
び

　
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
　
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安

　
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限

　
度
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
、
販

五
〇
〇

　
売
業
．
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
．
者

　
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
機
構
確
認

　
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は

　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
）
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
四
十
三
条
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委

　
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
こ
第
一
項
、
第

　
二
項
及
び
第
四
門
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道

　
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
下
闇
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に

　
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査

　
窟
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
使
用
者
、
販
売

　
業
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
の

　
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
蔽
簿
、
書
類

　
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た

　
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性
岡
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
労
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
o



3
　
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

　
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
三
　
科
学
技
術
庁
長
窟
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

　
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、

　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は

　
指
定
講
習
機
関
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関

　
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
）
の
事
務

　
所
に
立
ち
入
り
、
当
該
機
関
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ

　
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に

　
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
罰
則
）

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
岡
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
三
条
の
三
　
第
鶴
十
㎝
条
の
落
第
二
項
（
第
四
十
一
条
の
九
第
三
項
、

　
第
四
十
一
条
の
十
第
㎜
二
項
、
第
四
十
～
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の

　
十
八
及
び
第
四
十
…
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為

　
を
し
た
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、

　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
濃
鼠
は
指
定
講
習
機
関
の
役
員
又

　
は
職
員
は
、
｝
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
比
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
御
金
に

　
処
す
る
。

　
一
二
　
　
第
十
二
条
の
五
、
第
十
三
条
、
　
第
十
五
久
黙
第
　
項
、
第
十
山
一
条
笈
〃
一
項
、

　
　
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く

　
　
は
第
七
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た

　
　
者

　
四
　
　
笈
剛
十
皿
隅
条
隅
　
第
十
五
条
籠
躍
二
項
、
　
第
十
六
条
第
一
一
項
、
第
十
－
七
条
第
二

　
　
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
四
項
又
は
第
十
九
条
第
三
項

　
　
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
．
者

　
四
の
二
　
第
十
八
条
の
二
番
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
同

　
　
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
繊
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て

　
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
為
た
物
を
運

　
　
撫
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
三
の
二
　
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
命
令
に
従

　
　
わ
ず
、
検
査
を
恵
み
、
若
し
く
は
妨
げ
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

　
　
に
従
わ
な
か
っ
た
．
者

　
五
　
第
二
十
七
条
虫
「
項
若
し
く
は
第
一
こ
項
、
第
三
十
二
条
若
し
く
は
第
三

　
　
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

　
　
者

　
六
　
第
四
十
二
条
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
七
　
第
四
十
三
条
の
こ
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
一



　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ

　
　
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

第
五
十
六
条
　
次
の
各
号
の
～
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

　
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運

　
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
の
役
員
又
は
職
員

　
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
四
十
一
条
の
二
（
第
四
十
一
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十
～
条
の
十
第

　
　
一
二
項
、
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
㎜
条
の
十
八
及
び
第
四
十

　
　
一
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受

　
　
け
な
い
で
機
構
確
認
、
施
設
検
査
及
び
定
期
検
査
、
承
認
容
器
に
よ
る
運

　
　
搬
物
に
係
る
確
認
若
し
く
は
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
、
試
験
事
務
又
は
講

　
　
習
及
び
研
修
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。

　
二
　
第
四
十
一
条
の
七
（
第
四
十
一
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
第

　
　
三
項
、
第
四
十
　
条
の
十
｝
第
三
項
、
第
四
十
｝
条
の
十
八
及
び
第
四
ナ

　
　
一
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

　
　
反
し
て
帳
簿
を
備
…
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の

　
　
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

　
三
　
第
四
十
二
条
第
二
項
の
報
告
を
せ
ず
、
叉
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

　
四
　
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒

　
　
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若

　
　
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
Q

第
五
十
七
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
入
若
し
く
は
人
の
代
理
人
そ
の
他
の
従

　
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
乱

落
五
十
四
条
又
は
第
五
十
五
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰

す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
灘
遡
無
量
拠
思
癖
習

　
　
　
　
　
　
　
　
凹
販
終
改
正
　
　
平
成
山
一
年
一
二
月
一
一
十
五
日
一
二
A
下
第
八
十
一
二
岡
万

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
　
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

　
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
五
位
元
素
又
は

　
放
射
性
等
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
し
て
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌

　
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
・
両
に
よ
る
運
搬
に
係
る
確
認

　
（
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
を
除
く
。
）
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運

　
輸
省
令
）
で
定
め
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
二
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
政

　
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額

　
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　
長
官
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
イ
承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
用
に
よ
り

　
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素

　
　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
よ
う

　
　
と
す
る
者

　
ロ
　
承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
七
百
七
十
七

　
　
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
放
期
性
同
位
元

　
　
素
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
者

　
ハ
　
承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
七
百
七
十
七

　
　
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
放
翔
性
同
位
元
素

　
　
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
　
れ
た
物
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
者

八
　
法
皇
十
八
条
の
二
第
二
項
の
運
輸
大
臣
の

　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

九
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
承
認
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
者

四
十
万
千
百
門

十
二
万
八
千
五
百
円

三
二
三
千
｝
二
百
円

十
三
万
三
千
百
円

五
万
七
千
三
百
円

　
　
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
科
学
技
術
庁

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

こ

の

政
令

嫉

附

則

平
成
六
年
四
月
一
B
か
ら
施
行
す
る
。

五
〇
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@〔

ｺ
和
三
十
五
奪
九
月
三
十
日
舩
腰
理
府
肘
A
η
第
五
十
六
号
〕

　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
三
年
十
一
月
十
五
臼
総
理
府
令
第
四
十
号

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

　
そ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

そ
れ

｝　

ﾇ
理
区
域
　
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
が
科
学
技
術
庁
長
官
（
以

　
下
「
長
宮
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
線
量
当
量
を
超
え
、
空
気
中
の
放
射

　
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
が
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
長

　
官
が
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

八
　
放
射
線
業
務
従
事
者
　
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
射
線
発
生
装
置
の

　
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
（
以
下
「
取
扱
等
業
務
」
と

　
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
も
の

九
　
放
射
線
施
設
　
使
用
施
設
、
詰
替
施
設
、
廃
棄
物
詰
替
施
設
、
貯
蔵
施

　
設
、
機
器
設
置
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
又
は
廃
棄
施
設

十
　
実
効
線
量
当
量
隈
度
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
実
効
線
量
当
量
に
つ
い

　
て
、
長
暦
が
定
め
る
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度

十
一
　
組
織
線
量
当
量
限
度
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織
の
線
量
当
董

五
〇
四

　
　
に
つ
い
て
、
長
官
が
定
め
る
｝
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度

十
二
　
空
気
中
濃
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に

　
　
お
い
て
人
が
呼
吸
す
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
、

　
　
長
官
が
定
め
る
濃
度
限
度

　
十
三
　
表
面
密
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お

　
　
い
て
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
に
つ
い
て
、
長

　
　
官
が
定
め
る
密
度
限
度

（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
二
　
法
第
十
八
条
の
工
第
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の

　
基
準
（
車
両
運
搬
（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌

　
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ

　
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
十
工

　
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
の
三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
（
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
の

　
定
め
る
濃
度
に
満
た
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
第
十
八
条
の
十
三
ま
で
に
お

　
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
同
位
元

　
六
曜
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

　
じ
。
）
と
し
て
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
同
位
元
素
等
と
し
て
長
官
の
定
め
る

　
　
も
の
　
L
型
輸
送
物

　
二
　
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
同
位
元



　
　
素
等
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
同

　
　
位
元
素
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は

　
　
B
U
型
輸
送
物

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
能
濃
度
が
低
い
放
射
性
同
位
元
素
等

　
で
あ
っ
て
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
（
以
下
「
低

　
比
放
射
性
同
位
元
素
」
と
い
う
。
）
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
っ
て
表

　
面
が
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
長
官
の
定
め

　
る
も
の
（
以
下
「
表
面
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
は
、
直
宮
の
定
め
る
区
分
に

　
応
じ
、
茎
P
－
1
型
輸
送
物
、
一
P
－
2
型
輸
送
物
又
は
I
P
i
3
型
輸
送

　
物
と
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
二
項
に
掲
げ
る
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
、
B
U

　
型
輸
送
物
、
I
P
1
1
型
輸
送
物
、
I
P
－
2
型
輸
送
物
及
び
王
P
1
3
型

　
輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
十
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上

　
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
四
　
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
「
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
二
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
三
　
表
面
に
不
要
な
突
起
物
が
な
く
、
か
つ
、
表
面
の
汚
染
の
除
去
が
容
易

　
　
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
材
料
相
互
の
間
及
び
材
料
と
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
る
放
射
性
嗣

　
　
位
元
素
等
と
の
間
で
危
険
な
物
理
的
作
用
又
は
化
学
反
応
の
生
じ
る
お
そ

　
　
れ
が
な
い
こ
と
。

　
五
　
弁
が
誤
っ
て
操
作
さ
れ
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
六
　
開
封
さ
れ
た
と
き
に
見
や
す
い
位
置
に
「
放
射
性
」
又
は
「
刃
鋤
α
一

　
　
〇
Ω
ρ
o
酔
点
く
Φ
」
の
表
示
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
長
官
の
定

　
　
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
七
　
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
八
表
面
の
放
射
性
岡
位
元
素
の
密
度
が
第
十
八
条
の
五
第
九
号
に
規
定
す

　
　
る
密
度
の
十
分
の
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
五
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
｛
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
二
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
三
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

　
　
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は

　
　
り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
四
　
構
成
部
品
は
、
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
七
十
度
ま
で
の
温
度
の
範

　
　
囲
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
の
範
囲
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

　
　
で
な
い
。

放
射
性
爾
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
〇
五



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
〇
六

五
周
囲
の
圧
力
を
二
十
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
と
し
た
場
合
に
、
放
射
性
同
位

　
元
素
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

六
　
液
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に

　
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
同
位
光
素
等
の
量
の
二
倍

　
　
以
上
の
量
の
放
射
性
同
位
元
素
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材

　
　
又
は
二
重
の
密
封
部
分
か
ら
成
る
密
封
装
置
（
容
器
の
構
成
部
品
の
う

　
　
ち
、
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
え
い
を
防
比
す
る
た
め
の
密
封
措
置
が
施

　
　
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
法
第
十
八
条
の
二
軍
三
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
容
器
（
B
M

　
　
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る

　
　
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
温
度
に
よ
る
変
化
並
び
に
運
搬
時
及
び
注
入

　
　
時
の
挙
動
に
対
処
し
得
る
適
切
な
黒
総
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

七
　
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
（
鉄
道
、
軌
道
若
し
く

　
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
又
は
外
接
す

　
る
直
方
体
の
～
辺
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
テ
ナ
（
内
容
積
が
三
立
方

　
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
が
｝
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ

　
れ
、
か
つ
、
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人

　
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し

　
て
運
搬
す
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
車
両
運
搬
規
則
第
四
条
第
二
項

　
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術

　
上
の
基
準
に
従
う
も
の
の
う
ち
、
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
長
宮
の
承
認

　
を
受
け
た
も
の
は
、
蓑
薗
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が

　
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

八
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線

　
量
当
量
率
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
（
気
体
、
液
体
、
粉
状
若
し
く
は
粒

　
状
の
物
質
又
は
液
体
と
粉
状
若
し
く
は
粒
状
の
物
質
と
の
混
合
物
を
収
納

　
す
る
容
器
で
あ
っ
て
、
気
体
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー

　
ト
ル
以
上
、
気
体
以
外
の
も
の
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
○
・
四
五

　
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
内
容
積
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
を
容
器
と
し
て
使
用
す
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
専
用
積
載
と
し
な

　
い
で
運
搬
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
風
選
か
ら
［
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置

　
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
長
官
の
定
め
る
係
数
を
乗

　
じ
た
線
量
当
量
率
）
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
た
だ
し
、
放
射
性
輸
送
物
を
専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

　
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
長
宮
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

九
　
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
長
官
の
定
め
る
密
度
（
以
下
「
輸

　
送
物
差
面
密
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

十
　
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射
性

　
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も

　
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

十
一
　
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。



　
　
イ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
に
お
け
る
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
著
し
く
増
加
せ

　
　
　
ず
、
か
つ
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
（
第
七
号
た
だ
し
書
に
該
当
す

　
　
　
る
場
合
は
、
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
六
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
。
た
だ
し
、
同
条
第
六

　
　
号
イ
に
定
め
る
要
件
は
、
適
用
し
な
い
。

　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
前
条
第
十
　
号
ロ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
｝
蒔
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る

　
　
　
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
臼
陰
に
お
い
て
摂
氏
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
運

　
　
　
搬
す
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸
送

　
　
　
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
摂
氏
八
十
五

　
　
　
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
輸
送
物
表
面
密
度
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
。

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る

　
　
　
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
四
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周

　
　
囲
の
温
度
の
範
囲
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い

　
　
こ
と
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
七
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
第
十
八
条
の
五
第
　
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
。
た
だ
し
、

　
　
同
条
第
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
及
び
同
条
第
六
号
イ
に
定
め
る
要
件
は
、

　
　
適
用
し
な
い
。

　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
条
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
適

　
　
合
す
る
こ
と
。

　
三
　
長
宙
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
亡
八
に
、
前
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す

　
　
る
こ
と
。

　
四
　
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

　
　
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
五
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
過
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
〇
七



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
〇
八

　
六
　
最
高
使
用
圧
力
（
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
周
囲
の
温
度
及
び
日
光
の
薩

　
　
射
の
条
件
の
下
で
、
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特
別
な
措
置
を
採
ら
な
い
場

　
　
合
に
、
～
年
間
に
放
射
性
輸
送
物
の
密
封
装
置
内
に
生
じ
る
気
体
の
最
大

　
　
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

（
I
P
…
1
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
八
　
I
P
1
1
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
第
十
八
条

　
の
五
第
～
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
と
す
る
。

（
I
P
i
2
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
九
　
I
P
i
2
型
輸
送
物
（
次
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
前
条
に
定
め
る
基
準

　
二
　
長
官
の
定
め
る
夏
P
－
2
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に

　
　
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
第
十
八
条
の
五
第
十
一
号
イ
及
び
ロ
に
定
め

　
　
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

2
　
1
P
1
2
型
輸
送
物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
を
収
納
す
る
容
器
が
コ
ン
テ

・
ナ
又
は
タ
ン
ク
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
前
条
に
定
め
る
基
準

　
二
　
前
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
又
は
こ
れ
と
同
等
と
長
駆
の
認
め
る
基
準

（
王
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
十
　
I
P
…
3
型
輸
送
物
（
次
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
～
　
第
十
八
条
の
五
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
。
た
だ
し
、

　
　
同
条
第
六
号
イ
に
定
め
る
要
件
は
、
適
用
し
な
い
。

　
二
　
長
官
の
定
め
る
I
P
1
3
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に

　
　
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
第
十
八
条
の
五
第
十
一
号
イ
及
び
ロ
に
定
め

　
　
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

2
　
－
P
1
3
型
輸
送
物
（
放
射
性
岡
位
光
駕
等
を
収
納
す
る
容
器
が
コ
ン
テ

　
ナ
又
は
タ
ン
ク
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
第
十
八
条
の
八
に
定
め
る
基
準

　
二
　
第
十
八
条
の
五
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
、
第
六
号
ロ

　
　
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
前
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
又
は

　
　
こ
れ
と
岡
等
と
長
官
の
認
め
る
基
準

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
低
比
放
射
性
同
位
元
勲
及
び
表
面

　
汚
染
物
の
運
搬
）

第
十
八
条
の
十
一
　
次
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
同
位
元
素
及
び
表
面
汚
染
物
は
、

　
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め

　
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
｝
　
長
官
の
定
め
る
低
比
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

　
　
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
通
常
の
運
搬
状
態
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
が
容
易
に
飛
散
し
、

　
　
　
又
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す
る
こ
と
。



　
二
　
長
手
の
定
め
る
表
面
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す

　
　
る
も
の

　
　
イ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

　
　
ロ
　
専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
の
放
射
性
同
位

　
　
　
元
素
の
密
度
が
長
官
の
定
め
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り

　
　
　
で
な
い
。

（
特
別
六
五
に
よ
る
運
搬
）

第
十
八
条
の
十
二
　
第
十
八
条
の
三
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ

　
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必

　
要
な
措
置
を
採
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安

　
塗
上
支
障
が
な
い
旨
の
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

　
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬

　
す
る
物
の
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
は
、
表
面
に
お
い
て
十
ミ
リ
シ

　
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
簡
易
運
搬
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
十
三
　
法
第
十
八
条
の
二
第
～
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上

　
の
基
準
（
簡
易
運
搬
（
事
業
所
の
外
に
お
け
る
車
両
運
搬
以
外
の
運
搬
（
船

　
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

　
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
十
八
条
の
三
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

　
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
十
～
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ

　
　
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
（
以
下
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）
を
積
載
し
、

　
　
又
は
収
納
し
た
運
搬
機
械
又
は
器
具
（
簡
易
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。

　
以
下
「
運
搬
機
器
」
と
い
う
。
）
の
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら

　
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
日
ン
チ
メ
～
ト
ル
線
量
当
量
率
が

　
蔚
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
運
搬
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、

　
転
落
等
に
よ
り
運
搬
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

三
　
運
搬
物
は
、
同
㎝
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な

　
い
こ
と
。

四
　
二
以
上
の
運
搬
物
（
そ
の
表
面
に
お
け
る
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

　
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

　
の
号
に
お
い
て
岡
じ
。
）
を
｝
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て

　
運
搬
す
る
場
合
は
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
、
長
官
の
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
、
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る

　
こ
と
◎

五
　
運
搬
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

　
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
運
搬
物
の
取
扱
方
法
、
事

　
　
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項

　
　
を
記
載
し
た
書
面
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
消
火
器
、
放
射
線
測
定
器
、

　
　
保
護
具
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
器
具
、
装
具
等
を

　
　
携
行
す
る
こ
と
。

放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
〇
九



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
皿
○

　
　
ハ
　
人
の
盤
上
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
は
、
運
搬
物
又
は
運
搬
機
器
を

　
　
　
置
き
、
又
は
運
搬
物
の
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ

　
　
　
と
。
た
だ
し
、
縄
張
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ

　
　
　
の
限
り
で
な
い
。

　
六
　
B
M
型
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ

　
　
と
。

　
　
イ
　
法
認
三
十
五
条
第
｝
項
の
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者
又

　
　
　
は
こ
れ
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
操
行
さ
せ
、
及
び
積

　
　
　
込
み
、
取
卸
し
等
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素

　
　
　
等
の
放
射
線
管
理
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被

　
　
　
ば
く
管
理
そ
の
他
放
癖
性
懲
位
元
素
等
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
監
督

　
　
　
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
交
通
が
混
雑
す
る
時
闇
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

　
七
　
運
搬
物
に
は
、
長
窟
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
識
の
取
付
け
又
は

　
　
表
示
を
す
る
こ
と
。

　
八
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
当
量
が
実
効
線
量
当
量
限
度
及
び
組
織
線

　
　
量
当
量
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
十
八
条
の
十
四
　
令
第
十
七
条
の
総
理
府
令
で
定
め
る
放
射
性
岡
位
元
素
等

　
は
、
第
十
八
条
の
三
四
…
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
（
第

　
十
八
条
の
三
思
二
項
及
び
第
十
八
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
も

　
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
八
条
の
十
五
　
法
博
十
八
条
の
野
駈
二
項
の
規
定
に
よ
り
里
芋
に
関
す
る

　
確
認
（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

　
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
の
七
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え

　
て
、
こ
れ
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
運
搬
す
る
放
射
姓
同
位
元
素
等
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
前
号
の
放
射
性
同
位
元
素
等
を
収
納
す
る
容
器
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

　
　
十
八
条
の
十
七
に
お
い
て
「
容
器
」
と
い
う
。
）
の
構
造
、
材
質
及
び
製

　
　
作
の
方
法
（
以
下
「
容
器
の
設
計
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
放
射
性
同

　
　
位
元
素
等
を
当
該
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
に

　
　
関
す
る
説
明
書

　
三
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す

　
　
説
明
書

　
五
　
放
射
性
輸
送
物
の
発
送
前
の
点
検
に
関
す
る
説
明
書

　
六
　
簡
易
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
放
射
挫
輸
送
物
の
運
搬
方
法
及
び
そ
の
安
全

　
　
性
に
関
す
る
説
明
書

2
　
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
容
器
を
使
用
し
て
放
射
性
岡

　
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
書

　
類
の
提
出
を
雀
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
法
第
十
八
条
の
二
項
二
項
の
確
認
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
運
型
物
確
認
機
関
が
長
官
の
承
認
を
受
け
て

　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
当
該
揚
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
運
搬
確
認
証
の
交
付
）

第
十
八
条
の
十
穴
　
長
官
又
は
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
法
第
十
八
条
の
二

　
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
容
器
承
認
の
申
請
）

第
十
八
条
の
十
七
　
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
別
記
様
式
第
十
の
八
に
よ
る
容
器
承
認
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
容
器
で
運
搬
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
関
す
る
説

　
　
明
書

　
二
　
容
器
の
設
計
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
を
当
該
容
器
に
収
納
し
た
場
合

　
　
の
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
容
器
が
第
二
号
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

　
　
す
説
明
書

3
　
容
器
の
う
ち
、
容
器
の
…
部
を
分
離
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の

　
に
つ
い
て
は
、
当
該
容
器
の
各
部
ご
と
に
第
｝
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
説
明
書
は
、
当

　
該
申
請
に
係
る
容
器
の
～
部
に
係
る
説
明
書
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
す
る
措
置
）

第
こ
十
三
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
が
法
器
二
十
四
条
の
規
定

　
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
る
。

　
一
　
放
射
線
業
務
従
事
者
が
放
射
線
障
害
を
受
け
、
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の

　
　
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
障
害
又
は
放
射
線
障
害
を
受
け
た
お
そ
れ
の
あ

　
　
る
程
度
に
応
じ
、
管
理
区
域
へ
の
立
入
時
間
の
短
縮
、
立
入
り
の
禁
止
、

　
　
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
の
少
な
い
業
務
へ
の
配
置
転
換
等
の
措
置

　
　
を
講
じ
、
必
要
な
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
が
放
射
線
障
害
を
受
け
、
又
は
受
け
た

　
　
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
医
師
に
よ
る
診
断
、
必
要
な
保

　
　
健
指
導
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
記
帳
）

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
五
条
第
｝
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
が
備
え
る
べ
き
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
事
項
の
細
目
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
｝
　
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
チ
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
先
素
等
の
運
搬
の
年

　
　
　
月
日
、
運
搬
の
方
法
並
び
に
荷
受
人
又
は
荷
送
人
、
運
搬
を
委
託
さ
れ

　
　
　
た
者
及
び
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
氏
名

　
　
ワ
　
放
射
線
施
設
に
立
ち
入
る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
年
月

　
　
　
日
、
項
目
並
び
に
当
該
教
育
及
び
訓
練
を
受
け
た
者
の
氏
名

　
二
　
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ハ
　
販
売
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
年
月
日
、
運

　
　
　
搬
の
方
法
並
び
に
荷
受
人
又
は
荷
送
人
、
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
及
び

　
　
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
氏
名

　
　
二
　
前
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
及
び
り
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

放
射
性
闘
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
一
一



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
一
二

　
三
　
廃
棄
業
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
へ
　
廃
棄
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
年
月
日
、

　
　
　
運
搬
の
方
法
並
び
に
荷
受
人
又
は
荷
送
人
、
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
及

　
　
　
び
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
氏
名

　
　
ト
　
第
一
号
り
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

　
2
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
、

　
　
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
｝
年
ご
と
に
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
を
閉

　
　
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
の
期
間
は
、
前
項

　
　
に
規
定
す
る
帳
簿
の
閉
鎖
後
五
年
間
と
す
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
線
施
設
又
は
放
射
性
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に

　
　
延
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る

　
　
と
と
も
に
そ
の
醤
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八

　
　
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場
所
に
通

　
　
報
ず
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
施
設

　
　
の
内
部
に
い
る
者
、
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら

　
　
の
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
警
護
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
救
畠
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ

　
　
の
広
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必

　
　
要
に
癒
じ
て
こ
れ
を
安
金
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
縄

　
　
を
張
り
、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か
ん

　
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
線
量
当
量
を
で
き
る
隈
り
少

　
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
を
除

　
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
並
び
に
第
十
九
条
第

　
　
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
｝

　
項
第
三
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十

　
八
条
の
十
三
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
官
が
定
め
る
線
量
当
量
限

　
度
ま
で
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
慮
急
の
措
置
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
業
所
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ

　
る
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
事
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）



第
三
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
、
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬

　
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直

　
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
長
宮
に
報
告
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
　
放
射
性
同
位
元
素
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
放
射
性
同
位
元
素
等
が
異
状
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
三
　
放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
実
効
線
蚤
当
量
限
度
又
は
組
織
線
量
当

　
　
量
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き
。

　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
放
射
線
障
害
を
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の

　
　
あ
る
と
き
。

2
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
放
射
線
施
設
を
廃
比
し
た
と
き

　
は
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
の
講
じ
た
措
置
を
、
別

　
記
様
式
二
十
一
の
三
に
よ
り
三
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
事
業
所
等
ご
と
に
別
記
様
式
第

　
二
十
一
の
四
に
よ
る
報
告
書
を
毎
年
四
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
三
月
三
十

　
～
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
作
成
し
、
当
該
期
間
の
経
過
後
三
月
以
内
に
長

　
富
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
使
用
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄

　
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
長
宮
が
次
に
掲
げ

　
る
事
項
に
つ
い
て
期
間
を
定
め
て
報
告
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
当

　
該
期
間
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
射
線
管
理
の
状
況

　
二
　
放
射
性
同
位
元
素
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

　
三
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
廃

　
　
三
又
は
運
搬
の
状
況

（
収
去
証
）

第
四
十
条
　
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
線
検
査
官
が
放

　
射
性
同
位
元
素
等
を
収
去
す
る
と
き
は
、
収
去
さ
れ
た
者
に
収
去
証
を
交
付

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
検
査
富
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
三
条
の
鉛
毒
二
項
の
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す

　
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
則
（
平
成
二
年
十
一
月
二
十
八
日
総
理
府
令
第
五
七
号
）

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
て

　
い
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性
同
位
元
素
等

　
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
八
条
の
四
か
ら

　
第
十
八
条
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
五
年
…
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
そ
れ

　
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
つ

　
い
て
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
　
（
平
成
三
年
十
一
月
十
五
日
　
総
理
府
令
第
四
十
号
）

（
施
行
期
瀾
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
一
三



様式第十の七（第18条の15閲係） 工獲理蔽要幟D
還　　搬　　確　　経影　　申　　藷膏　　欝

1所定の金額の収入印i
τ紙を‘より、　汁与匠Pをし　：
：なし・ことσ　　　　　　　　：
」　T　T　了　一　幽　一　一　一　置　r　．．　π　w　r　w　罰　冒　一　〒　“　，　圏　噌　’　幽　「　’

科掌技蓄桁戸デ長窟 殿

彗る ヌ＝蚕

臼

氏名（法人にあっては、モの名称及び代裏考の氏名．，・簾

　放射性岡位元楽簿による放射線障轡の防止に関する法律貌8条の2第2唄の蜆定により
運搬の確認を申請します9

氏　　　　名 　　　　　　　皿　曜煤@　　　は：　　　名　　　　称

法人にあっては、モの代褒者の馬名
‘主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア「斤 辮。）　　　　　鷲（）

使朋者尋の区分
i波2）

勝業所等又は事務所 　　　一一……ｼ　　　　　　　　称
一

所　　　在　　　地 辮（）　　　　　　鷲（♪
　　　　　m　
ｵ　務　」二　の　連　奉唱　先

茗　　　　　称
所　　　在　　　土也 離（）　　　　　讐（）
3塾絡興の飯名 所鵬部諜名乱　　　　）

避｛　　徽　　　の　　　隠 　　　　　｝I　　　　（注3）
　

運　　　　搬　　　　予　　　　定　　　　時　　　　其弩 ㎜　

放射性輸送物の名称　く注4）
放射性翰送物の櫃類　（注5）

　7｝．一．

　　　　　　．厲ﾋ性輸送物の総山最
核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懸

数　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻：

貫鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　澱
黶D「『．

還楽
ﾀ心
ｷ（驕`主

冾U
ﾋ）
ｫ
問
回
申

物　　理　　白り　状 　　　　　一．ﾔ　　　（滋三7）
置へ■．．．

放
　
財
　
控
　
嫡
　
送
　
物
．
に
　
　
閑
　
す
　
る
　
説
　
明

イヒ　　　　　　　学　　　　　　　汗多　　　　（注8　）

密　　封　　の 　　　　　　…�@　　態　　　　（1窯9）
一『

i閑 　　　　　　　　丁?　　　　器　　　　の　　　　客　　　　キホ

タト　　　　　形　　　　　寸　　　　　法

麗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟹容
器
窪
導

耐　　　　　馬　　　　　　年　　　　　数

容欝承認を受けたものは、承認
ﾌ隼月田及び爵尋
容　器　の　維痔　の　状　況

輪 便用する運搬殿器の櫨類（淀12）

運搬機器への積付げ方法酸き＿
Jこ注福武｡ヤ　｝

携行する川面及び携行器二等
注1　「整理番号」　この欄には、紀等しないこと。
　2　「使用暫等の区分」　曲用麿、用聞簸暫着しくは廃簗興唇又ばこれらの潜から運搬を蚕
　　託された著の別を配証すること。運搬を委翫された暫にあっては、叢翫奮の名称及び事築
　　の区分を併せて紀職すること。
　3　「運搬の自的」　嶺該週搬に係る出発地及び邑的地の麟場所簿の名称及び所在地を併せ
　　　て記載する鶏と。
　4　「放射性輸送物の名称」　放射性輸送物の通称を記職すること。
　5　「放射性輸送物の樵路」　BM型輸送物又はBU型輸送物の別を記載すること。
　6　「運搬する放射性岡位元素等」　運搬する放射性岡位元紫轟の核種及び化掌形ごとに紀
　　載し、数量の単位としてはベクレルを用いること。
　7　「物理的状態」　気体、液体等の状惣輔己載すること。
　8　「化学形」　科掌技術庁二幅の定める化山形の区分を配載すること。
　9　「密封の状態」　放射性同位元索を被覆しているカプセル簿の材料、材質、厚さ等を況
　　謝することo

10 「容羅」 容認の一部を分離して使用することのでぎるものにあっては、それぞれの容
器の郡分ごとに紀載すること。

　1ユ

　12
囎弩1
　　　2

　　　3

「遡搬方法に閲する脱明」　簡易還付を行う燭舎のみ記戯すること。
「使用する運搬機器の楓類」　慮転車、台箪等興体的に翫戦すること。
この用紙は、日本工策規格84のつづり込式とすること。
この沼川轡の提出都数は、工遡とすること。
この申騎轡には、第18条の15策1項（岡条箪2項の規建により審類の提出を雀略する

場舎にあっては、問条策1項第2号及び第3号を除く。）に規定する奮類を、それらの
欝類の一覧衷と共に添えること。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
抄
）

五

四



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
　
五

様式第十の八（第18条の17関係）　　　　整理番号（注1）

屡i所定の金額の収入i沿
�
?
を
は
り
、
消
印
i
l
を
し
な
い
こ
と
。
　
l
L

」

　　科学技術庁長官　　　　　　　　澱

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

@　　　　　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

@放射性同位光素等による放射線障害の防止に関する法律庸王8条の2第3項の規定により

e器の承認を申配します。

　　容　器　承　認　申　講　書

u　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

核　　　　　種

数　　　　　　量

重　　　　　　量
収納する放射性

ｯ位元素等

@　　（注2）
物理的状態（注3）

化学形．（注の

密封の状態（注5）

放射性輸送物の種類　（注6）

放射性輸送物の総重量

容器の名称
外　形　寸　法

容　　　　器
重　　　　　　塁

耐　用　年　数

注1　「整理番号j　この欄には、記載しないこと。

　2　「収納する放射性同位元素等」　収納する放射性同位元押等の核種及び化学形ごとに記

　　載し、数量の単位としてはベクレルを用いること。

　3　r物理的状態」　気体、液体等の状態を記載すること。

　4　「化学形」　穆学技術庁長官の定める化学形の区分を記載すること。

　5　「密封の状態」　放射性同位元素を被覆しているカプセル等の材料、材質、厚さ等を記

　　載すること。

　6　「放射性輸送物の種類j　BM型輸送物又はBU型輸送物の別を記載すること。

備考1　この用紙は、日本工業規格B4のつづり込式とすること。

　　2　この申講書の提出部数は、1通とする。

　　3　この申請書には、第18条の17第2項に規定する書類を、それらの書類の一覧表と共｝こ

　　　添えること。



様式第二十二（第41条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表
ト…’…－’一’一』…一一一一’一…一・一一一……一一一12センチメートル…一一一一一・一一……・一一一一’一………一一一…一一一→

第 号

放射線検査官身分証明書

　　　　　職　　　名

　　　　　氏　　　名

　　　　　生年月B

上記の者に、放射線検査官である

ことを証明する。

　　　年　　月　　日交付

　　　　　科学技衛庁長宮

　　　　　　　　　　　　　團

；
；
－
ー
ー
－
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ム
、
ゐ
i
＼
ホ
N
ギ
マ
．
0
0
－
5
一
；
；
－
l
－
；
－

襲

　　　　　　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律抜すい

第43の2　科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣にあ

　つては第18条の2第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第4項の規定、都道

　府県公安委員会にあっては第18条の2第6項の規定）の施行に必要な限度で、その職員

　（科学技術庁長官にあっては放射線検査官、都道府県公安委員会にあっては讐察職員）

　に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所

　又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、

　関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放

　射性岡位元素によって汚染された物を収去させることができる。

2　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係

　者の講求があるときは、』これを提示しなければならない。

3　第ユ項に規定する権限は、犯罪捜査のため｝こ認められたものと解してはならない。

第55条　次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

　七　第43条の2第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌

　　避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

五
一
六



○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
書
、

　
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
醐
糠
鮭
籍
響
鍛
〕

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
当
燈
等
）

第
四
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
皿
星
置
…
号
に
規
定
す
る
管
理
区

　
域
に
係
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
米
里
元
素
の

　
濃
度
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同

　
位
元
素
の
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
外
部
放
射
線
に
係
る
線
燈
当
量
に
つ
い
て
は
、
　
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線

　
　
蚤
当
星
が
一
週
間
に
っ
き
三
蔵
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
ニ
　
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
は
、
　
一
週
間
に
つ
い
て

　
　
の
平
均
濃
度
が
第
七
条
に
規
定
す
る
濃
度
の
十
分
の
三

　
三
　
放
法
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
褒
面
の
放
射
性
同
位
元

　
　
素
の
密
度
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
密
度
の
十
分
野
一

　
四
　
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
放
射
線
に
被
ば
く

　
　
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
っ
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取

　
　
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
毫
量
の
第
一
号

　
　
に
規
定
す
る
線
量
当
量
に
対
す
る
割
合
と
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の

　
　
濃
度
の
第
二
号
に
規
定
す
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う

　
　
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
　
な
一
セ
ン
ト
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
及
び
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃

　
　
度

（
実
効
線
量
当
量
限
度
）

第
五
粂
　
規
則
第
｝
条
第
十
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
～
定
期
間

　
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

　
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
組
織
線
量
当
量
限
度
）

第
六
条
　
規
則
第
一
条
第
十
｝
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織
の

　
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
～
年
間
に
つ
き

　
　
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
ニ
　
前
号
以
外
の
絹
織
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に

　
　
つ
き
五
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
三
　
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

　
　
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
三
月
間
に
つ
き
十
三
ミ

　
　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
四
　
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、

　
　
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
と
き
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
つ
き
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト

（
空
気
中
濃
度
限
度
）

第
七
条
　
規
則
第
～
条
第
十
二
号
及
び
規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
一
寿
齢
弟
四
号
イ

　
に
規
定
す
る
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元

　
素
の
濃
度
限
度
は
、
八
時
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
各
号
に
規
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
七



放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
濃
度
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
次
号

　
　
及
び
第
．
一
　
号
に
お
い
て
嗣
じ
。
）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
｝
種
類
で
あ
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
蓑
第
　
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の

　
　
種
類
に
応
じ
て
第
五
欄
に
掲
げ
る
濃
度

　
二
　
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
空
気
中
に
二
種
類
以

　
　
上
の
放
射
性
周
位
元
素
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
放
躬
性
同

　
　
位
元
素
の
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
の
前
号
の

　
　
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元

　
　
素
の
濃
度

　
三
　
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表

　
　
第
一
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
濃
度
（
当
該
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と

　
　
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

　
　
最
も
低
い
も
の
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位
元

　
　
素
の
種
類
が
別
表
第
…
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表

　
　
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て
第
二
欄
に

　
　
掲
げ
る
濃
度

（
表
面
密
度
限
度
）

第
八
条
　
規
則
第
一
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性

　
同
位
元
素
の
密
度
限
度
は
、
別
表
第
三
の
左
の
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元

　
素
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
右
の
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
当
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
八

第
二
十
三
条
　
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
～
時
的
立
入
者

　
で
あ
っ
て
放
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
当
量
は
、

　
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

2
　
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
巻
で
あ
っ
て
放

　
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
当
量
は
、
人
体
内
部
に

　
摂
取
し
た
放
射
性
問
位
元
素
か
ら
の
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下

　
「
内
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
実
効
線
量
当
盤
に
つ
い
て
、
百
マ
イ

　
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
当
量
の
測
定
）

第
二
十
四
条
　
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ

　
る
線
量
当
量
の
測
定
は
、
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
遺
財
性
同
位
元
素

　
に
つ
い
て
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に

　
次
の
各
号
の
う
ち
適
切
な
方
法
に
よ
り
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射

　
性
岡
位
元
素
の
摂
取
量
を
計
算
し
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算

　
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
科
学
技
術
庁
長
官
が
認

　
め
た
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
体
外
計
測
法

　
　
イ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

　
　
　
吸
入
の
区
分
が
D
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　
　
　
　
一
一
　
ρ
詫
（
。
）

　
　
　
O
ム
c
Q
＋
O
．
δ
ゴ

属
鱗
臨
鰐
駅
一
叢



　
　
　
レ
ル
）

　
　
い
⑥
　
摂
取
時
に
お
け
る
全
身
の
長
期
残
留
成
分
（
単
位
　
ベ
ク

　
　
　
レ
ル
）

　
L
　
別
表
第
一
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
傾

ロ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
別
表
第
…
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

吸
入
の
区
分
が
W
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
式
に
よ
る

計
算

　
　
圓
一
－
ρ
卜
⊃
卜
．
＋
叢
；
　
　
瞬
－
－
誰

　
　
　
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
1
、
甲
ω
、
L
及
び
q
ω
は
、
そ
れ

ｭ
熱
轡
噸
〃

ハ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
別
表
第
｝
の
第
　
欄
に
掲
げ
る

吸
入
の
区
分
が
Y
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　　

}
認
）

　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
正
及
び
9
1
ω
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表

「
　
す
も
の
と
す
る
。

　
1
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
螢
（
単
位
　
ベ
ク

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

τゆ

諱
[
ー
ー
ー
…

　
二
　
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　
　
　
　
マ
ρ
蝦
。
）豪

ﾀ
一
四
位
黙

ニ
　
バ
イ
オ
ア
ッ
セ
イ
法

　
イ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
挫
同
位
元
素
の
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

　
　
吸
入
の
区
分
が
D
の
場
含
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　
　
　
　
　
　
　
国
（
C

　
　
　
剛
腱

　
　
　
　
　
（
ρ
蕊
＋
O
．
δ
禁
受
（
C

　
　
　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
1
、
E
ω
、
L
及
び
y
ω
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
　
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
　
正
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量
（
単
位
　
ベ
ク

　
　
　
　
レ
ル
）

　
　
　
E
ω
　
吸
入
摂
取
し
た
日
以
後
t
日
工
の
一
日
当
た
り
の
放
射
性

　
　
　
　
同
位
元
｛
素
の
全
排
せ
つ
量
（
単
位
　
ベ
ク
レ
ル
）

　
　
　
飢
　
別
表
第
一
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
値

遇
「
九



放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

「y草
ﾖ
欝
勝
熱
輸
せ
．
経
路

ロ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
周
位
元
素
の
別
表
第
一
の
第
　
欄
に
掲
げ
る

吸
入
の
区
分
が
W
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
式
に
よ
る

計
算

　
　
｛
」
§
幽
聡
邑
登
　
下
掌

　
　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
恥
は
、
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
　
　
（
ハ
に
お
い
て
同
じ
）

　
琢
　
吸
入
摂
取
し
た
日
以
後
三
日
間
な
い
し
五
舜
間
の
ふ
ん
中
の

　
　
放
射
性
同
位
元
素
の
排
せ
つ
螢
（
単
位
　
ベ
ク
レ
ル
）

ハ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
周
位
元
素
の
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

吸
入
の
区
分
が
Y
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
計
算

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
式
に
よ
る
計
算

経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

丁
挙

た
だ
し
、
ト
リ
チ
ウ
ム
水
の
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
“

　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
U
ω
及
び
R
㈲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

　
表
す
も
の
と
す
る
。

　
U
ω
　
経
q
摂
取
し
た
日
以
後
亡
β
醤
に
排
せ
つ
さ
れ
た
尿
中
の

　
　
↑
リ
チ
ウ
ム
濃
度
（
単
位
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
〇

　　　
　
　
　
R
ω
　
経
口
摂
取
し
た
日
以
後
t
日
譲
に
お
い
て
人
体
に
残
留
し

　
　
　
　
　
て
い
る
ト
リ
チ
ウ
ム
の
割
合

　
一
二
　
次
の
式
に
よ
る
計
算
法
（
経
口
摂
取
以
外
の
場
合
に
限
る
。
）

　
　
　
　
一
ロ
ド
鱒
X
一
〇
ゆ
O
貯
煽

　
　
　
た
だ
し
、
ト
リ
チ
ウ
ム
水
の
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
圃
打
一
．
Q
o
×
一
〇
自
○
齢
周

　
　
　
　
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
1
、
C
、
t
及
び
F
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

　
　
　
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
　
　
1
　
吸
入
摂
激
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量
（
単
位
　
ベ
ク
レ

　
　
　
　
ル
）

　
　
　
C
　
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
た
空
気
中

　
　
　
　
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
（
単
位
　
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ

　
　
　
　
メ
…
ト
ル
）

　
　
　
t
　
測
定
対
象
者
が
作
業
室
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取

　
　
　
　
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
っ
た
時
間
（
単
位
　
時
間
）

　
　
　
F
　
測
定
対
象
者
が
呼
吸
す
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度

　
　
　
　
の
C
に
対
す
る
割
合

2
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
当
量
の
算
出
は
、
別
表
第
一
の
第
｝
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
二
種
類
以
上
の
放
射
控
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
つ
き
算
出
し
た
実
効
線
量
当
量
の
和
を
内
部
被
ば
く
に

　
ょ
る
実
効
線
董
当
量
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
9
困

　
　
　
国
三
舞

　
　
　
　
　
　
（
〉
ぴ
H
ン



蛛@へ　』

3
　
溺
表
第
一
の
第
三
欄
父
は
第
四
欄
に
組
織
線
量
当
量
に
係
る
年
摂
取
限
度

　
が
記
載
さ
れ
て
い
る
種
類
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取

　
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
内
部
被
ば
く
に
よ
る
縄
織
線
量
当

　
量
を
算
更
す
る
も
の
と
す
る
。
二
種
類
以
上
の
放
射
性
岡
染
元
素
を
吸
入
摂

　
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き
は
、
対
象
と
な
る
組
織
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
種

　
類
に
つ
き
算
出
し
た
組
織
線
墨
当
量
の
和
を
当
該
組
織
の
内
部
被
ば
く
に
よ

　
る
組
織
線
量
当
量
と
す
る
。

　　

@
　
・
一
融
オ
‘

蕪
獣
離
鵜
縄
一
　
齢

　
　
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
　
　
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
髭
（
単
位
　
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
）

　
　
　
1
　
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量

　
　
　
　
（
単
位
｝
　
ベ
ク
レ
ル
）

　
　
　
（
》
ピ
一
）
器
　
　
別
表
第
｝
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の

　
　
　
　
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
吸
入
摂
取
の
場
合
に
あ
っ
て
は
周
表

　
　
　
　
の
第
三
欄
、
経
口
摂
取
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
表
の
第
四
欄
の
括

　
　
　
　
機
内
の
年
摂
取
限
度
（
単
位
　
ベ
ク
レ
ル
）

（
実
効
線
量
当
量
及
び
縄
織
線
量
当
量
の
算
定
）

第
二
十
五
条
　
規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
実
効
線
量
当
量
は
、

　
次
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
実
効
線
量
当
盤
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
当
量

　
と
の
和
と
す
る
。

　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
鑑
当
量
は
、
一
撃
ン
チ
メ
…
ト
ル
線
量
当

一
領
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
規
則
第
二
十
条
第
二
昏
冥
…
号
ロ
に
よ
り
測

定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
を
外
部
被
ば
く

　
に
よ
る
実
効
線
量
当
量
と
す
る
。

　
　
国
軍
H
ρ
O
α
出
p
。
＋
9
ω
ω
冨
び
＋
ρ
ω
b
◇
笛
。
牽
O
健
羨
彗

『
灘
　
　
　
　
　
飛
『
鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箕
＝



放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

蛛
@
　
　
　
　
繊

　
二
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
当
猛
は
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定

　
　
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

2
　
規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
藤
織
線
量
当
量
は
、
次
の
と

　
お
り
と
す
る
。

　
｝
　
皮
虜
の
絹
織
線
量
当
量
は
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
眼
の
水
晶
体
の
組
織
線
量
当
量
は
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
三
　
皮
虜
及
び
眼
の
水
晶
体
以
外
の
組
織
線
量
当
量
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場

　
　
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
組
織
の
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組

　
　
織
線
量
当
墨
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
と
の
和
と
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
は
、
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量

五
継
嗣

　
　
　
当
量
と
す
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
は
、
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規

　
　
　
定
に
よ
り
算
出
し
た
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

　
四
　
第
六
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
粗
織
線
量
当
量
は
、
次
に
規

　
　
議
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織

　
　
線
量
当
量
と
の
和
と
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
は
、
腹
部
に
お
け
る
一
セ
ン
チ

　
　
　
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
緯
織
線
量
当
量
は
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規

　
　
　
定
に
よ
り
算
出
し
た
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

（
健
康
診
断
に
係
る
線
量
当
量
）

第
二
十
六
条
　
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
線
量
当
量
は
、

　
実
効
線
鳳
墨
当
且
皿
限
｛
度
及
び
組
織
線
且
里
当
且
里
限
度
　
（
第
六
条
第
…
二
丁
・
及
び
第
四

　
号
の
縄
織
線
量
当
量
限
度
を
除
く
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
十
労
の
三
と
す
る
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
当
量
限
度
）

第
二
十
七
条
　
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
緊
急
作
業
に
係
る
線
量

　
轟
量
限
度
は
、
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
一
．
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
帰
二
等
）

第
三
十
［
条
　
～
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
！
ト
ル
線
量
当
量

　
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
（
「
メ
ガ

　
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
を
含

　
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
式
に
よ
り
計

　
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
」
放
心
射
線
が
エ
ツ
ク
’
ス
一
線
叉
は
ガ
ン
マ
線
で
あ
る
場
A
q

　
　
国
臼
｛
x
U

　
こ
の
式
に
お
い
て
、
H
、
脈
及
び
D
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。『

熱
熱
　
継
　
難

二
　
放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
合

　
　
国
“
診
も

　
こ
の
式
に
お
い
て

も
の
と
す
る
。

、
H
、
振
及
び
ψ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
わ
す

「　
ﾙ
繕
購
　
↑
　
麗

放
射
線
を
放
出
す
る
岡
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　　
@［

　
　
　
　
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
且
璽
に
あ
っ
て
は
第
四
欄
に
掲
げ

　
　
　
　
　
る
値

　
　
　
　
ψ
　
自
由
空
間
中
の
粒
子
フ
ル
エ
γ
ス
（
単
位
　
個
毎
平
方
セ
ン

　
　
　
　
　
チ
メ
ー
ト
ル
）

2
　
放
射
線
の
種
類
が
二
種
類
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
放
射
線
の
種
類

　
ご
と
に
計
算
し
た
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量

　
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
当
量
ご

　
と
の
和
を
も
つ
て
、
　
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線

　
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
盤
と
す
る
。

五
二
三



汚帳嬉1　（第？集、第図条及び第2慣藺保）

　放射性瞬位元梁の種顛が窮らかで、かつ、一繊頬である鰯合の空気中濃度限度等 （注＝主要6元楽の舘分だけを示す》

箪　　　】　　　糊 第2欄 第　3　欄 第　4　欄 第5撮 箆6臓 第7臓

級入摂取した場 経ロ隈取した堀 空気中酸 嬢気中又 嬢口中又

放鮒逡局位元索の種類 合における年横 禽における隼摂 度畷皮 は空気中 は排水中

取限度

i括瓢は、当該

取限度 の誼度碩 の譲度隈
fr （括弧は、当該 度 度

組織の組繊線盤 紐識の繍義糠藝

核種 化　　　学　　　形 吸入の 轟墨に係る年盛 当盈に係る洋摂

区分 取限度） 取瞼震）

（βq｝ （Bq） ｛Bq／αり （B喰の （Bq／cゆ

，H 元棄状トリチウム 2x10‘ 9x】o，

3H トリチウム永 ！ agxiO， z9×iO， ？x！0響1 5XIO4 6刈。・

55Co 酸化携、水酸化物以外のすべての照機化含 G．3 5，マx聖07 1刈。●

掬で廻体がある燐合及び脊機鎮化合物（経
ロ蟻取｝

55 bo 酸鵬、水酸舳及びトい唄で経醐｝ 0．05 生5x…0， 9x｝0噛準

取されたすべての際搬化合鞠（経ロ摂取）
5覧 bo 酸化物、水酸化物、ハPゲン化物及び硝酸 w 象，脅5 1，ex10‘ 3刈O『2 2刈5茜

斌駁外のもの …

隅Co 酸化物、永酸化窃、ハOゲン化物及び碕酸 Y α95 ゑ5x107 3xlG閥2 2Xlo月

冒Co
塩酸化物、ホ酸｛ヒ窃以外のすべての無機化合

0．3 三，5刈07 3x10’1

物で撮体がある場合及び有機罐化合物｛経
ロ摂取｝

瓢5CQ 酸化物、水酸化掬及びトレーサ鍛で径ロ摂 o．05 1．9×正『 4xlo’騨

取されたすべての無機化合物（軽四摂取）
5‘ bo 55Coの股入の区分がWのものに同じ w 砿05 1．】XIe7 4x】3－5 3xlod

5℃o 鵠Coの吸入の区分がYのものに周じ Y 0．05 ？．OXlO‘ 2x｝0’3 2xlo4
5， b’o 鮫化吻、ホ酸化窃以外のすべての黛搬化合 砿3 1，6xio， 3x10。

物で担体がある璃含及び有機躇比合物悩
口斑取｝

57 bo 醸化物、水酸｛U勢殴びトレーサ量で樋口摂 O．05 2．了刈0● 6x！o。

取されたすべての照搬鶴合物催口摂取1
昌，

bo． 55Coの吸入の区分がWのものに同じ w 0．65 三，OXlo● 3刈O響3 2x1G“’

B℃o 55 boの扱入の区分がYのものに同じ Y 0．05 a5x互0， 9xIO’3 6XlO’5
5． bo 酸化物、水酸化物以外のすべての無機化合 0．3 §．3XlO7 1刈0。

物で坦鉢がある矯合及び有撒銘化合物｛径
口摂取｝

5蓼Co 酸化物、水酸駕窃及びトレーサ簸で経〔嘔 ao5 a4xlo， 1刈9験

取されたすべての無機化合物（経口嫉取｝
6陰 bo 55Coの吸入の区分がWのものに岡じ w 吐05 4．Ox10， lxlO’3 …刈0’確

5℃o 恥Coの吸入の区分がYのものに同じ Y o．05 a6X播曾 9xIo’塾 6XID4 ξ
事・融bo 酸化窃、水酸化粉以外のすべての無機化合 0．3 a4xle， 5刈0塑

物で坦体がある場合及び有楓鋳化合物（径
h

｛
□摂取｝ i 1

け’。Co 酸化物、水酸化物及びトレーサ量で経口摂 o．G5 i 2．0刈e， 4刈。『
｝ 駁されたすべての無搬化合物｛八面摂取） … ｝
1：：1竃1　鶏Co 5｝Coの戦入の区分がWのものに燭じ隔COの吸入の区分がYのものに筒ヒ

_化物、水酸化物以外のすべての無機化合

W
Y

0．G5

曹f5
O．3

ll菱｛1垣　　　　　…　　　　　3

7，1刈0‘

1刈0。

XxlG’9

8x19’3

U刈04
　　　i
P刈G・・i　　　F

物で柵戸がある瞬合及び有機鎮牝合物（罎 ； ｛
ロ摂取）

1
1 「

娼℃0

T。 bo

酸化物、水酸化物及びトレーサ量で経ロ摂
謔ｳれたすぺての無機化合物（経口摂取）隔Coの吸入の区分がWのものに同じ

w

0．G5

O．C5

　　　　　」
@　　　　…6，2XlO6

1．8x1G7
　　　　i　　　　｝2刈弓’3

lx貯5

4x！e’

|
　
　
　
　
「

Y G．05

?．3

1．2x…G‘

　5．3刈0摯’

C3．5×io塵。、

C　　　　　1

4刈q匿4 3xlo鴻
1xle，

i口摂取》 留．葦　’
G●

獅 二化掬、水酸化物及びトレーサ量で径四隅 e．05 5，3xiG，o 【刈D3

取されたすべての爆機｛ヒ合粉催口摂取） r3．5刈警P、 …

69 獅
庶
ｲ
℃
o
徊
1
C
o
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第 1 欄

放射姓同位元無の腰類

核種

口5Cs

障7 bs
劇C3
ロ℃s

膠3「Cs

1ηCs
口G b＄

暫，‘・ b5

13
獅

帆℃s
5鉾Cs
口雪 bs
巳U bs

29・

3蹄

2盲●u

崩ぴ

η●

測u

239

231

2，9

川u
233

襯u

さコ7

3」2

3鞭

b3

恥u

匙睡

ヒ｛ 学 配

すべての化含物

すぺての化合物

すべての化合物

すべての化合物

すべての化合物

すべての化合物

すべての化合携

すべての化合物

すべての化合物

すべての陰口物

すべての化合物

すぺての化合物

すべての化合物

六修ウランの水郡性の無機化合物（経口横
取1

四フッ｛ヒウラン、二二髭ξ化ウラン及び八酸化

三ウラン等、昆較的不溶性の四価ウランの
4ヒ働　く経［ユ摂取）

六フ7化ウラン、フッ化ウラ昌ル及び硝酸

ウラニル等の化合物

三酸化ウラン、四フ7化ウラン及び四塩化

ウラン簿、吸入の区分Dのものと比校して

溶けにくい化合物

二二酸化ウラン及び八駿化三ウラン

六傷ウランの永熔性の黛機化合物｛縷ロ摂
取｝

四フッ化ウラン、二酸fヒウラン及び八酸化

三ウラン等、比較的不熔性の四廣ウランの
化合物（経学摂取）

實，。

tの吸入の区発がDのものに周じ
23。 tの吸入の区分がWのものに尚じ
23。 tの吸入の区分がYのものに固じ

鼻緒ウランの水溶性の無機化合物（経口摂
取｝

四フ7化ウラン、二酸化ウラン及び八酸化

三ウラン算、比校的不溶性の四簿ウランの
｛ヒ合物　（経隠摂取》

33。 tの吸入の縁分がDのものに同じ

23。 tの吸入の区命がWのものに置じ
勘Uの吸入の区分がYのものに筒じ

六塔ウランの水溶性の無搬化合物（縫D摂
取｝

四フγ化ウラン、二酸化ウラン及び八酸化

三ウラン等、比較的不溶性の四属ウランの
イヒ合琴蓼　｛叢韮ロ摂取）

置舞Uの吸入の区分がDのものに局じ

扱入の

琢分

D

D
D
D
D
D
D
DD
D
D
．
D
D

D

W

Y

D
W
Y

D

W
Y

D

t

第2醐
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1
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工
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o．G5

0．002

0．e5

α95

賦092

0．05

qoo2

α05

住05

qoO2
0，05

O，002

αG5

0，05

0．oo2

0．05

o，oo2

0．05

第　3　償

吸入摂取した場

合における奪摂

取限度

（1舌弧は、当該

朝議の組織線塁

当盤に係る年摂

取眼度》

　　　　（Bq｝

5．4Xl『

3，5x10P

三．2刈0，

6．9x10．

1．1xiO7

1，4XIO審

3．9x16‘

5，IXlO9

生OxiO7
7．3xIO魯

2．4Xlc7

5，7xle5

2．1x｝o亀

　a2xio4
〔1

戟j
　L2xlO‘

96xlO響

2，9刈0．

を1XlO卿
1．7x10冒

　1，5x10‘

｛7趨㍉
　1，3xi『

　a7xID7

　6．7刈O。

　4．5x1041
（骸面ノ

第　4　禰

経［＝】摂取しノこ場

合における年摂

取銀度

（括張は、当該

総織の総繕線量

当璽に係る年摂

取銀度）

　　　　（日φ

　胃　壁
　7．6xIGO

　t．OxiO豊

　2．5x10‘

　↓4x10・
〔‘磨f〕
　2．6刈07

　3．δx｝0，

　1．6Xlε7

　3．6x】O‘

　1，】xlo，

　3．3x：09

〔2b?望’〕

　Z3x10，
　8，5xユ0●

　3，8刈。，

〔a2x1G’ p

〔7`x馨b

　2．2XIo｝

〔！魔T）
　1．4XiOG

　童，7xiO8

〔描轟）

　1．6xiC唇

〔藩轟｝

　1．4xlo5
〔7・5x1。’ l
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∫4，IXIO㌔
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第5椴
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2x105

1刈。●

4x10闇8

2x13●
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5XlO’2
ix】0’3

2刈e●

1xle冒2

3刈0電
8×10曹3

2x10’，

7刈。’篭

5刈0－‘

4刈。‘‘

3×IO’6

ユ刈。’1

7xIB曹2
6×三窃曹2

3x10噛5

5XlO』‘

9x109。

2×10－5

第6欄　第7禰
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第　　　　1　　　漏 1第2欄 勇　3　臓 第　4　固 舅5協 第6機
　　　　1

謔V鱗
吸入摂取した翻　　　　　　　脚

経B摂取した場 空風中濃 嬬気中又 排該中又

放射性局位元景の同旨 舎における報i 含における庫摂 度沃度 は空気中 は嬢水中

取限度　　　　1 取限度 の濃度畷 の濃度畷
fr q舌弧は、当嫉 （括弧は、当該 度 度

組織の組織線彊 組繊の組織線鱈

核　種 化　　　　学　　　　形 吸入の 当量に係る隼摂 畿量に係る隼摂

区分 取限度｝ 取限度1
（B窪｝ ｛臼q｝ （Bq／ご） （8q／Cの （6辱／cの

233 η。Uの吸入の区分がWのものに同じ W G．e5 a6x104 9XlO’‘ 6xlo’唇
，3 2コ● tの吸入の区分がYのものに同じ Y G，002 1．3x10， 5刈C’， 3×lo’8

2コ4u 六優ウランの水醇性の無機化合物く経口摂 G．05 7．OXIO5 1Xla噛3
取） 〔4，5x10｝

恤¥面〕

23． 四フッ化ウラン、二酸化ウラン及び八酸化 G．Ge2 7．3x10‘ 2x！0’監

三ウラン等、比校的不溶柱の四栖ウランの
化合物く経口摂取｝

3罰u 23● tの吸入の区分がDのものに同じ D D．05 6，§xlO・ 2×！o’5 2x19’7

（む5xiO4
資麺｝

73鴫 33。Uの吸入の区分がWのものに困じ W 0．05 2．6XlO・ 9X田’‘ 6xIO’幽

蓼胴 33・ tの吸入の区分がYのものに同じ Y 0，002 1．3xlo3 5xlO’7 3x10’，

，，5u 外窄ウランの承熔陸の黛機化合物（糧口摂 0．05 7，3x10箪 2x1唇幽2 1
取） 　5．OXID5・o 資表面　1

3，覧u 四フッ化ウラン、二鼓化ウラン及び八醸化 αoo2 7．3x10鰯 2x10噂塵

三ウラン等、比較的不溶性の四極ウランの
化合物（経閉摂取）

335u 23σ tの吸入の区分がDのものに同じ D ao5 7．5×10曙 2XIO’箪 2XIO幽7

巨Oxlo‘骨表面｝

335u 調● tの儲口の区分がWのものに岡じ W 0．05 2L7x10‘ 9x！0’6 6XIO冒・

7，5u 3＝・ tの吸入の区分がYのものに圖じ Y 0，002 　　　　’k5x10， 5×lo’， 4刈。’冒

33‘ 六下ウランの水溶性の無機化合物（経【コ摂 0．05 7．4xle5 2x10曽2
取｝ 1孔魔

，3。 四フッ｛ヒウラン、二酸化ウラン及び八酸化 o，oo2 7．？XH〕5 2x1G’「

三ウラン等、比較的不溶性の口笛ウランの

化合物（二巴摂取1
3，． 3，。Uの吸入の区分がDのものに閉じ D 0．05 7．2x10’ 2x…0齢聾 2x！0’7

〔5趨’｝

7，膠 33。Uの吸入の区分がWのものに尚じ iw 0．05 2了×！o弓 9x！0’6 6x玉O’塵

2，冨 ，蹄 tの吸入の区分がYのものに問じ iY O，032 1，4×！e5 5）qe’7 3xiO’蓼

3．7 六盛ウランの水里性の田田化合物（経口摂 D．05 マ．lXio7 1x1C．

取｝ 〔藩轟〕

7計 四フッ化ウラン、こ二該化ウラン及び八酸化 O，oe2 6．8刈0， 1x田●

三ウラン等、麹較的不溶性の四届ウランの

ｻ合樹（経回摂取｝
〔藩轟｝

2，τu 25。 tの吸入の区分がDのものに陶じ D D．05 1．OXIO・ 3x10’2 2×10’4

，3▼u 2踵 tの吸入の区分がWのものに嗣じ W G．G5 6，3Xla7 2x10’3 2刈0’嫡

337 2コ。 tの吸入の区分がYのものに同じ Y D，OD2 5．6x10， 2x10－3 1xiO’．

，，8 六優ウランの水溶性の無機化合窃（経ロ摂 G．05 7，9x！05 2xlo’2

取1 〔5，0XIO5
ﾂ表面〕

138 四フッ化ウラン、二酸化ウラン及び八八化 e，GC2 8．1XlO5 2×i『瘤

三ウラン等、比校的不溶性の四掻ウランの

化合物｛経傭摂取｝

川u 72・ tの吸入の区分がDのものに固じ D 0．05 7¶7刈0‘ 2xiO’5 2x10－7
r5．IXlO《・　　　　　＝

1　膏表面　ノ

1踊 3， 獅ﾌ吸入の区鈴がWのものに岡じ W o．G5 Zgx1G4 ix｝0－5 7Xlo4
言3唇 33G tの吸入の区分がYのものに同じ Y 0，002 且．5x1G3 5刈0’▼ 4x10’，

コ3， 六借ウランの水湾駿の無機化合物（謹口摂 O．05 2．4XIG9
5xlO8

1取｝

・”
浮堰@　　聖

四フッ化ウラン、二該イヒウラン及び八酸化

Oウラン等、比較的不溶控の四廼ウランの

o，oo2 2．4x！03 5×10圏

化合物（経界摂取）
蟹，g 享鵠Uの吸入の区分がDのものに同じ D o．05 6．8XIO， 2刈06

．2×三〇『2

3唐， 23。 tの吸入の区分がWのものに局じ w 0．05 6、Ix｝09 2x：0。 1x16’2

23， 3鎚Uの吸入の区分がYのものに筒じ Y 0，GO2 丘5x16， 2x13’ ！刈◎4

i



算　　　玉　　　欄 算2綴 第　3　閣 第　4　楓 第5甑 算6隠 纂？楓

吸入摂駁した燭 経口摂取した墳 空気中漢 排気中又 擁液中又

放射性閤位元巖の種類 舎における年摂 合における隼摂 度隈度 は空気中 1塒水中
取段渡

i括聾は、当該

取限度

i1舌彊は、嶺嫉

の縷度級 の濃度鍛

圏

fl 度 度

罎織の組激稼盈 螺鳳の総識蜜璽

核　種 化　　　学　　　形 吸入の 当璽に係る卑摂 当塑に係る隼摂

区分 取隈展） 取眼度｝

｛Bq｝ ｛　　㈹ （βq／属） （8r／α謬》 （Bq／凶

34● 六儀ウランの水溶駐の無践牝舎携｛瑛口摂 o．G5
…　　く，6x玉6？

1刈e●

3脇口

取）

lフッ化ウラン、二鮫化ウラン及び八酸化 qeo2 ξ5x1ε7 9x1G－塞

三ウラン等ζ比較的不熔域の四語ウランの

化合樹悩ロ摂取｝

2㈹u 2紺Uの股入の区分がDのものに両じ D o．G5 1，3x三〇・ 5XIO4 3XIo’．

，⑳u 3，・Uの駁入の区分がWのものに問じ w 軌05 1．GXlO・ 3x三〇【3 2X田噛4

，韓u 3騨Uの心入の区分がYのものに同じ Y α002 8．5x10， 3x10ρ3 2xlo’4

23・P魅 酸化掬及び碕酸塩以外のもの｛経口摂取｝ qeG1 3．Cx…e・ 6刈。●

33・Pu 爾殿壇催。隈取） o，eoo… 3，3XlO蓼 ？XlO。

鷲4Pu 醸化窃（経口摂取》 e，G＄昏込1 3。3x1¢曾 了x｝G●

8飼Pu 酸化物獄外のもの W o，oo1 7．7x…6 13XlOρ3 2xiG’5

，34Pu 酸化物 Y o．αo倉。峯 6．9xlO ｝2Xle・’ 2Xle’5

，蹄Pu 戯化物及び硫醸塩以外のもの（謹口摂敗｝ o．σ01 3，2x：0’●1
｝

7x！O，

3鮭Pu 礪鮫填（経口摂取） 0．000i 3，2x！o博 7XlO，

，鶴Pu 駿化物（経臼摂取） 0．00001 3．2x：⑰臨唇 7x102

蹄5Pu ，MPUの級入の眠分がWのものに岡じ w o，GO1 1．…x10「奪 4XlOl 3XIO曾膨

23‘Pu 潮P嬉の殿入の区分がYのものに置じ Y 鼠OG剛 …．o×1c日 3x101 2x10’注

3騨 ou 駿化物及び踏鮫塩以外のもの（経口摂取》 e，oo！ 1．5×lo5 3x1⑰噛9

〔8鋸〕

3鵠Pu 磯鵬ζ登ロ摂取） o，e◎01 ｝．3xlo耀 3x…04
〔8

d）
23零 ou 酸｛三幅口鎌馴 0，09α〇三 6．3x二〇‘ 1x10’酢

鱒6P．u 236PUの扱入の区分がWのものに濁じ W o，Be玉 L2XlO3 2xiO97 3x10’3

〔7

t）
蹄‘ ou 3醤P蝸の出入の区防がYのものに同じ Y G，GGG玉 監．5刈C3 Sx！oρ7 4x蓋O’，

237Pu 酸化物及び硝醸壇以外のもの（琶口擬取） G，09葦 4，8x！0● Ix．10’

蹄7Pu 硝酸塩（鰹…口掻取） 0．00G1 4．8Xle融 玉x10【

摺P慧
Cき7Pu

酸化物1経口秘曲3訓P口の吸入の区分がWのものに問じ

w
α00091

O，GD！ 韮．2×：o塾

4．8x10・　1
旨・ユG一・

3x…『橘

こx10。

融，やu 2割戸uの級入の区外がYのものに同じ Y a600σ： L2xlo． 4×1『3 3刈6’‘

2，・ ou 酸化物及び硝酸塩以外のもの（経口摂取1 aao王 5，7XlO¢ ’． 1刈。’，

｛3

ﾗ｝
η●Pu 硝小鳥（経口摂取） B．ODO！ 5．7XlO5 1x10’置

〔3ﾗ5｝
薯闘Pu 蟄化掬催口摂取｝ o，⑰ひび01 3，7x犯‘ 8X田’蓼

；〔3﨟j
曾3唇Pu 234 oUの目減の区分がWのものに爵じ W 軌oo1 4？x10富　，

1
9x10’2 1x1∂嘔，

〔a儲〕

竃融Pu ，μPuの吸入の区分がYのものに爾じ Y G，OGCG1 6，5Xlα， 2xこ04 2x10’，

轡Pu 酸化鞠及び硝酸墳以外のもの（経日摂取） 吐β01 5，匪x104 1刈。’饗

〔饗譜〕

聴・Pu 鏑駿壌｛経ロ摂取） o，δ駐。： 5．…xIO薯 1xlo’象

・27x105 l
㌧　脅表衝

象，9Pu 酸化樹催口重取》 ⑰，G段DOl 3，5x【o。 7xm’倉

（a認｝

恥Pu 2四PUの扱入の区分がWのものに罰じ w G．GO1 4．2XIO2 8xiO’膨 ix10”，

騰謬・
2蓼．Pu 5，．Puの毅入の区分がYのものに同じ Y 0．α300三 6．lxle3 2XIOヴ7 iXlo魂

〔5認｝
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第　　　i　　　機 第2瀦 第　3　濁 第　4　欄 第5禰 第6翻 算？簸

吸入摂取した場 経ロ摂取した塒 空気中間 欝気中又 購波中又

放射腔岡位元棄の樋姦 合における年摂 合における年隈 廣阻度 は空気中 は排水中

取眼目 取畷度 の酸度隈 の葭度盟
f奪 ｛物置は、凱亥 （括彊は、当嫉 度 度

総織の組織織盈 総織の総織察鷺

核　穏 化　　　学　　　形 吸入の 拳豊に係る年摂 当曼に係る与摂

区分 取銀度〕 駁限度》

（Bの 《Bq） （B嘩／d） （Br／c♂｝ （3蔓／凶

薯鱒Pu 醸化物及び鴎醸壌以外のもの（経口摂取》 0，eOl 丘1x104 1XI¢’，

〔2趨4）

，㈹ ou 硝醸填催【コ掻取｝ 吐σ001 5，コxle5 1x筆0曽蓼

〔a墨譜）

2‘。 o醤 酸化窃（経ロ摂敢1 αo◎001 3．5xlo¢ 7刈。”3

〔認‘〕

24．Pu 33‘ oUの吸入の区分がWのものに樹じ W o．30玉 4，2xID， 8x蓋0’8 1xlo臨9

（2趨3）
，4・ ou 闘4 ouの駁入の区分がYのものに問じ Y O．ODOO！ 6．lxIO3 2XlO曹7 lxlo’9

（5趨’）

3．犀Pu 酸化物激び細口填以外のもの1経口摂取｝ 0，00！ a6xiO6 5x104

（1櫨1
川Pu 碕酸塩（経ロ摂取） o，cひG1 Z6x韮び 5x…0騨曜

〔1縮）
置・iPu 酸化物（経【コ摂取｝ e．o蓉鋤 2．4x10． 5x103

〔：鵜〕

3¢8Pu 3訓 ouの網入の区分がWのものに隅じ w 0．60ま 2．1xIC4 4刈啓4 5x10’陰

〔！冨譜）

2闘 o犠 鱒4 o廿の吸入の区分がYのものに同じ Y 0．0000三 3．？Xlo‘ 9xiO▼‘ 9xIO’亀

〔鴇’〕

2辱3Pu 酸化樹及び硝鼓壇以外のもの（経口摂取｝ o，001 5，4×10c 1xID4
〔z磨p

2・ 竄 碕葭塩（経口摂取） D．0001 5，4xio5 ！xI臼’2

｛2鱈）
雷．3 o鶏 酸化物（経口摂取｝ o．GBoo1 3．7xIO6 8xIO’3

〔2趨‘〕

2りPu 2。4 ouの級入の区分がWのものに同じ w 6，001 ‘．5x102 9×10曽8 1x10－9

（翻2〕
2．2Pu 蓼胆PUの鍛入の区分がYのものに同じ Y o，oeooI ε4x102 2xio’， 2x10’，

〔6p〕
3樋 ou 酸化物及び鞘酸塩以外のもの（繧口口駁｝ o，001 5．6x10・ lx198
2‘， ou 碕酸塩（経口摂取｝ 0．GOOl 5．5xIO・ …x10摩

置・3 ou 酸化梅催ロ摂取｝ aθooel 丘5x108 1刈ol
・・ﾓu ，罰Puの駁入の区分がWのものに周じ W 0．OOl 1．3xIG， 5xIO曹1 3x！0”3

342Pu ，3． ouの国入の区分がYのものに隅じ Y 0．OOαOl 互，3XIG， 5×10’唇 3x：O’，

μぞ ou 酸化物及び硝厳重以外のもの（経口摂取｝ 0，001 5．5xID． 1x10’＝

｛2ﾗ〕
3．‘Pu 硝岐壇（経口擬取） 0．OGO1 5．5xIO5 IxlO曽3

rZgx1㊤監 p
㌧骨凸面

7｛‘ ou 酸化物催ロ摂取｝ 住3癖oel 3，2XIG‘ ？刈。4

・a9x1。‘ Pi し骨衷面　’

244 ou 3」4 oUの吸入の区分がWのものに周じ w 0，OO1 4．5x107 9x10’電 lxlo’，

〔2趨置｝



第　　　1　　欄 第2撰 第　3　桐 第　4　檎 第5矯 第6橋 第7欄

吸入摂取した塙 経ロ摂取した爆 空気中譲 排気中又 熔液中又

放躬性同位元棄の腫類 会における年搬 合における無摂 度磁 は空無中 は綾水中

取眼度 取畷渓 の濃度瞬 の濃度瞑
fI G舌彊け、当該 （信螂ま、当接 度 度

総職の総織糠塁 組繕の繕繊線艶

核種 化　　　学　　　形 吸入の 当量に係る年娠 当鰍に孫る年摂

区分 取級度｝ 取鰹渡｝
（臼q） （3q） 〔Bq／cの （Bq〆α置｝ （呂q／d）

＝胴 oロ 2， ｹUの吸入の区分がYのものに厩じ Y o，oeooし 6．5x102 2x呈0齢7 2刈0’脚

〔6磨f〕
，45 ou 猿｛ヒ物及び硝酸巡以外のもの　　（慶口摂取｝ o．働 7，1x｝07 玉x．10。

7‘5Pu 鏑酸填（軽口摂取》 0．000i ？，1x107 まx10。

7・‘Pu 酸化物催口摂取｝ O．00倉01 ？、1x！『 1XlO・

コG5Pu 川Puの吸入の区分がWのものに筒じ W G．00i 1．6刈0じ 6刈。’2 4刈O’．
745 ou 2別 ouの吸入の区分がYのもの1ζ筒じ Y 0．0DぴD1 1，4×m．． 5x10’3 3x！0’G

川P越 酸化物及び硝醸塊以外のもの（経q摂取｝ o，091 1．5XlO， 3xlO¶1

〔欝轟）

3梶 o麿 碕駿填（経＝】摂取〉 3．ooe1 1．5xi伊 3刈。”，

嘱雫轟〕

7奪・Pu 酸化掬（経口摂取〕 0，⑰σ00！ 三．5x10愉 3刈e’1

〔藩轟〕
蓼4¢ ou 32’ oUの扱入の区牙がWのものに講じ W 0，COI 8．8xic‘ 3刈0幽。 2x1G’5

3鋸Pu 234 ouの吸入の区分がYのものに問じ Y o．oooo1 9．2刈0糧 3x10”， 2x10’5
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別表第2（第7条及び第14条関係）

　放射性同位元素の種類が明らかで，かつ，当該放射性同位元素の種類が別表第1に

　掲げられていない場合の空気中濃度限度等

第　一　欄 第　二　欄 第　：三　欄 第　四　欄

放射性同位元素

ﾌ区分

空気中濃度限度

@（Bq／cmり

排気中又は空気
?の濃度限度
@（Bq／c㎡）

排液中又は排水
?の濃度限度
@（Bq／c㎡）

アルファ線を放

oする放射性同

ﾊ元素

5×工。噌9 6×10響葦， 1×io－4

アルファ線を放

oしない放射性

ｯ位元素

3×10　7 4×10－9 5×10瞬4

男lj表第3　（第8条関係）

　表暫密度限度

区　　　　　　　　　　　　分 密度（Bq／c㎡）

アルファ線を放出する放射性同｛立元素 4

アルファ線を放出しない放射性同位元素 40

互



別表第4（第31条関係）

　自由空間中の空気吸収線量が1グレイである場合の線鍛当鍛

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄 第　四　欄

エックス線又は 1センチメート 3ξリメートル 70マイクロメー
ガγマ線のエネ ル線璽当量 線量当璽 トル線量当量
ルギー

（MeV） （Sv） （Sv） （Sv）

G，010 0．0玉0 0，271 0，930

0，015 0，271 0，686 0，974

0，020 0，601 0，917 1．G2

0，030 1．09 1．19 1．19

0，040 L43 1．42 1．38、

0，050 1．63 1．59 1．52

0，060 1．74 1．67 1．58

G，G80 1．73 L66 L59
0．10 L65 1．60 1．55

0．15 1．49 L46 1．42

0．20 1．38 1．36 1．34

0．30 1．31 1．30 1．28

0．40 正．26 王．25 1．24

0．50 1．21 1．22 1．21

0．60 1．19 1．20 L19
0．80 1．16 L18 L18
1．G 1．14 1．16 1．16

1．5 1．13 1．14 1ユ5

2．0 1．13 L13 1．14

3．0 支，12 1．13 1．13

4．0 1ユ1 1．12 1．13

5．G L11 1．12 1．12

6．0 1．10 1．11 1．11

8．0 1．09 L10 1．11

10 LO9 1．11 1．11
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備考　該当値がないときは，補間法によって計算する。
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別表第5　（第31条関係）

　自由空間中の粒子フンレエンスが1平方セγチメートル当たり王022個である場合の線

　量当量

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄 第　四　欄

中性子のエネル 1センチメート 3ミリメートル 70マイクロメー
ギー ル線星当暴 線量当量 トル線箪当量

（MeV） （Sv） （Sv） （Sv）

2．5×10闇内8 8．00 8．80 7．20

1．0×1r7 lo．4 8．50 5．50

1．0×1r6 11．2 6．90 3．70

1，0XlO－5 9．20 5．30 2．80

LO×10『4 7．10 4．40 2．50

1．0×10幽3 6．20 3．90 2．80

1．0×10僧2 8．60 9．20 8．90

2．0×10－2 14．6 18．3 18．2

5．ox10P2 35．0 48．1 46．6

1．ox10一1 69．0 95．0 95．0

2．0×10『1 126 186 168

5．G×10一」 258 266 219

1．0 340 332 292

1．5 362 344 292

2．0 352 335 283

3．0 380 358 305

4．0 409 387 329

5．0 378 358 301

6．0 383 364 302

7．0 403 384 312

8．0 417 407 341

1．⑪×10L 446 446 368

1．4×10塵 520 520 359

1．7×10： 610 610 421

2．0×101 650 670 516

備考　該当値がないときは，補間法によって計算する。

璽



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
三
四

○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所

　
　
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基

　
　
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

ﾗ脈

ﾈ
駐
勲
転
騨

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条

の
四
、
第
十
八
条
の
五
、
第
十
八
条
の
六
、
第
十
八
条
の
七
、
第
十
八
条
の
九
、

第
十
八
条
の
十
、
第
十
八
条
の
十
一
、
第
十
八
条
の
重
工
及
び
第
十
八
条
の
十

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚

染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
潮
上
の
基

準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
五
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
年
一
月
　
日
か
ら
適

用
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と

　
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
適
用
さ
れ
な
い

放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
）

第
二
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
は
、

　
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
三
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放

　
射
性
同
位
元
素
等
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
｝
に
該
当

　
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

　
　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
調
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る

　
　
も
の

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

放
射
能
の
量
…

容
易
に
散
逸
し
な
い
國
体
状
の
放
射
性
同

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

位
元
素
等
辺
は
放
射
性
同
位
元
素
等
を
密

四
ま
で
及
び
別
表
第
六

体

封
し
た
カ
プ
セ
ル
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
別

射
性
同
位
元
素
の
種
類

形
放
射
性
周
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

又
は
区
分
に
応
じ
、
そ

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
｝

れ
そ
れ
当
該
各
袈
の
第

辺
が
0
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

二
欄
に
掲
げ
る
数
量

あ
る
こ
と
。

（
以
下
「
馬
値
」
と
い

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

う
。
）
の
千
分
の
一

固

り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ

が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
長
さ
の
輻
に
対
す
る
姥
率
が
十



以
上
で
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
あ

つ
て
は
、
衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び

曲
げ
試
験
）
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ

体

ず
、
加
熱
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融

又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸
潰
試
験
を

行
っ
た
場
合
に
水
中
へ
の
放
射
性
同
位

元
素
の
漏
え
い
量
が
、
ニ
キ
ロ
ベ
ク
レ

ル
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
長
官
が
認
め
る
基
準
に
よ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
別
形
放
射
性
同
位
禿
素
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
同
位
元
素

の
種
類
又
は
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

表
の
第
三
欄
（
別
表
第

固

四
及
び
別
表
第
五
に
あ

つ
て
は
、
第
二
欄
）
に

掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
莇
値
」
と
い
う
。
）

の
千
分
の
「

気 体 液

その他のもの ト 体

も特 特 早
の別 別 ウ

形 形 ム
放 放
射 射
性 性
同 同
位 位
元 元
素 素
等
以
外

等

の

A
2

A
1

○
A
2

値 値 o 値

の の 八 の

千 千 テ 一
分 分 ラ 万

の の べ 分

｝ 　
ク の

L 一

二
　
時
計
そ
の
他
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含

ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

　
も
の

　
イ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分
に
応
じ
、
機

　
　
器
等
一
個
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
能
が
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
機
器
等
が

　
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
一
個
当
た
り
に
含

　
　
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
能
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

　
　
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

放
射
性
同
位

元
素
等

の
区
分

るに個機
放含当器
射また等
能れり一

含当送放
また物射
れり一性
るに個輸

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
三
五



の
量

放
射
能
の

量

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等

馬
値
の
百

㌫
解

体

分
の
一

固

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の

喫
驚
の
百

莇
値

分
の
一

液

体

彪
値
の
千

碗
値
の
十

分
の
一

分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

○
・
八
テ

八
テ
ラ
ベ

体

ラ
ベ
ク
レ

ク
レ
ル

ル

の

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等

馬
値
の
千

棄
値
の
百

気
も
の

分
の
一

分
の
一

他

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の

莇
値
の
千

麗
値
の
百

の

も
の

分
の
一

分
の
一

そ 繍
購
醗
壁
書
書
意
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
毒
又
は
婁
所
の
外
に
お
け
・
運
搬
に
関
す
・
技
術
上
の
　
五
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
当
該
機
器
等
（
放
射
線
発
光
塗
料
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。
）
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
放
射
性
扁
又
は
「
労
鋤
α
一
〇
髄
。
け
一
く
Φ
」
の
表
示
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
の
内
表
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
付
着
し
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
適
合
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
密
度
が
第
十
条
に
規
定
す
る
密
度
の
百
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
当
該
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
容
器
は
、
き
裂
、
破
損
等
が
な
く
、
．
か
つ
、
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
量
の
限
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
寸
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
鷺
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

特 特
別 別
形 形 放
放
射
性

放
射
性

射
性

岡 同 同

位 位 位
元
素

元
素 並

等 等 素

以 等
外

の
の
も 区

の 分

A
2

A
l値 値 放

射

能

の

量

（
低
比
放
射
性
同
位
元
素
及
び
表
面
汚
染
物
）

第
五
条
規
則
第
十
八
条
の
ミ
第
こ
項
の
長
宮
の
定
め
る
低
地
放
射
性
同
位
元



素
は
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、

容
器
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
表
面

か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
に

よ
る
し
ゃ
へ
い
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

一
　
碗
値
に
制
限
が
な
い
放
射
性
同
位
元
素
等
（
以
下
「
」
S
A
l
I
」
と

　
い
う
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

　
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
」
S
A
l
I
」
と
い
う
。
）

　
イ
　
放
射
能
が
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
金
体
に
分
布
し
て
い
る
も
の

　
ロ
　
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
褐
げ
る
要
件
に
適

　
　
合
す
る
も
の

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

要
　
　
　
　
　
件

体

可
燃
性
の
も
の

放
射
能
の
量
が
施
値

の
百
倍
を
超
え
ず
、
か

つ
、
当
該
放
射
性
同
位

固

元
素
等
の
全
体
に
つ

い
て
平
均
し
た
放
射

能
濃
度
（
以
下
「
平
均

体

放
射
能
濃
度
」
と
い

う
。
）
が
一
グ
ラ
ム
当

た
り
碗
値
の
一
万
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。

可
燃
性
以
外
の
も
の

平
均
放
射
能
濃
度
が
一

世

グ
ラ
ム
当
た
り
彪
値
の

一
万
分
の
一
を
超
え
な

い
こ
と
。

ト
リ
チ
ウ
ム
水

放
射
能
の
量
が
麗
値
の

百
倍
を
超
え
ず
、
か

体

つ
、
平
均
放
射
能
濃
度

が
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
当
た
り
○
・
八
ギ

ガ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
な

い
こ
と
。

液

ト
リ
チ
ウ
ム
水
以
外
の
も
の

放
射
能
の
量
が
重
罪
の

百
倍
を
超
え
ず
、
か

つ
、
平
均
放
射
能
濃
度

が
｝
グ
ラ
ム
当
た
り
彪

値
の
十
万
分
の
～
を
超

え
な
い
こ
と
。

気

体

放
射
能
の
量
が
碗
値
の

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
三
七



鱗
購
醗
懸
営
養
耀
兀
素
に
よ
っ
て
汚
染
、
れ
た
物
の
毒
又
は
妻
所
の
外
に
お
け
・
覆
に
関
す
る
慕
上
の

五
三
八

百
倍
を
超
え
ず
、
か

つ
、
平
均
放
射
能
濃
度

が
一
グ
ラ
ム
当
た
り
即

値
の
一
万
分
の
一
を
超

え
な
い
こ
と
。

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
固
体
状
の
放
射
性
同
位

　
　
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
「
」
S

　
　
A
1
皿
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
放
射
能
が
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
金
平
に
均
一
に
分
布
し
て
い

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
平
均
放
射
能
濃
度
が
一
グ
ラ
ム
当
た
り
莇
値
の
五
百
分
の
一
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
別
記
第
二
に
定
め
る
浸
潰
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
水
中
へ
の
放
射

　
　
　
性
同
位
元
素
の
漏
え
い
最
が
莇
値
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
可
燃
性
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
放
射
能
の
量
が
編
値
の
百
倍
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

2
　
規
則
第
十
八
条
の
三
二
二
項
の
長
官
の
定
め
る
表
面
汚
染
物
は
、
放
射
性

　
同
位
元
素
等
に
よ
っ
て
表
面
が
汚
染
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

　
「
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す
る

　
も
の
の
う
ち
、
放
射
能
の
量
が
施
値
の
百
倍
を
超
え
ず
、
か
つ
、
容
器
に
収

納
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
当
該
汚
染
物
の
表
面
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ

　
た
位
置
に
お
け
る
～
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
澱
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

毎
時
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
に
よ
る
し
ゃ
へ
い
の
効
果

は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
衷
面
の
汚
染
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
以
下
「
S
C
O
I
I
」
と

　
い
う
。
）

表

面
　
の
　
汚
　
染
　
の
　
区
　
分

密
　
　
　
度

通
常
の
取

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低
危
険
性
の

0
・
四
ベ
ク
レ
ル

扱
い
に
お

放
射
性
同
位
元
素
（
ア
ル
フ
ァ
線
を
放

毎
平
方
セ
ン
チ
メ

い
て
、
人

出
す
る
物
理
的
半
減
期
が
十
日
未
満
の

ー
ト
レ
　
　
ノ

が
触
れ
る

放
射
性
同
位
元
素
を
い
う
。
以
下
同

お
そ
れ
が

じ
。
）
以
外
の
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す

あ
る
表
面

る
放
射
性
同
位
元
素

の
汚
染
で
あ
っ
て
、

は
く
離
す

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
同

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平

る
お
そ
れ

位
元
素
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

無
二
ン
チ
メ
ー
ト

が
あ
る
も

低
危
険
性
の
放
射
性
同
位
元
素

ル

の
（
以
下

「
接
近
で

き
る
表
面

の
非
固
定
性
汚



染
駄
と
い

う
。
）

そ
の
他
の

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低
危
険
性
の

四
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル

汚
染

放
射
性
同
位
元
素
以
外
の
ア
ル
フ
ァ
線

毎
平
方
セ
ン
チ
メ

を
放
畠
す
る
放
射
性
同
位
元
素

ー
ト
レ
　
　
ノ

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
同

四
十
キ
ロ
ベ
ク
レ

位
元
素
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

ル
毎
平
方
セ
ン
チ

低
危
険
性
の
放
射
性
同
位
元
素

メ
ー
ト
ル

二
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
表
面
の
汚
染
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
を
超
え
な
い
も
の
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除

く
。
以
下
「
S
C
O
l
∬
駄
と
い
う
。
）

表
　
面
　
の
　
汚
　
染
　
の
　
区
　
分

密
　
　
　
度

接
近
で
き
る
表
衝
の
非
固
定
性
汚
染

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低
危
険
性
の
放
射
性
同
位
元
素
以
外
の
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
同
位
元
素

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
同
位
元
素
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低
危
険
性
の
放
射
性
同
位
元
素

そ
の
他
の

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
低
危
険
性
の

八
十
キ
ロ
ベ
ク
レ

汚
染

放
射
性
同
位
元
素
以
外
の
ア
ル
フ
ァ
線

ル
毎
平
方
セ
ン
チ

を
放
出
す
る
放
射
性
同
位
元
素

メ
ー
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
岡

八
百
キ
ロ
ベ
ク
レ

位
元
素
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る

ル
毎
平
方
セ
ン
チ

低
危
険
性
の
放
射
性
同
位
元
素

メ
ー
ト
ル

（
低
比
放
射
性
同
位
元
素
又
は
表
面
汚
染
物
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
の
区
分
）

第
六
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
長
官
の
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の

　
の
上
欄
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
同
位
元
素
又
は
表
面
汚
染
物
の
区
分
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
の
区
分
と
す
る
。

放
射
性
輸
送
物
の
区
分

低
比
放
射
性
同
位
元
素
又
は
表
面
汚
染
物
の
区
分

専
用
積
載
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合

1
一
A
S

固
　
体

I
P
i
1
型
輸
送
物

ー
p
…
1
型
輸
送
物

液
体
又
は
気
体

I
p
…
1
型
輸
I
P
1
2
型
輸

鱗
購
雛
懸
態
雑
耀
斐
に
よ
つ
て
汚
染
、
れ
た
物
の
虜
又
は
妻
所
の
外
に
お
け
・
巖
に
関
す
・
技
術
上
の

五
三
九



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
呂
等
を
定
め
る
告
示

五
四
〇

L　S．A、一∬ L
S
C
O
l
I

S
C
？
1

§
今
組

液
体
又
は
気
体

固
体

送　1

ｨP@
査
　
型
　
輸

送　1

ｨP@
i
　
型
　
輸

送　1

ｨP@
壱
　
型
　
輸

送　1

ｨP@
皇
　
型
　
輸

送　1

ｨP@
Σ
　
型
　
輸

送
物

言　毒

ｨP@
壱
　
型
　
輸

送　白

ｨP@
i
　
型
　
輸

送　1

ｨP@
ム
　
型
　
輸

送　王

ｨP@
轟
　
型
　
輸

送　1

ｨP@
査
　
型
　
輸

送
物

（
表
示
を
要
し
な
い
L
型
輸
送
物
）

第
七
条
　
規
則
第
十
八
条
の
四
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
場
合
は
、
第
三
条
第

　
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

（
表
面
又
は
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
「
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
線
量
当
量
率
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
八
条
　
規
則
第
十
八
条
の
五
第
七
号
た
だ
し
書
又
は
第
八
号
た
だ
し
書
の
規

　
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
褐
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書

　
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
規
則
第
十
八
条
の
五
第
七
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
講
に

　
　
あ
っ
て
は
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

　
　
量
率
、
同
条
第
八
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
講
に
あ
っ
て
は

　
　
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
三
！
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

　
四
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

　
五
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

（
…
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
乗
ず
る
係
数
）

第
九
条
　
規
則
第
十
八
条
の
五
第
八
号
の
長
官
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。

一 一平 平 コ

方 方 ン

メ
ー
ト
ル

イ
尤

テ
ナ
又

を 以
は

超 下 タ

え ン

五 ク
平 の
方
メ
ー
ト
ル

最
大
断
面

以 積
下 の

区
分

こ
一

係
数



（
輸
送
物
表
面
密
度
）

第
十
条
　
規
則
第
十
八
条
の
五
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
窓
の
下
欄

　
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
常
の
取
扱
い
に
お
い
て
、
は
く
離
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
い
。

放
射
性
同
位
元
素
の
区
分

密
　
　
　
　
　
度

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
挫
同
位
元
素

0
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
同
位
元
素

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
）

第
十
【
条
　
規
則
第
十
八
条
の
五
第
十
　
号
の
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に

　
係
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
二
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
二
号
の
長
富
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に

　
係
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、
既
記
第
四
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
お
け
る
漏
え
い
量
）

第
十
三
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
二
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
碗
値
の

　
百
万
分
の
一
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
四
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
三
号
の
長
宮
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に

　
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
お
け
る
漏
え
い
量
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
三
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
安
値
と

　
す
る
。
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す

　
る
。（

B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
六
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に

　
係
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
七
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に

　
係
る
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
七
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
I
P
1
2
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
八
条
　
規
則
第
十
八
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
I
P
－
2

　
型
輸
送
物
に
係
る
～
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
八
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
I
P
－
3
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
九
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
長
宮
の
定
め
る
I
P
－
3

　
型
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
九
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
騒
等
を
定
め
る
告
示

五
四
｝



鱗
購
能
壁
懇
劉
羅
兀
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
華
洛
は
葬
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
璽
の

五
四
二

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
欝
欝
放
射
性
同
位
元
素
及
び
蓑
面

汚
染
物
）

第
二
十
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
一
第
　
号
の
議
官
の
定
め
る
低
比
放
射
性
岡

　
位
元
素
は
、
L
S
A
－
1
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
八
条
の
十
一
第
　
　
号
の
長
官
の
定
め
る
表
面
汚
染
物
は
、
S
C

　
O
－
1
と
す
る
。

3
　
規
則
第
十
八
条
の
十
一
第
二
号
ロ
た
だ
し
書
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

ア ア

ル ル
フ フ 放

療 療 射

を を 性
放
出
し

放
出
す

同
位

な
い
放

る
放
射

元
素

射 性 の
宮
町

同
位 転

位 元 分

元 素
素

ン四 方0
チベ セ　・

メク ン四 密

1レ チベ
トル メク
ル毎 iレ

平 トル 度
方 ル毎
セ 平

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
二
十
一
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
一
入
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

　
　
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

（
危
険
物
）

第
二
十
二
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
三
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
工
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
　

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
育
同
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
五
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
安
全
な

　
　
運
搬
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
運
搬
物
の
個
数
の
制
限
）

第
二
十
三
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
三
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運

　
搬
物
を
｝
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当

　
該
運
搬
機
器
に
稜
回
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
指
数

　
（
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
｝
セ
ン
チ
メ
ー

　
ト
ル
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
の
最
大
値
の

　
百
倍
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
計
し
た
値
が
五
十
以
下
と
な
る
よ
う
当



　
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
又
は
表
示
）

第
二
十
四
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
三
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
取
付
け

　
又
は
表
示
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
量
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所

　
　
に
取
り
付
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
L
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

　
　
で
な
い
。

放
射
性
輸
送
物
の
区
分

標
　
　
　
識

箇
　
　
所

一
　
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン

第
一
類
白
標
識
（
別
記

放
射
性
輸
送
物

チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

第
十
に
掲
げ
る
も
の
）

の
表
面
の
二
箇

が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

所

卜
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

二
　
表
面
に
お
け
る
一
二
ン

第
二
類
黄
標
識
（
別
記

放
射
性
輸
送
物

チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

第
十
一
に
掲
げ
る
も

の
表
面
の
二
箇

が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

第
十
｝
に
掲
げ
る
も

の
表
面
の
二
箇

ト
毎
時
を
超
え
五
百
マ
イ

の
）

所

ク
ロ
シ
；
ベ
ル
ト
毎
時
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送

指
数
が
一
を
超
え
な
い
も

の

二
　
次
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮
明

　
に
表
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
イ
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
ロ
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」
又
は
「
↓
〈
℃
じ
弓
　
〉
」
の
文
字

　
ハ
　
B
M
型
輸
送
物
　
　
「
B
M
型
」
又
は
「
↓
団
℃
的
　
ご
σ
（
ζ
）
」
の

　
　
文
字

　
二
　
B
U
型
輸
送
物
　
「
B
U
型
」
又
は
「
↓
曜
勺
韓
語
　
b
σ
（
q
）
」
の

　
　
文
字

三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容

器
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び

　
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
別
記
第
十
三
に
掲
げ
る
も
の
）
を
鮮
明

　
に
表
示
す
る
こ
と
。

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
姓
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
四
三



別表第一　（第三条関係）

種類が明らかであり、かっ、一種類である放射性同位元素の場合の数量の限度

欄
三
第

　
　
5
5
　
　
5
5
5
2
2
4
5
2
3
9
　
　
5
2
　
　
　
　
6
2
6
2
5
　
　
9
5
5
0
0
危
σ
2
α
0
。
α
0
，
α
0
．
ぴ
0
。
0
，
α
2
住
α
0
0
α
砿
α
α
α
0
α
α
0
。
4
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

欄
二
第

　
　
　
　
6
　
　
5
2
2
4
6
　
　
3
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
6
2
6
2
　
　
　
　
　
9
5
0
0
0
1
0
α
1
砿
α
q
O
，
0
，
0
α
0
0
0
0
，
0
0
σ
0
。
q
O
．
1
0
0
0
。
0
，
4
2
2
　
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
4
4
2
　
　
4
2
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4

欄
「
第

類
唖
藤
雛
雛
放

　
e
　
e
　
　
　
　
　
　
　
a
　
a
　
g
l
玉
i
　
　
　
　
　
　
I
I
　
r
　
r
　
－
，
　
r
　
　
　
　
　
　
a
　
a
　
a
　
C
H
B
B
C
C
N
F
N
N
M
A
S
S
P
P
S
C
C
A
A
A
A
K
K
K
C
C
C
S
，
，
田
H
M
田
鴇
詑
助
蹄
％
釘
鐙
耽
蹄
蹄
鶴
糖
”
釣
“
η
翰
鞄
昭
勲
葡
臼
輌

原
子
番
号
　
　
E
－
1

1
4
4
6
6
了
9
R
U
1
2
1
3
羅
1
4
1
5
1
5
1
6
誓
1
7
二
二
二
三
均
鶏
豹
翁
義
熱
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
p
p
F
　
p
「
囁
売
、
｝
｝
舜
こ
p
p
p
　
・
・
「
霊
｝
「
宇
「
ひ
　
ひ
、
　
・
一
ま
…
…
…
ー
ー
…
…
…
…
…
一
…
＝
－
…
…
…
一
…
…
・
…
…
…
…
r
r
・
…
『
・
内
…
、
内
r
r
r
r
r
r
r
、
・
P
…
内
5
…
…
き
　
、
、
、
…
…
…
、
ひ
『
囁
一
、
…
，
…
、
‘
、

放
射
性
同
位
兀
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
四
四



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
四
五

欄
三
第

ゐ
想
3
　
“
2
3
　
　
　
　
2
し
　
　
2
2
　
　
8
2
5
3
　
　
　
　
　
珪
　
　
　
　
3
9
§
　
　
5
5
　
　
3
4
3
　
　
3
0
0
0
0
0
↓
。
　
。
0
肱
一
α
0
1
　
住
α
α
α
一
　
。
一
甑
－
　
　
。
α
ぴ
α
2
α
α
一
α
α
色
一
。
甑
　
　
　
　
　
　
　
　
郡

欄
二
第

欄
一
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
舷
声
声
v
v
α
㎞
謝
悔
轟
濫
寵
m
c
㏄
㏄
謡
鵠
象
吃
瀦
急
募
硫
6
　
　
7
　
　
8
　
　
4
　
　
8
　
　
9
　
　
1
　
　
2
　
　
3
　
　
4
　
　
6
　
　
2
　
　
5
　
　
9
　
　
0
　
　
5
　
　
6
　
　
？
　
　
B
　
　
8
　
　
G
　
　
9
　
　
3
　
　
5
　
　
4
　
　
7
　
　
5
　
　
9
　
　
§
　
　
7
　
　
8
　
　
2
　
　
巳
　
　
】
　
　
7
4
　
　
4
　
　
4
　
　
鷹
　
　
4
　
　
4
　
　
5
　
　
5
　
　
う
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
6
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
5
　
　
6
　
　
う
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
G
　
　
6
　
　
7
　
　
6
　
　
？
　
　
7

1
！
1
2
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3



放
射
挫
半
平
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
四
六

欄
三
第

欄
二
第

欄
一
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
混
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
天
人
飴
飴
人
入
艶
郁
郁
郁
郁
漁
玲
臨
珊
踏
脳
踏
踏
眠
餅
愉
黙
認
鉦
翫
酔
臥
Y
Y
Y
町
Y
Y
Y
η
符
徊
昭
質
乃
η
犯
”
朋
別
％
蹄
田
困
昭
園
昨
雛
R
細
％
肺
即
冊
鋤
駁
駝
町
舳
恥
誠
翫
耽
鮪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ヨ
　
…
5
＝
弓



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

五
四
七

欄
三
第

3
雪
加
鵬
留
6
鶴
－
鵬
7
驕
2
胴
囲
4
0
靴
匿
8
四
4
四
個
別
ー
ー
”
価
1
0
㌍
一
　
勧
師
－
翻
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
皿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静

欄
二
第

　
　
　
3
7
　
　
6
　
　
6
　
　
6
　
　
4
4
　
　
し
7
　
　
　
　
　
　
　
6
2
　
　
　
　
　
5
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第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

196 2唯8 b田 4×10　2 5×10－5

’§7 247BR 2 2×10－4

i97 249 ak 40 8×10畷
…§8 248 bf 30 3×10－3

i98 249 bf 2 2×10－4

i98 25CCf 5 5×10齢4

i98 251 bf 2 2×10－4

i98 252 bf 0．1 1×10－3
i98 253 bf 40 6×10－2

i98 254 bf 3×10－3 6×10『4
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別裏第二（第三条関係）

　　種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一に掲げる放射性同位光素以外の放

　射性同位元素の場合の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 　　　　　　　　　　：諱@　　三　　　欄

特別形放射性同位元素等であ 特別形放射性周位元素等以外

区　　　　分 る場合の数量（Al値） の放射性同位元素等である場・

単位　TBq 合の数量（A2値）単位TBq．

一　放出する放射線が一種類

の場当（二に該当する場合

を除く。）

イ　ガンマ線又はエックス

線を放出する場合（陽電 1　（40を超える場合 1　（40を超える場一

子消滅により発生するガ £（γ）　には、40） E（γ）　には、40）

ンマ線を含む。）

ロ　ベータ線を放出する場
F

A口
（D　最大エネルギーが 40 40

0．1MeV未満である場

A口
②　最大エネルギーが 40 9．3

0．1MeV以上O．15Me

V未満である場合

（3）最大エネルギーが 40 2．3

0．15MeV以上0．2Me

V未満である場合

（4｝最大エネルギーが 40 0．93

0．2MeV以上0．5MeV

未満である場合

（5）最大エネルギーが 21 0．46

0．5MeV以上0．7MeV

未満である場合

（6）最大エネルギーが 4．2 0．46

0．7MeV以上1．OMeV

未満である場合

（7＞最：大エネルギーが 0．63 0．46

1．OMeV以上i．5MeV



第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

未満である場合

（8）最大エネルギーが 0．32 0．32

1．5MeV以上2。OMeV

未満である場合

（9）最大エネルギーが 0．21 0．21

2．OMeV以上である場

合

ハ　吸入摂取又は経目摂取 ALl　（40を超える場合

するおそれがある場合
一

10。　には、40）

元素の数量等を定める

件（昭和六十三年科学技

i　術庁告示第十五号）別表

，　第一（以下「告示別表第

一」という。）中第三欄

又は第四欄に数量の記載

…　がある場合をいう。）

ニ　サブマージョンによる 一 DACx3．36（40を超える場
被ばくのおそれがある場 合には、40）

　　合（告示別表第一中第一

P　欄に記載している化学形

が「サブマージョン」で

ある場合をいう。）

ホ　アルファ線を放出する ALI　（40を超える場合 一

1　場合 100　　には、40）

1嚇

i一放出する放射線が一種類 親核種及び娘核種に対する一 親核種及び娘核種に対する一
iであり、当該放射性同位元

の第一欄の区分に応じ、それ の第～欄の区分に応じ、それ

細原子核の鞭連鎖を生 それ第二欄に掲げる数量のう それ第三欄に掲げる数量のう
iずるもの（肝・織穂

ち最小のもの ち最小のもの

という。）であって、その

物理的半滅期がその原子核

i三口によって生ずる放射

i桂嗣位元素（以下「娘核

i蜘という。）の物理的半
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第　　　～　　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

減期より長く、かっ、娘核

種の物理的半滅期が十日以

内である場合

三　放出する放射線が二種類 それぞれの放射線に対する一 それぞれの放射線に対する嗣

以上の場合（四に該当する の第～欄の区分に応じ、それ の第一欄の区分に癒じ、そ裕

場合を除く。） それ第二欄に掲げる数量のう それ第三欄に掲げる数量のう：

ち最小のもの ち最小のもの

四　放出する放射線が二種類 それぞれの放射線に係る親核 それぞれの放射線に係る親核i

以上であり、当該放射性同 種及び娘核種に対する一の第 種及び娘核種に対する一の第

位元素の物理的半減期が娘 一二の区分に応じ、それぞれ 一欄の区分に応じ、それぞれi

核種の物理的半減期より長 第二欄に掲げる数量のうち最： 第三欄に掲げる数量のうち最i

く、かつ、娘核種の物理的 小のもの 小のもの

半減期が十日以内である場

合

備考　E（γ）は、当該放射性同位元素の一壊変当たりのガンマ線又はエックス線の総エネ

　　ルギー（エネルギーにエネルギーごとの放出率を乗じたものの総和をいう。）をMeV

　　で表した値を、ALIは当該放射性同位元素の化学形を考慮しない場合における告示甥

　　表第～中第三欄又は第四欄に掲げる数量（ベクレル）のうち最も小さいものを、DAC

　　は当該放射性同位元素の告示別表第一中第五欄に季葛げる数量（ベクレル毎立方センチメ

　　ートル）を、それぞれ示す。

五
五
七



別表第三（第三条関係）

　種類が明らかでない放射性同位元素の場合又は種類が明らかであって、一種類であり、か

っ、別表第一又は別蓑第二に数量が掲げられていない放射性同位元素の場合の数量の限度

1第　一　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

区　　　　分

特別形放射性同位元素等であ

髀鼾№ﾌ数量（Al値）

@　　　　　　単位　TBq

特別形放射性同位元素等以外

ﾌ放射性同位元素等である場

№ﾌ数量（A2値）単位TBq

～　ガンマ線又はベータ線以

Oの放射線を放出する放射

@性同位元素が存在しないこ

@とが明らかな場合

0．2 0．02

｝
に
一
以
外
の
場
合
　 0．1 2x10－5
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溺表第四　（第三三条関係）

　　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部又は一部が明らかである放射性同位元素の場

　合（別表第五及び別表第六に該当する場含を除く。）の数量の限度

第 欄

区 分

放射性同位元素の種類の金部及び種

類別の数量の全部が明らかな場合

放射性同位元素の種類の全部又は一

部が明らかであって種類別の数量の

全部又は～部が明らかでない場合

第

数 量

単位　TBq

次の算式を満たすXl，X2，…，X．の数量

　X監　　　　X2　　　　　　　Xn
一十　　　　十…十　　　　繍1

　×1　　　×2　　　　　Xn

次の算式を満たすx童，x2，…，　x。及びyの数量

　Xl　　　X2　　　　　　Xn　　　　y
　　　　　　　　　　　　　　　　＝1　　　十　　　　　十…十一十
　Xl　　　X2　　　　　X“　　　Y

備考　X1，X2，…，　X．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同位元素の数量（テラベク

　　レル）を、X匡，X2，…，X。はそれぞれXl，x2，…，x。に係る各放射性同位元素に対する別表第

　　一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を、yは種類又は種類別の数

　　量が明らかでない放射性同位元素の数量（テラベクレル）を、Yはyに係る放射性同位

　　元素の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表第一、別表第二

　　又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）のうち最小のものを、yに係る放射性同位

　　光素の種類の金部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係る放射性同位元素に対

　　する別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。

五
五
九



別裏第五（第三条関係）

　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部又は一部が明らかで、種類別の分率が明らか

である放射性同位元素の場合（別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　　　二　　　　　欄

区　　　　　分
数　　　　　　　　量（A2値）

@　　　　　　　　　　単位　TBq

放射性同位元素の種類の全部が明ら

ｩな場合

1

fI／X蓋十f2／X2十・・。十fn／Xn

1放射性同位元素の種類の一部が明ら

ｩな場合 f匠／Xl＋f2／X2十…十f。／X。＋fy／Y

備考　fl，f2，…，f，は種類が明らかな各放射性同位元素の分率、　X1，X2，…，X．はf…，f2，…，f．

　に係る各放射性同位元素に対する別表第一、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラ

　ベクレル）を、f，は種類が明らかでない放射性同位元素の分率を、　Yは別表第三に掲

　げる数量（テラベクレル）を示す。
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男lj表第六（第三条関係）

　　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かっ、その混合比が天然のものと等しい

　放射性同位元素の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　　二　　　欄 第　　　三　　　欄

特別形放射性醐位元素等である場 特別形放射性同位元素等以外の放

区　　　　分 合の数量（Al値） 射性同位元素等である場合の数量

単位　TBq （A2値）　　　　　単位　T執

その系列のすべての 親核種に対する別表第一、別表第 親核種に対する別衰第一、別表第

放射性同位元素（親 二又は別表第三の第二欄に掲げる 二又は別表第三の第三欄に掲げる

核種を除く。）の物 数量 数量

理的半滅期が十日を

超えず、かっ、親核

種の物理的半減期よ

り短い場合

その系列の娘核種の 次の算式を満たすXl，X2，…，Xnの 次の算式を満たすXl，X2，…，X，の

うち、その物理的半 数量 数量

減期が十日を超え、 X圭　　　　X2　　　　　　　Xn
@　十　　　　十…÷一篇1

x1
{2L＋＿÷上判

又は親核種の物理的 Xl　　　X2　　　　　Xn Xl　　　X2　　　　　Xn

半減期より長いもの

がある場合

備考　x1，x2，…，　x．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同位元素の数量（テラベ

　　クレル）を、Xl，X2，…，X．はそれぞれXi，x2，…，x．に係る各放射性同位元素に対する別表

　　第～、別表第二又は別表第三に掲げる数量（テラベクレル）を示す。

五
⊥
公



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

別
記
第
［
（
第
三
条
関
係
）
　
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供

　
　
試
物
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下

　
　
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
立
棒
の
平
二
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
鼻
端
面
の
直
径
が
二
・
五
目
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
｝
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
定
し
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
丁
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
臆
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鑓
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
端
面
の
薩
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
〇
二
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
五
　
浸
漬
試
験

五
六
二

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を

　
　
　
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ

　
　
　
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
田
間
浸
潰
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
民
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
す
る
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
摂
氏
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
凶
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
閤
保
持
す
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
封
入
し
た
カ
プ
セ
ル
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物

　
　
　
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
G
D
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
す
る
こ
と
。

　
　
　
⑭
　
摂
氏
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
麟
　
常
温
の
水
中
に
浸
漬
し
た
状
態
で
摂
氏
五
十
度
ま
で
加
熱
し
、
四

　
　
　
　
時
間
保
持
す
る
こ
と
。

別
記
第
二
（
第
五
条
関
係
）
　
L
S
A
i
皿
に
係
る
浸
漬
試
験

　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
十
一
条
関
係
）
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
一
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
幽
幽
に
面
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。



ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ

し
、
ω
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
ω
、
㈹
及
び
傾
の
供
試
物
と
は
別
個
の

供
試
物
を
用
い
る
こ
と
。

ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
干
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
丁

　
　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
一
万
キ
ロ
グ
ラ

　
　
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
万

　
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
　
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は

　
0
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も

　
　
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
最
大

　
　
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

⑰
　
そ
の
重
量
が
、
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
製
又
は

　
木
製
の
直
方
体
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
に
対
し
て
最

　
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
、
そ
の
重
量
が
、
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

　
　
の
フ
ァ
イ
バ
ー
板
製
の
円
筒
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
両
縁
の
四
半

　
分
ご
と
に
対
し
て
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

③
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
栢
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
十
三

　
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
椙
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず

　
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
時
間
加
え
る
こ
と
。

鱒
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
の
を
一
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装

　
　
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
係
る
追
加
条
件

　
　
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
（
四
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以

　
　
下
の
放
射
能
を
喬
す
る
気
体
状
の
ト
リ
チ
ウ
ム
又
は
碗
値
以
下
の
気
体
状

　
　
の
希
ガ
ス
を
除
く
。
）
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸

　
　
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
イ
及
び
ロ
の

　
　
条
件
の
う
ち
、
最
大
の
破
損
を
受
け
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
擬
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
前
号
ロ
傾
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
十
二
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
　
　
摂
氏
三
十
八
度
の
環
境
に
…
週
間
置
く
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
　
次
の
蓑
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
の
形
状
及
び
位
置

　
　
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
輻
射
熱
を
一
日
に
つ

　
　
き
十
二
時
間
負
荷
す
る
こ
と
。

水 水 表
平 平 面
に に の
輸 輸 形
送 送 状
さ さ 及
れ れ び
な る 位
い 平 置
平
面

颪 の
区

そ 底 分
の 面
他

二 八 な 方輻
百 百 し メ射

1熱
ト（
ルワ
）　ツ

ト

毎
平

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
に
係
る
細
屠
等
を
定
め
る
告
示

五
六
三



曲
面

四
百

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
　
　
　
五
六
四

基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
別
記
第
四
第
～
号
に
定
め
る
輻
射
熱
を
負
荷
し
つ
つ
冷
却
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
、
人
為
的
に
冷
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
別
記
第
三
第
～
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
備
考
　
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
供
試
物
を
用
い

　
　
　
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
十
四
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
重
量

　
　
　
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
、
比
重
が
一
以
下
、
か
つ
、
収
納
し
又
は
包

　
　
　
適
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
が
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も

　
　
　
の
で
あ
っ
て
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
能
の
量
が
多
値
の
千

　
　
　
倍
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
重
量
が
五
百
キ
ロ

　
　
　
グ
ラ
ム
、
縦
及
び
横
の
長
さ
が
｝
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
板
を
九
メ
ー
ト
ル

　
　
　
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う
に
水

　
　
　
平
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
．
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ

　
　
　
と
。

　
二
　
次
の
条
件
の
下
に
頓
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
摂
氏
三
十
八
度
の
環
境
に
表
面
温
度
が
一
定
に
な
る
ま
で
置
い
た
後
、

　
　
　
摂
氏
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
備
考
　
第
～
号
及
び
第
二
号
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も
の
と

　
　
　
す
る
。

別
記
第
六
（
第
十
六
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
　
別
記
第
四
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
七
（
第
十
七
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
　
別
記
第
五
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
八
（
第
十
八
条
関
係
）
　
I
P
1
2
型
輸
送
物
に
係
る
へ
般
の
試
験
条

　
件

　
　
別
記
第
三
第
～
号
ロ
ω
、
②
及
び
㈹
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、

　
長
官
が
認
め
る
条
件
の
下
に
置
く
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
記
第
九
（
第
十
九
条
関
係
）
　
I
P
…
3
型
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条

　
件

　
　
別
記
第
三
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
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注1　三葉マークは、別記第十三のとおりとする。

　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい

　　る放射性同位元素等の名称（当該放射性同位光素

　　等が低比放射性同位元素又は表面汚染物に該当す

　　る場合にあっては、名称（LSA－1に該当する
　　ものの名称を除く。）及び低比放射性同位元素又

　　は表薗汚染物の区分）を記入することbこの場合

　　において、複数の放射性同位元素等を収納し、又

　　は包装しているときは、そのうち代表的なものの

　　名称をできる限り記入すること。

　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい

　　る放射性同位元素等の放射能の量の合計をベクレ

　　ル単位で記入すること。

　4　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される

　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ

　　削ることができる。

　5　色彩は、次表によること。

部　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 白

田　葉　マ　一　ク 即

下　楽　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 ・赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　　線 黒

漣画聖遡｝R蘇レ（：輿醸却匝：ゴヨ｝尺漁鍋○トノ曝獅，麟～§eH瞬く慧蹄織蓬e《2緯：bI⑱輝工溜極ゆ短艇e
憎斜よ2迷ゆ認田鞭如個総ゆ起01旨 翻く国
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別記第十一（第二十四条関係）

第二類黄標識
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／
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注1　三葉マークは、別記第十三のとおりとする。

　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい

　　る放射性同位元素等の名称（当該放射性同位元素

　　等が低回放射性同位元素又は表面汚染物に該当す

　　る場合にあっては、名称（LSA一工に該当する

　　ものの名称を除く。）及び低比放射性同位元素又

　　は表面汚染物の区分）を記入すること。この場合

　　において、複数の放射性同位元素等を収納し、又

　　は包装しているときは、そのうち代表的なものの

　　名称をできる限り記入すること。

　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい

　　る放射性同位元素等の放射能の盤の合計をベクレ

　　ル単位で記入すること。

　4　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。

　5　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の

　　日本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される

　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ

　　削ることができる。

　6　色彩は、次表によること。

部　　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字： 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　　分　　　　線 黒



別記第十二（第二十四条関係）

第三類黄標識
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＼

　
　
／
／

蕊
　　　　ノ0
　　　　　払，

　　放　　射　　性
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注1　三葉マークは、別記第十三のとおりとする。

　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい

　　る放射性同位元素等の名称（当該放射性同位元素

　　等が低比放射性同位元素又は表面汚染物に該当す

　　る場合にあっては、名称（LSA－1に該当する
　　ものの名称を除く。）及び低下放射性同位元素又

　　は表面汚染物の区分）を記入すること。この場合

　　において、複数の放射性同位元素等を収納し、又

　　は包装しているときは、そのうち代表的なものの

　　名称をできる限り記入すること。

　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい

　　る放射性同位元素等の放射能の暴の合計をベクレ

　　ル単位で記入すること。

　4　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。

　5　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の

　　日本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される

　　ものにあっては、標識中の英藷の部分をそれぞれ

　　削ることができる。

　6　色彩は、次表によること。

部　　　　分 色　彩

上　半　分　め　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　　線 黒
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別記第十三（第二十四条関係）
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注1　乏は、0．2センチメートル以上とする。

　2　色彩は、黒とする。
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○

殿

2衷局第328弩』

平戒2卑12月28日

科学妓噺庁原子力安全局長

糊目館腰位元諾等の幽思に関する科学技粥庁長官の承認等について

　敏射牲問石元組総による仁君糠陳害の防止に関する法律勤行燦燦（昭和35年総理府令

第56号。城下「施行槻嗣」という。）第18無、第i8榮の5、第18条の9、第18　・

条の二〇及び第18条の12学びに放射性罰位署嶺又は放射性問位元素によって汚典され

た物の工場又は事粟所の外における運搬に関する技術上の藩準に係る脳幹等を定ある告示

（平戒2年届栄技術庁告示第7号。以下「外遅搬鱈示」という。）第3条及び籔18条の

焼走の実櫨鞭良等について、下記のとおり定め、平成3年1月1日から適用することとす

るので磁知します。

　ついては関係搬関篶に対し、周知方をお願いします。

記

1　放射性同位元素又は放射性同焼元素によって汚染された物の工埴又は燐菜所におげる

運搬に係る承認等の申講について

　（1）旛行燈鋼鎗18染罫1猟第三弩ロの規定による審器に封入することが薪しく囲難な

物の運転に闘する副乳に係る秘学技繕浮良窟（以下「長窟ユという“）の激認を毅け

　ようとする者は、別既様式第1による申臨癬を挺出すること。

（21施行競則第玉8粂第2項の規窺による特別欝匿に係る長轡の承認を憂けようとする

　春は、男翼己様式目2による申請爵を提出すること。

2　放習性凹凹元棄又は放射燦下位元禦によって汚禦された物の工場又は膨藁所の外にお

　ける財嚢に係る承認等の争闘について

　（三｝施行親則第三3条の5第7号ただし密又は第’8弩ただし書の媛走による長富の承認

　を叉けようとする者は、別記鎌式第3による串硝書を提出すること。　　　　、

　（2｝施行規即第18鎌の9第2項第2弩又は第二8条の10賠2項第2号の継走による

　　「これと同等と長官の認める蕃準」を選湿しようとする饗は、別記様式第4による申

　選書を擾出すること。なお、当該競定はr欝際原子力機閲（IAEA）放射牲物質粟

　金輸送規則（ig85卑版｝」　（以下「IAEA輸送規嗣1985年販」という。）

　第52ユ贋、第522項及び第523項の主旨を取り入れるために親定されたもので

　あるので、申跨に当たっては、この点に留平すること◎

　｛3）施行田圃第三8条のi2の縦覧による特湧搭膿に係る長窟の承認を奨けようとする

　看は、別紀様式第5による串聴轡を提出一すること。

　（｛）外運搬皆示第3条第1号表中ただし愈の燦定による「長實が惚める基準」を適鵤し

　ようとする着は、別紀様式第6による申賄欝を提出すること。なお、当該焼定はIA

　　EA輸送規則1985年版第5il項の主旨を取り入れるために予定されたものであ

　　るので、串1削ζ当たっては、この点に留意すること。

　（5＞外鱈腹告示雑18集中別仁心8の競定による1．長喜が認める条件」を適用しようと

　する看は、別罷様式第7による申請醗を提毒すること。なお、当該競取はIAεA輸

　送燐則1985年版第519項の主穆を取り入れるために焼足されたものであるので、

　申請に当たっては、この点に留意すること臼

湊譲趨匝遡暇懸帥e戦鰻≧2麩旭ゆ；惑；圏蝋翠｛赴蝋細e睡瀧帥20ニトノ（誌面垣寒蛮誌面・R熟畑曜綴咽遡） 引く兵



踏蕪蓮匝：遡暇蘇沸Q塑肇思駆極ゆ誌紳怒縷勧蝋麺e懸離群EOニト・（葱紳燃鞍世股座・R野畑匝～頭噸遡） 閑ギ○

3　容器承露に係る留意事項について．

　平成2年12月3i日以前に放射性岡位元講等による放射醸嫁轡の防止に関する法律

第葦8条の2第3項の規定により承認を受けている容器については、当破承耀が平成5

年1月1臼以降は簾効となる。圓B以鴎当該容器を運搬に使罵する塒合は、尚条箆2項

の科学技衛庁畏審の確認の際に岡条第1項に観定される技彬上の魑嘩を満たしているこ

との銘認を受けることが帝嬰であるので、新たに同条第3項の承認を受けるなど駈要の

手統をとること。

珊記略式第1

　　　　　響器に封入することが慶しく困難な物の運搬に関する措畷

@　　　　に係る承認二二密

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

ﾈ学技｝樽庁畏窟　　　　　　　　　　　殿

@　　　　　　　　　　　　　　　　西名　1法人にあっては、その名称及び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出山番の氏名）　　　　　　　印

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

厲ﾋ性同位元繁等による放射線随窃の防止に関する法律施行規捌賠18条郵i項銘
@　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧
P号ロの規走による特別捲鯉の承認を申諺します。

氏　　名　　又　　　は　　名　　称

法人にあっては、その代袈餐の氏名

住　　　　　　　　　　　　　　　所 郵便舞号　　　　　　　　　　　　筍語醤号

連　　絡　　．員　　の　　氏　　名 所鵬瑞傑名

運搬する放射性筒位元楽によって汚

?された物の稠類、数搬、形状及び

ｫ状

運　搬　す　る　B　時　及　び　極　路

運搬に当たって燐ずる放解糠除署防

~のための撫匿

備考1　この用紙の大きさは、日本工菜娩格A4とすること。
　　2　「運殿に当たって調ずる放射糠隷書防止のための燈置」欄については、演載方
　　　法、固榑方法、放射繊罰位元業の飛敵防止楼貿方綾及び運搬中における放射儀餓
　　　送物を穣載した嵐両への近撞防止欝置方法等に係る異儲的播醗方法を記載すると
　　　ともに、当該描匿方法によって愛用性が担保できることを示すこと。
　　3　記載欄に記載事項のすべてを記載で歯ないときは、その欄に「別紙（　）のと
　　　おり」と記載し、別紙を添付すること。



別厩己熾式箪2

工墳又は事築駈における遼搬に係る特別描匿の承認申購霞

年　月　田

科学妓衛庁一階 殿

氏名ζ法入にあっては、その名称及び

代衰奢の氏名〕　　　　　　印

放鍛肱固位元泰簿による放射糠隙露の防ニヒに関する怯偉旛行繊則第18灸蹄2畷の

燦足による特別欝匪の承認を串請します。

疑　　名　　又　　は　　名　　称

法人にあっては、その代表者の氏名

住　　　　　　　　　　　　　　　所 郵便番弩　　　　　　　　　　　雄話番号

渡　　酪　　員　　の　　氏　　名 所剃蔀燦名

運搬する放射聾同位元毒等の稲類、

山脚及び控状

遅軸物の褒画及び表面から1メート

ル離れた笹阪における1センチメー

トル糠鑑当避率

購ずることが著しく顯鮭である播圏

及びその理由

運搬物に使用する容器の種姪及び仕

鎌

運搬に使用する容器の種穎及び仕様

遅　滋　の　日　時　及　び　経　跳

運搬に從謬する青の被ばくの管理の

ために欝ずる描匿

上欄に掲げるもののほか放射隷管理

のために欝ずる推紐

上2欄に掲げるもののほか遜搬に伴

う敏射糠障寄防此のために痢ずる欝

薦考1　この胴紙の大きさは、日本工漿規格A4とすること。
　　2　「遜搬に従甥する者の被ばくの貿理のために瞬ずる捲置3については、促康診
　　　鵬、教育離糠、嫉ばく線燈の漏定等の具体的嫉ばく管理の方法を紀載すること。
　　3　「放射線管理のために瞬ずる捲匿」については、凱両等及び輸送経路に係る1
　　　センチメートル糠壁当鑑率の灘定、汚簾状況の測定等に係る貝体的籔理方法を記
　　　載するとともに、当該管理方怯によ1って安全性が担保できることを示すこと。
　　4　「運搬に伴う放射練陳害防止のための惜艘」禰については、穣載方法、尉博方
　　　法及び運搬中における放酎性輸送物を積載した箪両への近接防止繕厳方法等に係
　　　る員檸的欝鯉方法を記載するとともに、崇駿描齪方法によって安全腰が担擦でき
　　　ることを示すこと。

　　5　詑載疑に記載羅項のすべてを記載できないときは、その檬に「別砥（　〉のと
　　　おり」と記載し、那紙を添付すること。

怒蓋坦匝週1尺蘇鋤e曜鰻2認旭ゆ寵冷ト鰹聖世蝋佃e懸贈翻20つトノ（二二二選撮踵HrR銅く嫉嘩蝋璽遡） 網ギ｝
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繕忌寸匝週1尺蘇馳e戦遜≧2趣価ゆ磨汁台臨世畷畑e懸融群思○ニトノ（葱紳鰹選世瞳序尺榔畑霞蝋晒遡） 国一Pll

溺記様式艶3

放射性輸送物の衷而又は褒面から1メートル離れた位醒

における1センチメートル線量当愚翠に係る承認申lq轡

年　月　日

釈学技術庁長實． 殿

氏名　（法人にあっては、その名称及び

代表薪の氏名｝　　　　　　　印

放鮒蟻尚位元素等による放射線障害の防止に関する凹凹臆行炭則第18集の5

第7号
の観定による承認を申跨します。

第8号

氏　　名　　又　　は　　名　　称

法人にあっては、その代衷警の氏名

住　　　　　　　　　　　　　　　所 郵便番号　　　　　　　　　　　電騒番号

遅　　絡　　員　　の　　氏　　名 所属鶴裸名

遅綴する放射性両位元素等の願類、

敗鰍及び性状

放鮒性i輸送物の表闘における三セン

チメートル線鍬湯盈寧

歓鮒性幡送物の磯際から1メートル

簾れた位蜜における1センチメート

ル練量畿撤寧

承認を受けようとする理由　　　　　・

運搬に当たって辮ずる放酎繍障害紡

止のための担匿

傭考1　この用抵の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　2　「逗搬に当た，て爾ずる放射線瞭霧防止のための捲質」禰については、積載方
　　　法、圃縛方法及び運殿中における放射性餓送物を積載した車両への近摘防止捲置
　　　方法等に係る具捧的権置方法を記載するとともに、嵩該描匿方法によって安全性
　　　が担保できることを示すこと。
　　3　記載禰に記載事項のすべてを記臓できないときは、その欄に「溺概（　｝のと
　　　おり」と詑載し、別紙を添付すること。



溺記楼式第4

置P－2型
霊送物の基準に藤る承認串諮書

正P－3型

年　月　日

科掌技術庁長留、 殿

P

氏名　（法人にあ，ては、その名称及び

代衰薪の氏名｝　　　　　　印

箪18条の9
放射性臨位元素等による寝射糠随書の防止に関する法擦施行親則 銘2

繁：8灸の玲
　　　　　　　　　IP－2型
?鎗2毎の燐定による　　　　　　繍華壇の鍼準として以下の甚嚇を遮胴したく申晴し

置P－3型
ます。

氏　　名　　又 ほr ｼ　　称

法人にあワては、 ．そφ代袈餐の氏名

住1 駈 郵便番｛琴　　　　　　　　　　　竃騒番号

1

遮　　絡 風．　の　　氏　　名 所建部燦名　　　　，

縞　　送　　物 の　　名　　称

露　　　　　鰍魑
輸送物に関す

外　形　寸　法

る焼明 外　　　　　罎

簡送物の設計仕様

選塒しょうとする甚嚇‘注）

　　　ア　「国際迷合引険物月送に関する柴門歌蚤艮町」により柞成された「亀険物の
　　　　餓送に関する勤告」第五2草に定められた甚購に適合すること。
　　　イ　265kP3の圧力試験に謝えること腎
　　　ウ　珊常の取扱い及び輸送条件下において、次の要件を満足すること。
　　1　（ア｝遮加された達へい櫛遊が静的及び勘的応力に酎えること。
　　　　（イ）衷面における玉センチメートル線髭当砥箪が20％を醸えて増加しないこ
　　　　　と。

　　｛2｝コンテナの煽合
　　　　ISO　1496／1－1984、　「シリーズ1、翰謎iコンテナー規格及び試
　　　験一第三酪3一般貸物コンテナ」に定められた要件に適合し、かつ、盗籏：SO
　　　繊格に定められた試験鋲儲の下に匿くこととした嶋合に、嚢面における．1聖ンチ

　　　メートル綴無当皿畢が2D％を超えて増加しないこと。
構考1　この用紙の大き・さに、日本工叢娩格五4とすること0
　　2　遡用しょうとする蕩準が施行燐期第18集の9又は鯖18藁の1eの藩準と問等
　　　であることについての脱明賢料を添付する’こと。

　　3　記載櫃に肥載寧項のすべてを記載で善ないときは、その簾に「別簸（　1のと
　　　おり」と記載し、別紙を添付すること。

注　施行規則第18条の9第宮項第2弩又は第ユ8条の10第2贋錦2号中の∫これと
　局等と長官の認める駈嚇」を適用しようとする渦合には、弱えば、以下のように適周
　すべき蕊鵬を明記すること。

　　ωタンクの鰯合

　　　　鎖藤趨匝週1疑懸締e曜餐思毬歩ゆ誌朴蝋寒世蝋佃Q晦融恥20ニト《恋紳怒鞍世題トト尺榔畑暎瞭岬町） 絹野田



　　　　　鎖蕪憩匝塑1尺巴里e塑野芝2誕歩ゆ葱二二二二三二e懸贈鞭思〇ニトノ（竈紳遷縷世題串R轡細眼畷晒趨）　　　　　　閑ギ9i

別記様式第5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方法簿に係る興体的播置方法を記域するとともに、当該描醗方法によって安全性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が担保できることを示すことg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　記載概に記載嚇項のすべてを路載で毒ないときは、その欄に「別鞍｛　）のと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おり」と妃載し、溺抵を添付すること。工場又は事業所の外における逓搬に係る特別匹田の承認串賄薔

年　月　日

科学技術庁鎚官 殿

，氏名　（誌人にあっては、その色称及び

代表者の氏名》　　　　　　　印

放鮒性嗣位日乗箏による放射練鍮癬の防止に醐する陸捧施行観測第18鎌の12の

規症による特朋描薩の承認を申謄します。

氏　　名　　又　　は　　名　　穂

二人にあっては、その代衷潜の氏名

住　　　　　　　　　　　　　　所 郵便番号　　　　　　　　　　　電騒番弩

達　　絡　　貫　　の　　氏　　名 所属酪課名

遅搬する放射性同位元錯簿の魏類

数鑓及び性状

放射性翰送物の表面及び衷藤から1

メートル離れた位匿における…セン

チメートル中尉当蝋寧

碑ずることが蒋しく困鮭である描置

及びその理由

運搬に当たって醗ずる放附醸堕書防

丘のための矯竃

協考1　この用紙の大きさは、日本工粟緯格A4とすること。
　　2　「運搬に当たって購ずる放射糧隙書防止のための描認」蠣については、稜載方
　　　法、圃碑方法及び運搬中における放射駐翰濫物を積載した車両への近接防止欝圏



溺露己嫌式第6

　　　　　　　特朋形放躬松岡位元謡等の基準に係る承認串購麿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　漏　B

@科学口回庁長窟　　　　　　　　　　殿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ」@　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあってほ、その名称及び

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　酔夢奮の氏名）　　　　　　　印

@放射性尊位元闇闇は放射性悶位二丁によって汚鞭さ寵た物の工場又は闇闇斎の外に

ｨける運搬に翻する茨階上の藩拳に係る翻貝等を定める告示第3粂第1母表中ただし

lの燐窟による特溺形放購性隅位元鍛鰹の基準として以下の基準を適配したく申紛し

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽
ﾜ．す．

氏　　名　　又　　は　　名　　称

法人にあっては、その代褒奮の矯熱

住　　　　　　　　　　　　　噺 郵梗番弩　　　　　　　　　　　羅躇番号

連　　繕　　負　　の　　丘　　名 所概銘課目

輪　　融　　物　　の　　名　　称

賑　　　　　盈特別形放射性

ｯ位元素纏に

ｬする瞠明

外　形　寸　法

外　　　　　観

輸送吻の設計仕様

適用しようとする基～麟　（注）

　　一分顛」に噛められたクラス4衝心試験

　2　加熱試験に代えて、IS◎　2919－1980〔E）「密封線瓢一分嬢」に定
　　められたクラス6滋度戯験
　3　カプセルに封入された敏射駐岡位元嬉等に係る浸漉試験に代えて、ISO／TR
　　482昼一1979（E）　「密封線諏一溺洩試験法11ご定められた試験
幽考1　この用抵の大きさに、臼本工蘂焼旛A4とすること。
　　2　妃戴欄に記蝕寓唾のすべてを記戴できないときは、その畷に「雛簸く　｝のと
　　　おり」と彫鯉し、溺挺を湧付すること。

注　外趣搬告示第3藤館1母衰申ただし書の「昆留が認める墓準」を遮用しょうとする
　堀合は、傍えぱ、以下のように適用すべき藻準を明記すること。

　1　極撃試験及び打撃試験に代えて、三SO　29正9－1980（E）　「密封線醗

　　　　丁丁超喧お収丁丁e黙談思丁丁ゆ丁丁丁丁三三麺Q懸騰群思03トノ（藤紳陰謀貨虫卵R継姻霞蝋目障） 網ギ網



　　　　鎖疎坦喧お眼牒鞭e潮牽2献本ゆ誌辛ト新税世蝋｛曄e興国沸20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’別記様式第7

　　　　　　　KP－2裂創送物の一般の鼠験鍛件に係る承認申謄轡

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

ﾈ学妓術庁長軍　　　　　　殿

@　　　　　　　　　　　　　　．
@　　　　　「

@　　　　　　　　　　　　　　　　氏名｛法人にあっては、モの名称及び

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代褒奪の氏名｝　　　　　　印

@放射性同位元素又は放射性圏位元講によって汚換された樹の工覇又は堺策所の宛に

ｨける遼搬に関する技術上の基準に係る編圏等を足める告示第18条中別記錦8の規

ｫによる1P－2型翰送物に係る一般の試験条件として以下の条畔を適溺したく申跨

ｵます。

氏　　名　　又　　は　　名　　称

．法人にあっては、その代褒齋の氏名

肱　　　　　　　　　　　　　　漸 郵硬番号　　　　　　　　　　　　　羅話番号

連　　鰭　　貫　　の　　氏　　名 所属邸際名

幅　　塔　　鞠　　の　　名　　称

盈　　　　　鍛

外　形　寸　法
翰送物に関す

驩s明

@　　P

外　　　　　齪

繭選物の股計仕様

適絹しょうとする条件　｛注）

ニトノ（誌朴蝋峯世瞳庫・R榔畑霞蝋璽蝦）　　　　　　網判く
　べき灸件を明記すること。　　　　　　　　　　　　’
　　、「簸際連金亀険物輸送に関する專門家萎員会」により作成された「魁険物の輸選に
　関する効告」において定められている包装等殿mの繍遂奪器1ζ係る試験条件とする。
鱒考1　この用紙の大きさは、臼本工簾規格A4とすること。
　　2　適罵しょうとする蕩準が穂行焼殉第！8集の9又は鋸18炎の10の基嚇と問等
　　　であることについての暁明資料を添付することゆ
　　3　肥載欄に記載事項のすべてを紀載できないときは、その磁に「溺眠（　｝のと
　　　おり」ζ陀騒し、別紙を添付すること。

注　「長官が認める粂件」を適用しようとする場舎には、倒えば、以下のように適用す
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指
定
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の
業
務
を
的
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基

　
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
機
構
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を

　
行
う
こ
と
に
よ
り
機
構
確
認
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
七
　
そ
の
指
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
的
確
か

　
　
つ
円
滑
な
実
施
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
［
）

第
五
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
機
講
確
認

　
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
を
変
更
し
ょ
う
と
す
る
と

　
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
後
の
指
定
機
溝
確
認
機
関
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
機
構
確
認

　
　
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地

　
二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
変
更
の
理
由

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
を
新
設
し
、

　
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

　
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
に
お
い
て
噴
射
確
認
の
業

　
　
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
目

　
三
　
新
設
又
は
廃
止
の
理
由

（
機
機
…
確
認
員
の
資
格
）

第
六
条
　
法
第
四
十
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
｝
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者



　
二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の

　
　
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従

　
　
事
し
た
経
験
を
有
す
る
着

　
三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令

　
　
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
理

　
　
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
五
年
以
上
放
射
線
管
理
の

　
　
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
四
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
高
等
学
校
に
お
い
て

　
　
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
長
窟
が
定
め
る
放

　
　
射
線
研
修
を
修
了
し
た
も
の
。

　
五
　
そ
の
他
放
射
線
管
理
に
関
し
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識

　
　
及
び
経
験
を
有
す
る
者

（
業
務
規
定
の
認
可
の
申
講
）

第
七
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
｝
条
第
　
項
前
段
の
規
定
に
よ

　
り
業
務
規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申

　
請
書
に
当
該
業
務
規
定
を
添
え
て
、
こ
れ
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
業
務
規
定
の
記
載
事
項
）

第
八
条
　
法
弟
四
十
一
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

　
り
と
す
る
。

　
一
　
機
溝
確
認
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

　
三
　
手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

八　七　六　五　四

機
繊
…
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

機
構
確
認
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

機
構
確
認
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

機
構
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
機
構
確
認
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
・
の
嚢
虫
…
）

第
九
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
喜
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

　
り
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
変
更
し
ょ
う
と
す
る
事
項

　
一
一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
変
更
の
理
由

（
機
構
確
認
員
の
選
任
）

第
十
条
　
捲
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
四
第
｝
項
の
規
定
に
よ

　
り
機
溝
確
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
選
任
し
よ
う

　
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
十
【
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
機

　
構
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
別
記
様
式
第
…
に
よ
る
機
構
確
認

　
結
果
報
告
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
搬
定
機
構
確
認
機
関
は
、
主
任
機
構
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
選
任
し
た
主
任
機
機
…
確
認
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
報
告
書

五
七
九



指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

五
八
○

　
を
長
官
に
提
出
七
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
揚
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

　
解
任
し
た
機
構
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報
告
書
を
長

　
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）
．

第
十
二
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
事

　
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
作
成
し
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
～
　
機
構
確
認
を
受
け
た
老
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
販
売
所

　
　
（
表
示
の
有
効
期
間
の
更
薪
に
つ
い
て
の
機
構
確
認
を
受
け
た
者
に
係
る

　
　
場
A
口
に
あ
っ
て
は
、
工
場
又
は
事
業
所
を
含
む
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

　
…
｝
機
構
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
種
類
及
び

　
　
製
造
番
号
並
び
に
当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
放
射
線
障
害
防
止

　
　
機
構
に
係
る
設
計
の
承
認
の
年
月
日
及
び
番
号

　
三
　
機
機
…
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
四
　
表
示
に
記
載
さ
れ
た
機
欝
確
認
の
番
号

　
五
　
機
構
確
認
を
行
っ
た
機
構
確
認
員
の
氏
名

　
六
　
そ
の
他
機
構
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
機
構
確
認
の
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
機

　
構
確
認
の
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
機
溝
確
認
の
業
務
の
範
囲

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と

　
　
す
る
年
月
日

　
三
　
機
講
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

　
　
っ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と

　
　
す
る
理
由

（
野
馳
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
四
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
…
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す

　
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
　
機
構
確
認
の
業
務
を
長
官
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
長
官
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
…
二
　
そ
の
他
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
公
示
）

第
十
五
条
　
長
官
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
九
条
第
一

一
　
指
…
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た

項
の
規
定
に
よ
る
指
定

る
事
務
所
の
所
在
地

を
し
た
と
き
。

二
　
指
定
を
し
た
年
月
日

三
　
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
構
確
認
の
区
分

一　

@
法
第
四
十
　
条
の
こ

一
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
　
部
を

の
規
定
に
よ
る
許
可
を

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
指
定
機
構
確
認

し
た
と
き
。

機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地



二
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

三
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
機
構
確
認
の

業
務
の
範
囲

四
　
機
繊
…
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
期
間

三
　
法
第
四
十
　
条
の
六

一
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

る
事
務
所
の
所
在
地

取
消
し
を
し
た
と
き
。

二
　
指
定
を
取
り
消
し
た
年
月
臼

四
　
法
第
四
十
一
条
の
六

一
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
を
取
り
消
し
、
又

二
　
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
機
構
確
認
の

は
機
構
確
認
の
業
務
の

業
務
の
全
部
若
し
く
は
｝
部
の
惇
止
を
命

全
部
若
し
く
は
一
部
の

じ
た
年
月
B

停
止
を
命
じ
た
と
き
。

三
　
　
機
膿
…
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の

停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
停
止

を
命
じ
た
機
構
確
認
の
業
務
の
範
囲
及
び

そ
の
期
間

五
　
三
二
四
十
一
条
の
八

一
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
　
部
を

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
も
の
と
し
た
年
月
日

長
官
が
機
構
確
認
の
業

二
　
行
う
も
の
と
す
る
機
構
確
認
の
業
務
の

務
の
全
部
又
は
…
部
を

範
囲
及
び
そ
の
期
間

自
ら
行
う
も
の
と
す
る

と
き
。

六
　
法
第
四
十
一
条
の
八

　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

　
長
官
が
自
ら
行
っ
て
い

　
た
機
構
確
認
の
業
務
の

　
全
部
又
は
一
部
を
行
わ

　
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

一
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

　
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
年
月
日

二
　
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
機
構
確
認
の

　
業
務
の
範
囲

（
指
定
の
区
分
）

第
二
十
［
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
七
百
七
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
放
射
性
同
位
元
素
の
運
搬
物
に

　
　
係
る
確
認

　
二
　
七
百
七
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
撮
物
に

　
　
係
る
確
認

（
業
務
規
定
の
記
載
事
項
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
｝
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一

　
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

六五四三＿
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
に
係
る
確
認
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

運
搬
確
認
証
の
交
付
に
関
す
る
事
項

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

五
八
【



指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
七
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

　
八
　
そ
の
他
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
報
告
）

第
二
十
三
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
と

　
き
は
、
当
該
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
別
記
様
式

　
第
三
に
よ
る
運
搬
物
確
認
結
果
報
告
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第

　
二
号
に
規
定
す
る
主
任
運
搬
物
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

　
選
圧
し
た
主
任
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
報
告
書
を
長

　
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報

　
告
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
二
の
四
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
と

　
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
脹
簿
を
作
成
し
、
記
載
の
藏
か
ら
十
年
閣
保

　
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
受
け
た
者
の
旋
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
撮
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
酎
性
輸
送
物
の
種
類
、
収
納

　
　
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
容
器
の
承
認
の
年
月

　
　
日
及
び
番
号

　
三
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
の
鼠
的

五
八
二

　
　
及
び
運
搬
予
定
時
期

　
四
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
年
月
β

　
五
　
運
搬
確
認
証
の
番
号

　
六
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名

　
七
　
そ
の
他
運
搬
物
に
係
る
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
準
用
）

第
二
十
五
条
　
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
三
条

　
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
構
確
認
機
関
一
と

　
あ
る
の
は
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
、
　
「
機
構
確
認
」
と
あ
る
の
は

　
「
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
、
　
「
機
構
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確

　
認
員
」
と
、
　
「
主
任
機
構
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
主
任
運
搬
物
確
認
員
」

　
と
、
第
三
条
第
　
田
中
「
法
第
三
十
九
条
第
一
　
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四

　
十
一
条
の
十
第
二
項
」
と
、
第
四
劇
中
「
法
難
三
十
九
条
第
四
項
」
と
あ
る

　
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第

　
四
項
」
と
、
第
六
紅
中
「
法
第
四
十
条
第
一
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十

　
一
条
の
十
第
一
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二
項
」
と
、
第
七
条

　
中
「
法
第
四
十
一
条
第
｝
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第

　
一
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
｝
項
前
段
」
と
、
第
九
門
中

　
「
離
陸
四
十
｝
条
第
「
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三

　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
十
年
中
「
法

　
第
四
十
て
粂
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
目
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
嗣
四
十
「
条
の
四
第
「
葵
」
と
、
第
十
三
条
中
「
法
第



　
四
十
一
条
の
一
こ
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
二
」
と
、
第
十
四
条
中
「
法
第
幽
十
～
条
の
八
第

　
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
絹
す
る
法

　
第
四
十
一
条
の
八
第
三
項
」
と
、
第
十
五
条
の
表
中
「
法
第
三
十
九
条
第
一

　
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
ナ
第
一
項
」
と
、
　
「
法
第
四
十
一
条

　
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

　
第
四
十
一
条
の
二
㌫
と
、
　
「
法
第
四
十
　
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

　
「
法
第
幽
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
六
第

　
一
項
し
と
、
　
「
法
第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一

　
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
」
と
、
「
法

　
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

　
る
。（

立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
四
十
二
粂
　
法
第
四
十
…
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三

　
条
の
二
第
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
騎
記
様
式
第
六
に
よ
る

　
も
の
と
す
る
。

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

五
八
三



男IJ暑己様式第三　（第23条関f系）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整理番号（注1）

　　　　　　　　　運　搬　物　確　認　結　果　報　告　書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

@科学技術庁長官　　　　　　　　殿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定運搬物確認機関の名称

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代衷者の氏名　　　　　　　　㊥

w定機構確認機関等に関する規則第23条第1項の規定により次のとおり報告します。

運搬物に係る確認を受
ｯた者

氏名又は名称

住　　　　醗 電話番号（　　　　）

使用者等の区
ｪ　　（注2）

事　　業　　所　　等
名　　　　称

所　　在　地 電話番号（　　　　）

運　　搬　　の　　目　　的　　（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

放射性輸送物の名称（注4）

放射性輸送物の種類（注5）
放
射
性
輸
送
物

牧思する放射性同位元素等の
嵭ﾞ及び数量

容器の承認の年月日及び番号

運搬物に係る確認を行った年月ヨ

運搬物に係る確認を行った運搬物確認
�ﾌ氏名

還　搬　確　認　証　の　番　号

1　「整理番号」　この欄には，記載しないこと。

2　「使用者等の区分」使用者，販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を

委託された者の別を記載すること。

3　r運搬の屋的」　当該運搬に係る出発地及び目的地の事業所等の名称及び所在地を併

4
に
」

せて記載すること。

備考　この用紙の大ぎさは，

「放射性輸送物の名称」放射性輸送物の通称を記載すること。

「放射性輸送物の種類」　BM型輸送物又はBU型輸送物の別を記載すること。

　　　　　　　　日本工業規格B4とすること。

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

五
八
四



指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

別紀様式第六（第42条関係）

第 弩

立入検査職員身分証明書

職　　名

氏　　名

生年月費

　　（第　1　面〉

・12センチメートル・・　…・

　上記の管は，放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律第43条の

3第1項の規定により立入検査をする職

員であることを証明する。

年　　月　　日交付

科学技術庁長官翻

・・ ｨ
↑
の

山
、

乙
一
、
ホ
＼
戸
ギ
》
．
◎
Q

↓

（第　2　面）

　　　放射性瞬位元素等による放射線二二の防止に関する法律押すい

第43条の3　科学技術庁長官又は運輸大臣は，この法律の施行に必要な限度で，その職員

　に，指定機構確認機関，指定検査機関，指定運搬物確認機関，指定運搬方法確認機関，指

　定試験機関又は指定講習機関（科学技術庁長官にあっては指定運搬方法確認機関以外の機

　関，運輸大監にあっては指定運搬方法確認機関）の事務所に立ち入り，当該機関の帳簿，

　書類その他必要な物件を検査させ，又は関係者に質問させることができる。

2　前条第2項及び第3項の規定は，前項の規定による立入検査について準用する。

第43条の2（第1項略）

2　前項の規定により立入検査を行う職員は，その身分を示す証明書を携帯し，かつ，関係

　者の請求があるときは，これを提示しなけれぽならない。

（第　3　面）

3　第1項に規定する権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第56条　次の各号の一に該当するときは，その違反行為をした指定機構確認機関，指定検査

　機関，指定運搬物確認機関，指定運搬方法確認機関，指定試験機関又は指定講習機関の役

　員又は職員は，10万円以下の罰金に処する。

㈲　第43条の3第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，

　又は質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をしたとき。

五
八
五



指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
す
る
件

○
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
す
る
件

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@
　
〔
昭
　
和
F
五
十
山
ハ
年
み
ハ
門
月
一
二
十
－
R
M
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
三
号
〕

　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
七
月
二
六
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
二
六
号

　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
四
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

昭
和
五
十
六
年
六
月
二
十
五
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
指
定
運
搬
物
確
認

機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

｝
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
名
称
　
財
団
法
人
原
子
力
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

二
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
東
京
都
文
京
区
白
山
五
丁
鑓
一
番
三
の
百
一

　
号

三
　
行
う
こ
と
が
で
き
る
運
搬
物
確
認
の
区
分

　
　
七
衝
七
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
放
射
性
同
位
一
兀
素
の
運
搬
物
に
係

　
る
確
認
及
び
七
百
七
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
発
下
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運

　
搬
物
に
係
る
確
認

　
　
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
周
す
る
。

五
八
六



○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
翻
纏
辞
職
群
ン
鐸
誌
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
元
隼
十
二
月
三
日

（
趣
旨
）

第
「
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動

　
車
及
び
軽
車
両
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合

　
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
雀
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
琿
法
律
第
百
六
十
七

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下

　
　
「
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第
～
条
第
三
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
を

　
　
い
う
。

　
二
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
正
に

　
　
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下

　
　
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

送
物
を
い
う
。

三
　
オ
…
バ
ー
パ
ッ
ク
　
荷
送
人
に
よ
っ
て
二
以
上
の
核
燃
料
輸
送
物
又
は

　
放
射
性
輸
送
物
が
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
箱
又
は
袋
等
（
第
五
号
の

　
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

　
う
。

四
　
車
両
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
。

五
　
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
葭
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

六
　
タ
ン
ク
　
運
搬
器
異
と
し
て
用
い
ら
れ
る
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
気
体
以

　
外
の
物
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
容
積
が
○
．
四
五
立
方
メ
ー
ト

　
ル
以
上
の
も
の
を
い
い
、
気
体
を
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
容
積
が

　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
い
う
。

七
　
放
射
性
輸
送
物
等
　
放
射
性
輸
送
物
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

　
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収

　
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。

八
　
専
用
積
載
　
大
型
コ
ン
テ
ナ
（
外
接
す
る
直
方
体
の
一
辺
が
一
．
五
メ

　
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
内
容
積
が
三
・
○
立
法
メ
ー
ト
ル
を
超
え

　
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
外
接
す
る
直
方
体
の
～

　
辺
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
車
両
が
～
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用

五
八
七



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
八
八

　
　
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受

　
　
け
人
の
捲
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（
取
扱
場
所
）

第
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
病
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定

　
め
る
L
型
輸
送
物
（
以
下
m
L
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
、
L
型
輸
送
物
の

　
み
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
L
型
輸
送

　
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
等
」
と
い

　
う
。
）
を
除
く
。
第
八
条
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
回
し

　
等
の
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
縄
張
、
標
識
の
設
置
等
の
借

　
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
積
載
方
法
）

第
四
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
安

　
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
限
）

第
五
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

　
え
る
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
別
な

　
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
の
車
両
に
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
専
用
積
載
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
五
度
）
以
下
の
も

　
　
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
量
が
体
積
百
分
率

　
　
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
又
は
オ
ー
バ
：
パ
ッ
ク
に
係
る
線
蚤
当
量
率
等
）

第
六
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
線
量
当
量

　
率
（
総
理
癌
令
第
四
条
第
七
号
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
線
量

　
当
量
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

　
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
表
面
　
線
量
当
量
率
の
最
大
値
（
以
下
「
最
大
線
量
当
量
率
」
と
い

　
　
う
。
）
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
一
一
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
　
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク

　
　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時



2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収

　
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
放
射
性

　
同
位
元
素
の
放
射
能
面
密
度
は
、
告
示
で
定
め
る
密
度
（
以
下
「
表
面
密
度

　
限
度
縣
と
い
う
。
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
総
理
府
令
第
十
「
条
第
二
号
ハ
に
定
あ
る
輸
送
制
限
個
数
（
以
下
「
輸
送

　
制
限
個
数
」
と
い
う
。
）
に
限
度
が
な
い
同
条
に
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物

　
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
核
分
裂
性
輸
送
物
を
オ

　
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
し
、
又
は
包
装
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
七
条
　
輸
送
物
（
核
燃
料
輸
送
物
及
び
放
射
性
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ
の

　
条
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第
五
項
、
第
十
項
及
び

　
第
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
同
条
第
四
項
に
定
め
る
汚
染
三
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る

　
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

　
し
、
L
型
輸
送
物
（
総
理
府
令
第
三
一
一
一
項
第
　
号
に
定
め
る
L
型
輸
送

　
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納

　
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し

　
　
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
が
容
器
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

華
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
）
。
た
だ
し
、
核
分
裂
性

輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個

数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

二 五 一 ～
十 平 平 平
平 方 方 方
方 メ メ メ

メ 1 E …

ヨ ト ト ・ト

ト ル ル ル
ル を を 域
を 超 超 下
超 え え の
え 、 、

場
る 二 五 合
流 十 平
合 平 方

方
薬 イ
…
ト

九
ル 以
以 下
下 の
の 場
場 合

A口
十 三 二 一

ニ
　
オ
…
バ
ー
パ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、

　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得

　
た
値
。
た
だ
し
、
外
形
が
容
易
に
変
形
し
な
い
構
造
を
有
す
る
オ
ー
バ
ー

　
パ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル

　
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位

　
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
オ

　
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
癒
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下

　
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
に
収
納
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
及
び
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
つ
い
て
一
二
号
に

　
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
八
九



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を

　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一

　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

　
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
前
項
第
一
号
の
表
の
上
欄

　
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の

　
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
（
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る

　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て

　
得
た
値
を
合
計
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
）
を
も
っ
て
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
輸
送
指
数
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決

　
定
に
用
い
ら
れ
る
値
の
う
ち
核
分
裂
挫
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を

　
除
し
て
得
た
値
以
外
の
も
の
が
○
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
告
示
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
値
を
0
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
識
又
は
表
示
）

第
八
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
告

　
示
で
定
め
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
（
コ

ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
が
容
器
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
岡
じ
。
）

又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性

輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー

バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
二
箇

所

五
九
〇

若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ

一
。
、
ッ
ク
　
ノイ

　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表

颪
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が

五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が

○
で
あ
る
も
の

ロ
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー

パ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

0
で
あ
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
又
は

放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性

放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
i

ッ
ク
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
二
箇

く
。
）

所

イ
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表

面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が

五
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数

が
一
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー

パ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

一
を
超
え
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物

放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性



又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、

輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し

若
し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ

く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
i

ー
パ
ッ
ク
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
又

バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面
の
二
箇

は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若

所

し
く
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー

。
＼
ッ
ク
ノ

四
　
次
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
タ

ク
（
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所

場
合
に
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
を
除
く
。

次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
放
射
性
輸
送
路
の
容
器
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
三
面
に
お
け

る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク

ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
○
で
あ

る
も
の

ロ
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送

指
数
が
○
で
あ
る
も
の

五
・
次
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
夕

ク
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所

イ
　
放
射
性
輸
送
物
の
容
器
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
百
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

ロ
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送

指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

六
　
前
二
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
夕

タ
ン
ク
以
外
の
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所

ク

2
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
蓑
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
｝
項
第
二
号
に
定
め
る
A
型
輸
送
物

　
　
「
A
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
く
℃
じ
弓
　
》
」
の
文
宇

　
三
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
～
項
第
三
弩
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物

　
　
（
以
下
「
B
M
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
　
「
B
M
型
」
の
文
字
又
は

　
　
門
↓
照
℃
図
　
O
ご
（
ζ
）
」
の
文
字

　
四
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
生
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物

　
　
（
以
下
門
B
U
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
　
「
B
U
型
」
の
文
宇
又
は

　
　
「
↓
く
勺
両
　
O
σ
（
¢
）
」
の
文
字

3
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

五
九
一



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
九
二

　
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
告
示
で

　
定
め
る
マ
ー
ク
で
あ
っ
て
、
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
も
の
を
明
確
に

　
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て

　
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
（
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

　
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
告
示
で
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
を
当
該

　
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
に
付
さ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
代
え
て
、
第
一
項
の
表
第
四
号
、
第
五
号
若
し

　
く
は
第
六
号
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
標
識
を
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
寸
法

　
に
拡
大
し
て
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
又
は
第

　
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
～
項
の
表
第
四
号
、
第
五
号
若

　
し
く
は
第
六
号
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
標
識
を
付
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

6
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
告
示
で

　
定
め
る
品
名
の
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
同
一
単
名

　
の
も
の
（
以
下
「
同
一
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
の
み
が
当
該
放

　
射
性
輸
送
物
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ
れ
る
も
の

　
を
除
く
。
）
を
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ

　
に
よ
り
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
国
連
番
号
を
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
に
表

　
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
九
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ

　
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
十
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て
は
な
ら
な

　
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が

　
五
十
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載

　
（
車
両
を
専
用
し
て
す
る
専
用
積
載
に
限
る
。
次
項
並
び
に
第
十
七
条
第
十

　
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の

　
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分

　
　
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
当
該
コ
ン
テ
ナ
が
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
な
い
輸
送
物
、
オ

　
　
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、
第
十
七
条
第
四
項
に
定
め
る
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て

　
　
い
る
タ
ン
ク
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
か
ら
常

　
　
に
六
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
離
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸

　
　
薄
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
車
両
（
二
以
上
の

　
自
動
車
が
連
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
自
動
車
。

　
以
下
同
じ
。
）
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
又

　
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

　
く
。
）
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

　
く
。
）
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、

　
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
で
あ



　
つ
て
、
次
の
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸

　
　
送
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
車

　
　
両
が
、
当
該
車
両
に
積
載
さ
れ
て
い
な
い
輸
送
物
、
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、

　
　
第
十
七
条
第
四
項
に
定
め
る
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
及
び

　
　
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
か
ら
常
に
六
メ
ー
ト
ル
以

　
　
上
隔
離
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
指
数

　
　
の
合
計
が
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

4
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
に
定
め
る
I
P
－
1
型
輸
送
物
、
I
P

　
1
2
型
輸
送
物
又
は
I
P
1
3
型
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一

　
の
車
両
に
積
載
す
る
総
理
府
令
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
I
P
1
1
型
輸
送

　
物
、
I
P
1
2
型
輸
送
物
及
び
I
P
…
3
型
輪
送
物
並
び
に
施
行
規
則
第
十

　
八
条
の
三
第
二
項
に
定
め
る
i
P
1
1
型
輸
送
物
、
｛
P
1
2
型
輸
送
車
及

　
び
一
P
1
3
型
輸
送
物
（
以
下
「
i
P
型
輸
送
細
螺
一
と
い
う
。
）
に
収
納

　
さ
れ
て
い
る
汚
染
灌
頂
（
総
理
府
令
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
低
比
放
射
性

　
物
質
及
び
蓑
面
汚
染
物
並
び
に
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
豊
二
項
に
定
め
る

　
低
比
放
射
性
同
位
元
素
及
び
裏
面
汚
染
物
を
い
う
。
第
十
七
条
第
十
｝
項
に

　
お
い
て
同
じ
。
）
の
放
射
能
の
量
の
合
計
は
、
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
て

　
は
な
ら
な
い
。

（
車
両
に
係
る
線
量
当
量
率
等
）

第
十
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
車
両
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
車
繭
の
表
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ

　
　
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
二
　
車
両
の
前
面
、
後
面
及
び
両
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
薗
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
　
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
三
　
車
両
に
よ
る
運
搬
に
従
事
す
る
者
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
線
量

　
　
当
量
率
が
二
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

2
　
放
射
性
輸
送
丁
丁
を
運
搬
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
当
該
車
両
の
表
面
の

　
汚
染
の
程
度
が
告
示
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
圃

（
車
萄
に
係
る
標
識
）

第
十
【
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
車
両
に
は
、
告
示
で
定
め
る
車
両

　
標
識
を
そ
の
両
側
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
新
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、

　
両
側
面
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

　
し
、
第
八
条
第
四
項
に
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含
む
。
）
を
付
し
た
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は

　
タ
ン
ク
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
「
放
射
性
扁

　
の
文
字
の
表
示
が
あ
り
、
か
つ
、
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、

　
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
九
三



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
九
四

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
で
あ
っ
て
、
同
一
放
射
性
同
位
元
素
等
の
み
が
収
納
さ

　
れ
て
い
る
も
の
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
放
射
性
同

　
位
元
素
等
の
国
連
番
号
を
当
該
車
両
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

　
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
八
条
第
五
項
の

　
規
定
に
基
づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
前
項
の
車

　
両
標
識
に
代
え
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
夜
間
に
お
い
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
の
前
部
及
び
後
部
（
軽
車
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
結
制
限
）

第
十
二
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
五

　
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も

　
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
積
載
し

　
た
車
両
と
三
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
ボ
ギ
ー
単
～
両
は
、
二
両
と
み
な
す
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
放
射
性
輸
送

　
物
等
又
は
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七

　
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
他

　
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
三
条
　
放
射
性
輸
送
華
麗
を
運
搬
す
る
場
含
に
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
種

　
類
、
鐙
、
取
扱
方
法
そ
の
笹
蟹
鍛
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発

　
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

交
替
運
転
者
等
）

第
十
四
条
　
放
射
性
輸
送
歩
歩
を
自
動
車
に
よ
り
長
距
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
間
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

　
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
転
者
の
配
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
張
人
）

第
十
五
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車

　
の
車
両
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
道
路
そ
の
他
～
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容

　
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和

　
三
十
五
年
法
律
第
二
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を

　
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

　
し
、
コ
ン
テ
ナ
又
は
非
開
放
型
の
車
両
に
施
錠
等
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
た
め
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
放
射
性
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い

　
場
合
を
除
く
。

（
同
乗
制
限
）

第
十
五
条
の
二
　
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
六

　
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送

　
物
等
を
積
載
し
た
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
お
い
て
運
搬
に
従
事
す
る
者
が
通

　
常
乗
車
す
る
場
所
に
、
関
係
者
以
外
の
者
を
同
乗
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。



（
B
M
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
置
）

第
十
六
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
害
す
る
場
合
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
の
取
扱
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有

　
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を

　
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
低
溶
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
）

第
十
七
条
　
施
行
規
則
第
十
八
条
昏
夢
｝
第
一
号
に
定
め
る
樗
蚕
放
射
性
同
位

　
元
素
及
び
岡
条
第
二
号
に
定
め
る
表
面
汚
染
物
を
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い

　
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
次
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
に
定
め
る
低
比
放
射
性
同
位
元
素
又
は
表
面
汚
染
物
（
以
下
「
剛
比

　
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ

　
ン
ク
の
線
量
当
量
率
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各

　
号
に
定
め
る
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
表
面
　
最
大
線
量
当
量
率
が
エ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
二
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
　
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク

　
　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

3
　
連
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
（
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
表
面
に
限

　
る
。
）
の
放
射
性
同
位
元
素
の
放
射
能
面
密
度
は
、
表
面
密
度
限
度
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
。

4
　
汚
染
物
等
（
総
理
府
令
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
低
比
放
射
性
物
質
及

　
び
第
｝
項
に
定
め
る
低
比
放
射
性
同
位
元
素
並
び
に
同
条
第
二
号
に
定
め
る

　
表
面
汚
染
物
及
び
同
項
に
定
め
る
表
面
汚
染
物
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
（
第

　
十
一
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
及
び
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
輸
送
捲
数
を
定
め
る
も
の
と
す

　
る
。

5
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
の
う
ち

　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
も
の

　
が
○
・
〇
五
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
値

　
を
0
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
汚
染
物
等
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
汚
染

　
　
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
物
忌
又
は
当

　
　
該
タ
ン
ク
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当

　
　
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
摸
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値

　
　
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
擾
げ
る
汚
染
物
等
又
は
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の

　
　
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
衷
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

　
　
値
。
た
だ
し
、
汚
染
物
等
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ

　
　
ム
の
精
鉱
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
精
鉱
の
集
積
の

　
　
表
面
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
タ
ン
ク
の

　
　
表
面
）
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
告

　
　
示
で
定
め
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
九
五



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

二 五 一 一
十 平 平 平

平 方 方 方
方 メ メ メ

メ … 1 1

E ト ト ト

ト ル ル ル

ル を を 以
を 超 超 下

超 え え の

え
、 、 場

る 二 五 合

場 十 平
合 平 方

方 メ

メ 1

1 ト
ト ル

ル 以
以 下
下 の

の 場
場 合

A口
十 三 二 一

二
　
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ

　
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
汚
染
物
等
及
び
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ

　
ン
ク
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
（
当
該
コ
ン
テ
ナ
に

　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
同
一
の
コ
ン

　
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
又

　
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
つ
い
て

　
第
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
。
）

　
た
だ
し
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
｛
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線

　
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得

　
た
値
に
、
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
の
区
分

　
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

　
　
（
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
、

　
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

　
れ
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
を
合
計
し
て
得
た
値
の
う

　
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
九
六

6
　
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に

　
は
、
告
示
で
定
め
る
標
識
を
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
当
該
タ
ン
ク
の

　
表
面
の
四
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

　
ク
に
は
、
告
示
で
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
を
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面

　
又
は
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
　
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
代
え
て
、
第
六
項
又
は
次
条
第
四
項
の
標
識
を

　
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
の
寸
法
に
拡
大
し
て
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

　
に
お
い
て
、
第
六
三
又
は
次
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
項
又

　
は
次
条
第
四
項
の
標
識
を
付
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

9
告
示
で
定
め
る
品
名
の
唱
道
放
射
性
同
位
元
素
等
の
う
ち
、
同
一
品
名
の

　
も
の
（
以
下
「
同
～
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ
れ
る
も

　
の
を
除
く
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

　
該
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
の
国
連
番
号
を
当
該
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン

　
ク
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
低
迷
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
｝
の
車
両

　
に
積
載
す
る
汚
染
三
等
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
、
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
及
び
こ
れ
ら
の
も
の

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
同
一
の

　
車
両
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ

　
れ
て
い
る
も
の
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
オ

L



　
i
バ
ー
パ
ッ
ク
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
輸

　
黒
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の

　
各
号
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
し
な
い
こ
と
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
を
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸

　
　
傷
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
車

　
　
両
が
、
当
該
車
両
に
積
載
さ
れ
て
い
な
い
輸
送
物
、
オ
ー
バ
㌧
ハ
ッ
ク
、

　
　
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
か
ら
常
に
六
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
離
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

　
　
て
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
指
数
の
合
計
が
百
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
。

11

@
第
一
項
に
定
め
る
表
面
汚
染
物
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
～
の
車
両

　
に
積
載
す
る
当
該
表
面
汚
染
物
及
び
総
理
府
令
第
十
二
条
第
二
号
に
定
め
る

　
表
面
汚
染
物
の
放
射
能
の
量
の
合
計
又
は
当
該
量
と
同
一
の
車
両
に
積
載
す

　
る
I
P
型
輸
送
物
等
に
収
納
さ
れ
て
い
る
汚
染
物
等
の
放
射
能
の
量
の
合
計

　
は
、
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

12

@
砥
比
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
運
搬
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
積
込
み

　
及
び
取
卸
し
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
当
該

　
車
両
の
表
面
（
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
表
面
に
限

　
る
。
）
の
汚
染
の
程
度
が
告
示
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
σ

13

@
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
低
語
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
積
載
し
た
車
両
に
は
、
告
示
で
定
め
る

　
車
両
標
識
を
そ
の
溝
側
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
薪
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ

　
て
は
、
蕎
側
面
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
た
だ
し
、
第
七
項
に
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
八
項
の
規
定
に
基
づ

　
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含
む
。
）
を
付
し
た
大
型
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ

　
ン
ク
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
「
放
射
性
」
の

　
文
字
の
表
示
が
あ
り
、
か
つ
、
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
標
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

14

ｯ
一
悪
慣
放
射
性
同
位
禿
素
等
又
は
同
～
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
の
み

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
（
本
邦
内
の
み
を
運
搬
さ

　
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
み
を
車
両
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
告
示
で

　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
の
国
連
番
号
を
当
該

　
車
両
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

　
基
づ
き
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標

　
識
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
前
項
の
車
両
標
識
に
代
え
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

15

@
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、

　
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
総
理
府
令
第
三
条
第
～
項
第
一
号
に
定
め
る
L

　
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
、
当
該
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
若
し
く
は
包
装
さ
れ

　
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
、
汚
染
物
恨
、
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ

　
ン
ク
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
し
た
他
の

放
射
性
周
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
遡

五
九
七



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
九
八

　
車
両
と
～
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

16

@
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一

　
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
｝
項
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
の
二
ま
で
の

　
規
定
は
、
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
五
条
の
こ
を
除
く
。
）
中
「
放
射

　
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
丁
丁
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
、
　
「
放
射
性
輸

　
三
物
等
」
と
あ
る
の
は
讐
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
低
比
放
射
性
同
位

　
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
」
と
、
第
十
五
条

　
の
二
中
「
第
八
条
第
｝
項
の
表
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に

　
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
告
示
で
定
め
る
縣
と
、
　
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と

　
あ
る
の
は
「
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は

　
タ
ン
ク
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
措
置
等
）

第
十
八
条
　
第
六
条
、
第
九
条
（
前
条
第
十
六
項
に
お
い
て
第
九
条
第
二
項
を

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
（
前
条
対
十
六
項
に
お
い
て
第
十
条

　
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
～
項
か
ら
第
三
項
ま

　
で
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著

　
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支

　
障
が
な
い
疑
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

　
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
第
六
彩
雲
…
項
、
第
十
条
第
｝
項
第
二
号
（
前
条
第
十
六
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
ら

な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
第
六
条
第
一
項
第
一
号

イ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

ロ
　
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
オ
ー
バ

i
パ
ッ
ク
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
近
づ
く

こ
と
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

ハ
　
運
搬
中
に
積
込
み
及
び
取
卸
し
を

し
な
い
こ
と
。

二
　
表
面
に
お
い
て
最
大
線
量
当
量
率

が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

な
い
こ
と
。

一一

@
榊
弟
六
条
第
一
項
第
二
口
写

専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

三
　
第
十
条
々
　
項
第
二
号

当
該
車
両
の
前
面
、
後
面
及
び
両
側
面

（
前
条
第
十
六
項
に
お
い
て

（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

垂
直
面
）
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

置
に
お
い
て
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ

イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い

こ
と
。



四
前
条
第
二
項
第
「
号

イ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

ロ
　
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
コ
ン
テ

ナ
又
は
タ
ン
ク
に
近
づ
く
こ
と
を
防

止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

ハ
　
運
搬
中
に
積
込
み
及
び
取
卸
し
を

し
な
い
こ
と
。

二
　
表
面
に
お
い
て
最
大
線
量
当
量
率

が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え

な
い
こ
と
σ

五
前
条
第
二
項
第
二
号

専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

3
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
十
八
条
の
六
感
…
号
、

　
第
十
八
条
の
七
第
一
号
、
第
十
八
条
の
八
、
第
十
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号

　
及
び
第
二
項
第
「
号
、
第
十
八
条
の
事
相
｝
還
送
　
号
及
び
第
二
項
第
｝
号

並
び
に
第
十
八
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
科
学
技
術
庁
長
者
の
承
認
を
受
け

　
て
放
射
性
同
位
元
素
塗
下
は
放
射
性
輸
送
物
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
こ
れ
ら
の
規
定
（
施

行
規
則
第
十
八
条
の
五
第
八
号
及
び
第
十
八
条
の
十
二
を
除
く
。
）
に
よ
り

科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
衷
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ

シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
放
射
性
輸
送
物

を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
）
を

講
じ
、
か
つ
、
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　一

@
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
放
射
性
輸
送
物
に
近
づ
く
こ
と
を
防
止
す
る

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
借
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
二
　
運
搬
中
に
積
込
み
及
び
取
卸
し
を
し
な
い
こ
と
。

4
　
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
同
位
元
素
等
、
放
射
姓
輸
送
物

　
等
、
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
若
し
く
は
タ
ン
ク
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で

　
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
第
八
条
第
一
項
又
は
前
条
第
六
項
の
規

　
定
に
か
か
わ
ら
ず
《
そ
れ
ら
の
表
面
（
放
射
性
同
位
元
素
等
及
び
低
比
放
射

　
性
同
位
元
素
等
の
表
面
を
除
く
。
）
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に

　
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
又
は
当
該
タ
ン
ク
の
表
面
の
四
箇

　
所
）
に
告
示
で
定
め
る
標
識
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

第
十
九
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
零
す
る
法
律

　
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
十
七
条
の
放
射
線
障

　
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同

　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
し
て
運
輸
駅
舎
で
定
め
る
も
の
は
、
猛

　
M
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
放
射
性
周
位
元
素
等

　
と
す
る
。

第
一
一
十
条
　
法
第
十
八
条
の
二
等
こ
項
の
運
輸
大
臣
の
確
認
（
以
下
「
運
搬
の

安
全
の
確
謬
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
搬
前
に
、
運
搬

　
に
関
す
る
計
画
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

第
こ
十
「
条
　
運
輸
大
臣
は
、
運
搬
の
安
全
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証

　
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

五
九
九



放
射
性
同
位
光
素
等
車
両
運
搬
規
則

六
〇
〇

第
二
十
二
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
理
三
十

　
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
に
届
出
を
行
う
場
合
を
除
き
、
放
射

　
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ

　
つ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が

　
あ
る
と
き
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
が
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
雷
を
直
ち

　
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
運
輸
大
臣
に
報
告

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
｝

　
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
使
用
者
等
に

　
対
し
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
報
告

　
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
【
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
～
月
一
日
（
以
下
［
施
行
日
し
と
い

　
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
等

　
又
は
核
燃
料
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お

　
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
澗
運
搬
規
則
又

　
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
比
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
放
射
線
障
害
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
障

二
項
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
原
子
炉
等
規
則
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第

六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
確
認

（
放
射
線
障
害
防
止
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
一
項
又
は
原
子
炉
等
規
制
法

第
六
十
　
条
の
四
十
三
第
一
項
に
定
め
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
が
行
う

確
認
を
含
む
。
）
を
受
け
て
施
行
日
以
後
開
始
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等

又
は
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
鵬
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
核
燃
料
物
質
等
車
坐
運
搬
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
搬
が
終

了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
の
細
目
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
愈
塾
瓢
勤
麓
二
瀬
〕

　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
年
十
二
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
輸
大
臣
　
大
野
　
明

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両

　
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
。
以
下
門
規
則
」
と
い

　
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
表
面
密
度
限
度
）

第
二
条
　
規
則
第
六
譜
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位

　
元
素
の
区
分
に
応
じ
、
同
仁
の
下
欄
に
掲
げ
る
非
固
定
性
汚
染
の
密
度
と
す

　
る
。

○
・
〇
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
レ
　
　
ノ

工
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
　
場
合

四
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
輸
送
物
等
の
輸
送
指
数
の
決
定
方
法
）

第
三
条
　
規
則
第
七
条
第
四
項
の
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十

　
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
輸
送
指
数
の
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
が
、
○
・
○

放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

六
〇
～



放
射
性
品
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

六
〇
二

　
五
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
値

　
を
O
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当

　
　
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値

　
　
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
が
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
輸
送
物
に
あ

　
　
っ
て
は
、
当
該
値
に
、
規
則
第
七
条
第
二
項
第
～
号
の
表
（
以
下
こ
の
条

　
　
に
お
い
て
「
蓑
」
と
い
う
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク

　
　
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数

　
　
を
乗
じ
て
得
た
値
）

　
工
　
外
形
が
容
易
に
変
形
し
な
い
構
造
を
有
す
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
表
面

　
　
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に

　
　
掲
げ
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
労
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

　
三
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ

　
　
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表

　
　
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最

　
　
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗

　
　
じ
て
得
た
値

（
放
射
性
輸
送
子
等
に
係
る
標
識
）

第
四
条
　
規
則
第
八
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、
次
の
各
号
に
定
め

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
一
号
及
び
第
四
号
に
揚
げ
る
放
射
性
輸
送

　
　
二
等
に
あ
っ
て
は
、
第
一
類
白
標
識
（
第
～
号
様
式
）

　
二
　
規
則
第
八
条
第
｝
項
の
表
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送

　
　
二
等
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
識
（
第
二
号
様
式
）

　
三
　
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送

　
　
二
等
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）

（
三
葉
マ
…
ク
）

第
五
条
規
則
第
八
条
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
マ
ー
ク
は
、
三
葉
マ
ー
ク

　
（
第
四
号
様
式
）
と
す
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
八
条
第
四
項
及
び
第
十
七
条
第
七
項
の
告
示
で
定
め
る
コ
ン

　
テ
ナ
標
識
は
、
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
と
す
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
標
識
に
係
る
国
連
番
号
の
表
示
）

第
七
条
　
規
則
第
八
条
第
六
項
及
び
第
十
八
条
第
九
項
の
告
示
で
定
め
る
品
名

　
は
、
別
表
の
品
名
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
規
則
第
八
条
第
六
項
及
び
第
十
七
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
国
連
番
号
の

　
表
示
は
、
同
一
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
同
一
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
の

　
品
名
ご
と
に
別
表
で
定
め
る
国
連
番
号
を
六
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大

　
き
さ
の
黒
色
の
数
字
で
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
所
の
い
ず
れ
か
に
表
示
す

　
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
規
則
第
八
条
第
四
項
又
は
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
コ
ン

　
　
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
付
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
標
識
上

　
二
　
規
則
第
八
条
第
四
項
又
は
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
コ
ン

　
　
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
に
付
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
規
則
第
八
条
第
五
項
又



　
　
は
第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
拡
大
し
て
付
さ
れ
た
標
識
を
含

　
　
む
。
）
に
近
接
し
て
付
さ
れ
た
国
連
番
号
用
地
標
識
（
第
六
号
様
式
）
上

（
I
P
型
輸
送
高
等
に
係
る
放
射
能
の
量
の
限
度
）

第
八
条
規
則
第
九
条
第
四
項
及
び
第
十
七
条
第
十
｝
項
の
告
示
で
定
め
る
量
、

　
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
毒
消
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

…
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

制
隈
な
し

け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目

等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示

第
五
号
。
以
下
「
核
燃
料
物
質
科
学
技
術
庁
告

示
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
｛
号
に
定
め

る
L
S
A
－
1
及
び
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射

性
周
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
間
す
る
技
術
上

の
基
準
に
係
る
細
厨
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二

年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
。
以
下
h
放
射
性
同

位
元
素
科
学
技
術
庁
告
示
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
　
項
第
一
号
に
定
め
る
L
S
A
I
王

二
　
L
S
A
…
狂
等
（
核
燃
料
物
質
科
学
技
術
庁
告制
限
な
し

示
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
L
S
A
…
狂

及
び
放
射
性
周
位
元
素
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
条

三四

項
第
二
号
に
定
め
る
L
S
A
－
H
を
い
う
。
團
じ
。
）
及
び
L
S
A
…
班
等
（
核
燃
料
物

学
技
徳
庁
告
示
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定

L
S
A
i
皿
及
び
放
射
性
同
位
元
素
科
学
技

皆
示
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
L
S

皿
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
可
燃
物

の
固
体

S
A
一
∬
等
及
び
L
S
A
l
下
等
の
う
ち
前
核
燃
料
物
質
科
学

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

技
術
庁
告
示
第
二

条
の
表
の
特
別
形

核
燃
料
物
質
等
以

外
の
も
の
の
項
に

定
め
る
碗
値
（
以

下
「
善
書
」
と
い

う
。
）
の
百
倍

燃
料
物
質
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
条
第
二

碗
値
の
百
倍

一
号
に
定
め
る
S
C
O
i
I
及
び
放
射
性
同

素
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
条
里
二
項
第
一

定
め
る
S
C
O
一
王
並
び
に
核
燃
料
物
質
科

術
庁
告
示
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め

C
O
一
∬
及
び
放
射
性
同
位
元
素
科
学
技
術

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
爵
を
定
め
る
告
示

六
〇
三



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
綴
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

六
〇
四

丁
告
示
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
S
C
O

（
車
両
表
面
の
汚
染
二
度
）

第
九
条
　
規
則
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
十
二
項
の
告
示
で
定
め
る
基

　
準
は
、
次
に
掲
げ
る
汚
染
の
種
類
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

　
一
　
非
固
定
性
汚
染
　
車
両
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
放
射
能
面
密
度

　
　
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
坐
の
中

　
　
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
、
同
志
の
下
欄
に
掲
げ
る

　
　
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ
　
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

○
・
〇
四
べ

物
品
又
は
L
型
輸
送
物
が
積
載

す
る
放
射
性
同
位
元

ク
レ
ル
毎
平

さ
れ
て
い
る
場
合

素

方
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

○
・
四
ベ
ク

し
な
い
放
射
性
同
位

レ
ル
毎
平
方

元
素

セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

0
・
四
ベ
ク

合

す
る
放
射
性
同
位
元

レ
ル
毎
平
方

元　しア 罷

工なル
い　フ
放　ア

射線
性を
同放
位出

チ毎四 トセ
メ平べ ル　ン

1方ク チ

トセ　レ メ

ル　ン　ル i

　
二
　
固
定
性
汚
染
　
取
卸
し
を
終
了
し
た
場
合
に
、
車
両
表
面
に
お
け
る
線

　
　
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
車
両
標
識
）

第
十
条
　
規
則
第
十
～
千
千
一
項
及
び
第
十
七
条
第
十
三
項
の
告
示
で
定
め
る

　
車
両
標
識
は
、
車
両
標
識
（
第
七
号
様
式
）
と
す
る
。

（
車
両
標
識
に
係
る
国
連
番
号
の
表
示
）

第
十
｝
条
　
規
則
第
十
～
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る

　
國
連
番
号
の
表
示
は
、
同
一
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
同
一
低
比
放
射
性
同

　
位
元
素
等
の
品
名
ご
と
に
別
表
で
定
め
る
国
連
番
号
を
六
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト

　
ル
以
上
の
大
き
さ
の
黒
色
の
数
字
で
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
所
の
い
ず
れ

　
か
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
｝
　
規
則
第
十
｝
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
車
両

　
　
に
付
さ
れ
た
車
両
標
識
上

　
二
　
規
則
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
車
両

　
　
に
付
さ
れ
た
車
濁
標
識
に
近
接
し
て
付
さ
れ
た
国
連
番
号
想
像
標
識
（
第

　
　
弓
隠
万
様
式
）
ト
由



（
汚
染
物
干
に
係
る
輸
送
指
数
の
決
定
方
法
）

第
十
二
条
　
規
則
第
十
七
条
第
五
項
の
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で

　
五
十
を
除
し
て
得
た
値
以
外
の
輸
送
指
数
の
決
定
に
用
い
ら
れ
る
値
が
、

　
0
・
〇
五
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
値
で
あ
る
と
き
は
、

　
当
該
値
を
○
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
汚
染
物
等
（
タ
ン
ク
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
汚
染

　
　
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
の
表
薗
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置

　
　
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値

　
　
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
規
則
第
十
七
条
第
五
項
第
葛
写
の
表
（
以
下

　
　
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
」
と
い
う
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
汚
染
物
等
又
は

　
　
タ
ン
ク
の
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
　
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

　
二
　
汚
染
物
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で

　
　
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
　
最
大
断
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を

　
　
乗
じ
て
得
た
値

（
ウ
ラ
ン
等
の
精
鉱
の
集
積
の
輸
送
指
数
の
決
定
に
用
い
る
値
）

第
十
三
条
．
規
則
第
十
七
条
第
五
項
第
　
号
の
告
示
で
定
め
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト

　
畦
ウ
ム
の
精
鉱
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
精

　
鉱
と
し
、
同
舟
の
告
示
で
定
め
る
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
る
値
と
す
る
。

六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
以
外
の
ウ
ラ
ン
の
化
学
的
精
鉱
　
　
0
・
○
二

ト
リ
ウ
ム
の
化
学
的
精
鉱

○
・
三

（
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
標
識
）

第
十
四
条
　
規
則
第
十
七
条
第
六
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、
次
の
各
号
に

　
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク

　
　
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
○
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
　
類
白
標
識

　
　
（
第
増
歯
様
式
）

　
二
　
低
比
放
射
牲
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク

　
　
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指

　
　
数
が
「
を
超
え
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
識
（
第
二
号
様
式
）

　
三
　
低
声
放
射
溢
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク

　
　
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類

　
　
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）

（
同
乗
制
限
に
係
る
低
比
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

又
は
タ
ン
ク
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
七
条
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
十
五
条
の

　
二
の
告
示
で
定
め
る
低
比
放
射
性
皇
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
又
は
タ
ン
ク
は
、
前
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
低
比
放
射
性
同
位

　
元
素
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
タ
ン
ク
と
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

六
〇
五



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

（
特
別
措
置
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
に
付
す
標
識
）

第
十
六
条
　
規
則
第
十
八
条
第
四
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、

　
識
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。

　
附
　
則

　
　
こ
の
告
示
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
三
類
黄
標

六
〇
六



別表（第七条、第十一条関係）

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

品　　　　　　　　名 国連番号

放射性同位元素等による放射線障害の防止に 2912
関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令

第五十六号。以下「施行規則」という。）第

十八条の三第二項に定める低比放射性同位元

素（他に晶名が明示されているものを除
く。）

施行規則第十八条の三第二項に定める表面汚 2913
染物

放射性同位元素科学披術庁告示第三条第一号 2974
の表の固体の項に定める特別形放射性同位元

素等

その他の放射性同位元素等 2982

六
〇
七
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第一号様式（第四条、第十四条関係）第一類白標識

＼
　　　　／　　　　θ

放　　射　　性
蹴《ゆ醤◎《c7醤v露

服　　靹　　物

CONT鍔NTS　．、

　放　　恥　　能

　ACTlVlTY

　　　　　　　　　、偽
　　　　7　　　・

＼，／

蕪

　／、
、客

／

　～・、

　／
／

ヨく○く

注1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性同位元素等の名称（当該放射性同位元素
　　等が汚染物等に該当する場合にあっては、名称
　　（LSA－1に該当するものの名称を除く。）及び
　　汚染物等の区分）を記入すること。ただし、複数
　　の放射性同位元素等が収納され、又は包装されて
　　いるときは、そのうち代表的なものの名称をでき
　　る眼り記入することとする。
　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性同位元素等の放射能の量の合計をベクレ
　　ル単位で記入すること。

　4　収納されている放射性同位元素等が異なる二以
　　上の放射性輸送物が収納され、又は包装されてい
　　るオーバーパック及びコンテナにあっては、　「携
　　行書類を見ること（See　Transport　Docu組ents）」

　　と記載することができる。
　5　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。

　6　色彩は次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上　半　分　の　地 白

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒
区　　　　勢　　　　線 黒



第二号様式（第四条、第十四条関係）第二類黄標識

　＼／フ8

　　．＜死ナ

　　　　霜＼メ

0．5センチメートル

／

イ「

掻藤坦匝週iR蘇鞭糾値戦鰻緊置e駆［皿砲｛喫総欄m旨

注1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性同位禿素焼の名称（当該放射性同位元素

　　等が汚染丁丁に該当する場合にあっては、名称
　　（LSA－1に該当するものの名称を除く。）及び
　　汚染物等の区分）を記入すること。ただし、複数
　　の放射性同位元素等が収納され、又は包装されて
　　いるときは、そのうち代表的なもめの名称をでき
　　る限り記入することとする。
　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性同位元素等の放射能の量の合計をベクレ
　　ル単位で記入すること。

　4　収納されている放射性同位元素等が異なる二以
　　上の放射性輸送物が収納され、又は包装されてい
　　るオーバーパック及びコンテナにあっては、「携
　　行書類を見ること（See　Transport　Documents）」

　　と記載することができる。
　5　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。
　6　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本語の部公を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。．

　7　色彩は次表によるものとする。

部　　　　　分 色　挙

上　半　分　の　地 ・黄　・．

三　葉、マ　「　　ク 「黒
下　半　分　の　地 白

、文　　　　　　　　字 黒

斜線を施七、た部分 赤

ふ　ち　の　部　分 ・白
ふちの内側・．の線、 黒

区　　　分　　　線、 黒

1く○網
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第三号様式（第四条、第十四条、第十六条関係）第三類黄標識

紙
塑
轟

　
／
／

誉、 轟。，識α，簿難　／〆
｛㌔瑳触嘗に

　ACTlVnly

　輸　　送　指　　融

TRAN掌PORT犀NDEX
イ

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　7　　　／

＼》／

　♪
“

　　　／
　／
　N
／

イ〈】○

注1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。
　2　収納物の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性同位元素等の名称（当該放射性同位元累
　　等が汚染物等に該当する場合にあっては、名称
　　（LSA－1に該当するものの名称を除く。）及び
　　汚染物等の区分）を記入すること。ただし、複数
　　の放射性同位元素等が収納され、又は包装されて
　　いるときは、そのうち代表的なものの名称をでき
　　る限り記入することとする。
　3　放射能の欄には、収納され、又は包装されてい
　　る放射性同位元素等の放射能の豊の合計をベクレ
　　ル単位で記入すること。

　4　収納されている放射性同位元素等が異なる二以
　　上の放射性輸送物が収納され、又は包装されてい
　　るオーバーパック及びコンテナにあっては，　「携
　　行書類を見ること（See　Transport　Doc㎜ents）」

　　と記載することができる。

　5　輸送指数の欄には、輸送指数を記入すること。
　6　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の
　　日本語の部分を、また、本邦内のみを運搬される
　　ものにあっては、標識中の英語の部分をそれぞれ
　　削ることができる。

　7　色彩は次表によるものとする。

部　　　　　分 色　番

上　半　分　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　分　の　地 白

文　　　　　　　　宇 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　　分　　　　線 黒



第四号様式（第五条関係）三葉マーク

＼！60．

10君

恥

　
Z

饗

3
Z

恥
2

　
　
。
＼
⊥

o
o
臨

溢姦坦匝お沢蘇馳糾腱鯛罎緊颪e暴［田如製£畑ロ於

注1　乏は、0．2センチメートル以上とする。
　2　色彩は黒とする。

→〈目
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第五号様式　　（第六条関係）

コンテナ標識

→く1日

獣

聞
事

～　　　　　　　　　　寧、

＼＼〆／

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　4は、0．5センチメートル以上とする。

　　3　数字「7」の高さは2．5センチメートル以上とする。

　　4　本邦外を運搬されるものにあっては、標識中の日本語

　　　の部分を、また、ホ三内のみを運搬されるものにあって

　　　は、標識中の英語の部分をそれぞれ削ることができる。

　　5　国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示

　　　するものとする。この場合においては、　「放射性（RADI－

　　　OACTIVE）」の文字を削ることができる。

　　6　色彩は次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半分の地 黄

三葉マーク 三

下半分の地 一

文字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



第六号様式　（第七条、第十～条関係）

国連番号用副標識

　三センチメート’レ

†
　　　乳2センチ『メートル

1

一」！
1センチメートル

注　　色彩は次表によるものすとる。

30センチメートル

部　　　分 色　彩

地ふちの部分 機
黒

怒姦趨一華IR蘇鱒癬帯鋼憩鰯慮e撰抑砲蟹£ゆ舶1旨 4〈目11
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第七号様式

車両標識

（第十条関係）

・＼

2．5建

畠海
畠

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　4は、0．5センチメートル以上とする。

　　3　数字「7」の高さは2．5センチメートル以上とする。

　　4　国連番号を表示する場合には、下半分の白地上に表示

　　　するものとする。

　　5　色彩は次表によるものとする。

放　　射　　性

　　この車両に

近づかないこと

多～　　　　　　　　ボ

部　　　　分 色　彩

上半分の地 黄

三葉マーク 黒

下半分の地 白

文字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
五
十
山
ハ
年
五
日
月
十
八
日
運
輸
省
令
第
二
十
四
号
〕

臼
取
終
改
叩
止
　
　
昭
和
ゐ
ハ
一
年
一
　
一
日
β
｛
＝
～
日
儒
遅
輸
省
令
一
二
七
口
万

（
用
語
）

第
｝
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
Q

（
指
定
の
区
分
）

第
二
条
　
法
第
四
十
～
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
方
法
確
認

　
機
関
．
の
指
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

　
　
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
　
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
の
運

　
　
搬
に
係
る
確
認

　
二
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
譜
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
の

　
　
運
搬
に
係
る
確
認

（
運
搬
方
法
確
認
の
範
囲
）

第
三
条
　
法
第
四
十
　
条
の
十
　
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
確
認
は
、
承

　
認
容
器
に
よ
る
運
搬
（
運
輸
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
積
載
方
法
に
よ

　
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
確
認
と
す
る
。

（
指
定
の
由
幾
湘
）

第
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輪
…
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
一
　
名
称
、
注
所
及
び
代
表
老
の
氏
名

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
三
　
行
お
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
区
分

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
頃

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
抄
本

　
二
　
申
講
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目

　
　
録
及
び
貸
借
対
照
表

　
三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画

　
　
及
び
収
支
予
算
書

　
四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

　
　
イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
口
　
連
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
用
い
る
主
要
な
機
器
（
以
下
「
運
搬
方
法

　
　
　
確
認
用
機
器
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
数

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
老
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
二
　
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
（
運
搬
方
法
確
認
の
実
施
を
統
括
す
る
運
搬

　
　
方
法
確
認
員
を
い
う
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

　
　
ホ
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
機
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

六
｝
五



　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

（
指
定
の
基
準
）

第
五
条
　
法
皇
四
十
～
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
源
三
十
九
条

　
第
四
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

　
　
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
又
は
社
員
の
構
成
が
運
搬
方

　
　
法
確
認
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
が
置
か
れ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
第
　
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者
で
、
薮
該
免
状
を
取

　
　
　
得
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

　
　
　
も
の

　
　
口
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学

　
　
　
（
煽
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
．
を
含

　
　
　
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
一
二

　
　
　
十
六
年
勅
令
第
六
十
　
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
　
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の

　
　
　
後
十
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
　
二
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験

　
　
　
を
有
す
る
者

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
数
が
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要

　
　
な
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
逮
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
種
類
及
び
数
の
運
搬
方

六
「
六

　
　
法
確
認
用
機
器
が
あ
る
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
．
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
　
車
両
に
よ
る
運
搬
（
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
置
を
除
く
。
）
の
調
査

　
　
研
究
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
的
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理

　
　
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
七
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
業

　
　
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
運
搬
方
法
確
認
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
の
な
い

　
　
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
八
　
そ
の
指
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
搬
方
法
確
認
の
的
確
か
つ
円
滑

　
　
な
実
施
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
名
称
等
の
変
更
等
の
届
出
）

第
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
運
搬

　
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
を
変
更
し
よ
う

　
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
．
じ
め
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連

　
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
一
工
　
変
悟
入
の
理
由

2
　
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
を

　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
運
輪
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ

　
一
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地



　
二
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
飛
に
お
い
て
運
搬
方
法
確
認

　
　
の
業
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
新
設
又
は
廃
止
の
理
由

（
運
搬
工
力
法
確
甲
認
口
員
の
盗
娼
格
旧
）

第
七
条
　
法
第
四
十
一
条
の
十
　
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
認
四
十
条
第

　
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
　
に
該
当

　
す
る
者
と
す
る
。

　
一
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
老
免
状
を
有
す
る
者

　
二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の

　
　
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理

　
　
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令

　
　
第
一
二
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
理

　
　
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
五
年
以
上
放

　
　
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
四
　
そ
の
他
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
者

（
業
務
規
定
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
　
条
の
十
一
第
三
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
定
の
認

　
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
業
務

　
規
定
を
添
え
て
、
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
　
第
三
項
に
お

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
定
の
変

　
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
、
変
更

　
し
ょ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣

　
に
提
繊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
条
　
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条

　
第
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と

　
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
二
　
手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
籍
す
る
事
項

　
派
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
関
し
必
要

　
　
な
事
項

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
試
適
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確
認
の
業

　
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
生
若
し
く
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

　
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
眠
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
休
止
し
、
叉
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
範
囲

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
「
部
を
休
止
し
．
又
は
廃
止
し
ょ

　
　
う
と
す
る
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
七



放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
　
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
運
澱
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
理
由

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
二
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
　
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
｝
条
め
三
十
～
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計

　
画
及
び
収
支
予
算
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

　
た
申
請
書
に
当
該
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
添
え
て
、
運
輸
大
臣
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
　
条
の
十
一
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
零
露
四
十
一
条
の
違
警
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計

　
画
又
は
収
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ

　
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
講
書
を
運
輸
大
隠
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
方
法
確
認
員
の
選
任
の
認
可
の
一
億
）

第
十
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
＝
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確

　
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
に
選

　
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
臼
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を

　
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
帳
簿
）

第
十
五
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

六
一
八

次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
こ
れ
を
記
載
の
瞬
か
ら
十
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

　
の
種
頻
腿
及
び
数
心
墨

三
　
放
射
性
輸
送
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
十
一
項
に
定
め
る
放
射
性

　
輸
送
物
を
い
う
。
）
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

九八七六五四
第
三
条
の
運
輸
大
臣
の
承
認
の
番
号

運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
日

運
搬
方
法
確
認
を
実
施
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名

運
搬
方
法
確
認
の
方
法

そ
の
他
運
搬
方
法
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
　
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
喜
四
十
　
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
運
輸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
運
輸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ

　
　
と
。

　
三
　
そ
の
他
運
輪
…
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
・
項

（
報
告
）



第
十
七
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

　
当
該
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
次
の
事
項
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
老
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
及
び
数

　
　
量

　
三
　
放
射
性
輪
…
送
物
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
［
号

　
四
　
第
三
条
の
運
輸
大
臣
の
承
認
の
番
号

　
五
　
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
日

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き

　
は
、
遅
滞
な
く
、
選
任
し
た
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
の
民
名
及
び
履
歴
を
記

　
載
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、

　
遅
滞
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
の
施
行
に
必
要
な

　
限
度
で
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
か
ら
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
人
検
査
を
行
う
職

　
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
　
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
Q

放
射
性
岡
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

六
一
九



放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

六
二
〇

｛羨｝別記様式（第十八条関係）

号番

放胆性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律の闇闇により指定唱酬方法確認機

…廻に対する立入検査を行う職鼓の身分証明書

日　　発　　行

a　　 替り有効

一一一一
I

　　　　　　　　　　　　　　i

日
り
　
月

　
　
　
尺

年
年
輸

　
　
　
運

官職
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　而　　　　而　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃　　　　　而　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿　　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　■　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　一　　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　π　　　「　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　　　　　　　　　　　　　一　　　　，　　　　　　　　　　　　　齢　　　　　　唖　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　馳　　　．　　　　　一　　　　　　　　　　冒　　　　一　　　　　　　　　一　　　　匿　　　　　　　　囎　　　脚　　　　　　　一　　　　’　　　　　一　　　　　　一　　　　｝　　　　一　　　”　　　－　一　　　　→一

ノ＼　・　瓦セ　アチ　メ　一　ト　1レ

f
　
』
ハ
・
．
瓦
セ
ノ
チ
メ
ー
ト
ル

ー
」
ハ
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー
ー
ー
三
「

．
　
圃

（裏｝

「　
　
放
彫
性
同
億
．
兀
素
等
に
よ
る
放
購

　
　
線
障
喫
口
の
助
翫
に
関
す
る
法
律
抜

　
　
3
．
い

第
四
レ
，
．
一
条
の
二

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

　
行
う
職
酸
は
、
そ
の
身
分
を
、
小
す
．
誕

　
明
霞
を
携
帯
し
、
　
か
つ
、
…
囲
係
潟
の

　
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
第
　
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯

　
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
…
∴
条
の
三
　
科
学
技
術
庁
長
官

　
又
は
運
鰯
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施

　
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、

　
指
定
機
購
確
認
機
関
、
指
楚
検
査
機

　
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定

　
運
澱
方
法
確
認
機
関
、
鮨
定
試
験
機

　
関
又
は
循
定
講
翌
機
閃
（
科
学
技
術

　
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬
方
法

　
磯
認
機
関
以
外
の
機
関
．
運
輸
L
入
臣

　
に
あ
っ
て
は
括
定
運
澱
方
法
確
認
機

　
関
）
の
事
紡
所
に
立
ち
入
り
、
当
該

　
機
関
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な

　
物
件
を
検
姦
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に

　
質
聞
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
り

2
　
前
条
第
二
．
項
及
び
第
．
．
．
項
の
規
定

　
は
、
飾
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

　
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　　　　　　　　　　　　幽　　　P　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　齢　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　脚　　　一　　　　　　π　　　　一　　　　　胃　　　　｝　　　卑　　　一　　一　　　早　一　　　　一■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃　　霜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醒　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邑　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謄　　　嘩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閥　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　幽　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　■　　　　　冒　　　　　　　　曹　　　■　　　　　　　｝　　　脚　　　　　P　　　｝　　　　一　　　　　一　　　一　　　■　　■　　　　一　一　　冒一　ρ冒

」　　　　
｛

第
κ
レ
六
条
　
次
の
各
壕
の
一
に
該
当

　
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

　
た
指
定
践
構
確
認
機
関
、
指
定
検
森

　
機
関
、
揃
定
運
搬
物
碓
認
機
関
、
振

　
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験

　
機
隈
四
父
は
指
定
蕊
…
轡
M
騰
晒
…
閃
の
役
昌
｛
父

　
は
職
n
貝
は
、
L
「
万
円
以
．
｝
の
胴
金
に

　
処
す
る
。

　
四
　
第
四
卜
、
∴
条
の
．
…
．
第
一
項
の
規

　
　
定
に
よ
る
立
入
り
着
し
く
は
検
査

　
　
を
拒
み
、
妨
げ
、
蕊
し
く
は
忌
避

　
　
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
瞭
述
を

　
　
せ
ず
、
着
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を

　
　
し
た
と
き
．

量
1六
．
．
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
　
ま
尾
ー
ー
1
六
二
κ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ー
九センチメートル八



贋
鐸
淑
・
難
語
脾
鞭
誰
鰻
蝶
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掴
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仲
磁
随
餌
囲
K
細
鐙
醐
○

殿

　　　　窟鉄輪第127号
　　　　貨　技第144号
　　　　平成2肉年12月　27躊

最終改正平成3年7月1日

運稔省大臣官版国有鉄選改革推進総揺審議官

運　　輸　　省　　貨　　物　　流　　通　　局　　長

放射性同位元素等車両運搬規剛艇係取扱要領及び核燃料物質等取両運顯規則

関係取扱要領について（依命逓達〉

　今般、放射性岡位元棄等班両迎搬規劃及び核燃料物質等寧両迎搬規則の一部を改正す

る省令（平成2年迎輸響令第34号）、放射性岡位元素等1に両運搬規則の細目を定める

告示． i平成2年迎輸省告示第595母）及び核燃料物質等率両運搬規則の細目を定める

砦示（平成2銀運輸省告示第596号）が制定され．平成3年ユ月工日から施行されま

す．この施行に峯たり、放財性岡位元素等車雨迎搬規則（昭和52年運翰慰令第33弩》

及び放射性同位元素等準岡遅搬規留の糊霞を定める皆示の主な条項の解釈及び取扱い並

びに放解性同位元素等による赦射線障蜜の防止に関する法律（昭和32隼法律第167

母）第工8条の2第2項に規定する確認の印猜、放射性同位元藥等寧両運搬規則第18

条の承認の申請及び放射性隅位元索等に係る捲定還搬方法確認機関に関する雀令（昭和

56年運輪省令第24弩）第3条の承認の申請についての実施細目については、口添1

r放射性間位元衆等車両運搬規劃関係取鍛翼蟹」のとおり、核燃料物質等取馬運搬規則

（昭和53年運輸轡令第72母｝及び核燃科物質等琢両運搬規則の細目を定める告示の

主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び厭子炉の規麟に関する法

律（昭和32隼法律第166轡）第59条の2第2項に規定する確認の申講、核燃料物

質等車弼運搬規則第22条に規定する遅輸大臣の摺定の申舗、岡令第19条の承露の申

請及び核燃料物質等に係る摺定運搬方法確詔機関に閲する雀帝（紹和．．§1年運輸省令簗

37尋｝第3条の承認の申請についての契施纒羅．については．べ廣添2r核燃料物質等車

雨迎搬規則関係取搬嬰領」のとおり、それぞれ定め、平成3年1月1日以後の運搬につ

いて適∫日することとしたので、闘係者に対する燭知徹底方お願いし寂す．

　なお、　r核燃料物質等取轟運搬規灘関係取扱要領及び放射性同位元素等車両運搬規則

関係取扱要領について（依命通達｝」　（昭和56年5月ユ8日付け鉄保第71号、鉄遅

第60号、自安第1．17号）及び「「核原料物質、核燃料物質及び顔子炉の規制に関す

る法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の鰐定等について（依命通達lj

（昭郡61年11月25日付け官鉄保第93暑、貨技第工24号）は、疵止し家す．

鋒譲躍匝愚尺懸罐轡匿鰻選緊姦駆墜溢麟繍蟹薦b攣蓑蕪馨魑沸研橿購憲鰯籏麩遜麟麟翻綴芝20ニトノ
（鯛繹綱く囲畑賦圃江議綱搭憐報製誕鯉纈総｛瞳・細§爆姻齪曝霞遡）

粕日
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　　　　　　　　　　　　　　　配

別添1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　放躬性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領

1．目的

　　本要領は、放琳性同位四隅等球両運搬規則（昭和52年運輪省令第3

　3号．以下「規剛」という．）及び放射性鍔位元素等車両還搬規剛の細

　臼を定める告示（平成2年運輸害告示第595丹．以下f管示」という．

　）の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障

　憲の防止に関する法律（昭和32年法律第167母．以下r放射絵障轡・

　防止法」という．）第18条の2第2項に規定する確認の申請、規艮ll第

　L8条の承認の申舗（以下「特別椛嚴遷搬承認申欝1という．）及び赦

　射性同位元素等に係る摺定還撤方法確認機衡に関する省令（昭和56年

　運鰭雀令第24弩）第3条の承認（以下「積載方法承認」という．）の

　申請等について契施押目髪定め、もって．これらの円滑、かっ．適正な

　実施を図ることを臼的とする．

2．競則及び告口中の主な条項の解釈及び取扱い

（正）規則第2条第2項関｛系

　（イ）荷送人は、2以上の核燃料翰送物又は放射性輸送物を闇放型の構

　　　造を有する箱又は袋等に肢回し、又は包装する口合においても、偲

　　　々の核燃料輸送物又は放射性翰送物に付された標識が見えにく．い場

　　　合には．オーバーバックに係る基準を満足させるように努めること．

　（ロ｝　「タンク1とは．タンクコンテナ、ポータブルタンク，タンク準

　　　（自動寧及び鉄避寧両）におけるタンクであって、気体、薮偉、粉

　　　　体、粒状物．スラリー又は気体若しくは液体として収納された後に

　　　　凝押した固体を収納するものをいう。

　（2）規則第3条、第4条第3環、第15条、第15条の2、’第18条塘

　　　　2項及び第3項関係

　　　　f関係者以外の者」は．旅客、通行人等をいい、運搬に同行する警

　　　察官等はこれに含まれない．

　（3＞規貝ll第6条第2項（告示第2条）、第10条第2項（告示第9条）

　　　　関係

　　　　「非圃定性汚染」とは、通常の取扱い時において、はく離するおそ

　　　れが阿り、ろ紙片等によりふきとることができる性質の汚染をいう。

　（4）規則第8条関係

　　（イ）荷送人は、L型輪送物の運搬を委畿する場合には、運送状の品名

　　　　の欄に「L口輪置物（放射性）」郷と表示する等により、L型稻送

　　　　物（放射性）の運搬を萎翫する演を明らかにし、運搬に従事する者

　　　　が当該L型鞍送物を取り扱う場合に、容易に判別できるようにする

　　　　こと．

　　（ロ）第2項の総重圏、　「A型」又は「TYPE　Ajの文字、　「BM

　　　　型」又は「TYPE　8（M）」の文字及びfBU型」又は「TY

　　　　PE　B（U｝」の文字は、原則として1平方センチメートル角以

　　　　上の黒字を白地に表示するものとする．

　　（ハ）第2項の「A型」又は「TYPE　Ajの文字．　fBM型」又は

　　　　「TYPE　B（M）」の文字及びrBU型」又はrTYPE　B

　　　　（U》」の文宇の表示については、本邦内のみを巡搬されるものに

．　　　あっては、　「A型」、　「BM型」又は「BU型」と．本邦外を週搬



　　されるものイ本邦外を避搬されるために、その経路上本間内を遜搬

　　されるものを含む。以下周じ，）にあっては．　「TYPε　Aj．

　　　rTYPε　B（M）J又は「TYPE　B（u）」と、それぞれ、

　　表示するように努めること．

　（二〉第6項のコンデナ標識に係る国達番丹は、大型コンテナによる国

　　際複合一貰翰送を行う場合に、表示するものである。

（5）規峯ミlj第8条第6項（告示第7条第2項〉関｛系

　　　「65ミリメートル以上の大きさ」とは．高さが65ミリメートル

　以上であることをいう．

（6｝規則第10条第1項関係

　　運搬に従事する者に対する線量当飢が．一般人と河様．1ミリシー

　ベルト毎年以下となるよう、箪両による運搬に従事する轡が逓常乗車

　する蝿所の最大線量当量率は2σマイクロシーベルト毎時以下と規定

　されているが．本規定の実効を擦傑するため、IP－1型輸送物、I

　P－2型輪送物、IP－3型翰送物．A型輸送物、BM型輸送物又は

　BU型輪送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従寧する者ご

　とに次のいずれかの事項を記録し．これを1年間保管すること．

　（イ）放射性同位元素等の運搬に従那した時閥及びこのうち運転席、助

　　手席、車蜜内ベッド等にいた時開

　（ロ）ポケット線盤謙．フイルムバッジ等による測定結果

（7｝規則第10条第2項関係

　　汚染された匿域への準両の進入、翰送物からの放射性周位元索等の

　漏えい等によリ車両が汚染された可鮨性がある蝿合には、当該庫雨に

　ついて、汚染の検査を行うこと．

（8）規剛第10条第2項・〈告示第g条）関係

　「固定牲汚染」とは，　（3＞の非固定性汚染以外の汚染をいう．

（9）規則第且正条第2項関係

　　寧両標識に係る国連番弩は、隅一の率両に積載された状態で本邦外

　を運願する揚合に，表示するものである．

（10）規即第11条第3項関係

　　前部及び後部に舗える赤色燈は、それぞれ、夜問前方及び後方30

　0メートルの距離から点燈を確認できるものであること．

（正1）規則第13条関係

　　携行する書頚は、各運搬物に関する次の事環についての認載を含む

　ものであること．ただし、本邦内のみを迎搬されるものにあっては、

　1）から4）までの事項及び13＞の夢項における英藷の文字について、

　導用積載で還搬されないものにあっては．i4）から紹）までの事項に

　ついて．それぞれ、省路することができる．

P運搬する放射性同位元禦等の告派別表に定める品名

2）口軽連分類番5｝「7」

3）1）の品名中に含まれていない場含には．　fRADIOACTIV

　E　MATERIAL（放射性物質＞」という文字

4）運搬する放射性同位元禦等の晶名に応じた国連番号

5）運搬する赦射性同位発素等が汚染物等である場舎には、　「しSA－

　1」、　「LSA一口」、　「LSA一田」、　rSCO一夏」又はrSC

　O一甕jの区分

6）運搬する放射性同位元素等の名称（主な核種の紀弩）

7｝運搬する放射性同位元素等の物理的及び化学的性状についての記述

溢三思三三IR丁丁二三弓懸鰯厳三二丁丁翻蟹離5攣蓑蕪鼻鼠群研腱潮田三振三三掻緊縮騒≧205トノ
（蟹無細一｛く睡｛ロロ懲圖細議網溶桝轄蝦鯉囎擁擁｛画・甑§選姻哩蝋璽姻）
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麟孫超匝貸尺懸嫌糾置購憲繋颪腿瞳膝騒瀦駆肖る輝蓑簗鄭誕避紐櫨購撰繋振麩董懸騒臨駆1203トノ
（瓦町細→く紅田老賦圃麺議祖国塒輯遡誰時瀞鰭麺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・細§還獺暎蝋顛｛咽）

　（当該放射性阿位元山等が特別形赦射性間位元鍛等である禍合には、

　その断の紀述でよい．）

8）遡相する放射性隅位牌累等のベクレル（Bq）単位で表された放射

　鮨の鍬の合欝

9）放射性輪送物納は低地放射性局位元楽等が収納されたコンテナ若し

　くはタンクの分類（第1類臼標識、第2類黄標織又は第3類黄繧識の

　うち、いずれのものを貼付するか．）

IO》放射性輸送物．砥比放射性屑位元棄等又は砥比放射性周位元素簿が

　収納されたコンテナ若しくはタンクの輸送指数

11）放射性山送物又は曾比放射性岡田元素等が収納されたコンテナ若し

　くはタンクに係る承認番督（容器承認欝轡、積載方法承認餐督、特別

　雄殿に係る承認番暑等）

12）オーバーパック又はコンテナに放射性輸送物を収納し、又は包義す

　る場合には、オーバーバック又はコンテナについての詳細な記述（駁

　納され、又は包装された放射性輸送物及びオー・パーパックの假数、オ

　ーパーバック又はコンテナへの収納又は鶴装の方法、収納され、又は

　包装された放精粗弼位元素等のベクレル（Bq）単位で表された赦射

　能の無の細心、オーバーパック又はコンテナの分類（第1類白楓識、

　第2類黄標識又は第3類黄探識のうち、いずれのものを貼付するか．

　）、オーバーバック又はコンテナの輪橋捲数．オーバーパック又はコ

　ンテナに係る承認幽幽（積載方法承鷲番骨、特別掛置に係る承認番号

　等）、その他必要な事項）

監3）運搬物が専用積載で運搬され「なければならない婦含には、　「EXC

　LUS工VE　USE　SH工PMENT（専用積載による遡鐵）」

粕穂

　の晒蝋．

至4）逗纐方法（運搬潔爾、穣付け方法等）に関すること．．

15）遡搬経路に関すること．

蓋6）運籔関係管（荷送入、荷受人．運送人等）の氏名等

17）駐畑中の見銀漏に関すること（遭路輸送に限る．）．

18）輪冷物の受渡し地点及びモの予定時翔

19）遜搬中の連絡遜輻に関すること及び聚急時における峯該運搬物に必

　要な描置

　　豪た、幾該鰹類の罷載内容については、運搬に従事する者に対し、

　あらか’じめ説明すること．

（ユ2）規員σ第14条閉係

　　放射性輸送詳説の運搬において、還転暫の過労等による交通事故を

　防止して運行の安全鷺確保するための規定である．本規定の実飽に当

　たっては、次によること．

　（イ）BM型輸送物又はBU型翰送物を遡搬する嚇合にあっては、　「危

　　険物の規劇に関する規則」　（昭和34年総理府令第55号）第47

　　条の2の規定に準ずること．

　（ロ）放財性輸送物等を運搬する場舎には、　「自動車運転潜の労騰時閻

　　等の改善のための基準（平成元年2鍔9日労働樹告示第7丹）」に

　　準拠すること．

　　　なお、放財性輸送物簿の運搬に従事する再転肴には、相当の還転

　　経験を有し、かっ、還転蝶術のすぐれた者を充てるよう努めること．

（13＞規鰐第16条第2項関係

　　「聯門的知識を有する奢」とは、欧のいずれかに該当する響とする。



　（イ）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規鮒に撫する法律（昭和3

　　2年法律第166号．以下「原子炉等規劇法」という．）第41条

　　に規定する原子炉主任技四重免状を有する者又は原子炉主任技術者

　　試験筆紀試験合格看

　（ロ）原子炉等規糊法第22条の3に焼刑する核燃料数扱主任者免状を

　　有する暫

　（ハ）放射線障害防止法第35条に規定する第1極放射線取扱主任者免

　　状又は第2種放射線取扱主任者免状を有する者

　（二）四四性摺位元鑑の取扱いに関し、　（イ）から（ハ）窪でに掲げる

　　者と同等以上の知織及び経験を有すると認められる考

（14）規則籍三8条関係

　（イ）第2項又は第3項の「関係者以外の者が当該放射性輸送物、オー

　　バーパック、コンテナ又はタンク（以下「巡搬物」という．）に近

　　づくことを防止する描置」とは、有がい車両（パン型自動箪、有が

　　い貨車等をいう．》の貨物室内部に詣該運搬物を積載し、施錠する

　　こと．又は無がい雄雨（開放型の取爾をいう．）に積載された当該

　　運搬物を明旦性のケージ等で覆い、当該ケージをボルト等により寒

　　両に固定する等の捲殿をいう．この揚含において、当該ケージの表

　　面は車雨籔而とみなす。

　（ロ）第2項又は第3項の「運搬串に積込み及び取卸しをしないこと」

　　とは、発地において当該運搬物を積込み、運搬を開始した時点から、

　　最終目的地である工場又は事業所に到蔚し、当該運搬物を取り罪し、

　　運搬が終了するまでは、・当該運搬車両については、当該運纐物及び

　　他の貨物の眠込み及び取卸しを行ってはならないことをいう。

3．放射性翰三物の運搬の確認申請等

　　規則第19条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする燭合は、

　次の要領で放射線障憲防止法第ユ8条の2第2項に規定する運輪大臣の

　確認を受けること（放財線障害防止法第41条の1しに規定する指定運

　搬方法確認機関に係るものを除く．）．

（Σ）第1号様式による放射性輸送物運搬確認申請密並びに溺表第1の第

　　三欄に掲げる舘載事項について、同表の第2欄の紀載要領等に従って

　　紀載した運搬に関する計圃欝及びその添付婁類疋謝2通を提出するこ

　　と．

　　　この場合において、当該申請書等は別表第4の第1樒に撮げる区分

　　に応じ、それぞれ、同衰の第2欄に掲げる所蟹課に提出すること。

（2）申請欝等の紀載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽

　　微な事項の記載内容遊変更しようとする場合には、変更の事由、内容

　　を明らかにし、その厨を遅滞なく届け出ること．

　　　漢た、確認髪受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を1

　　年間保管すること。

4．特別四川運搬承認申請霞

　　規則第18条第1項から第3項までの規定に基づき、放射性岡位元楽

　等、放財性輸送炉開又は低比放射性曜位元日等を運搬しようとする場合

　は、第2弩閉式による特別措置運搬承認申請笛本文旧びに別冊籍夏の策

　1簡に掲げる記載事項について同表の第2棚の紀載要領等に従って舘載

　した承認申請審及びその添付轡類正甜2通を鍵出すること．

　　この刷目において．当該承認申請欝等は、別表第4の第1欄に揚げる

　区分に応じ、それぞれ、同表の第2鷹に掲げる所管課に提趨すること．

溢叢坦盧遡IR蘇締研鷹遡憩緊蚕認神語騒聯邦薦る攣蓑蘂鼻麟締柵竃麹鞭畷姦誕迷掻麟輝輝思03トノ
（鯛無i細ヨく田侮1鵬囲1裡謙綱潜繕理姻誰囎飾総伽・無鼻爆贈曝畷璽綱）
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縫；蕪週匝週1尺蘇鞭轡霞戦懸蟹颪駆迷綴麟臨駆惑b攣蓑其鼻鼠群騰濱嘲騒寝振趣迷騒騒臨駆工2013トノ
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　なお、承認を受けた出監を変更しようとする場合には、変更の事由、内

　容を明らかにし、その曽当該手続きに準じて承認を受けること．

　　また、激認を受けた場合には、承認に係る還搬についての記録を1年

　間保管すること．

5．積載方法承認の申品等

（1）九二

　　積載方法承認を受けようとする者は、別表第2の第1梅に掲げる紀

　　載事項について同表の第2褥の転載要領韓に従って斑載した積載方法

　　承認訓諭書及び別表第3の第2欄の配載要領等に従って眉描した同表

　　の第1騰に掲げる添付欝類正副2通を提出すること．

　　　この鵬合において．当該申請露等は、溺表第4の第1欄に掲げる区

　　分に応じ、それぞれ、同国の第2欄に揚げる所管課に提出すること．

　　なお、放射姓同位元素等による放射線押回の防止に関する法律施行規

　　則（昭称35年総理府令第56号）第三8条の星7第3願に規定する

　　容器については．一括して申請することができる．

（2）承認の基準

　　　積載方法承認は、次の各号に掲げる基雌に適合しているものについ

　　て行うものとする．

（イ〉迎搬出、移動、転鰐．転落等によリ放射性輸送物の茨全性が損なわ

　　れないように保たれていること．

（口）同一積載方法により繰り返し契施できるものであること．

（ハ）放躬脇門害防止法第弐8条の2第2項に基づく運輸大臣の確認を受

　　けたものであること。

（二）箭各丹のほか運搬の安全帽支障を及ぼすことのないこと．

（3）承認証の交骨　　　　．

　　積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交

　付するものとする．

　　なお．当該申請に当たっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を

　付すことができる．

（4）変更届

　　積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所に変更があ

　つたときは．30目以内にその旨を還輪大臣に届け出ること．

　　談た、積載方法承認に係るユμ両を変更しようとする嚇合（車爾の型

　式に嚢更がない場合に限る．）には、積載方法が変更葡と同等である

　ことを明らかにし、その冨を届け出ること．



溺表第L　運搬計覇露等記載事項等

設己　載　　亭　　項

1．　運搬の目的

2．　当該現定に従って運願することが著

　しく園難な娩定及びその理出並びに安

　全な運搬を確保するために特に購ずる

　描罐（第18条第呈項の規定に基づく

　承認申請のみ）

3．　当該日定によらないで運搬すること

　とする娩匙及びその理山、安全な運願

　を確保するために特に轟ずる捲澱、第

　18条第2項の表の下欄に拠げる基準

　への適合状況並びに当該規定によらな

　いで運搬することとしても安全上支障

　がないことの川明（第圭8条第2項の

　規定に基づく承認【茎…請のみ）

4．　科学技術庁鼓官の敵認の内容及び承

　認の理由、安全な還搬を確保するため

　に特に講ずる掛置並びに表翫における

　線量当薫箪が2ミリシーベルト毎時を

　超え監0ミリシーベルト旧時以下の放

　射控輪旧物を遅搬する揚含には、第i

　8条第3項笛1丹及び第2号に掲げる

　基準への適合状況（第18条第3項の

　規定に基づく承認ゆ請のみ）

5，　荷送人及び荷畏人の民名又は名称及

　び住所

6．　運送人の氏名又は名称及び住所

7．　予定迎搬日時

8．　　予定運搬経路

智己’載　要　餓　等

○　迎搬する放射性岡位元素等の用途．

　発着地等を期略に紀聞すること．

O　法人にあっては、その代衷薯の氏名

　を付記すること．

○　法入にあっては．その代衷者の氏名

　を樗翫すること．確認中器であって遡

　送人が揃定を受けた轡である場合には、

　摺定書の曝付及び番号を紀載すること．

（D発地、薪地．経路及び距腱

（2）その他

9．　巡搬しょうとする放射性翰送物

（！）放射性輸送物の型式又は名称及び

　主要諸元

（2）放射倣輸送物の極類

（3｝収納し、又は包農する放射性同位

　元勲等の名称、数量、放射能強度及

　び性状

（4）放射性輸送物の線量当無畢

（5｝放射性輪送物の輪送指数

（6）散射性輸送物に賭付する樵織及び

　行う表示

O（2）については．必要に応じ、避路名

　又は路線者；－通過地点、区聞距離、キ

　ロ程、所嬰時聞，通過予定日動、点検、

　遅転轡の交讐予定等を紀載し．遅行経

　路面を湧付すること．

0承認摩請の場合には、（2）及び（4｝を

　除き、「散射性輸送物】とあるのはr

　赦射性四位元素等、放財性翰送物又は

　低比放射性同位元衆等3と読み替えて

　配載すること．

Oα）の主要諸元は、長さ、緬．高さ、

　重一等を紀載すること，

O（2｝については．　IP一三、　IP－2、

　ΣP…3、A．　BM又にBU型輪送物
　のように記載すること．

O（3）については．放射性輸透日ごとに

　紀載し、性状については、物理的，化「

　学的状磁を配載すること．家た、名称

　については、収納する放射一間位兄業

　等が汚染同等である蝿合には．LSA

　一1．　LSA一騒辱　しSA一田，　SC

　O一蓄又はSCO一ロの区分も記載す

　ること．

O（4）については、その位置を付記又は

　麟示すること。

O（6）については、第1類白綴識、第2

　類黄標識又は第3類黄標識のうち、い

　ずれのものを何日曲付するのか．　「A

　甕望」、　rTYPε　A」．　rBM型」

　．　「TYP奮　B　（M）」．　∫BU型

　1又は「TYPε　B（U＞」の文字
　のうち．いずれの表示を行うのか及び

　給箆意の表溝について認載すること．

鎖姦遡置翅1尺懸群騰陰購藝緊颪速曝溢騒臨駆葭b壕蓑蕪§麟糠樹湛嘲憩緊厳駆懸歴騒臨駆慧〇二3ト・
（戦簿細→く囲細購圖麺議掴懸轡轄蝦誰聴鞠鰹麺・淑鼻退顧喧眠贈蜘）

導く日ギ
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（7）放射性輪送物の融数

（8｝原子力委興会決定804項への

　該当の有無及びその事霞

（9）放射姓輸送物の基準適禽状況

　（監0）放射性輸送物取扱上の注意事項

　（1L）放窮性輪涌物の外観図及び構造

　　図

10，オーバーバックの概要

　（Dオーバーパックの名称及び主要諦

　　光

　（2）収納し、又は包装する赦財性輪送

　　物の型式又は名称，個数及びオーバ

　　ーバックへの収納又は包装の方法

　（3）オーバーパックの線無当量串

（4｝オーバーパックの翰送抱数

（5）オーバーパックに期付する橿織

（6｝オーバーパックの假数

（7）オーバーパックの外観図

ll．コンデナの概要

O〔8）については．昭和50年1月上子

　力委協会決定「敏躯性物質等の輪送に

　闘する安全纂確ヌ804項aからfま

　でについて艶載すること．

O（9）については、科学技術庁長官の遅

　搬確認証の欝号及び輸送容器の翌録番

　号を記載し、嚢越年認証の写しを添偲

　すること．

　　科学技術庁長宮の望潮確認申請寧の

　ものにあっては．その旨並びに車請轡

　の日付及び番号を紀載すること．

O（U）の外観図は．三西図及び鳥かん

　によること．

O（1）の主要諸元については．長さ．幡、

　商さ、重量等を紀載すること．

O（2）については、オーバーパックごと

　に記載すること．

O（3）については、その位殿を付肥又は

　図示すること．

O（5）については．第三類猿繋織、第2

　類黄二軍又は第3頚黄標識のうち．い

　ずれのものを蹟付するのかを詑落する

　こと．

Q（7）については．三面図及び鳥かん図

　によること．

O　承認導爆の蝸合には．（2）のr放射

　性輸送物及びオーバーバック」を「放

　射性冊位元鍛等．敏射性輸逸物等又は

　低比赦射性問位元無等」と読み智えて

（Dコンテナの名称又は型式及び主饗

　諦元

（2）収納する放射性輸送物及びオーバ

　ーバックの型式又は名称、傭数及び

　コンテナへの叡納方法

（3）コンテナの線蚤当猛率

（4）コンテナの輪送櫓数

（5｝コンテナに貼付する標織

（6＞講ンテナの軒数

（7）コンテナの外観曙

12．タンクの慨要

　（1）タンクの名称又は型式及び主要談

　　元

（2）収納する低比放年伐縦位元無等の

　名称、数量、放財鮨強麗及び性状

（3）タンクの面部当館率

（4）タンクの餓送摺数

（5）タンクに鮎付する撰識

→＜日く

　楽劇すること．

O（1）の主要諸元については、長さ．幡、

　高さ、拠薫．情合規格等を億載するこ

　と。

O（2）については、コンテナごとに記載

　すること．

O（3）については、その位置を付配又は

　図示すること。

O（5）については、第1類白標識、第2

　類黄標識又は第3類黄標識のうち．い

　ずれのものを貼付するのか及びコンテ

　ナ標織の貼付の有無について駕卑し、

　また．嚥1連器琴を衷示する場舎には、

　その留についても紀載すること．

O（7）については．三面図及び鳥かん図

　によること．

Q（Dの主眼諸元については．畏さ．輻．

　高さ、重最．適合規格等を記載するこ

　と。

O（2）については、タンクごとに紀離す

　ること．名称については、LSA一…

　又はSCO一1の区分も記載し．性状

　については．物理的、化学的性状を紀

　載すること．

O（3＞については、その位置を付紀又は

　麟示すること．

O‘5）については．第ユ類窃撰識・第2

　類黄標識又は第3類黄嬢識のうち、い

　ずれのものを貼付するのか及びコンテ

　ナ標織の鵬付の有無について配載し、



（6）タンクの個数

（7）タンクの外観図

13．1！〔両及び穣載方法

　（D粟両の擬要

（2）雨漏の外観暫並びに積載方法及び

　固定方法

（3｝車両の線童当盤奉

（4＞取両に貼付する標織

　（5｝箪爾に積載する放射性輸送物、オ

　ーバーバック．コンテナ及びタンクの

　型式又は名称、偲数並びに檎送指数及

　びその合訴憩

M．遡搬莫施体制

　（け運搬費佳暫．運搬婁施者．同行す

　　る聯門憲及びその他の運腋従事暫

また．薗連番羅を表示する場合には、

その旨についても配摩すること．

O（7＞については．三面図及び鳥かん図

　によること．

○（K）については、鉄砧、軌道．索道又

　は無軌条照準によリ運搬する鳩合には．

　当該運搬に笹帰する＊両の酪容積載無

　及び有がい，無がいの別を．自動耳正に

　より迎搬する場舎には、当該運搬に使

　用する薗動嵐の車名．型式．登録搬母

　及び最大秘載量を記載すること．

○（2）については．三面鍛により示すも

　のとし．積載位置．認定等に使屠する

　鰐具．画定等の方法、標識の貼付、他

　の積載物等が明確にわかるように示す

　こと．

O（3）については．その位置を偉記又は

　図示すること．

O（4）については．東両標識の鮎付の有

　無について記載し、また、国連番号を

　表示する嚇合には、その旨についても

　記載すること．

Qく5）については、琿両ごとに龍山する

　こと．

○（Dにおいて遅磁責任者については．

　運搬の実務上の責任者であって必要な

　瞭に連絡のとれる脅の氏名と連絡先を．

　運搬爽施者については莫際に運搬に従

　齢する暫（運搬従事者）の栽轄暫の氏

　名を，同行する専門家についてはその

（2）放射線管理要領

（3）被ばく管理要領（第18条第至項

　から第3項までの規定に基づく承認

　申請のみ）

（4）運搬要領

（5）　荷搬ヒ作業要領

（6＞事故時の欝健

15，　その他
，

　氏名、所隅、資格等を、そφ他の運搬

　従事書については入数を記載すること．

　ただし、第18条第正項から第3唄楽

　での規定に蕃つく承認申請の場合には、

　その他の運綴従事響の全氏名も配冒す

　ること。

O（2）については、車両、放酎性翰囲物．

　コンテナ等の線撤当無鄭の管理、隷舐

　当量率、測定機器、保獲具等について

　紀凝すること．

O（3）については、遡搬従事暫の被ばく

　線億当量の画定．記録等の体鮒．その

　他被ばく管理に係る必疑な事項を記載

　すること。

O（4｝については．運搬時における駐準

　要餓、跡切通過要急．梯団時の隊列に

　よる運行体麟等を記載すること．

O（5）については、荷役時における作楽

　要略、安全対策、使解する機器又は用

　艮の種類等について記載すること．

O（6）については．事故時の応急掛置．

　連絡先等を配嘉すること。

O　運搬従事暫に対する敬闇闇練内容そ

　の漁網嬰な事項を記載すること．また．

　遡幽する放射性同位元素等が本邦外を

　運搬されるも■のである場合には．取扱

　要領本文2，　（1エ）に描げる携行書

　類の記載事項（以下「携行霞類の記載

　事項」という，）のうち．1）から4

　）までの事項及び当該放射性綱位元〆

　等が奪謂積載で運搬されなければなら

　ないものである嚇合には、携行興類の

　幽門事項のうち、正3｝の事項について

　も紀載すること．ただし、正．から14．

　までの記載事項の肉容に含まれていな

聴織縢鑑購響薩灘朧監蟷議趨灘騨鑛認鵬劉。・レ 葺く月累
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兄窪表第2

備湧

　用紙は．日本工菜規格A列4番の大き’さとし．鮮明にコピーできるもの

とする。ただし、この大きさによることが囲難なものについては、折りた

たんだ状態でこの大きさとすること．

紀　　載　　事　　項

1．　申請簿本文

2．　運搬しようとする放射｛生輪送物の基

　醜適合状況

3．　承認を受けようとする積載方法

　（i）名称

　〔2）外観図

（3）　捷茜晋尋Eこ使∫確する屠具、　架勇茅笛

（4）運搬に係る班侮

（5）閣縛作業

謬己　「載　要　領　等

O　申訪欝本文の様式は第3轡棚式によ

　ること．　　　　　　　・

　　また．申請者が法人である場合にあ

　っては、その代表者の氏名を付龍する

　こと。

O　科学軍術庁長官の容器承認の番号を

　紀回すること．

0　図面によリ四定方法．穣載位置等を

　明確に示すこと．なお．必要に応じて

　部分図を添付すること．

O　主要な箇所には寸法を紀入すること．

○　閲縛に使鰐されるワイヤ、緊締血艮、

　架爵等の名称及び肥暴等を紀載するこ　．

　と．

Q　鉄道、航避．索道又は無軌条電取に

　より運搬する場合には、卑覇の群容積

　載翫及び有がい．無がいの別を．良動

　車によリ還駁する揚合には、導名．型

　式、輩録番琴及び最大積載斌を四一す

　ること。

O　画縛作業の手順の詳細を明確に記載

　すること。

O　闘劔作朶において．使罵するクレー

　ン等機搬、工具の内容及び固工作菜に

　従事する者に対し権示すべき事項を認

　載すること。

爾考

　用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮附にコピーできるものとする．た

だし．この大きさによることが困難なものについては、折たたんだ状態でこの大きさ

とすること．



別表第3

添　　｛・重　書　　類

i，　1‡〔爾に印する凹凸

2．　予定される運搬に鑓する鋭解

3．　ぢ童度諺卜擁譜

4．　同一積載方法が繰り返し災施できる

　ことの説切

5．　承認容器について

6，　その他

紀　載　要　傾　等
0　運搬に使用される取爾の主翼胴元、

　準両性能及び積載方法の審査に必要な

　籔藩の構透．装置の内容について説明

　すること．

○　予定される凹田に関し、巡度、勾配．

　最小雪転半径．迎行の距離等について

　説明すること．

O　予定される巡顯等において、迎搬容

　器が容易に移動．転醒．転落等を起こ

　さないことを説明すること．

O　同一積載方法が繰り返し実旛できる

　ことを異体的に説明すること．この蝪

　舎．積付けに使用される機器、架台等

　の劣化についても雷及すること．

O　承認審器の主要譲元．外践図及び承

　諏を受けたことを証する書面を添付す

　ること。

Q　その他必要な事項がある場舎は．そ

　の書面を添付すること．

別表第4 申請先

唱　　　　　　　　　分 衡　管　課

（1｝　当該運搬が鉄道、　膨L道、　索道若しくは

@無軌条電車によってなされる場合

鉄道局保安車両課

〔2）　当該運搬が自動茸～若しくは醐蕪紅藍によ

@ってなされる場合

自動車交通局

p術安全部

ﾛ安・環境課

騒姦翅置遡騰蜘糾建潮選緊藪認瞳餐騒駆駆藤b輝蓑蕪鼻餌酔栂麟鞭臨趣迷誉騒酬駆鳳〇ニト・
（劉鐙細k躍叩1曲圏に議綱諮欄製誰鰭翻総麺・淑鐸鷹職圃贋遡）

4〈剛



三三懇匝週R三二細｝竃二二黙醸睡迷二三瞭二二為軽蓑糞鐸餌馳冊随：製選鰯慮認瞳溢騒酬駆慧03ト’
（戦無細→く囲｛叩懸圏掴議綱溶柵・鎖製罐鯉下縫畑・細鼻総噸瞳畷腰麹D

第1易様式（放射性輸送物還搬確認申講書） 第2号様式（特燐摺鍛運搬承認申目貼）

4く川日

放射性輸送物巡搬確認申請齋

「一四鱒鼎儒胴噌榊層盟一需噌隔旧「

1正本には、籏定の金　1
1　　　　　　　　　　　　　　驚

1額の牧入印紙を貼1入l
l　　　　　　　　　　　　　　l
l消印しないこと．　　■
L＿噂脚一＿＿僻＿＿＿r一幣需＿」

迎　輪　大　臣 二

日
好
月
名
称
所
先

・
舐
・
爵

書
年
者
は
　
黍

　
　
請

文
　

申
込
住
連

⑳

　別添の運搬計画書に認載する放射性輪送物の運搬にっき、赦射性同位兄紮等に

よる敏射線障審の防止に関する法簿第18条の2第2項の確謝をして載きたく申

請いたします。

運　　輸　大　臣

特別描罐運搬承認申切羽

殿

文書播号
　　年　　月

申請者の民名

又　は名称

住　　　　激

連　鰭　　先

日

㊥

　放射性同位元紫等燦颪遅搬規則第18条第1項の規定に越づき、下寵の放射性

同位元素等の運搬について承認して戴きたく申請いたします．

謬己

備考　申請文中r第Σ3条第1項fは．当該申請が規則第18条第2項に蕃つく

　　揚合には．　「第18条第2項」と．当該申請が規則第18条第3項に碁つく．．

　　嚇金には，　「第18条第3項iと．第玉8条第工項及び第3項に墓つく嚇合

　　には．「第18条第1項及び第3項∫等と簿き換えること．

　　　また、寧請暫が法入である場合にあっては．その代敦者の玩名を付誕する．

　　こと。



第3号楳式（積載方法承認申請書）

積載方法承認申蕩密

週1　輸　　大　　臣 殿

日
号
月
名
称
所
先

番
㌘
姦

書
年
者
は
　
去

　
　
請

文
　
串
又
住
連

⑳

放射性岡位兄棄等に係る撫定迎搬方法確認機関に関する省令第3条の規建に韮

づき．下記の積載方法について承認して戴きたく申請いたします．

配

淡蕪坦匝週1尺懸恥下陰購丁丁振謎懸餅騒瞭駆蔭三三蓑蘂馨訟鞭糾懸朝鰻緊厳麩睡餅麟離駆慧03ト’
（曜鐙細→く麟皿臨團掴議製語榊鍵製罐鞍雛綴脚・瓢鼻駕獲霞蝋璽鰯）

→くロ圏



放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
　
　
、

〔
灘
舞
簗
警
嫉
舶
）

（
応
急
の
措
置
）

第
【
条
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
昭
胴
和
　
二
十
二
年
法
一
律
第
｝
臼
山
ハ
十
七
口
写
。
　
以
下
　
「
法
」
　
と
い
・
り
。
　
）
　
笈
窪
一
一
十
－

　
三
条
第
…
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
者
、
販
売
業
老
及
び
廃
棄
業
者
並
び

　
に
こ
れ
ら
の
春
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
・
％
）

　
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
五
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

　
の
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と
い
う
。
）
中
、
そ
の
所
持
す
る
放
射

　
性
洞
位
元
素
等
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に

　
よ
り
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た

　
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
第
十
八
条
の

　
二
審
｝
項
に
規
駕
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
鐙
を
除
く
。
）

　
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
～
　
放
封
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く

　
　
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
若
し

　
　
く
は
航
空
機
に
火
災
が
起
こ
り
、
叉
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
．

六
＝
西

　
　
る
火
災
が
起
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
叉
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も

　
　
に
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
消
防
署
若
し
く
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

　
　
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
範
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た

　
　
場
所
又
は
最
寄
り
の
海
上
保
安
庁
の
事
務
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近

　
　
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
港
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚

　
　
染
の
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要

　
　
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張

　
　
り
、
標
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
使
用
者
等
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
し
や
へ

　
い
具
、
か
ん
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間

　
を
短
く
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
の
線
量
当
量
を
、

　
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
放
射
性
調
製
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
｝
条
第
八
号
に
規
定

　
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
う
ち
男
子
又
は
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
女
子



　
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度
は
、

　
同
令
第
二
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
窟
の
定
め
る
線
量
当
量

　
と
す
る
。

（
届
出
）

第
二
条
　
使
用
番
等
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

　
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
運
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
前
条
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
目
時
及
び
場
所
並
び
に
原
賑

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

（
報
告
徴
収
）

第
三
条
　
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
第
三
十
三
条
第

　
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
使
用
者
等
に
対
し
、

　
事
業
所
外
運
搬
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
Q

　
　
寸
　
　
　
　
　
U

　
　
瞬
　
　
　
　
貝

　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
　
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

六
三
五



騰
錨
弊
講
籔
誓
書
灘
難
燃
蠣
霧
簾
茜
＋
三
条
の
二
選
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
馨
を
行
・

六
三
六

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防

　
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す

　
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

〔
翻
舞
鉄
難
癖
嘉
）

　
放
射
性
問
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入

検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。
　
（
注
、
下
表
の
と
お
り
）
。

附

則

（表｝

号

放射牲岡三元素等による放射線障害の防

止に関する法穣第43条の2第正項の規定
により立入険査を行う職貫の身分証明欝

日牛．

B兜行

雲霞艮り‘∫’劫

［印；

月
　
　
月
　
　
月

職

名

　　年

　　年

　　年

運暢太

官
　
氏

こ
の
省
令
は
、
放
麟
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
　
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
臼
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
置
か
ら
施
行
す
る
。

六
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

六
七
ン
チ
メ
ー
ト
ル

畷）

　
　
放
射
逢
伺
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
緯
抜
す
い

（
立
入
険
在
）

第
四
十
三
条
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輪
大

臣
又
は
榔
道
府
県
公
安
委
貴
会
は
、
こ
の
法
準

　
（
還
輪
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
－
．
八
条
の
二
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
糖
三
卜
三
条

第
｝
項
及
び
第
四
項
の
緯
走
、
郡
道
府
県
公
安

委
鼓
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
エ
第
六
項
の

規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
鍛
度
で
、
そ
の
職
員

　
（
科
学
技
衛
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
放
麟
線
検
査

官
、
郷
逝
府
梁
公
安
委
貫
会
に
あ
っ
て
は
警
察

職
員
）
に
、
使
用
者
、
駁
売
業
者
若
し
く
は
廃

棄
業
春
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ

れ
た
者
の
事
携
所
又
は
工
塁
若
し
く
は
事
業
所

に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
頓
簿
、
甫
煩
そ
の
他

必
要
な
物
件
を
検
萱
さ
せ
、
関
係
者
に
質
懸
さ

せ
、
又
は
検
夜
の
た
め
必
要
な
最
小
隈
度
に
お

い
て
、
放
躬
懐
同
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性
隣

位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
販
去
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員

　
は
．
そ
の
身
分
を
示
す
誕
明
醤
を
携
帯
し
、
か

　
っ
、
麗
保
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

礎
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
㎜
に
該
当
す
る
者
は
、

を
万
円
以
下
の
罰
金
に
勉
す
る
。

七
　
第
四
十
一
二
条
の
二
第
［
項
の
規
走
に
よ
る

　
立
入
9
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨

　
げ
、
若
し
く
は
息
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し

　
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
麗
爵
の
陳
述
を

　
し
た
考

八・五センチメートル



○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に

関
す
る
総
理
府
令

〔
鱗
瞭
鉄
年
薫
紙
響

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
一
一
年
十
二
月
二
十
八
日
総
理
府
令
六
三
号

（
届
出
を
要
す
る
放
射
性
澗
位
元
素
等
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
に
お
い

　
て
準
用
す
る
令
書
十
七
条
の
総
理
府
令
で
嵩
め
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放

　
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」

　
と
い
う
。
）
は
、
放
射
性
星
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
闘
す

　
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
祁
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の

　
三
第
一
項
第
三
号
に
規
走
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
Q

（
届
出
の
手
続
）

第
二
条
　
放
射
性
王
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
放
射
性

　
岡
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
を
し
ょ
う
と
す
る
春
は
、
別
記
様
式
第
一
の
届

　
鵬
書
一
一
通
を
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
都
道
蔚
県
公

　
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
前
項
の
届
出
は
、
運
搬
開
始
の
日
の
一
週
間
繭
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
Q

3
　
第
　
項
の
届
嵐
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
届
出
書
二
通

　
の
う
ち
一
通
に
届
出
を
受
理
し
た
旨
を
記
載
し
て
、
こ
れ
を
当
該
属
出
を
し

　
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
＝
狽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ

　
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
鋼
記
様
式
第
二
の
変
更
届
出
書
二
通
を
当
該
届
出

　
を
し
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
第
三
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
出
を
受

　
撤
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
示
）

第
三
条
　
法
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

　
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
積
載
し
た
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

　
　
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。

　
　
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
速
度

　
一
一
　
伴
走
車
の
醗
置

　
三
　
放
射
性
型
番
元
素
等
を
積
載
し
た
二
二
及
び
伴
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に

　
　
同
行
す
る
車
両
の
車
列
の
編
成
並
び
に
当
該
車
列
を
構
成
す
る
車
両
相
互

　
　
間
の
距
離

　
四
　
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
　
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い

　
　
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
、
）
場
所
及
び
駐
車
時
の
措
置
．

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
積
卸
し
又
は
一
時
保
管
を
す
る
場
所

　
六
　
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
等
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の

　
　
接
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
綴
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

六
三
七



放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
七
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
車
両
へ
の
積
載
方
法

　
八
　
警
察
機
関
へ
の
連
絡

　
九
前
条
第
三
項
（
岡
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

　
　
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
届
出
書
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
ざ
れ
た

　
　
指
示
書
の
携
帯

　
十
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
取
扱
い
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の

　
　
同
行

　
十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
中
の
交
通
事
故
、
沖
田
性
同

　
　
位
元
素
等
の
盗
取
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事

　
　
項

2
　
法
難
十
八
条
の
二
野
六
項
の
規
定
に
よ
る
振
示
は
、
前
条
第
一
項
の
属
出

　
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
が
別
記
様
式
第
三
の
指
示
書
を
当
該
胤
出
を
し
た

　
者
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
Q

（
公
安
委
員
会
の
逓
知
）

第
四
条
　
第
二
条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
届
出
に

　
係
る
運
搬
が
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
速
や

　
か
に
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
日
時
及
び

　
経
路
、
種
類
、
数
塗
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
第
二
条
第
四
項
に
規
走
す
る
変
更
の
属

　
出
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3
　
前
条
第
二
項
の
指
示
を
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
指
示
に
係
る
運
搬
が

　
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
他
の
公
安
委

　
員
会
に
当
該
指
示
の
内
容
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
三
八

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

第
五
条
　
法
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
第
一
一
条
第
三
項

　
（
岡
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
蟹
走
に
よ
り
交
付

　
さ
れ
た
属
出
書
の
内
容
に
従
っ
て
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
書

　
が
交
酵
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）
運
搬
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

　
か
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
六
条
　
法
諺
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
法
第
十
八
条

　
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
使
購
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄

　
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る

　
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
状
況
及

　
び
当
該
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

　
事
故
の
状
況
と
す
る
。

　
　
寸
　
　
　
　
　
り

　
　
暇
円
　
　
　
　
貝

　
こ
の
府
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
托
す
る
法
律
（
昭
和
瓦
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
霞
（
昭
和
汽
十
六
年
朔
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
野
　
　
　
門
貝

（
施
行
期
濤
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
一
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関

　
す
る
総
理
尉
令
第
一
条
の
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
放
射



　
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
一
条
の
規
定
は
、

　
平
成
…
二
年
二
月
　
日
以
後
に
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
及
び
放
射
性
閲
位
元

　
素
等
の
運
搬
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
目
前
に
行
わ
れ
る
核
燃
料

　
物
質
等
の
運
搬
に
係
る
届
出
及
び
運
搬
証
明
書
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等

　
の
運
搬
に
係
る
属
幽
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
薗
の
例
に
よ
る
。

3
　
こ
の
府
令
の
施
行
薦
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

　
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

　
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）
．

六
三
九



別記様式第1　（第2条衡係）

※整理番号
※受理年月日

　　　　　　　　　　　放射性1野冊元素等運搬届出書

宦寥�ﾀ委貴会殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者等の区分（注1）

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び代表春の氏名）　　　⑳
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連糸工匠二三茜　　　　　　電話番号

運　　　搬　　　目　　　時
年　　　　月　　　　日　　　時から
N　　　　月　　　　日　　　時まで

発　　　送　　　地（注2＞

到　　　着　　　地（注2）

種類及び個数
輸送物 放射性同位元素等の

ｼ称、数量及び重量
委託者又は又託者の氏名（法人に
?っては、その名称〉及び住所（注3）

運搬飼行責任春氏名
知識及び経験を有する潜を同
sする場合は、その氏名

．運　　搬　　経　　路（注4｝

駐車、積卸し及び一時保管の
¥走場駈並びにその予定時刻

放射性岡位元素等積載車両及
ﾑ運転者　　　，

　．A
@　　獄
^番号

鮫　　貫7＝8

d　　量

頁　一．一 ｣　び
A送物個数

運転者氏名

積　　載　　方　　法（浅5）

確認等の有無（注6＞
科学技術庁長官

運　輸　大　距

携行瞥器材の名称及び個数

運　　搬　　要　　領（注7）

警察機関への連絡要領
応　急　措　置　要　領

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

1
2
3
4

注 　使用者、販売業者、廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。

　工場父は慕業所の名称も併記すること。

　届出者が使用毒、販売業者父は廃棄業者であり、かつ、自ら運搬する場合は、記載しないことQ

　路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び車両、船舶、鉄道等の運搬手段の鴉を記載するこ

　とQ

5

　　6
　　　射線障害の防【しに関する法律施行規則第18条の5第7出ただし書又は第8号ただし書に規定する

　　　承認（BM型輪送物、　BU型輸送物、　IP－1型輸送物、正P－2型輸送物及び正P－3型翰送
　　　物に係るものに限る。）の有無及び同規lllj第【8条の12又は放射性同位元素等率両運搬規則（昭和

　　　52年運輸省令第33号）第18条第1項若しくは第2項の特牙ll摺置の承認の有無について記載する

　　　こと。

　　7　車両の速度及び駐車、積卸し父は一時保管をする際に講じる見張人の配置等安全確保のための

　　欝置について記載し、中：列の編成及び車間距離を記載した殴面を添付すること。

錨考　 1　※時］欄には、記載しないことQ

　　　2　矯紙の大きさは、日本「業規格A4とすること。

輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の率両の外観図を添付すること。

法第18条の2第2項の科学技術庁長官父は運輸大臣の確認の有無、放射性同位元素等による放
六
四
〇



別記様式第2　（第2条関係）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

○○公安委員会殿

放射性同位元素等運搬変更届出書

住所

年　　月 日

氏名（法人にあっては、その名称
　　及び代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　⑳

　放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理病令第2条第4項の規定によ9、

　　年　　月　　日付けで届け出た放射性下位元素等の運搬について、次のとおり

変更したので届け出ます。

　変　更　の　内　容

備考　用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第3　（第3条関係）

六
四

殿

放射性同位元素等運搬指示書

第

年　　月
号
日

公安委員会　硲

　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第6項の規定

により、別記1の放射性岡位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。

別記1

整　理　番　号

届　出　年　月　日

運搬予定年月日

別記2

指　示　事　項



　三蓋感冒翅暇心馳e曜罎e睡…ヨ帥鴨島極ゆ誰騨蛍く9（面舵｛b題迷）

表放射性同位元素等の運搬に関する法令の櫻要

　　『く91肖

昭和56年5月27厨
警察庁保安部公害課

法　　　　　　　律 政　　　　　　　　令 総　　　　理　　　　府　　　　令

放射性同位元素等の運搬の ○　届け出なければならない場含を定める。 ○　計石を要する放射性同位元素等を定める（第1条）

届出（第18条の2第5項／ （第17条の2で準用する第17条） 科学技術庁長官の定める量を超える放射能を有する放射性

放射線障害防止のための措置が特に必 同位元素等

要な総理府令で定める放射性同位元素等 ○　届嵐の手続について定める。（第2条）

届出書、変更届出書（別記様式第1、第2）

○　公安委員会の通知について定める。（第4条）

公安委員会の指示（第18 ○　指示事項について定めるQ（第3条）

条の2第6項） 速度、伴走車の配置、駐車場所、見張人の配置、届出書等

日時、経路その他総理府全 の携徐経験者の同行その他変通事故、盗取等の防止上の

で定める二項 必要事項

○　指示の手続について定める。（第4条）
指示書　（　男11言己様式第　3　）

使用者等の遵守義務（第麹

条の2第7項）

運搬に関する検査（第18条 ○　検査の方法について定める。　（第5条）

の2第8項）（注） 導出書、指示書の内容に従って運搬されているかどうかについて

行う。

報告徴収（第42条第1項） ○　報告事項を定める。（第6条）

1　事業所外運搬の状況

2　事業所外運搬に関し、人の障害が発生し又は発生するおそ

れのある箏故の状況

立入検査（第43条の2）

経　過　措　置 ○　旙罎の規定は法の施行の鐸から60臼を

経過する日（7月王6日）までに行われる

運搬について適用しない。（附則第4条）

（注｝　法制18条の2第8項の規定は、放射性同位元素等を運搬する車両に対する警察官の停止権、検査権、措置命令権を定めている。



○運搬届出関係（法第望8条の2、府令第2、3、4条〉

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

届出内容の通知

届出醤（変更届出薯）の鍵出 照会
運搬に支障をきたす
ｯ報の通報

通
過
地
公
安
委
員
会

本警
煤
E
各
察
部
門
署

使
　
用
　
者
　
．
等

届出鞍（変更届出書1の交付 指示内容の通知

発
送
地
公
安
委
員
会
条
部
危
険
物
担
当
謬

報告

ﾆ会

指示書の交付 届出内容の逓知

通　　　　　報

細図内容の通知

到
着
地
公
安
委
員
会

報告

繕
部
各
察
部
門
署

照会 報告

本警
矧
e
察
部
門
署

○報告・徴収関係

　（法第42条、府令第6条）

○事故発生時等の措置関係

　　　　　（法第32、　33条第2項）

〔事故発生地）

発送地公安委員会
（本部危険物撞当課）

o報告

（法第42条．

府令第6条｝

o報告の命令

（法第42条、

府令第6条）

法…放身1性同位元素等による

　放禦線障筈の防翫に関す
　　る法律

附令…放射性同位元案等の運

　搬の届出等に関する総理

　府令

都道府県警察本部各担当課

警察官（1Io番、高速道路緊急電話〉

o遅滞なく嚴出

　【法第32条｝

鷹ちに通報

（法第33条》

六

使　　用　　老　　等

。事業所外運搬の状況

O事桀駈外運搬に闘し人の障害が発生し、

又は発生するおそれがある事故の状況

使　用　老　等

。所持する放射性同位元紫に

　ついて盗取、所在不明その

他の癖故が発生した場合

下記事態の発見者

O所持する放射性問軸元紫若
　しくは放射性置1位元素によ

　って汚染された物又は放射
線発生装置に関し、地震、

火災その他の災害が起こっ

たことによ9、放射線障霧
のおそれがある場合又は放
射線障審が発生した場合



○放射牲同位元素等運搬届出書の記載例〔別記様式第1　（第2条関係）〕

○○県公安委員会殿

破鰹理番号
※受理年月日

放射性同位元素等運搬届出書

　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　使用者等の区分（注1）

　　　　　　　　　　　　運搬を委託された者
　　　　　　　住所　東京都港区××○丁醤○番：○号

　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　　　　　代表着の氏名）

　　　　　　　　　　　○○○運輸株式会社
　　　　　　　　　　　　代表取締役　○○○○　②

　　　　連絡担当者○○○○電話番号03－OGO一・0000

運　　　搬　　　日　　　時
平成　　年　月　　日　　　時から平成　　年　月　　日　　　時まで

発　　　送　　　地（注2） 東京都文京区○○○　　　　　○○○○協会

劉　　　　達　　　　地（注2） 大阪府吹瞬市○○○　　　　○○○○病院

種類及び個数 Bu」輸送物　　1個
』輸送物 放・性同位元素、の

ｼ称、数量及び重量
コパルトー60　　50TBq　　　　20．Og

委託者叉は受託者の氏名
i法人にあっては、その名称及
ﾑ住所）　　　　　　（注3）

大阪府吹田市○○○

@　　　　○○○○病院
@　　　　　　院長　○　○　○　○

運搬同行責任港氏　名 O　O　O　O
知識及び経験を有する者を同行
ｷる場合は、その氏名

○　○　○　○　第2種放射線取扱主任者

運　　　　　搬　　　　経　　　　路　　（　注4　） 別紙記載のとおり。

駐車、積卸し及び一時保管の予
闖齒兜ﾀびにその予定時刻

別紙記載のとおり。積卸しは行わない。

放射性同位元素等積載車両及び
^転者

自動車
o録番号

最大積載

d：　量
積載重量及び

A送物個数
運転者氏名

品11あ
P2－34

11t 1β00㎏
@　　1偏 ○○○○

積　　載　　方　　法（注5） トラックには、輪送物1個日積載し、ワイヤロー
vで固定し、輸送物上部にシートをかける。

確認等　の　有無（注6） 科学技術庁長官

運　　輸　大　臣

携行資器材の名称及び個数 別紙記載のとおり。

運　　　　　搬　　　　　要　　　　　領　（　注7　） 別紙記載のとおり。

警察機関への連絡要領 鋼紙記載のとおり。

応　急　措　置　　要　　領 励紙記載のとおり。

別記記載については核燃料物質等運搬届出書を参照

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

六
四
四



○放射性同位元繁等運搬指示書例〔別記様式第2　（第3条関係〉〕

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

六
四
五

放射性同位元素等運搬指示書

○○運輸株式会社

　　代表取締役　○○○○殿

　　　第　1　号

平成　年　月　日

○○県公安委員会窺

　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第6項の規定

により、別記1の放射性同位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。

別記i

整・理　番． 号 1

届　繊　年・月 日 平成 年 月 日

運搬予定年月ヨ 平成 年 月 日

別記2

指　示　事　項
知識及び経験を有する者を同行させて運行させること。

この指示書及び先に交付した届出書を携帯することQ



図　放射性同位元棄等の船舶運送関係法令と体系

8

放射性同位元素等の船舶運送

港　　　則　　法

i運輸省所管）

船　舶　安　全　法

i運輸省所管）

障害防止法第33条（危
ｯ時の措置）
i科学技術庁所管）

危険時措置規則

i運輸省令）

港劉法施行規則

i運輸省令）

危険物船舶運送
yび貯蔵規則
i運輸省令　）

障害防止法施行規則
謔Q9条（危険時の措置｝

i総理府令　）

（第91条の21＞

放射性物質等

D舶運送告示

海上技術安全局長通達

@（旧船舶局長）

海　上　保　安　庁

s政指導文　書

海
上
輸
送
関
係
法
令

六
四
六



○
船
舶
安
全
法
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
危
険
物
船
舶
運
送
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
周
じ
。

○
危
険
物
船
舶
運
送
告
示

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長
通
達

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
固
じ
。

○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
交
書
（
そ
の
一
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の
二
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
港
　
則
　
法
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
問
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬

　
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る

　
規
則

　
　
（
省
略
）
陸
上
輪
巻
の
場
合
に
同
じ
。

○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を

　
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

船
舶
安
全
法
（
抄
）

六
四
七



図　放射性同位元棄等の航空機輸送関係法令と体系 C

放射性同位元素等の航空機輪送

航 空　　法

（運輸省所管）

障害防1i二法第33条

（危険時の措置）

（科学披術庁所管）

航空法施行規則

（運輸省令）

放射性物質等航空

輸送告示

障害防止法施行規
則第29条（危険時

の措置）（網1府金）

危険晴措置規則

（運輸省令）

航空局長通達

航
空
輸
送
関
係
法
令

六
四
八



○
航
空
法
　
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輪
…
送
の
場
合
に
【
同
じ
。

（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
わ
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

（
省
略
）
陸
上
輪
…
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
航
空
局
長
通
達

○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を

　
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
◎

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
・

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
σ

航
空
法
（
抄
）

六
四
九



m
　
関
連
法
令
及
び
定
義
等



○
薬
事
法
　
（
抄
）

晶
和
既
＋
驚
酬
絹
瑞
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
八
年
｝
二
月
二
日
法
律
第
七
八
号

（
目
的
）

第
㎜
条
　
こ
の
法
律
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
用
具
に

　
関
す
る
事
項
を
規
舗
し
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を

　
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
で
「
医
薬
品
｝
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

　
一
　
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
物

　
二
　
人
又
は
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

　
　
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
（
歯
科
材
料
、
医
療
用
贔
及

　
　
び
衛
生
矯
品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
を
除

　
　
く
。
）

　
三
　
人
又
は
動
物
の
身
体
の
構
造
又
は
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
目
的

　
　
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
及

　
　
び
化
粧
品
を
除
く
。
）

（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）

第
九
条
の
二
　
厚
生
大
臣
は
、
厚
生
雀
令
で
、
薬
局
に
お
け
る
医
薬
品
の
試
験

　
検
査
の
実
施
方
法
、
薬
局
の
管
理
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ

薬
事
法
（
抄
）

　
の
他
薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
十
六
条
　
医
薬
品
の
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
二
の
規
定
を
準
用

　
す
る
。

六
五
三



放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
晶
鯉
二
靴
埠
籠
醍
舶
〕

最
終
改
正
平
成
元
年
三
月
二
四
瞬
厚
生
省
令
第
＝
号

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
音
心
墨
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
封
性
医
薬
編
　
放
射
線
（
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百

　
　
八
十
六
号
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
を
放
出
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の

　
一
一
放
封
性
物
質
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
に
こ
れ
ら
の
含
有
物

　
三
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
の
放
射
線
量
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
線

　
　
量
を
こ
え
、
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
厚
生
大
霞

　
　
が
定
め
る
許
容
濃
度
を
こ
え
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
表
面
密
度

　
　
を
こ
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

　
四
　
放
射
線
作
業
従
事
春
　
放
射
性
物
質
父
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
附
随
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者

　
　
で
あ
っ
て
、
管
理
区
域
に
常
時
立
ち
入
る
も
の

　
五
　
管
理
区
域
随
時
立
入
者
　
管
理
区
域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
（
㎝
隣
的

に
立
ち
入
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

六
、
七
、
八
（
略
）

　
　
　
　
　
　
六
五
四

放
射
線
作
業
従
事
者
以
外
の
も
の

（
製
造
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
）

第
二
条
　
製
造
業
者
は
、
作
業
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
の
運
搬
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
審
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
を

　
作
業
所
等
の
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
及
び
放
射
性
物
質
を
運
搬
す
る
時

　
間
が
き
わ
め
て
短
く
、
か
つ
、
放
母
線
障
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場

　
合
に
は
、
こ
の
限
9
で
な
い
。

　
一
　
運
搬
は
、
容
器
に
入
れ
て
行
な
う
こ
と
。
こ
の
場
含
に
お
い
て
、
容
器

　
　
の
外
に
あ
る
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、

　
　
気
密
な
構
造
の
容
器
に
入
れ
、
液
体
状
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、
こ

　
　
ぼ
れ
に
く
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た
容
器

　
　
に
入
れ
る
こ
と
。

　
二
　
容
器
の
大
き
さ
は
、
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
三
　
容
器
は
、
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
四
　
容
器
は
、
運
般
中
に
通
常
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動

　
　
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
五
　
容
器
は
、
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
っ
、
開
封
さ
れ
た
場

　
　
合
に
開
封
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ

　
　
ー
ル
の
は
り
付
け
等
の
措
麗
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
六
　
容
器
（
容
器
を
こ
ん
包
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
ん
包
。
第
八
号
及
び



　
第
九
号
に
お
い
て
岡
じ
。
）
の
表
面
に
は
、
放
射
性
物
質
の
種
類
及
び
数
量

　
を
明
示
す
る
こ
と
。

七
　
液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
を
入
れ
た
容
器
で
、
事
故
に
よ

　
り
き
裂
、
破
損
等
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
吸
収
材
そ
の
他
放

　
射
性
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
ひ
ろ
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料

　
で
包
む
こ
と
。

八
　
容
器
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
董

　
率
が
厚
生
大
距
が
定
め
る
線
塗
当
量
率
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
郵

　
送
す
る
場
合
に
は
、
容
器
の
表
面
に
お
け
る
線
最
当
量
率
が
厚
生
大
臣
が

　
定
め
る
線
量
当
鍛
率
を
超
え
な
い
こ
と
。

九
容
器
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
密
度
を
超

　
え
な
い
こ
と
。

十
　
そ
の
他
運
搬
中
の
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

　
ず
る
こ
と
。

十
～
　
運
搬
の
年
月
β
、
方
法
並
び
に
荷
受
人
又
は
荷
送
人
に
関
す
る
事
項

　
を
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
闘
保
存
す
る
こ
と
。

、
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
抄
）

六
五
五



郵
便
法
（
抄
）

○
郵
便
法
　
（
抄
）

晶
鯉
餅
毒
社
靖
計
二
朋
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
五
一
号

（
こ
の
法
律
の
門
日
的
）

第
「
条
　
こ
の
法
律
は
、
郵
便
の
役
務
を
な
る
べ
く
安
い
料
金
で
、
あ
ま
ね
く
、

　
公
平
に
擾
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
闘
的

　
と
す
る
。

（
郵
便
禁
制
品
）

第
十
四
条
　
左
の
物
は
、
こ
れ
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
　
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
で
郵
政
大
臣
の
指
定
す

　
　
　
　
つ

　
　
る
も
q

　
二
　
舜
薬
、
劇
薬
、
毒
物
及
び
劇
物
（
官
公
署
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医

　
　
師
、
薬
剤
師
又
は
毒
劇
物
営
業
者
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
生
き
た
病
源
体
及
び
生
き
た
病
源
体
を
含
有
し
、
又
は
生
き
た
病
源
体

　
　
が
附
着
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
物
（
官
公
署
、
細
菌
検
査
所
、
医
師
叉

　
　
は
獣
医
師
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

　
四
　
法
令
に
基
き
移
動
又
は
頒
布
を
禁
止
さ
れ
た
物

（
省
令
に
よ
る
差
出
の
禁
止
）

第
十
五
条
　
郵
政
大
臣
は
、
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者
又
は
他
の
郵
便
物
に

　
対
す
る
傷
窪
又
は
損
害
を
避
け
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
六

令
で
物
を
摺
定
し
て
、
そ
の
物
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
を
禁
止
す
．

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
ω
　
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
号



の
文
字
を
表
示
し
て
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

○
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号

　
　
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火

　
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
灘
鶴
駐
解
墾
殖
坪
既
む

最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
七
月
一
九
日
郵
政
省
告
示
第
四
八
三
号

　
郵
便
法
第
十
四
条
第
｝
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物

は
左
の
通
り
と
し
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

　
昭
和
十
三
年
四
月
逓
信
省
告
示
第
九
百
八
十
一
号
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二

月
三
十
一
日
限
り
こ
れ
を
廃
止
す
る
〇

　
九
　
放
射
性
物
質

　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十

　
　
号
）
纂
二
条
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
等
（
昭
和
五
十
二
年
運

　
　
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
（
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準

　
　
の
細
翼
等
を
定
め
る
告
示
）
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
（
同
条
第
一
号
及

　
　
び
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
放
射
能
の
量
が
、
当
該
各
号

　
　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の
下
欄
に
掲

　
　
げ
る
量
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
同
令
第
八

　
　
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
に
容
器
に
収
納
し
、
又
は
包
装
し
、
か

　
　
っ
、
郵
便
物
の
表
面
に
「
放
景
性
鳳
又
は
「
測
》
U
H
O
》
O
↓
H
＜
閤
」

昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）
　
六
五
七



放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等

六
五
八
．

○
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を

　
　
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等

〔
切
照
和
五
・
†
轟
ハ
顔
＋
十
一
月
山
ハ
R
【
郵
政
省
此
聖
が
第
八
酬
臼
六
十
山
ハ
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
八
年
二
月
一
＝
露
郵
政
省
告
示
第
一
二
六
号

　
外
国
郵
便
規
則
第
六
十
九
条
の
二
に
基
づ
き
馬
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書

状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等
を
、
次
の
と
お
り
止
口
示
す
る
。

　
昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
五

日
限
り
廃
止
す
る
。
，

番
　
　
号
．

国
　
名
　
・
　
地
　
域
　
名

六

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

七
・
｝

グ
ア
ム
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
、
サ
モ
ア
及
び
米
領
ヴ
ァ
ー

ジ
ソ
諸
島

七
・
二

信
託
統
治
の
下
に
あ
る
太
平
洋
の
地
域

（
ク
ワ
ジ
ェ
レ
ィ
ン
、
　
エ
ユ
ゥ
ェ
ト
ク
及
び
マ
ジ
ュ
ロ
を

含
む
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
、
ク
サ
イ
、
ポ
ナ
ベ
、
ト
ラ
ッ
ク
、

ウ
リ
ス
イ
、
ヤ
ッ
プ
及
び
パ
ラ
オ
を
含
む
カ
ロ
リ
ン
諸
島

並
び
に
サ
イ
パ
ン
及
び
テ
ィ
ニ
ア
ソ
を
含
み
グ
ア
ム
を
除

く
マ
リ
ア
ナ
諸
島

八
の
二

ア
ソ
テ
ィ
グ
ア

一
二

一
四

一
七
の
二

二
〇

二
三

二
六

三
七

四
三

五
〇

五
六

五
八

五
八
。
一

五
八
。
二

五
八
・
三

五
九
・
二

五
九
・
六

五
九
・
「
三

五
九
・
一
五

六
二

六
三

七
三

七
五

八
○

八
四

八
七

八
九

オ
ー
ス
ト
リ
ア

．
、
・
レ
ー
ン

ノ
　
　
ノ

ベ
リ
セ

白
ロ
シ
ア

ボ
ツ
ワ
ナ

ブ
ル
ン
デ
ィ

大
韓
民
国

ド
ミ
ニ
カ
丘
ハ
和
国

エ
テ
ィ
オ
ピ
ア

ガ
ン
ビ
ア

英
国

ガ
ー
ソ
ジ
イ

マ
ソ
農

ジ
ャ
ー
ジ
ィ

ア
セ
ソ
シ
ョ
ソ

カ
イ
マ
γ

セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ

タ
ー
ク
ス
及
び
カ
イ
コ
ス

グ
ァ
テ
マ
ラ

一
帯
ア

イ
ラ
ソ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ジ
ャ
マ
イ
カ

キ
リ
バ
ス

レ
ソ
ト

リ
ベ
リ
ア



九
〇

九
四

一
〇
九

二
二

＝
一
四

一
三
三

一
三
五

一『

O
八

一
凶
｝
、

一
四
三

一
四
八

一
五
二
．

一
五
六

一
五
八

｝
五
九

一
六
九

一
七
〇

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
注
）

マ
ラ
ウ
イ

ニ
ジ
ェ
：
ル

ペ
ル
ー

ポ
ル
ト
ガ
ル

ソ
P
モ
ン
諸
島

セ
ネ
ガ
ル

シ
ン
ガ
ポ
…
ル

ス
リ
。
ラ
ソ
カ

ス
イ
ス
（
注
）

チ
ャ
ー
ヂ

ト
ー
ゴ
ー

ト
ル
コ

ゥ
ク
ラ
イ
ナ

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
被
会
主
義
共
和
国
連
邦

ザ
ン
ビ
ア

ジ
ン
バ
ブ
エ

囲
　
別
配
達
と
し
た
も
の
に
限
る
。

備
考

番
号
欄
の
番
号
は
、
昭
和
五
六
年
郵
政
省
告
示
第
八
六
四
号
（
外
国

あ
て
通
常
郵
便
物
の
送
達
等
に
関
し
外
鼠
郵
政
庁
で
定
め
る
条
件
）

に
掲
げ
る
国
名
・
地
域
名
の
項
番
号
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
最
終
改
正
曜
秘
五
七
年
三
月
郵
政
告
＝
ハ
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
同
五
八
年
二
月
同
芙
二
号
〕

放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等

六
五
九



原
子
力
基
本
法
（
抄
）

六
六
〇

○
原
子
力
基
本
法
（
抄
）

改
正

〔
昭
湘
三
十
年
十
二
月
十
九
日
法
律
　
第
百
八
十
六
号
〕

昭
湘
四
二
年
七
月
二
〇
日
法
律
第
七
二
号

同
　
　
｝
血
一
二
な
†
七
日
〃
五
　
門
口
同
　

第
八
』
国
号

（
自
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
を
推
進
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
確
保
し
、
学
術
の
進
歩
と

　
産
業
の
振
興
と
を
図
り
、
も
っ
て
人
類
社
会
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
水
準
向

　
上
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
醸
的
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条
　
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
、
平
和
の
厨
的
に
限
り
、
安
全

　
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
も

　
の
と
し
、
そ
の
成
果
を
公
開
し
、
進
ん
で
国
際
協
力
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
用
語
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の

　
と
す
る
。

　
一
　
「
原
子
ヵ
」
と
は
、
原
子
核
変
換
の
過
程
に
お
い
て
原
子
核
か
ら
放
出

　
　
さ
れ
る
す
べ
て
の
種
類
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。

　
二
　
　
「
核
燃
料
物
質
」
と
は
、
ウ
ラ
ン
、
ト
リ
ウ
ム
等
原
子
核
分
裂
の
過
程

　
　
に
お
い
て
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
徹
で
定
め
る

　
　
も
の
を
い
う
。

　
三
　
　
「
核
漂
料
物
質
」
と
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
、
ト
リ
ウ
ム
鉱
そ
の
他
核
燃
料
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

　
　
質
の
療
料
と
な
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
磯
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
四
　
　
「
原
子
炉
」
と
臆
、
核
燃
料
物
質
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
装
置
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
う
。
た
だ
し
、
政
叙
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

　
五
　
　
「
放
射
線
」
と
は
、
電
磁
波
又
は
粒
子
線
田
う
ち
、
直
接
又
は
間
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
空
気
を
電
離
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
で
、
政
徹
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
核
原
料
物
質
の
管
理
）

第
十
条
　
核
原
料
物
質
の
輸
入
、
輸
出
、
譲
渡
、
譲
受
及
び
精
錬
は
、
別
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
9
、
政
府
の
指
定
す
る
者
に
限
っ
て
こ
れ
を
行
わ

　
し
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
規
制
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
物
質
を
生
産
し
、
輸
入
し
、
輸
出
し
、
所
有
し
、
所
持
し
、

　
譲
渡
し
、
譲
り
受
け
、
使
用
し
、
又
は
輪
逃
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
府
の
行
う
規
制
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
物
質
の
譲
渡
命
令
）

第
十
三
条
　
政
府
は
、
前
条
に
規
定
す
る
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
別
に

　
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
を
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る

　
者
に
対
し
、
譲
渡
先
及
び
価
格
を
指
示
し
て
こ
れ
を
譲
渡
す
べ
き
こ
と
を
命

　
ず
る
こ
と
が
で
き
る
Q

（
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
措
置
）

第
二
十
条
　
放
射
線
に
よ
る
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た

　
め
、
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
発
生
装
匿
に
係
る
製
造
、
販
売
、
使
用
、
測



定
等
に
対
す
る
規
制
そ
の
他
保
安
及
び
保
健
上
の
措
置
に
関
し
て
は
、

法
律
で
定
め
る
。

　
す
　
　
　
噂

　
匪
　
　
臼
月

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ω
　
核
燃
料
物
質
等
の
定
義
政
令
　
　
第
一
条

ω
　
．
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
第
二
条

ω
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
三
条

ω
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
四
条

別
…
に

原
子
力
基
本
法
（
抄
）

六
六
「



概
撚
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　
@
〔
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
二
十
一
腰
政
令
第
三
百
二
十
五
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
取
終
改
正
　
　
昭
和
山
山
　
二
年
　
二
月
二
九
R
H
政
A
門
弟
山
ハ
ニ
ロ
万

　
内
閣
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の

規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
足
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
）

第
［
条
　
原
子
力
基
本
法
第
…
二
条
第
二
号
の
核
燃
料
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
物

　
質
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
γ
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
で

　
　
あ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
ニ
　
ゥ
ラ
ン
一
瓢
二
五
の
ウ
ラ
ン
一
一
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
に

　
　
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
三
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
四
　
前
三
号
の
物
質
の
　
又
は
一
　
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃

　
　
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
五
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
一
一
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
を

　
　
こ
え
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
六
　
プ
ル
ト
一
一
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
七
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物

○
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及

　
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令

　
八
　
前
三
号
の
物
質
の
一
叉
は
一
｝
以
上
を
含
む
物
質

（
核
原
料
物
質
）

第
二
条
　
原
子
力
基
本
法
第
一
工
条
第
三
号
の
核
原
料
物
質
は
、
ウ
ラ
γ
若
し
く

　
は
ト
リ
ウ
ム
又
は
そ
の
化
合
物
を
含
む
物
質
で
核
燃
料
物
質
以
外
の
も
の
と

　
す
る
。

（
原
子
炉
）

第
三
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
四
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
も
の

　
は
、
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
っ
、
そ
の
反

　
応
の
平
衡
状
態
を
中
性
子
源
を
用
い
る
こ
と
な
く
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
又
は
持
続
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
装
置
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
）

第
四
条
　
原
子
力
基
本
法
第
コ
ご
粂
第
五
号
の
放
射
線
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
波

　
又
は
粒
子
線
と
す
る
。

　
一
　
ア
ル
フ
ァ
線
、
重
陽
子
線
、
陽
子
線
そ
の
他
の
重
荷
電
粒
子
線
及
び
ベ

　
　
ー
タ
線

　
二
　
中
性
子
線

　
三
　
ガ
ン
マ
線
及
び
特
性
エ
ッ
ク
ス
線
（
軌
動
電
子
捕
獲
に
伴
っ
て
発
生
す

　
　
る
特
性
エ
ッ
ク
ス
線
に
限
る
。
）

　
四
　
百
万
電
子
ボ
ル
ト
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク

　
　
ス
線



　
　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
．

　
　
　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
晶
鯉
簗
牌
靖
儲
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
二
七
日
法
律
第
六
ナ
号

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
原
子
力
」
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第

　
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
を
い
う
。

6
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
製
錬
」
と
は
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

　
含
ま
れ
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
比
率
を
高
め
る
た
め
に
、
核
原
料
物
質

　
又
は
核
燃
料
物
質
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

7
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
加
工
」
と
は
、
核
燃
料
物
質
を
原
子
炉
に
燃
料
と

　
し
て
使
用
で
き
る
形
状
又
は
組
成
と
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
物
理
的
又
は
化

　
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

8
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
処
理
」
と
は
、
原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
し

　
た
核
燃
料
物
質
そ
の
他
原
子
核
分
裂
を
さ
せ
た
核
燃
料
物
質
（
以
下
「
使
用

　
済
燃
料
」
と
い
う
。
）
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
す
る

　
た
め
に
、
使
屠
済
燃
料
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

9
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
規
制
物
資
」
と
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発

　
及
び
利
罵
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
圏
際
約
束
（
以
下
単
に
「
隅
際
約
束
」

　
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
適
用
そ
の
他
の
規
舗
を
受
け
る
核
原
料

　
　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
原
子
炉
そ
の
他
の
資
材
又
は
設
備
を
い
う
。

10

@
前
項
の
國
際
規
制
物
資
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
告
示
す
る
。

　
　
　
（
　
略
　
）

六
六
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

六
六
四

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

〔
昭
和
宏
一
十
一
｝
虚
十
山
ハ
臼
月
山
日
沖
広
律
第
百
詣
ハ
十
七
暑
マ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
四
七
年
六
月
八
霞
法
律
第
五
七
号

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
」
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第

　
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
性
同
位
元
素
」
と
は
、
り
ん
三
十
二
、
コ
パ

　
ル
ト
六
十
等
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ

　
ら
の
含
有
物
（
機
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
政

　
ω

　
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

3
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
」
と
は
、
硫
黄
計
そ

　
の
他
の
放
射
性
岡
位
元
素
を
装
備
し
て
い
る
機
器
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を

　
い
う
。

4
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
発
生
装
置
」
と
は
、
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
、

　
シ
ン
ク
ロ
ト
ロ
ン
等
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ

　
　
　
　
　
　
②

　
る
装
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
　
ω
・
障
害
防
止
法
施
行
令
第
一
条

　
　
②
　
障
害
防
止
法
施
行
令
第
二
条



　
　
○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日
政
令
第
二
百
五
十
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
三
年
三
月
十
九
日
政
令
第
四
十
二
号

へ
放
射
性
同
位
元
素
）

第
「
条
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
放
動
性
同
位
元
素
は
、
放
射

　
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
（
機

　
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
、
放
射
線
を
放
出
す

　
ゐ
同
位
元
素
の
数
貴
及
び
濃
度
が
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
数
量
及
び
濃

　
腿
を
こ
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号

　
　
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
核
原
料
物
質

・
二
　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
｝
項
に
規

　
　
定
す
る
医
薬
品

　
三
　
薬
事
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
用
具
で
、
科
学
技
術
庁
長
官

　
　
が
厚
生
大
臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
に
装
備
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
。

　
四
　
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
九
条
第

　
　
一
項
に
規
定
す
る
日
本
工
業
規
格
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

　
特
別
の
表
示
を
附
さ
れ
た
鉱
工
業
養
性
は
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
し
て

　
　
こ
れ
と
同
等
に
安
全
と
認
め
ら
れ
る
鉱
工
業
品
で
あ
っ
て
、
科
学
技
術
庁

　
長
官
が
搭
屯
す
る
も
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
自
発
光
性
の
塗
料

（
放
重
曹
同
位
元
素
装
備
機
器
）

繁
【
条
の
二

　
　
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機

　
器
は
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
用
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
・
キ
ャ
ブ
チ
ャ
。
デ
ィ
テ

　
ク
タ
（
ニ
ッ
ケ
ル
六
三
を
装
備
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
放
射
線
発
生
装
鷹
）

第
二
条
　
法
論
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
放
射
線
発
生
装
蹟
は
、

　
次
に
掲
げ
る
装
置
（
そ
の
表
面
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お

　
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
科
学
技
術
庁
長
宮
が
定
め
♂
放
射
線
量
率
以
下
で

　
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ト

八七六五四三ニー置
で
、

指
算
す
る
も
の
。

ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
等
の
数
量
を
定
め
る
件
第
一
条

②
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
等
の
数
量
を
定
め
る
件
第
「
条
の
二

③
　
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ
る
装
置
と

サ
イ
ク
ロ
　
ロ
ン

シ
ソ
ク
ロ
ト
ロ
ソ

シ
ソ
ク
ロ
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

直
線
加
速
装
置

ベ
ー
タ
ト
ロ
ン

フ
ァ
ン
・
デ
・
グ
ラ
ー
フ
型
加
速
装
置

コ
ッ
ク
ク
ρ
フ
ト
・
ワ
ル
ト
ン
型
一
加
速
装
㎜
直

そ
の
他
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ
る
装

　
　
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
と
認
め
て
科
学
技
術
庁
長
官
が

鋤

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
金
（
抄
）

六
六
五



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

六
六
耕

し
て
指
定
す
る
件
（
昭
和
三
十
九
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号
）

　
変
圧
器
型
加
速
装
置
、
マ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
及
び
プ
ラ
ズ
マ
発
生
装
置

（
重
水
素
と
ト
リ
チ
ウ
ム
と
の
核
反
応
に
お
け
る
臨
界
プ
ラ
ズ
マ
条
件

を
達
成
す
る
能
力
を
も
つ
装
置
で
あ
っ
て
、
専
ら
重
水
素
と
重
水
素
と

の
核
反
応
を
行
ヶ
も
の
）



○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等

　
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
五
年
九
月
黒
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
学
技
術
庁
告
示
第
二
十
二
号

〕

最
終
三
宝
　
昭
和
六
三
年
五
月
十
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
六
号

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
及
び
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る

放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
湘
三
ナ
五
年
総
理
府
令
第

第
五
十
六
号
∀
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
一
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
改
正
す

る
こ
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
目
ら
適
用
す

る
。

（
放
射
線
を
放
出
す
る
岡
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
）

第
一
条
「
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

「
行
令
，
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
隔
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る

　
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
は
、
数
量
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

　
お
り
と
し
、
－
澄
度
に
つ
い
て
は
七
十
四
ベ
ク
．
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。
た
だ

　
し
、
自
然
に
賦
存
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並

　
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
で
固
体
状
の
も
の
に
係
る
濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
百

　
七
十
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

　
一
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

　
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
て
、
そ
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
嗣
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量

二
　
放
射
線
を
放
毘
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

　
て
、
そ
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
種
類
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ

　
ら
の
数
量

三
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
密
封
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
三
・

　
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

数
　
　
　
最

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
九
十
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

三
．
七
キ
ロ
ベ
ク

す
る
同
位
元
素
（
以
下
「
第
一
群
」
と
い
う
。
）

レ
ル

物
理
的
半
減
期
が
　
二
十
日
を
こ
え
る
放
射
線
を
放

出
す
る
同
伎
元
素
（
水
素
三
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
七
、

炭
素
十
四
、
い
お
う
三
十
五
、
鉄
五
十
五
、
鉄
五

三
十
七
キ
ロ
ベ
ク

十
九
及
び
ス
ト
μ
ン
チ
ウ
ム
九
十
並
び
に
ア
ル
フ

レ
ル

ア
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
コ
第
二
群
」

と
い
う
。
）

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
以
下
の
放
射
線
を
放
出

す
る
同
位
元
素
（
ふ
つ
三
十
八
、
　
ク
ロ
ム
五
十
一
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
十
一
及
び
タ
リ
ゥ
ム
ニ
百
一
並
び
に
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除

三
百
七
十
キ
ロ
ベ
・
ク
レ
ル

一

六
六
七



放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

う　及十水 鉄　く

。び八素 五　。
）　タ　　、　＝　　　ニ　リ　ク

十）
纒ﾀウ　ロ　ベ （　び

ム　ム　リ． 以　に

二　五　り 下　い

百十　ウ 一1お
一一 @　一　　ム 第　う

（　　、七 三　三三．

以　ゲ　’ 群十
下ル炭 L　五

「マ素 と　　、

第二十 い鉄
四　ウ　四 う　五

群　ム　’ 。十
L　七　ふ ）　五
と　十　つ 及

い一素 び

レ三
ル　　。

七
メ

ガ
べ
ク

　
四
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
時
計
そ
の
他
の
機
器
又
は
装
躍
以
外

　
　
の
物
に
密
封
さ
れ
た
も
の
（
放
電
管
、
煙
感
知
器
そ
の
他
の
機
器
又
は
装

　
　
麗
に
装
備
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
集
舎
し
た
も

　
　
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
集
A
口
し
た
も
の
ご
と
に
一
二
・
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル

（
放
射
性
発
生
装
置
に
係
る
線
量
当
癒
競
率
）

第
二
条
　
令
第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
線
墨
当
量
率
は
、
　
一

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
罐
当
墨
率
に
つ
い
て
六
百
ナ
ノ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
と
す

　
る
Q

六
六
八
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放射線の量等の単位及び換算表
（亙A露A－TRS－218）

SI単位　名称〈記号〉 1　旧単位名く記号〉

放射能　i　　　　　…
S－1 ベクレル＜Bq＞　　｝ キュll一 〈C1＞

照射線量i C・kg『1 なし　　　　｝ シンげン く齢

吸収線蚤　i　　　　　1 J・kg胴裏 グレイ　＜Gy＞　　　　｝　　　　　　　　　　噛 ラド 〈rad＞

線量等量　・ J・1｛9一… シーベルト　〈Sv＞　1 レム 〈re皿〉

放射能；ユBq鵡ユゴー
　　　　：　1Cl＝3．7　x1010　s”i

ベクレルiキュリー

照射線量＝　　（C。kg一監）

　　　　　　：1R＝2．58×10闇堵COI｛g一監

キュリーiベクレル
　＜Ci＞　　　 i　　　＜臼q＞

　　轟ICi　　l　　PBq

　　RCI　！TBq
　　　Ci　i　GBq
　　mCi　　l　　閉Bq

齢罷l
p．幽，『曹．．．．．．．．

堰w．．曹．『厚幽幽『．．『．

　　　1　　1　37
　　　2　i　74
　　　3　i111

4
5

6・

7
8
9

10

148
185
222
259
296
333
370

　　＜Bq＞　　　i　　＜C三＞

　　PBq　i　匙Ci

　　TBq　i　Cl
　　Gヨq　　l　mCl
　　西｛Bq　　　 i　　　μC圭

翻1§
ヒドマコロロ　ヒ

@　　　　コロニのリロヒコロ　コ　ドリロココ

　　　1　｝　27．03

i－i｝1

　　　6　｝　162
　　　7　1　189
　　　8　i　2i6

　　　11脇1

（例）　2（0）mC　i＝74　809　MBq　　7GBq＝189mC重

レ羅

割
R贈

脚

1　（C●　峯｛9一竃）

i

皿
　
｝
　
哺
　
　
　
「
　
一
　
｝

9
9
9
9
9
9
9
’
8
6
4
2
0
8
6
4
2
0

k
k
k
匙
k
k
匙
．
5
1
7
3
9
4
G
6
2
8

●
。
。
・
。
．
．
’
2
5
7
0
2
5
8
0
3
5

C
C
C
C
C
C
C
．
　
　
　
1
！
1
1
2
2
2

k
　
　
m
μ
翁
D
塾
1
…

狼
R
R
殺
只
R
R
．
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

G
制
R
　
皿
μ
n
一
　
　
　
　
　
　
　
i

　　　　　　　ミ
（C●kg－i）　　iシントゲン

　　　　　　　1〈衆〉

kC●kg－i　　i　　輔R

C●kg齢【　　l　　kR

窪IC・｝（9鼎且　　i　　　R

聲C．至｛9略l　　l　　鴇R

擁三i｝羅

　　噛“．．幽『．．．｝甲．一『

　　　　　　　3，8759

　　　　　　　7．7521
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

｝
i桔：lll

i19．380
123，256

127．132
i31．008

儲：lll

吸収線墨；1Gy　＝1J・kg”1
　　　　　　：1　rad　；＝＝　100　erg．9鼎L

線量当量：H（Sv）＝D（Gy）・Q咽
　　　　　　：｝玉（re頂）；D（rad）●　Q・程

ラド1グレイ
＜rad＞i＜Gy＞

Grad　　｝　10酬Gy

Mra（i　　i　10　1｛Gy

l｛rad　　　t　lO　　Gy

　rad　　i　lO！nGy

鰯i｝1鰯
prad　　　l　lO　flGy

グレイ　iラ　ド
＜Gy＞　　i　＜rad＞

MGy　　　　i　lOO　踊rad

kGy　　　　i　100　krad

G
ymGy

μGy

嚢Gy

pGy
fGy

1100　rad
1100題rad

i188器l
lユ00prad
1100ξrad

レ　ム　iシーベルト シーベルト 1　レ　ム
＜re恥＞i　＜Sv＞ ＜Sv＞ 1〈re皿〉

■一、．，，．，甲．．幽．魑‘，，曹■一幽．．．曾．●，「●“ ，■－醒－，，9，，一一匿．．■ 駒，幽■．冒，，甲．馳「「，

Grem　　　l　　10　擁Sv 誌｛Sv 100Mre恥
轟｛re1R　　　　！　　　10　kSv kSv 100krem
1｛re皿　　　　　｝　　　10　　　Sv Sv 100　rem
re短　　　　｛　　　圭O　mSv mSv 100凱re皿

1鰯　i｝i黛 μSrv

獅rv

垂rv

100μre皿
P00nrem
?０0pre現

Prem　　　　i　　　10　fSv fSv 100frem

単位の接頭記号

10冊田　　 10噌生5 10－L2 10麗9 10一6 10需3 10c 103 106 10臼 10三2 圭oi5

a　　　f　　　p
atto　　　fe皿to　　 picO

　渣　　　　μ

nano　　　田互cro
m

瞬li
k　　　M

kilO　　H｝ega 　
a

G
㎏

　
9

T　　　P
tera　　peヒa



定価7，”σ00円体体6，了96円）


